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平 成 2 8 年 1 1 月 2 5 日 （ 金 曜 日 ）

午前 時 分開会10 0

出 席 議 員（ 名）39
（ ）1番 西 村 賢 自由民主党 青の国

（ ）2番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）5番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）6番 岩 切 達 哉 同

（ ）7番 二 見 康 之 宮崎県議会自由民主党

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 濵 砂 守 ひむかの会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）17番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 丸 山 裕次郎 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 黒 木 正 一 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 山 下 博 三 同

（ ）26番 右 松 隆 央 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 徳 重 忠 夫 自由民主党県民クラブ

（ ）29番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 後 藤 哲 朗 同

（ ）34番 外 山 衛 同

（ ）35番 松 村 悟 郎 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 宮 原 義 久 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 畑 山 栄 介

福 祉 保 健 部 長 日 隈 俊 郎

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 髙 原 みゆき

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

公 安 委 員 長 藤 田 紀 子

警 察 本 部 長 野 口 泰

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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◎ 議長挨拶

○星原 透議長 開会前に一言申し上げます。

本日は、執行部、関係団体の御協力をいただ

き、古代衣装を着用し、本会議を開催させてい

ただきます。

この取り組みは、平成24年から記紀編さ

ん1300年記念事業の一環として実施しておりま

して、県議会としましても、「神話のふるさと

みやざき」のブランドイメージの一層の浸透

が図られることを期待するものであります。

◎ 開 会

○星原 透議長 これより平成28年11月定例県

議会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

◎ 議席の一部変更

○星原 透議長 この際、議席の一部を変更い

たします。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおり指定いたし

ます。

◎ 新議員紹介

○星原 透議長 ここで、去る10月16日、西都

市・西米良村選出議員補欠選挙で当選されまし

た濵砂守議員を御紹介いたします。

濵砂守議員、御登壇を願います。

○濵砂 守議員〔登壇〕 おはようございま

す。去る10月16日、宮崎県議会西都市・西米良

村選挙区におきまして、補欠選挙で当選をさせ

ていただきました濵砂守でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

今後は、西都市民、そして西米良村民、宮崎

県民の皆様方の負託に応えられるよう、県政の

場で誠心誠意努力をしてまいりますので、どう

ぞ議員の皆様方、そして県執行部の皆様方、い

ろいろと御指導賜りますようによろしくお願い

を申し上げます。今後ともよろしくお願いいた

します。（拍手）〔降壇〕

◎ 会議録署名議員指名

○星原 透議長 会議録署名議員に、黒木正一

議員、田口雄二議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○星原 透議長 まず、会期の決定について議

題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

黒木正一委員長。

○黒木正一議員〔登壇〕 御報告いたします。

去る11月18日の閉会中の議会運営委員会にお

いて、本日招集されました平成28年11月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計17件、その内訳は、補正予算５件、条例４

件、予算・条例以外８件であります。このほか

２件の報告があります。また、さらに給与関係

の議案が追加提案される予定となっておりま

す。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査をいたしました結果、会期につ

きましては、本日から12月13日までの19日間と

することに決定いたしました。

会議日程は、お手元に配付されております日

程表のとおりであります。

今期定例会は、11月30日から５日間の日程で

平成28年11月25日(金)
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平成28年11月25日(金)

一般質問を行います。一般質問終了の後、人事

案件の採決を行った上で、その他の議案・請願

について、所管常任委員会への付託を行いま

す。

12月７日から２日間の日程で各常任委員会を

開催していただき、13日の本会議で、付託され

た議案・請願の審査結果報告及び採決を行いま

す。さらに、選挙管理委員及び同補充員の選挙

を行います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○星原 透議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○星原 透議長 会期についてお諮りいたしま

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日から12月13日まで

の19日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議長の報告（常任委員会委員及び特別

委員会委員の選任）

○星原 透議長 ここで、御報告を申し上げま

す。

去る10月18日、委員会条例第６条第１項ただ

し書きの規定により、議長において、濵砂守議

員を文教警察企業常任委員会委員及びみやざき

創生対策特別委員会委員に選任いたしましたこ

とを御報告申し上げます。

◎ 議案第１号から第17号まで上程

○星原 透議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事から議案第１号から第17号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○星原 透議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。平成28年11月定例県議会の開会に当た

りまして、まず冒頭に一言御礼を申し上げま

す。

本日は、県議会の御発案により、記紀編さ

ん1300年記念事業を盛り上げる取り組みといた

しまして、古代衣装をまとっての本会議となり

ました。この取り組みも記紀編さん記念事業が

スタートした平成24年度から数えて５回目とな

りますが、古代に思いをはせつつ、先人と今を

生きる私たちが深いきずなで結ばれたような気

持ちになります。改めまして、「神話の源流み

やざき」を県内外へ発信していく上で、このよ

うな大変貴重な機会を設けていただいたことに

対しまして、星原議長を初め県議会の皆様に厚

く御礼を申し上げます。

また、関連しまして、１点、御報告をさせて

いただきます。
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国民文化祭についてであります。

今月１日、文化庁より、平成32年度に開催さ

れる第35回国民文化祭開催地の内定を受けまし

た。記紀編さん1300年記念事業の集大成とし

て、日本書紀編さん1300年に当たるこの年に本

県で開催することを目指して、国への要望活動

を展開してきたところであり、今回の内定につ

いて大変うれしく思っているところでありま

す。

「文化の国体」とも言われる国民文化祭の開

催が、文化芸術のすばらしさや地域の文化資源

に対する認識を一層深め、本県文化のさらなる

振興・活性化につながるよう全力で取り組んで

まいります。

また、この年は、世界中の注目が集まる2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

が開催される年でもあります。この絶好の機会

に、宮崎の多彩な魅力を国内外に発信し、参加

者の皆様を初め、本県を訪れる全ての方々をお

もてなしの心でお迎えできるよう準備を進めて

まいります。

それでは、本日提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

初めに、補正予算案についてであります。

今回の補正予算案は、経済対策に伴う国の平

成28年度第２次補正予算に係る経費及びその他

必要とする経費について措置するものでありま

す。補正額は、一般会計312億4,081万円、この

うち国の経済対策の実施に伴う経費が30 5

億3,962万円となっております。また、特別会計

が6,167万5,000円、公営企業会計が２億5,968

万5,000円であります。

なお、一般会計の歳入財源は、分担金・負担

金７億4,138万7,000円、国庫支出金188億5,049

万9,000円、繰入金５億2,732万７,000円、諸収

入13億1,839万7,000円、県債98億320万円であり

ます。この結果、平成28年度の一般会計歳入歳

出予算規模は6,250億5,959万３,000円となりま

す。

以下、主な事業の概要について御説明申し上

げます。

まず、国の経済対策の実施に伴うものについ

てでありますが、国から補助を受けて実施する

道路や河川、土地改良、造林等の補助・交付金

事業と、道路や河川、高速道路等の国直轄事業

への負担金を合わせまして、公共事業を約215億

円措置することとしております。

また、公共事業以外の事業としまして、本県

農林業の収益力向上や競争力強化を図るため、

耐候性ハウスや集出荷貯蔵施設、牛舎、木材加

工流通施設等の施設整備及び牛の自動競りシス

テムや高性能林業機械の導入の支援等を行うこ

ととしております。

さらに、神奈川県相模原市の障がい者施設で

発生した事件を受け、社会福祉施設等が防犯対

策を強化するために行う防犯装置の設置等に対

する支援や、熊本地震で被災した子供の就学・

就園支援、台風等による海岸漂着物の回収・処

理等も行うこととしております。

次に、国の経済対策に伴うもの以外としまし

ては、熊本地震を受けて実施した緊急点検の結

果を踏まえ、緊急輸送道路ののり面防災対策を

行うための県単公共事業の追加、また、地方創

生推進交付金を活用した農水産物の機能性解析

体制の整備や、ビジネス情報の一元化等による

食品製造業者の販売力の強化などを行うことと

しております。

次に、予算以外の議案について御説明いたし

ます。

議案第６号「警察関係使用料及び手数料徴収

平成28年11月25日(金)
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条例の一部を改正する条例」は、道路交通法の

一部改正に伴い、準中型自動車免許の新設や新

たな高齢者講習制度が実施されること等から、

手数料の新設等を行うものであります。

議案第７号「職員の退職手当に関する条例及

び病院事業職員の給与の種類及び基準を定める

条例の一部を改正する条例」は、雇用保険法等

の一部改正に伴い、失業給付の対象者の拡大が

図られること等から、失業者の退職手当に関す

る規定の改正を行うものであります。

議案第８号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」は、知事

の権限に属する事務のうち、煙火の消費に係る

事務等について、取り扱いを希望する市町村に

権限を移譲するための改正等を行うものであり

ます。

議案第９号「公衆に著しい迷惑をかける行為

の防止に関する条例の一部を改正する条例」

は、県民生活のさらなる安全と平穏の確保を図

る観点から、卑わいな行為、粗暴行為及びつき

まとい行為等に対する規制を強化するため、関

係規定の改正を行うものであります。

議案第10号は、えびの警察署庁舎建設主体工

事の請負契約の締結について、議会の議決に付

すべき契約に関する条例第２条の規定により、

議会の議決に付するものであります。

議案第11号は、宮崎港マリーナ施設、宮崎県

サンビーチ一ツ葉及び県立阿波岐原森林公園の

指定管理者を指定することについて、地方自治

法第244条の２第６項の規定により、議会の議決

に付するものであります。

議案第12号は、平成28年２月定例県議会で議

決を経た畑地帯総合整備事業及び小規模湛水防

除事業の執行に伴う市町村負担金の徴収につい

て、国費がかさ上げされることから、議決内容

の一部を変更するものであります。

議案第13号は、平成29年度の全国自治宝くじ

及び西日本宝くじの本県発売金額を定めること

について、当せん金付証票法第４条第１項の規

定により、議会の議決に付するものでありま

す。

議案第14号及び議案第15号につきましては、

収用委員会委員２名が平成28年12月28日をもっ

て任期満了となりますので、その後任委員を任

命いたしたく、議会の同意を求めるものであり

ます。

このうち議案第14号は、田中寛氏の後任委員

として大迫敏輝氏を、議案第15号は、山本圭吾

氏の後任委員として、現在、収用委員会予備委

員の宮永博美氏をそれぞれ任命いたしたく、土

地収用法第52条第３項の規定により、議会の同

意を求めるものであります。

議案第16号につきましては、収用委員会予備

委員河野喜和氏が平成28年12月28日をもって任

期満了となりますので、その後任予備委員とし

て髙島俊一氏を任命いたしたく、議案第17号

は、収用委員会予備委員宮永博美氏から収用委

員会予備委員を辞任したい旨の申し出がありま

したので、その後任予備委員として持原道雄氏

を任命いたしたく、土地収用法第52条第３項の

規定により、議会の同意を求めるものでありま

す。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

〔傍聴席で発言する者あり〕

○星原 透議長 傍聴人は静かに願います。

知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす26日から29日までは、議案調査等のた

平成28年11月25日(金)
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め、本会議を休会いたします。

次の本会議は、30日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時16分散会

平成28年11月25日(金)



11月30日（水）
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平 成 2 8 年 1 1 月 3 0 日 （ 水 曜 日 ）

午前 時 分開議10 0

出 席 議 員（ 名）39
（ ）1番 西 村 賢 自由民主党 青の国

（ ）2番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）5番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）6番 岩 切 達 哉 同

（ ）7番 二 見 康 之 宮崎県議会自由民主党

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 濵 砂 守 ひむかの会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）17番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 丸 山 裕次郎 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 黒 木 正 一 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 山 下 博 三 同

（ ）26番 右 松 隆 央 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 徳 重 忠 夫 自由民主党県民クラブ

（ ）29番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 後 藤 哲 朗 同

（ ）34番 外 山 衛 同

（ ）35番 松 村 悟 郎 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 宮 原 義 久 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 畑 山 栄 介

福 祉 保 健 部 長 日 隈 俊 郎

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 髙 原 みゆき

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 野 口 泰

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 金 子 洋 士

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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議案18号から第25号まで追加上程◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は一般質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事から議案第18号から第25

号までの各号議案の送付を受けましたので、こ

れらを日程に追加し、議題とすることに御異議

ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

議案第18号から第25号までの各号議案を一括

上程いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○星原 透議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。ただいま提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

今回、追加提案いたしました議案は、先般の

県人事委員会の勧告等を踏まえ、一般職及び特

別職の給与改定を行うための補正予算案及び関

係条例の一部改正案であります。

まず、議案第18号から第22号までにつきまし

ては、一般会計及び４つの公営企業会計の補正

予算案であります。

補正額は、一般会計９億5,544万7,000円、公

営企業会計9,308万6,000円であります。このう

ち、一般会計の歳入財源は、地方交付税８

億3,292万8,000円、国庫支出金１億2,251

万9,000円であります。この結果、一般会計の歳

入歳出予算規模は6,260億1,504万円となりま

す。

次に、議案第23号及び第24号は、県職員及び

市町村立学校職員の給料及び勤勉手当等を改定

するため、関係条例の改正を行うものでありま

す。

最後に、議案第25号は、特別職の期末手当の

支給月数を改定するため、関係条例の改正を行

うものであります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○星原 透議長

一般質問◎

ただいまから一般質問に入り○星原 透議長

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、丸山裕次郎議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○丸山裕次郎議員

ございます。今回は大変ありがたいことに、一

般質問のトップバッターを務めさせていただき

ます。知事初め執行部の皆様には明快な答弁を

お願いし、通告に従い一般質問を行います。

2020年に東京オリンピック・パラリンピック

が開催されるに当たり、政府は、東京だけでな

く、またスポーツだけでなく、日本の雄大な自

然や有形無形の文化、さらに日本食を初めとす

る日本伝統の産業技術など日本のすばらしさを

世界にアピールし、オールジャパンのプロジェ

クトを始動し始めております。今回は幾つかの

プロジェクトについてお伺いいたします。

まず初めに、国立公園満喫プロジェクトにつ

いてお伺いいたします。

平成28年11月30日(水)
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平成28年11月30日(水)

この事業は環境省が中心になり立ち上げたプ

ロジェクトでありますが、日本の国立公園を、

世界の旅行者が長期滞在したいと憧れるデス

ティネーションへ展開するため、インバウンド

の受け入れ環境整備や質の高いガイドの養成、

保護すべき区域と観光に活用する区域の明確化

を図り、ビューポイントを核とした優先改善や

ナショナルパークにふさわしいまちなみ景観の

形成を行うことにしております。

環境省としましては、2020年までに訪日外国

人の国立公園利用者数を1,000万人という大きな

目標を掲げております。その国立公園満喫プロ

ジェクトに霧島錦江湾国立公園が選定されたこ

とは、非常にうれしく感じております。地元自

治体・住民も大変期待しております。そこで、

県としてのこれまでの検討状況と今後の取り組

みについて、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

次に、文化庁が取り組んでいる日本遺産につ

いてお伺いします。

文化財行政はこれまで、文化財保護法に基づ

き、国宝・重要文化財、史跡名勝天然記念物な

ど文化財の類型ごとに指定を行い、いわば

「点」として保存・活用を図ることを中心に展

開してきました。近年は、世界文化遺産への登

録を通じた取り組みも見られるように、地域に

所在する文化財について、まちづくりの核とし

て潜在的な可能性が見出され、それらを積極的

に活用する機運が高まっております。

有形無形のすぐれた文化財が全国各地に数多

く存在しているのを、ストーリー性などの付加

価値をつけつつ魅力を発信する体制を整備する

とともに、文化財を核とした当該地域の産業振

興・観光振興や人材育成などと連動して一体的

なまちづくり政策を推進する地域を「日本遺

産」として指定し、施設整備や情報発信・人材

育成や普及啓発など総合的に支援していく事業

に昨年から取り組んでおりますけれども、こと

しまでに37件が認定されております。

九州では、太宰府市の「古代日本の「西の

都」～東アジアとの交流拠点～」、長崎県の対

馬市等の「国境の島 壱岐・対馬・五島 ～古

代からの架け橋～」、熊本県の人吉市等の「相

良700年が生んだ保守と進取の文化 ～日本で

もっとも豊かな隠れ里―人吉球磨～」、佐賀県

・長崎県の「日本磁器のふるさと 肥前 ～百

花繚乱のやきもの散歩～」が認定されておりま

す。文化庁としては、2020年までに100件程度を

全国各地に認定したいと考えているようであり

ますけれども、本県はこれまで数件申請したも

のの、残念ながら認定に至っておりません。そ

こで、これまでの日本遺産に対する取り組みと

今後の方策について、教育長にお伺いいたしま

す。

次に、我が県が取り組んでいる記紀編さ

ん1300年記念事業の集大成と位置づけている国

民文化祭についてお伺いします。

11月１日に、2020年に行われる国民文化祭の

内定が正式におり、安堵しております。これま

で誘致活動に取り組まれた県執行部初め、関係

各位に敬意を表します。先ほど述べましたよう

に、スポーツだけでなく、東京だけでなく、オ

ールジャパンで元気で活力のある日本にしてい

きたいとさまざまなプロジェクトが行われてい

る中で、2020年に国民文化祭が本県で開催され

ることは、大変ありがたいと感じております。

しかし、国民文化祭は「文化の国体」と言わ

れているようでありますけれども、県民の認知

度は余り高くないのではないかと感じておりま

す。これまで開催された国民文化祭よりも、地
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域活性化につなげる事業にしないといけないと

考えております。そこで、2020年に開催される

国民文化祭をどのように地域活性化につなげて

いこうと考えているのか、推進体制を含め知事

にお伺いいたします。

次に、若年者県内就職支援についてお伺いし

ます。

本格的な人口減少社会に入り、地域経済の疲

弊、地域社会の維持、高齢化に伴う社会保障費

の増など、さまざまな課題に立ち向かうため、

近年、人口減少対策が各県で取り組まれるよう

になりました。本県でも人口ビジョンを昨年策

定し、2060年までの人口推計を示し、人口減少

要因である社会動態が流出超過、いわゆる就職

や進学に伴う県外流出が多い状況を2030年まで

に30％抑止し、人口減少率を緩めていきたいと

いう考えのようであります。

私も基本的にはこの考え方に賛成しておりま

すが、実態は、高校生の県内就職率は２年連続

最下位という極めて厳しい状況です。仕事観、

賃金などさまざまなことがあり、県内就職が一

番だとは言えませんが、人口減少により宮崎県

の経済等が疲弊しないためにも、積極的な県内

就職支援の取り組みが必要だと考えておりま

す。そこで、石川県、富山県の高校生の県内就

職率が極めて高いということで、我々県議会自

民党の商工建設部会では、石川県、富山県に行

き、調査してまいりました。

石川県金沢商業高校では、ＯＢ会組織が生徒

や学校をバックアップする体制になっており、

金商ブランド（金沢商業高校ブランド）を構築

しており、昨年就職した153名のうち１名が県外

に就職しただけで、ほかの生徒は全て県内に就

職したということで、99％以上の県内就職率で

ありました。驚きの数字で、このような状況が

毎年続いているということでありました。

富山県では、県内企業の協力により、７割以

上の生徒がインターンシップを体験したり、県

内企業を紹介するガイドブックを作成し、生徒

に県内企業の情報提供をしっかりと行っており

ました。また、親に対する就職セミナーも行っ

ておりました。さまざまなことに取り組んだ結

果、県内就職率は95％と非常に高い状況であり

ました。石川県、富山県の取り組みは、人口減

少を抑制したい本県にとって非常に参考になる

と思いますが、知事に両県の取り組みについて

見解をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終え、以下の質問は

質問者席からいたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、国民文化祭についてであります。国民

文化祭は、国民の文化活動への機運を高め、新

しい芸術文化の創造を促す文化の祭典でありま

す。世界の注目が日本に集まります東京オリン

ピック・パラリンピックの開催される年は、我

が国も独特の高揚感に包まれるのではないかと

考えておりますが、こうした記紀編さん1300年

記念事業の集大成として開催できますことを、

大変うれしく思っているところであります。国

民文化祭の開催により、県民の芸術文化に親し

む機会を拡大し、主体的な文化活動を活発化す

るとともに、開催を通じて、神話や神楽を初め

とする本県のさまざまな文化や地域資源を、積

極的に全国に発信してまいりたいと考えており

ます。

また、これを契機として、将来の本県文化を

支える人材の育成や、新たな文化資源の掘り起

こしなどに努めることにより、本県文化力の向

上を図り、これを生かした持続的な地域の活性
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化につなげてまいりたいと考えております。特

に、市町村や文化団体などは、これは一つの

チャンスであると捉えて、主体的にいろんな取

り組みをしていただくことが、地域の活性化に

もつながるものと大いに期待しておるところで

あります。内定を受けまして、今年度中に市町

村や文化団体との意見交換を行い、来年度に

は、関係機関による実行委員会を設置し、基本

構想、実施計画を策定するなど、開催に向け

て、県を挙げて準備してまいりたいと考えてお

ります。

次に、石川県、富山県における高校生の県内

就職促進に向けた取り組みについてでありま

す。本県の人口減少の大きな要因は、進学や就

職時の若年層人口の流出などによる社会減であ

ります。人口減少に歯どめをかけるためには、

若者の県内就職の促進が不可欠であると考えて

おります。

このような中、本県の高校生の県内就職率が

全国最下位という結果を受けまして、県では昨

年、教育委員会と合同で、県内就職率が高い両

県の取り組みを調査いたしました。地元企業と

学校が密接に連携しながら、インターンシップ

などのキャリア教育や生徒の進路指導に取り組

んでおり、高校生に地元企業の魅力がしっかり

伝わっていることが、県内就職率の高さにつな

がっているものと考えております。

昨日、世界最先端の技術を有する航空関連産

業メーカーの工場の立地が決まったところであ

りますが、県外企業に目が行きがちな県内の若

者が、こういうことをきっかけに、県内就職に

ついて考え直す、よいきっかけになるのではな

いかと期待しておるところであります。

県としましては、こうした両県の取り組みを

参考にしながら、これまで以上に企業と学校、

企業と生徒の接点をふやしていくため、現在、

教育委員会や宮崎労働局等とも連携し、企業と

学校のネットワークの強化や、高校生が地元企

業の魅力に直接触れる機会の拡大に取り組んで

いるところであります。以上であります。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（大坪篤史君）

えいたします。

国立公園満喫プロジェクトについてでありま

す。霧島錦江湾国立公園につきましては、去る

９月８日に、環境省や宮崎・鹿児島両県、そし

て関係市町等から成る地域協議会を設置しまし

て、そこで12月末までに満喫プロジェクトの取

り組み方針となります「ステップアッププログ

ラム」を策定することになっています。その中

で、現在、重点的に取り組みを行いますビュー

ポイントやアクセスルートの設定などの計画内

容について協議を進めているところでありま

す。

本県でのビューポイントとしましては、３つ

の地域を考えておりまして、１カ所目がえびの

高原から白鳥温泉に至る地域、２カ所目が御池

から高千穂峰に至る地域、そして３カ所目が夷

守台から生駒高原に至る地域ですが、こういっ

たビューポイントを中心としまして、施設整備

やソフト対策などについて、民間活力の導入も

含めて検討しているところであります。今後

は、このプログラムに基づいて、できるものか

ら順次具体化を図りながら、より多くの方に当

地域の魅力を満喫していただけるように、しっ

かりと取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（四本 孝君）

します。

日本遺産のこれまでの取り組みと、今後の認
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定に向けての方策についてであります。御質問

のとおり、日本遺産は、地域の文化財をさまざ

まな観光資源などと結びつけて地域の活性化を

目指す文化庁の認定事業であり、私どもも大い

に注目しているところであります。県内から

は、認定に向けて、平成27年度に２件、28年度

に２件の合わせて４件の申請がなされました

が、いずれも認定には至りませんでした。

現在、複数の市町村が来年度の日本遺産認定

に向けて取り組んでいるところであり、県とい

たしましては、市町村と共同してストーリー案

を検討するなどの支援を行っているところであ

ります。日本遺産は、地域活性化はもとより、

文化資源の再評価や新たな掘り起こしにつなが

るものでありますので、今後とも、観光部局や

関係市町村等と連携を強化しながら、また、文

化庁の御指導もいただきながら、日本遺産の認

定に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

それぞれ答弁ありがとうご○丸山裕次郎議員

ざいました。

国立公園満喫プロジェクトについて再質問を

行います。

先ほど壇上から述べましたとおり、環境省

は、2020年までに訪日外国人の国立公園利用者

数を1,000万人という大変大きな目標を掲げてお

ります。多くの訪日外国人が高千穂峰を登山し

ていただき、神話の源流を体感し、宮崎のよさ

を理解していただける日が来るのを楽しみにし

ておりますが、登山客が安全に登山するために

も、山頂の避難施設の再整備が必要だと考えて

おりますけれども、環境森林部長にお伺いいた

します。

高千穂峰山頂○環境森林部長（大坪篤史君）

の避難施設になっております山小屋は、昭和32

年に改修されたもので、現在、高原町が管理し

ているところです。建設から相当の年数が経過

しまして、かなり老朽化が進んでいますので、

高千穂峰の登山を楽しむ旅行者の安全確保等が

図られるよう、ステップアッププログラムにこ

の山小屋の改修等を盛り込む方向で、現在検討

しているところであります。

ぜひよろしくお願いいたし○丸山裕次郎議員

ます。

今回の霧島錦江湾国立公園における満喫プロ

ジェクトは、御池がビューポイントとなると思

われますけれども、残念ながら、御池周辺の自

然遊歩道は、数年前の災害で一部区間が通行ど

めとなっております。これまで地元の高原町か

らも早急な改修の要望が県に届いていると思い

ますけれども、一日も早い整備が必要だと思っ

ております。そこで、国立公園満喫プロジェク

トにおける御池の整備について、環境森林部長

にお伺いいたします。

御池につきま○環境森林部長（大坪篤史君）

しては、従来から県では、遊歩道や野鳥の森、

さらにはキャンプ場など、国や関係市町と連携

して整備を行ってまいりました。しかしなが

ら、議員おっしゃいましたように、遊歩道につ

きましては、平成24年に大規模な崩壊が発生し

まして、現在、１周約3.6キロございますが、そ

の中の900メートルが通行できない状況になって

います。御池は、豊かな自然とすばらしい景観

を備えている場所ですので、今回のプロジェク

トの中で、ビューポイントの一つに位置づけた

いと考えているところでございます。今後、御

池の魅力を十分満喫できるように、整備の具体

的内容につきまして、国や関係市町と検討して

まいりたいと考えております。

ぜひこれもよろしくお願い○丸山裕次郎議員
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しておきます。

次に、若年者県内就職支援について再質問を

行います。

今年度から、高校生の県内就職を促進するた

め、これまで以上に学校と企業との接点を強化

し、地元企業を知る機会の提供やキャリア教育

の支援に取り組むことにより、本県の産業発展

を担う人材の確保・育成を図る目的で、「さ

あ、みやざきで働こう！高校生県内就職促進事

業」に取り組んでおりますけれども、具体的に

はどのように取り組んでいるのか、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

高校生の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

県内就職の促進に向けた取り組みといたしまし

ては、まず、企業と高校のネットワーク強化を

図るため、県内就職支援員を配置いたしますと

ともに、学校・企業関係者によるワークショッ

プを県内３地区で開催しておりまして、教職員

と企業の人事担当者との接点の広がりも生まれ

てきているところでございます。

また、生徒と企業の出会いの場を提供するた

め、宮崎労働局との共催で、６月に３年生向け

の県内企業説明会を開催したところでございま

すが、参加者からは、地元にも全国的に活躍し

ている企業があることを初めて知ったなどの声

もいただいているところでございます。さら

に、今後、２年生を対象とした企業ガイダンス

や、１年生を対象とした県内企業・進学先体験

フェアの開催も予定しているところでございま

す。今後とも、教育委員会等と連携しながら、

高校生の県内就職の促進に積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

富山県では、県外の大学に○丸山裕次郎議員

進学した生徒に対しまして、学校側から生徒に

承諾をとった上で実家の住所を把握し、就職活

動が始まる前に、県が独自に作成した県内企業

のガイドブックを3,000件程度送付しておりまし

た。事業効果がどの程度上がっているかは把握

していないということでありますけれども、富

山県の県内就職への意気込みを強く感じまし

た。そこで、Ｕターンを促進するため、県外に

進学した大学生等に対して、県内企業の情報を

積極的に提供すべきではないかと考えておりま

すけれども、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

県外に進○商工観光労働部長（中田哲朗君）

学した大学生のＵターンを促進するためには、

県内企業の魅力をしっかり発信することが重要

であります。このため、昨年度から教育委員会

と連携し、県外進学者の保護者への県内企業情

報の提供に取り組んでおりまして、今年度は、

大学１・２年生の保護者約2,000名に対し、就職

情報紹介冊子等を送付する予定にしておりま

す。

また、東京に設置しております「宮崎ひなた

暮らしＵＩＪターンセンター」におきまして、

就職支援セミナーや県内企業との交流会を開催

しておりますほか、首都圏の大学訪問や大学主

催のセミナーへの参加を通しまして、本県出身

学生への情報発信に取り組んでいるところでご

ざいます。今後とも、県外進学者に対し、積極

的に県内企業情報を提供し、本県へのＵターン

を促進してまいりたいと考えております。

若年者の県内就職支援につ○丸山裕次郎議員

いては、本県でもようやく、石川県、富山県と

同等の取り組みは行い始めていますけれども、

生徒の参加数や企業の参加数、さらには保護者

の協力数は、まだまだ少ないと思っておりま

す。人口減少を抑制するため、さらなる努力と

新たな取り組みが必要だと思っておりますの
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で、強く要望しておきます。

次に、ストレスチェックについてお伺いいた

します。

精神疾患による労災件数が３年連続で過去最

多を更新している大きな社会問題を解消するた

め、2014年６月に労働安全衛生法が改正さ

れ、2015年12月から、従業員50名以上の事業所

に、従来の過重労働の緩和などの量的施策に加

え、質にフォーカスした心の健康状態をチェッ

クできるストレスチェックが義務化されまし

た。

義務化された12月に大手広告代理店の新入社

員が自殺し、これは長時間労働による精神障が

いが原因だとして労災認定されたことで、大き

く報道されております。もっと早くストレス

チェックが始まっていたら、このような悲惨な

事件は起こらなかったのではと思いますと、大

変残念であります。

本県は、残念ながら自殺率が全国ワースト３

位という不名誉な状態ですが、このストレス

チェックにより、少しでも自殺予防につながっ

てほしいと考えております。労働局が監督省庁

だと思いますが、県内の民間事業所におけるス

トレスチェックの実施状況はどうなっているの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

また、知事部局、教育委員会、警察本部それ

ぞれの回答率を含めた実施状況はどうなってい

るのか、総務部長、教育長、警察本部長にお伺

いいたします。

事業規○商工観光労働部長（中田哲朗君）

模50人以上の民間事業所におけるストレス

チェックにつきましては、議員御指摘のとお

り、法施行によりまして、12月から翌年の11月

までに毎年１回行うことが義務化されており、

本年の実施状況につきましては、現在、宮崎労

働局において調査中でございます。

こうした中で、労働局におきましては、中間

時点の本年５月に、県内の事業規模50人から99

人までの574事業所における実施状況につきまし

て独自に調査しており、その調査結果によりま

すと、有効回答510事業所のうち、12.9％に当た

る66事業所から、実施済みまたは実施中との回

答がなされております。労働局といたしまして

は、ストレスチェックの実施率が低調であった

ことから、県内の各労働基準監督署におきまし

て、未実施の事業所に対し、研修会及び個別指

導等を実施しているところでございます。

知事部局におきま○総務部長（桑山秀彦君）

すストレスチェックの実施状況でありますが、

今年度から、職員が自分のパソコンを使って、

いつでも自分のストレス状況をチェックできる

システムを導入しております。その中で、８月

をストレスチェックの実施強化月間といたしま

して、議会事務局、各種委員会の職員を含む全

職員を対象に、一斉受検を実施したところでご

ざいます。対象人数は4,596人で、そのうち受検

者数は4,480人、受検率は97.5％となっておりま

す。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

教育委員会事務局職員と県立学校職員を対象

に、よりきめ細かにストレス状態を把握するた

め、年２回のストレスチェックを実施しており

ます。９月に実施いたしました１回目の状況

は、対象人数が4,272人、受検者数が2,846人、

受検率は66.6％であります。なお、現在、２回

目の実施期間中でありますので、改めて、全職

員に受検を促し、メンタルヘルス不調の未然防

止や職場の環境改善に役立ててまいりたいと考

えております。

県警のストレス○警察本部長（野口 泰君）
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チェックは、警察本部と県内13警察署の全職員

及び非常勤職員を対象に、７月11日から８月10

日の間に、卓上パソコンからストレスチェック

システムに入力し、実施しております。実施結

果は、対象人数が2,445人、実施率100％であり

ます。このストレスチェックの実施結果は、職

員自身のメンタルヘルス不調の気づきや集団分

析結果による職場環境改善に活用し、職員の心

の健康づくり対策に生かしてまいりたいと考え

ております。

ストレスチェックでは、約○丸山裕次郎議員

１割の方が高ストレスと判断されると聞いてお

ります。高ストレスと判断された方が相談しや

すい体制や個人情報の管理が重要になってくる

と思われます。そこで、高ストレスと判断され

た職員への対応について、総務部長にお伺いい

たします。

ストレスチェック○総務部長（桑山秀彦君）

の結果、ストレスの度合いが高いと判断された

職員に対しましては、担当の保健師等がプライ

バシーの保護に十分留意しながら、直接その職

員とメール等で連絡をとりまして、相談専門員

などによる相談あるいは健康管理医による面接

を促すなど、職員のメンタルダウンの未然防止

に向けた対応を行っているところでございま

す。

今回のストレスチェックで○丸山裕次郎議員

は、個人の結果をもとに、集団ごとに集計・分

析することが可能ということで、職場環境の改

善につなげることが、努力義務ではあります

が、掲げられております。ぜひ職場改善につな

げてほしいと思っておりますが、職場改善の取

り組みについて、総務部長にお伺いいたしま

す。

知事部局におきま○総務部長（桑山秀彦君）

しては、職場ごとの分析の結果、例えばストレ

スの度合いが全国平均を上回った職場などにつ

きまして、相談専門員等が訪問いたしまして、

分析結果の内容を説明した上で、職場環境の改

善に向けた助言などを行っております。今回が

初めての試みとなりますので、今後、こうした

取り組みの成果・課題等を検証いたしまして、

職場環境の改善に向けた取り組みの一層の充実

を図ってまいりたいと考えております。

先ほど述べましたとおり、○丸山裕次郎議員

自殺率がワースト３位という不名誉な県とし

て、今回導入されたストレスチェックを生か

し、自殺予防につなげてほしいと考えておりま

す。今回、50人以上の事業所は義務化されまし

たけれども、50人未満の事業所は努力義務とい

うことであります。小規模な事業所が多い本県

の実態に合わせて、50人未満の事業所への普及

啓発も必要だと考えておりますが、県の取り組

みについて、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

事業規○商工観光労働部長（中田哲朗君）

模50人未満の事業所におけるストレスチェック

につきましては、ただいま議員御指摘のとお

り、努力義務となっておりますが、全ての事業

所において実施することが望ましいとの観点か

ら、国におきましては、ストレスチェックを

行った場合の費用などを助成する制度を設け

て、その実施促進のための支援を行っておりま

す。

県といたしましては、ストレスチェックを実

施することが従業員のメンタルヘルス不調の未

然防止につながることから、県の広報紙やホー

ムページなどを通じて、その重要性や助成金制

度について、労働局とも連携しながら、県内事

業所に周知してまいりたいと考えております。
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ストレスチェックは今回が○丸山裕次郎議員

初年度で、民間事業所も自治体もとりあえず

やってみた感じで、本格的なメンタルヘルス不

調の未然防止や職場改善につながっていないと

思っておりますので、ぜひしっかりと取り組ん

でいただきたいと思っております。知事部局、

教育委員会、警察本部では、休職される方が毎

年度100名程度いるとのことでありますので、ス

トレスチェックを生かしていただいて、休職者

が減少し、県勢発展のために全ての職員が元気

に仕事ができるような職場改善が図られること

を要望しておきます。

次に、骨髄バンクについてお伺いいたしま

す。

私は、10数年前に地元で、血液のがん、いわ

ゆる白血病になった患者の知り合いから、ボラ

ンティア活動で骨髄バンク登録を行っている

「みやざき骨髄バンク推進連絡会議」を紹介さ

れ、それ以来、一緒に骨髄バンク推進に取り組

んでおります。現在は、皆様の御協力のおかげ

で、全国の骨髄バンク登録者数は45万7,000名余

になっております。

御案内のとおり、骨髄バンクに登録できる年

齢は18歳から54歳までとなっており、55歳にな

ると登録抹消になる規定になっているた

め、2012年には１万6,356人、2013年には１

万8,356人、2014年には１万9,962人が取り消し

になっております。年々取り消し者数が増加傾

向になっております。逆に新規登録者数

は、2012年は３万8,050人、2013年は３万2,753

人、2014年は２万6,380人と、ここ数年、減少傾

向にあります。

新規登録者数と取り消し者数がほぼ拮抗し始

めており、このままいくと登録者数全体が減少

に転じてしまい、骨髄移植を望んでいる患者に

十分に対応できなくなると心配しております。

そこで、これまでの骨髄バンク登録支援の取り

組みと今後の取り組みについて、どのように考

えているのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

県におきまし○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ては、骨髄ドナー登録数をふやすため、保健所

に毎月定期的に登録窓口を開設するとともに、

休日には登録会等も開催しているところであり

ます。また、10月の骨髄バンク推進月間には、

大型商業施設において、宮崎県赤十字血液セン

ターと協力しまして、集中的に県民へのドナー

登録の呼びかけを行っているところでありま

す。さらに、ドナー登録がしやすい環境づくり

を図るため、事業所の人事労務担当者等を対象

とした講演会で、ドナー休暇制度に関する啓発

等も行っております。

白血病などでつらい思いをされている患者さ

んを一人でも多く救うためには、ドナー登録や

骨髄の提供の推進が重要であると考えておりま

すので、今後とも、日本骨髄バンク等と連携し

ながら、登録拡大の取り組みを続けてまいりた

いと考えております。

全国の骨髄バンクの登録状○丸山裕次郎議員

況を見てみますと、40代が２万人を超えている

反面、20代の登録者数が少ない傾向にありま

す。本県の状況を見てみますと、40代が1,486人

に対して、20代は何と４分の１以下の369人で、

全国同様、若者・20代の登録者数が伸び悩んで

いる状況です。これまで県としても、教育委員

会や日赤等と連携し、さまざまな啓発活動を

行ってきたと思いますが、これまで以上の取り

組みが必要だと感じております。そこで、若年

者に対する今後の取り組みを、福祉保健部長に

お伺いいたします。
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議員のお話に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ありましたとおり、本県におきましても、ドナ

ー登録のできる年齢の上限であります54歳を超

えたことを理由に登録が抹消される件数が増加

傾向にありますことから、若年層への働きかけ

が重要であると考えております。

このため、これまでも、骨髄ドナーへの登録

可能年齢であります18歳となる県立高校の３年

生の生徒を対象に、ドナー登録の重要性や登録

の流れなどを記載した啓発資料を配付してきた

ところでありますが、さらに、ことし１月から

配付先を私立高校まで拡大したところでありま

す。今後とも、日本骨髄バンク、日本赤十字

社、教育委員会等関係機関と協力しながら、新

たな啓発資料の配付の検討など、さらなる若年

層への働きかけを行ってまいりたいと考えてお

ります。

骨髄バンク事業を維持発展○丸山裕次郎議員

するためには、若者・20代の登録拡充が不可欠

であります。ぜひ、県、教育委員会、日赤、関

係団体のこれまで以上の連携協力をお願いして

おきます。部長のほうからもありましたけれど

も、新たな対策、取り組みをやっていきたいと

いうことでありますので、ぜひ、もう一歩踏み

込んだ啓発活動を教育委員会等と連携しながら

お願いしたいと思っております。

次に、畜産振興についてお伺いいたします。

昨年から本県は、宮崎牛などのすぐれた食材

を売り込むため、ミラノ食の博覧会への出展や

ドイツでの商談会に積極的に取り組み、ＥＵ諸

国への農産物の輸出展開を進めております。

しかし、宮崎牛をＥＵに輸出するには、鹿児

島県の食肉処理場を使っていることは残念で、

ぜひ宮崎でもＥＵ対応の食肉処理場の整備が必

要ではという昨年の質問に対し、「県内の既存

施設の改修では認定の取得は難しいことや、施

設整備には多額の費用を要することから、県内

食肉センターの意向を踏まえ、関係者ともしっ

かり議論を進めながら、具体的な検討を行って

まいりたい」という前向きな答弁をいただいて

おりましたけれども、今回の補正で、ミヤチク

都農工場を整備する予算が提案されており、非

常に期待しております。そこで、今回の整備の

具体的な概要と、食肉加工量の目標や輸出量拡

大の目標などをどのように考えているのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

本県畜産業の○農政水産部長（郡司行敏君）

成長産業化を図る上で、ＥＵ輸出に対応できる

食肉処理施設の整備は、輸出の促進や畜産関連

産業の活性化に向けて大変重要であり、第七次

宮崎県農業・農村振興長期計画にもしっかりと

位置づけ、これまで取り組みを進めてきたとこ

ろであります。今回のミヤチク都農工場につき

ましては、平成28年度からの３カ年で約80億円

をかけて整備し、牛・豚の食肉処理の完全分離

化など、ＥＵへの輸出基準を満たす衛生基準の

高い輸出拠点施設となります。

今回の整備によりまして、平成33年度の都農

工場の食肉加工量につきましては、牛・豚合わ

せまして、平成27年度と比較いたしますと、約

２割増の１万4,000トン、輸出量につきまして

は、約３割増の100トンを目標としているところ

であります。

今回のミヤチク都農工場の○丸山裕次郎議員

再整備により、県内での食肉処理や輸出拡大に

つなげることにより、県が策定している第七次

長期計画の目標達成や、さらに県勢発展につな

がると考えております。しかし、今回の補正は

国庫補助のみの計上であり、県としての今後の

支援策が必要と思っておりますけれども、知事
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に見解をお伺いいたします。

畜産が盛んな本県にと○知事（河野俊嗣君）

りまして、食肉関連産業は、加工、流通、販売

と裾野が広く、本県経済の活性化や雇用創出を

図る上でも重要な産業でありまして、宮崎牛を

初めとする畜産物の輸出拡大を図ることは、私

が重点施策として進めております「みやざきフ

ードビジネス振興構想」を牽引していくもので

あると考えております。

昨年のミラノ国際博覧会におきまして、私

は、宮崎牛を試食された一般の消費者の皆様、

また、レストランのシェフからも大変高い評価

というものを伺いまして、改めて宮崎牛の持つ

高いポテンシャルとＥＵへの輸出に大きな可能

性を感じたところであり、県内にもＥＵ輸出に

対応できる食肉処理施設を整備し、新たな世界

の舞台でアピールしたいという思いをこれまで

以上に強く抱いているところであります。

このため、県としましては、国に対して、予

算獲得に向け、要望活動を積み重ねてきたとこ

ろでありますが、昨日、国からほぼ要望どおり

の内示があったところであります。これを受け

て、県としての支援のあり方につきましては、

今後、しっかりと検討してまいりたいと考えて

おります。

知事の答弁にありましたと○丸山裕次郎議員

おり、食肉関連産業は、加工、流通、販売と裾

野が広く、本県経済の活性化や雇用促進を図る

上で非常に重要な産業だと思っております。ま

た、食肉関連産業の強化だけではなく、畜産生

産の支援も非常に重要だろうと思っておりま

す。同時並行して宮崎の発展のために力を注い

でいただくことを、また、適切な支援をしてい

ただくことを要望しておきたいと思っておりま

す。

最後に、県立宮崎病院の再整備についてお伺

いいたします。

県立宮崎病院は、施設の老朽化・狭隘化が進

んでいることや、災害対策の強化、診療機能の

向上など、さまざまな課題を改善するため、早

急な再整備が必要不可欠ということで、平成24

年度から県立宮崎病院の再整備についてさまざ

まな検討が重ねられ、平成27年３月に全面改築

を行う「県立宮崎病院再整備基本構想」を策定

しております。基本構想をもとに、平成27年６

月議会では、県立宮崎病院改築工事基本設計に

係る債務負担行為を議決し、平成27年10月に

は、公募型プロポーザルによる基本設計の設計

者を選定し、順調に進んでいると思っておりま

した。

しかし、休会中に開催された常任委員会の報

告事項として、基本構想時には185億円だったの

が、基本設計後に120億円以上ふえて306億円余

になり、また、基本構想時に未定であった立体

駐車場や医療機器整備などを含めると、なん

と390億円になるという報告がありました。東京

オリンピックで問題になった国立競技場やボー

ト競技場などの整備費増と全く同じではないか

と強く感じております。なぜこのように大幅に

経費が膨らんだのか、病院局長にお伺いいたし

ます。

宮崎病院の再整備○病院局長（土持正弘君）

につきましては、事業費の増大等に伴いまし

て、県民の皆様、そして議会の議員の皆様に多

大な御心配をおかけしておりますことを、大変

申しわけなく思っております。事業費が基本構

想策定時から増加した理由といたしましては、

東日本大震災からの復興事業や東京オリンピッ

ク開催決定等に伴う建設需要の高まりによりま

して、人件費や資材費などの建設費が想定以上
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に高騰していることが、最も大きな要因となっ

ております。

具体的には、基本構想策定時には、平成23年

から25年に着工した他の公的病院の事例を参考

に、その後の物価上昇も見込んで、１平米当た

り37万円の単価を想定しておりましたが、基本

設計完了時に算定された１平米当たりの単価

は、想定を大幅に上回り、53.6万円（53万6,000

円）となったところであります。

また、基本設計を行うに当たり、宮崎病院に

求められる高度・急性期医療、政策的医療など

について、将来にわたり対応できる施設整備の

検討を進めた結果、基本構想時より床面積が増

加しましたほか、基幹災害拠点病院として、大

規模災害時にも継続して安定した医療を提供す

るための対策に要する費用や、第１種感染症病

床を設置するための既存施設の改修費等が必要

となったことなども要因となっているところで

あります。

いろいろ理由を言われてい○丸山裕次郎議員

ますけれども、東日本大震災からの復興や東京

オリンピック等を考慮すると、非常に甘かった

のではないかと思っております。病院局では、

県立宮崎病院を再整備するに当たり、既存病棟

の改修案や既存病棟改修プラス新棟改築案、さ

らには全面改築案の４つをもとに比較検討して

きたことを報告している平成26年１月30日に開

催された厚生常任委員会の議事録をチェックし

たところ、当時の病院局次長が委員会の中でこ

のようなことを発言しております。「昨年12

月20日に開催した第３回の（外部）委員会で

は、総括的に申し上げますと、収益を確保でき

て採算面で問題がないのであれば、Ｄ案（全面

改築）がいいという意見が多い状況にありまし

た」と述べております。

常任委員会の中でも、収益性が確保できるの

でＤ案、全面改築が望ましいという方向にな

り、全面改築を行う県立宮崎病院再整備基本構

想が策定されました。先ほども述べましたよう

に、総体事業費が大幅増になっておりますの

で、本当に収益性の確保ができるのか疑念を抱

いております。そこで、再整備後の収支計画に

ついて、一般会計からの繰り入れを含め十分に

検討されたのか、病院局長にお伺いいたしま

す。

宮崎病院の再整備○病院局長（土持正弘君）

に係る収支計画につきましては、今回算定した

事業費をもとに、先般策定された地域医療構想

の推計患者数や、これまでの宮崎病院の患者

数、診療収入の実績など、現時点で想定し得る

要因を可能な限り踏まえた上で、かために数字

を見込んでいるところであります。

例えば、再整備後の延べ入院患者数につきま

しては、地域医療構想に示されている宮崎東諸

県医療圏の推定入院患者数が、平成27年から47

年の20年間において約21％伸びているのに対し

まして、宮崎病院につきましては、平均在院日

数等を考慮し、約11％の伸び率で算定している

ところであります。

また、費用につきましても、再整備に係る事

業費は、基本設計費等を除く事業費の全てにつ

きまして、病院会計において企業債を発行し、

約30年で償還していく計画としておりますが、

その償還に係る利率も、現在の相場の0.3～0.45

％に対しまして、基本構想時の想定と同じ1.5％

で見込むなど、かための推計を行っているとこ

ろであります。

なお、一般会計からの繰入金につきまして

は、総務省の定める繰出基準では、事業費の２

分の１が基本でありますが、これに対する国か
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らの交付税措置の事業費の上限が、現在、原則

１平米当たり36万円となっておりますので、基

本構想時に想定した事業費の１平米当たり単価

が37万円から、基本設計では53.6万円となった

ところでありますけれども、この増額部分につ

いては、病院の収入により償還していく計画で

推計しているところであります。

私どもといたしましては、こうした推計をも

とに、新病院を開院いたしまして６年目以降に

総収支の黒字化を達成することを目標として、

新病院の運営に鋭意取り組んでまいりたいと考

えております。

県立宮崎病院の再整備後の○丸山裕次郎議員

収支計画は、病院局が現在の入院患者・外来患

者数、また、地域医療構想等をもとにして試算

した数字ということであります。地域医療構想

でも、今後の人口減少を考慮し、推計入院患者

数を出しておりますが、2030年がピークで、１

日当たり１万5,109人になっており、その後は減

少することになっております。地域医療構想で

は、基本的に高度急性期は増加、急性期は減

少、回復期は増加、慢性期は減少する方針に

なっており、全体の病床を約３割、3,000床程度

を削減する目標になっております。

地域医療構想の推進は、各医療圏での今後の

調整会議で具体的になっていくということであ

りますけれども、県立宮崎病院の病院機能は、

おそらく高度急性期と急性期を担うことになる

と思われますが、宮崎大学医学部附属病院等と

の調整が必要になってくるのではないかと思っ

ております。先ほどの答弁では、入院患者数の

伸びをかために推計して、６年目には黒字化が

図られると述べておりますが、余りにも楽観的

過ぎますし、長期的な見直しが甘いのではない

かと感じております。

また、今回の基本設計の段階では大幅に膨れ

上がってしまいまして、もし実施設計に移れ

ば、さらに膨れ上がるのではと心配しておりま

す。県立病院のない県西地区に住んでいる者と

して、地元の高原町立病院、小林市民病院の改

築時には、わずかな医療機器の補助しかもらっ

ていなかった県民としては、なぜ多額の県費を

投じるのが県央だけなのかと思ってしまいま

す。余りにも増大しているので、これまでの議

会への説明、また県民への説明に疑義が生じて

いると感じております。

老朽化対策や防災機能の強化の必要性は理解

しておりますが、東京オリンピックで人件費・

資材費が高騰するのはわかっているのに、なぜ

今なのかと思ってしまいます。県立宮崎病院の

必要性は理解しておりますけれども、いま一

度、基本構想策定時点に戻って再整備計画を一

から見直す考えはないか、病院局長にお伺いい

たします。

県立宮崎病院につ○病院局長（土持正弘君）

きましては、総合的かつ高度の診療機能を持っ

た全県レベルの基幹病院として、昭和58年に現

在地で全面改築を行っておりますが、その後の

医療技術の進展等に伴い、救命救急センターや

手術室、集中治療室等が手狭になっているほ

か、排水管や蒸気配管からの水漏れ、外壁から

の雨漏りが頻繁に発生するなど、施設の老朽化

も進んできており、施設面での機能に支障を来

す状況が続いております。

さらに、南海トラフ等の巨大地震や洪水など

の災害発生時に備え、免震構造の採用や専用ヘ

リポートの設置、洪水対策の強化など、基幹災

害拠点病院としての機能強化が求められており

ます。これらの課題は、いずれも早急に対応す

る必要があり、また、県民の利便性を考慮し、
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現在地での全面改築による再整備が最善である

と判断したところであります。事業費はふえて

いる状況でありますが、可能な限りコスト削減

に努めながら、現在の計画による再整備を進め

てまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと考えております。

なかなかかみ合わない状況○丸山裕次郎議員

でありますので、知事にお伺いいたします。本

県では、県立宮崎病院の再整備のほかに、防災

拠点庁舎が約120億円、さらに平成38年に内定を

受けている国体を開催するために、陸上競技

場、プール、県立体育館などの整備が数百億円

かかると推測されておりまして、これが今回の

ように大幅に膨れ上がるようなことがあれば、

現在でも高齢化の進展に伴う社会保障費等の増

で非常に財政が厳しい状況がさらに厳しくなる

のではないかと心配しております。知事の考え

をお伺いいたします。

御指摘のとおり、本県○知事（河野俊嗣君）

の財政状況につきましては、年々増加します社

会保障関係費に加え、防災・減災対策や公共施

設の老朽化対策、さらには国体開催に伴う施設

整備等に多額の財政需要が見込まれておりまし

て、引き続き厳しい状況が続くものと考えてお

ります。このような中、本県の抱えるさまざま

な課題に対応しつつ、将来を見据えた施策を推

進していくためには、限りある財源というもの

を効果的に活用していくことが重要でありま

す。特に、今後見込まれるさまざま施設整備に

つきましては、その具体的な計画内容やコスト

について、十分に検討した上で総合的に判断

し、進めてまいりたいと考えております。

病院会計でも知事の判断が○丸山裕次郎議員

ないとできないなと私は思っております。知事

が適切な判断をした際には、知事の言葉で説明

をしっかりとお願いしておきたいと思っており

ます。

県立宮崎病院の再整備について質問させてい

ただきましたが、病院経営や医療に対する知識

が少ない私としては、まだまだ疑念が残ってお

ります。ぜひ、病院経営や医療に精通した方々

で構成される第三者的な検討会議を早急に開催

していただき、その結果を速やかに議会、県民

に説明することをまず要望しておきたいと思い

ます。また、コスト縮減に努めることはもとよ

りでありますけれども、県立宮崎病院は県央の

病院ではなく県民全ての病院として活用される

という原点に戻り、じっくりと時間をかけて後

世に禍根を残さないように検討していただくこ

とを要望しておきます。

県立宮崎病院のほかに、先ほど言いましたと

おり、防災庁舎、国体施設などの大型施設建設

が予定されておりますが、担当部局がそれぞれ

ばらばらに議会に報告するために、全体のこと

が把握しがたい状況にあると思っております。

ぜひ、これから10年間、かなり大規模な施設整

備が進んでいくと思っておりますので、全体が

わかるようなシステムを早急に構築していただ

いて、議会のほうにしっかりと説明していただ

くことをお願い申し上げまして、全ての一般質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

次は、島田俊光議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○島田俊光議員

ざいます。串間市選出の自由民主党の島田でご

ざいます。本日は、早朝から、串間から大変多

数の方たちにおいでいただきました。また、本

日は、特別に傍聴席が多いようでございます。

したがいまして、知事を初め執行部、明快な答

弁をよろしくお願いしたいと存じます。
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まずは、県の観光振興についてお伺いいたし

ます。

本県の経済対策、特にスポーツランドみやざ

きづくりやインバウンド対策など観光振興につ

いては、日ごろより知事が先頭に立って御尽力

いただき、成果が出ていると高く評価している

ところでございます。日豊海岸から日南海岸へ

と続く風光明媚な太平洋沿岸ルートは、本県が

誇るすばらしい観光資源であろうかと思いま

す。この太平洋沿岸ルートの魅力を最大限に生

かすことが、観光への大きな経済効果をもたら

すと考えております。

その中で、私の地元の串間市都井岬は、すば

らしいポテンシャルを持ちながら、残念なこと

に、現状では、その魅力を十分に生かせていな

いような感じがいたします。現在、再開発が始

まり、今がチャンスと捉えているところでござ

います。油津港へのクルーズ船寄港の増加など

インバウンドが増加する中、本県を代表する観

光地の一つである都井岬の活用と魅力アップが

重要かと存じます。知事のお考えをお伺いした

いと思います。

次に、道徳教育についてでございます。

さまざまな犯罪行為や痛ましい事件の根底に

あるのは、道徳心の欠如によるものではないか

と考えております。学校教育においては、学力

向上も目指すべきだと思いますが、特に義務教

育段階において、人としてどう生きるべきかと

いうことを学ぶ道徳教育を、これまで以上に重

視する必要があると考えております。文部科学

省も、道徳教育の重要性を踏まえて、これまで

の「道徳の時間」を教科として位置づけ、平

成30年度から実施すると聞いております。そこ

で、道徳教育の充実を図るために、県としてど

のように取り組んでいるのか、教育長にお伺い

いたしたいと存じます。

続きまして、福祉人材の確保でございます。

現在、福祉の現場では、職員の労働条件が厳

しい中、離職率の高さと相まって、人材確保が

大変困難な状況になっていると聞いております

が、このような中で将来の福祉人材を確保する

ためには、福祉分野を目指す方への支援が重要

になっていると考えております。介護職を目指

す学生のために、介護福祉士修学資金等貸付制

度があり、この奨学金は、一定の条件で返還免

除となる有利なものと伺っております。そこ

で、将来の人材確保のため、福祉分野を目指す

方への支援が重要と考えますが、介護福祉士修

学資金等貸付制度の概要と、返還免除となる条

件について、福祉保健部長にお伺いいたしたい

と思います。

以上、壇上からの質問は終わりまして、後の

質問につきましては、質問者席からさせていた

だきます。よろしくお願い申し上げます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

都井岬の活用と魅力アップについてでありま

す。国の天然記念物である岬馬を間近で見るこ

とができます都井岬は、本県を代表する観光地

の一つであり、県としてはこれまで、展望広場

などの環境整備や岬馬の保護育成のほか、多言

語の観光パンフレットの作成など、串間市と連

携して取り組んできたところであります。

また、都井岬におきましては、アウトドアリ

ゾートをイメージした宿泊施設の建設など、民

間企業と連携した再開発が進められることと

なっております。この取り組みにより、新たな

魅力が加わり、誘客効果や経済効果が高まるも

のと、大いに期待しているところであります。
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都井岬の活用と魅力アップは、増加するイン

バウンド対策においても重要と考えておりま

す。特に海外からのお客様は、日本の美しい大

自然を大変高く評価されているということであ

りますので、しっかりＰＲしてまいりたいと考

えておりますし、先日、私は、ある雑誌から県

内の絶景を一つ紹介してほしいという依頼を受

けまして、その中で都井岬を選んだところであ

りますが、もっともっと国内外にＰＲし、その

魅力はしっかり活用できるのではないかと考え

て期待しております。

県としましては、この機会を最大限に生かせ

るよう、すばらしい自然を活用した新たな体験

型観光メニューの開発やさらなる情報発信など

に、串間市とも連携しながら、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（日隈俊郎君）

えいたします。

福祉人材の確保についてであります。御質問

の介護福祉士修学資金等貸付制度は、地域の福

祉・介護人材の育成及び確保並びに定着を目的

とした、大変重要な支援制度であります。具体

的には、専門学校などの養成施設に在学し、介

護福祉士や社会福祉士の資格取得を目指す学生

を対象に、月額５万円以内の修学資金や20万円

以内の入学準備金及び就職準備金などの無利子

貸し付けを行っているものであります。この貸

し付けを受けた学生は、卒業後１年以内に資格

登録を行いまして、県内において５年間、介護

または相談援助業務に従事するなどの一定の要

件を満たせば、返還を免除される、そういう制

度になっております。以上でございます。〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（四本 孝君）

します。

道徳教育の充実についてであります。

他者への思いやりや生きることのすばらしさ

などを学ぶ道徳教育は、子供たちの人格形成を

図る上では欠かせないものであると同時に、

「確かな学力」や「健やかな体」の基盤ともな

る、極めて重要な役割を担うものと考えており

ます。このため、県教育委員会におきまして

は、市町村教育委員会と連携を図りながら、全

ての小中学校に道徳教育推進教員を位置づけ、

道徳教育の積極的な推進に努めているところで

あります。

加えて、平成30年度から「道徳の時間」が教

科化されることに備え、本年度は、小学校の教

諭等と管理職を対象に、新たな視点を加えた研

修会を行っております。来年度には、中学校を

対象として、同様の研修会を実施する予定であ

ります。今後とも、このような研修会等を通し

て、教職員の指導力の向上を図るなど、道徳教

育のさらなる充実に努めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

それぞれの答弁ありがとうご○島田俊光議員

ざいました。知事がおっしゃるように、力強い

御協力を賜りました。傍聴席の方もさぞ安心さ

れたと思っております。

また、道徳教育につきましては、親子であり

ながら犯罪者にならないような、宮崎の人間は

優しい人と言われるように教育していただきた

いと思います。

そしてまた、福祉保健部のほうには、今の制

度を広くアピールしていただきまして、2025年

問題、介護士の足りない部分がありますので、

広くアピールして、介護士の確保に努めていた

だきたいと思います。

次に、林業の振興についてお伺いいたしま
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す。

林業公社は、昭和33年から国策によって進め

られた拡大造林を推進するため、森林所有者が

自力で造林できない、特に山間部奥地の森林に

おいて、分収方式による造林に取り組んできま

した。これまで、昭和45年の約1,400ヘクタール

をピークに、約１万2,000ヘクタールもの森林を

造成し、現在の民有林の森林資源の充実に大き

く寄与したと思っております。

公社は、造林という仕事を通じて、延べ約300

万人の雇用を確保するなど、山間部における雇

用を創出し、地域経済の振興に非常に大きく貢

献したと思っております。そこで、本県の林業

振興に対し、今後、林業公社が担う役割につい

てどう考えられるか、知事の見解をお伺いいた

したいと思います。

林業公社は、昭和42年○知事（河野俊嗣君）

の設立以来、民間の植栽困難な地域を中心に造

林事業を推進してきましたほか、平成14年度か

らは、森林所有者からの受託によります植栽や

保育等も実施してきたところであります。その

結果、本県の森林保全や中山間地域の振興、雇

用などにも重要な役割を担い、ことし本県が達

成しました杉の素材生産量25年連続日本一にも

大きく貢献してきたところであります。

私自身、公社の理事長でもありますので、公

社の果たすべき役割を十分に認識しながら、今

後一層の経営改善に努め、計画的な伐採により

ます木材の安定供給や、施業受託によります植

栽等の事業に鋭意取り組んでまいりたいと考え

ております。

さらには、伐採跡地の再造林に向けました普

及啓発活動にも努め、将来にわたって持続可能

な循環型林業の推進について、その牽引役とな

れるよう、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

ありがとうございました。私○島田俊光議員

は、今まで公社が行った経緯につきましては、

非常に大きな貢献度というのがあると思いま

す。さらに、最近では、山林所有者の放棄ある

いはまた未植栽という問題が新たに発生いたし

ているわけでございますから、公共事業とし

て、公社造林の今後の取り組みについて、非常

に期待できるところでございます。また、運営

につきましては、今後、環境税あるいはまた森

林の恩恵を受けている企業局との連携をとりな

がら、日本一の林業県を目指していただきたい

と思います。

次に、宮崎県は、全国に名をはせた林業県

で、人工林資源は充実し、既に利用段階に入っ

ております。しかしながら、森林所有者の高齢

化や相続等により、放置され管理されない森林

が増加し、境界不明などで、違法伐採、誤伐な

ども発生しており、森林資源の循環利用の推進

に支障を来すのではないかと考えております。

このため、森林組合など林業事業体の職員を対

象に、地域の森林管理でリーダーシップを発揮

する人材の教育が必要ではないかと考えており

ます。そこで、森林を管理する優秀な人材の育

成を図る教育機関として、林業大学校を設置で

きないか、知事にお伺いいたします。

本県は「伐って、使っ○知事（河野俊嗣君）

て、すぐ植える」という資源循環型の林業を進

めておりますが、すぐれた担い手の育成は大変

重要になってまいります。このため、現場での

即戦力となる人材育成を目的に、「みやざき林

業青年アカデミー」の研修を実施しておりまし

て、本年度までの３カ年で合計23名の方が受講

されております。また、森林組合などの職員を

対象としました施業の集約化を推進します森林
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施業プランナーのほか、県職員の中から地域の

森林（もり）づくりを支援するフォレスターの

養成も行っているところであります。

お尋ねの林業大学校につきましては、本県で

はかつて、昭和41年度から47年度まで、県立農

業大学校の中に営農林コースを設置して、林業

についても指導した歴史がございます。現在、

他県では、修業年限や形態などの異なるさまざ

まな林業大学校が設置されております。それら

を参考にしながら、どのような現場のニーズが

あるかということも把握しつつ、今後、林業大

学校のあり方を含め、将来的な人材育成の仕組

みづくりにつきまして、十分検討してまいりた

いと考えております。

ありがとうございました。宮○島田俊光議員

崎県は、全国に名をはせた林業県でございま

す。これからも日本一を守っていかなければな

らないと思いますので、人材育成をどうぞよろ

しくお願い申し上げたいと思います。

次に、教育行政についてお伺いいたします。

来年の春から、串間市の６校の中学校が１校

に再編されます。新たな中学校の体制がスター

トしますが、一方、学習環境も変わることか

ら、中には学校生活に不安を持つ生徒や保護者

がいるものと思っております。串間市の中学校

再編に当たって、成果が十分に発揮されるよう

に、串間市としても取り組んでいるようでござ

いますが、県としてどのような支援を考えてい

かれるのか、教育長にお伺いいたしたいと思い

ます。

来年４月より、串間○教育長（四本 孝君）

市の中学校が再編され、新たに「串間中学校」

としてスタートを切るということについては、

学校の活力や魅力の向上を図るという点から、

期待を寄せているところであります。県教育委

員会といたしましては、生徒や保護者が、新た

な学校での生活に不安を抱かないよう、また、

再編後も学校運営が円滑になされるよう、教職

員の配置等について、十分検討してまいりたい

と考えております。加えて、再編による教育的

な効果が最大限発揮できるよう、県教育委員会

による支援チームを随時派遣するなど、支援に

努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございました。今○島田俊光議員

後ふえていくだろう、こういう小学校、中学校

の統廃合というのはあるわけでございますか

ら、ぜひとも、串間市がモデル学校となるよう

に、県としての指導が不可欠でございますの

で、よろしくお願い申し上げておきたいと思い

ます。

次に、スポーツ振興についてでございます。

先月、岩手県で開催されました国民体育大会で

は、本県の天皇杯順位は39位となっておりま

す。昨年より順位は３つ上がりましたが、10年

後の２巡目国体では、ぜひとも、本県選手団に

活躍をしていただき、県民に大きな力を与える

とともに、全国にスポーツランドみやざきをア

ピールするべきだと考えております。

そのためには、競技力向上をさらに図っても

らいたいと考えておりますが、競技力向上には

優秀な指導者の存在が不可欠でございます。そ

こで、２巡目国体に向けて、指導者育成にどの

ように取り組んでいかれるのか、教育長にお伺

いいたします。

２巡目国体に向け、○教育長（四本 孝君）

競技力の向上を図るためには、指導者の育成は

大変重要な課題であると認識しております。そ

のため、本県競技力向上の核となる有望な指導

者を、高い競技力を有する企業や大学等へ派遣

するとともに、強化推進校等の顧問に対して、
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県外の優秀な講師による指導法等の研修会を

行っているところであります。

さらに、本県において、競技人口の少ない競

技の普及・振興や女子競技力の向上等が喫緊の

課題でありますので、今後とも、競技団体や関

係機関等と十分連携を図りながら、計画的な指

導者の確保や育成に、しっかり取り組んでまい

りたいと考えております。

ありがとうございました。宮○島田俊光議員

崎はスポーツ合宿の誘致を行っております。プ

ロ集団がせっかく来るわけですから 問題は―

あると思います。しかし、プロ集団と指導者と

の交流、コミュニケーションがとれれば、さら

に質の向上が図られるのではないかと思います

ので、さらに検討をよろしくお願いしたいと思

います。

次に、過疎地域での買い物支援についてお伺

いいたしたいと思います。

近年、食料品店やスーパーマーケットの撤退

等により、身近な場所で日常の食料品の買い物

に支障を来す、いわゆる買い物弱者の増加が問

題となっております。そこで、過疎地域におけ

る買い物支援について、どのような対策がある

のか、総合政策部長にお伺いいたします。

過疎地域にお○総合政策部長（永山英也君）

きましては、人口減少等に伴う店舗の廃止や移

動手段を持たない高齢者の増加等に伴いまし

て、日常生活における買い物に困る集落がさら

にふえることが懸念されております。

県ではこれまで、まちなか商業再生支援事業

等によりまして、地域の商工会等によります買

い物代行等に支援を行った事例がございます。

また、幾つかの市町村では、過疎債等を活用い

たしまして、宅配サービス等の取り組みが行わ

れております。

また、買い物弱者等を含みます地域住民の移

動手段を確保するため、県や市町村において、

バス路線の維持やコミュニティバスの運行等を

行っているところであります。さらに今年度

は、買い物支援にも資する新たな交通・物流

ネットワークを構築するためのモデル事業を実

施しております。その成果等も見ながら、今後

とも、市町村とも十分連携した上で、買い物弱

者対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございました。こ○島田俊光議員

れから過疎が進むと、このようなことが大きく

取り沙汰されてくるのではないかと思っており

ます。また、過疎地域においては、車でないと

買い物に行けない、病院に行けないという問題

があります。これは高齢者の交通事故の問題に

も発展するだろうと思いますので、ぜひとも検

討をよろしくお願いしたいと思います。

次に、本県の施設園芸の振興についてお伺い

いたします。本県の施設園芸は、冬季の温暖多

照という恵まれた気象条件を生かして、生産量

全国１位のキュウリや第２位のピーマンなど、

全国有数の産地として発展してまいりました。

そのような中、県内においては、国富町の次世

代施設園芸拠点のように、大規模経営やＩＣＴ

を活用した先端技術の導入など、新たな動きも

見られるところでございます。そこで、本県農

業の基幹である施設園芸の将来に向けた振興に

ついて、どのように取り組もうとされているの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

本県の施設園○農政水産部長（郡司行敏君）

芸は、畜産と並ぶ本県農業の柱であり、その振

興は極めて重要であると考えております。しか

しながら、近年、担い手の減少や高齢化の進行

などにより、お話にありました、キュウリ、ピ
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ーマン等の主要品目において、生産量の減少が

見られるほか、ハウスの老朽化などの課題も顕

在化しているところであります。

このため県では、本県施設園芸の進むべき方

向を示す「宮崎県施設園芸振興計画」を本年度

中に策定することとしておりまして、施設園芸

の構造改革に向けた取り組みを具体化してまい

りたいと考えております。

中でも、ＩＣＴを活用した高度な農業技術の

導入、規模拡大や新たな担い手の確保、それか

ら、ハウスの集約や団地化による経営の効率化

などが重要であると考えておりまして、これら

の取り組みを積極的に進めることで、儲かる施

設園芸を実現し、担い手が夢を持てる産地づく

りを推進してまいりたいと考えております。

ありがとうございました。国○島田俊光議員

も進めているように、儲かる農業を行うために

は、施設園芸が一番だろうと思いますが、先ほ

ど言われたように、施設も老朽化いたしている

わけでございます。経営が厳しい中に、施設を

改善するということは難しいわけでございま

す。どうかこの支援をよろしくお願い申し上げ

たいと思います。

次に、施設園芸における技術の向上に向けた

指導でございます。施設園芸の品目は、キュウ

リやピーマンなどのそれぞれの品目の特性に

合った温度管理や肥培管理等の適切な栽培技術

が求められ、その習得は容易でなく、農業者に

より栽培技術の習得状況に差があるように思い

ます。今後、農業者の経営安定や産地の維持・

発展のためには、かけたコスト以上の収入が得

られるように、収量と品質向上を図る技術が必

要だと思っております。そこで、本県の施設園

芸における生産性を高めるための栽培技術指導

について、農政水産部長にお伺いいたします。

本県の施設園○農政水産部長（郡司行敏君）

芸におきましては、農家間で収量や品質に大き

な開きがあり、技術レベルの底上げが極めて重

要な課題であると認識しております。このため

県では、平成23年度から、生産者ごとの収量や

単価等をグラフに落とし込み、生産者に示すこ

とで、農家の意識改革を図り、あわせて、栽培

技術や経営改善の指導を行う産地分析に取り組

んでいるところであります。

その結果、例えば、ＪＡ都城のいちご専門部

会では、10アール当たりの販売額が35％向上す

るなどの成果を上げている産地も出てきており

まして、これらの成果を県下全域に波及すべ

く、現在、県内66の品目部会で取り組みを行っ

ているところであります。

さらに、タブレット端末を用いて、現場と試

験場等をつなぎ、リアルタイムに病害虫を診断

する新しい仕組みづくりや、県とＪＡが一体と

なった「宮崎方式の営農支援体制」の構築等に

より、指導体制の強化と指導力向上に努めてま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。本当○島田俊光議員

に施設園芸の坪単価を上げるためには、生産技

術というのが一番大切であろうかと思います。

特に新たな作物栽培においては、マンゴー、ラ

イチなどの技術が乏しいわけでございますか

ら、経営者に対する支援対策あるいはまた指導

が一番肝要ではないかと考えております。ぜひ

とも、技術指導については、県主導で組合員に

対する指導をお願いしたいと思います。

次に、水産業についてでございます。これま

で、県と漁業者が連携して、魚類の保護培養に

不可欠な藻場の回復に積極的に取り組み、成果

も見られてきているところでございます。今後

の本県沿岸漁業の振興のためには、水産資源の
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維持・回復が必要だと考えております。そこ

で、本県沿岸の水産資源の現状と資源回復の取

り組みについて、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

本県沿岸の水○農政水産部長（郡司行敏君）

産資源につきましては、主要な21の魚種の資源

状況を把握した上で適切な管理を行います、宮

崎方式の資源管理に取り組んでいるところであ

ります。この中で、サワラ、ハモなどの８つの

魚種では、資源が維持され、積極的な利用が期

待される一方で、タチウオ、クルマエビなど、

漁獲量が長期的には減少している12の魚種で

は、その回復に向けた取り組みが重要な課題と

なっております。

このため県では、定置網や底びき網での網目

の拡大や、休漁日の設定等を内容とした資源管

理計画に基づき、関係漁業者と一体となって、

資源回復に取り組んでいるところであります。

中でも特に、資源レベルが著しく低下しており

ますカサゴ、アマダイにつきましては、このよ

うな資源管理に加えまして、稚魚の放流を行う

など、早急な資源回復に努めております。県と

いたしましては、今後とも、沿岸資源の持続的

な利用に向けて、漁業者と協力しながら、適切

な資源管理に努めてまいります。

ありがとうございます。近年○島田俊光議員

の漁獲量の低迷で、漁業組合員の高齢化あるい

はまた担い手不足が加速しております。それ

は、やはり沿岸の資源枯渇が原因だと思ってお

ります。そこで、資源回復については、今後、

強力にまた進めていただきますように、よろし

くお願い申し上げます。

次に、森林の管理・保全についてお伺いいた

します。

本県の森林は、本格的な収穫期を迎えてお

り、大型製材工場や木質バイオマス発電施設の

稼働に伴う木材需要の高まりにより、森林の伐

採面積も増加いたしております。このような中

で、先日の新聞報道にありましたように、森林

の誤伐や盗伐が発生しております。森林所有者

が知らないうちに森林が伐採され、植林が行わ

れず、放置される懸念もあります。このような

森林の伐採が増加していますが、誤伐などの未

然防止や森林の適正な管理・保全に、県はどの

ように取り組んでいくのか、環境森林部長にお

伺いいたします。

県内では、近○環境森林部長（大坪篤史君）

年、伐採の増加に伴いまして、誤伐等が発生し

ている状況にございます。そこで、県では、市

町村が伐採届け出を受理する際には、所有者等

の確認を徹底するように注意喚起しますととも

に、市町村や森林組合等と合同で、伐採現場の

パトロールを実施しているところです。また、

誤伐の防止や適正な森林施業の推進には、森林

の境界明確化が不可欠でありますので、森林組

合等が行っています測量などへの支援も実施し

ているところです。

さらに、本年５月の森林法の改正によりまし

て、市町村が森林の所在や所有者名を記載した

林地台帳を整備することになりましたことか

ら、今後、森林所有者等の情報収集を進める市

町村を支援しながら、森林の適正な管理・保全

に取り組んでまいります。

ありがとうございました。部○島田俊光議員

長が言われるように、今、伐採許可は行政が受

け付けて判断しているわけでございますが、現

地を一番把握しているのは森林組合じゃないか

と私は思っているわけでございます。したがっ

て、山の番人あるいはまた管理者として、森林

組合がそういうことを担っていくべきじゃない
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かと思っておりますが、ただ、市町村との連携

が必要でございます。そこで、今後の森林管理

の監督としては、行政と森林組合が一体となっ

て行うべきだろうと思っておりますので、今

後、さらに検討をよろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、森林の管理・保全についてでございま

す。これからの森林整備につきましては、環境

に配慮して、経済林と環境林を区別して進めて

いくことが重要であると考えております。環境

林として山頂や稜線に広葉樹を植栽すること

は、肥沃な腐葉土層から成る健全な森林が形成

されることになり、この森林からミネラル分を

多く含んだ水を海へ供給することが可能となり

ます。

また、実のなる広葉樹を植栽することによ

り、山頂付近に野生鳥獣の生息環境が確保さ

れ、山の中腹や麓に形成された経済林との共生

が可能となります。木材生産機能だけでなく、

水源の涵養や野生動物との共生などの環境に配

慮した森林づくりも必要と考えますが、県はど

のように取り組んでいくのか、環境森林部長に

お伺いいたします。

本県では、森○環境森林部長（大坪篤史君）

林・林業の長期計画の中で、資源循環型の森林

づくりを展開するとともに、水源の涵養や多様

な生物を育むなど、公益的機能に留意した森林

づくりを進めるとしているところでございま

す。具体的には、森林環境税を活用しまして、

水源地の上流域の森林を対象に、実のなる広葉

樹の植栽等を行っております。

さらに、主要な河川の流域ごとに定めていま

す地域森林計画の中で、さまざまな公益的機能

ごとに森林を管理する指針を示しておりますの

で、今後、天然林の保全や環境に配慮した森林

づくり等が進むよう、市町村や関係団体と連携

して取り組んでまいりたいと考えております。

ありがとうございました。部○島田俊光議員

長就任以来、林業関係には、新たな計画、新規

事業が採択されております。早生樹もしかりで

ございますが、杉は、経済林として40年、金に

なるまでに時間がかかるわけでございますが、

一方、環境林というのは、10年生から公益的機

能を発揮するわけでございますから、遠方から

見る稜線伝いに実のなる広葉樹林帯を設けるこ

とによって、自然の公益的機能が発揮できるよ

うな林分ができるのではないかと思っておりま

すので、今後とも、そのような森林づくりに努

めていただきますように、よろしくお願い申し

上げておきたいと思います。

次に、林業退職金制度でございます。雇用の

安定化に取り組むことが必要であり、具体的に

は、労働者の福利厚生の観点から、事業主が積

極的に退職金制度や社会保険、労働保険への加

入促進に取り組むことが重要であると考えてお

ります。特に退職金につきましては、退職され

る方が、これまで頑張ってきて本当によかった

と思えるようなものになれば、担い手確保の大

きなインセンティブになるのではないかと考え

ているところでございます。

このようなことから、林業担い手を確保する

ためには、林業退職金共済制度加入支援等の就

労環境対策を充実すべきではないかと考えてお

ります。環境森林部長に見解をお伺いいたしま

す。

林業退職金共○環境森林部長（大坪篤史君）

済制度は、中小企業退職金共済法に基づく退職

金制度でございまして、事業主が従事者の働い

た日数に応じて掛金を負担しまして、退職金が

支払われるものであります。例えば、月17日
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で20年間働いた場合には、約200万円が支給され

ることになります。

県としましては、林業従事者の退職金制度の

充実が図られるように、林業担い手対策基金等

を活用しまして、年間131日を上限として、認定

林業事業体等が負担する掛金の４分の１相当の

助成を行いますとともに、中核認定林業事業体

の新規雇用者に対しましては、さらに４分の１

の補助を行っているところであります。

このほか、就労環境の改善が図られるよう

に、社会保険や労働保険の掛金、振動障害の特

殊健康診断や、今年度からは新たに、蜂のアレ

ルギー検査などへも支援しているところであり

ます。林業の現場は、ほかの産業に比べて多く

の危険が伴いまして、自然条件も厳しい環境に

ありますので、今後とも、関係機関と連携を図

りながら、就労環境改善に努めてまいりたいと

考えております。

ありがとうございました。林○島田俊光議員

業従事者ほど本当にきつい仕事はないと思って

おります。そこで働いてよかったと言ってもら

えるようにするには、成果報酬といいますか、

林業退職金制度の充実というのが一番肝要では

ないかと思いますので、さらなる支援をしてい

ただきますように、よろしくお願い申し上げた

いと思います。

次に、公共事業関連について何点か伺いたい

と思います。

まずは、災害時の迂回路の安全対策について

でございます。先般の台風16号では、県内の道

路で、崩土や倒木、冠水などが発生し、多くの

路線が通行どめとなり、交通に大きな影響が生

じたところでございます。このような台風等に

より、国道や県道を通行どめにされた場合に

は、緊急に通行を確保するため、迂回路が設定

されます。迂回路には周辺の道路を設定してい

るようですが、迂回路は道路の幅が狭く、ふだ

んは余り車が通らない場所も多いと思いますの

で、安全に配慮すべきではないかと考えており

ます。そこで、災害時の迂回路の安全対策につ

いて、どのように対応しているのか、県土整備

部長にお伺いいたします。

災害時の迂○県土整備部長（東 憲之介君）

回路につきましては、市町村などの道路管理者

から、被災状況や道路の幅員などの情報を入手

し、必要に応じて現地の確認を行い、通行可能

かどうかを判断した上で、ルートを選定してい

るところであります。

また、幅員が狭いなど通行に注意を要する場

合には、迂回路となる期間や幅員が狭い区間の

距離などを踏まえた上で、必要に応じて注意を

促す看板や信号機の設置を行うなど、迂回路の

安全確保に努めております。

このほか、道路利用者が迷わずに迂回路を利

用できるよう、案内看板の設置や交通誘導員の

配置も行っているところであります。今後と

も、道路の状況や交通量などの把握に努めると

ともに、市町村や関係機関と連携を図りなが

ら、より安全な迂回路の確保に努めてまいりた

いと存じます。

ありがとうございます。緊急○島田俊光議員

に行う迂回路、災害時の通行どめというのは、

通勤・通学あるいはまた病院に行かれる方たち

もいらっしゃるわけですから、事前に調査して

確認しておかなければ 迂回路対策について―

は、確認のできない場所については、自治会に

それぞれ迷惑をかけている部分がございますの

で、どうかこの点については検討していただき

たいと思います。

次に、公共事業予算の確保と発注の平準化に
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ついてであります。本県は、社会資本の整備が

おくれている状況にあり、その整備や災害対応

の役割も担う地域の重要な産業である建設産業

の育成を図るためには、１年間を通して、ある

程度の公共事業量が必要だと思います。厳しい

財政状況にある本県にとって、まずは国の公共

事業の予算を確保することが大事だと思いま

す。

また、建設業者から、４月から６月の工事が

少なく、年度末に集中しているという話も聞い

ております。確保した予算の発注時期について

は、その平準化にも取り組む必要があると思い

ます。そこで、地域の重要な産業である建設産

業を育成していくためには、国の公共事業予算

の確保と発注の平準化が必要だと考えますが、

県土整備部の取り組みについて伺いたいと思い

ます。よろしくお願いします。

まず、国の○県土整備部長（東 憲之介君）

公共事業予算の確保につきましては、知事を先

頭に、全力で要望などに取り組んでおりまし

て、今回の国の経済対策では、国土交通省から

昨年度の２倍以上の配分があり、11月補正予算

で約135億円の補助公共・交付金事業を計上した

ところであります。

次に、発注の平準化につきましては、従来か

ら早期発注に努めており、今年度上半期の契約

済み額は、目標の80％程度に対し、85％を達成

したところであります。また、翌年度の予算を

前倒しして発注するためのゼロ県債につきまし

ては、昨年度、約10億円を設定しましたが、今

年度は、国の交付金事業も加え、今回の補正予

算で約24億7,000万円の設定をお願いしておりま

す。

さらに、施工時期の平準化を図るため、余裕

期間を設定した建設工事の試行にも取り組んで

いるところであります。今後とも、社会資本の

整備や防災・減災を担い、地域の経済と雇用に

貢献する建設産業の育成に、しっかりと取り組

んでまいりたいと思います。

ありがとうございました。南○島田俊光議員

海トラフ地震もささやかれているわけでござい

ますから、土木業者の育成というのは一番肝心

ではないかと思っております。できれば、県

は、各市町村とも連携をとりながら、入札・発

注の平準化というものをやっていただければ助

かると思いますので、よろしくお願い申し上げ

ておきたいと思います。

次に、福島港の堆積土砂のしゅんせつについ

てでございます。福島港は、串間市の地域振興

の拠点として整備され、木材チップ等の国内輸

送や水産業に利用されるほか、平成27年度に

は、中国や韓国向けの原木輸出も始まるなど、

地域産業の活性化に貢献いたしております。し

かしながら、善田川河口の今町地区などでは、

台風などの出水により土砂の堆積が進むと、船

舶の航行に支障が生じる場合があります。

県においては、これまでもしゅんせつをして

もらっておりますが、何年かするとまた堆積す

るため、土砂の処分場所などの問題もあると思

いますが、安心して福島港を利用するために

は、その都度しゅんせつが必要だと思っており

ます。そこで、福島港の堆積土砂のしゅんせつ

について、県はどのように取り組んでいるの

か、県土整備部長にお伺いいたします。

福島港にお○県土整備部長（東 憲之介君）

きましては、利用者からの情報をもとに、堆積

の状況を確認した上で、しゅんせつを行ってき

たところでありまして、最近では、平成26年度

に、港の中の３カ所で実施しております。

現在の状況としましては、今月実施した測量
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結果によりますと、今町地区などにおいて、一

部土砂が堆積していることが確認されましたこ

とから、しゅんせつの実施時期や土砂の処分方

法などについて検討を行っているところであり

ます。今後とも、安全に港湾を利用していただ

けるよう、利用者と緊密に連携を図りながら、

適切な維持管理に努めてまいります。

ありがとうございました。確○島田俊光議員

実に、堆積した部分を２年ないし３年ごとに

しゅんせつするということであれば安心できる

わけでございますが、堆積して、申請しなけれ

ばできないということになりますと、なかなか

安心して港を使うことができないと思います。

この件については、洪水などの霞堤にも利用で

きるわけでございますから、なるべくしゅんせ

つについては、県の今後の計画に準じた対策を

講じていただければと思っておりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

次に、津波対策についてお伺いいたします。

東日本大震災では、当時、異常な揺れだった

にもかかわらず、外出先から避難所ではなく自

宅に戻った人、海の様子を見に行った人、散乱

した室内の後片づけをしていた人など、理由は

さまざまですが、津波からの避難がおくれたこ

とが、被害を大きくする要因になったと言われ

ております。

本県では、南海トラフ巨大地震が発生した場

合、県全体で死者約３万5,000人、その９割が津

波による死者と想定されております。私の地元

串間市でも、県内で最大の約17メーターの津波

が発生すると言われております。沿岸地域の避

難対策が大変重要かと思います。そこで、津波

から命を守るために、住民一人一人が迅速かつ

的確な避難を行うために、県はどのように取り

組んでいるのか、危機管理統括監にお伺いいた

します。

津波から身○危機管理統括監（畑山栄介君）

を守るためには、住民一人一人が直ちに安全な

場所に避難するということが何よりも大切でご

ざいます。このため県では、住民の迅速な避難

行動を促すため、各種メディアを使った啓発に

加え、防災フェアなどのイベント、地域や民間

団体等に対する防災出前講座など、さまざまな

機会を通じて、津波からの避難に対する知識や

心構えの周知・啓発に取り組んでいるところで

ございます。

また、沿岸の市や町が行う、避難場所や避難

路の整備に対する支援を行うとともに、津波に

関する情報を確実に伝えるため、防災・防犯情

報メールサービスによる住民への情報配信や、

宮崎県防災行政無線による市町村などへの津波

警報等の一斉送信により、情報伝達手段の確保

にも努めているところでございます。今後と

も、住民の迅速な避難につながるよう、沿岸の

市や町などとも連携しながら、津波避難対策に

努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございました。地○島田俊光議員

震災害はいつ発生するかわかりません。したが

いまして、発生しても、一人一人が的確な判断

と対応能力を持たなければ、災害から身を守る

ことができません。災害時は、電柱の倒壊、住

宅の崩壊、火事とガス爆発、逃げる道路も指定

しておくと混雑するわけでございます。ありと

あらゆる災害を前提とした、臨機応変の指導と

いうのが大切であろうかと思いますので、今後

とも、よろしくお願い申し上げておきたいと存

じます。

次に、保育所の津波対策についてでございま

す。５年前の東日本大震災では、１万5,000人を

超えるとうとい人命が失われ、その９割の方
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が、想像をはるかに超えた大津波による溺死と

言われております。その中で、宮城県石巻の大

川小学校では、74人の、これからの未来を担う

かけがえのない子供たちの命が津波により失わ

れ、当時の学校の対応が大きく問題視されてい

るところでございます。

万が一、本県が南海トラフ地震による大津波

に襲われた場合、乳幼児も在籍する保育所にお

いては、園児が自力で避難することは困難であ

るため、同様の事態も起こり得るのではないか

と、危惧いたしているところでございます。

そこで、沿岸部の保育所では、津波から園児

の命を守るために、避難訓練の実施やライフ

ジャケット等の防災用品の購入など、事前の備

えが重要であると思いますが、県の考えを福祉

保健部長にお伺いいたします。

さきの東日本○福祉保健部長（日隈俊郎君）

大震災の教訓を踏まえ、県では、地震や津波対

策のための「防災マニュアル作成の手引き」を

策定・配付したところでありまして、保育所に

おいては、マニュアル等をもとに、市町村や保

護者、関係機関と連携して、津波を想定した避

難訓練などが行われております。訓練を通し

て、多くの乳幼児を連れて高台へ避難すること

が想像以上に困難であるなど、さまざまな課題

が見つかり、避難方法等その後の対策に生かさ

れているというお話も伺っているところであり

ます。

また、訓練とあわせて、災害時に必要とされ

る防災ずきんなど、防災用品の整備も行われて

おりますが、特に沿岸部におきましては、ライ

フジャケットなど地域の実情に応じた配備も進

められているところであります。県といたしま

しては、今後とも、国や市町村、地域と十分な

連携を図りながら、子供たちの命を守る備えに

万全を期すよう、保育所等と一体となって防災

対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございました。災○島田俊光議員

害時は、みんなが災害に遭い、身動きが困難な

状況にあるわけでございます。保育士が何人の

子供たちを安全なところに避難させることがで

きるのかということが、一番大事であろうかと

思います。そのためには、隣接する企業あるい

はまた高校生、一般の人などの連携が必要だと

思っております。自分で避難できない子供たち

がどのように避難するかということが一番肝要

でございますから、この点については、再度、

周辺企業・団体等についても御指導方をよろし

くお願いしておきたいと思います。

以上で私の質問は終わりますが、本当に建設

的な答弁をいただきました。傍聴席の串間市の

方たちも、大きな夢を持って帰られると思いま

すので、本当にありがとうございました。今後

の県の取り組みによって、県民の発展を望んで

おるわけでございますから、よろしくお願い申

し上げまして、私の質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時49分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

次は、野﨑幸士議員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○野﨑幸士議員

は。宮崎県議会自由民主党、野﨑幸士です。11

月定例議会に当たり、議長のお許しをいただき
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ましたので、質問通告書に従いまして質問を進

めてまいります。

さきの９月定例議会で、平成27年度の歳入歳

出決算が認定されました。歳入決算においては

自主財源は41.2％で、残りの58.8％は地方交付

税や国庫支出金などに大きく依存している、非

常に脆弱な財政基盤であり、また、歳出決算に

おいては義務的経費が43.1％を占めており、財

政の硬直化が見てとれます。このことは平成28

年度の当初予算においても同様で、大変厳しい

財政構造であると言えます。

こういった中、本県では、２巡目国体、防災

拠点庁舎整備、国民文化祭、県立病院再整備、

防災・減災対策、公共施設の老朽化対策、ま

た、少子高齢化に伴う社会保障費等々、多額の

財政負担が見込まれています。

県は、第四期財政改革推進計画の着実な実行

を最重要課題として取り組むとしております

が、こうした中、避けては通れない、毎年進行

している大きな社会保障問題が高齢化です。我

が国の2015年の総人口に占める65歳以上人口の

割合（高齢化率）は26.6％であり、本県で

は29.5％と年々伸びを示しています。来る2025

年には団塊の世代が75歳を超えて、国民の３人

に１人が65歳以上、５人に１人が75歳以上とい

う超高齢化社会を迎えます。医療・介護の需要

が急増し、財政不足から現行の社会保障制度が

行き詰まるおそれがあります。いわゆる2025年

問題です。そこで、本県における2025年問題の

対策を、医療・介護の社会保障給付費の対策を

含めてどうお考えなのか、知事にお伺いいたし

ます。

以下の質問は、質問者席よりお伺いしてまい

ります。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

2025年問題についてであります。本県におき

ましても、75歳以上の後期高齢者数は、現状

の16万9,000人から、2025年（平成37年）には20

万4,000人へと、約２割増加すると見込まれてお

ります。それに伴い、後期高齢者医療給付費と

介護給付費の総額は、現状の約2,369億円から、

平成37年度には約3,2 5 0億円へと、４割近

く、881億円ほど増加すると推計をしておりまし

て、医療・介護等の社会保障給付費の急激な増

加への対応が喫緊の課題となっております。こ

のような中、医療につきましては、地域医療構

想を策定し、患者に応じた医療を効果的かつ効

率的に提供する体制の構築を図ることとしてお

り、介護につきましては、県内市町村と連携を

しながら、医療との連携、介護予防、生活支援

といった地域包括ケアシステムの構築を進めて

いるところであります。さらには、食生活の改

善や運動などによる生活習慣病の予防、がん検

診の受診率向上、ロコモ予防など、県民に幅広

く参加・協力をいただきながら、健康寿命の延

伸等にも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

社会保障給付費の急激な増加○野﨑幸士議員

に対しての懸念や、それに対してのさまざまな

対策を進めているとのことでしたが、以下、我

が県が直面しているその背景や現状を質問して

いきたいと思っております。

高齢化が進むにつれて、介護が必要な高齢者

や障がい者が、家庭や病院、施設でも介護を受

けることができない、いわゆる介護難民の問題

も深刻になっていくと思われますが、本県でも

こういった状況になり得るのか、またその対策

をお伺いいたします。

本県の後期高○福祉保健部長（日隈俊郎君）
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齢者は、2025年には現在より約３万5,000人ふえ

ると推計しておりまして、さらなる要介護者の

増加や介護度の重度化が見込まれるため、これ

に対応した介護サービスの量と質の確保が大き

な課題であると認識しております。

このような中、県におきましては、第６期介

護保険事業計画に基づきまして、市町村等と連

携し、施設の整備や介護職員の育成等を行うと

ともに、地域における介護予防や重度化防止の

取り組みを進めているところであります。来年

度は、次期計画の策定の年となりますので、引

き続き、市町村等と十分に連携し、地域におけ

る実情を把握するとともに、2025年における具

体的な状況等を示しながら、将来に向けて必要

とされる介護サービスが提供できる体制づくり

を進めてまいりたいと考えております。

2025年には、全国では、75歳○野﨑幸士議員

以上の高齢者が現在の1.3倍の2,200万人に急増

し、本県では、答弁にあったように、現在より

３万5,000人ふえ20万人になる推計です。介護を

受けられないことがないよう、また介護サービ

スの地域格差がないよう、均衡的に介護サービ

スが受けられるよう、その体制づくりを進めて

いただくことを強く要望します。

先ほどからの数字を見ても、2025年には今に

比べ医療ニーズが膨らみ、病院を中心とした提

供体制では受けとめ切れなくなることは必至で

す。そこで政府は、病院から在宅へ方向づけを

し、在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院で

は、一般の医療機関に比べて診療報酬を高く設

定し、手厚い医療を必要としていない30～34万

人を自宅や介護施設での治療に切りかえ、2025

年時点で、現在よりも16～20万床減らす目標を

示しておりますが、本県における受け皿となる

在宅医療や介護サービスの整備はどうなってい

るのか、お伺いいたします。

本県において○福祉保健部長（日隈俊郎君）

将来必要となる病床数につきましては、先月策

定いたしました地域医療構想をもとに、これか

ら各医療圏ごとに、実情に応じた病床の機能分

化及び連携のあり方について協議していくこと

としております。また、国においては、現在あ

る病床の介護施設への転換に係る新たな制度に

ついても議論が進められているところでありま

す。このため、病床の見直しへの対応としまし

ては、今後の地域における議論や介護施設への

転換の動向も踏まえながら、将来的に必要とな

る特別養護老人ホーム等の施設サービスや訪問

介護・看護等の在宅サービス、あるいは在宅医

療の確保に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。

今までの病床がどうなってい○野﨑幸士議員

くのか。また、本県では現在でも医師不足の現

状の中で、病床から出される患者が心配されま

すので、本県の将来像に適応した在宅医療の仕

組みづくりを進めていただくことを要望いたし

ます。

また、病院から在宅へ方向づけをしたこと

で、その家族の負担が大幅にふえることが懸念

されます。こういった中、仕事と介護が両立で

きず離職に追い込まれる、いわゆる介護離職の

問題が懸念されますが、本県の現状と取り組み

についてお伺いいたします。

介護離職○商工観光労働部長（中田哲朗君）

の直近のデータであります、総務省の平成24年

就業構造基本調査によりますと、平成23年10月

からの１年間に介護を理由として離職した方

は、全国が10万1,100人、本県では1,300人と

なっております。このような中、介護離職を防

止するため、育児・介護休業法が改正され、来
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年１月から施行されますことから、県では、法

改正の内容の周知に取り組みますとともに、今

年度は、企業に社会保険労務士を派遣し、法改

正を踏まえた就業規則の見直し等についてのア

ドバイスを行っているところであります。ま

た、「仕事と家庭の両立応援宣言」登録制度の

推進などを通じて、介護などの家庭生活と仕事

を両立できる職場づくりにも取り組んでいると

ころであります。今後とも、宮崎労働局と連携

して、誰もが働きやすい職場環境づくりに努め

てまいりたいと考えております。

介護離職の問題は、本当にさ○野﨑幸士議員

まざまな問題を引き起こします。介護を理由に

転勤を断るケース、離職して夫婦仲が悪くなり

離婚するケース、収入が減り生活保護を受ける

ケース、本当に深刻です。2012年の総務省の調

べでは、働きながら介護をしている約240万人の

うち、８割以上が介護休業や介護休暇などの制

度を活用していなかったとの報告もあります。

答弁にもありました、改正された育児・介護休

業法が来年１月から施行されます。これらの内

容を、介護されている労働者の方々や企業に

しっかりと周知していただき、仕事と介護が両

立できる職場環境になるよう尽力していただく

ことを要望いたします。

介護離職問題と同様に、介護職員不足も懸念

される問題です。介護職員が、必要な人数に対

して実際に何人働くことができるかという充足

率を見ると、2017年度で94％、６％に当たる

約12万人が足りなくなります。その後、年々低

下していき、2025年には85％まで低下し、約38

万人の介護職員が不足すると推計されていま

す。要介護者の数も相当な数に上ることが予測

され、超高齢化社会の介護に対する不安が広が

りますが、本県における介護職員不足の現状と

今後の対策をお伺いいたします。

ことし９月の○福祉保健部長（日隈俊郎君）

本県の介護関係職種の有効求人倍率は1.98倍と

なっておりまして、「介護職員が不足してい

る」という声も一部から聞いているところであ

ります。また、厚生労働省の発表によります

と、2025年には、介護職員は全国で38万人不足

するのに対しまして、本県では4,000人を超える

不足が見込まれているところであります。こう

した状況を踏まえ、県におきましては、賃金な

どの処遇の改善や修学資金の貸し付け、さらに

は未経験者や初任者に対する研修の受講支援な

どに取り組んでいるところでございます。今後

とも、介護サービス関係団体や教育機関、労働

関係機関等とも連携を図りながら、介護分野へ

の就業や定着の促進を図る取り組みを充実強化

することにより、介護職員の確保に努めてまい

りたいと考えております。

介護職員の離職理由は、一般○野﨑幸士議員

的に言われるように、賃金への不満もあります

が、結婚・出産・育児といった家庭の事情や、

事業所や経営者への不満や人間関係の悪化等も

その理由の一つです。本県での若者の県外流

出、生産年齢人口の減少等を鑑みますと、先ほ

どの、資格はあるのに結婚・出産・育児といっ

た家庭の事情で離職された潜在介護士の再就職

に力を入れていただくことも重要だと思いま

す。どうして定着しないのか、その原因を正確

に把握しない限り、慢性的な人材不足が続いて

いくと思いますので、介護現場の生の声を聞き

ながら人材確保に尽力されるようお願いいたし

ます。

次に、認知症問題について質問いたしま

す。2025年には、全国の高齢者の５人に１人に

当たる約700万人が認知症になるというデータも
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あります。政府は、こうした状況に対応すべ

く、2018年度までに全市町村に介護や医療の専

門家による「認知症初期集中支援チーム」を設

置するよう計画を進めていますが、本県におけ

る認知症患者の状況と対策、また、認知症初期

集中支援チームの設置状況をお伺いいたしま

す。

本県の認知症○福祉保健部長（日隈俊郎君）

高齢者の状況でございますけれども、その数に

つきましては、国の調査結果をもとに、本県で

は約５万人と推計しているところであります。

また、その対応としましては、認知症疾患医療

センターによる専門医療の提供や、認知症サポ

ート医による相談支援に取り組んでいるところ

であります。さらに、かかりつけ医や看護師、

介護職員等に対する研修等を行っているほか、

市町村と連携しながら、地域住民や民間事業所

の従業員などによる認知症サポーターを養成

し、地域での見守り体制の整備等を進めている

ところであります。認知症が疑われる人や家族

への早期対応を行う認知症初期集中支援チーム

につきましては、ことし11月現在で、６市町村

に設置されているところでありまして、来年度

中には全市町村に設置されるよう、引き続き支

援を行ってまいりたいと考えております。

認知症患者は地域全体で見守○野﨑幸士議員

るしかないと思います。認知症サポーターの養

成とありましたが、「認知症とはこういった病

気ですよ。こういった症状、行動をされます

よ。そのときはこういう対応をしてください

ね」という、認知症と患者への対応を地域住民

に理解してもらうこととお聞きしましたので、

引き続き進めていただくことと、重ねて認知症

初期集中支援チームについても着実に進めてい

ただくことを要望いたします。

次に、認知症患者の行方不明問題について質

問します。警察庁は、2015年に認知症で行方が

わからなくなったと警察へ届け出があった不明

者は１万2,208人おり、前年より1,425人多く、

３年連続で１万人を超えたと発表しましたが、

本県での認知症の行方不明者の現状をお伺いい

たします。

平成27年中、認○警察本部長（野口 泰君）

知症またはその疑いのある行方不明者の届け出

は54名を受理しており、内訳は、男性が29名、

女性が25名となっております。行方不明者のう

ち、52名については、捜索活動等で発見してお

りますが、２名の方については、いまだ発見さ

れておりません。本年は、10月末現在で、既に

昨年１年間と同じ54名を受理しており、近年の

認知症またはその疑いのある行方不明者の届け

出は、増加傾向にあります。

本県でも認知症患者の行方不○野﨑幸士議員

明者は増加傾向だということで、また今後懸念

されますが、いまだ２名の方が発見されていな

いということで、最悪の場合、死亡してから確

認される事例もあるようです。こういった状況

を踏まえ、警察として、認知症高齢者が行方不

明になった場合に早期発見できるよう、どのよ

うに対応しているのかお伺いいたします。

県警では、認知○警察本部長（野口 泰君）

症またはその疑いのある行方不明者の届け出を

受理したときは、各警察署への速やかな手配と

あわせて、届け出人の同意を得た上で、自治体

や消防団等の関係機関と連携した捜索活動を行

うとともに、宮崎県防災・防犯情報メールサー

ビスの発信、県警のホームページへの掲載、市

町村の徘徊・見守りＳＯＳネットワークの活

用、マスコミを通じた広報活動等により、広く

情報提供を呼びかけることによって、行方不明
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者の早期発見に努めております。今後も、認知

症またはその疑いのある行方不明者につきまし

ては、その生命、身体の保護のため、早期発見

に努めてまいります。

先ほど答弁にありましたが、○野﨑幸士議員

本県の認知症高齢者の数は５万人と推計されて

います。年々増加していくことを想定すれば、

さらに地域のネットワークと連携を強化する取

り組みが必要であると思いますので、強く要望

いたします。

認知症患者にとって何より大事なことは、住

みなれた、きずなの深い地域の中で安心して暮

らし続けられることだと思います。国として

も、高齢者の５割以上が自宅での最期を望んで

いることを踏まえ、団塊の世代が75歳以上にな

る2025年までに、高齢者が病気になっても、介

護が必要となっても、住みなれた土地で暮らし

続けられるよう、住まいを中心に、医療や介

護、予防・生活支援の一体的な体制、いわゆる

地域包括ケアシステムの構築を全国にくまなく

広げるよう進めていますが、本県の状況をお伺

いいたします。

地域包括ケア○福祉保健部長（日隈俊郎君）

システムは、高齢者が住みなれた地域で暮らし

続けられるよう、介護予防、住まい、生活支

援、医療・介護のサービスが切れ目なく提供さ

れる仕組みでございまして、お話にありました

ように、関係法令等によりまして、2025年に向

けて、全ての市町村がその構築を進めることと

されているところであります。県内の市町村の

取り組みはまだ緒についたばかりであります

が、介護予防のための体操教室等の「通いの

場」づくりを初め、地域の支え合いを促進する

生活支援コーディネーターの配置、医療と介護

の連携を進めるための協議会の設置など、地域

包括ケアシステムの構築に向けた取り組みが進

みつつある状況にあるものと考えております。

地域包括ケアシステムの一部○野﨑幸士議員

は取り組みが始まっているようですので、少し

ずつでも着実に進展があるようにしっかり取り

組んでいただきたいと思いますが、「そもそも

地域包括ケアシステムって何ですか」といった

方も多いようです。日本理学療法士協会が行っ

た調査によると、地域包括ケアシステムの国民

の認知度は23.8％であったそうです。地域包括

ケアシステムは、地域の自主性や主体性に基づ

き、地域が一体となってつくり上げていくこと

からも、その住民の理解が重要と思いますが、

その認知度の現状をどう捉えておるのか。ま

た、今後の周知をどう進めていくのかお伺いい

たします。

議員の御指摘○福祉保健部長（日隈俊郎君）

にありましたが、地域包括ケアシステムは、医

療機関や介護事業所などによる専門的なサービ

スのほか、介護予防や生活支援など、民間企業

やＮＰＯ、さらには地域住民による支え合いに

より構築するものでありますが、内容が多岐に

わたるため、一般の方々には認知が難しい面も

あろうかと考えております。地域包括ケアシス

テムにおいては、住民主体の介護予防教室等に

よる「通いの場」づくりや、ボランティア等の

担い手養成、認知症高齢者の見守りネットワー

クづくりといった、地域活動を充実・拡大して

いくことが重要な要素でありますので、こうし

た取り組みを市町村と一緒に進めていく中で、

地域包括ケアの理念の周知を図ってまいりたい

と考えております。

私も当初、地域包括ケアシス○野﨑幸士議員

テムという名前自体、理解しがたいなと感じて

いました。地域住民が、まず地域包括ケアシス
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テムというものが何なのかということを知らな

い限り、その構築は難しいと思いますので、行

政、医療や介護に携わっている方々に周知して

いただけるように要望いたします。

地域包括ケアの基本理念には自助と互助があ

ります。自助とは、みずからで生活をし、みず

から自身の健康を維持することです。互助と

は、家族や親族、地域の方たちがお互いに支え

合うことです。しかしながら、近年は核家族化

が進み、地域自治会の自治会加入率も低下して

います。また、個人情報保護法により、なかな

か個人と地域全体の情報が共有できなくなって

います。また、地域包括ケアは市町村で対応す

ることが原則であり、体力のない市町村が対応

し続けることができるのかが懸念され、地域間

格差が生じる問題も課題になりそうですが、今

後、地域包括ケアシステムの構築をどう進めて

いくのか、お伺いいたします。

地域包括ケア○福祉保健部長（日隈俊郎君）

システムは、市町村が主体となって、地域の実

情に応じた体制を構築していくこととされてお

りますけれども、お話にありましたように、地

域の支え合いが薄れている状況や、医療・介護

資源の不足などから、対応に苦慮している市町

村もございます。このため県といたしまして

は、市町村や地域包括支援センターの職員等を

対象とする研修会を開催し、県内外の先進事例

の紹介や情報交換の機会を提供しているところ

であります。さらに、県内での先行事例をつく

るために、意欲のある市町村を対象に、「医療

・介護連携のための退院調整ルールづくり」

や、「住民主体の介護予防の推進」などをテー

マとするモデル事業も実施しているところであ

ります。また、在宅医療の充実や医療と介護の

連携、医療・介護人材の育成など、単独市町村

での対応が難しい課題もありますことから、県

医師会やリハビリ等の専門職団体等との協力に

より、医療圏単位での連携協議会の設置や、在

宅医療従事者の研修、多職種連携などにも取り

組んでいるところであります。こうした取り組

みによりまして、今後とも、県内全市町村でシ

ステム構築が促進されるよう、積極的な支援を

行ってまいりたいと考えております。

まだまだ地域包括ケアシステ○野﨑幸士議員

ムのこれといったイメージがつかめていない、

どう進めていいかわからないと悩んでいる地域

が多々あると思いますので、まずは県南、県

央、県北と、おのおのしっかりとしたモデル地

域を構築して、近隣地域への構築拡大を進めて

いくよう要望いたします。また、この地域包括

ケアシステムは、災害時でも大きな役割を果た

すと思いますので、しっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。

社会では、東京オリンピック・パラリンピッ

ク等、本県では、２巡目国体や国民文化祭等

々、県民の関心や期待が高い事業が取り沙汰さ

れています。もちろん本県にとって大変重要な

事業です。こういった中、社会全体の、来る超

高齢化社会に対する意識、備え等々の現状を見

ると、不安になります。高齢化対策は、例えば

自治会の状況一つ見ても、協力体制、支援体制

が十分とれるような状況ではありません。こう

いった体制を短期間で構築するのは無理だと思

います。避けては通れない超高齢化社会

2025年まで残り９年を切りました。社会全―

体で支えるためにも、今からの意識づけや地域

包括ケアシステムの進展を着実に進めていくよ

う要望いたします。

次に、耕作放棄地について質問します。過去

１年以上作付されておらず、今後もされる予定
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のない農地、いわゆる耕作放棄地は、過去20年

で約1.7倍にも拡大したとの報告があります。耕

作放棄地に至るには、多くが、農業従事者の高

齢化による労働力不足や担い手不足、また生産

物の低価格による経営悪化、農地の受け手がい

ない、農地条件が悪いといった理由です。ま

た、病害虫の発生、周りの農地への雑草繁茂、

鳥獣被害の拡大、景観の悪化、ごみの不法投棄

等、周囲の農地に悪影響を及ぼすという問題も

あります。そこで、本県における耕作放棄地の

状況と対策をお伺いいたします。

平成27年の本○農政水産部長（郡司行敏君）

県の耕作放棄地面積は5,026ヘクタールで、農地

に占める割合は9.9％となっております。これ

は、全国平均の10.9％、九州平均の13.5％より

も低くなっておりますが、高齢化や農家数の減

少、また鳥獣被害の増大等を要因にしまして、

５年前よりも348ヘクタール増加しており、耕作

放棄地の対策強化は喫緊の課題と認識をしてお

るところであります。このため県といたしまし

ては、市町村や農業委員会、ＪＡ等の関係機関

と連携しまして、耕作放棄地再生利用緊急対策

事業や、農地中間管理事業等の活用により、農

地としての再生利用や地域での話し合い活動を

基本とした、担い手への農地集積・集約化を推

進し、耕作放棄地の発生防止と解消に努めてい

るところであります。

耕作放棄地は、先ほどのほか○野﨑幸士議員

にも、食料自給率への影響、洪水防止、水質浄

化、地すべり・土砂崩れ防止、景観の保全、伝

統文化の継承等の多面的な機能を損なう問題で

もありますので、引き続き耕作放棄地問題に取

り組んでいただくことを強く要望します。

冒頭に申しましたように、耕作放棄地の問題

の背景には、農業従事者の高齢化等による農家

数の減少がありますが、本県における農業従事

者の高齢化と農家数の状況をお伺いいたしま

す。

まず、本県に○農政水産部長（郡司行敏君）

おける農業従事者の高齢化の状況につきまして

は、農林業センサスによりますと、平成27年の

基幹的農業従事者で、65歳以上が57.9％を占

め、５年前の平成22年に比べ2.6ポイント増加す

るなど、高齢化が進行しております。また、農

家数につきましては、平成27年が３万8,428戸

で、平成22年に比べ、約16％に当たります7,376

戸が減少しているところであります。

本県でも農業従事者の高齢化○野﨑幸士議員

と農家数の減少がかなり進んでいるようです

が、その対策をお伺いいたします。

本県は、農業○農政水産部長（郡司行敏君）

県といたしまして、全国に安全・安心な食料を

供給する責務があり、農家数の減少や高齢化が

進む中にあっても、しっかりとした担い手を確

保し、今後とも農業の生産性を維持・向上させ

ていくことが重要であると考えております。こ

のため県といたしましては、就農相談から定着

までの一貫した新規就農支援や、他産業からの

農業参入の促進などによる担い手の確保・育成

並びに農作業受託組織の育成など、農家、地域

のサポート体制の強化に努めているところであ

ります。また、農地中間管理事業等を活用した

農地集積による担い手の規模拡大や機械化の促

進、ＩＣＴ等の新技術の活用などにより、効率

的で生産性の高い生産構造への転換を図ってま

いりたいと考えております。

とにかく農業従事者をふやし○野﨑幸士議員

ていかないと始まらないと思います。要は新規

就農者をどうふやしていくかです。新規就農者

にも、農家の後継者が親元で就農するケース
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や、農業法人に就職して農業に従事するケース

など、多様な形態がありますが、中でも、農家

の後継者ではない方が新たに農業経営を始めよ

うとする場合、その多くは、最初は農家に農地

を借り、ほかにも住居の確保、農業機械の費

用、最初の収穫までの生活費などの初期投資が

非常に大きく、自己資金の問題は大きな壁とな

ります。こういったことからも、新規就農者に

対する支援策が必要だと考えますが、これまで

どのような支援策がとられてきたのか、お伺い

いたします。

御指摘のとお○農政水産部長（郡司行敏君）

り、本県の主要品目であります畜産や施設園芸

に新規に就農する場合には、設備投資に多額な

費用を要することから、初期投資が非常に大き

くなります。そこで、こうした新規就農者に対

しましては、独立・自営就農する場合は、最長

５年間にわたり、年間最大で150万円を支給する

国の「青年就農給付金制度」とともに、経営開

始時の農業機械や施設導入に対する「経営体育

成支援事業」等による助成、さらには日本政策

金融公庫の無利子の「青年等就農資金」による

融資など、初期投資の負担軽減を図るための支

援を積極的に行っておるところであります。ま

た、地域の普及センターと関係機関が連携し、

資金や事業の活用を含めた就農計画の作成をサ

ポートするなど、就農相談から定着までの一体

的な支援を行うことにより、新規就農者が就農

しやすい環境整備に努めているところでありま

す。

行政として、新規就農者に対○野﨑幸士議員

して就農しやすい環境を整備していくことも大

事ですが、新規就農者本人が、青年就農給付金

が支給される間に技術を習得し、安定した所得

が確保できるようになるかが最も重要だと思い

ます。そのためには、多くの人脈をつくり、農

業技術を勉強し、さまざまな情報を得ていくこ

とが重要だと思いますので、その地域で農業に

携わっている関係者へのつなぎ役も担っていた

だくよう要望いたします。

また、冒頭に2025年問題を質問させていただ

きましたが、今後、団塊の世代の離農も進むと

思われる中、本県農業・農村を支える担い手が

十分確保されていくのか、大変危惧しておりま

す。県では、第七次宮崎県農業・農村振興長期

計画において、年間380人の新規就農者を目標に

掲げておられますが、その達成に向けた新規就

農者の確保・育成の取り組み状況について、ま

た、新規就農者をさらにふやすためにどう取り

組んでいかれるのか、お伺いいたします。

県では、県内○農政水産部長（郡司行敏君）

での就農相談会とあわせまして、東京都有楽町

に設置いたしました「宮崎ひなた暮らしＵＩＪ

ターンセンター」を拠点に、就農相談会や就農

講座を定期的に開催し、幅広い人材確保に努め

ているところであります。また、法人への就農

希望者を対象に、一定期間研修して正式雇用す

る「お試し就農」の取り組みを新たに開始した

ところでありまして、これらの結果、平成27年

の新規就農者数は、目標の380名には達しません

でしたけれども、過去５年間で最も多い341名を

確保したところであります。

さらに、本年度からは、市町村、ＪＡ等と連

携し、就農トレーニング機能を有する「しごと

創生公社」等の設立支援を進めておりまして、

日之影町や綾町等で、産地みずからが担い手を

確保・育成するための体制づくりが始まってい

るところであります。このような取り組みを今

後さらに強化し、後継者はもとよりであります

けれども、本県農業を支える多様な新規就農者
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の確保・育成に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

新規就農者を確保する一方、○野﨑幸士議員

新規就農することは、起業して経営者になると

いうことだと思いますので、その覚悟、厳しさ

もしっかりと伝えながら、土地・機械・設備と

いったハード面の資金、また技術・人脈・販路

などのソフト面での支援を、一体的に取り組ん

でいただくことを要望いたします。

日本の食料自給率は、御存じのとおり40％も

満たしません。これは主要先進国の中でも最低

の水準です。国民の３％に満たない約260万人の

農家が、日本の食料の大半を支えています。農

業従事者の高齢化等により農家数が減り、耕作

放棄地がふえていく傾向にある現状を見ても、

新規就農者をふやし、耕作放棄地の減少に歯ど

めをかける必要があると思いますので、さらな

る新規就農者への支援、環境づくりを進めてい

ただくよう要望いたします。

質問は変わるんですが、９月20日に上陸した

台風16号、農作物等５億9,800万円、農地等23

億200万円の被害額が報告されました。政府は10

月21日に、台風16号による被害を激甚災害に指

定することを閣議決定しましたが、台風から２

カ月たった農業関係の被害についての対応状況

をお伺いいたします。

台風16号によ○農政水産部長（郡司行敏君）

る被害への対応につきましては、被災後直ちに

被災状況の把握に努めるとともに、国に対しま

して、災害復旧支援の要望活動を行ってきたと

ころであります。その結果、議員のほうからも

お話がありましたが、国におきましては、激甚

災害の指定を行っていただきまして、災害復旧

事業の補助率のかさ上げや、早期の営農再開に

向けた、ハウスの修繕や種子の購入等の被災者

向けの支援対策が講じられたところでありま

す。

現在、農地・農道やかんがい用パイプライン

等の被害につきましては、仮復旧工事が実施さ

れ、農業用水の利用が可能となり、営農が再開

されているところであります。また、被害を受

けましたピーマンやスイートピー農家等におき

ましても、ハウスの修繕を行い、また苗を新た

に植えかえ、営農が再開されていると伺ってい

るところであります。県といたしましては、引

き続き、必要な事業活用や技術・経営の助言・

指導に努めますとともに、被災された農家の方

々が、一日も早く安心して営農活動に専念して

いただけるように、全力で取り組んでまいりた

いと考えております。

被害を受けた農家の中には、○野﨑幸士議員

小規模災害ですが、査定を待てずに自力で畑を

直した方もいらっしゃるようです。早期の復旧

に向けて尽力されることを要望いたします。

次に、子供の貧困について質問します。議会

でもたびたび取り上げられます子供の貧困、18

歳未満で、世帯収入から国民１人の所得を試算

して、真ん中の人の所得の半分、いわゆる貧困

線を下回る人の割合を指します。厚生労働省の

調査によると、子供の相対的貧困率は、1990年

代半ばごろからおおむね上昇傾向にあり、2012

年には16.3％となっています。これは、実に子

供の６人に１人の割合になり、特に大人１人で

子供を養育している家庭が相対的貧困率が高

く、54.6％となっています。シングルファーザ

ー、シングルマザーとして子供を育てているひ

とり親家庭が、経済的に困窮し、子供にも大き

な影響を与えているのが現状のようですが、本

県における子供の貧困率とひとり親世帯数の推

移についてお伺いいたします。
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お話にありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

した子供の貧困率につきましては、国民生活基

礎調査をもとに、厚生労働省が算出しておりま

すけれども、この調査は、調査客体が約２

万6,000世帯と少ないことから、統計の精度上、

都道府県ごとの数値までは算出されておりませ

ん。このため、本県の子供の貧困率は明らかで

はありませんが、生活保護世帯における18歳未

満の子供の数を申し上げますと、リーマン

ショック前の平成19年度が1,482人となっており

まして、直近の平成27年度が1,947人となってお

ります。465人の増ということで、大幅な増加か

と考えております。また、本県のひとり親世帯

数につきましては、おおむね５年ごとの「ひと

り親世帯生活実態調査」により推計を行ってお

りますが、平成24年度の父子世帯数は1,645世帯

となっておりまして、前回調査の平成19年度と

比較すると、976世帯減少しているのに対し、平

成24年度の母子世帯数は１万5,675世帯となって

おり、381世帯増加しております。

母子家庭が増加しているとの○野﨑幸士議員

ことでした。皆さん、記憶にあると思います

が、2013年の５月に、大阪で母親と３歳の子供

の餓死事件が起こりました。部屋には、母親の

「おいしいものを食べさせたかった」という走

り書きが残っていたそうです。本当に悲しい事

件です。シングルマザーは非正規職員について

いる場合が多く、所得が低いのが現状です。母

子家庭の貧困解決には、所得をふやすことが重

要と考えますが、県の取り組みについてお伺い

いたします。

母子家庭の所○福祉保健部長（日隈俊郎君）

得向上の方策としましては、母親の有利な就職

につながる看護師等の専門資格の取得が、最も

有効な方策であると考えております。このため

県では、専門学校等の養成機関に入学し、これ

らの資格取得を目指す際に、在学期間の生活資

金として、最大で月額10万円を支給し、安定し

た修学環境を提供するなどの高等職業訓練促進

給付金等事業を推進しているところでありま

す。また、今年度から、この給付金を活用する

場合、入学時と就職時の経済的負担を軽減する

ため、入学準備金として50万円、就職準備金と

して20万円を上限として貸し付け、一定の条件

のもとで返還を免除する貸付事業に取り組むこ

ととしております。これらの事業を含め、各種

の支援を円滑に推進することにより、母子家庭

の生活の安定に努めてまいりたいと考えており

ます。

母子家庭は、子供がいること○野﨑幸士議員

で、就職すること自体難しい状況です。2011年

度の全国母子世帯等調査によると、母子家庭の

年間就労収入は、母子家庭10人のうち６人が、

年収2 0 0万円以下となっています。その中

で、100万円以下が約半分もいるとの報告もあり

ます。中には、パート労働を選択し、低賃金な

ので生活が厳しくなり、ダブルワークやトリプ

ルワークをしている母親もいます。こういった

状況は、母親自身の負担を大きくするだけでな

く、子供たちだけの夕食、子供たちだけで寝る

など、子供たちにつらく寂しい思いをさせるこ

とにもつながってしまいます。また、近年、貧

困と児童虐待についても強い関連性があると、

調査で指摘されております。母子家庭の所得が

ふえることにより貧困が解消され、生活が安定

することが、児童虐待等の防止、子供たちの安

全・安心な生活につながりますので、引き続き

取り組んでいただくよう要望いたします。

貧困と学力格差について調べたところ、2012

年の厚生労働省白書では、小学生時点の家庭の



- 48 -

平成28年11月30日(水)

経済状況と学力、高校卒業後の予定進路、フリ

ーター率との分析の相関関係から、「家庭の経

済状況の差が子どもの学力や最終学歴に影響を

及ぼし、ひいては就職後の雇用形態にも影響を

与えている」と結論づけています。一方、平

成21年度の文部科学省白書によると、貧困の子

供が全て低学力であることは否定しつつも、貧

困が学力に与えるさまざまな影響も示唆をして

います。貧困と学力格差の関係についての教育

長の見解をお伺いいたします。

貧困による家庭の経○教育長（四本 孝君）

済状況にかかわらず、全ての子供が、質の高い

教育を受け、その能力を最大限に伸ばして、夢

や希望にチャレンジできる環境を整えていくこ

とは、大変重要な教育的課題であると考えてお

ります。そのため、学校教育におきましては、

学力がしっかり保障できるよう、学習指導の工

夫や教職員の指導体制の整備を図っているとこ

ろであります。また、子供が安心して学ぶこと

ができる環境を整えたり、教育の機会均等を保

障するため、就学支援の充実等に努めたりして

いるところであります。今後とも、貧困が学力

格差につながることがないよう、関係部局等と

一体となって、積極的に対策を推進してまいり

たいと考えております。

私も同様に、貧困と学力の格○野﨑幸士議員

差がつながることがあってはならないと強く思

いますので、よろしくお願いいたします。

文部科学省によると、平成25年度には、生活

保護を受けていないが、それに準ずるものとし

て、市町村教育委員会がそれぞれの基準に基づ

き認定した準要保護児童生徒数は130万人に達し

ていて、要保護児童生徒数を含めると、総数は

約151万人となっています。また、就学援助率

は15.42％と高い水準であると報告していま

す。2005年度より、準要保護者に対して行う就

学援助は一般財源化しており、自治体の財政力

による受給の格差が懸念されます。全国で約７

人に１人の小中学生が、経済的理由により就学

困難と認められる中、2006年に文部科学省が教

育委員会を対象として実施したアンケート調査

によれば、過去10年間（1995～2004年度）にお

ける就学援助受給者数増加の要因・背景につい

て、「離婚等による母子・父子家庭の増加、児

童扶養手当受給者の増」が全体の60％を占める

との調査結果もあります。そこで、本県におけ

る要保護・準要保護として認定した児童生徒の

現状と、その就学援助の取り組みについてお伺

いいたします。

本県において、平○教育長（四本 孝君）

成26年度に要保護・準要保護の認定を受けた児

童生徒数は、暫定値ではありますが、要保護

者1,036人、準要保護者１万2,994人でありま

す。全児童生徒数に占める認定者数の割合は、

平成17年度は9.8％でありましたが、年々増加傾

向にあり、平成26年度には15.3％となっており

ます。就学援助につきましては、学校教育法に

基づき、学用品費や学校給食費、医療費などに

対する支援を、主に市町村が実施をしておりま

す。その認定の手続や支給内容については、各

市町村が実情に応じて定めているところであり

ます。県教育委員会といたしましては、家庭の

状況にかかわらず、全ての児童生徒が安心して

学ぶことができるよう、今後とも就学支援の充

実に向けて、必要な情報の提供や助言等に努め

てまいりたいと考えております。

子供は親を選べません。大人○野﨑幸士議員

の都合でさまざまな家庭環境になり、子供たち

がその影響を受けています。子供の貧困と青少

年犯罪の関係も指摘されています。大事なの
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は、子供たちがまずは食べることができ、そし

て安心して平等に教育が受けられ、子供たちに

明るい未来を提供することだと思いますので、

今後も子供の貧困問題解決のために尽力される

ことを要望いたします。

次に、花粉症を引き起こす植物、オオブタク

サについて質問いたします。この問題は、県民

の方からの御指摘であります。

私も知らなかったのですが、花粉症を引き起

こす植物にオオブタクサという植物があるそう

です。冬の終わり、２月中旬から春先、５月初

めにかけて、また夏から秋にかけて、くしゃみ

や鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどの症状で多

くの人を悩ませる花粉症、杉・ヒノキなどの花

粉（抗原）が原因となって起きるアレルギー疾

患ですが、日本では、杉・ヒノキのほかに約50

種類の植物が花粉症を引き起こすとされていま

す。一般的にはスギ花粉が取り沙汰されること

が多いのですが、他の植物の要因も存在しま

す。その中でも、身近な道端や河原などに分布

するブタクサの一種であるオオブタクサも、花

粉症を引き起こす植物だそうです。オオブタク

サは風媒花で、風に花粉が運ばれることによっ

て受粉を行います。要は、風によって自由に花

粉が飛び交います。そこで、本県のオオブタク

サの分布状況についてお伺いいたします。

環境省により○環境森林部長（大坪篤史君）

ますと、オオブタクサは現在、北海道から九州

に至る全国に生育しているとのことでありま

す。本県でも、レッドデータブックを作成する

ための調査の際、県内各地の空き地や河川敷等

に分布していることを把握しているところであ

ります。

県内各地、身近なところに分○野﨑幸士議員

布しているとのことでしたが、この植物が花粉

症の原因になると考えると非常に懸念されます

が、本県のオオブタクサが原因と見られる花粉

症などの体に与える影響並びに患者数を把握し

ておられるのか、お尋ねいたします。

オオブタクサ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の花粉は、くしゃみ、鼻水、目や喉のかゆみ、

せきといったアレルギー症状を引き起こす原因

の一つということは認識しておりますけれど

も、アレルギー症状を起こしておる患者数の中

で、オオブタクサを原因としている患者という

ことであれば、申しわけありませんが、把握し

ておりません。

アレルギーの原因は数多くあ○野﨑幸士議員

りまして、その原因を調べる検査も非常に大変

なので、患者数も把握できないとは思います

が、花粉の大きさによりその症状が異なるそう

です。杉・ヒノキなどの樹木の花粉はちょっと

大き目なので、鼻で花粉がとまってしまい、鼻

の症状が出やすく、ブタクサ、ヨモギ、イネ科

などの雑草の花粉はとても小さいので、喉の奥

のほうまで入ってしまうので、喉に症状が出や

すいようです。ひどいときにはぜんそくの原因

にもなったりします。このような症状を見て

も、オオブタクサに対する対応が必要と思いま

すが、今後の対応をお伺いいたします。

環境省は、生○環境森林部長（大坪篤史君）

態系等被害防止外来種リストに429種の動植物を

掲載しておりまして、その中でオオブタクサ

は、総合的に対策が必要な種の一つとされてお

ります。本県でも、レッドデータブックに、注

意すべき外来生物の一つとして掲載をしまし

て、県民等への注意喚起を行っているところで

あります。今後は、ホームページにも掲載しま

すとともに、市町村とも連携して、対応を検討

してまいりたいと考えております。
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オオブタクサは、さきに申し○野﨑幸士議員

たように、身近な道端や河原などの日常生活の

中に分布している植物です。ほとんどの方が花

粉症の症状を起こす植物とは知らないと思いま

すので、その周知と身の回りの雑草の処理を促

すよう啓発をしていただくことと、特に通学

路、学校、保育園、福祉施設、病院等の周辺は

気をつけて重点的に管理していただくよう要望

いたします。

10月に特別委員会で沖縄県の興南高校を訪れ

ました。御存じのとおり、興南高校野球部

は、2010年に甲子園で史上６校目となる春夏連

覇を果たした甲子園の常連校です。「部員のほ

とんどが地元出身で、決して野球のうまい特待

生を集めているわけではない。背丈も小さく、

体格も恵まれていない」と説明を受けました。

じゃ、なぜ強いのか。野球部は全員寮生活で、

６時に起床して、学校がある地域をごみ拾いを

しながら散歩するということでした。このごみ

拾いは、もちろん美化運動として、もう一つ

は、失敗してごみを捨てた人のカバーをする、

カバーリングの精神を養うために行っていると

のことでした。そのカバーリングの精神が野球

でも生かされ、エラーをしたり、フォアボール

を出したり、三振したり、失敗したときにメン

バー全員でカバーリングして盛り上げるプレー

が自然に身についていて、自分たちよりもはる

かにパワーのある体格のいいチームにも勝てる

とのことでした。

私も、カバーリング、忘れていたような気が

します。毎日、俺が俺がという感じで過ごして

いるような気がします。本県も、本当にたくさ

んの事業、またそれに伴うたくさんの課題を抱

えています。こういったとき、もちろん熱い議

論は必要ですが、執行部と我々議会がお互いに

カバーリングをすることが解決に結びつくと思

います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

次は、黒木正一議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 東臼杵郡の○黒木正一議員

黒木正一でございます。

先日、「25年連続スギ生産日本一記念式典」

が行われました。これは、これまで長年にわた

り山づくりに取り組んでこられた先人、山の上

に杉苗を背負って登り植林し、暑い夏に鎌で下

刈りを行い木を育ててきた人々、林業関係者、

業界、県などの行政機関、関係者が一体となっ

て取り組んできた努力のたまものであります。

記念行事を企画した関係者の皆様に感謝を申し

上げます。

今月の初めに、林活議連で韓国における県産

材市場開拓調査に行き、本県が行っている木造

軸組み工法セミナーへの参加、木造住宅施工現

場視察、木材建築関係者との意見交換会などを

行いました。セミナーの参加者の多さにも驚き

ましたが、木材建築関係者との意見交換会で

は、本県の林業関係団体、県などがこれまで取

り組んできた歴史があり、信頼関係が築かれつ

つあることを感じました。韓国向け輸出は年々

増加傾向にありますが、さらなる伸展を期待し

たいと思います。これから台湾、中国、ベトナ

ムなどへの輸出促進の計画がありますが、25年

連続スギ生産日本一記念式典で、ソウル大学、

イ・ジョンゼ教授が、「国や地域によって木材

の文化は違う。木材の貿易は、その国に合わせ

たものをつくり出すことが大事」と言われたよ

うに、時間はかかっても、輸出拡大にはしっか

りした事前調査が必要と思います。輸出などさ

らに需要がふえ、山元に利益が還元され、再造
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林が進み、循環可能な林業となることで、真の

日本一と言えるのではないかと思います。

それでは、質問に入ります。29年度予算編成

方針重点施策の中から、中山間地域対策につい

て、数点伺います。

中山間地域振興条例では、中山間地域には、

神話、神楽などに代表される個性豊かな文化を

育み伝え、木材や生きていく上で必要不可欠な

食料、水の供給を初め、水源涵養、国土の保全

などの多面的機能を有し、特にバイオマス資源

の供給源や炭素の吸収源として、低炭素社会の

構築にも重要な機能を担うことが期待されてい

るとあります。本県にはさまざまな課題があり

ますけれども、その中で重点施策として、人口

減少対策と中山間地域対策の強化が据えられて

いますが、特に中山間地域対策を重点施策とす

る意義について、知事にお伺いします。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

本県の面積の約８割を占める中山間地域は、

国土の保全や水源の涵養等の多面的機能を有す

るとともに、神話や神楽などの豊かな伝統文化

を守り伝え、また、本県を支えるすぐれた人材

を育む環境を備えた大変重要な地域であると考

えております。しかしながら、平成27年の国勢

調査の結果を見ますと、人口減少や高齢化が他

の地域に比べて一層進行しており、現在、国・

地方を挙げて取り組んでおります地方創生を実

現する上でも、力を注いでいくべき地域である

と考えております。今後、人口減少をいかに抑

制していくか、また、中山間地域の暮らしをい

かに維持するかという２つの視点を軸に、改め

てさまざまな施策に取り組んでいく必要がある

との思いから、平成29年度の重点施策に掲げた

ところであります。その貴重な価値や財産を

しっかりと次の世代に引き継いでいけるよう、

取り組んでまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

言われますように、中山間地○黒木正一議員

域は県土の80％を超える広大な広さであります

が、その中でも特に過疎と言われるところは、

いろんな課題を抱えているところであります。

知事は今、「大変重要な地域」と言われました

が、人口減少、高齢化が進んでおります。そこ

で、本県の集落の状況についてお伺いしたいと

思います。国が先般公表した、過疎地域などの

集落現況調査によりますと、1,028市町村、７

万5,562集落のうち、65歳以上が50％以上の集落

が２割に上り、地区別に見ると、中国、四国は

３割を超えて高く、九州は約２割、全国で１

万5,568の高齢者集落があり、住民全体が高齢者

の集落も801あるというものでありました。九州

７県の高齢者が50％以上の集落は3,205カ所と、

５年前に比べて1,111カ所増加、10年以内に消滅

する可能性があるのは71、いずれ消滅の可能性

があるのは471カ所と140カ所の増加となってお

り、安閑と放置できる状況ではなくなっており

ます。本県の65歳以上の割合が50％以上の集落

の状況はどうなっているのか、総合政策部長に

お伺いします。

御質問の調査○総合政策部長（永山英也君）

につきましては、国土交通省と総務省が、過疎

地域等におきます集落の現況を総合的に把握す

るため、おおむね５年ごとに実施をしている調

査であります。本年９月末に、平成27年４月時

点での人口動向等が公表されたところでありま

す。このうち、本県で集落人口に占める65歳以

上の割合が50％以上の集落は、回答のありまし
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た1,348集落のうち387集落で、約３割となって

おります。ありましたとおり、全国が約２割で

ありましたことと比較しますと、本県は極めて

高い状況にございます。また、５年前の前回調

査と比較をしますと、今回の調査では、条件不

利地域の調査対象範囲が拡大されていますの

で、比較可能な範囲で見てみますと、新たに50

％以上となった集落は76ありまして、約３割増

加をしております。中山間地域の現況につきま

しては、大変厳しいものと認識をしておりま

す。引き続き、市町村等と連携を密にして、そ

の維持・活性化に取り組んでまいります。

本県は３割ということで、全○黒木正一議員

国平均以上に高齢集落がふえている。このよう

な厳しい状況の中でありますけれども、そうい

う中で、自主再建型移転という考え方がありま

す。これは、これまでの過疎は、ある意味では

非常に恵まれた過疎であって、国全体の人口が

どんどんふえて経済が拡大して、国の税収もふ

えて地方にたくさんのお金が流れてくる状況に

あった。しかし、これからは、国から地方への

お金の流れは細くなる。人口減と収入減のダブ

ルパンチを受けて、どうやって生き延びていく

か、非常に厳しくなっていく。手おくれになら

ない、少し余力のあるうちに、次善策として、

生活が非常に不便な山間地から麓への集落移転

を行う。土地の歴史もコミュニティーも全て捨

てて散り散りになるのではなく、近くでそれら

を守りながら、再びもとの場所を活性化させる

チャンスを待つ、つまり力を温存させておくと

いうもので、これは2010年に出版された「撤退

の農村計画」で話題となりました。

この自主再建型移転には、デメリットとし

て、国土の荒廃や河川下流での洪水の発生とか

生物多様性の消失、獣害の悪化、人工林放棄に

よる荒廃、こういったことが考えられる。しか

し、実際に懸念されるのは民俗知の消滅だけで

ある。民俗知とは、山野の恵みを持続的に利用

する文化的な技術のことで、この民俗知の継承

のためには、拠点集落は形成し、その他の集落

については移転か自然消滅も容認するというも

のであります。

この本が出版されたときは、移転しても公益

的機能とか問題ではない、唯一の価値が民俗知

であるという主張に強い憤りを感じたものであ

りました。しかし、人口が急激に減少している

現実、将来の厳しい人口予測からすると、全て

の集落が移転できるものでもありませんし、も

ちろん強制的にできるものではありませんけれ

ども、小規模な集落で自然災害に強い安全な地

域への住宅地つくりなど、モデルとなる拠点づ

くりも必要なことではないかなと考えます。自

主再建型移転の考え方について、知事の考えを

伺います。

本県はもとより全国的○知事（河野俊嗣君）

に、中山間地域におきましては、若年層を中心

とした人口の流出や高齢化の進行等によりまし

て地域の活力が低下をしている。特に農山漁村

における小規模集落においては、維持・存続が

危ぶまれる集落もあるわけであります。このた

め県におきましては、集落のネットワーク化の

促進や都市等との交流の拡大など、集落の住民

が安心して生活できる地域づくりに努めている

ところであります。今後も引き続き、集落の維

持・活性化に取り組む必要があるものと考えて

おりますが、人口減少や少子高齢化がさらに進

行する中では、御質問にありました集落の移転

・再編についても、まずは住民の方々の意思を

十分尊重し、市町村とも連携をしながら、慎重

に検討していく必要があると考えております。
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過去を振り返りましても、全○黒木正一議員

国的にも集落移転というのはほとんど行われて

いないのが現実ではないかなと思われますし、

当然慎重に検討すべき問題というふうに考えま

す。

そこで、「小さな拠点」について伺います。

集落の維持・存続が危ぶまれる中にあって、国

は、「国土のグランドデザイン2050」を掲げ、

人口減少下においても、自治体が行政サービス

を効率的に提供するための拠点機能を一定地域

に集約する、中山間地域における「小さな拠

点」の形成の推進、そして、それらを結ぶネッ

トワークの充実による他地域との連携強化や交

流人口の増加、物流の増大などを図るための基

本戦略を唱えています。「小さな拠点」は、日

々の生活を送っていく上で必要な機能をどう集

約・確保していくかという問題であって、実際

に進めていく上ではいろんな課題もあると考え

られます。現時点ではどういう取り組みを行っ

ているのか。また、学校区、集落単位など、人

口規模や面積でさまざまな概念が考えられます

が、どういった規模が適正と考えるのか。ま

た、市町村との連携についても、総合政策部長

にお伺いします。

県が、中山間○総合政策部長（永山英也君）

地域振興計画の改定に当たりまして、平成26年

度に行いましたアンケート調査では、住民の約

８割の方が、住みなれた地域で今後も暮らし続

けることを希望しておられます。この希望に応

えるためには、公共サービス等の集積が見られ

る、例えば、旧町村の中心部等と周辺集落が一

体となった生活圏を形成し、地域を守り支えて

いくことが肝要であると考えております。この

ため今年度、都城市の庄内地区、西米良村、椎

葉村の３地域で、生活サービスが集約されてい

る基幹的集落と周辺集落とを結ぶ、新たな交通

・物流の仕組みづくり等についてのモデル構築

に取り組んでいるところであります。集落の

ネットワーク化と住民による自立的な活動が持

続できる仕組みづくりを目的とした「小さな拠

点」の形成に当たりましては、地域の実情に応

じた取り組みが進められるよう、市町村とも連

携しながら、その促進を図ってまいりたいと考

えております。

県内３カ所で、「小さな拠○黒木正一議員

点」の整備にモデル的に取り組んでいるという

ことでありますけれども、この取り組みに注目

していきたいと思います。

医療、教育、福祉などの社会サービス拠点を

結ぶ地域内道路ネットワークの形成、生産物の

輸送、救急医療、周遊型観光など、拠点と拠点

を結ぶ道路、都市部と中山間地域を結ぶ道路の

整備は必要であります。道路事情も随分よくな

りました。しかし、本県の道路改良率は、全国

での順位が国道44位、県道38位、国県道合わせ

て38位と低く、九州でも最下位であります。そ

こで、最も地理的条件が悪いと思われます東臼

杵郡の国県道の改良率を、県土整備部長に伺い

ます。

東臼杵郡に○県土整備部長（東 憲之介君）

おける県管理道路は、国道327号や県道諸塚高千

穂線など、国道が５路線、県道が12路線ござい

ます。その改良率は、平成27年４月１日現在、

国道で52％、県道で20％であり、国県道合わせ

ますと41％という状況でございます。

東臼杵郡内、地形の悪いとこ○黒木正一議員

ろが未改良として残っているということであり

ますが、改良は確実に前進しております。今回

の経済対策に伴う補正予算、かなり配分されて

おりまして、さらに改良が進むと期待すると同
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時に、感謝をしているところであります。

先日、東県土整備部長が、国道327号整備促進

期成同盟会の折に、327号の道路開設の歴史を話

されました。そこで、私も少し興味を持ち歴史

を調べてみました。この国道は、日向市から椎

葉村に通じる国道で、奥に行くほど急峻で、奥

地の最も地形の悪い部分が未改良ですが、あり

がたいことに全区間事業化となっております。

この道路は、明治31年の道路開設４カ年計画に

始まり、何度も開設計画が立てられたものの、

いずれも地形と財政難の問題で中断を繰り返し

ていた折、住友が重工業化への電源供給のため

耳川流域での水力発電を計画し、ダム工事など

のための道路整備に、県に100万円を寄附し、昭

和８年、椎葉村上椎葉までの全線が開通、以

来、住友100万円道路として知られております。

当時の100万円は、今では数百億円ということで

あります。

かつて、この道路の開設への機運が高まる中

で、当時の知事は何度か現地の視察に訪れてい

ます。当時の知事はどうやって椎葉、諸塚に

入ったのかといいますと、大正３年、今から102

年前でありますが、当時の有吉知事は、美郷町

南郷神門から尾崎峠を経て椎葉村の民家に宿泊

していますが、峠道は極めて厳しい難所で、椎

葉村長は村民に命じて、知事の腰にバンドをつ

け、それに綱を結びつけて引っ張ったり、後ろ

から押したりして坂を上ったとあります。そ

の10年後の大正13年、時永19代知事は、実情調

査のため椎葉、諸塚村を視察していますが、宮

崎から汽車で人吉に行き、馬車で熊本県の球磨

郡水上村に至り、馬で不土野峠を越えて、上椎

葉の民家に泊まり、翌日、歩いて耳川を視察し

ながら椎葉村松尾に泊まり、ここで住友から計

画書を受け、翌日また歩いて諸塚村に行き１泊

し、馬車で日向市に行き、汽車で帰庁したとあ

ります。90～100年前の話でありますが、本当に

現在は便利になったものであります。

しかし、車社会となり行動範囲が広がり、現

代、もっともっとと求める声は大きいものがあ

ります。本県の道路予算は減少傾向にありま

す。かつての住友のような打ち出の小づちがあ

りません。国県道整備の予算確保について、知

事の考えを伺います。

国県道は、地域間の交○知事（河野俊嗣君）

流連携や経済活動を支えるネットワークを形成

し、県民生活の向上や地域の活性化、発展のた

めに必要不可欠な社会資本であり、また、災害

時における集落の孤立化を防止する上でも、そ

の整備を着実に推進することは大変重要である

と認識をしております。今、本県の道路整備の

歴史の話を伺いながら、先人の努力に大変感謝

の思いを抱いておったところでございます。

ことし８月には、町村会長であります黒木西

米良村長と一緒に、財務省や国土交通省へ、本

県のさらなる道路整備の重要性や整備効果を訴

えるなど、機会あるごとに、国に対して予算の

重点配分を強く要望してきたところでありま

す。本県は、おかげさまで、高速道路の整備が

進展をすることにより、こうしたインフラ整備

のストック効果が目に見えて形になってあらわ

れておるところでありまして、今こそ、インフ

ラ整備がおくれているこの宮崎県に重点投資す

べきであると、強くアピールをしておるところ

でございます。

このような中、今回の国の補正予算におきま

しては、県の道路整備事業に、昨年度を上回る

約70億円が追加配分をされたところでありま

す。今後とも、必要な道路整備を計画的に推進

するため、県議会を初め、沿線自治体、商工関
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係団体等の御支援もいただきながら、予算確保

に向けて、国へ強く働きかけてまいりたいと考

えております。

椎葉村上椎葉まで道路が開設○黒木正一議員

されたときに、椎葉村史には、「村民の生活に

一大変革が生じた。まさに椎葉の夜明けの到来

である」と書かれてあります。現在、県庁から

市役所、役場に２車線で道路がつながっていな

いのは、恐らく椎葉村役場だけではないかなと

思います。また新たな夜明けが椎葉に訪れるよ

う、ぜひ早目に２車線化をしていただいて、椎

葉村史に河野知事の名前が記されるように、ひ

とつお願いしたいと思います。

次に、29年度重点施策「世界ブランドのみや

ざきづくりの推進」の中にあります、世界農業

遺産の積極的な活用策について伺います。世界

ブランドと言えば、何といってもユネスコ世界

遺産でありますが、日本はことし７月に国立西

洋美術館が登録され、20カ所の世界遺産を有す

る世界遺産大国となっています。この世界遺産

登録に観光の起爆剤として大きな期待をかける

自治体は多く、今でも「長崎の教会群とキリス

ト教関連遺産」など、多くの自治体が世界遺産

登録に向けて取り組みを続けています。

ところが、これまで世界遺産として登録され

てきた国内の前例を調べてみると、登録によっ

て「観光」という要素で大いに成功した遺産は

余りないとも言われています。例えば、島根県

の石見銀山、登録後は観光客が２倍になったも

のの、３年後には登録前に落ち込み、また、ア

クセスもよく宿泊施設もあった岩手県平泉でさ

えも、登録後大きく観光客数が伸びたものの、

すぐにほぼ登録前の水準に戻っています。売り

出し方の工夫がなければ、世界遺産登録の意図

は観光とは直結しないとも言えます。

世界農業遺産は、何世代にもわたる伝統的な

農法や、そこで育まれた文化、生物多様性など

が一体となった農林水産業システムをＦＡＯが

認定するもので、昔ながらの農業とそれを支え

る暮らしが世界的に見てすばらしいというもの

で、ユネスコ世界遺産とは性格が異なるもので

ありますけれども、このブランドを地域の活性

化に生かさない手はありません。

先日、認定を記念したシンポジウムが宮崎市

で行われ、認定地域の統一イメージづくりやブ

ランド向上に関するロゴマークが発表され、認

定を活性化に生かす方策を探るパネルディス

カッションもありました。このようなことが新

たなブランドづくりにつながることを期待した

いと思います。地域の自覚と積極的な活用が何

より大事なことですが、県としての今後の取り

組み方について、農政水産部長にお伺いしま

す。

世界農業遺産○農政水産部長（郡司行敏君）

につきましては、県と地元５町村が中心となっ

て協議会を発足させ、現在、戦略策定、伝統継

承、広報宣伝の３つのプロジェクトを進めてい

るところであります。この取り組みでは、まず

は地域の人づくりをしっかり進めながら、県内

外に本遺産の価値を理解するファンをふやした

上で、国内外に向けて積極的にＰＲしていくこ

とが重要であると考えております。現在、シン

ポジウムや地域活性化の講演会など地元独自の

学びの活動や、地元食材を紹介した刊行物の創

刊など、人づくりやファンづくりの動きが始

まっているところでありまして、今後は、これ

らの活動を基盤としながら、お話にもありまし

た、今回制定したロゴマークや新たな認証制度

を活用して、全国へ、また海外への情報発信に

取り組んでいくこととしております。県といた
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しましては、今後とも、関係機関や地元の方々

と手を携えながら、世界農業遺産の積極的な活

用を進めてまいりたいと考えております。

世界農業遺産は、中国と日本○黒木正一議員

で半数以上の19地域を占めており、今後は日本

からの認定は狭き門になると見られているよう

でありまして、農水省は国内版を創設したとい

うことでありますが、本当にいい時期に県は認

定に向けて取り組んでいただいたと思います。

これを何とか活用していきたいものだというふ

うに思います。

記紀編さん1300年記念事業の集大成と位置づ

けられていた国民文化祭、2020年の開催が内定

となりました。宮崎開催のテーマの柱が神話に

なるとするならば、神楽は国民文化祭の主要イ

ベントの一つになると考えられますが、神楽の

継承について伺います。

ことしの３月発行された、宮崎県無形文化財

ガイドブック「みやざきの民俗芸能」には、本

県は全国有数の神楽が受け継がれている県であ

り、地域の人々により守り続けられている集落

芸能であるというふうに書いてあります。ちょ

うど今の時期、高千穂町、椎葉村では、週末に

複数の集落で夜神楽が行われています。椎葉

村、諸塚村の夜神楽に毎年数カ所行きますけれ

ども、ことしは椎葉村の２カ所から、集落で不

幸があったので夜神楽を中止にするという連絡

がありました。先ほど、集落が高齢化している

ということを聞きましたが、神楽など伝統文化

の維持・継承は、かつてないほどの厳しい時代

を迎えています。県は、ユネスコ文化遺産登録

へ向け、神楽の調査研究を進めていますが、そ

の継承の現実をどう認識しているのか。また、

今後、神楽の保存・継承のためにどのような対

策を進めるのか、教育長に伺います。

現在、本県には神楽○教育長（四本 孝君）

の保存団体が207ありますが、過疎化や少子高齢

化等により、今後の継承を心配されている保存

団体があることを認識しておるところでありま

す。このため、神楽の保存・継承の機運を高め

ていただくことを目的に、文化財愛護少年団な

どの体験交流や、民俗芸能を披露する機会を設

けているところであります。また、神楽の調査

研究や記録保存を進めるとともに、後継者育成

に要する経費や用具の整備などに助成を行って

おります。今後も、神楽保存団体や関係機関と

連携を図りながら、神楽の保存・継承に努めて

まいりたいと考えております。

ユネスコ無形文化遺産の登録○黒木正一議員

についてお伺いします。本県は、単独での無形

文化遺産登録を目指し、県内の神楽の調査研究

を進めてきておりますが、本県など九州５県10

地区の保存団体で「九州の神楽ネットワーク協

議会」を設置し、今後は、九州単位での機運を

高め、国全体での登録提案も視野に入れている

ようですが、無形文化遺産登録に向けた今後の

取り組みについて、教育長にお伺いします。

現在、県では、神楽○教育長（四本 孝君）

の有識者や保存会代表者から成る「みやざきの

神楽魅力発信委員会」を設置して、ユネスコ無

形文化遺産の登録を視野に入れた県内神楽の調

査研究活動を行っております。また、神楽の魅

力を国内外に発信するために、インターネット

による神楽映像の公開やガイドブックの作成、

シンポジウムの開催などに取り組んでいるとこ

ろであります。さらに、「みやざきの神楽魅力

発信委員会」の提言を受けまして、本年11月に

は、九州各県との連携を図るため、本県が事務

局となって、「九州の神楽ネットワーク協議

会」を設立したところであります。今後、全国
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の神楽保存団体や関係機関に働きかけ、連携を

拡充いたしまして、ユネスコ無形文化遺産の登

録に向けた取り組みを積極的に推進してまいり

たいと考えております。

先日行われました「25年連続○黒木正一議員

スギ生産日本一記念式典」の折、知事の挨拶に

おいても、またパネルディスカッションでみず

からコーディネーターを務めた大坪環境森林部

長のまとめにおいても、山村地域の活性化が必

要だ、再造林対策、それから100万円所得アップ

対策、これらを進めなければならないと、その

必要性を言われましたが、神楽は集落芸能であ

りまして、集落の暮らしがあり、守り続けるこ

とに命を燃やす人がいてこそ続けられてきまし

た。地域の活性化があってこそ、神楽などの民

俗芸能は継承できると思います。この地域の活

性化のためにも、ひとつよろしく、いろんな御

支援、御協力をお願いしたいと思います。

次に、話題を変えまして、県職員の採用に関

して伺います。

国の平成29年度予算に向けた概算要求では、

内閣府の計上した地方創生推進交付金が、平

成28年度に比べ、170億円増の1,170億円となっ

ているほか、文部科学省においては、幼児教育

無償化に向けた段階的取り組みとして、幼稚

園、保育所などの利用負担の軽減に322億円、国

土交通省ではコンパクトシティ形成支援事業に

５億円、厚生労働省では地域創生人材育成事業

として58億円を計上するなど、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略における政策パッケージとし

ては、約7,500億円もの金額が地方創生のために

要求されていると聞きます。あくまでも概算要

求時点のことであり、この予算全てが地方公共

団体が実施する予算として配分されるわけでは

ないものの、かなりの額が地方公共団体の実施

する事業に充当されると思われます。

これらの予算の特徴としては、これまでのよ

うに、国が詳細な部分まで制度を設計し、地方

は募集要件に合ったものに手を挙げるだけとい

う従来型ではなく、よりよい提案をした地方公

共団体に配分される。言葉をかえれば、工夫で

きない自治体は応援できないという姿勢を示し

ている点にあり、まさに地方の知恵の絞りどこ

ろといったところであります。

こういった状況を踏まえると、こうした国の

姿勢に呼応し、アイデア合戦に打ち勝つことの

できる、効果的かつ魅力的な事業を、自治体が

企画・立案するための職員のスキルとしては、

事務処理能力だけでなく、現状と問題点を的確

に把握できる分析力や、固定観念に縛られない

豊かな発想といった、多様な能力を持っている

職員の育成や確保が非常に重要と言えます。

日本全体の有効求人倍率が1.0を超える雇用情

勢の中、人手不足、人材不足が言われておりま

すが、本県の一般行政職、一般事務職員の採用

状況について伺います。

また、技術職は、一般的に採用数も年によっ

てまちまちであり、場合によっては採用しない

年もあると聞きます。特に土木技術職は、国内

においては、大震災からの復興、東京五輪への

準備があり、地方においては、公共事業が削減

されている中、採用に苦労している自治体もあ

ると聞きます。その採用状況と現状についての

考えを、総務部長にお伺いします。

御質問にありまし○総務部長（桑山秀彦君）

た職種につきまして、平成28年度の採用者数及

び競争倍率を申し上げますと、一般行政職は、

採用が59名、競争倍率が6.1倍、一般事務職が17

名、そして競争倍率が8.4倍、土木職のうち大学

卒業程度が採用７名、競争倍率2.3倍、同じく土
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木職の高校卒業程度が、採用４名の競争倍率

が3.2倍となっております。近年、採用者数は増

加傾向にある一方で、競争倍率は低下傾向にあ

りまして、特に土木職などは、採用予定数の確

保が厳しい状況にあります。今後とも、就職ガ

イダンスの開催やインターンシップの受け入れ

などを通じまして、県の業務の魅力をＰＲする

など、人事委員会や関係部局とも連携しなが

ら、受験者数の増加を図ることで、必要な人材

の確保に努めてまいりたいと考えております。

一般行政・事務職は応募数も○黒木正一議員

多いということでありますけれども、土木技術

職は確保が厳しいということであります。これ

は問題ではないかなと思います。優秀な人材確

保にこれからもしっかりと取り組んでいただく

よう、お願いをいたしたいと思います。

次に、社会人採用についてお伺いします。地

方創生は、地方自治体の職員に突然ビジネスの

才覚を求めるような話でもありますが、地域活

性化に向けた施策立案能力だけでなく、行政課

題や住民のニーズもますます複雑化、多様化す

る中にあっては、そうしたニーズに迅速かつ的

確に対応するための豊富な経験を持つ人材が必

要と思われます。民間経験者など社会人採用の

状況とその評価について、総務部長にお伺いし

ます。

社会人採用につき○総務部長（桑山秀彦君）

ましては、経済情勢の急速な変化や行政課題の

高度化、多様化に迅速かつ的確に対応するため

に、人材確保の一環として平成25年度から実施

しておりまして、一般行政職のほか実施してい

る土木職、林業職、合わせまして、これまで29

名を採用しております。採用された職員は、民

間企業などでの就労経験があり、高い折衝能

力、調整能力、あるいは業務改善の意欲を持っ

ておりますことから、円滑な業務遂行や職員の

意識改革につながっておりますほか、採用者の

うち６割以上がＵＩＪターンによるものという

ことで、その採用は地方創生にも寄与するもの

となっております。今後とも、社会人採用など

を通じまして、多様な人材の確保に努めてまい

りたいと考えております。

次に、職員の研修についてお○黒木正一議員

伺いします。新規卒業者については、早く行政

の現場になれてもらうのと同時に、自分の勤務

する自治体だけの知識やルール、さらに固定観

念などに染まらないような研修や訓練などを行

う必要もあるのではないかと思いますが、本県

における職員に対する研修内容はどのようなも

のか。また、地方創生を進めていくに当たっ

て、市町村との連携は欠かせないと思います。

若いときから顔の見える関係をつくっておくこ

とも必要と思いますが、市町村職員と合同の研

修など、市町村と連携した研修の取り組みなど

についても、総務部長にお伺いします。

県や市町村職員の○総務部長（桑山秀彦君）

資質向上につきましては、社会経済情勢が大き

く変化して、地方の自立が求められる中にあり

まして、今後ますます重要になってくると思っ

ております。このため、県職員の育成に当たり

ましては、「宮崎県人材育成基本方針」を定め

まして、計画的なジョブローテーションを初

め、職位・能力に応じた集合研修や、国あるい

は民間企業等への派遣研修などを実施しており

ます。また、市町村との間におきましても、職

員の相互交流や市町村からの研修の受け入れ、

さらには、県職員と市町村職員との合同研修な

どを通じまして、ともに地域の実情を理解し、

資質を高め合う取り組みも行っているところで

あります。今後とも、県と市町村とが密接に連



- 59 -

平成28年11月30日(水)

携しながら、地域を支える意欲や能力にあふれ

た職員の育成に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、話題を変えまして、水○黒木正一議員

害対策等についてお伺いします。

最近は、ゲリラ豪雨と言われるような記録的

な豪雨が全国的に多くなっています。昨年９月

の鬼怒川の氾濫は、7,000棟を超える全半壊、約

２万棟の浸水被害を出して、記憶に新しいとこ

ろですが、最初に川の上流の山岳地帯に大量の

雨が降るとは限らず、上流から下流まで、どの

位置で最初に水位が急上昇するかは、全く油断

ならない気象状態と言えます。全国におよ

そ1,300カ所ある気象庁のアメダスの観測点にお

ける雨量観測データによると、この40年間のう

ち、前半の20年間と後半の20年間を比較する

と、時間雨量50ミリ以上で1.36倍、80ミリ以上

で1.62倍、100ミリ以上で２倍というように、明

らかに際立った大雨が降りやすくなっているこ

とがわかります。そこで、本県の近年における

雨量の状況について、危機管理統括監にお伺い

します。

本県の雨量○危機管理統括監（畑山栄介君）

の状況につきましては、宮崎地方気象台に確認

をしましたところ、年間降水量、それから短時

間強雨の発生回数ともに、はっきりとした長期

的な傾向といったものは特には見られないとい

うことでございました。ですが、短時間強雨の

発生回数については、九州・山口全体では長期

的に増加傾向にあると伺っているところでござ

います。

全国で観測史上初めての時間○黒木正一議員

雨量とかいろいろ言われておりますけれども、

宮崎県では特に大きな変化が見られないという

ことでありますが、そう考えてみますと、宮崎

県はもともと雨量の多い地域で、豪雨の多い地

域でありますし、台風も、このところずっと宮

崎をそれて通っている、そういうこともあるの

かなという気がするわけであります。ことし９

月の台風16号、土木、農林水産業の被害が100億

円を超えたのは、平成19年の４号台風以来とい

うことで、しばらくそういう大雨が避けてくれ

たのかなという気がいたします。

しかし、この16号、大隅地方から宮崎県の南

部を進み、県北の延岡市、日向市から比較的離

れていたものの、両市とも24時間雨量が観測史

上１位を記録する大雨となりました。宮崎市に

おいては、赤江で110.5ミリを記録する大雨とな

りました。このように本県においても、どこで

想定外の水害が発生するかわからない時代と言

えます。例えば、ことしは異常に台風が上陸し

ましたけれども、８月の２週間だけで４つの台

風が北海道を中心に上陸した。１カ月に４つ台

風が上陸したのも、記録をとり始めて初めてと

いいますし、また太平洋側から東北に上陸した

のも初めてということで、どこでどういう災害

が起こるかわからない状況にあります。こうい

う中で、本県の治水対策の取り組みについて、

県土整備部長にお伺いします。

本県におき○県土整備部長（東 憲之介君）

ましては、過去の降雨や被害の実態等を考慮し

て、河川ごとに一定規模の整備計画を定め、堤

防の設置や河川の幅を広げるなどの整備に加

え、中山間地域を中心に宅地かさ上げなどによ

る整備にも取り組んでいるところであります。

しかしながら、近年、雨の降り方が局地化、集

中化する中、先ほどお話にありましたが、昨年

の関東・東北豪雨による鬼怒川の氾濫などのよ

うな大規模洪水から住民の命を守るためには、

ハード対策だけでは限界があることから、住民
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が迅速に避難するための河川情報の提供など、

ソフト対策が大変重要であると考えておりま

す。このため県では、避難勧告等を発令する市

町村や地域住民に対し、河川の水位や画像並び

に雨量の情報を、インターネット等により、的

確でわかりやすく提供するなどの取り組みを

行っているところであります。今後とも、県民

の生命や財産を守るため、国や市町村と連携を

図りながら、ハード、ソフト一体となった治水

対策に積極的に取り組んでまいります。

地震・津波対策もそうであり○黒木正一議員

ますけれども、ハード、ソフト一体となった取

り組みが必要であると思いますので、よろしく

お願いいたします。

本県においては、河川改修や宅地のかさ上げ

など、治水対策に取り組んでいただいておりま

すけれども、台風16号において発生した延岡市

北川流域の家屋浸水被害は、ほぼ同じ雨量を記

録した平成９年の台風19号、17年の14号台風と

比較して大幅に被害が減少したと聞きますが、

これまでの整備の効果について、県土整備部長

にお伺いします。

北川におき○県土整備部長（東 憲之介君）

ましては、平成９年台風19号で、堤防の決壊等

によりまして甚大な浸水被害が発生したことか

ら、国の河川激甚災害対策特別緊急事業の採択

を受け、河道掘削や、今回報道にも取り上げら

れましたが、霞堤方式等による堤防の整備を実

施したところであります。さらに、家屋の浸水

被害の軽減を図るため、平成16年度からは、国

の補助事業による宅地のかさ上げを実施してい

るところであります。これらの結果、ことしの

台風16号では、延岡市における24時間雨量が観

測史上最大でありましたが、これまでに宅地の

かさ上げが完了した132戸につきましては、浸水

被害を免れるなど、浸水家屋等は、平成９年の

洪水時の648戸から、今回は24戸と大幅に減少

し、これまでの整備による効果があらわれたも

のと考えております。今後とも、宅地かさ上げ

工事の早期完成を図るなど、引き続き、北川の

浸水被害の軽減に努めてまいります。

これからも効果の上がる対策○黒木正一議員

をしっかりと取り組んでいただくようにお願い

いたします。16号台風は、日向、門川、延岡を

中心に被害が多く発生しておりますが、早期の

災害復旧、治水対策に取り組んでいただくよう

に要望いたしておきます。

それから、豪雨、台風からの防災対策といえ

ば、どうしても河川や海岸の堤防に注目してし

まいますが、都市型災害の特徴として、地下浸

水被害があります。道路や鉄道の下の掘り下げ

式の道路、いわゆるアンダーパスについて伺い

ます。台風16号の折、愛知県では、大雨の影響

で冠水したアンダーパスにおいて死亡事故が発

生しています。冠水したアンダーパスに車で進

入し立ち往生するというニュースは全国的に多

く、豪雨時などにおける対策が急務となってお

ります。本県におけるアンダーパスの箇所数と

今年度の冠水による事故数について、県土整備

部長にお伺いします。

現在、県が○県土整備部長（東 憲之介君）

管理するアンダーパスは、国道で３カ所、県道

で10カ所、合計で13カ所となっております。ま

た、今年度の冠水による事故につきましては、

現時点で、県道の４カ所において、例年より多

い６件の人身事故を伴わない車両浸水事故が発

生しております。

災害時に緊急に通行どめなど○黒木正一議員

をする場合は、市町村などとの相互連携や警

察、消防などとの連携が重要であり、さらに迅
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速に住民に伝達することも重要であります。交

通安全対策についてお伺いします。豪雨時など

にアンダーパスに水が流入した場合の状況（危

険度）をわかりやすく知らせるための掲示板の

設置など、各地で取り組みが考えられているよ

うですが、最近のゲリラ豪雨による急激な冠水

は、時間との勝負でもあります。アンダーパス

の交通安全対策について、県土整備部長にお伺

いします。

アンダーパ○県土整備部長（東 憲之介君）

スの交通安全対策としましては、雨水を強制的

に排水させるポンプ、また、冠水を知らせる赤

色灯やサイレン及び通行規制の表示板、通行ど

めを行うための手動式の鋼製の遮断機を設置し

ております。しかしながら、今年度発生しまし

た車両浸水事故は、集中豪雨を原因とする急激

な冠水によるものが多く、これに対応するた

め、現在、水位を感知して自動で作動し、空気

により膨らむバルーン式の遮断機の設置等を検

討しているところであります。今後とも安全施

設の充実を図るとともに、関係機関等と連携し

ながら、より一層、交通安全対策に努めてまい

りたいと考えております。

次に、宮崎県・市町村災害時○黒木正一議員

安心基金についてお伺いします。本県では、県

内で発生した自然災害により、住家に著しい被

害を受けた被災者の当面の生活を支援するた

め、被災者の支援事業を行う市町村に対し、安

心基金を活用して支援することとなっておりま

す。平成19年に創設されたとのことですが、そ

の概要について、福祉保健部長にお伺いしま

す。

宮崎県・市町○福祉保健部長（日隈俊郎君）

村災害時安心基金は、自然災害発生時における

被災者の当面の生活を支援するため、お話にあ

りましたように、平成19年度より、県と市町村

が共同で設置しているもので、住宅が全壊、大

規模半壊、半壊した世帯に対し、その被災の状

況に応じて、最大で20万円の支援金を交付する

ものであります。

台風16号においても、県内各○黒木正一議員

地で住宅被害が発生しておりますが、今年度の

支援状況、基金残高はどれほどか、福祉保健部

長にお伺いします。

宮崎県・市町○福祉保健部長（日隈俊郎君）

村災害時安心基金の残高でございますが、こと

し３月31日現在で約５億8,000万円でございま

す。

次に、今年度の支援状況について申し上げま

すと、10月末現在、８市町村の177世帯に対

し、1,785万円の交付を見込んでおります。この

うち、９月の台風16号による被害関係では、６

市町の172世帯に対し1,720万円の交付を見込ん

でいるところであります。

他県においては、災害見舞金○黒木正一議員

制度などが設けられているようであります。こ

の安心基金支援金、当面の生活を支援するもの

ということでありますが、どうかこれからも万

全な調査、支給に取り組んでいただくよう、お

願いしたいと思います。

以上で、通告した質問は終わります。（拍

手）

以上で本日の質問は終わりま○星原 透議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時44分散会

平成28年11月30日(水)



12月１日（木）
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、新

見昌安議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○新見昌安議員

ざいます。通告に従い、順次、一般質問を行っ

てまいります。知事を初めとして、関係各部

長、教育長、警察本部長に答弁をお願いいたし

ます。

初めに、知事に伺います。まさに今、衆院を

通過し、これから参院で審議が始まろうとして

いる年金制度改革法案。一部の野党の方々は、

この法案について、「年金カット法案だ」など

と声高に叫び、委員会室ではテレビカメラにボ

ードを向けて、テレビを見ている国民に誤解を

生じさせ、不安をかき立てることのみに血道を

上げておられますが、年金制度の公平性の観点

から、全ての世代を念頭に置き、将来にわたっ

て公的年金の持続可能性を高めるために必要な

改革であるというふうに考えております。まず

は、今回の年金制度改革法案に対する知事の所

見を伺いたいと思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

我が国の年金制度は、現役世代が支払った保

険料を高齢者に給付する、世代間での助け合い

の仕組みでありまして、現在、国会において、

年金の給付水準を物価や賃金変動に応じて調整

する制度の見直しなどを行う、いわゆる年金制

度改革関連法案が審議されているところであり

ます。年金制度は、老後の生活を支える極めて

重要な制度でありまして、将来にわたって安定

的に運営される必要があるものと考えておりま

す。その上で、年金、医療、介護など、さまざ

まな社会保障制度がしっかり機能し、誰もが安

心して暮らせる社会を築いていくことが重要で

あると考えております。以上であります。〔降

壇〕

知事の年金は、特別なものが○新見昌安議員

あるわけではなく、一般の県庁職員と同じ厚生

年金だということを今回初めて知りました。い

ずれは年金受給者になる知事に、腹蔵のないと

ころをお聞きしたいと思ったところでございま

したけれども、ちょっと無理だったようでござ

います。

ところで、今臨時国会では、年金制度改革法

案とあわせ、もう一つの法律が審議されたとこ

ろでありました。11月16日に成立した改正年金

機能強化法、いわゆる無年金者救済法でありま

す。公的年金の受給資格を得るのに必要な加入

期間を25年から10年に短縮するというもので、

来年の８月１日に施行されることになっており

ます。これによりまして、全国で約64万人の方

々が新たに年金の受給資格を取得することにな

りますけれども、これは将来にわたって無年金

となる人を大幅に減らす効果も期待できます。

我が党の山口代表はコメントで、「保険料支払

い期間が８年、９年の人にとっては、あと一息

で年金をもらえるという励みになる。また、10

年を超えて保険料を納めると、もらえる年金が

年を重ねるごとに少しずつふえてくることも希

望につながる」と、このように述べております

けれども、まさしくこの表現は言い得て妙とい

う思いがいたします。しかしながら一方で、10

平成28年12月１日(木)
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年だけ納めればいいんだという誤解が生じるお

それ、そして、その誤解がひとり歩きすること

も危惧されているところであります。基礎年金

は40年で満額であります。国においては、この

ことをきちんと国民に周知徹底してもらいたい

と思っているところであります。そして、この

ことは、特に若い世代にしっかりと理解しても

らう必要があると感じております。そのために

は、社会人になる前、大学等に進学する前、す

なわち高校時代に、年金に関する教育をすべき

じゃないかと考えますが、教育長の見解を伺い

たいと思います。

現在、高等学校にお○教育長（四本 孝君）

きましては、例えば現代社会の科目の中で、社

会保障制度の意義や役割を理解させるととも

に、年金などの保険制度の諸課題について学習

しております。また、間もなく年金加入対象者

となる高校３年生を中心に、日本年金機構など

関係機関から担当者を招聘し、年金の正しい知

識について学習している高校もございます。こ

のように、高校生が年金について学ぶことは、

自分の将来を考える上でも大変重要であると認

識しております。重要な社会保障制度である年

金について、高校生の正しい理解が深まるよ

う、各学校での取り組みを今後とも継続してま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。今の○新見昌安議員

答弁の中で、「自分の将来を考える上でも」と

いうふうにありました。行政は申請主義であり

ます。知らないと自分が不利益をこうむること

があります。現在の年金制度では、20歳から国

民年金保険料を納める義務がありますけれど

も、学生の場合は、在学中の保険料の納付が猶

予される学生納付特例制度がございます。しか

し、この制度を知らずに手続をしなかった場

合、学生時代にもし事故や病気で障害が残った

ときに、障害基礎年金を受給する資格がなくな

るケースがあります。年金についての単なる知

識の習得だけではなく、自分自身に当てはめて

も大事なんだと認識できるよう、しっかりと取

り組んでいただきたい。より多くの高校で取り

組んでいただくよう要望をしておきます。

次に、子育て環境の充実について、何点か伺

いたいと思います。

ちょうど１週間前の宮崎日日新聞の社会面

に、私の母校であります宮崎市立赤江中学校の

女子生徒がトイレの掃除をしている写真が、掲

載されておりました。その横に「洋式便器率本

県42位」とありました。この洋式便器率という

割合の表現も、ふだん余り聞くことはありませ

んけれども、記事によると、県内の公立小中学

校のトイレに設置してある洋式便器の割合

は31.4％で、全国平均43.3％より11.9ポイント

低く、順位は全国で42位であったことが、文部

科学省の調査でわかったというものでありまし

た。詳細は、当日の記事を読んでいただきたい

と思いますけれども、記事では、小学校・中学

校別の設置率については言及しておりません。

私としては、本県の市町村立の小学校における

洋式便器率を知りたい。教育長に伺いたいと思

います。関連して、校舎の耐震化の整備状況に

ついてもお示しいただきたいと思います。

本県の市町村立小学○教育長（四本 孝君）

校の洋式便器の割合につきましては、平成28年

４月時点で31.6％であります。次に、市町村立

小学校の耐震化でありますが、同じく、平成28

年４月時点で99.5％となっております。

耐震化はほぼ完了する中で、○新見昌安議員

洋式便器の整備はまだまだだというふうに理解

いたしました。ところで、今回の調査は、公立



- 68 -

平成28年12月１日(木)

の小中学校を対象としたものでありました。そ

こで、次に、本県の県立学校における洋式便器

率と耐震化の状況、あわせて洋式化に向けての

今後の方針について、同じく教育長に伺いま

す。

県立学校の洋式便器○教育長（四本 孝君）

の割合につきましては、平成28年４月時点で、

高等学校26.5％、特別支援学校78.3％、全体で

は35.9％であります。

県立学校の耐震化につきましては、平成25年

度までに全て耐震化を完了しているところであ

ります。現在、建物の老朽化が全県的に進んで

おりますため、その改修が喫緊の課題となって

おりまして、トイレの洋式化などの個別の施設

整備につきましては、緊急性などを考慮して対

応しております。なお、バリアフリーの観点か

ら、多目的トイレにつきましては、管理棟及び

体育館付近への設置を進めてきているところで

あります。

多目的トイレの整備について○新見昌安議員

は、これからもしっかり推進していただくよう

要望しておきます。私が最初、小学校にこだ

わったのは、特に小学校低学年の児童は和式に

なれず、粗相をしてしまうことが多いのではな

いかと考えるからであります。本県の市町村立

小学校のトイレの洋式化については、県の教育

委員会として、しっかりと市町村教育委員会に

働きかけをしていただきたいと思います。同じ

く教育長の見解を伺います。

市町村立小学校のト○教育長（四本 孝君）

イレの洋式化につきましては、市町村教育委員

会において検討がなされているところでありま

すが、県教育委員会といたしましても、国の補

助制度の周知や参考となる事例の紹介などにつ

いて、研修会や会議などさまざまな機会を通じ

て、積極的に情報を提供してまいりたいと考え

ております。

もしも学校で粗相をしてしま○新見昌安議員

うと、その子にとっては一生心の傷として残っ

てしまいます。下手をするといじめに遭うこと

も考えられます。子供を守るためにしっかり取

り組んでいただきたいと思います。市町村への

働きかけ、よろしくお願いをしておきます。

次に移ります。子育て家庭に役に立つさまざ

まな情報については、紙ベースはもちろんのこ

と、県のホームページでも提供されていること

は十分認識しておりますけれども、今の御時

世、固定電話やパソコンを持たず、スマホだ

け、そのような環境で生活している若い世帯も

たくさんあります。そのような世相のもと、子

育て真っ最中の若いお父さん、お母さんに、子

育て支援の情報を効果的に配信するためには、

スマートフォン、タブレット向けの情報発信が

極めて有効ではないかと考えます。福祉保健部

長の見解を伺いたいと思います。

県や民間の子○福祉保健部長（日隈俊郎君）

育て応援団体等が取り組んでいる子育て支援に

関する情報を子育て家庭に届ける上で、子育て

世代の多くの方々が利用しておりますスマート

フォン向けに情報提供することは、大変有効な

手段であると考えております。現在、県では、

ホームページやラジオ等を通じて、工夫しなが

ら子育て情報の発信を行っているところであり

ますが、今後、さらに効果的なものとなるよ

う、新見議員からもありましたが、新たなスマ

ートフォン向けの情報提供方法につきまして

も、検討を行ってまいりたいと考えておりま

す。

前向きな答弁ありがとうござ○新見昌安議員

います。よろしくお願いしておきます。
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次に移ります。平成24年ユーキャン新語・流

行語大賞にもノミネートされた「イクジイ」、

平成23年ごろから「イクバア」とともに登場し

た新語でありまして、孫育てに熱心なじいじ、

ばあばのことであります。皆さん御存じのとお

りであります。その背景には、共働きなどで親

に育児の手助けを求める子育て世代がふえてい

るという実態が見えてきますけれども、実の孫

だけではなく、地域の他人の孫や子の面倒を見

る取り組みも全国でふえております。高齢者の

皆さんに協力いただきながらのこのような子育

て支援について、本県ではどのように取り組ん

でいるのか、同じく福祉保健部長にお伺いをい

たします。

今お話があっ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

たとおり、高齢者による子育て支援につきまし

ては、子育てになれていない若い世代をサポー

トし、子育て環境の充実を図る観点から、また

高齢者の社会参加を進めていく上からも、非常

に重要な取り組みであると考えております。こ

のため、高齢者が長年培ってきた経験や知識、

技能などのシニアパワーを生かし、地域の子育

て支援活動へボランティアとして参画していた

だくために、そのきっかけづくりとなる講座を

実施しているところであります。また、親の急

な残業などで子供を迎えに行けないときなどに

利用できますファミリー・サポート・センター

事業において、地域の高齢者が有償ボランティ

アとして、子供の預かりを積極的に行っていた

だいているところであります。県といたしまし

ては、今後とも、市町村や関係団体、地域の方

々と連携を図りながら、高齢者の力を生かした

子育て支援の取り組みにつきましても、積極的

に推進してまいりたいと考えております。

子育て真っ最中の世代にとっ○新見昌安議員

ては、自分の親以外にも、地域のイクジイやイ

クバアの支えがあれば、本当に心強いんじゃな

いかと思います。祖父母世代も巻き込んで、み

んなで協力し合いながら、子育てが楽しいと思

える社会になっていけば、すばらしいことだと

思います。引き続き積極的なかかわりをお願い

しておきます。

子育て環境の充実に関して、環境森林部長に

もお伺いをいたします。木との触れ合いを通し

て子供たちに豊かな心を育んでもらう「木育」

と呼ばれる活動が、今、全国で広がっているよ

うであります。去る10月30日、美郷町の林業技

術センター「森とのふれあい施設」で開催され

た「森とのふれあい祭り」では、1,500名近くの

来場者があったというふうにお聞きしておりま

す。木との触れ合いを求める人が多くなってい

ることをうかがわせるものじゃないかと思いま

す。

この「木育」という言葉が知られるように

なったのは、平成16年に北海道で、木育プロ

ジェクトとして提案されたのがきっかけで、平

成18年に政府が閣議決定した森林・林業基本計

画に初めて「木育」が明記され、その後、全国

の自治体で取り組みが広がってきているようで

あります。本県における木育への取り組み状況

を伺いたいと思います。

国の森林・林○環境森林部長（大坪篤史君）

業白書によりますと、木育とは、「木材への親

しみや木の文化への理解を深めて、木材の良さ

や利用の意義を学んでもらうための教育活動」

と定義されておりまして、全国で普及啓発が図

られているところでございます。既に本県で

も、木材関係者による木工教室や、木製の遊具

やおもちゃで遊ぶ木づかいイベント、さらには

高校生による木製品のデザインプロジェクトな
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ど、木育の取り組みが始まっているところで

す。県では、林業や教育関係者など、木育を実

践するサポーターを現在136名養成しておりまし

て、こういった方々とも連携をして、今後、幼

稚園・保育園や商業施設など県内各地で、全県

的な木育活動を推進することとしております。

さらに、本県の木材を使った遊具が、韓国ソウ

ル市の東大門デザインプラザという大規模な情

報発信拠点で使われている事例等もございます

ので、県産材を使った木育を広く国内外でも展

開してまいりたいと考えているところでありま

す。

子供のころから木のおもちゃ○新見昌安議員

で遊んだりして木と親しみ、木の文化への理解

を深めていく。そして、いずれは地元の木材を

利用して家を建ててくれる。こういった人に成

長していくことが期待できるんじゃないかと思

います。先般、杉素材生産25年連続日本一を祝

う会合が開催されたばかりの森の国みやざきで

あります。しっかりと取り組んでいただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

次は、高齢者を取り巻く諸問題等について、

何点か伺ってまいります。

認知症や独居の高齢者が増加する中、判断能

力が不十分となった人を支える仕組みの一つ

が、成年後見制度であります。これは、地域包

括ケアの視点からも欠かせない制度であります

けれども、その担い手の育成が今、課題となっ

ているというふうに言われております。そこで

まず、本県における成年後見制度の利用の状

況、あわせて、そこから見えてくる課題をどの

ように認識しているのか、福祉保健部長に伺い

ます。

本県におい○福祉保健部長（日隈俊郎君）

て、成年後見制度を利用しておられる方は年々

増加しておりまして、平成27年は1,948人となっ

ております。成年後見制度の課題につきまして

は、制度に対する県民の理解がいまだ十分とは

言えず、一層の普及啓発が必要であると考えて

おります。また、近年は、多様化する家族形態

や財産管理の困難さなどもありまして、親族が

後見を受任する事案が減少する一方、弁護士や

司法書士、社会福祉士などの専門職が受任する

事案が増加しております。専門職につきまして

は、その数や地域バランスの問題もありまし

て、親族や専門職以外の新たな担い手の確保も

課題となっております。

今の答弁にあったように、本○新見昌安議員

県でも新たな担い手の確保が課題であると確認

できました。全国と同じ状況でありますけれど

も、そうした中で、今後活躍が期待されている

のが、一般市民による市民後見人であります。

市民後見人は、自治体などが開く養成研修を受

け、家庭裁判所の選任を受ければ活動できると

いうふうになっております。本県における市民

後見人の現状はどうなっているのか、同じく福

祉保健部長に伺います。

後見人には、○福祉保健部長（日隈俊郎君）

親族や専門職、市民後見人などの個人と市町村

社会福祉協議会などの法人と、形態としまして

２つありますが、いずれも家庭裁判所の裁判官

が、成年後見に関する一定の知識等を身につけ

適任と認められる人を選任することとなりま

す。市民後見人には、被後見人と同じ地域で生

活されているからこその、きめ細かな対応が期

待できるという点で、専門職とは異なった特性

を生かした後見ができるものと考えておりま

す。全国では、国が把握している平成23年か

ら27年までの５年間で、市民後見人が814人選任

されておりますが、本県におきましては、残念
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ながら選任された実績はございません。

10年以内に、団塊の世代が75○新見昌安議員

歳以上になって、制度利用者が爆発的にふえる

「後見爆発」も予想される中、市民後見人の重

要性はますます高まってきております。前もっ

ての十分な対策を講じておくべきと考えるとこ

ろでありますが、これについては知事の見解を

伺いたいと思います。

本県の認知症やひとり○知事（河野俊嗣君）

暮らしの高齢者は、2025年に向けて大幅に増加

することが見込まれております。今後、成年後

見制度の利用者数もさらに増加することが予想

されるため、御指摘のとおり、後見の担い手確

保は大変重要な課題であると認識しておりま

す。このため、県におきましては、市町村社会

福祉協議会が、新たな後見の担い手として、法

人で受任できる体制の整備を促進しておりま

す。具体的には、家庭裁判所との実務等に従事

します法人後見専門員と、被後見人の見守りや

金銭管理の支援を行う法人後見支援員を育成し

ているところであります。今後、育成した支援

員が、市町村社会福祉協議会などで後見業務の

支援を行いながら、一定の実務経験を積むこと

によりまして、将来、市民後見人として自立し

て活動できるよう取り組んでまいりたいと考え

ております。

よろしくお願いしておきま○新見昌安議員

す。

引き続き、高齢者を取り巻く諸問題のうち、

特殊詐欺に関して警察本部長に伺っていきま

す。これだけ世間で話題になっているにもかか

わらず、相も変わらず振り込め詐欺に遭って被

害をこうむった、あるいは未然に防止して表彰

を受けた、こういった記事が常に新聞紙上をに

ぎわせております。年の瀬も近づき、何かと慌

ただしくなるこの季節は、振り込め詐欺などの

トラブルも今後ふえてくるのではないかと心配

するところであります。そこでまずは、本県に

おける特殊詐欺の現状と最近の傾向にはどのよ

うな特徴があるのか、確認をさせていただきた

いと思います。

特殊詐欺の現状○警察本部長（野口 泰君）

につきましては、本年10月末現在、認知件数20

件、被害額１億3,625万円であり、前年同期と比

べまして、20件、約2,100万円の減少となってお

ります。本年の被害の特徴につきましては、高

額被害の発生が多く、１件当たりの被害金額が

約760万円に上っていること、手口別では、オレ

オレ詐欺、架空請求詐欺、金融商品取引名目詐

欺の被害額が高いこと、高齢者被害の割合が約

８割と依然として高いこと、被害者本人が県外

に呼び出され、直接、犯人に現金を手渡す特異

な被害も発生していること等であり、認知件

数、被害額ともに減少傾向にあるものの、予断

を許さない厳しい情勢になっております。

今、宮崎日日新聞の社会面に○新見昌安議員

時々、「注意！キーワード特殊詐欺」という囲

み記事が掲載されております。これについて

は、いつから掲載を始め、既に何回ぐらい掲載

したのか、確認をさせていただきたいと思いま

す。

宮崎日日新聞の○警察本部長（野口 泰君）

紙面を活用した特殊詐欺被害防止に関する記事

は、昨年８月から本年11月末までの間、63回掲

載されております。新聞による注意喚起は、宮

崎日日新聞の日曜日の社会面を利用しており、

内容につきましては、県警察で受理した特殊詐

欺に関する相談等のうち、相談が多かったもの

や、特異な手口に関するもの、全国的に被害が

発生し、今後、県内にも波及するおそれがある
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など、新たな手口に関するものを抽出し、掲載

をお願いしております。

63回ということで、かなりの○新見昌安議員

回数になっていると思います。今後も、特異な

手口や新たな手口が出てくるたびに掲載しても

らいたいと要望しますけれども、ここで提案が

あります。これだけのボリュームのものを、新

聞掲載という一過性のもので終わらせるのは

もったいない限りだと思います。これらをデー

タベース化して、スマホやタブレット端末で活

用できる特殊詐欺アプリとして、県民に広く情

報を提供してはどうかと考えます。警視庁では

ことしの３月１日から、特殊詐欺を未然に防止

するために、スマートフォン向けの防犯アプリ

「Digi Police（デジポリス）」を配信しており

ますが、これが参考になると思いました。見解

を伺いたいと思います。

スマートフォン○警察本部長（野口 泰君）

用アプリを利用した特殊詐欺を含む各種犯罪抑

止のための広報啓発は、本年３月から、警視庁

において実施されていると承知しております。

特殊詐欺の被害が、高齢者に限らず幅広い年齢

層に拡大する中、スマートフォン用アプリを初

め、さまざまな媒体を通じて被害防止に役立つ

情報を提供することは、県民の皆様の防犯意識

の高揚を図る観点からも重要であると考えてお

ります。よって、スマートフォン用アプリを含

めた被害防止に役立つ効果的な広報啓発の方法

について、多角的な視点で検討してまいりたい

と考えております。

なお、県警察といたしましては、新聞記事掲

載の注意喚起情報を県警ホームページに掲載す

るなど、広く県民の皆様が、いつでも特殊詐欺

の被害防止に役立つ情報を確認することができ

るよう、今後とも創意工夫してまいります。

県警のホームページへの掲載○新見昌安議員

もお願いしますけれども、先ほど子育て情報の

配信でも取り上げたように、スマホやタブレッ

ト端末へのアプリ対応にも、ぜひとも前向きに

取り組んでいただきたいと思います。

高齢者を取り巻く諸問題に関しての最後の質

問となります。これは高齢化社会の新たな課題

だと思いますけれども、「インターネットを介

した高齢者の被害が急増していることが、2016

年版の「消費者白書」で明らかになった」、こ

ういった新聞報道を先日、目にしたところであ

ります。高齢者もスマホを持つ時代になり、Ｓ

ＮＳの普及がそれらに拍車をかけているのでは

ないか、高齢者の被害を防ぐための対策が求め

られているというふうに感じております。そこ

で、本県における高齢者のインターネットトラ

ブルの現状と被害を防止する対策、どのように

しておられるのか、これは総合政策部長に伺い

たいと思います。

県の消費生活○総合政策部長（永山英也君）

センターに寄せられましたインターネット関連

の苦情相談は、平成27年度は1,431件で、その内

容は、パソコンや携帯電話、スマートフォンに

よるワンクリック請求や出会い系サイトの利用

料の不当請求等となっております。このう

ち、60歳以上からの相談は、60歳代が213件、70

歳以上が79件の計292件と、全体の20.4％になっ

ております。平成22年度と比較をしますと、60

歳代で3.4倍、70歳以上では4.4倍と増加してお

ります。このため、高齢者や民生委員等の見守

り者に対しまして、インターネットトラブルの

手口や対処法を盛り込んだ講座の開催やパンフ

レットの配布等を行うとともに、テレビ・ラジ

オでのＣＭ放送や新聞広告などを実施している

ところでありまして、引き続き、的確かつ効果
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的な啓発・広報に取り組んでまいりたいと考え

ております。

これもよろしくお願いをして○新見昌安議員

おきます。

ところで、昨年７月から、消費者ホットライ

ン「188（いやや）」がスタートしております。

本県におけるこの「188」の利用状況 着信状―

況と言うのが正確かもしれませんが と、そ―

の周知への取り組みを確認したいと思います。

御質問にあり○総合政策部長（永山英也君）

ました消費者ホットライン、通称「いやや」で

ございますけれども、これは、相談窓口の存在

や連絡先を知らない消費者の相談に対応するた

め、消費者庁が平成27年７月に設けた全国共通

の電話番号でありまして、相談者が電話をする

と、最寄りの消費生活センター等に案内される

こととなっております。県内でホットラインに

着信があった件数は、昨年度2,817件、今年度上

半期で2,003件となっております。県では、昨年

７月の番号設置以降、県消費生活センターの電

話番号とあわせて、ホットラインの周知を行っ

ているところであります。今後とも、啓発用パ

ンフレットやグッズ等で紹介するなど、利用促

進に努めてまいります。

「188」については、昨年７月○新見昌安議員

スタート以来、昨年末の時点においても認知度

が低かったという報道もありましたけれども、

さまざまな消費者トラブルを相談するには最適

であります。消費者への浸透に向け、引き続き

周知に御尽力いただくよう、お願いをしておき

ます。

次は、県民に寄り添う取り組みについて、ま

ず、福祉保健部長に何点か伺ってまいります。

若年性認知症についてであります。報道によ

りますと、国は若年性認知症支援として、今年

度から２年間で、全都道府県に専門のコーディ

ネーターを配置するとしております。若年性認

知症は、知識不足で受診がおくれたり、あるい

は、仕事を続けられずに経済的に苦しくなった

りすることから、医療・福祉・就労の関係機関

とのつなぎ役として、生活全般をサポートする

のがコーディネーターの役割となります。本県

における配置への取り組み状況はどうか、伺い

たいと思います。

お話にありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

したが、若年性認知症コーディネーターは、本

人やその家族等からの相談に対応しながら、勤

務先との就業継続の調整や、年金・保険等の生

活保障、適切な医療・介護サービスなど、若年

性認知症の方の状態に応じた支援につなげる役

割があります。現在、県では、コーディネータ

ーによる相談体制等について、認知症の人と家

族の会宮崎県支部と協議を行っているところで

ありまして、今年度中に、国の養成研修を受講

した方１名を配置する予定であります。

働き盛りの世代が発症する若○新見昌安議員

年性認知症は、高齢者の認知症と比べて支援の

仕組みが少ないと言われております。国が配置

する専門コーディネーターは、患者本人や家族

にとって頼りになる存在となります。大いに期

待したいと思います。

次に、若年性から離れますけれども、認知症

対策の一環として、厚生労働省は、認知症サポ

ーターのスキルアップを図るために、より専門

的な知識を持った上級者育成に取り組む方針の

ようであります。認知症サポーターについて

は、ことしの９月現在、全国で757万人、本県で

も９万５,000人となっております。１時間半程

度の養成講座を受ければ、サポーターでありま

す。今後も継続し、広く裾野を広げるととも
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に、より深く患者に寄り添える上級者の育成

は、地域で認知症の人を支える必要性が、いや

増して高まってくる中で、大事な取り組みだと

思います。本県における上級者育成の取り組み

について伺いたいと思います。

認知症サポー○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ターにつきましては、お話にありましたが、広

く県民の方々を対象に、認知症を正しく理解

し、認知症の人やその家族に対してできる範囲

での手助けをしていただくよう、県、市町村に

おいて養成講座を開催しているところでありま

す。さらに、国において今年度から、より意欲

のある人を対象とする上級講座を設けまして、

見守りや、認知症の人の話を聞く傾聴などのボ

ランティア活動への参加を促すこととされてお

ります。このため本県では、まず来年１月に、

上級講座の講師となる指導者養成講座を開催い

たしまして、その後、市町村の協力も得なが

ら、認知症サポーター上級者養成講座を順次開

催していきたいと考えております。

引き続き、福祉保健部長に伺○新見昌安議員

います。アルコールによる健康障害対策につい

てであります。日本におけるアルコールによる

健康障害の患者は100万人を超えたとも言われて

おりますが、そのような中、超党派の議員立法

で一昨年、アルコール健康障害対策基本法が成

立しております。そして、同法に基づいた「ア

ルコール健康障害対策推進基本計画」が、こと

しの５月に閣議決定されております。基本計画

の細かい内容について、ここでは触れません

が、基本法では、今回策定された国の計画とと

もに、都道府県においては、推進計画の策定が

努力義務とされたところであります。全国的に

見ると、鳥取県が既に策定、ほかにも７道府県

で策定の動きがあります。本県においても早急

に策定すべきと考えるところでありますけれど

も、本県における策定に向けての動きについて

伺いたいと思います。

不適切な飲酒○福祉保健部長（日隈俊郎君）

は、心身の健康障害の原因ともなり、本人の健

康の問題だけでなく、家族への深刻な影響や重

大な社会問題を生じさせる危険性が高いものと

認識しております。このため県では、健康みや

ざき行動計画21において、飲酒についての正し

い知識の普及を推進するとともに、アルコール

依存症に関しては、精神保健福祉センターや保

健所において相談対応を行ってきたところであ

ります。今回策定されました国の計画では、こ

れまでの取り組みに加えて、アルコール依存症

に対する早期介入や、相談から治療、回復支援

に至る切れ目のない支援体制の整備について盛

り込まれたところであります。努力義務ではあ

りますが、関係機関と意見交換を行いながら、

地域の実情に合った本県の推進計画の策定に取

り組んでまいりたいと考えております。

この点もよろしくお願いいた○新見昌安議員

します。

県民に寄り添う取り組みの最後になります。

きょう、12月１日は、「犯罪被害者週間」の最

終日であります。犯罪被害者等基本法の成立日

である12月１日以前の１週間、すなわち、11

月25日から12月１日までが「犯罪被害者週間」

ということで、これは、平成17年12月に閣議決

定された犯罪被害者等基本計画で定められたよ

うであります。11月27日には、宮崎市民プラザ

・オルブライトホールで犯罪被害者支援フォー

ラムも開催されたようであります。残念ながら

参加できませんでしたが、フォーラムの主催者

である「みやざき被害者支援センター」につい

て調べる中で、気になる点がありました。電話
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相談の受け付けが、平日10時から16時というこ

とであります。いつ起こるかわからない被害者

からの相談に、十分対応できていないのではな

いかということであります。これが杞憂に終わ

ればいいんですが、警察本部長に見解を伺いた

いと思います。

公益社団法人み○警察本部長（野口 泰君）

やざき被害者支援センターは、県公安委員会か

ら、犯罪被害者等早期援助団体に指定されてお

ります。県警では、24時間体制で被害者からの

相談に応じるとともに、支援センターと連携し

た支援を実施しているところです。支援センタ

ーの主な業務は、裁判所や病院への付き添い、

カウンセリング、弁護士による法律相談のほ

か、電話や面接による相談業務を行っておりま

して、御指摘のとおり、電話相談・面接相談の

受け付け時間は、午前10時から午後４時までと

なっております。支援センターの電話相談時間

の延長となりますと、財政的にも人的にも体制

拡充が必要となりますので、今後、被害者のニ

ーズを把握し、関係機関と連携しながら、より

よい方法を検討させていただきたいと思いま

す。

今回の質問は、きょうが犯罪○新見昌安議員

被害者週間の最終日に当たるということで取り

上げましたが、まずはニーズの把握、しっかり

やっていただきたいと思います。

ちなみに、ことしの12月１日は、無報酬の奉

仕者であります、人々に寄り添う役割を担って

いただいている民生委員の３年に一度の全国統

一改選日でもあります。また、私の母の89回目

の誕生日でもあります。

次は、交通事故の未然防止についてでありま

す。

国においては、本年７月、「安全で快適な自

転車利用環境創出ガイドライン」を改定し、自

転車が安全・快適に走りやすい通行空間の確保

を積極的に推進するという方針を打ち出しまし

た。自転車は、私たちにとって非常に身近な乗

り物ではありますが、全国的に歩行者の安全を

脅かしかねない状況が続いておりました。私は

市会議員と一緒に、毎週月曜日の朝、南宮崎駅

前で挨拶運動を行っておりますけれども、高校

生やサラリーマンの自転車が行き交う中で、ひ

やっとする場面に遭遇することもあります。一

斉に歩道を走っている状況の中で起こっており

ます。

当初のガイドラインは、平成24年11月に策定

されておりますけれども、今回の改定は、交通

事故件数が平成17年から27年までの10年間で４

割減少した一方、自転車対歩行者の事故件数は

横ばい傾向にある、こういった現状を踏まえて

行われたようであります。そこで、県において

は、今回の改定を受け、自転車の利用者の交通

安全確保についてどのように取り組んでいかれ

るのか、県土整備部長に伺いたいと思います。

お話にあり○県土整備部長（東 憲之介君）

ました、国が平成24年に示しましたガイドライ

ンでは、市町村が、道路管理者や警察などの参

画のもと、自転車ネットワーク路線の選定や整

備方法などの計画を定めることとなっておりま

す。これを受けまして、県内では、宮崎市が、

平成26年３月に策定した計画に基づき、現在、

国・県・市の道路管理者が自転車レーンの整備

を進めているところであり、また、西都市にお

いては、ことしの３月に計画を策定したところ

であります。今回、平成28年の改定では、全国

的に計画策定を促進する必要があることから、

市町村全域ではなく、優先的に計画策定するエ

リアを定め、段階的に策定できるようになった
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ことや、路面標示の仕様の標準化などを含めた

改定が行われました。このため県では、市町村

に対し、年内に説明会を開催し、改定の周知を

行うとともに、計画の早期策定に向けて、情報

提供や助言を行っていくこととしております。

今後とも、市町村や警察などと連携を図りなが

ら、自転車利用者の交通安全の確保に努めてま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。○新見昌安議員

次に、道路の植栽について伺っていきます。

これは自分の体験でもあり、また、県民からも

要望を受けたことがありますが、車を運転中

に、信号機のない交差点などで、狭い道路から

広い道路に出る際、広い道路沿いにある低木の

植栽で視界が遮られ、安全確認がやりにくい場

所があります。個別に対応してもらった箇所も

ありますが、何らかの植栽基準を設けて、道路

利用者の交通安全に配慮しなければならないの

ではないかと考えるところでありますが、県で

はどのように対応しているのか、同じく県土整

備部長に伺いたいと思います。

道路の植栽○県土整備部長（東 憲之介君）

につきましては、国の基準に基づき、整備や維

持管理を行っているところであります。植栽整

備を行う場合には、個別の道路状況に応じて、

交差点での見通しや車両・歩行者の円滑な通行

を確保するなど、交通安全に留意しているとこ

ろであります。また、維持管理につきまして

は、日常の道路パトロールや道路利用者からの

情報提供により、視界を妨げる枝の剪定や植栽

配置の変更などを行い、適切な維持管理に努め

ているところであります。なお、美しい沿道景

観を形成するために、現在策定しております沿

道修景美化基本計画においても、交通安全の確

保という視点を盛り込んでいるところでありま

す。今後とも、道路利用者や関係機関などと連

携し、交通安全に配慮した道路植栽に努めてま

いりたいと考えております。

既存の国の基準や沿道修景美○新見昌安議員

化基本計画にのっとって整備や管理をしてお

り、新たな植栽基準の制定は不要という考えと

受けとめました。ただ、さまざまな環境の変化

などで、植栽のやり直しが必要となってくる場

合も出てくることが考えられます。その都度、

きちっと対応してもらうということにしておき

たいと思います。

次に移ります。公益財団法人交通事故総合分

析センターがことしの６月に発行した「イタル

ダインフォメーション」という情報パンフレッ

トの中で特集されたレポートを紹介したいと思

います。歩行中の交通事故に関するものであり

ますが、それによれば、死傷者数を年齢別に見

ると、小学校１年・２年に当たる７歳児が突出

して多いということであります。グラフがあり

ますが、７歳児が突出しているのは一目瞭然で

ありました。なぜ７歳児が多いのか。それは、

登下校に代表されるように、小学校に入って児

童だけで行動する機会がふえることが主な原因

でありますが、７歳を過ぎた後の死傷者数が減

少しているということを見れば、必ずしもそれ

だけではないと分析しております。詳しくは時

間の関係で述べられませんが、考えさせられる

内容でありました。そこで、本県における歩行

中の交通事故死傷者数の実態はどうなっている

のか、また、どのような防止対策を講じている

のか、警察本部長に伺います。

昨年、県内にお○警察本部長（野口 泰君）

いて歩行中に交通事故で死傷した人数は564人で

した。年齢別に見ると、全国の状況と同様に、

本県でも７歳児が19人と最も多く、さらに６歳
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から10歳までが77人で、全体の約14％を占めて

おります。警察としましては、宮崎県交通安全

協会等と連携し、小学校入学直前の時期に、新

入学児童を対象とした交通教室を開催するとと

もに、入学直後の４月から５月にかけても、各

小学校において交通教室を随時開催し、安全確

認や道路の横断方法等について指導を行ってお

ります。また、交通ボランティアと連携して、

通学路における街頭指導も強化しております。

今後とも、通学路における安全点検や交通指導

取り締まりを強化し、子供の交通事故防止対策

を強化してまいります。

このレポートによりますと、○新見昌安議員

小学校に入学してからではなく、入学する前に

できるだけ時間をかけて交通安全指導を積み重

ねておくことで、７歳児のピークを小さくでき

るのではないかとも言われます。これについて

はしっかり研究をしていただければと思いま

す。

最後に、過去の質問について２点伺ってまい

ります。

先般、統計グラフ全国コンクールで総務大臣

賞と特選を受賞した西米良中学校３年の吉丸日

葉さんが式典会場で発表している場面がニュー

スで放映され、うれしい思いをしたところであ

りました。彼女の頑張りに心から拍手を送りた

いと思います。聞けば、西米良中学校は全校生

徒数が25名だそうで、小規模ではありますけれ

ども、彼女の頑張りは後輩たちにも大いに刺激

を与えたでしょうし、村民の皆さんにも誇らし

い思いを抱かせたのではないかと思います。

ところで、私は、平成26年６月議会におい

て、生きた統計学習を行うために、統計のプロ

である統計調査課の職員を学校に出前に行かせ

てはどうかと提案したところでありました。こ

れについては、翌27年の２月に、宮崎大学附属

中学校において初めての出前授業を行っていた

だいており、感謝申し上げます。そこで、その

後の出前授業の実施状況と、あわせて今後どの

ように取り組んでいかれるのか、総合政策部長

に伺いたいと思います。

統計に関する○総合政策部長（永山英也君）

出前授業は、子供たちが統計的な物の見方や考

え方を身につけること、それから、統計データ

をもとに、全国に誇れる本県の魅力を学ぶこと

等を目的として、平成26年度から実施しており

ます。昨年度は、教育委員会が選定します「統

計教育研究実践校」を含みます４校において実

施しました。今年度は、県内全ての小中学校に

案内を行いまして、これまでに県内６校、約500

人の子供たちを対象に実施しております。授業

を受けた子供たちからは、「統計は大切だと

思った」「宮崎のよさがわかった」、あるいは

「統計がいろいろなところで役立っていること

がわかった」等の声をもらっているところであ

ります。今後とも、大学や教育委員会等と連携

を図りながら、この出前授業を初めとしまし

て、統計グラフコンクール、親子統計グラフ教

室、「統計データフェアみやざき」等に取り組

みまして、子供たちが統計に親しむ環境づくり

に積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

答弁の中にありました「統計○新見昌安議員

データフェアみやざき」については、来週の10

日に宮交シティで開催するという知らせがホー

ムページにありました。ボーナス支給日の翌日

ということで、大変忙しいときでありますけれ

ども、統計調査課の皆さん方にはよろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、ことしの２月議会の代表質問で取り上
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げた、奨学金を返済している優秀な若者を支援

し、県内の産業人財の確保・定着に資するため

の奨学金返還支援制度はその後どんなぐあいな

のか、現在の検討状況等について、同じく総合

政策部長に伺いたいと思います。

大学等の高等○総合政策部長（永山英也君）

教育機関在学中に貸与されました奨学金の返還

について一定の支援を行うことにより、優秀な

人材の県内への就職・定着を促進しますこと

は、若者の県外流出を抑制しますとともに、本

県産業の振興を図る上からも有効な方法の一つ

であるというふうに考えております。国におい

ても、地元への就職を希望する学生を対象に無

利子奨学金の貸与枠が拡充され、また、地元産

業界とともに地方公共団体が奨学金返還の支援

に取り組む際には、必要な財政措置も講じられ

ることとなっております。このような状況の

中、本県におきましては、産学金労官が連携

し、一体となって産業人財の育成を進めてまい

りますプラットフォームを本年度から設けたと

ころであります。これまで、このプラットフォ

ーム等の場を活用しまして、産業界等との意見

交換を重ねているところであります。奨学金返

還支援制度の対象業種や対象となる者の範囲な

ど、そのあり方につきまして、現在、検討を進

めているところでございます。

国、県のみならず、地元の産○新見昌安議員

業界も巻き込んでの仕組みづくりでありますの

で、すぐすぐ結論が出ないということは理解を

しております。ただ、可能な限り早急にまとめ

ていただき、優秀な若者が県内に定着してくれ

るシステムの一つとして認知されるよう頑張っ

ていただきたい、このことをお願い申し上げ

て、私の全ての質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

次は、井上紀代子議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 県民の声○井上紀代子議員

の井上紀代子です。本日は、井上紀代子県民の

声ネットワークの会・森口孝子会長、井上紀代

子議会活動バックアップの会・山下勲会長を初

め、多くの方々の傍聴をいただき、まことにあ

りがとうございます。

通告に従い、一般質問をいたします。

「働き方改革」、何と響きのよい言葉でしょ

う。安倍政権はこれまでも、「女性活躍」「一

億総活躍」などと響きのよい言葉を並べなが

ら、労働契約法に特例措置を設け、間接雇用を

常態化させる労働者派遣法の改悪を強行しまし

た。さらに、裁量労働の拡大を意図した労働基

準法の一部改正や解雇の金銭解決制度の導入も

検討しています。また、安倍政権は、６月に

「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定し、

最大のチャレンジは働き方改革としました。こ

の中で、多様な働き方が可能となるよう、社会

の発想や制度を大きく転換しなければならない

として、１、同一労働同一賃金の実現、２、長

時間労働の是正、３、高齢者の就労促進を掲げ

ています。思わず、「うそ」と叫びそうになり

ますが、国会答弁でも安倍総理が力強く、働き

方改革と述べられているので、本当の政策で

す。

安倍政権のこうした方向転換の本質は、格差

拡大や貧困問題が政権にとって命取りになるの

ではとの考えからでしょうか。とはいえ、労働

問題、雇用環境を議論するのは大切ですし、労

働政策決定のプロセスの見直しにまで安倍政権

は言及しているのですから、労働者の声、連合

を初めとする労働組合の声をしっかりと反映す

べきと期待しているところです。

まず、知事に、国で議論されている働き方改
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革についての所感をお尋ねいたします。また、

働き方の議論と同じく雇用の確保が重要です

が、雇用に結びつく産業振興施策についてお伺

いをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、以下は質問

者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

働き方改革につきまして、本年９月に働き方

改革実現会議が設置され、御指摘がありました

同一労働同一賃金、賃金引き上げ、長時間労働

の是正など、９つのテーマにつきまして議論が

なされているところであります。それぞれ極め

て重要なテーマでありまして、私としまして

は、この改革によりまして、若者や女性、高齢

者、障がいのある方など、誰もがその能力を存

分に発揮でき、安心して働けるような環境が整

備されることは、非常に重要なことであるとい

うふうに考えております。これは、働き方、ま

た労働・雇用のあり方のみにかかわらず、我が

国のあり方、根本にかかわるような、非常に重

要なテーマをはらんでいるというふうに考えて

おります。その実現に向けましては、さまざま

な課題、また、これからもいろんな議論があろ

うかと思われます。こういう実現会議等の場で

十分な議論がなされることを期待しているとこ

ろであります。

次に、雇用に結びつく産業振興施策について

であります。活力ある地域経済をつくり、真の

地方創生を実現するためには、県内産業の振興

によりまして、県民の働く場を確保することが

大変重要であると認識しております。このた

め、これまでも県では、企業誘致や中小企業の

振興等に取り組んでいるところであります。今

後の産業振興施策をより効果的に推進するた

め、本年３月に「みやざき産業振興戦略」を策

定し、フードビジネスや医療機器等の本県の特

性や強みを生かした成長産業の育成や、企業成

長促進プラットフォームによります、県内経済

を牽引する中核企業の育成等に戦略的に取り組

んでいるところであります。こうした取り組み

によりまして、県内経済の浮揚を図り、ひいて

は魅力ある雇用の場の確保につなげてまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

御答弁ありがとうございま○井上紀代子議員

した。安倍首相は、「非正規という言葉をなく

す」と言われていますけれども、「非正規とい

う働き方をなくす」とは言われていません。非

正規雇用が４割、年収200万円以下の労働者

が1,000万人を超えて、不払い残業を含む長時間

労働や過労死などの現状を踏まえれば、まず

は、不安定雇用から安定した雇用への転換促進

や、労働時間の上限規制、勤務間インターバル

規制の法制化が実現されるべきです。これは私

の意見なんですけれども、そう思っています。

また、配偶者控除をやめれば女性の社会進出

が進むと錯覚されているようですが、女性を取

り巻く環境改善と性的役割分担意識の払拭に全

力を注ぐべきだと思っています。宮崎県民が安

心してふるさと宮崎で働き、暮らし、子育てで

きる環境をつくるために、我が県でできること

をしっかりと取り組む必要があると思っており

ますので、知事の政策に期待をするところで

す。よろしくお願いいたします。

次に、記紀編さん1300年記念事業から２巡目

国体に向かってのこの10年間について、知事に

所見をお伺いしたいと思っています。

まず、これは宮崎日日新聞の記事なんですけ

れども、実は、木花の先のほうに野島という神
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社があるんです。この神社はとてもおもしろい

神社さんなんですけれども、そのことを書いた

記事が、「どこの町並みもだんだんと均質化し

て、古里の景色も特色がなくなりつつあるが、

先日あった宮崎市の野島神楽を見学して、多く

の人がイメージとして持つ古里の原風景が残っ

ていることに心強さを覚えた。

勇壮な舞に歓声を上げ、艶っぽい番付では笑

い転げる住民。鬼神が観客の顔に“へぐろ”を

付けて回ると小さい子が泣き叫ぶ。「小豆を炊

くにおいと太鼓の音がすると心が躍るわ」。老

齢の婦人が神楽を心待ちにする気分を語ってく

れた。

後継者不足に対応するため、地区外の若者も

舞い手に加わる。時代に合わせて形を変えなが

らも、伝統芸能を守る情熱が地区全体から伝

わってきた。古里の将来にはかすみがかかる

が、地域色と住民の和が求心力を持つのは確か

なようだ」。

私自身も野島神楽に行っておりましたので、

わざわざおいでになっていた、そして、他紙

の、他県の解説委員の方たちもたくさんお見え

になっておりまして、それを取材しておられて

大変うれしく思いました。

私が毎年計画をしております井上紀代子ミス

テリーバスツアーは、ことしは北のほうに行っ

て、美郷町に行かせていただきました。美郷の

町長さんもおいでいただきまして、本当に私た

ちは楽しい思いをしたんですが、その途中で、

日向市の大御神社さんにも行かせていただきま

した。ここの宮司さんはすごいキャラの持ち主

で、２時間しゃべるところを私たちは30分聞い

ていたんですけど、30分ですっかり魅力のとり

こになりました。

私のいます大塚町の中学校でも、宮崎を知ろ

うということをテーマに文化発表会の中で春神

楽を出して、自分たちが実際、子供たちの前で

神楽を舞って見せるというところまで、地域、

地域にそれぞれあったお祭りがしっかりと根づ

いて表に出てきているなという印象を強く持ち

ました。

私は、ふるさと県民大学の受講生でもありま

すので、ずっとこれには行っていますが、その

たびに参加者がどんどんふえていることもうれ

しく思っています。記紀編さん1300年記念事業

は今ちょうど中間点にあるわけです。折り返し

に来ていますけれども、これまでの取り組みの

成果と今後の展開について、知事はどのように

お考えでしょうか。

記紀編さん記念事業に○知事（河野俊嗣君）

つきましては、これまで「神話の源流みやざ

き」の認知度向上に軸足を置いた取り組みを

行っております。これは、県外にアピールする

ことのみならず、県民においてもその認識を高

めていく大変重要な取り組みであるというふう

に考えておりますし、地域づくりや観光誘客に

つなげるため、市町村と連携して、神話をテー

マとする新たな観光づくりを進めているところ

であります。その結果、神話ゆかりの地を訪れ

る観光客数も増加しておりますし、学校や地域

では、神話や神楽に関する取り組みが行われる

など、事業の成果が一つ一つ出てきていると感

じております。

また、本県が誇る神話や地域資源の価値を国

内外に発信するため、現在、４年後の東京オリ

ンピック・パラリンピック開会式での「天岩戸

開き神話」の再現でありますとか、神楽や古墳

の世界文化遺産登録を目指した取り組みを進め

ているところであります。

今後も、市町村や関係団体と連携を図りなが
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ら、こうした取り組みというものをさらに進め

て、県民一人一人がふるさと宮崎の自信と誇り

を持てる、これは大変重要なことでありまし

て、そのような地域づくりに取り組んでまいり

たいと考えております。

教育委員会としては、この○井上紀代子議員

事業全体について語ることはできないと思いま

すが、小中学校における伝統文化を継承する取

り組みについてはいかがなんでしょうか、お伺

いしたいと思います。

小中学校において、○教育長（四本 孝君）

地域の人々が守り伝えてきた伝統文化の継承に

取り組むことは、地域に対する誇りや愛着を育

む上で大変重要であると考えております。これ

までも多くの学校で、地域の伝統文化について

の学習が行われてまいりましたけれども、近年

では、例えば、地域に伝わる神楽や踊りについ

て、実際に伝承活動を行っている地域の方々か

ら教えを受け、運動会や文化祭、地域の行事等

で披露するなど、地域に元気を与え、盛り上が

りにつながるようなさまざまな取り組みが行わ

れているところであります。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

小中学校における伝統文化の継承活動を進める

とともに、地域に根差した伝統芸能等の保存に

取り組む団体に対し、用具の整備等に必要な経

費を補助するなど、子供たちが地域の方々との

きずなを深めながら、伝統文化を継承しやすい

環境づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。

私は、新国立劇場で開催さ○井上紀代子議員

れました「ドラマティック古事記」の公演につ

いても見に行かせていただきました。それを主

催されたというか、マーク・エステルさんの知

り合いであるということが理由で、そこに行か

せていただいたんですが、この「ドラマティッ

ク古事記」をＵＭＫが45周年記念事業として取

り組んでいただいたことには、大変深く感謝を

申し上げています。「ドラマティック古事記」

は、来年も新国立劇場で開催されると思います

が、この取り組みが全て民活のところにまで手

が届いていくような事業となることを、私は期

待しています。平成32年には国民文化祭があ

り、東京オリンピック・パラリンピックがあ

る。そして、その後に２巡目国体を迎える。そ

ういうことになれば、この10年間の中でせっか

くできた県民の力というのを、どう２巡目国体

までみんなでつないでいくかということが大変

重要であろうと思うわけですけれども、２巡目

国体に向けて、知事はどのように生かしていく

お考えなのか、お伺いをいたします。

前回、昭和54年の国体○知事（河野俊嗣君）

におきましては、「日本のふるさと宮崎国体県

民運動」を展開したところでありまして、多く

の県民の皆様が、さまざまな形で参加し、国体

を盛り上げていただいたところであります。御

指摘のように、４年後は、記紀編さん1300年、

また東京オリンピック・パラリンピック、そし

て10年後に２巡目国体というような、大きな節

目があります。そういった節目というもの、ス

ケジュール感を見ながら、活発になってきまし

た県民の機運というものも、官民一体となって

さらに高めながら、県民一人一人が自信と誇り

を持てる地域づくりに取り組み、そして、それ

を国内外に発信していく。そのような取り組み

を進めてまいりたいと考えております。

昨日、丸山裕次郎議員のほ○井上紀代子議員

うからお話がありましたが、いろんな意味で財

政的に私たちが支出しなければならない部分と

いうのが多く出てきていると思います。じゃ、
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財政的に補完できるものは何かというと、県民

の力だと思うんですね。できるだけ市町村に一

つの競技というか、我が町のスポーツという形

で一つ一つ残していく。そういうものがない

と、２巡目国体の本当の力というのは出てこな

いのではないかなと思っています。せっかくで

きました記紀編さん1300年においての地域おこ

しみたいなものを力にして、国民文化祭、東京

オリンピック・パラリンピック、そして２巡目

国体をしっかり迎えることができたら、私たち

は、お金を出すだけではない、県民の皆さんか

らの財政的な御支援というのも十分いただける

ようになるのではないかと思っています。その

力を持てるようにしていくことが、今回の記念

事業をあと４年間しっかりとやり続けていくと

きの力になるのではないか、私はそう思ってお

りますので、そこをしっかりやっていただくこ

とを期待しております。

次は、農政問題に移ります。

子ども食堂という言葉を最近はよく耳にされ

ると思いますが、経済的な理由で食事を満足に

とれなかったり、親が忙しくて一人で食事して

いる子供たちのために、食事と居場所を提供す

る子ども食堂が、九州７県で117カ所、本県にも

５カ所ありまして、全国で年々増加しているよ

うです。ライフスタイルが多様化して家族の生

活が何となく慌ただしくなる中で、家族団らん

という、私たちにとって最も大切な幸せが社会

から失われつつあるということには危惧をして

いるところです。このような世相の移り変わり

をとめるということは、なかなか難しいところ

もあるかもしれませんが、移り変わりの中に

も、人と人とをつなぐ原点である家族で食卓を

囲むということを忘れてはならないと考えてい

るところです。

県は15年前から、「みやざきの食と農を考え

る県民会議」をつくり、県民運動としてさまざ

まな食育活動を展開しているようですが、この

ようにライフスタイルが大きく変わる中では、

その活動もまた、時代に適応した変化が必要な

のではないかと考えています。そこで、本県の

食育活動のこれまでの成果と課題について、部

長にお尋ねいたします。

県では、お話○農政水産部長（郡司行敏君）

にもありましたが、平成13年に設立いたしまし

た「みやざきの食と農を考える県民会議」を中

心に、食卓での「いただきます」から始める食

育活動に取り組んでいるところであります。こ

れは、「いただきます」の言葉の語源でもあり

ます、我々が家畜や作物の命の恵みをいただい

て生かされていることへの感謝の気持ちを運動

の原点としたいという思いからであります。

これまでの取り組みといたしましては、地元

でとれたものを地元で消費する、いわゆる地産

地消を運動の中心に据え、民間の食育活動の推

進役として「食育ティーチャー」を育成するな

ど、地域に密着した活動に重点を置いて推進し

てまいりました。

また、学校教育におきましては、給食におけ

る県産食材の利用促進とともに、生徒みずから

がお弁当をつくる「弁当の日」の実践に取り組

んでおりまして、この運動に参加する公立学校

は386校と、全国１位となっているところであり

ます。しかしながら、若者の２割が朝食を欠食

しているとのデータもございまして、食育が届

きづらい学校卒業後の食生活の改善が、今後の

大きな課題であると考えております。

宮崎県にはすばらしい郷土○井上紀代子議員

料理がたくさんありますが、これらの郷土料理

をしっかりと見直していくためには、県民会議
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で取り組まれている「食育ティーチャー」や

「味覚の授業」等の食育活動が大変重要になっ

ていると考えています。先ほどの答弁では、親

になる世代の食育に対する関心をどう高めるの

かが課題だということでした。そこで、「食育

ティーチャー」や「味覚の授業」の成果と、親

になる世代への対応策について、部長にお伺い

いたします。

県民会議で○農政水産部長（郡司行敏君）

は、県内７つの支部に97名の「食育ティーチャ

ー」を配置し、郷土料理の継承や、地元の食材

を用いた離乳食、高齢者向けの料理教室など、

幅広い世代を対象に、積極的な活動を展開して

いるところであります。また、昨年度からスタ

ートいたしました「味覚の授業」では、味覚の

発達にとって最も重要とされる小学校高学年の

生徒を対象に、有名シェフを小学校に招き、県

産食材を使った料理教室を通して、味覚の５要

素と言われます酸味、塩味、苦味、甘み、うま

みを学ぶとともに、県産食材のおいしさ、繊細

な味わいを、子供たちに実感していただいてい

るところであります。

今後の対策といたしましては、学食や社食を

活用した、学生や社会人への食育活動に取り組

むこととしておりまして、このような活動を通

して、これから親になる世代をターゲットとし

た食育活動についても、しっかりと取り組んで

まいりたいと考えております。

ぜひ、本当によろしくお願○井上紀代子議員

いします。

次に、我が県は、健康寿命は75歳で全国４位

と比較的高い状況にあります。その一方で、男

性の肥満率が全国２位、糖尿病性腎症通院者率

が３位と、高いと言われています。また、野菜

の一大産地であるにもかかわらず、野菜の摂取

量は、国が推奨する１日350グラムに100グラム

も足りないという状況にあります。食育は、知

育・徳育・体育の根源になるものと位置づけら

れる大切なものです。また、「食」という文字

は、人に良いと書いて人をよくするもの、人に

よいものという意味です。つまり、食は人の成

長に大きな影響を持つと言えると思います。朝

の欠食や孤食、偏食など、さまざまな食の乱れ

が、ひなたの国の豊かさに陰りをもたらし、子

供たちの可能性を閉ざそうとしています。そこ

で、県は、ひなたの国の食育を今後どのように

展開していこうとされているのか、知事にお伺

いをいたします。

本県は、温暖な気候と○知事（河野俊嗣君）

豊かな環境に恵まれておりまして、ひなたの恵

みとして、一年を通して、おいしくて栄養価の

高い野菜や肉、魚などが生産をされているわけ

であります。これら食材のすばらしさを県民に

知っていただき、食べていただくことが、本県

食育の基本であろうと考えております。我が国

を代表する食の王国であり、食材の王国である

と。これを経済的な側面に着目して、地域経済

の活性化や雇用に結びつけていこうというのが

フードビジネスの展開であり、教育、また健

康、食文化というところに着目して展開してい

くのが食育であろうと考えております。

私が提唱しております「健康長寿日本一」を

実現するためにも、食材の栄養価や機能性、さ

らには調理方法などをよく理解し、豊かな食生

活を実践することは極めて重要であると考えて

おります。このため、全ての世代を対象としま

して、野菜を１日に100グラムふやす健康的な食

生活の提案でありますとか、生産現場での農業

・漁業体験など、県民が生涯、健康な生活が送

れるよう、食の王国という強みを生かして、宮
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崎らしい食育生活を展開してまいりたいと考え

ております。

知事がイクメンのあれで調○井上紀代子議員

理なんかもやっておられたのを見ているんです

けど、私も男の料理教室の中に参加させていた

だいて、私たちも今まで知らなかった宮崎県の

郷土料理のありようというのを、今、一生懸命

勉強させていただいているところなんですが、

まずは、みんなで終わった後に食べるというこ

とが大変楽しくて、そのことがある意味では、

食は人と人を結びつける大きな力になるなと

思っています。100グラムと言わずにもっとたく

さん、350グラム以上野菜を食べていただけると

いいなと思っているところです。

今般の議会では、県と宮崎大学とが連携し

て、食の機能性を解析する研究拠点の構築を目

指す「食農連携による経済好循環創造事業」が

提案されています。昨年度、県と分析機器の大

手企業との連携による食の安全分析センターが

設立され、本年10月には、研究機関の国際規格

であるＩＳＯ17025を取得し、本格的な分析サー

ビスを開始したとの報道がなされました。大変

評価をしています。

私は、公設試験場の試験研究については、農

業者や農業団体のみならず、他産業での革新的

な技術を取り入れるため、民間企業と共同で展

開していくべきであると考えています。そこ

で、今回提案された食の機能性解析拠点の概要

と民間企業との連携について、部長にお伺いを

いたします。

食の機能性解○農政水産部長（郡司行敏君）

析拠点についてでありますけれども、県では現

在、大学や民間企業等と連携して、農産物に含

まれております機能性成分について、成分分析

から臨床試験までを行う拠点づくりを目指した

取り組みをスタートさせたところであります。

具体的には、食品が持つさまざまな成分の中か

ら、機能性の高い成分を見つけ出す特許技術を

有する宮崎大学と、短時間で機能性成分を分析

する技術を持つ総合農業試験場や食の安全分析

センター等でチームを形成することとしてお

り、今議会にお願いしている事業では、これら

の技術の高度化に必要な装置の整備等に取り組

むこととしております。

この拠点におきましては、例えば、冷凍ホウ

レンソウに含まれる目の健康維持機能を持つル

テインや、干し大根等に含まれております血圧

を下げるＧＡＢＡなどについて、県内の民間企

業と連携し、機能性表示食品の開発を進めるこ

となどにより、本県農林水産物の新たな付加価

値づくりに取り組んでまいりたいと考えている

ところであります。

私は、日南のほうにありま○井上紀代子議員

す亜熱帯作物支場がすごく好きなところなんで

すね。よく行くんですが、ライチを研究されて

いて、ライチの試作品みたいなのを食べさせて

いただいて、とってもおいしかったというのを

覚えています。輸入したライチと我が県のライ

チとは確実に違う。そして、この美しさが何と

も言えず、ライチを手にとりたい、食べてみた

いと思わせるものがあります。ただ、日南市が

先に産地になっていただくとよかったんです

が、別のところが産地になっている。せっかく

ある研究成果というのがどう市町村に伝わって

いくかということが大変大事だというふうに

思っています。そこで、公設試験場で開発され

た新技術の普及に今後どのように取り組み、そ

の恩恵にあずかる市町村とどのような連携を

図っていかれるのか、部長にお尋ねをしたいと

思います。
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県の試験場に○農政水産部長（郡司行敏君）

おきましては、現場のニーズに直結した新しい

技術を開発し、これをスムーズに普及に移して

いくことは、本県農業の競争力強化のためにも

大変重要であると認識をしております。例え

ば、国内での生産拡大が期待されておりますパ

プリカを例にとりますと 議員にも御視察を―

いただいているとお伺いしておりますけれども

総合農業試験場で品種育成に取り組み、現―

在、有望品種の絞り込みを行っており、来年度

からは現地で実証試験を予定しているところで

あります。その後、地域の市町村やＪＡとしっ

かり連携して、普及に向けた活動計画を策定

し、展示圃の設置や研修会の開催などを通して

速やかな普及を促進し、産地の育成を図ること

としているところであります。このように、試

験場で開発した新たな技術につきましては、市

町村や関係団体等とのしっかりとしたスクラ

ム、これが何よりも大事だというふうに考えて

おりまして、その連携強化により、生産現場へ

の普及を加速化してまいりたいと考えておりま

す。

総合農業試験場は私の大好○井上紀代子議員

きなところで、よく行っては、食べさせていた

だいたり、いろんなことを経験させていただい

ていますが、総合農業試験場に限らず、本県の

公設試験場は、よくその役割を果たしている

と、私は大変評価をしています。そして、先日

行きました韓国でも、木材利用技術センターの

力がいかに大きいかということを実感しまし

た。木材輸出にはあのセンターが欠かせないと

いうふうに感じた次第です。

ただ、試験場全体が、厳しい行財政改革の中

で、人的にも予算的にも非常に厳しい状況にあ

るのではないかと、私自身は考えています。県

の試験研究機関は、研究費や管理経費の多くを

受託試験や国の競争的資金などで補っていると

伺っているところです。これらの研究資金を安

定して確保するには、国や大学・企業から評価

される研究水準が必要でありますので、県当局

におかれては、本県の試験研究を牽引する中核

的研究員の育成や定数の確保、管理経費や研究

支援体制の充実等が必要であると私は感じてい

るところですけど、ここで恐縮ですが、知事は

どうお考えでしょうか。

大変重要な御指摘であ○知事（河野俊嗣君）

ろうかと考えております。今、パプリカであり

ますとかライチというお話がございました。本

県では、チョウザメを30年間研究し、それがよ

うやく花開こうとしているわけであります。将

来を見据えて、さまざまな分野での試験研究、

地道な取り組みというものを進めていく。その

ためのさまざまな体制の強化というのは非常に

重要な課題であろうと考えております。財政的

にもいろいろ制約がある中ではありますが、将

来に向けた投資ということで、その点、重視す

るような考え方で取り組んでいきたいと思いま

す。

大変うれしい答弁をいただ○井上紀代子議員

いてありがとうございます。ぜひ、ああいうと

ころで地道に研究されている方々の力というの

を、今後生かしていく必要があると思います。

私は、今、ニホンウナギの研究を非常に注目し

ているところですけど、ウナギが安定的に食べ

られるように、その研究が実ることを願ってい

ます。

次に、林業問題を質問したいと思います。

実は、私と宮崎市議会の茜ヶ久保議員と、台

風16号の後、宮崎市内をぐるぐる回って、災害

のところの被害対応のための動きをしているわ



- 86 -

平成28年12月１日(木)

けですが、宮崎土木事務所の皆さんに大変お世

話になりながら、一つ一つ丁寧に対応していっ

ております。ところが、いくら対応しても対応

しても 地域の皆さんに私は申し上げたんで―

すね、上を見てください、下だけでなく上を見

てくださいと。御存じのとおり、宮崎の山は本

当に、語弊があるかもしれませんが、はげてい

るわけです。完全にはげているわけです。それ

で、大変気になって……。北のほうは何割かと

いうか、北のほうの再造林というのは７割から

８割ぐらいは行っていると思うんです。南のほ

うはとんでもない数になっていると思うんで

す。ですから、いくら台風が来た後、何か大き

な災害があった後の対応をしようとしても、下

ばかり見ていてはどうにもならないという状況

で、上を見ていただきたいと言ったら、自治会

の皆さんが要望を宮崎市にも出していただい

て、伐採の後の現場処理の問題とかも、市のほ

うにわざわざ要望書を出していただきました。

そういうことも含めて、これからの再造林をど

うしていくのかというのは、大きな問題だと思

うんですが、まず、環境森林部長には、「25年

連続スギ生産日本一記念式典」というすばらし

いイベント、ありがとうございました。非常に

心に残りましたし、私ども、山をしっかりと

守っていこうという思いをまた強く持った次第

です。近年にない、いいイベントだったと思っ

ていますし、フォーラムだったと思います。

それと、韓国に行きまして、皆様方の努力、

環境森林部の皆さん、お一人お一人の努力がい

かに実っているかということについても、私は

強く実感いたしました。林活議連、大いにその

ことの成果というのを受けとめている次第なん

です。ですからこそ、やっぱり日本の山、まし

てや林業県と言われる宮崎の山というのを、環

境森林税をしっかりといただいている、そのス

テータスのある県としてどうしていくのかとい

うことを、環境森林部長にお尋ねしたいと思い

ます。

先般の杉の25○環境森林部長（大坪篤史君）

周年の式典のフォーラムでも話をしましたけれ

ども、今後25年、そして50年、どうやって宮崎

の森林・林業を進めていくか、循環可能な林業

にしていくかという観点が大変重要だと考えて

います。その中で、議員が今おっしゃいました

ように、再造林の問題、これをしっかり進める

ことが大変重要です。ただ、県内各地を回って

みますと、それぞれの現場、現場で実態、実情

が異なっています。ですから、それぞれの現

場、その地域に合ったような再造林対策という

ものをしっかりと進めていきたいと考えている

ところでございます。

それと、バイオマスの関係○井上紀代子議員

もあるのかもしれませんが、伐採届け出制度に

かかわる事務を行う市町村に対して、県はどの

ような支援を行っているのか、そこをお伺いし

たいと思います。

伐採届け出の○環境森林部長（大坪篤史君）

窓口となります市町村の職員に対しまして、林

地保全に配慮した作業の的確な指導ができるよ

うに、研修会等を実施しております。また、市

町村等と連携しまして、伐採現場のパトロール

を実施しまして、事業者に対して適正な伐採を

指導しているところでございます。しかしなが

ら、今後、林地の荒廃を招かないように適正な

伐採を進めていくためには、より踏み込んだ対

策を講じていくことが必要ではないかと考えて

います。例えば、伐採から搬出まで林地保全に

配慮した作業ですとか、伐採から再造林までの

一貫した作業を実施するような優良な事業者が
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選択されるといった制度の導入などについて検

討してまいりたいと考えております。

ぜひ、市町村の窓口の皆さ○井上紀代子議員

んには、しっかりとそのことをお伝えいただき

たいと思います。県だけであの山を守れるわけ

はないわけで、市町村がしっかりと力を発揮し

ていただかないと、なかなか私たちは山を守り

切れない。県外業者が来て、簡単に切ってその

まま帰ってしまうみたいなことは絶対許しては

ならないというふうに思いますので、よろしく

お願いをいたします。

次に、県産材の利用を拡大する上で、住宅の

みならず、学校や福祉施設などの非住宅分野で

の利用を拡大していくことが重要と考えていま

すが、県はどのように取り組んでいかれるの

か、お伺いをいたします。

非住宅分野の○環境森林部長（大坪篤史君）

木材利用を拡大するという観点では、建築基準

法による防火や耐火等の法規制の問題、そし

て、非木造と比較した場合のコストの問題、さ

らには、建築事例が少なくて木材利用の知見が

乏しいことといったような諸課題があるところ

であります。このため県では、木材利用技術セ

ンターに木構造相談室を設置しまして、市町村

や民間事業者等に対して、設計上の法的課題や

コスト削減の工夫などの技術相談や指導を行っ

ているところでございます。そういった中で、

例えば、綾中学校や小林市庁舎等の木造化・木

質化が進められたところでございます。今後さ

らに、県民への普及啓発や建築士等に対する講

習会を開催しますとともに、木造化できないビ

ル等につきましては、極力、内装木質化を促進

するなど、非住宅分野での県産材の利用拡大を

図ってまいりたいと考えております。

これからは戸建てが多く建○井上紀代子議員

つということは考えられないんですね。これか

ら建つのは、高齢者住宅であったり、障がい者

施設であったり、そういう非住宅分野での利用

拡大というのが非常に多いと思う。マンション

もそうなんです。プチマンションみたいなのも

あるんですけど。私は大塚に住んでいますが、

物すごく今建っています。建っていますが、建

築基準法というのは戦前の法律じゃないのかと

いうふうに、私から見ると思えます。障がいの

ある方たちも、それから高齢者の方たちも、木

の香りの中で、木の中で生活したほうが絶対に

いいんです。にもかかわらず、上から覆いをし

なければならない。不燃のものをつけなければ

だめだなどというのは、おかしいと思うんで

す。これから法規制の問題というのはもっとき

ちんと取り組んでいかないと、本当の意味で、

木の中で暮らす、木造建築の中で暮らすという

日本人の誇りというのはどこに行くんだろうと

いうふうに思ってしまいます。外国と同じよう

な住宅にしたかったら、最初から木なんか売ら

ないほうがいいと、私はそう思います。全部隠

してしまうというのは問題があると思いますの

で、利用する人たち、そこに住んでいる人たち

の気持ちになった建築物にしていくということ

を、しっかりと国に対しても申し上げていかな

いと、オリンピック・パラリンピックのときに

は木をたくさん使いますよとおっしゃっていた

としても、それが本当なのか疑わしく思います

ので、そこはしっかりとやっていただきたいな

と思っているところです。

次に、私が長年取り組んでおりますＤＶの問

題、性被害者の問題について、皆さん方とも問

題の認識を一致させていただけるといいなと

思っています。

本年度新たに設置した性暴力被害者支援セン
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ターの現状と、市町村との連携をどのように

行っているのか、部長にお尋ねをいたします。

県では、性暴○総合政策部長（永山英也君）

力に遭われた方やその家族などに対し、電話や

面接での相談、被害を受けた直後の産婦人科へ

の受診、専門家によるカウンセリングなどの総

合的な支援を無料で行います性暴力被害者支援

センター「さぽーとねっと宮崎」をことし７月

に開設いたしました。11月末までの相談件数

は、電話・面接相談が13件となっております。

当センターの円滑な運営に当たりましては、警

察や医師会等の関係機関との十分な連携が不可

欠でございます。性暴力被害者支援連絡協議会

を設置しまして、その連携強化に努めていると

ころであります。また、市町村におきまして

は、窓口でのパンフレットやカードの配付、広

報紙への掲載など、広報・啓発に努めていただ

いているところであり、さらに、支援の必要な

方々に対する当センターの紹介などをお願いし

ているところでございます。

次に、女性相談所における○井上紀代子議員

平成27年度のＤＶ相談の受け付け件数と、それ

に伴う一時保護を行った人数についてお伺いい

たします。

女性相談所に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

おける配偶者等からの暴力、いわゆるＤＶ相談

の受け付け件数でございますが、平成27年度

は476件となっております。また、そのうち緊急

避難を要する等の理由から一時保護を行った人

数は、23人となっております。

次に、本県におけるＤＶと○井上紀代子議員

性犯罪の現状について、警察本部長にお伺いい

たします。

県警察におい○警察本部長（野口 泰君）

て、平成27年中、配偶者からの暴力事案、いわ

ゆるＤＶ事案として相談を受けた件数は391件

で、傷害等で検挙したものが53件あります。本

年は、10月末現在で471件の相談を受けておりま

して、傷害等で50件を検挙しております。

性犯罪につきましては、平成27年中は、強姦

４件を認知し、その全てを検挙、強制わいせ

つ62件を認知し、41件を検挙しております。本

年は、10月末現在で、強姦が６件の認知でその

全てを検挙し、強制わいせつが39件の認知で19

件を検挙しております。

内閣府のＤＶ被害の実態調○井上紀代子議員

査が出ているんですけど、その中では、４人に

１人がＤＶの被害に遭っていて、1,200万件の刑

事犯罪になっていると。身体的・心理的・性的

・経済的暴力が重複している被害割合は48.5

％。ＤＶ被害者の45％、デートＤＶ被害者の40

％、性暴力被害者の68％が、どこにも相談をし

ていないということになっています。つまり、

適切な支援を受けていないということになると

思っています。今回、実数だけを皆さん方には

御報告したような形になりますが、これから私

たちがしっかりと考えていかなければいけない

のは 先日の宮崎日日新聞の記事に、婦人保―

護施設の利用が低迷しているというふうに書か

れています。低迷しているということが問題で

はなくて、どう利用しやすいようにしていくか

ということのほうを私たちは考えていく必要が

あるのではないかと思っています。自治体は、

こういう問題のコーディネーターにならないと

いけないというふうに思いますので、ぜひこれ

からもＤＶ被害の状況というのを 県警は本―

当に対応をよくしていただいておりますが、今

後もますますふえていく可能性は高いと思いま

すので、現実をしっかりと受けとめていただき

たいと思っています。
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それでは、次の質問に移りますが、本県にお

ける子供の貧困問題について、知事はどのよう

に認識されているのか、お伺いいたします。

我が国では、生活保護○知事（河野俊嗣君）

世帯の増加や、ひとり親世帯の困窮化が進む

中、十分な生活環境に置かれていない子供が増

加していること、また、そのような家庭環境が

子供の学力や進学率などに影響して、貧困が世

代を超えて連鎖することが強く懸念されている

ところであります。こうした傾向は、本県にお

きましても全国と同様でありまして、子供の貧

困問題への対応は、喫緊かつ最も重要な課題の

一つであると認識しております。

このため県では、ことし３月に、「宮崎県子

どもの貧困対策推進計画」を策定したところで

あります。現在、貧困の世代間連鎖を断ち切る

ために、保護者の生活・就労支援や子供の学習

支援など、さまざまな施策に取り組んでいると

ころであります。この計画の実現に向けまし

て、市町村や関係団体等との連携を深めなが

ら、しっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。

ぜひ、よろしくお願いいた○井上紀代子議員

します。

学校教育において、貧困問題にどのように取

り組んでいかれるのか、教育長にお考えをお聞

きいたします。

家庭の経済状況に起○教育長（四本 孝君）

因する学力格差が、子供たちの進路選択の幅を

狭めるなどの影響を与えることになってはなら

ないというふうに思っております。このため、

学校教育においては、全ての子供たちに学力を

保障することが極めて重要であると考えており

ます。また、教育の機会均等を保障し、子供が

安心して学ぶことができる環境を整えるため、

関係部局、団体等との連携を図り、就学支援の

充実等に努めているところであります。今後

も、子供たち一人一人が将来自立した生活を送

ることができるよう、実効性のある取り組みを

粘り強く推進してまいりたいと考えておりま

す。

大阪の市立小学校で、貧困○井上紀代子議員

の子供も、病気の子供も、障がいがある子も、

教師も、地域住民もともに学ぶ「みんなの学

校」をつくった元校長の木村泰子さんが、「学

校は、校長のものでも教育委員会のものでもな

く、地域みんなのものである。就学援助率が50

％を超える地域の中で学校教育を培ってきたけ

れども、家庭教育を求めれば子供が苦しむ。宿

題できひんのやったら学校で勉強したらええや

んという考え方を持ちました。しんどい地域の

学校だからこそ、全ての子の学習権の保障を理

念としてこれまでやってきました」とおっ

しゃっています。「学校にとって大事なのは、

学力よりも子供が学ぶ権利を保障することだ。

さまざまな人間がいる中で学ぶと子供たちは物

事を自分で考え出す。子供たちが自分で考え、

安心して学べる学校ならば、見える学力は後か

らついてくる。学力向上を目的にすれば本当に

必要な力がつかない。そこを間違えてはいけな

い」、こういう提起をされておりますが、教育

長はこれを聞かれてどのように思われますで

しょうか。

いろんな考え方があ○教育長（四本 孝君）

りますし、子供たちを取り巻く問題というの

は、貧困問題もあれば、さまざまな問題がある

わけでございますけれども、できるだけいろん

なことの悪い影響を受けずに、子供が本来持つ

能力を育てていくようなことを目指してやって

いきたいと思います。
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実直な御答弁をいただいて○井上紀代子議員

ありがとうございました。学校の先生方は直接

子供たちに接しておられるんですね。だから、

その子供たちに学ぼうとする意思があれば学べ

るんですよということ、そして、その権利はあ

るんですよということを、先生方に伝えていた

だきたいんです。決して、自分の親がこうだか

ら、こんな家庭環境だから、上の学校なんか行

けないんだよということにならないように、そ

のことを先生がしっかりと伝えてつないでいっ

ていただければいいなと。そこが先生方に問わ

れているのではないかと私は思うんです。学習

権の権利というんですか、それをしっかりと子

供たちに先生方が伝えていただくといいなと

思っている次第です。教育委員会に期待をした

いと思っています。

次に、子供の貧困対策について、今後どのよ

うに取り組もうとされているのか、お伺いいた

します。部長に答弁をお願いいたします。

子供の貧困対○福祉保健部長（日隈俊郎君）

策の推進に当たりましては、庁内部局横断的な

取り組みが必要となりますので、ことし６月

に、知事を本部長といたします「宮崎県子ども

の貧困対策推進本部」を設置するなど、庁内の

体制を整備したところであります。また、民間

の関係団体等で構成します「宮崎県子どもの貧

困対策協議会」を設置いたしまして、計画の進

捗状況につきまして、毎年度、点検・評価を行

うこととしたところであります。

一方、計画をより効果的に推進していくため

には、地域住民に身近な市町村の取り組みが重

要となりますので、国の交付金を活用いたしま

して、市町村が実施する子供の貧困実態調査や

計画の策定などに対して支援を行っているとこ

ろであります。また、県内でも、近年、民間団

体を中心に、子ども食堂や学習支援などの取り

組みが活発に行われておりますが、これらの団

体とも連携を図り、宮崎県の強みであります豊

かな県民性や地域とのつながり、こういったも

のを生かしながら、計画を着実に推進してまい

りたいと考えております。

先日、宮崎大学でありまし○井上紀代子議員

た貧困問題についての授業に私も行かせていた

だきましたが、そのときは、宮崎日日新聞の女

性記者の後藤さんが講師になられて授業をした

わけです。宮崎大学の学生さんに対しての貧困

問題についての提起というのを、何回も何回も

今、授業の中でされていて、学生の人たちが受

けとめる力というのはなかなか難しいところも

あると思うんですけれども、貧困問題なんて個

人の問題だと思っていたという学生さんも多

く、その中から少しずつ、少しずつですけど、

やっぱり社会の問題であるんだなということで

今、随時、授業の中も含めてそうですけれど

も、そういう輪が広がっているようです。

あのときレポートとしていただいたのを見た

んですが、子供の貧困とは、お金ではなく機会

の欠如であるとか、子供の貧困は、子供と親だ

けが原因の問題ではなく、社会全体にも原因の

ある問題であると。そういう捉え方を学生の方

たちもどんどんしていただいているような状況

にあります。

先ほど宮崎県の取り組みについてお話をいた

だいたんですが、本県の子供の貧困対策につい

て、今後、大学とか民間団体との連携を強化し

て取り組んでいく必要があると考えております

が、部長はいかがお考えでしょうか。

先ほど答弁い○福祉保健部長（日隈俊郎君）

たしましたとおり、あらゆる団体との連携を

図って積極的に取り組んでまいりたいと考えて
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おりますけれども、お話にありました宮崎大学

の教育学部が中心になり、井上議員も一部参加

されております、子供の貧困対策のＮＰＯを核

として、宮崎日日新聞あるいは県の児童福祉施

設協議会、こういった団体が中心になって、新

しい対策をという動きがあります。この協議会

に県福祉保健部としても一緒に参加させていた

だきたいと考えておりまして、現在、検討して

いるところであります。

いずれにしても、子供の貧困の問題、生活環

境に恵まれない子供たちでありますが、この現

状を何とか乗り越えて、将来の日本、将来の宮

崎を担い得る人材ということで成長していくこ

とを願って、我々、一生懸命頑張っていきたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

大変心強い答弁をいただ○井上紀代子議員

き、ありがとうございました。

私は、今回は、働くということから、貧困の

原因は、やっぱり稼げないと。それはまずいん

ですね。しっかりと稼いで、稼ぐ力を持って、

その貧困の連鎖を断ち切っていくという力を、

子供たちも持っていかないといけないというふ

うに思っています。その稼ぐ力をどうやってつ

けるのかということは、教育によらないといけ

ない部分というのも、乗り越えなければならな

い部分がたくさんあると思いますので、そのこ

ともしっかり取り組めていければと思っている

次第です。

と同時に、国の言う貧困という数字の中だけ

の問題と宮崎県の子供たちとは、格段に差があ

ると私は思っています。少ない金額で暮らして

いたとしても、心豊かに暮らすことができる地

域性というか、そういうものがあると思うの

で、一概に数字でははかれないものがあるとい

うふうに思っていますので、宮崎の子供たちが

いつまでもにこやかに、このふるさと宮崎で

育っていくことを期待いたしまして、私の質問

を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時50分休憩

午後１時１分開議

休憩前に引き続き会議を開○宮原義久副議長

きます。

次は、前屋敷恵美議員。

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。通告に従い一般

質問を行います。

まず、知事の政治姿勢から伺ってまいりま

す。

政府は、昨年９月19日に強行採決し、３月に

施行した安保法制、いわゆる戦争法で可能に

なった駆けつけ警護と宿営地共同防護の新たな

任務を自衛隊に付与する閣議決定を11月15日に

行い、新任務の命令を下し、南スーダンＰＫＯ

派兵が実行されました。第１陣となる約130人

が11月20日、青森空港から出発し、残る220人

は、12月中旬までに順次派兵するとしていま

す。

南スーダンの治安情勢は極めて悪化している

ことで、自衛隊家族はもとより、国民の心配は

尽きません。ジュバでは再び大規模な戦闘が起

き、数百人が死亡しています。まさに現地は戦

闘地域そのもの、政府が言う衝突などという生

易しい状態ではありません。ＰＫＯ参加５原

則、停戦合意の破綻は明瞭です。
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今回から新任務遂行のための武器使用が可能

になり、自衛隊が駆けつけ警護を行えば、政府

軍と交戦する事態も起こりかねません。政府軍

と戦闘になれば、憲法９条が禁止する海外での

武力行使そのものです。戦後初めて、殺し殺さ

れる事態に直面しようとしています。こうした

ことが憲法遵守の立場から許されるかというこ

とです。違憲の安保法制の具体化は、直ちに中

止すべきと考えます。知事はどのように考えて

おられるか、御見解をお伺いしたいと思いま

す。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

安全保障関連法は、国際的なテロの発生や北

朝鮮による相次ぐ弾道ミサイルの発射など、世

界を取り巻く安全保障環境の大きな変化に対応

していくために制定されたものと認識しており

ます。御指摘の自衛隊の新たな任務につきまし

ては、政府において、現地の情勢の正確な分析

や自衛隊員の安全確保など、しっかりとした対

策が講じられる必要があるものと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

そもそも政府が言う武器の○前屋敷恵美議員

使用と武力行使がどう違うのかを区別した議論

そのものが存在しません。現在のＰＫＯは、武

力を行使しての住民保護が主要任務です。日本

の自衛隊が、武力の行使を前提にした活動に参

加できるはずがありません。日本には、憲法の

精神に立った非軍事の人道・民生支援の抜本的

強化こそ求められていると思うところです。

知事にもう１点、核兵器廃絶に対する被爆国

日本の姿勢について伺いたいと思います。こと

し10月27日、国連総会の第１委員会は、核兵器

禁止条約の締結交渉を来年開始することを求め

る決議案を、賛成123カ国という圧倒的多数で採

択しました。

今、世界は、核兵器のない世界の実現へ大き

く道を開き、核兵器禁止・廃絶を現実のものに

しようとしています。それは、この核兵器禁止

条約に、仮に最初は核保有国が参加しなかった

としても、国連加盟国の多数が参加し条約が締

結されれば、核兵器は人類史上初めて違法化さ

れることになり、核保有国は、法的拘束は受け

なくても、政治的・道義的拘束を受け、核兵器

廃絶に向けて、世界は新しい段階に入ることに

なります。

日本政府はこれまで、核兵器禁止条約の交渉

開始を求める国連総会の決議には棄権を続けて

きました。今回の決議に際しては反対の態度を

とりました。唯一の戦争被爆国の政府にあるま

じき態度と、被爆者団体から強い非難の声も上

がっています。また、世界からも驚きの目で見

られているところです。こうした日本政府の態

度について、知事の御見解を伺いたいと思いま

す。

御指摘の決議案につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、北朝鮮の核及び弾道ミサイル開発

が、我が国の安全に対する重大かつ差し迫った

脅威となっている中で、核兵器のない世界の実

現のためには、核兵器国と非核兵器国との間の

協力による現実的かつ実践的な措置を積み重ね

ていくことが不可欠であるという日本政府の基

本的立場に合致しないことなどの理由から、反

対されたものと伺っております。

これは、唯一の被爆国として、また核兵器国

と非核兵器国の協力を重視するという立場から

の判断であると認識しております。私として

も、核兵器を廃絶し、戦争のない社会、平和で
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安心して暮らせる社会を子孫に引き継ぐこと

が、今を生きる私たちに課せられた最大の責務

であると考えているところであります。

ありがとうございました。○前屋敷恵美議員

では、特別支援学校の教育条件の整備につい

て質問をしていきたいと思います。

９月議会での我が党の来住議員の質問に続い

て、特別支援学校の教育条件の整備、とりわけ

環境の整備について伺います。

まず、教室不足の解消についてです。今回、

日南くろしお支援学校や日向ひまわり支援学校

を訪問し、また、他の支援学校の保護者の方々

からも、切実なお話を伺ってまいりました。ま

さに、どの学校も教室不足は深刻な状態です。

都城きりしま支援学校同様、図書室など特別

室を教室にする、教室を間仕切りして使う、し

かも、間仕切りは壁ではなくて、カーテンで仕

切って授業をするなどには啞然といたしまし

た。とても通常学校では考えられないことで、

ましてや特別支援学校で許されていいはずがな

いと思います。そこには、障がいを抱えるゆえ

の配慮は全くなされていないものと言えます。

「新たな特別支援学校づくり検討委員会」の

協議のまとめでも、「教室不足の慢性化は、在

籍する児童生徒に対する適切な教育機会の保障

という観点からも憂うべき深刻な事態である」

との指摘がなされています。教育長も現状把握

はなされたと思いますが、教育委員会としてど

のように対処するつもりなのか伺いたいと思い

ます。

近年、特別支援学校○教育長（四本 孝君）

におきましては、児童生徒の増加によりまし

て、教室不足が生じている学校があり、大きな

課題であると認識しております。児童生徒の増

加が著しい都城きりしま支援学校と日向ひまわ

り支援学校におきましては、本年度中に緊急の

措置として教室の改修を行い、教室不足の解消

に対応してまいります。また、教室不足が生じ

ているほかの支援学校につきましても、今後、

計画的な改修に向けて検討してまいりたいと考

えております。

ただいま、きりしま支援学○前屋敷恵美議員

校とひまわり支援学校で、一定の教室不足の解

消を年度内に行うというお答えでしたが、一定

の改善が図られるものと期待いたしました。し

かし、どこも早急な手だてが求められていま

す。子供たちの尊厳が本当に守られる、学ぶ権

利がしっかり保障される、そのためにも、ぜひ

早急に正面から取り組んでいただきたい、この

ように思うところです。

次に、スクールバスの導入、そして増車につ

いて伺いたいと思います。先日、支援学校に通

う保護者の皆さんのお集まりに出席させていた

だきました。お子さんと一緒のお母さん方でし

たが、障がいを持って生まれてきた子供さんた

ちを、慈しみ、愛情を注いで大切に育てたいと

の思いや頑張りが、ひしひしと伝わってまいり

ました。

お互いに励まし合いながら、明るく子供たち

と向き合う姿に、胸打たれました。本当にこう

した皆さん方の御苦労にしっかりと応えていか

なければならない、子供たちを守っていかなけ

ればならない、そのように思ったところでし

た。さまざまな御苦労や要求を聞かせていただ

きました。

毎日学校へ送り迎えをする保護者にとっての

負担は、本当に大きいものです。また、仕事を

持つ働く保護者にとっては、より一層その困難

は尽きません。特に、スクールバスのない日向

ひまわり支援学校、児湯るぴなす支援学校の要
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望は強く、みなみのかぜ支援学校は、在籍数200

名でバス１台という状況です。お母さんは、

「３年生から乗れるはずだったのに、だめだっ

た」と、がっかりしておられました。また、

「高等部にスクールバスをと、10年前から要望

しているけれども、なかなか実現しない」と、

課題を切実に訴えられておりました。

そしてまた、どこでも送迎車両の特に朝の混

雑は、その解消が求められているというふうに

思います。スクールバスの導入、また増車は、

必要不可欠な課題ではないでしょうか。どのよ

うに検討しておられるのか、早急な対応が求め

られていると思いますが、お答えいただきたい

と思います。

特別支援学校のスク○教育長（四本 孝君）

ールバスの導入につきましては、これまで全県

的な視野に立って、計画的に対応してきており

まして、現在、県内13校中、８校で16台のスク

ールバスを運行しております。

未設置の支援学校におきましては、保護者の

ニーズや児童生徒の実態等を十分に調査した上

で、引き続きスクールバスの導入のあり方につ

いて検討してまいりたいと考えております。

また、既に運行している特別支援学校のスク

ールバスの増便につきましては、児童生徒や保

護者のニーズ、さらには福祉送迎サービス等の

実態を十分に把握しながら、増便のあり方につ

いて研究してまいりたいと考えております。

確かに、朝とまた帰りの条○前屋敷恵美議員

件は非常に違っていまして、そこに課題もあろ

うかと思います。しかし、スクールバスが欲し

いというお母さんや保護者の皆さん方の切実な

思いは、以前からずっと強まっている状況で、

何とかその辺は工夫もしながら、そうした期待

にぜひ応えていただきたい、そのように思うと

ころです。また、放課後デイのあり方も含め

て、バスの運行なども工夫して、ぜひ子供たち

を安心・安全な送り迎えができるような、そう

いう体制にしていただきたいと思うところで

す。

また、スクールバスの問題では、通学時間に

ついての改善も求められているところです。日

南くろしお支援学校には、串間市から約20名の

児童生徒の皆さんが、毎日、何と80分から90分

かけて通学している状況があります。このこと

を問題視した串間市議会は、特別委員会を設け

て、日南くろしお支援学校に視察調査にも出向

いて、問題の解決を図ろうとしておられます。

そういうお話も伺いました。

障がいを持つ児童生徒が、通学に80分から90

分、約１時間半も費やすなどは、早急に改善し

なければならない課題だというふうに思いま

す。このことは、学校づくり検討委員会の「協

議のまとめ」の中での指摘事項ともなっており

ます。その対策について伺いたいと思います。

日南くろしお支援学○教育長（四本 孝君）

校のスクールバスにつきましては、串間市から

学校までの区間に、24名の児童生徒を10カ所の

バス停で乗降させておりますことから、長時間

乗車となって児童生徒に負担が生じていること

は、十分に認識しているところであります。

スクールバスの運行につきましては、先ほど

答弁いたしましたとおり、未設置の支援学校な

どがありますことから、全県的な視野に立っ

て、計画的に対応しているところであります

が、日南くろしお支援学校のスクールバスの運

行につきましては、今後、学校や保護者と協議

を行いながら研究してまいりたいと考えており

ます。

私は、子供たちの立場に○前屋敷恵美議員
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立った運用の仕方、改善のあり方が求められて

いると思うんです。そして、そういうことを懸

念して、学校づくり検討委員会の「協議のまと

め」では、現状を憂えて、さまざまな解決策も

提示がしてございました。串間市への支援学校

の分校の設置、また、新たな支援学校の設置な

どが、検討課題としてまとめの中で挙げられて

おります。私は、こういった早急な検討が必要

だというふうに思うんですが、そういった点で

の検討は教育委員会ではなされていないのか、

ぜひお答えいただきたいと思います。

新たな学校の設置と○教育長（四本 孝君）

いうことになりますと、予算的に大変経費のか

かる問題でもありますので、早々に新しい学校

をつくるというわけにはなかなかいかない実情

がございます。緊急的には、いろんな工夫をし

て、既存の学校の教室をふやすというようなこ

とで、教室不足の解消であるとか、あるいはス

クールバスについても、運行の仕方をいろいろ

工夫していくということで、当面は対処してい

くということではないかなと思っております。

確かに、財源問題が大きな○前屋敷恵美議員

ネックになっていることは十分承知しておりま

すが、しかし、それでいいのかなと改めて思う

ところです。ぜひ、そういう切実な検討課題を

机上にのせて、しっかりと検討も図り、また現

場の状況もしっかり見据えていただきたいと思

うところです。

続いて、清武せいりゅう支援学校裏山の土砂

崩れ対策について伺っていきたいと思います。

ことし９月の台風16号で、学校裏山が崩れ、水

とともに土砂が流れ出して、中学部の教室に流

れ込みました。幸い、台風で休校だったため

に、生徒さんに被害は及びませんでしたが、現

在、応急処置が施されているというふうに伺っ

ております。応急処置にとどめず、対策を打つ

ことが必要と思いますが、今後の対策・方針を

伺いたいと思います。

清武せいりゅう支援○教育長（四本 孝君）

学校におきまして、今お話のありましたよう

に、本年９月の台風16号により、裏山から土砂

が一部の教室に流入いたしましたが、現在、こ

れ以上の流入を防止するため、仮設のパネルや

土のうを設置するなどの応急処置を行ったとこ

ろであります。今後、土砂の流入を防止するた

めの具体的な工法等について検討を行いまし

て、適切に対処してまいりたいと考えておりま

す。

学校の裏山はかなり放置さ○前屋敷恵美議員

れている状況が見てとれたわけですけれども、

いつ何どき、気象の変化でまたこういうことが

起きるかわかりません。子供たちの避難対策も

視野に入れなくてはなりませんから、取り除け

る危険は早急に解消することが必要だというふ

うに思います。その裏山は県の所有する山とい

うことを伺っておりますので、ぜひ、子供たち

に被害が及ばないうちに、そういう防災対策を

行っていただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

続いて、ひまわり支援学校入り口の信号機の

設置について伺ってまいります。ここは、かな

り以前から要望が出されているところです。そ

の安全対策についてです。南北に走る農免道路

が学校から出てきた道と交わり、そこは坂道で

カーブの交差点です。車がかなりのスピードで

走るため、なかなか道路を横断できない、こう

いう状況になっております。５月、６月と立て

続けに事故も起きており、また、高等部の６名

の生徒さんが自転車通学をしているという状況

もお聞きいたしました。何とか安全を保ちたい
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との学校や保護者の皆さんの思いは、本当に切

実です。

また、子供さんを送ってこられて、車でなか

なか道路が渡れない。頭を出すと、びゅっと農

免道路を走ってくる。そして、いきなりどなら

れるということもたびたびあったというお話も

伺っているところです。ぜひ早急な対策をとっ

ていただきたいと思いますが、県警本部長、お

願いいたします。

お尋ねのひまわ○警察本部長（野口 泰君）

り支援学校入り口交差点につきましては、警察

本部においても、信号機の設置要望箇所として

現場検討を行っている交差点の一つでありま

す。この交差点は、信号機を設置した場合、西

側の道路幅員が狭く、信号待ちをする車と他の

車とのすれ違いができないため、道路改良が必

要であることから、現状では信号機の設置が困

難な場所と判断しております。このような交差

点につきましては、道路管理者との協議を積極

的に実施し、歩道の拡幅工事や路面の標示を行

うなど、交通環境に応じた安全対策を推進して

おります。

なお、現在の信号機設置要望件数は、累積

で400件を超えておりまして、信号機の設置につ

きましては、必要性、緊急性などを総合的に検

討し、計画的に進めているところであります。

現状では、条件が整わず○前屋敷恵美議員

に、信号機設置は難しいという御回答なんです

けれども。また、いろいろ幅員も広げたりして

安全対策は講じるというお話もございましたけ

れども、本当に信号機が設置できないのであれ

ば、事故を未然に防ぐ手だてを早急に整えてい

く必要があるかと思います。でき上がるまで待

つということは、それまでに事故が起きれば、

とんでもないことになるわけですから、ぜひ、

そういった意味では、早急な対策、真剣な対策

が必要かと思いますけど、どのように考えてお

られるか。

信号機設置要望が400件あるということは、十

分に存じ上げているところですけれども、それ

と横並びにして済ませられるものかどうか、そ

こも含めて、当面かわりの対策は、どうすれば

事故を未然に防げるのか、そういったところも

お聞かせいただきたいと思います。

この場所の安全○警察本部長（野口 泰君）

対策についてでございますけれども、道路管理

者におきまして、歩道の拡幅工事を行ったり、

あるいは広域農道の路面に「通学路スピード落

とせ」の路面標示を行っております。また、警

察のほうでは、速度規制とか、あるいは横断歩

道の設置を行っておりまして、必要な道路標識

及び提示を行っているところであります。

そのほかの安全対策につきましては、道路管

理者と協議して、道路管理者で行っていただく

ことになりますけれども、いずれにしまして

も、横断歩道においては歩行者を優先するとい

う交通マナーをドライバーに徹底するというこ

とも、引き続き努めていきたいと思っていま

す。

重大事故が起きてからでは○前屋敷恵美議員

遅いので、子供たちに寄り添った安全な生活が

できるような環境を整えるためにも、ぜひ前向

きに急いで対策を打っていただきたい、このこ

とを強く申し上げておきたいと思います。

特別支援学校における教育条件の整備につい

て、るる伺ってまいりました。通常学校ではと

ても考えられない状況の中で、障がいを持つ子

供たちが学び、生活している現状が明らかに

なっています。障がいを持つからこそ、より支

援をして、人としての尊厳を尊重することが重
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要であって、それが障害者差別解消法そのもの

であり、宮崎県の策定した「障がいのある人も

ない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」

の施策の徹底ではないかと思っているところで

す。

この県の条例では、第７条の（６）で、教育

を行う場合において、不利益な扱いをしてはな

らないとして、障がいのある人の年齢、能力及

び特性に応じた十分な教育が受けられるように

するために必要と認められる適切な指導又は支

援を行うこととうたってあります。この立場か

らしても、早急にさまざまな課題の解消に努め

ることが求められているというふうに思いま

す。知事はどのように認識され、今後、どう取

り組むのか伺いたいと思います。

特別支援学校に関する○知事（河野俊嗣君）

さまざまな課題につきましては、私も毎年、特

別支援学校ＰＴＡ連絡協議会の保護者の皆様と

直接お会いして、現場の実態を踏まえた切実な

声、また要望をお伺いし、把握に努め、さらに

機会を捉えて、私自身も現場を訪問・視察して

いるところでございます。財政状況が厳しい中

で、少しでも改善が図られるよう、さまざまな

工夫や努力を積み重ねているところでありまし

て、特別な支援を要する子供たちへの教育は、

大変重要なものと考えておりますので、今後と

も、これらの課題解決に向けて、しっかり取り

組んでまいりたいと考えております。

知事が直接、学校を訪問し○前屋敷恵美議員

たり、また、保護者の皆さんとさまざまな意見

交換をされて、要望をつぶさに受け取っておら

れることは、大変重要なことだというふうに思

うところです。財政が非常にどの部分でもネッ

クになっているというところは否めないんです

けれども、「人間の尊厳のための支援に「財政

の壁」という理由は使えない」という言葉を御

存じかと思います。

今、本当に人間としての尊厳が守られなけれ

ばならない、そういう社会そのものをつくって

いくことが大事であって、より支援を必要とす

る障がいを抱える子供たちにとっては、なおさ

らのことだと私は思っているところです。ぜ

ひ、子供たちの尊厳を守るために、県としても

力を尽くしてほしいということを申し上げて、

この質問は終わります。よろしくお願いいたし

ます。

次に、国民健康保険税の医療費一部負担金の

減額・免除制度について伺いたいと思います。

厚労省は、さまざまな要因で収入減が生じた

生活困窮者に対して、必要な医療が受けられる

ようにするために、都道府県宛てに「一部負担

金の徴収猶予及び減免並びにその取扱いについ

ての一部改正について」という通知を出して、

制度の運用を促しているところです。

この制度は、減免額の２分の１を国が特別調

整交付金で補塡するもので、入院治療だけでな

く、高額の外来治療を受ける場合にも、保険者

（地方自治体）が必要と認めたときは、一部減

免を行うことができるとしています。また、保

険料の滞納の有無にかかわらず、一部負担金の

減免を行うことも推奨しています。

この医療費の窓口一部負担金の減免制度につ

いては、平成26年度時点で、県内では９市７町

で制度がつくられております。この厚労省通達

を徹底して、残る10町村での制度策定に向け

て、県の指導援助が求められているというふう

に思います。ぜひ進めていただきたい。県とし

てどのような対応をしているのか伺いたいと思

います。

国民健康保険○福祉保健部長（日隈俊郎君）
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制度においては、市町村は、災害や失業等によ

り生活が著しく困難になった被保険者につい

て、申請に基づき必要と認めるときは、一部負

担金を減免することができるとされておりま

す。お話にありましたが、市町村においては、

国の通知等に基づいた対応に努めているところ

でありますが、一部でまだ規定を整備されてい

ない町村もございます。

県としましては、平成30年度からの国民健康

保険制度改革において市町村が担う事務の標準

化を図るため、ことし９月に、市町村に対して

一部負担金の減免基準要綱（案）を示したとこ

ろであります。今後、どの市町村でも被保険者

の状況に応じて適切な対応が図られるよう、市

町村との協議を行ってまいりたいと考えており

ます。

ぜひ、市町村への援助・支○前屋敷恵美議員

援・指導を強めていただきたいと思います。ぜ

ひ、全ての市町村での制度策定に向けて御尽力

いただきたいと思います。

この一部負担金の減免制度は、一部負担金の

徴収猶予も盛り込まれた制度です。今、手持ち

のお金がなくても受診できる制度なんです。し

かし、残念ながら、制度をつくっている自治体

でも、制度の存在そのものを知らない人がほと

んどで、十分活用されていないのが現状でもあ

ります。制度を知らせることがいかに大事かと

いうことなんですけれども、経済的理由で病院

にかかることができず、手おくれで命を落とし

た事例は、これまで幾つもあります。

こういう悲惨な状況をつくらないためにも、

こうした事故を未然に防ぐためにも、生活困窮

者の命と健康にかかわる制度として、必要な人

が利用できるように、制度の周知広報が必要に

なっています。市町村へどのように指導・助言

を行うのか伺いたいと思います。

県内どの市町○福祉保健部長（日隈俊郎君）

村でも医療を必要としている方に、適切に医療

の機会を確保することが基本でありますので、

市町村に対しては、相談窓口を整備するととも

に、お話にありました一部負担金減免制度を含

めた各種制度に関して、適切な広報が行われる

よう、県といたしましては、必要な助言を行っ

てまいりたいと考えております。

ぜひ周知徹底をお願いした○前屋敷恵美議員

いと思います。繰り返しになりますけれども、

この厚労省の通達は、国民健康保険法44条に規

定する、一部負担金減免制度の活用を徹底する

ように出された通達ですから、ぜひ、制度の策

定と活用の徹底を図っていただきたい。今、進

めていくという御答弁でしたけど、ぜひ徹底し

て強めていただきたい。このことが、本当に県

民の命と暮らしをしっかり守ることにもつなが

ると思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。

続いて、地域医療構想について伺いたいと思

います。

宮崎県の地域医療構想が策定されました。こ

の地域医療構想は、医療介護総合確保推進法に

よって医療法が改定され、都道府県主導

で、2025年の医療の需要を予測して、病床の削

減・再編計画を推進するもので、医療費の抑制

・削減が目的となっています。その結果、入院

している患者を病院から在宅や介護施設へ移す

もので、政府は、全国で少なくとも約15万床の

削減推計を打ち出しています。

県の医療構想では、病床数を、2014年度の報

告値１万5,163床を、2025年には１万1,033床

に、実に4,130床（27.2％）も削減するものと

なっています。県民の中では、これほどの削減
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数に衝撃が走っています。パブリックコメント

を見てみると、「いつでも、どこでも、そして

誰でも必要な医療が受けられる」という医療の

基本理念が損なわれてしまうのではないか、中

山間地域の実態が反映されているのか、縮小や

廃止で削減分が公立病院にしわ寄せが来て、公

立病院の役割が損なわれることになるのではな

いかなどなど、病床削減への危惧が数多く寄せ

られています。

この必要病床数の集約・算定はどのように行

われたのでしょうか。実際の入院患者で推計し

て、レセプトデータに基づいて、機械的に計算

した参考値にすぎないのではないでしょうか。

必要病床数が、地域の医療需要の実態を、必要

な方々が医療を受けられないという潜在的な医

療需要の存在も含め、どれほど反映したものな

のか。それを無視した病床削減であってはなら

ないと考えますが、県はどのように考えておら

れるのか伺いたいと思います。

地域医療構想○福祉保健部長（日隈俊郎君）

における必要病床数につきましては、2025年に

必要となる病床数を、国の定める一定の条件に

基づいて、病床機能ごとに算定した推計値であ

ります。病床の削減自体を目的としたものでは

ございません。

今後、構想区域ごとに開催いたします地域医

療構想調整会議において、必要病床数を参考

に、地域の実情に応じた病床の機能分化及び連

携のあり方について検討を行うこととしており

まして、その中で、病床数を含め、患者に応じ

た医療を効果的かつ効率的に提供する体制の構

築を図っていくこととしております。

病床の削減そのものを目的○前屋敷恵美議員

としたものではないと言われますけれども、数

字がこのように明らかに出されますと、4,000

床、現在よりは少なくなっているわけですね。

その分、本当に必要なときに入院したり治療を

受けることができるんだろうか、そのような不

安が出てくるのは、私は当然のことだと思いま

す。そして、地域医療の問題でも、開業医の皆

さん方のさまざまな懸念などは、経営の問題も

含めて非常に多いかと思います。

そして今、診療報酬、介護報酬は、どんどん

と改悪され、削減されるという中で、病院の経

営自体もどうなるんだろうか。これだけまた病

床が減らされ、機能分化するという意味で、そ

れぞれ役割分担を担うというようなことにもな

ろうかと思うんですけれども、その辺のところ

はしっかりと合意のもとに進めていかなけれ

ば、本当に地域での県民の医療が守られるかど

うかというところも、非常に不安な条件になっ

ていると思うところです。

今お話がありました地域医療構想調整会議に

おいて、関係者の自主的な取り組みを基本とす

るというふうにありますが、この関係者に、も

ちろん民間の病院なども入って、ここでの調整

の中で、地域の医療の役割などを担うというこ

とになるんだろうと思うんですけれども、この

関係者の中に、県民の意見を代弁する県民の代

表が入っているのかどうか、伺いたいと思いま

す。

地域医療構想○福祉保健部長（日隈俊郎君）

調整会議でございますけれども、メンバーにつ

いては、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護

協会等、医療関係者を初めとして、医療保険者

あるいは市町村には、まず参加いただくことと

考えているところでございます。

この問題はパブリックコメ○前屋敷恵美議員

ントにも出されていたんですけれども、県民の

代表が入るべきじゃないかという意見でござい
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ました。県民といえば、医療を必要とする側か

らの意見をきちっと把握してほしい、今後の地

域医療構想にのせてほしいということで、パブ

リックコメントを出されたんだろうと思うんで

すけれども、私も、医療を必要とする住民の立

場からの声を反映させることは、極めて重要だ

と思います。

住民代表が調整会議に参加することは欠かせ

ないと思うんですが、これからの課題でもあり

まして、構成メンバーをこれで固定してしまう

ということはないと思うんですけれども、そこ

のところは検討課題として、医療を必要とする

声が反映されるべきだというふうに思いますけ

ど、いかがでしょうか。

先ほど回答い○福祉保健部長（日隈俊郎君）

たしましたが、調整会議は、まずはそういうメ

ンバーで進めていきたいと現状考えておりま

す。今後、幅広く意見を伺うというようなこと

になりましたら、会議の参加者を含めた調整会

議の運営等については、調整会議の中で検討し

ていきたいと考えております。

ぜひ前向きに検討していた○前屋敷恵美議員

だいて、県民の皆さん方が安心して医療を受け

られる、そういう体制の強化にも役立てられる

ような意見が集約・反映されるように進めてい

ただきたい、このように要望したいと思いま

す。

地域医療構想ですが、政府が推進する医療構

想は、結局のところ、前段でも述べましたけれ

ども、医療や介護・福祉の見直し、いわゆる削

減になっています。しかし、県の立場から言え

ば、よって立つべきは、県民の医療をどう守る

か、適切な医療体制をどうつくるかにあると思

います。今の医療や介護、そして今後の医療や

介護をどういうふうにしていくかは、県民目線

でしっかりと考えて、国に対して言うべきこと

は言う、必要なことはしっかりと言うという立

場に、県としても立っていただきたいと思うん

ですけれども、県民の命や健康の問題、医療の

問題、知事の御見解を伺いたいと思います。

地域医療構想は、団塊○知事（河野俊嗣君）

の世代が全て75歳以上となります2025年を見据

え、医療機関の地域での役割を明確にし、連携

を促すことによりまして、高度急性期から急性

期、回復期、慢性期まで、患者が病状に見合っ

た病床で、より適切な医療サービスを受けられ

る体制をつくろうとするものであります。

構想はこの10月に策定されたところであり、

今後は、各地域において、地域の実情に応じた

医療提供体制の構築に向けて、医療関係者等が

自主的に協議を行うこととされておりまして、

県としましても、大変重要な議論となってまい

りますので、その議論が円滑に行われるよう必

要な支援に努め、各地域において必要とされる

医療が確保されるよう取り組んでまいりたいと

考えております。

今から地域医療構想を出さ○前屋敷恵美議員

れて、それがまた具体化されていくわけなんで

すけれども、医療介護総合確保推進法で本当に

必要な医療や介護がどうなるのかと、前段でも

言いましたけど、国民・県民は非常に不安な状

況にさらされております。介護の問題でも、要

支援・要介護の給付がどんどんと削られてい

く、安心して地域で暮らしていけない、今こう

いう状態が不安材料にもなっているんですけれ

ども、高齢化社会の到来はとうに見据えられて

いた課題です。また、介護保険の問題にして

も、公的な介護保険制度も、国民の協力のもと

に培っていこうということで始まったというよ

うな経過がるるございます。
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そういった意味では、本当に国民・県民にし

わ寄せがなく、安心して地域で医療を受けなが

ら健康で長生きできる、そういう体制をつくっ

ていくことが極めて重要でありますし、県とし

ての役割、責任でもあろうかと思っておりま

す。将来にわたって、必要な医療や介護が十分

に提供されて、県民の安心できる暮らしが構築

されるように、ぜひ努力もしていただきたい。

このことも申し上げまして、今回も非常に早口

で進めて時間が残ってしまいましたが、以上で

終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。（拍手）

次は、西村賢議員。○宮原義久副議長

〔登壇〕（拍手） 日向市選出○西村 賢議員

の西村賢です。本日最後になりましたが、もう

少し聞いていただければと思います。よろしく

お願いします。

先月、林業活性化議員連盟で韓国を訪問いた

しました。その内容につきましては、昨日の黒

木正一議員、また井上議員等からも説明があっ

たところでありますが、その滞在中に、我々の

ホテルの前で、ちょうど朴槿恵大統領の退陣を

求めるデモが行われておりまして、私たちも、

目の前でやっていたものですから、ちょっと見

学というか、中をのぞきに行ったところであり

ました。物すごいエネルギーを感じたところで

ありました。

また、アメリカでは、予想を大きく覆し、次

期大統領にドナルド・トランプ氏が選ばれまし

た。日本を含め、世界が大きく変わろうとして

いるような気がいたします。

特に関心のある時事問題について、知事に質

問を行いたいと思います。特にアメリカのドナ

ルド・トランプ氏は、これまでの選挙戦で過激

な発言を行い、ＴＰＰの離脱、違法移民の強制

退去、また駐留米軍に対しての日本や諸外国の

負担増などを求めて、国内向けの対策を最優先

する旨の発言を繰り返してこられました。この

発言どおりに、来年以降、アメリカの政策が決

まっていくならば、日本、そして宮崎県にも大

きな影響があると思います。

日本国内での次期大統領選挙の報道におきま

しては、「まさかあの方が当選するとは」とい

うような報道がなされておりました。どちらか

というと、不利な状況であるような報道であっ

たと思います。その中で、河野知事は、米国留

学経験もあり、この大統領選挙報道をどう感じ

たのか、また、トランプ氏就任による日本、本

県への影響をどう考えるのか、所感を伺いたい

と思います。

以下、質問者席より質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

今回のアメリカ大統領選挙につきましては、

日米両国における大方の予想とは異なる結果と

なったというふうにされておるところでありま

す。アメリカ国内における大統領選に関する報

道については、私もよく承知しておりません

が、報道というものが社会全体に大きな影響力

を持っておりますので、今回の件に限らず、真

実を正確に報道することはもちろん、今回ＳＮ

Ｓの力ということも注目されているところであ

ります。受け手の側においても、現状をしっか

り把握するということは、大変重要であると感

じたところであります。

トランプ氏の次期大統領就任による影響につ

きましては、現時点では不透明でありますが、

貿易や安全保障など、事柄によっては大きな影

響を及ぼす可能性もあると思われます。アメリ
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カ一国にとどまらず、同盟関係における日本、

また世界における影響というのは、極めて大き

いものがございますので、今後の動向を注視し

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

ありがとうございました。こ○西村 賢議員

れはあくまで所感でありますので、来年以降の

大統領の動きというのはまた注目していかなけ

ればならない問題だと思います。

もう一つ、知事に質問したいと思います。午

前中にも井上議員よりありましたが、働き方改

革について、今、政府が有識者もしくは労働団

体等との協議を始めたところであり、その流れ

について、マスコミを通して、いろんな議論が

されている様子は伝わってきております。

この働き方改革、全体を見ますと、非常に今

の時代にマッチしたものでもありますし、長時

間労働であったり、また同一労働同一賃金で

あったり、この時代にどうしても必要な対策で

あるとは思いますし、この改革は非常に重要な

ものであると思います。

特に、少子化対策、女性の社会進出、ワーク

・ライフ・バランス、また外国人や高齢者を労

働力として使っていく、そういうものも含め

て、将来の労働力確保の観点からも必要なこと

であると思いますが、働き方を変えていくとい

うことは、社会通念、今までの労使関係や労働

体系を変えていく難しさもあると思います。業

種によっては、不利益をこうむったり、また仕

事内容とのバランスがとれなかったりするもの

もあると思います。

また、本県には、大手の下請のような中小零

細企業もたくさんあります。また、場合によっ

ては、農林水産業や建設業等、天候にどうして

も左右される業種も多くあります。そのことを

踏まえると、東京というか、中心で決められた

画一的な改革は、宮崎県の産業にも大きな影響

を与えるのではないかと懸念しておりますが、

知事は本県の中小零細企業への影響をどのよう

に考えているのか伺います。

国で議論されておりま○知事（河野俊嗣君）

す働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けま

した取り組みとして、人々の多様な働き方を可

能とし、格差の固定化を回避するなど、働く人

の立場・視点で取り組んでいくこととされてお

ります。非常に重要なテーマが並んでいると受

けとめておりまして、人口減少社会に突入し、

将来の労働力人口が減少していく中で、この改

革により、障がい者や高齢者、女性など、誰も

がその能力を存分に発揮できる社会となること

は、大いに期待するところであります。

一方で、賃金引き上げや長時間労働の是正な

ど、さまざまな解決すべき課題について議論さ

れていく中で、御指摘のように、特に中小零細

企業にとっては、少なからず影響が出てくるこ

とも考えられるところであります。私どもとし

ましても、議論の動向を注視するとともに、国

において、しっかりとした議論、そして、それ

を踏まえた対策に取り組んでいただくことが重

要であると考えております。

この改革も、すぐすぐに成功○西村 賢議員

していくというものではないと思いますが、先

ほど申し上げたような、本県に影響がある部分

に対しては、知事もしっかりと注視して、意見

を言うべきところではしっかりと意見を述べ、

国に対して訴えていただきたいと思います。

次に、ひきこもりの高年齢化・長期化につい

て質問いたします。

仕事や学校に行かず６カ月以上ひきこもりと

された人が、15歳から39歳で推計54万人いる
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と、内閣府が公表いたしました。あくまで推計

であり、さらには、40歳以上の長期化や高年齢

化しているひきこもりの実態には不透明なとこ

ろも多いのが現状です。

ひきこもりの高齢化は社会問題となってきて

おり、家族内トラブルによる傷害事件や長期化

による精神疾患、経済的に自立できなくなるこ

となどが報告されています。ひきこもりの要因

には、家庭環境や学校、会社での人間関係、病

気などによるさまざまなケースがあると考えら

れますが、外部からの手助けで改善できるとこ

ろもあり、対処を早目に行うことで社会復帰も

可能であるとの指摘もあります。本県は、この

ひきこもりの実態に対して、どのように把握

し、どのように対応しているのかを福祉保健部

長に伺います。

本県のひきこ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

もりをされている方の人数でございますけれど

も、数については把握できておりませんが、今

年度公表された国の調査によると、15歳から39

歳の中で、全国で約54万人の方がひきこもり状

態にあると推計されておりますので、これを本

県に換算すると、約4,200人程度になろうかと想

定しております。

県では、精神保健福祉センターを中心に、相

談や研修会を実施しておりまして、平成27年度

は、相談が1,318件、訪問が28件となっておりま

す。また、家族向け研修や支援者研修を16回開

催しているところでございます。今後とも、関

係機関と連携しながら、ひきこもりの方への支

援に取り組んでまいりたいと考えております。

今の39歳までで4,200人という○西村 賢議員

推計も、相当な数であるように思いますが、秋

田県の藤里町では、町内のひきこもりを社会福

祉協議会が実際に実態調査したという書籍があ

りまして、読んでみました。社会福祉協議会が

１年半ほどかけて、人口4,000人弱の町にどれだ

けのひきこもりがいるか調査したところ、約100

名の方がいらっしゃったそうです。割合にする

と、この町では18歳から55歳を対象にして調べ

たようですが、対象人口のうち8.7％にも及んだ

そうです。

本県にそれがそもそも当てはまるとは思いま

せんが、これを単純に当てはめますと、宮崎県

の18歳から55歳の人口を約43万人程度とします

と、約3.7万人ぐらいいると。余りにもこれは大

きな数字であるから、そのまま当てはまるとは

限りませんが、実際に実態調査をしてみると、

これだけいたというものが書籍化されておりま

した。

この町では、この実態を踏まえて、訪問支援

に乗り出し、まちおこしなどに引きこもった人

たちを駆り出して社会復帰させていくことで、

まちづくり、町の活性化にもつながっていった

という経緯が紹介されておりました。

この町でも、20人だろう、30人だろうと思っ

ていたが、実際100人近くいたということで、ま

さかこんなにいたとはと驚きがあったそうです

が、実態がつかめれば、このような対策を打つ

ことも可能だと思います。県が全部の市町村を

直接調査することは難しいかもしれませんが、

しっかりと市町村と連携を密にして、この問題

をまず表面化していただくようにお願いしたい

と思います。

次に、引きこもっている対象者が学生である

場合、学校に通う学生の長期欠席者など、数字

で実態がわかるものがあると思います。小中学

校の平成26年度の長期欠席者（30日以上の欠席

者）のうち、不登校を理由とする児童生徒は全

国で12万3,000人と報告され、うち小学校では２
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万6,000人、前年度より2,000人増加、中学校で

は９万7,000人、前年度より2,000人増加となっ

ているようです。文科省も不登校対策を打ち出

しておりますが、なかなか効果が上がっている

とは思えません。本県の不登校児童の推移とそ

の対策について、教育長に伺います。

本県の不登校児童生○教育長（四本 孝君）

徒数は、公立の小・中・高等学校合わせまし

て、平成25年度が1,403人、平成26年度が1,277

人、平成27年度が1,271人であります。また、こ

れを児童生徒1,000人当たりの数で見ますと、全

国平均よりも低い水準で推移しているところで

あります。

不登校対策につきましては、まず不登校にさ

せないという観点から、学校では、早い段階で

の教育相談や家庭訪問を実施したり、いじめ不

登校対策委員会を開いて、情報を共有したりす

るなど、組織的な対応を図っているところであ

ります。

また、近年、専門家の協力が必要なケースも

ふえておりますことから、県教育委員会では、

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーを派遣して対応を図っております。その

結果、学校現場からは、「関係機関との連携や

相談の継続が図られたため、不登校の状況が改

善した」という事例も報告されているところで

あります。

ありがとうございます。不登○西村 賢議員

校問題に関しては、昨年の６月議会でも、教育

長に対して、私も非常に強い思いを言わせてい

ただきました。長期欠席者であるにもかかわら

ず進級させていく、進級しても学業ができない

わけだから、そのまま学校に来なくなる、そし

て学校に来ないまま卒業させていくということ

は、ただ追い出してしまって、社会に出してい

くことはいかがなものか、出席日数の規定など

が形骸化していないかということを質問させて

いただきました。

そのときも、学校ごとの校長先生の判断によ

るものが大きいという答弁がありましたけれど

も、今の結果を見ますと、1,300人程度の方がま

だ不登校で苦しんでいる状況もありますし、ま

た、この方たちを追い出していってしまっては

意味がないことだと思いますので、しっかりと

対策をまた望んでいきたいと思っております。

不登校のきっかけともなり得るいじめの問題

であります。いじめの問題も、なかなか解消す

ることは難しいものがありますが、先日の新聞

報道でも、「いじめ最多全国22万件」とありま

した。国公私立小中高、特別支援学校の2015年

度把握されたいじめは22万4,540件。このいじめ

の件数がふえていることは、教育現場で常に先

生たちが目を光らせ、関係者が協力してくれる

ことで、隠れていたものが明るみに出ているこ

ともあるかなと思います。本県の場合は、2,500

件減の6,007件との報告でありました。この件数

の状況に対して、教育長の所感を伺います。

平成27年度の本県の○教育長（四本 孝君）

いじめの認知件数でございますが、今お話にあ

りましたとおり、公立学校においては6,007件で

あります。児童生徒1,000人当たりの認知件数

は51.5件となっておりまして、全国平均の16.4

件よりも高い割合になっております。このこと

は、各学校が積極的な認知に向けて取り組んで

いることのあらわれであると考えております。

一方で、平成27年度の認知件数が前年度よ

り2,500件ほど減少しているわけでありますが、

現在、学校においては、いじめの未然防止に向

けまして、人権教育を充実させるとともに、児

童生徒が主体となって、いじめ根絶集会を開い
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たり、いじめ防止に向けたスローガンを作成し

たりするなどの取り組みを行っておりまして、

こうしたことが認知件数の減少につながってき

ているのではないかとも考えております。

しかしながら、いじめは見えにくいものであ

りまして、どの学校でも「いじめはある」とい

う意識を常に持ち続けて、小さなサインも見逃

さないと、そういうために、今後とも、各学校

を指導してまいりたいと考えております。

いじめの問題は非常に根深い○西村 賢議員

ものもありますし、今の答弁のように、県当局

もしっかりと対応していただいております。い

じめといいましても、人間関係の延長ですか

ら、人間誰しも持つねたみの感情、また人より

上に立つ優越感の感情に加えまして、今ＳＮＳ

などの普及によって、常に周りにいい顔をしな

くてはいけない、もしくは何かあると一斉にそ

の個人をたたくというような風潮があり、非常

に心の許容範囲というものが狭まっているよう

に私も感じます。ネットいじめ等は、これまで

も多くの人が議会で質問しておりますので、本

日は割愛いたしますが、いじめる行為自体が非

常に格好悪いと思わせる風潮づくりというもの

が極めて大事だと思っております。

いじめから不登校になり、また不登校からひ

きこもりになっていく、そして、ひきこもりが

長期化していくことで、社会に対して、なかな

か自分が表に出て行けないということでこもっ

てしまう、そのまま親がどんどん年をとって

いって、自分一人では何もできなくなっていく

ということが今現実となりつつあります。ぜ

ひ、ひきこもり対策におきましては、先ほど申

し上げたように、県一丸となって、市町村と連

携して、実態の把握、そして対策に乗り出して

いただきたいと思います。

次に移ります。宮崎県東京ビルについて伺い

ます。

宮崎県東京ビルは、現在、フロンティアオ

フィスを初め、学生寮、県職員住宅として利用

されております。以前は、宿泊施設や宴会場な

どもあり、多目的に利用されておりました。現

在は築44年を経過し、老朽化も目立ち始めてお

ります。学生寮の入居率も下がり、100名定員の

ところ、現在では73名。以前は２年生までで

あった規約も変更され、空き室の割合がふえ、

３年生以上も残れるようになって、それでも73

名とのことでした。

今、東京では、オリンピックに向けて再開発

の流れが加速しており、土地の有効利用等が見

直されております。その中で、豊島区役所新庁

舎は、全国初の本庁舎・分譲マンションの上下

合築を行い、区有地の権利変換と旧庁舎の跡地

利用により、借金ゼロで建てかえを実現いたし

ました。この案件に注目し、私も豊島区に調査

に伺ったところであります。

新庁舎は、小学校・児童館跡地と周辺市街地

再開発事業を行って、そこに移転をしました。

大まかに３階から９階に区役所の新庁舎があ

り、10階から49階まで432戸の分譲マンションと

なっている、相当大きな建物であります。新庁

舎には、企業からのプロポーザル方式を活用し

て、設計には、新国立競技場の設計で注目を集

めた隈研吾氏。新庁舎建設には、先ほどの小学

校跡地等の土地の権利変換分85億円の無償取得

分以外に136億円を要しましたが、旧庁舎跡地の

定期借地権で191億円を調達し、逆に55億円の基

金ができたとのことでありました。

簡単に言いますと、あいていた区の土地に新

庁舎を移して、そこの周辺住宅の方はマンショ

ン部分に移ってもらって、その土地の分と、も
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とあったところの土地を貸すお金で、ゼロで建

てかえたというものであります。それは貯金が

できるほどであったということですから、非常

に大きな話ですが、これも土地が高い東京だか

らできる話だと思います。

しかし、宮崎県東京ビルも市ヶ谷周辺にあ

り、非常に立地のいいところであります。ま

た、最近、しばらくぶりに行ってみたんです

が、周りがどんどん高層ビル化しておりまし

て、県ビルは非常に低いほうのビルになってお

りました。このような手法が使えれば、老朽化

している宮崎県東京ビルの建てかえも、多額の

予算をかけることなくできるのではないか、検

討に値するのではないかと思います。

現在の東京ビルは、建蔽率も最大限活用して

おらず、現行法どおりでも、今の倍以上の建物

を建てることが可能であります。余剰部分を貸

したり売ることで収益を上げることもでき、ま

た、現在、男子だけの学生寮に女子寮も新設す

れば、首都圏に大学進学する学生の支援にもな

ると思います。この東京ビルの改築について、

県の見解を伺います。総務部長。

宮崎県東京ビルに○総務部長（桑山秀彦君）

つきましては、御質問にもありましたように、

昭和47年に建設され、現在、職員宿舎や学生

寮、さらには、県内企業に貸し付けを行います

フロンティアオフィスなどとして利用されてお

ります。平成12年度の耐震補強を初め、順次、

必要な改修工事などを実施してきました結果、

耐震性能を有し、かつ耐用年数も残っておりま

すことから、当面は、現在の利用形態を継続す

ることが十分可能な状況にございます。

しかしながら、東京ビルにつきましては、立

地条件もよく、また高い資産価値を有しており

ますので、首都圏における本県の拠点として有

効に活用していくことは、大変重要であるとい

うふうに認識しております。御提案の建てかえ

につきましては、社会情勢や経済状況も踏まえ

ながら、今後、東京ビルに求められる機能など

を幅広く検討してまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。部長○西村 賢議員

の答弁だと、このまましばらくは粛々と使って

いくという話でありますが、何もしなければ年

々古くなっていく、もう44年を経過しているわ

けですから、どんどん古くなって、老朽化対策

を継続的に行っていかねばなりません。だか

ら、早く新しくすることで新しい資産価値を生

んでいく、そして新しい利用価値もふやしてい

く。そのことが、修繕維持費を重ねていくより

も、１年でも早く建てかえたほうが、よっぽど

利用価値が上がると思います。これも私は税金

のワイズスペンディングだと思いますが、知事

に所感を伺います。

東京ビルにつきまして○知事（河野俊嗣君）

は、先日も訪れたところでありますが、私もた

びたび訪問し、その状況を把握しておるところ

でございます。私は総務省時代に、宮崎県に赴

任するということが全く決まっていないとき

に、たまたま御縁がありまして訪れたことがあ

るわけでありますが、この都心の一等地に宮崎

県がこういう資産を持っておられるのかと驚い

た記憶があります。

本県にとりまして、首都圏における重要な拠

点でありますとともに、その立地条件、非常に

利用価値の高い資産であるというふうに考えて

おります。このため、社会情勢、また経済情勢

の変化も踏まえながら、今後求められる機能や

そのあり方などにつきまして、総合的な観点か

らしっかりと検討してまいりたいと考えており
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ます。

もちろん今の景気が長く続い○西村 賢議員

てくれることを祈るんですけれども、知事、も

う44年を過ぎています。これが古くなればなる

ほど、また維持費もかかっていくと思います

し、学生のことであったり、また職員寮のこと

であったり、すぐすぐに対応できないこともあ

ると思いますので、早目に検討に入っていただ

きたいと思います。要望にかえさせていただき

ます。

次に、台風災害について質問を幾つかいたし

ます。

台風16号による被害は、私の地元日向市にも

大きな爪跡を残しました。今なお復旧作業の最

中でありますが、地域によっては、住民はまだ

不便な生活を強いられているところもありま

す。

今回の台風災害では、24時間で578ミリを超え

る相当な雨量から、床下床上浸水被害が各地で

起こりました。これまで何度も浸水している地

域もありますが、そこの場所では、以前の反省

を踏まえて、仮設ポンプによる対策も早くから

行われましたが、それでも被害は減ることはあ

りませんでした。「やらないよりはましであっ

た」ということを地元の方も話しておりました

が、その対策だけでは不十分だったということ

は伝わってまいりました。

もっと排水能力の高いポンプの設置を望む声

もあり、常設ポンプ場の建設が望ましいところ

でありますが、今回のように被害箇所も多けれ

ば、設置の場所や費用の問題も出てきます。す

ぐすぐに行政も対応できないと思います。そこ

で、国交省が所有する排水ポンプ車というもの

があり、浸水箇所に移動して排水を行うことが

できます。60トン級ポンプ車であれば、25メー

トルプールを５分で空にする能力があるという

ことですが、九州全体で60台、本県には13台あ

るとのこと。この国交省が持つ排水ポンプ車を

県が追加で所有し、土木事務所等に配置するこ

とができないのかを県土整備部長に伺います。

本川の水位○県土整備部長（東 憲之介君）

が上昇しまして、支川や水路が排水できずにあ

ふれる、いわゆる内水による家屋の浸水対策に

つきましては、河川や水路を管理する国・県・

市町村が、それぞれの役割のもと対応している

ところであります。県においては、これまでに

も、内水被害があった箇所において、被害状況

や施設整備に要する費用などを総合的に判断

し、県管理の蛇谷川や六田川など６カ所におい

て、常設の排水ポンプ場の整備に取り組んでき

たところであります。

また、国と災害時の応援に関する協定を締結

しており、大規模災害時には、国が所有する排

水ポンプ車などの応援が受けられるようになっ

ております。このような状況を踏まえまして、

県において、現段階で排水ポンプ車を配置する

予定はありませんが、今後とも、国や市町村と

連携を図りながら、降雨の状況や内水被害の発

生状況に応じて、効果的な内水対策について検

討してまいりたいと存じます。

この対策も、今ぐらいの雨が○西村 賢議員

あんまり降らない時期になってくると、だんだ

ん忘れ去られていって、また来年の夏の台風シ

ーズンになると、もう一度、あのときにああす

ればよかった、あのときにこうすればよかった

という議論がいつも巻き起こります。ぜひ、継

続的に対策がしっかりと進むように県も検討い

ただいて、また県民に対しての周知をしていた

だきたいと思います。

今回の台風で、日向市内で大きな農業被害が
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出たのが、奥野川、また坪谷川等の沿線であり

ました。その中でも奥野川は、昨年の大雨で決

壊していた堤防が、さらに今回、修繕前に被害

を受ける結果となり、線形の悪い河川沿いで

は、台風・大雨時にはたびたび被害に遭ってい

ます。そのたびに農業被害や住宅への浸水、今

回の台風では、車ごと人が流されそうになった

ところであり、地元の方がたまたま見つけて救

出するというようなこともあったそうです。

台風被害のたびに、建設業を初め皆さんが被

災箇所を原形復旧していただいておりますが、

今回の被害を受けて、原形復旧のみならず、抜

本的な改良復旧工事を望む声が大きくなってお

ります。奥野川の改良復旧工事に対して、県の

見解を県土整備部長に伺います。

災害復旧事○県土整備部長（東 憲之介君）

業は、原形復旧が原則でありますが、災害復旧

制度の中には、一連区間において多くの災害が

発生した場合に、再度災害を防止するため、被

災していない区間を含めて、河川の拡幅や堤防

のかさ上げなどが実施できる改良復旧事業の制

度がございます。その採択基準は、改良により

追加される費用が、原形復旧に要する費用を上

回らないことが条件となっております。

奥野川の今回の災害は、国道327号の朝日橋か

ら上流の約5,000メートル区間において被災箇所

が点在しており、その合計は15カ所の約660メー

トルとなっておりますが、被災していない区間

が８割以上と長く、改良の費用が原形復旧の費

用を大きく上回ることから、改良復旧事業での

取り組みは困難と判断しているところでござい

ます。

なお、今回被災した箇所につきましては、11

月に国の査定で原形復旧として申請し、採択さ

れたところであり、今後、早期復旧に努めてま

いりたいと存じます。

今の部長の答弁、当然よくわ○西村 賢議員

かるところではあるんですけれども、この地区

は、台風・大雨のたびに決壊したり、農家がや

られたり、非常に大変な思いをして、それがま

た堤防だけもとに戻って、またやられていくと

いうことを、本当にこの数年、私の知る限り、

繰り返しているように感じます。

予算確保や事業計画については、当然周囲の

理解も必要でありますし、ここだけよくなれ

ば、線形が少しよくなれば、もう少し被害も減

るんじゃないかなという思いがある部分もあり

ますし、それは出先の土木事務所の方々ともよ

く話をさせていただいております。今後、検討

していただきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

次に移ります。今回の台風災害時の避難につ

いて質問いたします。各地区の避難場所や避難

経路に対しての問題も浮き彫りになったところ

が多々ありました。今後、再度検討されていく

と思いますが、その中で、被災された住民の方

から、「防災無線が聞こえなかった」とか「避

難指示が出るのが遅い」、また「逃げようと

思ったときには、目の前が水でいっぱいで、も

う遅かった」という話をたくさん聞きました。

地域をよく知るはずの住民の方も、想像以上

に雨が降っていたことに対応できなかったのか

もしれませんし、一つは、それを逃げなかった

言いわけにされているのかもしれません。県民

の避難意識の向上にもっと努めなければと思っ

たところでありました。

今回は、死傷するまでの事態にならなかった

ことは非常に幸いでもありますが、救助に向か

われる消防の方々は、本当に命がけで、その場

その場やっていただいております。できれば、

平成28年12月１日(木)
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なるべく早い避難を徹底させる必要があります

が、後の新聞報道によりますと、今回の台風16

号では、自治体の避難勧告・指示の対象者は40

万人に上ったが、実際の避難は、自主避難含め

ピーク時で2,173名であったとのことです。風水

害時の避難については、住民自身の体力や住居

の状況など、一律に考えることは難しいと思い

ますが、住民意識を高めるため、県としてどの

ような取り組みを行っているのか、危機管理統

括監に伺います。

大雨や台風○危機管理統括監（畑山栄介君）

の際に、被害を最小限にするためには、安全な

場所に迅速に避難するということが大変重要で

ございます。このため県では、梅雨入り前の５

月の第４日曜日を「県防災の日」に設定し、毎

年、この日にあわせて防災フェアなどを開催

し、避難場所の確認などの日ごろの備え、避難

の重要性について、啓発に取り組んでいるとこ

ろでございます。

また、地域や民間団体等に対する防災出前講

座などにおいて、気象情報や市町村から出され

る避難勧告などの情報を常に確認し、風雨が強

まったり、また暗くなったりする前に、早目に

避難するようにという呼びかけを行っていると

ころであります。今後とも、市町村とも連携し

ながら、さまざまな機会を通じて、避難の重要

性とその実践について、啓発に努めてまいりた

いと考えております。

逃げていただくということ○西村 賢議員

は、非常に難しいことだと思います。先日、福

島沖地震の際、ＮＨＫを見ておりましたら、Ｎ

ＨＫのアナウンサーが、「地震です。逃げてく

ださい」と、番組中というか報道の間、ずっと

叫んでいて、非常に強い口調で真剣に言われて

いたのが印象的でありました。それについて

も、その後にいろんな批判等もあったかもしれ

ませんが、実際に避難していただくには、あの

ぐらい強い口調で訴えなければならないものか

なとも感じました。そのことも踏まえて、今後

の防災無線のあり方もしっかりと考えていかな

ければならないなと思った次第です。

次に移ります。日向市の医師不足について伺

います。

日向・東臼杵地域にとって懸案事項でありま

した東郷病院の医師不足の問題は、県当局の御

尽力もあり、小児科医も兼ねた内科医の先生が

勤務いただくことになりまして、10月より内科

診療が月３日から週５日になり、非常に助かり

ました。

引き続き、３人体制の確保に市は取り組んで

おりますが、その一方で、日向市では、医師の

高齢化や死去などで、市内４病院が相次いで閉

院となりました。かかりつけ医としても、地域

にとっても大事な病院であったので、市民も困

惑しているところであり、非常に残念に思って

いるところであります。

医師の高齢化は、これまでも指摘してきまし

たが、いよいよそのときが来たという感じで

す。これは日向市に限ったことではありません

が、後継者がいない開業医の方々も多く、息子

や娘さんが医師となっても親の病院に帰ってこ

ない、専門が違うとか、そういうケースもあり

ます。

苦肉の策として、日向市は、著しく医師不足

状態となっている小児科、産科に対しては、企

業誘致のような補助金策を導入して新規の開業

を支援しておりますが、対象外の医師や病院か

らは、不平等だという声も聞かれます。また、

ほかの地域がこれを始めて誘致合戦を繰り広げ

ていけば、意味がなくなってしまいます。医師
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の高齢化は仕方ありませんし、長く地域医療を

支えていただいたドクターには敬意と感謝を申

し上げます。医師の地域偏在と高齢化に対して

の県の認識と取り組みについて、福祉保健部長

に伺います。

２年に一度行○福祉保健部長（日隈俊郎君）

われます国の医師等の調査によりますと、平

成26年12月末現在、県内の医師の総数はふえて

いるものの、その過半数が宮崎東諸県医療圏に

集中しているのが現状であります。また、人

口10万人当たりの医師数で見ますと、宮崎東諸

県医療圏以外の全ての医療圏で、全国平均を下

回る状況となっておりまして、県内における医

師の地域偏在が顕著な状況であるというふうに

認識しております。

年代別の医師数で見ますと、減少を続けてき

た20代の医師数については下げどまり、増加に

転じるなどの明るい兆しも出てきております

が、30代、40代の医師の減少は続いておりまし

て、依然厳しい状況にあるものと認識しており

ます。このため、まず、医師の総数確保、特に

若手医師の確保が重要でありますことから、宮

崎大学医学部への地域枠等の設置や医師修学資

金の貸与を行うとともに、県内の臨床研修病院

合同で県外での病院説明会に参加するなど、取

り組んでいるところであります。

さらに、関係市町村と構成する医師確保対策

推進協議会において、先ほど日向市の例も御紹

介いただきましたが、地域の実情に応じた支援

など、さまざまな取り組みを行っているところ

であります。今後とも、大学、県医師会、市町

村など関係機関と緊密な連携を図りながら、医

師確保については全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

県のほうも、医師の高齢化に○西村 賢議員

は非常に注意を払っていただいており、努力い

ただいておりますが、県内の地域偏在において

は、まだまだ取り組む余地があると思いますの

で、今後もぜひ取り組みをよろしくお願いした

いと思います。先ほどの補助制度などは、本来

なら市が設けていくものではなく、うまく県内

一円にバランスよく医師が配置されるのが非常

に望ましいことだと思いますので、その点につ

きましても努力していただきたいと要望申し上

げます。

最後に、空き家対策と移住政策について質問

いたします。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が

平成27年全面施行され、地域においての災害や

生活環境悪化の原因となる放置空き家等に対応

できるようになりました。これまで空き家等に

対しては、議会で何度となく質問されたところ

でありますが、全国の空き家は20年で1.8倍

の820万戸に増加し、賃貸・売却を除く住宅

が318万戸と言われております。本県においての

空き家の現状、また、特措法施行後における市

町村の取り組み状況について、県土整備部長に

伺います。

まず、県内○県土整備部長（東 憲之介君）

の空き家の現状でございますが、国の「住宅・

土地統計調査」によりますと、平成25年10月時

点で、別荘などの二次的住宅や賃貸住宅などの

空き家を除きまして、約４万3,000戸と推計され

ております。住宅総数に占める割合は、全国平

均の5.3％に対しまして、本県は8.2％と高く

なっており、今後も少子高齢化や世帯数の減少

もあることから、増加するものと思われます。

次に、市町村の取り組み状況でありますが、

空き家対策を進めていく上で必要となる、所有

者の特定や建物の状況などを把握する実態調査
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に、現在、14団体が取り組んでいるところであ

ります。また、防災や衛生面などから、地域の

生活環境に悪影響を与える特定空き家への対応

として、法に基づき、１団体において数件の除

却を求める勧告が行われております。県といた

しましては、これまで、実態調査マニュアルを

作成するなど、市町村への支援を行ってきたと

ころでありますが、引き続き、空き家対策が円

滑に進むよう、支援してまいりたいと考えてお

ります。

空き家対策、特に景観上悪○西村 賢議員

かったり防災上悪いものに対しては、早く市町

村が指定していただくことを望みますし、ま

た、空き家をうまく活用していく、それも重要

だと思います。

空き家の有効利用について質問させていただ

きますが、先日、特別委員会の県外調査で大阪

ふるさと暮らし情報センターを訪問し、意見交

換を行いました。「大阪・関西地域は、九州か

ら金の卵として出てきた人が多く、宮崎ゆかり

の方も多い。Ｉターン、Ｕターンを狙うなら、

首都圏よりも関西のほうがいいですよ」とのア

ドバイスもありました。なるほどなと思いまし

たが、実際、全国の各自治体が移住促進に動

き、毎週末のように大都市圏で移住セミナーを

している状況もわかり、少し過度な競争になっ

ているような感もいたしました。

その結果はどうなのかわかりませんが、都市

部の方々を地方に呼び込むことで、過疎地域で

あれば、地域の新たな活力、そしてまた、地域

の魅力の新たな発見も生まれてくることも事実

であります。移住者をうまく地方に呼び込むた

めに、空き家バンク制度は大きく活用できると

思いますが、放置されて老朽化して使えなくな

る前に、持ち主に空き家バンクに登録していた

だくこと、また、移住者にとっては、空き家が

たくさんあることで選択肢が広がることは非常

にメリットがあると思います。本県の空き家の

登録の推進策とともに、空き家バンク制度の活

用状況について、総合政策部長に伺います。

空き家バンク○総合政策部長（永山英也君）

制度につきましては、平成19年度に５つの市・

町で開始されて以降、県内23市町村に取り組み

が広がっております。９月末現在における全市

町村の合計で、登録物件数が135件、これまでの

成約件数が累計で147件となるなど、一定の成果

は上がっていると考えております。

また、市町村におきましては、空き家バンク

登録物件数をふやすために、各種広報活動に取

り組んでいますほか、県宅地建物取引業協会と

連携した物件確保や、空き家の情報提供に関す

る促進策の導入など、さまざまな取り組みが広

がっております。

移住を実現するためには、住まいの情報が重

要でございます。県におきましては、市町村と

も連携し、空き家の改修費用等への補助を行い

ますとともに、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターン

センターや移住情報ポータルサイト等によりま

して、空き家バンクの情報を移住希望者へ発信

しております。今後も、空き家を活用した移住

施策を推進してまいりたいと考えております。

今、特に中山間地も、空き家○西村 賢議員

がたくさん並んでいくと非常に寂しい思いもし

ますし、それがだんだん都市部にも見られてく

るようになりました。景観に悪い一方、寂しさ

も覚えますので、空き家が有効に利活用できる

ように、また当局と市町村との連携をよろしく

お願いしたいと思います。

前質問者も早口でありましたが、私も早口で

やりましたので、以上で私の質問を終わりま
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す。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○宮原義久副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時30分散会



12月２日（金）
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、日

髙陽一議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、お○日髙陽一議員

はようございます。きのう、議会中に井上議員

に何度か呼ばれた気がした宮崎のひなた、日髙

陽一です。

2016年もあと残り１カ月となりました。こと

しは４年に一度のオリンピック・パラリンピッ

クの年ということで、スポーツの印象が強い１

年になったと思います。私の中では、オリン

ピックよりも、25年ぶり、広島カープのリーグ

優勝がとても印象に残っております。我が県の

日南市も大変盛り上がったということで、外山

先生、髙橋先生、本当にお疲れさまでした。来

年２月５日に日南市で広島カープのファンが集

まってパレードが行われるということで、本当

に楽しみにしていたいと思います。これもやっ

ぱり、広島の選手の努力のおかげと思います。

黒田選手、そしてまた新井選手が頑張ってい

らっしゃいましたけれども、私の中では、沢村

賞をとったジョンソン選手がすごかったのでは

ないかなと思っております。

この沢村賞ですけれども、御存じの方はい

らっしゃらないかもしれませんが、今から約80

年前に 今、大谷選手が165キロを投げてすご―

いすごいと言われていますけれども 160キロ―

を投げていたんじゃないかと言われる伝説の

ピッチャーであります。日本シリーズは３連投

して３勝、優勝したという、今では考えられな

い伝説のピッチャーであります。きょうは、そ

んな沢村栄治選手の命日でもあります。私は、

議員として、いつか沢村賞がとれるような議員

になるべく頑張っていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

きのう、西村議員からもありましたけれど

も、先日行われましたアメリカ大統領選挙でト

ランプ氏が次期大統領に選ばれました。オバマ

政権が推進したＴＰＰですが、我が県の基幹産

業である農業関係者にとっては、長い時間、こ

の先の見えないＴＰＰのためにさまざまな勉強

や対策などに時間を費やしてきました。しか

し、トランプ氏は、就任初日にＴＰＰの離脱を

通告すると明言しました。日本とともに交渉を

先導してきたアメリカの次期大統領が正式に離

脱を表明し、私たちの生活は一段と不透明とな

りました。

そんな世界情勢の中、宮崎県独自の外交ルー

トをつくり、発信するべきではないでしょう

か。本県は、「みやざきグローバル戦略」に基

づき、東アジア市場に軸足を置きながら、世界

市場にも視野を広げた取り組みを推進し、海外

との交流拡大を図っています。特に香港は、日

本の文化に対する関心の高まりや健康志向を背

景に日本食品の市場が拡大しており、「みやざ

きグローバル戦略」においても、県産品輸出の

重点国・地域の一つと位置づけられています。

県会議員の有志でブルネイ国を調査したこと

がきっかけとなり、先日、ブルネイ・ダルサラ

ーム国のヤスミンエネルギー・産業大臣と会談

する機会を得ました。ハラールビジネスの可能

性や食文化の輸出等について意見交換を行い、

宮崎とブルネイの交流推進に手応えを感じたと

ころであります。

また、先日、海外経済戦略対策特別委員会で

平成28年12月２日(金)
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香港を訪問し、現地のスーパーでの販売状況

や、香港領事館、香港貿易発展局での意見交換

等、香港の状況を調査してまいりましたが、世

界中から商品が集まる競争の激しいところでは

あるものの、商品の特徴がしっかりと認知され

れば、輸出が促進され、経済交流の拡大が期待

できると確信したところであります。知事は、

先月、香港を訪問されましたが、どのような感

想を持たれたか、お伺いをいたします。

以下、質問者席で質問いたします。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

香港を訪問した感想についてであります。今

回の訪問では、航空会社、旅行会社などへ、定

期路線の維持・充実や観光誘客についての要望

を行いますとともに、総領事館や香港経済界を

代表する方と、宮崎と香港との今後の交流など

につきまして、意見交換を行ってまいりまし

た。

香港では、北京に直結する高速鉄道でありま

すとか、マカオとの間をつなぐ大きな橋を建設

中でありまして、中国本土との結びつきを強め

ながら、さらに発展していく町全体の活気のよ

うなものを感じ取ったところであります。ま

た、中国の国民が年間約4,700万人香港を訪れる

ということ、さらには香港の最新トレンドとい

うものに大変注目が集まり、それをまねるとい

う傾向があるなど、貿易や観光の面で、いわば

アジアのショーケースとなっている、トレンド

セッターとなっているということを改めて実感

したところであります。

日本からの食の最大の輸出先であること、そ

れから、香港から日本を訪れる観光客はことし

は200万人を突破するのではないかという、右肩

上がりの状況であります。本県が交流を進める

ターゲットとして大変重要な地域であると、改

めて認識したところであります。このため、今

後とも、私が先頭に立って、関係者との人脈づ

くりや本県の魅力発信などに積極的に取り組

み、香港とのより一層の交流拡大に努めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

香港に対する輸出拡大など、○日髙陽一議員

引き続き力強い取り組みをお願いしたいと思い

ます。我々もしっかりと応援してまいりたいと

思います。

さて、近年、県産農畜水産物の輸出は、香港

や北米を中心に大きな伸びを示しております。

新たな販路拡大として大いに期待しているとこ

ろであります。特に香港においては、国内の産

地間競争が激化している中、平成27年度の輸出

実績は、前年度に比べ140％の８億1,400万円と

なり、県香港事務所等による日々の営業活動

や、産地・企業等の商談支援などの取り組みが

実を結んでいることを実感いたしました。

ただ、今回、海外調査で香港の量販店を視察

した際に、日本産のものは多くあるのですが、

宮崎県産のものは、カンショや鶏卵、そしてソ

フトドリンクぐらいしか見ることができません

でした。農産物については、季節的な増減が発

生するのはやむを得ないと思いますが、個人的

には、持続的な輸出拡大を図っていくために

は、海外の量販店や商社との連携により、宮崎

の農畜水産物が周年安定供給できるような産地

づくり、取引づくりの視点を持って取り組みを

進めることが不可欠だと思います。その取り組

みが、今後、香港のみならず、ＥＵや北米など

における新たな販路開拓につながるのではない

かと感じているところです。そこで、農政水産
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部長に、農畜水産物の輸出拡大に向けどのよう

な取り組みを進めているのか、また今後どのよ

うに進めていくのか、お伺いをいたします。

農畜水産物の○農政水産部長（郡司行敏君）

輸出につきましては、過去最高を記録いたしま

した昨年度の実績約25億円を、平成32年度には

その約1.8倍になる44億円とする目標を掲げ、議

員からお話がありましたが、現在、「みやざき

グローバル戦略」に基づき、東アジアに軸足を

置きつつ、ＥＵや北米への輸出拡大に向けた取

り組みを進めているところであります。

具体的に申し上げますと、九州各県が連携し

た香港等でのフェアの開催や、ＥＵへの米やお

茶などのテスト輸出、さらには北米での牛肉プ

ロモーションによる新しい取引づくり、それか

ら、キャビアの輸出に向けた加工施設等の整備

などに取り組んでいるところであります。

県といたしましては、引き続き、県内産地や

企業と一体となって、海外量販店や商社との取

引拡大を加速化させるとともに、牛肉等の輸出

拠点施設の整備など、輸出拡大に向けて積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

私がつくっているピーマンを○日髙陽一議員

初め、本県の安心・安全な農畜産物は世界に誇

れるものと思っております。宮崎産のＰＲをど

うぞよろしくお願いいたします。

ことし、焼酎の出荷量が２年連続日本一を達

成いたしました。焼酎も、本県が世界に誇れる

加工品であると考えております。焼酎蔵元の若

手の方々は、ＥＵや北米に向けた輸出を目指し

て頑張っていると聞いております。そこで、商

工観光労働部長に、焼酎の輸出拡大に向けた取

り組みについてお伺いをいたします。

焼酎は、○商工観光労働部長（中田哲朗君）

本県を代表する地場産品であり、有望な輸出品

目の一つであると考えております。このため現

在、県では、国際見本市への出展やバイヤーを

招聘しての商談会の開催、さらには販路開拓活

動に要する経費の助成など、輸出に意欲的な焼

酎メーカーの支援に取り組んでおります。ま

た、競争の厳しい世界のアルコール市場の中

で、焼酎の認知度向上や市場拡大を図るために

は、現地の食文化に合わせた飲み方の提案や、

新たな商品開発などが重要であると考えており

ます。

このため、県といたしましては、ジェトロと

の連携により、アメリカのメディア等との意見

交換会を開催し、アドバイスを受けるととも

に、海外でのプロモーションの機会を設けるな

ど、業界の取り組みに対しまして支援を行って

いるところであります。今後とも、関係機関等

と十分に連携し、焼酎メーカー等のニーズを踏

まえながら、焼酎の輸出拡大に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

今後とも、輸出に取り組みや○日髙陽一議員

すい環境づくり、マーケットインの商品づく

り、そしてまた販路の開拓・拡大、流通ネット

ワークの充実・強化など、県内の生産品の輸出

を促進するための取り組みを継続していただく

ようお願いいたします。

続いて、国際定期路線についてお伺いをいた

したいと思います。

現在、宮崎県は、ソウル、台北、香港と結ば

れています。本県への観光客の誘致や経済交流

を拡大していく上で、これらの路線は大変重要

になってまいります。しかし、宮崎空港を発着

する３つの国際定期路線について、熊本地震の

影響で４月から８月までの利用者数がいずれも

落ち込み、３路線合計で前年に比べ15.5％減少

いたしました。４月の熊本地震発生の影響によ
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り、利用者が減少した国際定期路線の維持を図

るため、９月議会以降、知事はどういった取り

組みをしてこられたのか、お伺いをいたしま

す。

熊本地震の影響により○知事（河野俊嗣君）

まして、国際定期路線は厳しい運航状況が続い

たわけでありまして、これに強い危機感を持

ち、その維持・充実を図るため、星原県議会議

長とともに、10月にチャイナエアライン本

社、11月にアシアナ航空本社、また香港航空本

社などを訪問して、要望等を行ったところであ

ります。特に、減便となった台北線につきまし

ては、便の回復を強く要請したところでありま

す。

各航空会社に対しましては、これまで実施し

てきました本県への誘客対策や、本県からの渡

航拡大などの利用促進事業に加え、９月議会に

おいて議決いただきました、新たな利用促進の

取り組みなどについて、私みずから説明をし

て、その取り組みというものを評価いただいた

ところであります。また、観光を初め、経済や

文化、スポーツなど、さまざまな分野での交流

を深めていくためには、これらの路線が非常に

重要であると、我々としても認識し、今後とも

努力していきたいということを説明し、お互い

にいろんな形で連携を深めていこうということ

で意見交換をしたところであります。今後と

も、本県と就航先であります韓国、台湾、香港

とのさらなる交流促進を図りますとともに、各

航空会社等との信頼関係をより深め、路線の維

持・充実に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

先ほど知事もおっしゃったよ○日髙陽一議員

うに、10月末から台北線が週３便から週２便に

減便されました。せっかくできた台湾とのかけ

橋です。宮崎の企業もこれをきっかけに台湾と

ビジネスをスタートさせ、頑張っていらっしゃ

る方もいらっしゃいます。減便となった台北線

の便の回復に向けてどのように取り組んでいく

のか、総合政策部長にお伺いをいたします。

台北線につき○総合政策部長（永山英也君）

ましては、私も知事とともにチャイナエアライ

ン本社を訪問しまして、便の回復に向けた要望

を行う中で、本県と台湾との双方向での交流を

一層促進し、搭乗率を向上させる必要性を改め

て強く認識したところでございます。

このことから、本県からの渡航を促進するた

め、従来から実施しておりますビジネス渡航や

海外教育研修への支援事業に加え、９月議会に

て議決いただきました補正予算によりまして、

グループ旅行への支援やパスポート取得への支

援、及び広報・ＰＲ等の事業を行っているとこ

ろであります。また、台湾からの誘客を図りま

すために、九州ふっこう割を活用した旅行商品

の割引を初め、台湾でのプロモーション活動等

に取り組んでおります。

これらによりまして、台北線の搭乗率につき

ましては、10月が63.5％、11月は79.0％となっ

たところであります。しかしながら、依然とし

て予断を許さない状況にございます。引き続き

利用促進に努めますとともに、できるだけ早い

機会に再度チャイナエアライン本社を訪問しま

して、便の回復に向けました本県の強い意欲を

伝えるとともに、今後も全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

一度航空会社が路線を廃止す○日髙陽一議員

ると、もとに戻すのはゼロに近いと言われてお

ります。台湾との経済交流を推進していく上で

欠くことのできない重要な交通基盤ですので、

これからも路線の維持・充実に力を入れていた
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だきたいと思います。

続きまして、農地中間管理事業についてお伺

いをいたします。

先日、兵庫県養父市に視察に行ってまいりま

した。養父市は国家戦略特別区域の指定を受け

ており、11社の企業が参入して、耕作放棄地の

活用に取り組んでいました。宮崎にもさまざま

な企業が参入しておりますが、本県における他

産業からの参入状況と、参入に対する県の基本

的な考え方について、農政水産部長にお伺いい

たします。

本県におきま○農政水産部長（郡司行敏君）

す他産業からの農業参入につきましては、平

成27年末で124法人となっており、近年では、地

域の農業者やＪＡと連携した「ＪＲ九州ファー

ム」のピーマン栽培や、地元企業との共同事業

体であります「ひむか野菜光房」の低コスト太

陽光利用型の植物工場など、多様な業種からの

参入が見受けられます。

こうした農業参入は、本県農業の生産拡大や

活性化に寄与するとともに、農業者の所得向上

にもつながりますことから、県では、農業参入

フェア等での優良企業の掘り起こしや、農業者

とのマッチング、さらには参入後の普及センタ

ー等による技術支援のフォローアップを実施し

ながら、参入支援に積極的に取り組んでいると

ころであります。また、参入の際には、地域と

の調和が特に大切であると考えておりまして、

企業と地域の農業者等が信頼関係を結ぶこと、

それから、戦略的なパートナーシップを構築で

きますように支援してまいりたいと考えており

ます。

農業をされている方は、企業○日髙陽一議員

が参入してくることに対して、やはり大きな不

安を持っていらっしゃると思います。しっかり

と現場の意見を聞き、地域と連携して対応しな

がら、農業者の所得向上につなげていただきた

いと思います。お願いいたします。

養父市では、青森県と気候が似ているという

ことから、耕作放棄地を活用したニンニクの産

地を目指しています。昨日もお話にありました

が、宮崎ではパプリカの産地化に向けて、県総

合農業試験場を中心に取り組んでいらっしゃる

ようですが、新たな宮崎の特産品になるよう、

栽培ノウハウを確立させていただきたいと思い

ます。

次に、養父市では、農業生産法人や農家レス

トランの要件緩和を生かした６次産業化の推進

が図られておりました。本県でも、フードビジ

ネス振興構想のもと、６次産業化への取り組み

が活発化していると聞いております。本県にお

ける６次産業化の取り組みについて、農政水産

部長にお伺いをいたします。

本県におきま○農政水産部長（郡司行敏君）

す６次産業化の取り組みにつきましては、六次

産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の

認定件数が90件と、全国４位、九州では第１位

となっておりまして、意欲ある農業者のさまざ

まなチャレンジが見受けられるところでありま

す。

県では、これら計画の具体化を推進するため

に、販路拡大に必要な機器等の整備を支援して

おりますほか、県農業振興公社を「６次産業化

サポートセンター」と位置づけ、29名の多彩な

分野の専門家をプランナーとして派遣したり、

県内８カ所で相談会を実施しているところであ

ります。また、「みやざき６次産業化チャレン

ジ塾」を開催し、５年間で239名の卒業生を送り

出すなど、６次産業化を担う人材育成にも取り

組んでおります。今後とも、これら６次産業化
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に取り組む農業者をしっかりとフォローアップ

することで、新しい産業創出による地域の活性

化と雇用の拡大を図ってまいりたいと考えてお

ります。

ぜひともよろしくお願いいた○日髙陽一議員

します。

大きな問題となっている耕作放棄地ですが、

高齢化やお米の低価格などの影響で、米をつく

らない人たちが今ふえてきております。そこ

で、大型機械を所有している米農家の方が、米

をつくらなくなった人たちの田を借りて、今、

お米をつくっています。現場の人たちからは、

東北に比べると、宮崎では農地中間管理事業が

進んでいないという声を多く聞きますが、宮崎

県での農地中間管理事業のこれまでの取り組み

状況について、農政水産部長にお伺いをいたし

ます。

農地中間管理○農政水産部長（郡司行敏君）

事業の推進に当たりましては、農地中間管理機

構の地域駐在員や市町村推進員等を配置するな

ど、現場における事業推進の体制を強化し、地

域の話し合いの場において積極的に説明を行う

など、農家への事業の周知や理解促進に取り組

んでいるところであります。また、申請手続の

簡素化や貸借期間の原則10年から５年への見直

しなど、現場からの要望を踏まえ、農家や市町

村等が取り組みやすいよう、さまざまな改善に

も取り組んできたところであります。

その結果、昨年度までの２年間で2,267ヘクタ

ールの農地を借り受け、機構を介して担い手等

に貸し付けたところであり、中には、高千穂町

中川登地区のように、集落単位で機構に農地を

預け、将来にわたり地域ぐるみで農地を守って

いく取り組みも始まっているところでありま

す。

今、テレビで農地中間管理事○日髙陽一議員

業のＣＭを私もよく見ます。大分、理解促進さ

れているんじゃないかと思いますけれども、や

はり現場で説明をしていただくことが理解促進

には一番だと思いますので、耕作放棄地が少し

でも少なくなるよう、マッチングできるよう、

ぜひ現場に足を運んでいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

続きまして、全共３連覇についてお伺いいた

します。

平成24年に長崎県で開催された「第10回全国

和牛能力共進会」において、我が県の宮崎牛

は、口蹄疫により多くの牛を失ったという厳し

い条件のもと、２連覇を達成しました。２連覇

達成の瞬間の関係者の喜びの表情は、皆さんの

記憶にも鮮明に残っていることと思います。

さて、いよいよ来年９月、「第11回全国和牛

能力共進会」が宮城県で開催されます。初の３

連覇に向け、関係者のやる気、周囲の期待、そ

してプレッシャーは相当なものではないかと思

いますが、全共３連覇に向けた現在の取り組み

状況について、農政水産部長にお伺いをいたし

ます。

来年９月に宮○農政水産部長（郡司行敏君）

城県で開催されます「第11回全国和牛能力共進

会」まで残り９カ月余りとなる中、３連覇に向

けた出品対策につきましては、県推進協議会を

中心に、生産者、関係機関が一体となって万全

の準備を進めているところであります。

具体的に申し上げますと、肉質を競います肉

牛の部門におきましては、94頭の出品候補牛を

現在、肥育農家において飼養し、関係機関によ

る定期的な巡回指導等を通じて、最高の宮崎牛

となるよう徹底した管理を行っているところで

あります。
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また、雌牛等の優劣を競います種牛の部門に

おきましては、「全共３連覇を目指す「チーム

宮崎」体制確立事業」を活用しながら、本県代

表牛となり得る県内の優秀な雌子牛の確実な保

留を進めているところであります。

加えまして、母牛等を対象にことし９月に開

催いたしました「第11回全国和牛能力共進会宮

崎県出品対策共進会」、いわゆるプレ全共でご

ざいますけれども、この結果を踏まえまして、

いま一度、徹底した出品候補牛の選抜を進めて

いるところであります。

続きまして、全共３連覇に向○日髙陽一議員

けた今後の対策について、引き続き、農政水産

部長、よろしくお願いいたします。

今後の出品対○農政水産部長（郡司行敏君）

策につきましては、徹底した選抜作業を経て、

来年４月から５月に、県内７つの地域ごとに出

品候補牛が選定され、その中からさらに７月

に、本県代表牛を決定することとしておりま

す。「宮崎を制する者は全国を制する」という

言葉がございますが、この言葉に代表されます

ように、地域間の競争はレベルの高いものにな

ることが予想され、その厳しい競争の中で、代

表牛決定検査を行い、全共で勝てる牛を選び出

したいと考えております。

また、今回の全共の開催地は、東北の宮城県

でございます。1,500キロを超える長距離の輸送

対策など、環境の変化に対応した出品牛の体調

管理も非常に重要な課題となります。県といた

しましては、これらの対策に万全を期すべく、

今後とも「チーム宮崎」一体となって、「日本

一の努力と準備」を合い言葉に、３連覇達成の

ために全力で取り組んでまいります。

今回の第11回大会は、各県、○日髙陽一議員

力を入れてきていると聞いております。特に宮

城県は開催県ということもあって、日本一獲得

を目指していると聞いています。２連覇してい

る宮崎県ですが、今までどおりでは日本一連覇

は厳しい状況にあると思いますので、万全の体

制で、これまで以上の準備力で臨んでいただき

たいと思います。

宮城大会が終わった後の５年の間、さまざま

な世界大会が日本で行われます。ラグビーワー

ルドカップ、東京オリンピック、世界からお客

様が訪れる中、宮崎牛をＰＲするに当たって、

「日本一」のタイトルを持っているのと持って

いないのでは、大きな違いがあると思います。

是が非とも、「日本一」の称号を獲得していた

だきたいと思います。

ところで、畜産農家も、高齢化や後継者不足

が悩みであり、担い手の確保が課題となってい

ます。畜産をやりたいという若者がいても、畜

舎の準備、設備費用が高くて諦める。例えば、

牛50頭の牛舎の建設費用は約5,000万円かかると

も言われています。こういったことが後継者不

足につながっているのではないかと思います。

後継者がいないため、廃業せざるを得ない畜産

農家もあります。そこで、肉用牛生産基盤強化

の取り組みについて、農政水産部長にお伺いを

いたします。

肉用牛生産基○農政水産部長（郡司行敏君）

盤の強化は、議員御指摘のとおり、大変重要で

喫緊の課題であるということから、県といたし

ましては、平成26年に、各地域における増頭や

生産性向上等の目標を定めた「人・牛プラン」

を全国に先駆けて策定し、その達成に向け、施

設整備や繁殖雌牛の導入等を推進してきたとこ

ろであります。

具体的には、27年度以降に取り組んでおりま

す「畜産クラスター事業」によりまして、今年
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度の計画も含めて申し上げますと、新規就農や

規模拡大等の担い手の施設整備が59件、それか

ら、肉用牛の分業化への取り組みとして、ＪＡ

の繁殖センター等、地域拠点施設の整備が３件

と、生産基盤の強化に向けた積極的な動きが出

てきているところであります。

このような取り組みを背景として、本県の繁

殖雌牛頭数は、平成28年２月現在で７万8,800頭

と、７年ぶりに増頭に転じたところであり、今

後とも、市町村やＪＡ等と連携しながら、繁殖

雌牛８万頭の目標に向け、全力で取り組んでま

いる所存でございます。

７年ぶりの増頭は非常にうれ○日髙陽一議員

しく思っています。産地活性化のために産地基

盤の強化は必要ですので、引き続き対策を行っ

ていただきたいと思います。

続いて松くい虫について、４回連続ですけれ

ども、聞かせていただきたいと思います。

県内における平成27年度松くい虫の被害量

は、最終的に前年度の1.3倍となる約5,000立方

メートルと言われております。７万7,000本、松

くい虫の被害が出ております。特に被害の大き

かった宮崎市では、前年度の1.8倍となる４

万3,000本の被害が出ております。昨年度大きな

被害となった海岸林の松枯れに対して、県では

何か新たな取り組みを行っているのか、環境森

林部長にお伺いをいたします。

松くい虫の被○環境森林部長（大坪篤史君）

害につきましては、昨年度、庁内にプロジェク

トチームを設置しますとともに、関係機関から

成る連絡会議の開催や、有識者を招いての現地

検討会などを通じまして、関係者が一体となっ

た防除対策を緊急的に実施したところでござい

ます。

また、今年度からは、人家近くの背の高い松

等を対象にしまして、ピンポイントで散布でき

る無人ヘリによる防除ですとか、被害拡大の要

因となり得る、民家や事業所等の被害木の伐倒

駆除など、従来になかった対策もスタートさせ

ました。

さらに、県内各地の沿岸部の松林で活動する

ボランティアへの支援ですとか、先日は、森林

・林業活性化促進議員連盟との共催で「森林づ

くり県民ボランティアの集い」を開催しまし

て、抵抗性松の植栽を実施しますなど、県民と

の協働による取り組みというのも進めていると

ころでございます。

ボランティアの皆さんが、土○日髙陽一議員

日を返上して、松くい虫の被害に遭った木を伐

倒するなど、対応していただいたと聞いており

ます。感謝いたします。

今年度の松くい虫の被害はどのような状況な

のか、環境森林部長にお伺いいたします。

今年度９月末○環境森林部長（大坪篤史君）

のデータになりますが、松くい虫の被害量は、

前年度同時期と比較しますと、県全体で約37％

の1,160立方メートル、被害の大きかった宮崎市

では約41％の922立方メートルになっているとこ

ろであります。昨年度と比較しまして、大きく

減少はしていますけれども、まだまだ被害が発

生している状況にございます。したがいまし

て、プロジェクトチームや関係者から成る連絡

会議と一体となった徹底した防除作業に、今後

とも緩めることなく、しっかりと努めてまいら

なければならないと考えているところでありま

す。

海岸防災林は、潮害や風害の○日髙陽一議員

災害防止の機能を有しておりますので、農地や

居住地を災害から守る重要な役割を果たしてお

ります。これ以上大きな被害にならないよう
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に、引き続き対応をよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、グローバル人材の育成について

お伺いいたします。

グローバル化の進展の中、英語力の向上に取

り組むことは、海外戦略を進めていく上でも極

めて重要です。学校においても、グローバル人

材育成のために、英語学習に力を入れていると

思いますが、文部科学省が実施している「英語

教育実施状況調査」によると、高校３年生で英

検準２級以上及び同程度の能力を有する生徒の

割合は約３割、高校の英語担当教員のうち、英

検準１級以上等を取得している教員の割合は６

割弱だそうです。国は、教育振興基本計画の目

標値に基づいて、これらの数値を引き上げるこ

ととしており、本県もさらなる向上が必要だと

思います。そこで、グローバル人材の育成を推

進するため、英語教育の指導力を向上させる取

り組みについて、教育長にお伺いをいたしま

す。

英語教員の指導力を○教育長（四本 孝君）

向上させる取り組みといたしましては、小中学

校及び県立学校においては、文科省が開催する

研修に教員を派遣いたしまして、その教員が講

師となり、先進的な指導方法を伝達するという

研修会を行っております。また、児童生徒の言

語活動を充実させるための研究校を指定し、大

学等の外部専門機関と連携した授業公開や研修

を実施しております。

これらの研修では、ＩＣＴ機器を活用したコ

ミュニケーション能力育成の研究や、外国語指

導助手（ＡＬＴ）を活用した効果的な指導方法

などについても研究を行っており、県内の多く

の英語教員が参加をしております。今後とも、

このような研修を行いまして、教員一人一人の

指導力の向上を継続的に図ってまいりたいと考

えております。

指導力向上は大きな課題だと○日髙陽一議員

思います。しっかりと取り組んでいただきたい

と思います。

先ほど答弁の中で、「コミュニケーション能

力育成の研究」とありました。高校入試や大学

入試のために英語を学んでいるという生徒もい

るかもしれませんが、幾ら単語や文法を暗記し

ていても、英語でコミュニケーションをとれな

ければ、英語を学ぶ意味がないし、グローバル

化にも対応できません。学校での英語学習にお

いて、英語によるコミュニケーション能力育成

に対して大きな役割を果たすのは、外国語指導

助手（ＡＬＴ）です。県内にいるＡＬＴの数

は86名で、このうち県立学校に36名配置されて

います。グローバル人材の育成のため、外国語

指導助手（ＡＬＴ）の幅広い活用が必要だと考

えますが、その取り組みについて教育長にお伺

いをいたします。

児童生徒が生きた英○教育長（四本 孝君）

語に接する機会となりますＡＬＴの活用は、授

業はもちろんのこと、それ以外の場面でも幅広

く進めていくべきものであると考えておりま

す。これまでも、英語暗唱・弁論大会やクラブ

活動の指導、学校単位で実施する英語活用キャ

ンプ等において、ＡＬＴの活用を図ってまいり

ました。

また、今年度からは、「ホップ・ステップ・

世界にジャンプ！～海外留学支援事業～」にお

きまして、生徒のグローバル意識の向上を図る

ため、ＡＬＴが、生徒たちと英語で議論をした

り、少人数セミナーの講師をしたりする「ワー

ルドキャンプin hinata（ひなた）」を実施して

おりまして、これに参加した生徒からは、「英
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語でのコミュニケーションに不安や抵抗が少な

くなった」とか、「留学がしてみたくなった」

などの感想が出されているところであります。

今後も、グローバル人材の育成のため、本県教

育活動のさまざまな場面で、幅広くＡＬＴの活

用を推進してまいりたいと考えております。

英語に興味を持ってもらうた○日髙陽一議員

めの「ワールドキャンプin hi n a t a（ひな

た）」、これはすばらしい活動だと思います。

このような活動をもっともっとふやしていただ

きたいと思います。

ところで、海外旅行に行った人の話を聞く

と、大抵の人は「もう少し英語を勉強しておけ

ばよかった」と言うのですが、わざわざ外国に

行かなくても、日本でこういった気持ちを味わ

うと、英語を学ぶモチベーションになるのでは

ないでしょうか。

私は、この気持ちを子供たちに体験させてあ

げたいと思います。例えば、家庭内グローバル

化体験、ＡＬＴを家に招いて一緒に晩御飯を食

べれば、わざわざ外国に行かなくても英語を体

験できます。たった一晩の体験ですが、子供た

ちにとっては、もっと英語で話したい、英語で

コミュニケーションをとれるようになりたいと

いう大きなきっかけになるはずです。どんな

きっかけでも構いませんので、より多くの子供

たちが英語を学ぶ意義を感じ、グローバル化し

ていく社会に対応できる人材になってほしいと

思います。今後ともグローバル人材の育成をよ

ろしくお願いいたします。

続きまして、ＷＢＣキャンプ等の受け入れに

ついてお伺いをいたします。

来年３月に開催される「第４回ワールド・ベ

ースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に出場す

る、野球日本代表チームである「侍ジャパン」

の直前合宿が、２月23日から26日までの４日

間、宮崎市のサンマリンスタジアム宮崎を中心

に実施されることが決まりました。

12球団とメジャーリーグからの選手で構成さ

れるチームが、この宮崎でキャンプインするこ

とは、本当にすばらしいことだと思います。第

２回大会では６日間で24万人の人が訪れたこの

キャンプですが、ことしも、二刀流・大谷翔平

選手や、２年連続トリプルスリーの山田哲人選

手、そして先発起用の可能性の高い宮崎県宮崎

市住吉出身の武田翔太投手など、注目の選手が

来県されるため、球場周辺の渋滞や宿泊先での

混雑が予想されます。たくさんのファンが県外

から訪れる４日間です。ＷＢＣに向けた野球日

本代表「侍ジャパン」のキャンプの受け入れに

ついて、しっかりとした対策をとってほしいと

思っていますが、いかがでしょうか。商工観光

労働部長にお伺いをいたします。

ただいま○商工観光労働部長（中田哲朗君）

議員からお話がありましたとおり、ＷＢＣに向

けた野球日本代表「侍ジャパン」のキャンプ

が、前々回、前回に引き続きまして、今回も来

年の２月に本県で実施されるということが決

まったところであります。これは、日ごろから

スポーツ合宿の受け入れに御尽力いただいてい

る関係者の皆様方の御尽力と、本県が有するす

ぐれたスポーツ環境が評価された結果である

と、大変ありがたく、また、うれしく思ってい

るところであります。

２月に行われるキャンプの受け入れに当たり

ましては、ただいまお話がありましたけれど

も、メジャーリーガーを初めとする人気選手が

参加することも想定されますことから、年内に

は、関係者で構成する受け入れ実行委員会を立

ち上げ、交通対策や宿泊対策など、スムーズな
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受け入れが図られるよう、十分な準備をしてま

いりたいと考えております。

日本一のスポーツキャンプ地○日髙陽一議員

としての誇りにかけて、万全の準備と、そして

またおもてなしの心で、「侍ジャパン」及び全

国各地から訪れるファンをお迎えすることで、

第４回大会で世界一奪還を目指す「侍ジャパ

ン」の後押しをしていただきたいと思います。

答弁にもありましたとおり、十分な準備をし

て、日本のひなた宮崎の魅力、スポーツキャン

プの聖地宮崎をしっかりとＰＲしていただきた

いと思います。

また、2019年秋には、ラグビーワールドカッ

プが２週間、この日本で行われます。九州で

は、福岡県、熊本県、大分県で試合が開催され

ます。知事は、イングランドラグビー協会への

事前合宿のトップセールスに行かれたと聞いて

おります。成果はどうだったのか、知事にお伺

いいたします。

今回のイングランドラ○知事（河野俊嗣君）

グビー協会の訪問につきましては、ヘッドコー

チを務めるエディー・ジョーンズ氏から、宮崎

で事前キャンプを検討したいという打診があり

まして、その後、調整を積み重ねていく中で、

ラグビー協会のＣＥＯ、最高責任者であります

イアン・リッチー氏との会談が実現したもので

あります。

イングランド代表は、先日のワールドカップ

では予選リーグ敗退と、残念ながらそういう状

況でありますが、エディー・ジョーンズ氏が就

任してから、今、12連勝中、大変勢いがある中

で、エディー・ジョーンズ氏の力量、また戦略

についても高い評価がある。ラグビー協会とし

てもそれを受けとめてということでございま

す。

その会談の中では、本県のすぐれたスポーツ

環境をアピールして、高い評価をいただいたと

ころでありまして、本県の受け入れ環境を実際

に確認したいということで、しかるべき早い時

期に視察団を派遣していただくこととなったと

ころであります。視察団の受け入れに当たりま

しては、関係者と連携を図り、万全の体制で臨

みますとともに、本県でのキャンプの実現に向

けて、最大限努力をしてまいりたいと考えてお

ります。

12連勝、本当にすばらしいと○日髙陽一議員

思います。元日本代表監督エディー・ジョーン

ズ監督が率いるイングランド代表の現在の世界

ランキングは、ワールドカップの王者ニュージ

ーランドに次ぐ２位まで上がってまいりまし

た。このキャンプが決まれば、世界のメディア

が宮崎を訪れます。宮崎のプロモーションビデ

オにも出演していただいているエディ監督とと

もに、宮崎を世界に発信する大きなチャンスで

す。ぜひキャンプの実現に向けて頑張っていた

だきたいと思います。

ところで、スポーツランドみやざきには、た

くさんの海外からのチームも訪れます。選手に

とって一番心配なのが、けがであります。ラグ

ビーなど、特にけがの多いスポーツです。チー

ムドクターがついているチームもありますが、

大きなけがになると、処置をする設備も必要と

なってきます。海外代表チームが合宿に来た

際、メディカル支援はどのように対応するつも

りなのか、商工観光労働部長にお伺いをいたし

ます。

海外のチ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ームに対するメディカル支援につきましては、

今後、本県がキャンプ地としての優位性を図る

上で大変重要な要素になってくるものと考えて
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おります。県といたしましては、言葉や医療制

度が異なる中におきましても、十分な支援がで

きるよう、事前視察の際などに、チームに帯同

するドクターやメディカルスタッフと十分な打

ち合わせを行いますとともに、宮崎大学医学部

や民間の医療機関と連携を図りながら、万全の

体制で受け入れができるよう取り組んでまいり

たいと考えております。

適切な対応ができることで、○日髙陽一議員

スポーツランドみやざきとしての評価が上がっ

てきますので、医療機関としっかり連携をとっ

て臨んでいただきたいと思います。

次に、県では、ワールドアスリート発掘・育

成プロジェクトを実施していますが、スポーツ

少年団で頑張っているたくさんの子供たちが、

けがや故障に悩んでいます。特に、可能性のあ

る活躍している子供たちが、チームの勝利のた

めに自分の体を酷使して、その結果、故障につ

ながることも多く見られます。しかし、これは

指導者に知識があれば、発症を防ぐことができ

ると思います。小中学生のスポーツによるけが

を防止するために、指導者が、けが防止に関す

る知識を身につける必要があると思いますが、

県の取り組みについて、教育長にお伺いをいた

します。

指導者が、スポーツ○教育長（四本 孝君）

によるけがを防止するための知識を身につける

ことは、小中学生の安全なスポーツ活動にとっ

て極めて重要であると考えております。そのた

め、県教育委員会では、運動部活動の指導者を

対象に、けがの予防について専門的な知識を有

するアスレチックトレーナーを講師に招いた研

修を行うなど、安全な部活動の実施に努めてい

るところであります。また、スポーツ少年団を

所管する県体育協会におきましても、指導者に

対して、医学的知識、トレーニング等に関する

研修を実施しているところであります。今後と

も、関係機関等と連携を図りながら、各種研修

会を充実させ、子供たちのスポーツによるけが

の防止に努めてまいりたいと考えております。

私が所属しております軟式野○日髙陽一議員

球連盟では、毎年１月に、約500人の肘や肩の故

障で悩んでいる子供たちにスポーツ障害に対す

る検診及び健康診断を実施しています。少年野

球における投手を含む各選手は、肘や肩を初

め、故障者が多く見られ、将来性のある小中学

生の大きな課題となっております。指導者が早

目に気づくことができれば、重症になり長期離

脱やそのスポーツを諦めることなどを避けるこ

とができます。早期発見が、未来ある宮崎の子

供たちと宮崎のスポーツの発展につながりま

す。今の小中学生たちは、２巡目国体の選手に

なる人材もいるでしょうから、けが防止に努

め、競技力の向上を図っていただきたいと思い

ます。

続いて、２巡目国体について伺います。

先日、第71回国民体育大会及び第16回全国障

害者スポーツ大会が岩手県で開催されました。

そこで、ことしの岩手国体を視察された感想

を、教育長にお伺いいたします。

ことしの岩手国体○教育長（四本 孝君）

は、本県の天皇杯順位が39位となり、昨年の和

歌山国体より３つ順位を上げたところでありま

す。県民に元気、勇気、感動を届けていただい

た選手、監督、関係者の皆様に、まず感謝を申

し上げます。

私も、岩手国体の総合開会式、それからサッ

カー競技の会場に足を運びましたが、震災の爪

跡が残る地域もある中で、心温まる応援やおも

てなしの心に触れ、地元の方々の復興支援等に
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対する感謝の気持ちをひしひしと感じることが

できました。また、岩手県内の各地において、

競技役員を初め、ボランティア、関係者の皆様

が、国体の成功に向けて一丸となって大会を盛

り上げておられる姿を見て、大変頼もしく思

い、まさに大会のテーマでもある「東日本大震

災復興の架け橋」となった国体であったと感じ

ております。

ありがとうございます。○日髙陽一議員

岩手国体では、競技役員やボランティアが多

数活躍していたとのことですが、例えば全国高

校野球大会では、甲子園のグラウンドで審判を

するには10年かかると言われております。２巡

目国体に向け、資格が必要な審判や競技役員の

養成にどのように取り組んでいくのか、教育長

にお伺いをいたします。

審判や競技役員の養○教育長（四本 孝君）

成は、国体の円滑な運営を図る上で必要不可欠

であるとともに、各競技の普及・強化のために

大変重要な課題であると考えております。特に

資格が必要な審判等につきましては、資格取得

に時間を要しますことから、計画的に養成する

必要があると考えております。そのため、県教

育委員会といたしましては、来年度に設置予定

の県準備委員会において、大会を支える審判や

競技役員の養成について検討していくこととし

ております。今後とも、競技団体や関係機関等

と十分連携を図りながら、審判や競技役員の計

画的な養成に、しっかり取り組んでまいりたい

と考えております。

選手の皆さんは、この大会に○日髙陽一議員

向けて、長い時間を費やし、そして努力されて

きます。その集大成を披露する場ですので、そ

れぞれの競技種目で満足のいくパフォーマンス

ができるよう、審判や競技役員の養成をよろし

くお願いいたします。

国体を運営するに当たっては、県民一体と

なって盛り上げていく必要があると思います。

過去の大会では、学生から現役を引退された方

（シルバーボランティア）まで、幅広い年代の

方に参加をしていただいているようです。国体

運営のためには、ボランティアが多数必要であ

ると考えますが、どのように確保していくの

か、教育長にお伺いをいたします。

昭和54年の宮崎国体○教育長（四本 孝君）

におきましては、「日本のふるさと宮崎国体県

民運動」を展開し、運営ボランティアや県外選

手団等へのおもてなしなど、多くの県民の皆様

が、大会を盛り上げてくださいました。また、

昨今のスポーツイベントは、多くのボランティ

アに支えられており、その活躍と盛り上がり

が、イベント成功の重要な要素となっておりま

す。２巡目国体におきましても、競技運営はも

とより、宮崎の魅力を全国へ発信するなど、幼

児から高齢者まで、多くの県民の皆様がさまざ

まな立場で国体に携わっていただけるよう、関

係機関と連携を図りながら、ボランティアの確

保や養成に努めてまいりたいと考えておりま

す。

宮崎総力戦で、どこにも負け○日髙陽一議員

ないすばらしい大会にしていただきたいと思い

ます。

２巡目国体やスポーツキャンプなど、この宮

崎では、これから多くのイベントが予定をされ

ています。私たちは、宮崎に来たことがない人

に向けて、観光誘致のためにさまざまな対策や

広報をして努力していますが、実際に宮崎に来

た人に宮崎のよさを実感してもらい、リピータ

ーになってもらったり、地元に帰ったときに宮

崎をアピールする営業マンになってほしいと
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思っています。

2018年には、宮崎青年会議所が誘致した日本

青年会議所全国大会が本県で開催される予定で

す。宮崎市を中心に４日間、約１万5,000人の若

き経営人が集います。このときに、しっかりと

したおもてなしと感動を届ければ、ＭＩＣＥな

どの誘致につながるのではないでしょうか。ビ

ジネス、観光、スポーツ、そして畜産王国の鶏

肉、豚肉、牛肉の安心・安全で栄養豊富なおい

しい食材、野菜など、どんな目的で来たとして

も、宮崎を訪れた国内外の方が、もう一度訪れ

たいと思うような地域づくり、おもてなしをし

てまいりましょう。

以上で、私の全ての質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。（拍手）

次は、二見康之議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○二見康之議員

ざいます。自民党会派の二見康之です。日本の

ひなた、宮崎県議会のひなたの日髙議員の後を

務めるのは大変恐縮でありますけれども。昨

今、寒くなってきた冬を感じる時期にひなたに

行きますと、ぽかぽかと暖かい日差しを感じる

ということは大変気持ちのいいものでありま

す。ですが、真夏にひなたに行くと大変暑い思

いをしますし、熱中症等の心配もありますの

で、暑い時期に限っては、やはり楠並木の木陰

のところで涼しく過ごすのもいいなと思うわけ

なんですが……。以前、都城にある保育園で緑

陰講座をしているところを拝見したことがあり

ます。夏真っ盛りではなかったと思いますけれ

ども、大きな園庭にある木の木陰で、椅子を並

べて、園児たちがそこに座って先生の話を聞き

ながら勉強する。講師は、前もお話ししたこと

もあるかもしれませんが、子供たちに論語を教

えている安岡定子先生であります。安岡先生

は、御存じの方もいらっしゃるかと思います

が、碩学の師と言われました陽明学の学者でも

あります安岡正篤氏のお孫さんでありまして、

現在、子供たちに論語をわかりやすく教えなが

ら、そして、素読という日本古来の教育の仕方

をもって、子供たちに人としてあるべき姿等を

示しながら活動していらっしゃいます。

その論語の中に出てくる孔子でありますが、

孔子がすごく信頼しているお弟子さんが曾子

（そうし）でありまして、その曾子があらわし

た書物の一つに「大学」というものがございま

す。「大学」は、いわゆる大人の学問、大きい

人と書いて、「おとな」と呼ばず「たいじん」

と読みまして、人の上に立つ者、指導者となる

者のために説いた書物であります。

その大学の冒頭にあるのが、「大学の道は明

徳を明らかにするに在り」と。明徳というもの

は、いわゆる世の中の真理のことを指すことで

あって、それを明らかにする。現代風に言え

ば、例えばノーベル賞、発光ダイオードの発明

やいろんな医療関係の発明、また、さかのぼれ

ば、電気を発明し発明王と言われましたエジソ

ン、また、飛行機をつくられたライト兄弟、そ

ういった世の中のためになるいろいろなものを

見つけること、研究すること、そういったもの

を一つ一つ明らかにすることが、大人の求める

べきものであるとおっしゃっています。

その明徳の反対にあるものが玄徳で、いわゆ

る陰徳。「陰徳を積む」とよく言われますけれ

ども、陰徳は、世の中のためになるというよ

り、むしろ子孫のためになるというような意味

合いが強いのかなと思います。「三国志」、御

存じだと思いますけれども、劉備玄徳という登

場人物がいますが、玄徳は大変人に好かれる人

望の厚い方でありました。それに比べて、知



- 130 -

平成28年12月２日(金)

略、才能にすぐれていた曹操は、どうしていい

人材は玄徳のほうにみんなついていってしまう

のか、非常に悩み苦しんだといいますか、考え

させられたというような内容でありますけれど

も。この玄徳という者は、義兄弟の契りを結ん

だ関羽、張飛、そういった者のために、夜な夜

なわらじを編んでいたりとか、そういった見え

ないところでの徳を積んでいかれるような人物

だったというふうに感じています。であるがゆ

えに、玄徳が亡くなった後も、そういった仲

間、家臣たちは、その子孫のために一生懸命そ

の人生をかけて尽くしてくれた。明徳と陰徳と

いうものはそのような違いがあるのかなと思い

ます。

しかしながら、この宮崎においても、明徳、

陰徳、両方を兼ね備えた人材が育っていくこと

を心から切望しますし、どのように人材育成を

していくのか、教育長に伺いたいところであり

ますけれども、今回は通告しておりませんの

で、次回以降にしたいと思います。

今回は、明徳の部分、いわゆる世の中のため

になる技術、そういったもの等について質問し

てまいりたいと思います。

本県は、豊かな自然環境を生かした社会づく

りを目指して、農林水産業を初め、観光やさま

ざまな分野、そして、山、海、空など、自然を

中心に据えた施策をとってきました。そして、

５年前の東日本大震災から、さまざまな環境の

変化とともに、電力需給に対する国民の意識が

高まりました。この数年間にも、本県内におい

て、太陽光やバイオマスなど、自然エネルギー

を活用した施設がふえてきております。本県

は、平成16年に、地域特性を生かした新エネル

ギーの導入を促進するため、「宮崎県新エネル

ギービジョン」を策定、平成25年３月には、計

画終了期間を１年前倒しして改定を行い、平

成34年度までの10年間の計画を新たに策定して

おります。この改定後の「宮崎県新エネルギー

ビジョン」において、その趣旨として、「本県

が有するポテンシャルを最大限に活用した新エ

ネルギーの導入をより一層促進することを目的

とする」とされております。

世界の動向を見てみましても、先月、モロッ

コにて開催されました国連気候変動枠組み条約

国会議、いわゆるＣＯＰ22において、世界中の

企業が最先端の環境技術を披露し、また、ＣＯ

Ｐ会場の近くの砂漠地帯では、モロッコ政府と

共同で実証実験をしている住友電工が製造しま

す、光をレンズで集めて発電する集光型太陽光

発電の竣工式があったとのことです。この住友

電工の集光型太陽光発電装置については、宮崎

大学においても実証実験されているところであ

ります。このような技術を確立し、本県の強み

である自然エネルギーが真に生かされる社会を

構築していくということは、本県の大きな目標

であると思います。「宮崎県新エネルギービ

ジョン」の着実な推進と、さらなる高みを目指

して努力していくことは、これからの将来の利

益にもつながるものであると思いますが、まず

は、この計画を推進していくに当たり、知事の

お考えを伺います。

以下の質問は質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

本県は、日照環境に恵まれ、降水量が多く、

また、全国有数の農林水産県でありますことか

ら、これらの豊富な資源を有効に活用するた

め、新エネルギービジョンにおきましては、太

陽光、バイオマス、小水力の３つを重点的に取
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り組むものとして位置づけております。太陽光

につきましては、住宅用発電システムで全国

トップクラスの普及率となっております。ま

た、木質バイオマスにつきましては、県内で既

に９つの施設が稼働しております。さらに小水

力につきましては、先般、企業局の酒谷発電所

が運転を開始するなど、計画が順調に進んでい

るところであります。新エネルギーは、低炭素

社会の実現や災害に強いシステムの構築、地域

振興への貢献に資することが期待されますこと

から、今後とも、その導入を積極的に推進して

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

それでは、この計画目標を達○二見康之議員

成するために、これまで県として取り組んでき

たこと、また、民間が進めてきたことを含め、

太陽光やバイオマス、小水力などについて、本

県における導入状況と今後の見通しについて、

環境森林部長に伺います。

本県ではこれ○環境森林部長（大坪篤史君）

まで、太陽光パネル等の設置に対する支援や普

及のためのセミナーの開催、木質バイオマスの

燃料となる木材の安定供給を図るための体制づ

くりへの支援、さらには、小水力に関する市町

村や土地改良区等への技術支援や研修会の開催

などに取り組んでまいりました。その結果、昨

年度末現在になりますが、太陽光発電が72万キ

ロワット、バイオマス発電が９万キロワット、

小水力発電が7,000キロワットなど、合計で平

成34年度の目標値の98％に当たります82万キロ

ワットが既に導入されているところでありま

す。

今後の見通しにつきましては、昨年７月に国

が策定しました「長期エネルギー需給見通し」

におきまして、太陽光やバイオマスなどの再生

可能エネルギーの構成比率を大幅に引き上げる

という方針が示されているところであります。

当面、固定価格買い取り制度の見直しですとか

バイオマス原材料の確保などの諸課題はござい

ますけれども、引き続き、本県でも導入が進む

ものと考えているところであります。

太陽光発電が至るところでふ○二見康之議員

えてきたというのは、いろんなところを車で

走っているとわかるんですけれども、なかなか

接続するのが難しいといった話もたくさん聞い

てまいりました。この数年間に、計画目標の最

終年度である34年度の98％まで導入が進んでき

たということは、大変すごいことだなと思うん

ですが、ここからどのように今後進めていくの

かというのが大きな課題になってくるんだろう

と。先ほど原材料の確保等の課題があるという

ことでありましたので、そこについても考えて

いきたいなと思います。

さきの６月議会でも、私、質問させていただ

いたんですが、今、国が進めています水素社会

の実現に向けてです。電気というものは本当に

便利なものでありまして、明かりとか家電と

か、今では車とか。電気が我々の社会生活に寄

与しているわけなんですけれども、電気という

ものは、ためておくことが非常に困難である、

とどめておくことが非常に難しいという課題が

あります。蓄電池というものもありますが、そ

の原材料が非常に高価であること、また、時間

とともに自然放電するなど、課題があります。

そこで、今注目を浴びているのが、先ほど申し

上げました水素でありまして、水素は、空気中

においてはすぐに拡散してしまうものなんです

けれども、圧力をかけてタンクやボンベにため

ることができる。ためることができるから輸送

することもできる。ですから、この夏に総務政
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策常任委員会で視察に伺いました徳島県におい

ては、移動式水素ステーションというものも導

入されております。週の何曜日というふうに決

め、時間を決めて、そこでいわゆるＦＣＶ（燃

料電池自動車）の燃料の水素を供給することが

できるという取り組みをしております。

また、水素というものは、電気への変換効率

がいいということもあるそうです。また、燃焼

するとき、酸化されるときにはＨ Ｏになる、水２

にしかならない。ＣＯ を排出しないという、環２

境に対しても非常にすぐれたエネルギー源とな

り得るものであります。先ほど知事が御答弁さ

れましたように、ＣＯ を排出しないというのは２

低炭素社会の実現にもつながるものであります

し、貯蔵しておくことが可能である。非常用電

源として利用可能でありますから、災害に強い

システムの構築にもつながるものではないか。

また、そこに対する新しい技術産業を刺激して

いく新たな投資というものが入ってきますの

で、地域振興への貢献にもつながるのではない

かと考えますので、本県としても今後力を入れ

ていくべき分野だと思います。

そこで、まずは、今の国の動向について、国

の水素エネルギーに関する取り組み状況がどの

ようになっているのか、総合政策部長に伺いま

す。

水素は、自然○総合政策部長（永山英也君）

界に存在する多くのものから取り出すことがで

きます。また、御質問にありましたように、保

存や運搬も可能でありますことから、将来、我

が国のエネルギーの柱の一つとなる可能性を

持っていると考えております。このため、国

は、「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を作

成し、その中で、2020年代前半を目途に、家庭

用燃料電池や燃料電池自動車の低コスト化、水

素ステーションの整備などを進め、2030年ごろ

には、海外からの水素供給システムを確立しま

すとともに、水素を燃焼させて行う水素発電を

本格導入することとしております。さら

に、2040年ごろには、再生可能エネルギーとの

組み合わせによるＣＯ を排出しない水素供給シ２

ステムを確立し、日常生活や産業活動のさまざ

まな場面で水素エネルギーを利活用する「水素

社会」の実現を目指すこととしております。

今、全国的に使われている水○二見康之議員

素というものは、いわゆる副生水素（化石燃料

等からつくられる派生的に出てくる水素）で

あって、これはＣＯ フリーではないわけなんで２

す。ただ、使っていなかったものを燃料として

使うということは、効率性を上げるとか、環境

負荷を低減させるという意味では非常にいいも

のかなと思っております。

ただ、先ほど申し上げたＣＯＰ会議での取り

組み等を見てみますと、今後は、低炭素社会を

どうしても実現していかなければならないだろ

うなと。その鍵になるのが再生可能エネルギー

で、新エネルギーの太陽光、バイオマス、水力

等の活用になるのかなと思うわけなんです。

九州管内では、ほかの都市圏に先立って、福

岡県、佐賀県が2012年に北部九州燃料電池自動

車普及促進構想というものを策定し、全国に先

駆けて、燃料電池自動車及び水素ステーション

の自律的拡大の実現を目指して取り組んでおら

れるそうです。水素ステーションの設置では、

限られた水素ステーションで燃料電池自動車の

利便性を最大限確保するため、乗用車、高級

車、ハイブリッド車の販売台数が多い地域に、

ユーザーの出発地点となる水素ステーションを

設置するとともに、道路交通センサスのデータ

から、利用者が訪れることが多い地点に、目的
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地としての水素ステーションを設置するという

イメージ案を作成しています。

この中で、結構前の資料になるわけですけれ

ども、2015年時点での配置イメージでは、福岡

県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県の主要都

市のみにあったわけなんですけれども、2020年

時点での配置イメージでは、空白地域であった

南九州において、鹿児島市、宮崎市、延岡市、

そして、えびのパーキングエリアの上下線にも

水素ステーションを設置するという普及促進構

想が示されておりました。福岡県に問い合わせ

てみましたら、これは燃料電池自動車が発売さ

れる数年前に福岡県が作成したもので、本県に

とっての最適な配置箇所という意味合いではな

いと。また、これにのっとって進めているわけ

でもありませんということでありました。しか

しながら、燃料電池自動車が九州全域を走るこ

とができるようになるためにも、また、北部九

州から長距離トリップの目的地上位30市町村に

挙がった地点であることを考えてみても、決し

て理にかなっていないものではないというふう

に思います。

現在、本県においては、燃料電池自動車が走

行できない状況でありますので、道路はつな

がっていても、水素ステーションがないがゆえ

にＦＣＶ（燃料電池自動車）が走ることができ

ないという状況でございます。いずれ生産台数

とかがふえてくれば、やはり本県としても対応

していかなければならないでしょうし、今後、

燃料電池自動車や水素ステーション、並びに家

庭用燃料電池も含めて、水素社会の普及をして

いかなければならない時期が来ると思います。

本県における水素エネルギーの利活用につい

て、今後どのように取り組んでいくのか、総合

政策部長にお伺いしたいと思います。

水素エネルギ○総合政策部長（永山英也君）

ーの利活用につきましては、現時点では、製造

コストが高く採算ベースに乗っていないこと、

石油やガスのように日常的に利活用するための

社会インフラがまだ整っていないこと、さら

に、燃料電池の低コスト化や耐久性向上に向け

た技術開発が必要であることなど、本格的な普

及拡大には、コスト面、技術面での課題も多い

と考えております。このため、国のロードマッ

プにおきまして、既に利用が始まっております

家庭用燃料電池や燃料電池自動車の普及を図り

ながら、中長期的な視点から、本格的な供給シ

ステムの確立を進めることとされております。

こうした中、県としましても、具体的に動き

出す必要があると考えております。まずは、家

庭用燃料電池や燃料電池自動車の普及の必要性

や、本県が目指す水素社会の姿をわかりやすく

示すとともに、太陽光など本県の豊かな再生可

能エネルギーを活用したエネルギーの地産地消

の可能性について、検討を進めてまいりたいと

考えております。そのために研究会を設置して

おりますので、その活動を加速化させていきた

いと考えております。

済みません、前後してしまい○二見康之議員

ました。その検討会を設置していらっしゃると

いうことで、６月にスタートされたと思います

けれども、現段階での水素エネルギー等利活用

研究会における検討状況について、総合政策部

長にお伺いしたいと思います。

ことしの６月○総合政策部長（永山英也君）

に水素エネルギー等利活用研究会を設置いたし

ました。この研究会は、市町村、県内の石油・

ガス・電気などのエネルギー関係企業、商工団

体、宮崎大学等にも参加をいただいており、将

来の水素社会の到来に向けて、さまざまな意見
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交換を行っております。あわせて、再生可能エ

ネルギーや副生水素など、県内における水素の

賦存量調査を行いますとともに、水素エネルギ

ーに関する国内外の動向や宮崎大学の研究など

を紹介するセミナーの開催、さらに、北九州市

や大分県の水素ステーションや先進企業の取り

組み事例の調査などを実施してきたところでご

ざいます。このような取り組みを踏まえまし

て、現在、再生可能エネルギーを水素に変換し

て蓄え、地域で活用するといった水素の利活用

の方向性や、家庭用燃料電池や燃料電池自動車

などの普及促進策について、研究会で検討を

行っているところでございます。

関連して、企業局長にお伺い○二見康之議員

したいと思います。これまで、本県の豊かな自

然を生かした水力発電事業に取り組んでこられ

ました企業局には、新エネルギー導入におい

て、本県のエネルギー産業を引っ張っていただ

けないものか、期待を寄せたいところでござい

ます。企業局が得意とする水力発電のメリット

には、発電のもととなる水、これはためること

ができるというのが強みであると思います。繰

り返しになりますけれども、電気は、便利なん

ですが、貯蔵することが困難なエネルギーであ

ります。電気への変換効率のよい水素を自然エ

ネルギーで製造するシステムを構築することが

できれば、本県にとってさらに大きな財産にな

ることは間違いないと思いますが、企業局とし

て、新たな時代に向けての水素エネルギーの利

活用に取り組んでいけないものか、企業局長に

お伺いします。

近年のエネルギー○企業局長（図師雄一君）

を取り巻く情勢を踏まえますと、資源の枯渇の

おそれや環境への負荷が少ない新エネルギーの

導入促進は、大変重要であると考えておりま

す。このようなことから、企業局ではこれま

で、太陽光発電の導入や風力発電の可能性調査

などを行ってきたところでありますが、現在

は、これまでに培った技術やノウハウを生かす

ことができる小水力発電の導入を積極的に進め

ているところであります。企業局といたしまし

ては、今後とも、本県の恵まれた水資源を活用

した小水力発電の導入促進に努めるとともに、

議員御指摘の水素エネルギーにつきましては、

先ほど総合政策部長が申し上げました研究会に

企業局も参加をしておりますので、今後とも引

き続き、関係部局とも連携を図りながら、幅広

く情報収集し、研究してまいりたいと考えてお

ります。

本県は、答弁にもありました○二見康之議員

ように、住宅用太陽光発電システムが全国トッ

プクラスの普及率であります。ただ、太陽光発

電は天候に左右され、夜間は発電できず、安定

供給ができないという課題がありますし、木質

バイオマスは、燃料供給を県内では賄い切れな

くなっているのではないかという課題もありま

す。水力についても、設置場所に限りがあると

いうことでありますから、さらなる新エネルギ

ーの導入拡大に関しては、かなり厳しい見通し

もあると思います。しかし、太陽光発電という

ものをもっとうまく活用して、これを安定供給

につなげること、要するに、太陽光で発電した

余剰電力等を水素に変換することができれば、

少なくとも水素は貯蔵、輸送が可能であります

ので、発電の安定供給というものが可能になっ

てくるのではないかと思います。知事におかれ

ましては、これからも部局横断的に、民間企業

や大学等ともしっかり連携をとって、日照時

間、快晴日数に恵まれた本県の優位性を生かし

たエネルギーシステムの構築に取り組んでいた
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だきたいと、強くお願いしたいと思います。

次に、韓国訪問団について伺います。

先月６日から８日にかけて、河野知事を筆頭

に韓国訪問団の一員として、関係部局並びに議

長、日韓交流協会、各経済団体の方々と一緒に

参加させていただきました。国家間の日韓関係

は難しいところもありますが、しかし、お互い

の交流の歴史は古く、しかも地方や民間レベル

では良好な関係を築いているところが多いと思

います。本県も、韓国からのゴルフ客を初め観

光客の多さからも、うまくつき合ってきている

のではないかと思っております。このような良

好な関係を続けていくためにも、訪韓は大切な

ことと思いますが、まず、今回の韓国訪問団の

成果について、知事の所見を伺いたいと思いま

す。

韓国との交流をさらに○知事（河野俊嗣君）

深めるために、先月、星原県議会議長、二見議

員、また、経済団体の皆様とともに韓国を訪問

してまいったところであります。アシアナ航空

本社では、キム社長と面会し、宮崎線の就航

が15周年を迎えたところであり、またさらに

は、冬期を増便、週３便が４便に増便される

と、そういったことに対する感謝の意をお伝え

し、キム社長からは、本県の利用促進の取り組

みなどに対し、高い評価をいただきますととも

に、今後とも、本県と協力して、将来に向けた

路線の充実に一丸となって取り組んでいきたい

というお話をいただいたところであります。

また、ソウル特別市におきましては、柳副市

長と面会し、昨年11月に締結しました「宮崎県

―ソウル特別市観光交流キャンペーン」を引き

続き継続していくということを確認するととも

に、具体的に、マラソンを通じた交流を促進し

ていこうということで提案し、ソウル市関係者

による青島太平洋マラソンの視察を依頼しまし

て、快諾いただいたところであります。

今回の訪問は、定期便の維持・充実を初め、

今後の本県と韓国とのさらなる交流拡大につな

がる貴重な機会になったものと考えておりま

す。

ほかにも、クレアソウル事務○二見康之議員

所や日本政府観光局の方々からのブリーフィン

グや意見交換なども、韓国に対する理解を深め

るのに非常にためになったなと思っています。

また、訪問した先の一つに日本大使館がありま

したが、長嶺大使から、「宮崎県は他の九州各

県に比べ、韓国と姉妹都市を結んでいるところ

が少ない」というお話がありました。これは、

指摘じゃなくてお話があったというふうに思っ

ているんですけれども。「姉妹都市締結数が多

ければいいというものではない」と大使も話を

されていましたが、本県と韓国との関係を良好

に進めていく上で、本県は、この指摘を踏まえ

て、今後どのように韓国との交流に取り組んで

いくのか、知事の考えをお伺いします。

県内では、宮崎市、綾○知事（河野俊嗣君）

町、美郷町の３つの市と町が韓国と姉妹都市を

締結しております。児童生徒の相互交流や農業

関係者の交流など、積極的にいろんな展開がさ

れているところであります。また、民間団体に

おきましても、日本と韓国の親善協会による相

互訪問、これは毎年行われておるところであり

ますし、花のガーデニングを通じた交流やソフ

トテニス団体の交流、日韓交流美術展の開催な

ど、多彩な交流が行われております。さらに、

県におきましても、ソウル市との観光交流キャ

ンペーンのほか、ホームステイ等を通じた小・

中・高校生の相互交流や、考古博物館における

学術文化交流などに取り組んでおるところであ
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ります。また、この時期、さらには２月のキャ

ンプシーズンには、韓国のリーグを連覇した斗

山ベアーズを初め、いろんなチームも来県して

いただいているところであります。

このように、本県と地理的に近い韓国とは、

官民を問わず、さまざまな分野での交流が活発

に行われているところであります。県としまし

ては、こうした交流を積み重ねていく中で、姉

妹都市交流を希望する市町村があれば支援を行

うなど、韓国との交流をさらに広げてまいりた

いと考えております。

では次に、航空交通政策につ○二見康之議員

いて伺いたいと思います。

昨今、香港線の就航、台北線の減便、そして

ソウル線の冬期増便となりました。国内線にお

いては、羽田、中部、伊丹、福岡、沖縄線に加

えて、昨年は関西空港にＬＣＣが就航し、現在

では成田線開通に向けて努力されていると伺っ

ております。今後、本県のビジネスや観光等の

発展のためには、空の交通利便性向上を図るこ

とはとても重要なことであると思います。空港

の現状において、さらなる増便及び新規路線の

受け入れは可能なのか、現在の宮崎空港におけ

る定期路線の就航状況とあわせて、総合政策部

長に伺います。

現在、宮崎空○総合政策部長（永山英也君）

港には、国内線については、５都市６路線、１

日47便が就航し、また、国際線については、３

都市３路線、週８便が就航しております。今回

増便となりましたソウル線につきましても、円

滑な運航ができるよう、国や宮崎空港ビルとの

連絡調整を行い、受け入れが実現したところで

あり、今後も、運航時間帯や機材の整備等に必

要な人員の調整が整えば、さらなる受け入れは

可能と聞いております。今後とも、宮崎空港の

航空ネットワークのさらなる充実に向けて、関

係機関と十分な調整を行い、円滑な受け入れが

できるよう、取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

運航時間帯や機材整備の人員○二見康之議員

確保といった条件が整えば、さらなる受け入れ

が可能ということでありますけれども、では次

に、利用者のニーズに合った誘致を考えていく

必要があるかなと思います。訪韓のときに、ア

シアナ航空や大使館などで言われたのは、韓国

から宮崎に行く方はゴルフ客など比較的裕福な

方が多いと。ですから、ＬＣＣよりフルサービ

スキャリアのほうが合っているような話があり

ました。また一方では、若い者を中心に低価格

な航空便を求める声もあるのは確かなことだと

思います。本県の空の交通の発展を図るため

に、割安感のあるＬＣＣなど、どのように使い

分けて航空ネットワークの充実を進めていくの

か、総合政策部長に伺います。

大都市圏から○総合政策部長（永山英也君）

遠隔地にあります本県にとりまして、航空ネッ

トワークの充実を図り、県民の利便性を向上さ

せますとともに、国内外との交流人口を拡大し

ていくことは、極めて重要でございます。この

ことから、県におきましては、新規路線の誘致

等に取り組んできているところでありまして、

ことし、台北線の減便はございましたけれど

も、昨年のＬＣＣ関西線の就航を初め、香港線

の就航や、ことし冬期のソウル線の増便等が実

現しているところでございます。今後、現在の

路線の維持にしっかりと取り組みますととも

に、国内線については、海外からの誘客も視野

に入れたＬＣＣ成田線の誘致、また国際線につ

いては、ソウル、台北、香港の３路線のさらな

る充実を図りつつ、中国を初めアジアからの旺
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盛な訪日需要を取り込むため、国際チャーター

便等の誘致に、関係機関と連携しながら積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、ＪＲ九州の民営化につ○二見康之議員

いて伺いたいと思います。

昨年６月議会での一般質問において、こと

し10月に上場しましたＪＲ九州民営化について

質問いたしました。これまでにも県内自治体に

おいて幾つか動きがあったようであります。日

南市においては、約1,000万円の予算を計上

し、3,800株を取得され、また串間市において

は、この12月議会において、同額1,000万円の株

式購入の補正予算案を計上する方針のようであ

ります。ほかにも小林市やえびの市などで検討

が行われているようであります。

まず初めに、昨年の６月議会でＪＲ九州の株

式取得について検討を要望しておりましたが、

どのような結論になったのか、総合政策部長に

伺います。

本県の鉄道の○総合政策部長（永山英也君）

利用状況が厳しい中で、その維持・充実を図っ

ていくためには、ＪＲ九州と密接な関係を築く

ことが重要であります。したがいまして、県内

の幾つかの自治体のように、株式を取得し、連

携の意思をＪＲ九州等に対してあらわすという

ことも一つの手法と考えますが、株主として一

定の権限を行使するためには、相当数を取得す

る必要がある等の課題もありますことから、現

時点では、県としての株式取得は考えておりま

せん。ＪＲ九州の完全民営化後においても、路

線の維持・充実や、ＪＲを活用した地域活性化

を図るために、県として果たすべき大きな役割

は、市町村や地域住民の方々など、県内の力を

しっかりとまとめて、具体的にＪＲ九州に対し

て力強く働きかけを行っていくことであると考

えております。今後も引き続き、市町村等と一

体となって、利用促進を含めた維持・充実のた

めの取り組みを推進してまいりたいと考えてお

ります。

株式取得というのは大きく２○二見康之議員

つの意味があって、連携の意思を示す取得と、

意見を言うための取得、なるほどなというふう

に感じたわけなんですけれども。聞いたとこ

ろ、ほかの九州各県も取得は考えていないとい

うことだったと思います。ただ、意味合いが２

つあるのであれば、どちらかの形ででも本県独

自の考え方をとってもいいのかなという気はい

たしました。結論はそういうことであったとい

うことですので、わかりました。

鉄道という交通手段は、通勤通学など生活に

も必要不可欠でありますし、ほかの交通手段で

ある道路、空路、海路、そういったものとの連

携も必要不可欠な交通インフラであります。た

だ、今後、株式上場によってＪＲ九州を取り巻

く環境が大きく変わることは想定されています

し、今後は、路線運行効率についてさらに厳し

い判断をされていく可能性は十分にあると思い

ます。さきに挙げました県内自治体の取り組み

などを鑑みても、より一層、沿線自治体と一体

となって県として取り組むべきことがあると思

いますが、どのようにお考えなのか、総合政策

部長に伺います。

県内の沿線自○総合政策部長（永山英也君）

治体におかれましては、これまでも路線の維持

・充実を図るため、利用促進協議会を中心に、

地元の祭りに合わせた誘客や沿線の名物弁当の

企画販売、駅周辺の環境美化など、熱心に取り

組んでいただいております。県といたしまして

も、各地域としっかり連携し、利用促進等に取

り組んでいるところであります。
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こうした各自治体の路線の維持・充実に関す

る熱い思いを踏まえまして、本年10月に初め

て、知事と沿線自治体の市長、町長など、総

勢24名でＪＲ九州本社を訪問しまして、青柳社

長に直接、利便性向上や路線の存続などについ

て地元の思いを訴え、ＪＲ九州からは、路線維

持等に努めていきたいとの説明があったところ

でございます。

今後とも、ＪＲ九州に対して地域の実情を訴

え、路線維持等について粘り強く働きかけてい

きますとともに、地元市町村と一緒に知恵を絞

りながら、引き続き利用促進等に取り組んでま

いりたいと考えております。

なかなか社長にはお会いでき○二見康之議員

ないと思うんですけれども、10月に訪れたとい

うことで、要望といいますか、宮崎県としての

気持ちを伝えることができたんじゃないかなと

思います。お疲れさまでした。

次に、子育て支援についてお伺いしたいと思

います。

毎年、都城市と三股町と一緒に、地域課題に

ついて県へ要望書を提出させていただいており

ます。ことしは、ちょうど知事が公務のため不

在でしたが、稲用副知事に対応いただきまし

た。そして、課題解決に向けて大変心強いお言

葉を頂戴したと思っております。何より、この

要望内容も年々少しずつ変わってきていまし

て、それは一遍に全部解決することはできなく

ても、一つ一つ課題が解決されてきているとい

うことでありまして、次の課題について検討、

要望できるからであります。県におかれまして

は、これまでも地域の要望に対し、真摯に取り

組んできていただいたことに、深く御礼申し上

げます。

さて、ことし提案・要望させていただいた課

題の一つに、「子ども・子育てに関する支援に

ついて」があります。都城圏域におきまして

も、保育士不足により、保護者が希望する保育

所に入れない潜在的待機児童が多数おりまし

て、潜在保育士の職場復帰を促すとともに、そ

の処遇改善に取り組んでいただきたいという内

容でありました。

これまで、待機児童並びに潜在的待機児童に

ついてさまざまな議論がされてきましたが、ま

ずは、県内における、いわゆる潜在的待機児童

の状況はどのようになっているのか、福祉保健

部長に伺います。

報道等で、い○福祉保健部長（日隈俊郎君）

わゆる潜在的待機児童と言われておりますの

は、保育所等の利用の申し込みをしている児童

のうち、利用可能な保育所等があるにもかかわ

らず、希望する施設に入所できないために待機

しているなど、国が行う保育所等関連状況調査

において、待機児童数に含めないこととされて

いる児童のことであります。本県の潜在的待機

児童の数でありますが、ことし４月１日現在

で123人となっておりまして、市町村別の内訳で

申しますと、宮崎市が115人、日向市及び門川町

がそれぞれ４人となっております。

紹介可能な保育所があるにも○二見康之議員

かかわらず、そこには預けないで待機している

状況にある。いろんな事情があるんだろうとは

思います。ただ、よく聞いてみると、家からと

か職場から近いところだったらいいんですけれ

ども、遠いところを紹介されてもそこには預け

られないという これは現実的にそうだろう―

なと。例えば片道30分ぐらいかかるところに預

けて、そこからまた職場まで30分かかって、ま

た迎えに行ってという、１日２時間ぐらいか

かったりするようなところにはなかなか預けづ
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らいだろうなというのを、地元でも聞いたりす

るわけなんです。

今のお話では、４月１日時点での状況という

ことでありますが、もう一個、10月１日にも調

査をされると聞いております。これはまた後日

公表されると思いますが、先日、都城市の担当

の方に聞いたところ、ことし10月１日時点で92

人の潜在的待機児童がいるということでありま

した。さかのぼって６月の時点では33人。こ

の33人のうち０歳から２歳の潜在的待機児童

は26人と、配置基準において保育士を多く必要

とする世代の割合が多い傾向にあるようでござ

います。この４月では０人であった潜在的待機

児童が、２カ月後には33人、半年後には92人に

増加しているという結果であります。

また、都城市では、空き待ち児童、潜在的待

機児童についての昨年のデータがありまして、

５月には申請者95名に対して、入所決定が74、

空き待ちが21、入所できた割合が78％。６月で

は申請者137に対して、入所決定が115、空き待

ちが22、入所できた割合が84％。この後も申請

者数については毎月100数十名程度でありますの

で、以下は入所できた割合のみ申し上げます

と、７月が81％、８月が79％、９月が68％、10

月は68％、11月は49％、12月は41％、１月が40

％、２月が35％、３月は34％となっておりま

す。年度初めには、それ以降にある程度児童が

入ってくるだろうという想定のもとで、保育園

側も余裕を持って体制をとっているということ

なんだろうと思います。

しかし、子供が生まれてくるのは時期は選べ

ないわけでありまして、その時期によって職場

に復帰するのが、育児休業を１年とれるところ

を数カ月で切り上げないといけないという、そ

ういった状況が起こってしまうのだろうと思い

ます。こういった環境に対しても、今後、対応

を考えていかなければならないと思うのです

が、潜在的待機児童の数というものは、地域に

おいて事情は異なると思いますけれども、この

ようなニーズに対して、今後、県はどのように

対応していくのか、福祉保健部長に伺います。

潜在的待機児○福祉保健部長（日隈俊郎君）

童の年度途中の状況については、市町村ごとに

状況が異なるようでありますけれども、議員御

指摘のとおり、都城市の例のように、地域に

よっては、年度途中に潜在的待機児童の数が増

加することもあるということは、当該市町村か

ら伺っているところであります。いずれにいた

しましても、子育てしやすい環境づくりは大変

重要でありますので、このような状況への対応

を含め、県といたしましては、今後とも、保育

の受け皿拡大に向け、市町村や関係機関と連携

を図りながら、保育士等の安定的な確保や保育

所等の施設整備などの取り組みを、しっかり進

めてまいりたいと考えております。

今年度から、県のほうでは新○二見康之議員

規事業として、潜在保育士の復職支援を行って

いると思いますけれども、現在の取り組み状況

とその効果について、福祉保健部長に伺いま

す。

県ではこれま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

で、潜在保育士へのアンケート調査を実施しま

して、就労意欲や復職条件の把握等を行うとと

もに、就労を希望する方へは、福祉人材センタ

ーへの登録を促すとともに、求人情報の提供を

行うなど、保育現場で働く人材の確保に努めて

きているところであります。さらに、９月に開

設しました保育士支援センターにおいて、潜在

保育士の再就職支援や研修等を行うほか、今月

から社会福祉協議会において、潜在保育士が再
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就職する際の就職準備金の貸付事業等を開始す

るなど、支援の強化を図ったところでありま

す。県といたしましては、今後とも、市町村や

関係機関と連携を図りながら、潜在保育士の復

職支援に向けた取り組みをさらに進め、保育士

不足の解消へつなげてまいりたいと考えており

ます。

取り組みは緒についたばかり○二見康之議員

という感じでありますので、今後、しっかり

フォローしていただきますようにお願いいたし

ます。

また今、答弁にもありました、潜在保育士へ

のアンケート調査についてですが、どれくらい

の数を調査されたのか、また、どのような情報

を得ることができたのか、その結果について福

祉保健部長にお伺いいたします。

県では、潜在○福祉保健部長（日隈俊郎君）

保育士約5,000名を対象としてアンケート調査を

実施いたしましたけれども、1,400名余りの方か

ら回答を得たところであります。このうち、条

件が合えば保育士として就労する意欲がある方

が81％となっております。ただ、勤務条件とし

て、勤務形態は、65％の方が非常勤を希望して

おり、勤務時間につきましても、51％の方が８

時間未満の短時間を希望しているという状況の

ようであります。また、「業務内容等に比べて

賃金が低い」「休暇がとりにくく子育て世代は

働きにくい」などの意見もいただいているとこ

ろであります。県といたしましては、アンケー

ト調査結果も十分に踏まえながら、今後とも、

保育士支援センター等の十分な活用を図り、潜

在保育士の職場復帰を支援してまいりたいと考

えております。

恐らく、子供を抱えて就労す○二見康之議員

るのはなかなか厳しい状況かなと思います。こ

ういった声をしっかり受けとめて、今後、対応

を一緒に協議していければなと思っております

ので、よろしくお願いいたします。

最後に、「宮崎県史」について伺いたいと思

います。

今議会初日におきまして、記紀編さん1300年

記念事業に係る取り組みとして、ことしも古代

衣装をまとっての開会でありました。また、知

事も冒頭に、「古代に思いをはせつつ、先人と

今を生きる私たちが深いきずなで結ばれたよう

な気持ちになる」とおっしゃっておりました

が、歴史に学ぶことは、これからの未来を考え

ていく上での大切なヒントにもなると思いま

す。

まず初めに、本県の歴史をまとめた「宮崎県

史」というものは、今後の県政について考えて

いく上でも参考となるものでありますし、ま

た、文化的価値のある重要なものであると思い

ます。どのように取りまとめているのか伺いた

いのと、また、これを広く県民に周知していく

べきであると思いますが、総務部長の見解を伺

います。

「宮崎県史」は、○総務部長（桑山秀彦君）

本県の置県百年記念事業といたしまして、昭

和59年から平成12年までの約16年間にわたりま

して、県内の歴史資料や公文書等をもとに編さ

んされたものでありまして、県民の皆様に広く

活用していただくために、県内の全ての高校、

大学及び公立図書館などに配付を行っておりま

す。また、販売も行っているところでございま

す。

議員の御質問にもありましたように、この

「宮崎県史」は、本県の歴史や文化を学問的に

明らかにしたものでありまして、後世に伝えて

いかなければならない大変貴重なものであると
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いうふうに思っております。今後、ホームペー

ジでのＰＲを充実いたしますとともに、文書セ

ンターでの展示や公開講座の開催などを通じま

して、県民の皆様に「宮崎県史」を広く知って

いただき、郷土に対する理解を深めていただき

たいと考えております。

実は、知事室とか応接室、県○二見康之議員

庁の講堂とかを訪れたときに、歴代の知事の写

真や肖像画がないなと気がつきました。例えば

都城市役所では、市長室前の会議室に歴代市長

の写真がずっとかけてあります。自治体のトッ

プとして地域のために務めてこられた方々です

から、その功績をたたえる趣旨からも当然のこ

とと思っておりましたが、本県庁舎内で見た記

憶がありません。本県庁舎内に歴代知事の肖像

画や写真を掲示してあるところがあるのか、総

合政策部長に伺います。

本県では、明○総合政策部長（永山英也君）

治16年に宮崎県が再配置された後の初代田辺知

事に始まる官選の知事が35名、昭和22年の安中

知事からの公選による知事が８名、計43名の知
※

事がいらっしゃいますが、県庁舎内では、これ

らの方々の肖像画や写真などは掲示いたしてお

りません。

安中知事というのは、多分、○二見康之議員

公選でもありながら官選でもある方だったと思

いますけれども。九州各県にも聞いてみました

ら、官選知事初代から現職までの写真を掲示し

ているのは鹿児島県１県のみで、公選知事の写

真を掲示しているのが長崎県、熊本県、そして

沖縄県は、琉球政府からの歴代知事の肖像画を

掲示しているそうであります。なお、福岡県、

佐賀県、大分県、そして本県は、掲示していな

いということでありますが、先ほど話に出まし

た「宮崎県史」の中に、官選、民選問わず歴代

の知事の写真が載っていたという記憶もありま

す。そのような資料があるのでしたら、本県の

たどってきた歴史を示すためにも、どこかに掲

示するとか、ホームページなどに県史の概略と

一緒に掲載するなどを行ってはどうかと思いま

すが、知事のお考えを伺います。

今の我が県であります○知事（河野俊嗣君）

が、東九州道の北九州までの開通、また、国際

定期路線は３つ飛んでおりますし、交通インフ

ラの整備が大きく進展する。さらには、日本一

になりました宮崎牛、杉、焼酎、キャビアな

ど、産業分野においても大きく躍進している。

それから、スポーツランドみやざきの展開であ

りますとか、宮崎国際音楽祭、そういう観光・

文化面においても大きな成果が花開いている。

まさにそういう状況にあるわけでありまして、

これら県勢発展の基盤というものが、長年にわ

たる先人の御努力と御貢献の上にあることを忘

れてはならないというふうに考えております。

そういう思いから、郷土の先覚者というもの

を、例えば県庁１階の県民室でありますとか博

物館などに掲示したりという取り組みをしてい

るところでございます。御指摘の歴代知事の肖

像につきましては、さまざまな考え方もあろう

かと思っておりますが、どのような方法がいい

のか、検討してまいりたいと考えております。

どうぞ御検討をお願いしま○二見康之議員

す。

以上をもって、一般質問を全て終わります。

ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時46分休憩

※ 142ページに訂正発言あり

平成28年12月２日(金)
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午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○宮原義久副議長

きます。

ここで、執行部から発言の申し出があります

ので、これを許します。総合政策部長。

〔登壇〕 午前○総合政策部長（永山英也君）

の二見議員の歴代知事に関する答弁につきまし

て、訂正をさせていただきます。知事の人数を

「計43名」と答弁いたしましたが、官選、公選

の両方を務めた方が１名おられますので、歴代

知事の実人員としては「42名」となります。以

上でございます。〔降壇〕

次は、岩切達哉議員。○宮原義久副議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○岩切達哉議員

崎、社会民主党の岩切達哉であります。午前と

違って、少数精鋭の傍聴の皆さんにお越しいた

だいております。応えるために元気いっぱい質

問させていただきたいと思っております。

去る11月27日、犯罪被害者支援フォーラムが

開催され、知事、県警本部長、教育長がそろっ

て来賓として出席しておられました。このフォ

ーラムで講演をいただいた磯谷富美子さんの、

まな娘を犯罪者に奪われた怒り、悲しみ、悔し

さを思い、犯罪被害者、そして家族に対する支

援は、これまで以上に充実させなければならな

いと感じたところであります。同時に、このよ

うな犯罪が起きる社会背景を、私たちはしっか

りと見詰め直し、その根本的な問題に取り組ま

なければならないとも思いました。

その社会背景の今日的課題として、社会格差

の拡大があります。富める者はますます富み、

そうでない者はますます厳しい生活しかない。

さらには、雇用の劣化の中で、正規雇用といえ

ど、電通という大企業にも命を削られ、ついに

は失わされるほどの労働環境がある世情でござ

います。先日も金融資産１億円以上の方が増加

しているとの報道がありました。一方で、子供

の貧困、ひとり親の貧困に係る話題には事欠か

ず、さまざまな課題の根底に貧困の問題は横た

わっています。まさに格差社会であります。我

さえよくばの風潮は、人と人とのつながりを一

層弱め、社会規範を弱めているのではないで

しょうか。これから進む高齢社会の中で、ただ

ただ住みにくい、生きていきにくい社会ができ

上がってきているのではと憂慮するものです。

そのような立場から、私は過去の質問で、働

く皆さんの賃金、労働条件を改善しよう、介護

や保育・医療の現場、公共事業の現場に働く皆

さんのその条件をよくする必要があると、繰り

返し主張してまいりました。今回は、公共サー

ビスの現場で働く皆さんの問題について質問を

いたします。

この間、地方行政改革は、公務労働のアウト

ソーシングを強力に進めてまいりました。私

は、そのアウトソーシングの現場で働き、公共

サービスの任務を果たしている皆さんの生活を

大事にしなければならないと考えております。

最初に知事に伺います。県財政を預かる知事

は、その健全な運営のために、公共サービスに

係る労働の一部を、民間企業やさまざまな法人

などの皆さんにお願いしておられます。一方

で、そういう方々を含む宮崎県民全体の生活と

福祉向上を目指しておられます。その両方の立

場を踏まえ、公共サービスの業務に従事する労

働者に対して、どのような姿勢を持って業務を

お願いしているのか、その労働条件はどのよう

にあるべきと考えていらっしゃるのか、所見を

伺いたいと思います。

残余の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

平成28年12月２日(金)
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〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

業務のアウトソーシングについてでありま

す。アウトソーシングは、質の高い行政サービ

スを効果的・効率的に提供するとともに、民間

雇用の確保にもつながりますことから、行財政

改革の取り組みの一つとして、積極的に推進し

ているところであります。アウトソーシング受

託先の労働条件の設定は、事業者自身が取り組

む部分になりますが、行政サービスの公益性・

公共性を考えますと、民間事業者が受託する場

合であっても、適正かつ安定的にサービスを提

供いただく必要がありますことから、県としま

しては、賃金を含めた事業費の適正な積算を

行っているところであります。今後とも、多様

化する行政需要に的確に対応していくため、民

間の活力が生かされるよう配慮しながら、効果

的・効率的な行政サービスの推進を図ってまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

アウトソーシングの一つに指○岩切達哉議員

定管理者制度があります。指定管理者制度は、

その制度の性格上、３年または５年と年限を

切って施設等の管理運営を任せています。そこ

で働く皆さんは、更新時期が近づきますと、自

分の雇用がどうなるのか、とても強い不安を持

つとおっしゃっています。雇用の安定を図るべ

きではないかと考えますが、県の姿勢としては

いかがな立場でしょうか。同時に、指定管理者

が経営努力をしておられますが、その結果、更

新時に管理料が減額されるということでは、大

変つらいわけであります。努力の汗が報われる

ようなインセンティブを用意する必要があると

思いますが、総務部長の見解をお聞かせくださ

い。

県が指定管理者を○総務部長（桑山秀彦君）

指定する際の指定期間につきましては、御質問

にありましたように、原則として３年から５年

の範囲で設定をしておりますが、これまでに施

設の設置目的や業務内容に応じて見直しを行っ

た結果、11の施設について期間を３年から５年

に変更しているところでございます。また、指

定管理者制度では、指定管理者の自立的な経営

努力を発揮しやすくする観点から、利用料金制

の導入が認められておりまして、条例の定める

範囲で設定した施設の利用料金を、指定管理者

の収入として収受できるようになっておりま

す。

指定期間の見直し及び経営努力に対するイン

センティブにつきましては、サービスや雇用の

継続性・安定性という観点と、新規参入の機会

をふやして競争環境を確保するという観点の両

方のバランスをとる必要がありますことから、

他の都道府県の状況等も参考にしながら、これ

までの取り組みの成果や課題について検証して

まいりたいと考えております。

次に、業務委託という方法で○岩切達哉議員

ございますが、業務委託を受託しておられる企

業、法人等で働く皆さんの問題であります。最

低賃金が宮崎県地域で714円になったところでご

ざいますけれども、昨年度末、宮崎県庁の業務

を受託した事業者は、当時の最低賃金というも

のを参考に、引き上げ前の最低賃金を踏まえて

応札をしたというふうに思っています。確認し

たいのですが、それら従業者の賃金は、今回改

正された最低賃金を下回ることにはなっていな

いのか。また、最低賃金の引き上げの結果、受

託をされた事業者の皆さんが厳しい経営となっ

ていないか、その点について確認させていただ

きたいと思います。
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加えて、厳しい経営環境であるかないかとは

関係なく、労働基準法など、定められているル

ールはしっかり守られているのか、お伺いしま

す。

県が発注いたしま○総務部長（桑山秀彦君）

す清掃や警備の業務委託につきましては、契約

書の中で、労働基準法など関係法令を遵守する

ことを明記するとともに、毎月県に提出される

実績報告書におきまして、法令の遵守状況等に

ついて、受託者みずからが点検を行い、その結

果を県に報告するよう求めております。その中

で、従業員への賃金の関係でございます。これ

は４月に発注いたしますが、その際に、途中で

の最低賃金の引き上げをある程度見込んで予定

価格を設定しております。そうした状況にあり

ますが、従業員への賃金支払い状況が確認でき

る書類の提出も求めておりまして、平成28年10

月に引き上げられた最低賃金につきましては、

全ての業務において問題がないことを確認して

おります。今後とも、労働関係を初めとした法

令が遵守されますよう、受託者に対する適切な

指導に努めてまいります。

続いて、「環境労働者」とい○岩切達哉議員

うふうに表現をさせていただきますけれども、

県の業務と直接関係はいたしませんが、市町村

が担う家庭廃棄物等の処理業務やし尿処理を民

間事業者に業務委託しておられる実態がござい

ます。それらの事業所に就労する労働者、環境

衛生業務に従事する皆さんの雇用実態をどのよ

うに県は捉えておられますでしょうか。環境森

林部長にお尋ねします。

市町村が行っ○環境森林部長（大坪篤史君）

ております家庭ごみの収集などの一般廃棄物処

理業務につきましては、市町村の事務でありま

すことから、県では、委託事業者の雇用実態ま

では把握していないところであります。一方、

廃棄物処理法によれば、県は市町村に対しまし

て必要な技術的援助を与えるよう努めるとされ

ておりますので、市町村で円滑な業務の推進が

行われるよう、必要な助言・指導を行うことは

可能であると理解しております。県としまして

は、産業廃棄物を含む廃棄物全般が適正に処理

されますよう、従事する方々の労働環境を含

め、関係機関や団体と連携して対処してまいり

たいと考えております。

それでは、この項の最後に、○岩切達哉議員

総合政策部長に消費者行政についてお伺いした

いと思います。連続ドラマ「とと姉ちゃん」と

いうのがありました。劣悪な製品を市場から退

場させ、生活用品の機能向上、安全性向上に寄

与したと言われる「暮しの手帖」という雑誌の

製品テストを取り上げたドラマだったと記憶し

ています。このような消費者保護の取り組み

は、現在、消費者相談窓口に発展、引き継がれ

ておりますけれども、昨今では、電話、インタ

ーネットを使った悪徳商法がはびこり、その手

口はますます巧妙化しているとのことで、消費

者相談に従事される相談員の御苦労は大変なも

のと伺っております。現在、どのような体制で

運営され、今後どのように発展させていくの

か、展望をお聞かせいただきたいと思います。

県では、消費○総合政策部長（永山英也君）

生活センター及び都城、延岡の２支所に12名の

消費生活相談員を配置しており、平成27年度の

相談件数は7,716件となっております。最近の相

談傾向を見ますと、幅広い世代でパソコンやス

マートフォンによるワンクリック請求や情報サ

イトの料金請求などが多くなっており、相談員

の方々は、その専門性を生かして適切に対応し

ていただいております。また、消費者被害の未
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然防止を図るため、平成27年度は、386回、１

万6,941人に対して、相談員等を中心に、特に被

害が多い高齢者に重点を置いた出前講座やセミ

ナーを行いますとともに、テレビ・ラジオでの

ＣＭ放映や新聞広告など、啓発・広報に努めて

いるところであります。悪質事業者の手口は、

近年、巧妙化・複雑化しておりますので、国家

資格の取得支援など、相談員の資質向上を図り

ますとともに、市町村への支援や連携の強化を

図ってまいりたいと考えております。

今、相談員さんについて、国○岩切達哉議員

家資格の取得も勧めておられるというようなお

話でございました。知事を初め部長さん方に御

回答いただきました。アウトソーシングの結

果、働く者の労働条件がどのように変化するの

か、十分な検討がなされているかという点で取

り上げてきたところでございます。今、消費生

活センターもありましたけれども、その任務

は、経験・知識、そういったものを積んだ非常

勤の相談員が中心におられるところでありま

す。児童相談所や女性相談所などにも専門的な

知識を持った相談員の皆さんがおられます。そ

のほか、きょうは取り上げませんでしたけれど

も、臨時・非常勤、こういう立場で県庁内で働

く皆さん、さらには教育現場でふえているとい

うことでさまざま言われておりますが、非常勤

講師・臨時教諭の問題、学習支援員、スクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

いずれも公務員という立場ではない非正規の立

場、非正規公務員、そういう立場で働いておら

れます。働いても働いても所得がふえない、生

活が厳しいという実態が、取り上げた公共の現

場にある場合、そのことを官製ワーキングプア

と言われることは御承知だと思います。県民所

得の向上を実現するという県政の大きな目標の

もと、公共サービスを担う民間事業者の支援と

同時に、そこで働く皆さんの生活のため、県が

お願いをしているアウトソーシングがどうある

べきなのか。知事の先ほどの答弁で、「適正な

積算をしている」ということでしたけれども、

適正な積算というのが、官製ワーキングプアの

問題を引き起こさない程度になっているのか、

これからも十分考えていただきたい、このよう

に強く要望させていただきたいと思います。

それでは、ここから福祉の問題について何点

かお伺いしたいと思います。福祉保健部長に御

答弁をお願いしたいと思います。

まず、有料老人ホームの問題であります。有

料老人ホームは今日、高齢者の生活の場として

その数を伸ばしていると認識しておりますが、

まずは、どのような状況でございましょうか。

また、介護つき有料老人ホーム、そうでない単

なる集合住宅など、形式はさまざまと聞いてお

りますけれども、それぞれどのように安心・安

全な生活を担保しているのか、県としてのかか

わりをお聞かせいただきたいと思います。

県内の有料老○福祉保健部長（日隈俊郎君）

人ホームでありますが、ことし７月１日現在

で418の施設があります。５年前の146施設から

しますと272施設ふえております。類型として

は、健康型、住宅型、介護つきの３つに分類さ

れますけれども、それぞれの施設数は、健康型

が１カ所、住宅型が381カ所、介護つきが36カ所

となっております。健康型は、介護を必要とし

ない高齢者を対象に食事の提供等を行う施設で

あり、また住宅型は、入浴や排せつ、食事の介

助等のサービスを行う施設で、ともに届け出だ

けで開設することができます。介護つきにつき

ましては、介護保険サービスを提供できる施設

でありまして、設備基準や人員基準等、一定の
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要件を満たした上で、介護保険法上の指定を受

けることが必要となります。いずれの類型も、

県または中核市である宮崎市に手続をとること

になっております。入居者の安全・安心の確保

につきましては、県におきましては、有料老人

ホームの開設時に、指導指針等に基づきまし

て、災害時の適切な対応や病状急変時に備えた

医療機関との連携等について指導しているとこ

ろであります。さらに、毎年、県内全ての有料

老人ホームを対象に研修会を開催いたしまし

て、入居者の事故防止や感染症の予防対策等に

ついて、注意喚起や情報提供等を行っていると

ころであります。

相当、量がふえているという○岩切達哉議員

印象がございましたけれども、やはり相当ふえ

ているという実情を、今御回答いただいたよう

に思います。

次に、高齢者に対する虐待の問題についてお

伺いをいたします。虐待は密室で行われるもの

であって、それは要介護者に対する介護者から

の暴力や暴言、または経済的虐待などでありま

して、表面化しにくい問題だと認識しておりま

す。県のほうでの最近の把握件数、そして対応

についてお聞かせいただきたいと思います。

本県の平成27○福祉保健部長（日隈俊郎君）

年度の高齢者虐待の状況につきましては、家族

等の養護者による虐待は、相談・通報受理件数

が172件、そのうち虐待と認められる事案が100

件、また、入所施設や介護事業の業務に従事す

る養介護施設従事者等による虐待については、

相談・通報受理件数が19件、そのうち虐待事案

が４件となっております。高齢者虐待は、高齢

者虐待防止法に基づき、基本的に市町村がその

対応に当たることとなっておりますので、県に

おきましては、虐待事案の早期解決に向けて、

市町村からの相談への対応や、市町村において

対応が難しい事案へ弁護士や社会福祉士から成

る専門職チームの派遣を行うほか、市町村職員

などを対象とした研修を実施し、対応能力の向

上に努めているところであります。

ありがとうございました。○岩切達哉議員

この質問原稿をつくっている途中に、「宮崎

県の福祉と保健」という冊子を県のほうからい

ただきました。その中に「有料老人ホーム」の

項がございまして、今御答弁をいただいた施設

数等が書いてありました。一つ一つの定員

も、10とかそういうところから、100何十、こう

いうような大規模な集合住宅もおありのようで

あります。その定員は約１万800人分だったと思

います。そのほかにも特別養護老人ホームが104

施設、5,700人分ぐらい、そういうようなものを

全部足しまして、高齢者の入所施設というのは

約２万3,000人分が宮崎県内に用意されていると

いうのが、この「宮崎県の福祉と保健」という

冊子の中で見てとれました。

実は県議会の図書館にも、「日本で老いて死

ぬということ」というタイトルの本がございま

して、高齢者人口の増加に対して、病院のベッ

ドには数が限りがあって、病院で亡くなってい

くことが難しくなっていくという内容でござい

ました。今後、自宅または施設で、また、今お

話があった中間的なアパート形式の有料老人ホ

ームで暮らし、みとられていく、そういうのが

当たり前になるということでございます。その

ついの住みかで、たたかれたり、縛られたり、

放置されたりするということであっては、人の

尊厳として一体どういうことかということが問

われてしまうと思います。どうか県において

は、有料老人ホームを初め、それぞれの生活の

場ですばらしい援助が行われていくように、十
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分な取り組みを行っていただきたいと思いま

す。何とぞよろしくお願いいたします。

次に、精神障がい者の支援についてお尋ねを

いたします。精神障がい者の県レベルの地域移

行支援連絡協議会体制が、全国では６割が設置

されている中、宮崎県では設置されていないと

伺っております。地域移行、いわゆる病院、施

設等から社会に出ることを応援する体制でござ

います。保健所単位では設置されていると伺っ

ておりますけれども、長期入院から在宅に移行

することを支援し、社会参加できるよう、県と

しての手厚い支援が必要と考えますことから、

県全体としてしっかりとした体制整備が急がれ

ますが、どのようにお考えかお聞かせいただき

たいと思います。

精神障がいの○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ある方が、住みなれた地域において安心して生

活していただくため、県におきましては、現

在、市町村、精神科病院、家族会等の関係者が

参画する協議会を保健所単位で設置いたしまし

て、地域におけるネットワークづくりや理解促

進に取り組んでいるところであります。今後

は、各地域における課題を県全体で整理し、地

域生活支援のための方向性を検討することも必

要と考えておりますので、今年度、県の障害者

自立支援協議会 これは、障がい者全体の協―

議会でございますけれども に関係団体で構―

成された精神障がい者部会を設置しまして、こ

の部会に、県レベルの地域移行支援協議会とし

ての機能を持たせてまいりたいと考えておりま

す。

その部会というものが設置さ○岩切達哉議員

れていく中で、自立支援、地域移行支援という

ものが議論され実施されていくことに期待を寄

せたいと思っております。

その精神障がい者の地域移行について、実

は、県内の精神科病院、医療機関側の理解は随

分と浸透し、積極的な立場であると伺っており

ます。しかしながら、実際の地域移行はなかな

か進んでいないと伺いますが、そういうふうに

なっている課題はどう捉えておられますでしょ

うか。

また、精神障がい者当事者「ピア」または

「ピアスタッフ」と称しますけれども、「仲

間」という意味でございまして、当事者に対す

る相談支援に力を発揮しているスタッフとして

活動しておられます。県としても十分な活用が

必要と思いますけれども、いかが取り組んでい

かれるでしょうか。

精神障がい者○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の方が地域で安心して生活するためには、地域

の理解や、住居や就労の場等の確保のほか、御

本人の退院への意欲を高めることが必要かと思

います。特に、長期に入院されている方は、地

域生活に対する不安を抱えておられることか

ら、まずは、その不安を解消していくことが課

題であると考えております。そのため県では、

地域活動支援センターの活動の一つとして、在

宅で生活する精神障がい者の方が、みずからの

体験を語り、アドバイスなどを行うピアサポー

ト活動事業を実施しているところであります。

この活動は、退院後の生活を具体的にイメージ

でき、退院に向けた意欲の向上や具体的な行動

につながるなど、効果的な活動でありますの

で、今後とも、この事業の十分な活用を図って

まいりたいと考えております。

実は11月中に、現実に19年○岩切達哉議員

間、精神科病院で入院生活をしておられた方

が、地域活動支援センターの支援を受けて在宅

生活、アパート生活をするに至って、今は作業
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所で毎日生き生きと暮らしていらっしゃる、そ

の御本人の講演を聞かせていただくことがござ

いました。「本当に社会参加できるのかという

不安があったけれども、こうやって退院をして

生活をしている自分がとても誇らしい」、こう

いうことを語られておったところであります。

ぜひ強力に進めていただきたい、このようにお

願いをいたしたいと思います。

続いて、発達障がい者支援についてでござい

ますけれども、実は2016年５月、本年の５月で

すが、発達障害者支援法が改正されました。当

事者が社会不適応にある場合、原因を発達障が

いのある人の特性そのものに求めるのではな

く、適さない環境に問題があるという捉え方を

明確にしておりまして、社会の側が環境調整を

行う責任があるとされております。ことし４月

の宮崎県の「障がいのある人もない人も共に暮

らしやすい宮崎県づくり条例」施行は、知事の

障がい者福祉に対する積極的な姿勢を示したも

のであります。担当の部課も熱心なところです

けれども、改正発達障害者支援法の求める社会

的な支援を具現化していくために、どのような

対応をしていく予定なのかをお聞かせいただき

たいと思います。

お話がありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

した改正発達障害者支援法におきましては、日

常生活のさまざまな場面で障がい特性に応じた

配慮を行うといった社会的障壁の除去のほか、

どこで誰と生活するかについての選択の機会の

確保や、関係機関等が連携して切れ目のない支

援を行うという新たな基本理念が盛り込まれた

ところであります。県としましては、医療と福

祉、教育、就労等の関係機関との連携はもとよ

り、公共交通機関、商業施設など、発達障がい

者の方々が社会参加をする上で必要となる分野

の方々とも、さまざまな場面での配慮のあり方

等について新たに意見交換を行いながら、平

成30年度改定予定の次期「発達障がい者支援計

画」において、発達障がいの特性に関する理解

の促進など、今回の改正法の趣旨を反映させて

まいりたいと考えております。

ありがとうございます。今、○岩切達哉議員

御答弁をいただいたように、個人個人の特性に

依拠するのではなくて、社会の側が十分に事前

準備をしておかなくてはならない時代だと。後

ほど、実は質問予定として県土整備部長やその

ほかの皆さんにお尋ねをする予定なんですけれ

ども、そういった全分野において 教育の現―

場でもそうですけれども 考えなければなら―

ない発想だと思っております。県として十分な

コーディネートを行っていただいて、実績を積

んでいかれるように、御要望申し上げたいと思

います。

そういう立場で、ここで教育長にお尋ねをし

たいと思うんですけれども。社会の側に環境整

備の責務があるということを前提に、昔、色覚

検査というものがありました。この場には経験

がある人がほとんどだと思います。色覚認知は

生まれつきのものでございまして、過去さまざ

まな議論があって、主に工場など製造業の現場

でも、そのような方の存在を踏まえた合理的配

慮の先取りがなされ、今日では、そのことで就

労に課題が出ないよう、配慮は徹底されるよう

になっております。学校においては、先ほど申

しましたように、この色覚に関するスクーリン

グは2003年に全廃されたと思いますが、何らか

の事情があったのか、最近になって集団的な検

査を行うという学校があると聞いております。

どのようなことなのか御回答いただければと思

います。
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色覚の検査は、異常○教育長（四本 孝君）

と判別される者であっても、大半は支障なく学

校生活を送ることが可能であることが明らかに

なってきていることなどを考慮し、学校保健法

施行規則の一部改正によりまして、平成15年度

以降、児童生徒の健康診断の必須項目から削除

されております。文部科学省からの通知では、

児童生徒が、自身の色覚の特性を知らないまま

不利益を受けることがないよう、留意事項とし

て、学校医による健康相談において、児童生徒

や保護者の事前の同意を得て、個別に検査及び

指導を行う体制を整えること等が求められてい

るところであります。県教育委員会といたしま

しては、健康診断の必須項目から削除された経

緯等を含め、改正の趣旨を踏まえた適切な対応

について、今後とも周知を図ってまいりたいと

考えております。

御答弁をいただきました、強○岩切達哉議員

制ではなく、個別に、同意をもとに学校医、医

師の相談が受けられるようにはしていく、そう

いう状況であると受けとめさせていただきま

す。

この議論を見ますと、黒板に色つきチョーク

を使うという場面があるときに、見分けづらい

児童がいるのではないかという配慮から、色覚

について把握しよう、こういうふうになったと

も伺います。これは逆に、時代としては、先ほ

ど発達障がい者支援のところで申しましたけれ

ども、社会の側が環境整備する。見分けづらい

子供は数％いるということを、私ども大人の側

は承知しているわけですから、最初から、どの

ようなチョーク使いがいいのか、そして掲示物

はどうあるべきなのかを考えることが社会の責

任だというふうに、社会の側がしっかりと発想

を変えるように 昔ながらに、そういう特性―

のある子をとにかく探し出して、じゃ、次何が

できるのかといえば、何もできない。そういう

ことでは全く課題が解決しない。ぜひ教育長の

ほうから現場への助言をお願いしたいと思いま

す。

次に、再び福祉保健部長に御答弁をいただき

たいと思います。虐待件数が伸びております。

昨年度715件。それに対して児相では、出頭要

求、立入調査、臨検、そういう取り組み、また

親権停止、そういう民法や虐待防止法による法

的手段をとることができるとされていますけれ

ども、状況はいかがでございましょうか。

また、児童福祉法を含めて、虐待対応の法的

対応、そのために全国では弁護士との連携をす

る児童相談所も出ておりますけれども、宮崎県

の対応をお聞かせください。

本県の児童相○福祉保健部長（日隈俊郎君）

談所のここ５年ほどの虐待相談対応について申

し上げますと、「児童虐待の防止等に関する法

律」、いわゆる児童虐待防止法に規定しており

ます、児童の安全確認等を目的とする保護者へ

の出頭要求や家庭への立入調査、さらに強制力

を持って執行する臨検・捜索、また民法に規定

された、虐待を行う保護者の親権を期限つきで

制限する親権停止の請求などの、いわゆる法的

対応の実施を要した事例はありません。しかし

ながら、虐待を受けている児童の安全確保を図

るため、保護者の意に反し施設入所措置等が必

要となる際に、児童福祉法の規定に基づき、家

庭裁判所に申し立てを行う事案は生じておりま

して、このような場合を含め、必要に応じ、弁

護士の助言等を得て、適切な対応に努めている

ところであります。

件数の伸びが、手続にとても○岩切達哉議員

労力を要するこういう法的手続を超えて、とに
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かく説得ということで頑張っている現状につな

がっていないか、そういうことも懸念するんで

すけれども、ぜひ法律の専門家とも協力・連携

をして進めていっていただきたいと思います。

続いて、このような形で保護をした児童のう

ち、児童養護施設を巣立った子供たちが、社会

に参加した後、対人関係等でつまずくことも少

なくありません。若者全般が早い離職をしてし

まうということが言われております中で、施設

退所児童は、頼るところもなく、みずからの力

だけで生きていかざるを得ない。そのため、子

供たちが困難に遭遇した場合、孤立してしま

い、生活が破綻し、さらなる困難を抱え込んで

しまう。全国的には若年のホームレス化という

ことが問題になっている状況であります。今

は、施設職員のボランティア精神で支えていた

だいているという状況だと思っています。社会

的養護の大きな課題でありまして、厚労省は

「退所児童等アフターケア事業」というものを

補助事業としておりますけれども、宮崎県では

どのような形でアフターケアの取り組みが行わ

れているか、お聞かせください。

本県の児童養○福祉保健部長（日隈俊郎君）

護施設退所児童等に対するアフターケアにつき

ましては、現在、施設に配置された家庭支援専

門相談員による退所児童への相談援助や、就職

先などとの連絡調整、また、自立援助ホームに

おける、児童養護施設の退所児童等に対する社

会的自立に向けた支援など、それぞれの施設に

おいて、各種の支援を行っているところであり

ます。しかしながら、退所後にさまざまな困難

に直面する児童に対しては、専門的かつ継続的

な支援が必要とされることから、各施設におい

て対応に苦慮されていると伺っているところで

あります。このような中、児童福祉等に精通し

た専門職員を配置し、退所前から退所後の児童

に対する生活支援や就業支援などを一体的に行

います「退所児童等アフターケア事業」につき

ましては、必要な事業であろうと我々も考えて

おりまして、その取り組みについて、今後検討

を行ってまいりたいと考えております。

ある児童養護施設は、山陰地○岩切達哉議員

方まで子供を迎えに行って助けてきて、しばら

く過ごさせたんだけれども、長期には置けない

ということで悩んでおられました。こういうこ

とで、家庭的養護推進計画というのがあります

が、その中にもアフターケア事業について書か

れておるところでございます。ぜひ前進をさせ

ていただきたい。要望させていただきたいと思

います。

長く福祉の問題をお尋ねいたしました。話題

を変えまして、野菜の入荷不足について、農政

水産部長にお尋ねをいたします。

10月後半から野菜の高騰が続いております。

私は宮崎中央市場にもお伺いして、お話を聞か

せていただいたのですけれども、「入荷量の減

少で高くなっているけれども、農家の所得も

減っている」、こういうふうにも伺いました。

消費者も困っているし、農家も困っているとい

うのが現状でございます。野菜の安定供給は部

長に頼りたいと思っておりますが、どのような

事情があってそういう状況なのか、対策につい

てお聞かせいただきたいと思います。

国内の野菜価○農政水産部長（郡司行敏君）

格につきましては、本年10月の消費者物価指数

によりますと、キュウリ、キャベツ、大根等

が、前年に比べ２割から４割上昇するなど、高

値で推移しているところであります。これは、

８月から９月にかけて襲来し、北海道から九州

まで広い範囲で農作物に被害を及ぼしました台
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風の影響と、９月から10月にかけての曇天、日

照不足による生育の遅延等により、全国的に生

産量が減少したことが主な要因であると考えて

おります。本県も台風16号の被害を受けました

が、生産者の懸命な努力もあり、年末に向けて

は徐々に供給量が安定していくものと思われま

す。県といたしましては、全国有数の野菜供給

産地としての役割を果たすために、今後とも、

気象条件に左右されない産地づくりに努めてま

いりたいと考えているところであります。

私も最近は２分の１カットの○岩切達哉議員

キャベツしかよう買わない、そういう状況でご

ざいます。ぜひ安定供給、よろしくお願いした

いと思います。

続いて、土木行政についてであります。県土

整備部長に伺います。

道をきれいに保持していくことは、観光宮崎

にとって大変大切なことということで、青島に

つながる青島バイパス、堀切峠の整備を過去の

質問でも申し上げましたけれども、最近、道路

美化のモデル事業が青島地区で取り組まれてい

るとテレビ報道もありましたが、その内容をお

聞かせいただきたいと思います。

御質問の事○県土整備部長（東 憲之介君）

業は、「県民と築く「美しい宮崎づくり」沿道

修景美化モデル事業」として実施しているもの

で、これは、県内外からの観光客の皆様などに

対する、より充実したおもてなしを実現するた

め、美しい沿道環境を創出することを目的とし

た事業でありまして、計画から実施に至るま

で、専門家や地域の皆様と一緒になって話し合

いながら、地域の特色を生かした植栽のリニュ

ーアルや記念植樹、花植えなどのイベントを実

施するものであります。現在、宮崎市、小林

市、延岡市において、植栽等の地域活動が活発

に行われている地区を選定し、事業を実施して

いるところであります。今後は、本モデル事業

を踏まえ、このような取り組みを県内各地に広

げていくことにより、観光地の魅力向上につな

がる、県民協働での美しい宮崎づくりを推進し

てまいりたいと考えております。

何とぞよろしくお願いしま○岩切達哉議員

す。

次に、本議会に公共事業の予算が多く組まれ

た補正予算案が提出されております。そこで、

お尋ねをいたしますが、障がいを持つ皆さんの

社会参加の壁を低くするという合理的配慮、こ

れが、先ほども申し上げました「障がいのある

人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条

例」が目指すものであります。ハード、ソフト

両面で壁を低くしていく、とりわけ道路、歩道

というものが障がい者にとって大事な移動手段

の場としてあるんですけれども、この間、バリ

アフリー新法などを踏まえ取り組んでこられた

とは思いますが、この条例施行も含めて、今後

どのようにハード面の合理的配慮というものを

実現していかれるのか、お聞かせください。

これまで県○県土整備部長（東 憲之介君）

では、平成18年に制定されました、今お話にあ

りましたバリアフリー新法に基づき、幅の広い

歩道の設置や段差・勾配の改善、点字ブロック

の設置など、高齢者や障がい者などに配慮した

歩道の整備に努めているところであり、今年度

実施する点字ブロック修繕計画の策定において

も、調査段階から視覚障がい者団体の皆様と意

見交換を行い、計画に反映させることとしてお

ります。今後とも、歩道整備におきましては、

バリアフリー新法に基づき、歩道のバリアフリ

ー化を推進するとともに、今回制定されました

条例の趣旨を踏まえ、障がいのある方から何ら
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かの要請があった場合には、対応が可能かどう

かを検討した上で、その実現が難しい場合で

も、別の方法の提案も含め、話し合い、理解を

得るよう努めてまいりたいと存じます。

続けてお伺いをいたします。○岩切達哉議員

生活にお困りの方、経済的または心身の不調と

いうものがあると思いますけれども、そういう

方々にとって、住まいの確保というものが大変

大事な課題であります。地域包括ケアというも

のが準備されておりますけれども、「住まい」

という土台が必要だという提示がございます。

昨今、空き屋対策ということが言われていると

ころですが、それをお困りの方に住宅として提

供するという取り組みをする自治体が、全国で

は見られるようになっています。住宅政策とい

うのは、福祉との連携なく立てられないという

時代になっていると思いますけれども、県とし

ての考え方をお聞かせください。

住宅困窮者○県土整備部長（東 憲之介君）

の住まいの確保につきましては、これまで、住

宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃

で賃貸する公営住宅を整備するとともに、入居

の際などには、福祉を担当する行政機関等と連

携しながら、住宅困窮者に対して、家賃減免な

どの支援策の情報提供や助言を行ってきたとこ

ろであります。また、住宅や福祉の関係団体等

で構成される「宮崎県住生活協議会」を設置

し、住宅困窮者が入居しやすい民間賃貸住宅の

情報を広く周知する事業にも取り組んできたと

ころであります。住宅困窮者の住まいの確保に

つきましては、今後とも、福祉を担当する行政

機関や関係団体等との連携を図りながら取り組

んでまいりたいと考えております。

高齢化とか社会的格差の問○岩切達哉議員

題、障がい者の問題、そういう状況の中で、先

ほど地域移行支援もございましたけれども、住

宅の確保だとか社会的インフラの整備は大変大

事でございまして、県民から見詰められている

のは、県土整備部だとか福祉保健部だとかいう

ことではなくて、県でございますから、ぜひ連

携をとって今後とも進めていただきますよう、

よろしくお願いを申し上げます。

次に、総務部長にお伺いをいたします。人事

評価制度を導入し、職員の能力向上とともに、

組織としての士気高揚、公務能率の向上を目的

として実施されるに至っております。細かいこ

とは議論いたしませんけれども、「時間外をす

るやつの評価はゼロだ」というふうに発言した

所属長がいたという話を聞きました。これが人

事評価制度なのでしょうか、所見をお伺いした

いと思います。

人事評価制度につ○総務部長（桑山秀彦君）

きましては、地方公務員法の改正を受けまし

て、本県でも、昨年度の試行を経まして、今年

度から本格的に導入したところであります。人

事評価は、公務能率の向上、人材育成、あるい

は組織の活性化を主な目的とするものでありま

すので、評価を行う上司（評価者）には、部下

職員の成長を促す意識や、公正に評価する技術

が求められます。特に、日ごろのコミュニケー

ションを通じて、部下職員の状況を十分把握す

るとともに、評価後の面談では、わかりやすい

説明を行った上で、必要な助言・指導等を行う

ことが重要となります。

ただいま議員のほうから御指摘のありました

所属長の発言については、どのようなやりとり

の中で行われたのか定かではありませんけれど

も、ただいま私が申し上げた点からいいます

と、上司が部下職員との十分な意思疎通を図っ

ていなかった、そういったものではないのか、
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その辺が問題ではないかなと思っております。

人事評価の適切な運用に向けましては、昨年

度、評価を行う職員全員に対しまして研修を実

施したほか、今年度、改めて所属長を集めた研

修を開催しまして、私のほうからも人材育成の

重要性を伝えたところでございます。今後と

も、人を育てる組織風土の醸成に、全力で取り

組んでまいりたいと考えております。

重ねてお尋ねをいたしますけ○岩切達哉議員

れども、県の公共事業職場において働く技術職

の皆さんには技術士という資格がありまして、

大変難関な資格試験と伺っておりますけれど

も、有資格者が多くいらっしゃると聞いており

ます。建築士については、実務経験を経て２

級、１級の試験が受験できるということでござ

いまして、それをクリアして仕事をしていただ

いている。そのほかにも、例えば事務部門で

も、行政書士、税理士等々に、経験を通じて受

験資格を得て受験できるというものもありま

す。仕事を終えて自宅で懸命に勉強して、その

ような資格を得る、そのような職員についての

評価、しっかりと行う必要があると思いますけ

れども、部長の所見をお聞かせください。

職員が質の高い業○総務部長（桑山秀彦君）

務をより効率的に行う上で、技術士を初めとい

たします国家資格などの取得に励むなど、専門

性の向上に向けて積極的に取り組むことは、大

変有意義なことであります。今回導入しました

人事評価制度におきましても、職員が、資格取

得などを含めまして、業務に必要な知識・技

術、あるいは専門性をどの程度身につけている

か、そして、それを仕事の中でどのように生か

しているか、そういった観点から評価を行うこ

ととしております。今後とも、能力開発に向け

た職員の主体的な取り組みを促しまして、仕事

への取り組み状況やその成果がしっかり評価さ

れるよう、人事評価の適切な運用に努めてまい

りたいと考えております。

一口で言うほど簡単なもので○岩切達哉議員

はないようでございまして、技術士というのは

平均15％程度しか合格しないと言われておりま

すし、建築士２級は20％、１級は12％、ちなみ

に社会福祉士で27％ということでございまし

て、資格を取るというのはなかなか簡単なこと

ではないというふうに認識をしております。先

ほどもお話をさせていただいたことなんですけ

れども、人事評価というものについては本当に

難しい。評価する側の個性が出ます。評価され

る職員側との相性もあると思います。せっかく

できた制度ですから、正しく育てていってほし

い、このように重ねて要望させていただきま

す。

それでは、最後の質問となりますけれども、

県警本部長にお尋ねを申し上げます。11月15日

午後５時50分ごろ、宮崎県宮崎市大塚町の堤防

道路で、小学生３人が横断歩道を横断中、軽自

動車にはねられるという事故が発生いたしまし

た。この現場に行ってみました。ここには河川

敷に整備された広場があって、子供たちがサッ

カーなどを学ぶことに適した環境がございま

す。そこから堤防を一段上がりますと、簡易ト

イレ、工事現場にあるような仮設トイレが２つ

ありまして、残念ながら鍵がしてあり、そこに

は、「堤防上に新しいトイレがあります。車に

十分注意してご利用ください。」という張り紙

がありました。それを上がりますと道路になり

まして、歩道があって横断歩道、そして例のト

イレ、こういうことになります。トイレをこの

場所に設置した経過もあるようなんですけれど

も、残念なのは、新聞報道によると、地区住民
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の方が、「いつかは事故があるのでは」という

ふうに認識をしておられた。心配をしていただ

いた。ある意味で危険性が高いという認識が大

人の社会にあったけれども、事故は未然に防げ

なかった。こういうことが残念な点でございま

す。そういう意味では、事後的な対応というの

は、なお一層、緊急かつ適切に行うというの

が、我々大人の社会に必要だと思います。この

問題に、県警としてどのような対応を行うの

か、県警本部長に御答弁をお願いします。

今回の事故は、○警察本部長（野口 泰君）

堤防道路にある横断歩道上で、一度に児童３名

が被害者となった重大な事故でありました。そ

こで、警察としましては、国、県、宮崎市、地

元住民等による現場検討会を開催し、例えば、

横断歩道の標識をよりわかりやすくする対策と

して、発光式の標識の設置など、現場に応じた

安全対策を検討しているところであります。こ

の現場のような、直線道路で信号機のない横断

歩道は、県内に約3,300カ所あり、その手前には

必ず白色でひし形の予告標示を設置しており、

歩行者が優先となっておりますが、車がとまら

ない実態があります。道路交通法上、ドライバ

ーは、歩行者が横断している場合はもちろんの

こと、横断しようとする場合も、必ず一時停止

し、その通行を妨害してはならないことになっ

ております。警察としましては、指導取り締ま

りを強化するとともに、今後も関係機関・団体

と連携し、横断歩道における保護・誘導活動な

ど各種の安全対策や広報啓発活動に努めてまい

ります。

スピーディーな判断に感謝申○岩切達哉議員

し上げたいと思います。横断歩道を渡ろうとす

る歩行者がいたらとまる、そういう運転マナー

でも、日本一住みよい宮崎県を目指していきた

いと思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

次は、河野哲也議員。○宮原義久副議長

〔登壇〕（拍手） きょう、最○河野哲也議員

後の登壇でございます。働き方改革の推進につ

いてでございます。これにつきましては、知

事、３度目の答弁になります。ただ、大事な答

弁になりますので、よろしくお願いします。

安倍首相は、９月26日午後の衆参両院本会議

で所信表明演説を行い、政権の重要課題と位置

づける一億総活躍の実現に向けて、長時間労働

の是正や定年引き上げなど、働き方改革を加速

させる方針を示しました。また、働き方改革に

関する実行計画を年度内に策定する方針を説明

し、可能なものから速やかに実行するとしてい

ます。そこでまず、安倍首相が国会で所信表明

され、現在、国で議論されている働き方改革に

ついて推進すべきと考えますが、知事はこの改

革に対しどのような期待をしているか、お伺い

いたします。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

働き方改革についてであります。現在、国で

議論されております働き方改革は、人々の多様

な働き方を可能とし、格差の固定化を回避する

など、働く人の立場で取り組んでいくこととさ

れておりまして、誰もがその能力を存分に発揮

できる一億総活躍社会を目指すものでありま

す。掲げられたテーマは、どれも大変大事なも

のであろうかと考えております。本県におきま

しては、多くの若者が県外に流出し、高齢化率

が高い水準で進んでいる状況にあります。将来
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にわたって活力ある県として発展していくため

には、若者や女性、高齢者、障がいのある方な

ど、誰もが安心して働き続けることができる環

境を整備することが大変重要であると考えてお

ります。このため、この働き方改革に当たりま

しては、地域の実情にも十分考慮した議論が進

められることを期待しているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

首相直下の会議体である一億○河野哲也議員

総活躍国民会議でも、首相は、「第一に、働き

方改革です。具体的には、同一労働同一賃金の

実現など非正規雇用労働者の待遇改善、定年延

長企業の奨励等の高齢者雇用促進、総労働時間

抑制等の長時間労働是正を取り上げます」とい

う発言がありました。この首相の宣言の後、６

月２日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍

プラン」の２番目に働き方改革が入りました。

今回の改革は、政府が積極果敢に挑み、実行で

きるかどうか本気度が問われています。そこ

で、働き方改革について数点、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

当然、実行段階においては、労使の合意や雇

用への影響などの配慮は必要ですが、県民一人

一人の活躍を後押ししていくためにも、スピー

ド感を持って実効ある取り組みを進めていかな

ければなりません。第一に着手すべき課題は、

長時間労働の是正です。我が国は、欧州諸国と

比べて週49時間以上働く長時間労働者の割合が

高く、ワーク・ライフ・バランスや健康保持の

観点からも、思い切った労働時間法制の見直し

が必要になってきます。36（さぶろく）協定で

定める時間外労働の限度基準の実効性の確保と

ともに、特別条項つき協定を結べば、さらに労

働時間を延長できるという現行の仕組みを見直

し、上限規制を設けるべきであります。本県こ

そ積極的に進めるべき課題でございます。

今回、長時間労働の是正を２つの観点から問

題提起いたします。１つ目は、過労死でござい

ます。先ほどもありましたが、大手広告代理店

「電通」の女子新入社員が過労自殺した問題は

大きな波紋を呼んでいます。亡くなった社員は

過労でうつ病を発症し、昨年末に自殺。労災認

定されました。発症前１カ月の時間外労働は

約105時間に達し、３日間会社に缶詰状態になる

こともあったと言われています。従業員の健康

を度外視した状態が続いていたとすれば言語道

断であります。まずは、本県の過労死に係る労

災請求の推移についてお伺いいたします。

厚生労働○商工観光労働部長（中田哲朗君）

省が公表しております「過労死等の労災補償状

況」によりますと、本県における過去５年間の

過労死に係る労災請求件数は、平成23年度が５

件、24年度が８件、25年度が２件、26年度が８

件、27年度が８件となっております。

報道によると、27年度は精神○河野哲也議員

障がいで18件、脳・心臓疾患で12件の労災申請

があったと聞いています。その申請のうち８件

が過労死によるものということになります。政

府が先月初めにまとめた「過労死等防止対策白

書」によると、労災認定の目安となる月80時間

を超えて残業した正社員のいる企業は23％に上

るとしています。

先日、宮崎に来られたワーク・ライフバラン

ス代表取締役社長、小室淑恵氏は、労働時間で

最低限死守すべきだと考えているのが、「過労

死ライン」と呼ばれているものであって、厚生

労働省が発表している月間80時間だとしていま

す。また、上限を、「企業ごとに事情が異なる

のに一律に決めてよいのか」「企業の自主的な

取り組みが大事であって、規制すべきではな
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い」という声を聞くが、自主的な取り組みや企

業ごとの事情といっても、それはあくまでも過

労死ライン80時間以内の話だとしています。

もう一つの観点として、先ほど紹介いたしま

した一億総活躍会議民間議員の白河桃子氏の言

葉でございますが、「長時間労働に規制が入ら

ないと、仕事と育児の両立、男性の育児参加が

できず、母子が孤立化、第２子が生まれない。

独身の人は婚活もできない。超少子化、労働人

口減、未婚率増加という負のサイクルが回る。

ここで長時間労働に上限を設定すると、男女と

もに共働き、共育てが実現。未婚率が減り、有

配偶者出生率もアップ、次世代も結婚や子育て

にポジティブになれるという正のサイクルが回

る。このことが最終的には一億総活躍にもとて

も効果的である」と述べられています。そこ

で、この観点から本県の働き方改革についてた

だしていきたいと思いますが、まず、宮崎労働

局働き方改革推進本部と県との連携についてお

伺いいたします。

働き方改○商工観光労働部長（中田哲朗君）

革推進本部につきましては、宮崎労働局が平

成27年１月に局内組織として設置したものでご

ざいまして、働き方改革の促進のため、団体、

企業のトップへの働きかけや、働き方の見直し

に向けた地域全体における機運の醸成などに取

り組んでおられます。県といたしましては、推

進本部の設置趣旨であります、働き方改革の促

進につながるよう、労働局と連携しながら、普

及啓発セミナーの開催など、各種事業の推進を

図っているところでございます。

確かに最近、宮崎労働局の積○河野哲也議員

極的なかかわりを肌で感じることができます

が、平成27年度版宮崎県の労働事情という実態

調査報告書によると、事業所がワーク・ライフ

・バランスのための各種制度で導入している制

度は、短時間勤務制度が46.8％と最も多く、次

いで配偶者の出産休暇制度が45.5％となってい

ます。県は、ワーク・ライフ・バランス実態調

査の結果についてどう認識しているか、お伺い

いたします。

ワーク・○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ライフ・バランスの普及指標となります年次有

給休暇や育児休業等の県内の取得状況等につき

ましては、県が毎年実施しております労働条件

等実態調査の中で把握しているところでござい

ます。平成27年度の調査結果によりますと、例

えば、年次有給休暇の取得率は45.8％となって

おりまして、全国平均の47.6％を下回っており

ます。また、育児休業取得率につきましては、

男性が6.9％、女性が91.4％で、ともに全国平均

を上回っておりますものの、国の目標値であり

ます男性13％、女性100％には達していない状況

にあります。県といたしましては、このような

状況を踏まえますと、さらなるワーク・ライフ

・バランスの推進を図っていく必要があると考

えております。

ありがとうございます。○河野哲也議員

先ほど紹介しました小室氏は、「働くことと

子育てをすることは、ちゃんと両立し得ること

なんだ。仕事をすることは、自己表現ができ

て、いろんな人とかかわれて、物すごく幸せで

楽しいことなんだと確信できるような社会に変

えていかないと、この国は沈む」と語っていま

した。先ほども申し上げましたが、こうした働

き方の実現に、本県も全力を尽くすべきだと考

えます。次代を担う若者や女性等の活躍に向け

た働き方改革を進める上で、ワーク・ライフ・

バランスの推進が重要であると考えますが、本

県の具体的な取り組みについてお伺いいたしま
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す。

ワーク・○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ライフ・バランス推進のための取り組みといた

しましては、企業経営者に、働きやすい職場づ

くりへの具体的な取り組みを宣言してもらう

「仕事と家庭の両立応援宣言」登録制度を推進

しておりまして、登録事業所数は年々増加し、

現在827件となっております。また、家庭生活と

仕事を両立できる働きやすい職場環境づくりを

推進するために、社会保険労務士を企業に派遣

し、就業規則の見直し等についてのアドバイス

を行っておりますほか、多様な働き方などの普

及啓発セミナーを県内各地で開催しているとこ

ろでございます。今後も、こうした取り組みを

行いながら、ワーク・ライフ・バランスの推進

を図ってまいりたいと考えております。

応援宣言登録制度の登録事業○河野哲也議員

者が年々増加していることは、大変喜ばしいこ

とであります。宣言内容で勤務時間に触れてい

る事業所が少ないかなという気がしました。例

えば、「私は部下の時間を奪いません」とか、

そういう宣言があるといいのではないかと思い

ます。

三重県の紹介をいたします。三重労使雇用支

援機構（三重県の経営者協会・連合三重）や三

重労働局とともに平成24年に実施された、県内

事業者へのヒアリング調査結果や検討会議をも

とに、働き方改革推進プログラムを作成してお

られました。本県においても同様のプログラム

を作成してみてはどうかと思いますが、いかが

でしょうか。

三重県の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

働き方改革推進プログラムにつきましては、私

も拝見させていただきましたけれども、改革の

進め方やその効果、参考事例などが具体的にま

とめられており、企業にとってもわかりやす

く、今後、本県の働き方改革を推進する上でも

非常に参考になる取り組みであると感じたとこ

ろでございます。御質問にありました、本県に

おけるプログラム作成につきましては、関係機

関の意見も聞きながら、今後検討してまいりた

いと考えております。

よろしくお願いします。○河野哲也議員

三重県はもう次の段階に入っていまして、県

庁内の長時間労働の是正などを目指し、外部有

識者による「働き方改革・生産性向上推進懇談

会（ワーク・ライフ・バランス推進タスクフォ

ース）」を設置しています。今月には具体的な

取り組みについて提言をまとめるとしていま

す。委員は、働き方改革に取り組んでいる県内

企業・団体の代表らと県幹部の計11名で構成。

懇談会では、「仕事の見える化」による効率の

向上、短時間で成果を上げることに対する評価

などについて検討。その提言をもとに、庁内で

モデルとなる実践を進めた後、全庁に取り組み

を拡大し、さらに県内の企業・団体、市町にも

波及させるとしています。河野知事も、例え

ば、子育てに優しい職場づくりのＰＲに、妊婦

ジャケットを着用して出演してみたり、フェイ

スブック等で余暇の過ごし方を発信してみたり

と、意識改革の先頭に立っておられますが、イ

クボス宣言後の県庁内の変化についてお伺いい

たします。

イクボス宣言につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、結婚・出産・子育てなどに希望が持て

ます「くらしの豊かさ日本一の宮崎」を実現す

るために、まずは県庁から職場環境や職員の意

識を変えていきたいと、私の強い思いを示した

ものであります。宣言後これまでに、育児休業

中の職員が県庁内の情報システムを利用するこ
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とを可能にしたほか、女性職員を対象にした相

談窓口の設置、さらには、現在、育児や介護を

行う職員を対象としました勤務時間の弾力的な

運用についても、導入に向けて検討を進めてい

るところであります。また、「県庁職場参観

日」の開催や、夕方の時間の有効活用「ゆう

活」の推進、さらには、私自身、今御指摘があ

りました、九州地域戦略会議の取り組みとし

て、妊婦ジャケットをつけて仕事を行う動画を

発信したり、趣味や余暇の活用について職員宛

てにメッセージを送信するなど、家事・育児を

含めたプライベートの充実がよい仕事につなが

るという意識改革、機運醸成に努めているとこ

ろであります。少しずつではありますが、職

員、また組織としての意識の変化を感じている

ところでありまして、こうした取り組みを継続

し、さらに職員の働き方に対する価値観の変化

を促すことで、県庁を活性化し、またそのこと

が県内全体への波及効果を及ぼす、そういう展

開を図っていきたいと思っておりますし、その

ことを通じて、県民の暮らしの豊かさに結びつ

けてまいりたいと考えております。

今御答弁のように、宮崎県全○河野哲也議員

体の働き方改革を加速させるために、県庁が率

先して改革の必要性を示して、県内経営者等に

メリットを感じてもらえるよう、ぜひ協議を進

めていただきたいと思います。

次に入ります。アセットマネジメントについ

て、県土整備部長にお伺いいたします。

福岡市博多駅前で11月８日朝に突然起きた大

規模な路面陥没。ガス漏れと水道管の破断で周

辺は立入禁止、停電も夜まで続きました。沿道

では営業再開の見通しが立たない企業も多く、

影響が長引くであろうと思われましたが、24時

間態勢で復旧工事が行われ、何と11月15日午前

５時から通行が再開されました。多くの海外メ

ディアから、日本の職人芸と能率のよさに称賛

の声があったことは御存じかと思います。高度

成長期に建設した膨大なアセットの老朽化が確

実に進んでいます。４年前のきょう、中央自動

車道笹子トンネルの天井板崩落事故が発生し、

走行中の車複数台が巻き込まれ、９名が死亡し

た事故は、記憶に新しいところでございます。

今回、ＪＲ博多駅前の大規模な道路陥没は、地

下鉄延伸工事の影響でトンネル内に地下水が流

れ込んだことが原因と見られています。インフ

ラの老朽化が進む大都市などでは陥没が相次い

でおり、専門家は、「どこでも起こり得る」と

警鐘を鳴らしています。人口減少や過疎化が進

む中、限られた資金でどのようにインフラを維

持管理するかが大きな課題となっています。そ

の意味で、長期的視野に立って資産を管理する

アセットマネジメントの視点が不可欠です。こ

のことは、防災の面からも意義は大きいとされ

ています。都市部だけの問題ではないと、本県

もいち早くアセットマネジメントを活用し、損

傷や劣化にその都度対応する対症療法型から、

痛みが少ないうちに修繕を繰り返す予防保全型

管理への転換を進めています。今回の福岡の事

故を見て、宮崎県に公共土木施設のアセットマ

ネジメントを進めるための課題が見えてきまし

た。そこで、県土整備部が管理する公共土木施

設の老朽化の状況について、まずはお伺いいた

します。

県土整備部○県土整備部長（東 憲之介君）

におきましては、道路や河川、港湾などにおい

て、橋梁など数多くの公共土木施設を管理して

おりますが、その多くが高度経済成長期に建設

されており、今後、急速に老朽化が進むものと

見込んでおります。例えば橋梁では、2,101橋の
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うち建設後50年を経過する割合が、現在の19.6

％から、20年後には63％になる見込みであり、

同様に、122カ所あるトンネルでは、現在の20％

から、20年後には39.2％になる見込みでありま

す。

今年度、宮崎県の公共施設の○河野哲也議員

現状について見える化し、県民に理解していた

だくための、公共土木施設のアセットマネジメ

ントを含めた「公共施設等総合管理計画」が策

定されました。課題として見えているのが、１

つは確実に実施するための予算確保、２つ目は

技術職員の育成であります。御案内のとおり、

アセットマネジメントは施設などを効率的に維

持管理する手法で、メンテナンスだけにとどま

らず、膨大なインフラをどうマネジメントし、

長もちさせるかが主眼に置かれております。短

・中・長期にわたる全体像を俯瞰し、その時間

軸の中でどう効率的に管理するかという戦略が

重要になっています。それを確実にするのが、

実際の管理を機能させ、その内容を継続的に改

善することを目的とした、アセットマネジメン

トの国際規格であるＩＳＯ55001の認証取得でご

ざいます。ＩＳＯ55001とは、2014年１月に規格

化されたアセットマネジメントシステムの国際

規格です。社会インフラ分野において、資金、

人材、情報などのマネジメントを含めて、計画

的かつ効率的な施設管理を行い、求められた社

会インフラ機能を継続的に発揮していくために

必要な要求事項がまとめられています。将来に

わたり公共土木施設を適切に維持するために、

アセットマネジメントの国際基準ＩＳＯ55001を

導入できないか、お伺いいたします。

将来にわた○県土整備部長（東 憲之介君）

り公共土木施設を適切に維持するためには、計

画的かつ効率的な維持管理を継続して行ってい

くための、いわゆるアセットマネジメントの取

り組みが大変重要であると認識しております。

このため県土整備部におきましては、平成22年

度からアセットマネジメントを導入し、施設ご

との長寿命化計画の策定を進めており、計画の

実施に当たっては、法律等に基づく定期点検を

行い、診断、必要な補修といったマネジメント

サイクルを構築し、予算の平準化やコスト縮減

に努めながら、施設の老朽化対策に取り組んで

いるところであります。お尋ねのＩＳＯ55001の

認証取得につきましては、これまでに、国、地

方自治体においては、愛知県と仙台市が下水道

分野において認証を取得しておりますが、全国

的な事例も少ないことから、国や他の自治体の

状況を注視してまいりたいと考えております。

財政的に厳しい中で予算を仕○河野哲也議員

組んでいくということで、この認証取得は、あ

る意味突破口になるのではと、ちょっと勉強不

足ですけど、そのように感じて質問をさせてい

ただきました。

全国的にもトップクラスの量の道路施設を管

理する岐阜県は、平成22年度から、岐阜大学の

インフラマネジメント技術研究センターと提携

し、点検や補修に係る高い技術を身につけた専

門家「社会基盤メンテナンスエキスパート（Ｍ

Ｅ）」の養成講座を開講しています。防災や維

持管理に携わった経験を持つ受講者がアセット

マネジメントの基礎を学ぶほか、橋などの点検

や維持管理に関して現地実習をいたします。既

に339人がＭＥに認定されていると聞いていま

す。本県の職員にも、他県同様設計や建設に携

わったことのない技術者が増加していると聞き

ます。また、技術者の高齢化も進んでいます。

本県における土木技術職員の人材の育成の取り

組み状況についてお伺いいたします。
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公共工事を○県土整備部長（東 憲之介君）

円滑に実施するためには、長い間培ってきた技

術力を継承するなど、職員一人一人が確かな技

術力を身につけることが大変重要であると認識

しております。このため県土整備部において

は、平成23年度に人材育成基本方針を策定し、

職員間における着実な技術の継承、効果的な現

場経験の習得、研修に関する組織的なサポート

体制づくり、この３つを柱として定め、職員の

技術力や資質向上に取り組んでいるところであ

ります。具体的には、ベテラン職員が現場立ち

会いに同行してアドバイスを行う技術指導や、

技術的に高度で専門性の高い施工現場を紹介す

る事例発表会などを行うとともに、建設技術セ

ンター研修においては、経験年数に応じた階層

別研修や、第一線で活躍する外部講師による専

門研修などを行っております。今後とも、土木

技術職員の人材育成及び技術力の継承に、しっ

かり取り組んでまいりたいと考えております。

具体的な取り組み、ありがと○河野哲也議員

うございます。こうした動きから、本県で悲惨

な事故を起こさないように、適切な公共土木施

設の維持管理を推進していただきたいと思いま

す。

次に行きます。特別支援教育について、教育

長にお伺いいたします。

発達障がいのお子さんが不登校になっている

実態があります。本県の小中学生の不登校の状

況は、平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒

指導上の諸問題に関する調査」によると、不登

校児童161人、不登校生徒数788人です。ただ残

念ながら、教育委員会は、特別支援学級及び通

級による指導を利用している児童生徒の不登校

の状況をつかめずにいます。つかんでいません

ので、他の不登校児と同じかかわりしかできて

いないというのが実情であると思います。確か

に本県では、不登校児については他県に比べて

少ない傾向にあります。これは教師集団の不断

の努力だと考えています。

しかし、「宮崎は教育の機会を奪っている」

と、不登校になった発達障がいのお子さんを育

てている保護者からの相談がありました。その

保護者は、特別支援学校への転学を希望しまし

たが、手帳の有無で断られたとのことです。６

月議会の一般質問、昨日の一般質問でも、特別

支援学校の拡充について議論がありました。特

別支援学校の教室が対応できないほどの状況で

あるということは重々わかっております。

平成22年11月の質問で、「療育手帳の判断基

準について、アスペルガーを含むＰＤＤの人が

取得できる手帳がないという問題。また、療育

手帳の判断基準の境界線上にいる軽度の発達障

がいの子の療育手帳取得が、県によって対応が

違うということ。療育手帳は知能指数を判定基

準としていることから、発達障がいの子は、日

常は一般の人とコミュニケーションがとりにく

く、社会人として生活することは難しい状況に

あるのに、判定時に日常以上のことができるこ

とがある。それによって療育手帳取得が困難な

状況にあるという実態もある。本県では、療育

手帳の判定上、発達障がいはどのように取り扱

われているのか」とただしました。改めて、特

別支援学級及び通級による指導を利用している

児童生徒の療育手帳取得状況についてお伺いい

たします。

小中学校の特別支援○教育長（四本 孝君）

学級の入級や通級による指導の利用につきまし

ては、児童生徒の障がいの状態や、本人、保護

者の意向等によりまして総合的に判断をしてお

りますので、療育手帳の取得のみを要件とはし
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ていないところであります。平成28年５月１日

現在で、特別支援学級は292校に561学級設置し

ており、2,016人が在籍をしております。そのう

ち知的障がい特別支援学級には814人が在籍し、

その多くは療育手帳を取得しております。ま

た、自閉症・情緒障がい特別支援学級、または

通級指導教室を利用する児童生徒については、

知的障がいを有していないことから、療育手帳

は取得していないところであります。

22年の質問の答弁も、発達障○河野哲也議員

がいを伴う知的障がいのある方について、対象

者の障がいの特性を踏まえながら、生活面・行

動面の状態を十分考慮し、療育手帳の判定を

行っているとのことでした。判定は変わってい

ないということであると思います。さらに、28

年度と29年度の特別支援学校幼稚部・高等部入

学者募集要綱を確認いたしました。28年度では

特別支援学校の入学基準が、手帳取得が前提と

なっていました。29年度から高等部入学はこの

条件が見当たりません。29年度の入学基準をお

伺いいたします。

特別支援学校へ入学○教育長（四本 孝君）

する際の基準につきましては、学校教育法施行

令第22条の３に、視覚障がい、聴覚障がい、知

的障がい、肢体不自由及び病弱の５つの障がい

種別ごとに、入学対象となる障がいの程度が示

されているところであります。特別支援学校高

等部への入学につきましては、希望する特別支

援学校の障がい種別に応じて、診断書または療

育手帳等の所持を原則としながらも、事前の教

育相談の場において、生徒の中学校での様子、

将来の進路、保護者の意向などを伺うことによ

り、入学対象となる障がいの程度であるかどう

かについて確認を行い、総合的に判断すること

としております。

なお、知的なおくれはなく、一定程度の社会

適応能力等を有する発達障がいのみの生徒につ

きましては、ただいま申し上げました基準に該

当しないことから、知的障がい特別支援学校高

等部の入学の対象とはならないものでありま

す。

今の答弁を聞かせながら、要○河野哲也議員

綱を読んだ発達障がいのある子供さんの保護者

は、納得しないと思います。要綱には、確かに

事前の教育相談が位置づけてあります。文末

は、教育相談、「済ませておくこと」です。

「22条の３に規定される者であることを確認し

ておくこと」です。25年第756号通知「障害のあ

る児童生徒等に対する早期からの一貫した支援

について」に、「第１ 障害のある児童生徒等

の就学先の決定」の中で、「障害のある児童生

徒等及びその保護者に対し、就学に関する手続

等についての十分な情報の提供を行うこと」と

なっています。また、「最終的な就学先の決定

を行う前に十分な時間的余裕をもって行うもの

とし、保護者の意見については、可能な限りそ

の意向を尊重しなければならない」とありま

す。我が子の教育の機会の保障が見えない不安

から、こういう訴えになったのではないかと思

います。ぜひ不信感を払拭していただきたいと

要望しておきたいと思います。

確かに、本県も特別支援教育の充実に向けた

取り組みを積極的に行っていただいています。

県内を７つのエリアに分けたエリアサポート体

制を構築し、幼稚園・保育所、小・中・高等学

校に在籍する発達障がいを含む全ての障がいの

ある子供に対応するため、小中学校に拠点校７

校を指定して、専門性の高い教員であるエリア

コーディネーター７名を配置したとのことです

が、発達障がいのある児童生徒への支援の取り
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組み状況を、教育長にお伺いいたします。

発達障がいを含む障○教育長（四本 孝君）

がいのある児童生徒への支援につきましては、

まず、特別支援教育担当者への専門研修や通常

の学級担任への基礎研修を行い、障がいの特性

に応じた指導力の向上を図っているところであ

ります。また、通常の対応では解決が難しいケ

ースの場合には、学校で指名している特別支援

教育コーディネーターが中心となって、保護者

や関係機関との連携をとりながら対応してお

り、その結果、授業に参加できるようになった

り、友達とのコミュニケーションがうまくでき

るようになったりした例も出てきているところ

であります。さらに、県内７地域ごとに、特別

支援学校のチーフコーディネーター９名、小中

学校の拠点校のエリアコーディネーター７名を

配置して、平成27年度はそれぞれ1,977件、566

件の各学校への巡回相談を行っているところで

あります。各学校からは、「子供への具体的な

支援方法への助言が得られ、子供が落ちついて

授業に取り組めた」という声が多数寄せられて

いるところであります。

ありがとうございます。ぜひ○河野哲也議員

継続して、効果を上げていただきたいと思いま

す。

特別支援学校のハード面の課題、先ほどあり

ましたが、特別支援教育コーディネーターの兼

任や通級指導の担当教員が毎年の予算措置で加

配されている現状では、今、相談件数も多くあ

りましたが、年々高まるニーズに対応し切れず

に、必要な指導が受けられないケースが出てき

ています。子供の個々の状況に応じた十分な支

援が届くよう、特別支援教育コーディネーター

の専任化及び通級指導担当の基礎定数化につい

て、国に強く要望すべきであると思いますが、

教育長、見解をお願いします。

小中学校の特別支援○教育長（四本 孝君）

教育コーディネーターは、特別支援学級の担任

や通級指導担当者が兼務している状況でありま

すが、特別な支援を必要とする児童生徒の数が

年々増加する中、さきに述べましたとおり、そ

の役割はますます重要となってきているわけで

あります。このため、私どもといたしまして

も、特別支援教育コーディネーターの専任化を

進めていくべきものと考えており、その基礎定

数化を国へ要望しているところであります。通

級指導担当者につきましては、現在、教職員の

基礎的な定数を超えて国等が特に配置している

加配によりまして対応しているところでありま

す。こうした中、先般、文部科学省がまとめた

「「次世代の学校」指導体制実現構想」におき

ましては、今後10年間で全国で8,900名の基礎定

数化が計画をされております。県といたしまし

ては、今後とも国の動きを注視するとともに、

引き続き国に対して、通級指導担当者の基礎定

数化の要望を行ってまいります。

ありがとうございます。○河野哲也議員

衆議院文部科学委員会は11月18日、不登校の

子供たちへの教育機会の確保、学校外のフリー

スクール、夜間中学など多様な学び場づくりを

進めるための「教育機会確保法案」を、与野党

の賛成多数で可決いたしました。これは、公明

党の主張を受け、フリースクールなどを念頭

に、不登校児童生徒が学校以外の場において行

う多様で適切な学習活動の重要性を認め、個々

の状況に応じた学習活動が行われるよう、国や

自治体が必要な措置を講ずると規定するもので

す。不登校の子供など個々への最大限の配慮を

重視して、教育の機会を確保するための議論を

要望していきたい、そのように考えておりま
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す。

次に行きます。子供の交通事故防止について

でございます。

先ほどもございましたが、最近、宮崎市の大

淀川沿いの市道で児童３人が軽乗用車にはねら

れ重軽傷を負った事故を初め、小中学生の交通

事故について頻繁に報道されています。まず、

本県の小中学生の交通事故発生状況について、

警察本部長にお伺いいたします。

過去10年間にお○警察本部長（野口 泰君）

ける本県の小中学生の交通事故状況であります

が、平成21年の482件をピークに６年連続で減少

しており、昨年は307件でありました。死亡事故

は、平成23年５月、日南市における小学３年男

児の事故以降、発生しておりません。６年連続

の減少要因の一つは、宮崎県交通安全協会に委

託して実施している、交通安全指導員による児

童生徒に対する交通安全教育や街頭指導が挙げ

られます。

御努力に感謝いたします。○河野哲也議員

今回の場合は放課後の活動途中でありました

が、登下校中の交通事故の発生状況について、

警察本部長にお伺いいたします。

小中学生の登下○警察本部長（野口 泰君）

校中における交通事故の発生状況についてであ

りますが、本年10月末現在で、小学生が21件、

中学生が41件の合計62件で、昨年同期と比べマ

イナス10件と減少傾向にあり、死亡事故は発生

しておりません。しかし、本年10月末までに発

生した小中学生の事故213件中、約３割の62件が

登下校中の事故であり、今後さらに登下校の安

全確保対策を進めてまいります。

具体的な対策は、実は平成24○河野哲也議員

年度からとられている。その結果が今あらわれ

ているなと実感しているところでございます。

平成24年４月に京都府亀岡市で発生した、登校

中の児童等の列に自動車が突入する事故を初

め、登下校中の児童等が死傷する事故が連続し

て発生したことを受けて実施された通学路の緊

急合同点検。本県における実施状況としては、

点検実施学校数235校、点検実施箇所数982カ

所、対策必要箇所数855という報告がありまし

た。各自治体のホームページ上で、学校ごとに

箇所名、通学路の状況、対策内容、事業主体を

公表するというスピード感のある対応だったこ

とを記憶しています。あれから５年でございま

すが、平成24年に県土整備部、教育委員会及び

警察本部の３者で実施した、通学路の緊急合同

点検のその後の状況はどのようになっている

か、それぞれの部局にお伺いいたします。

平成24年に○県土整備部長（東 憲之介君）

実施しました緊急合同点検の結果、県管理道路

において、対策が必要とされた箇所は246カ所あ

り、ことし３月までに全ての箇所に着手し、歩

道整備や防護柵、区画線の設置など211カ所で対

策が完了しており、残り35カ所については、早

期完成に向け整備を進めているところでありま

す。また、平成26年度に、この取り組みを継続

して推進するため、県内全市町村において、地

元自治会、学校、警察及び道路管理者などで構

成される協議会を設置し、通学路交通安全プロ

グラムが策定されたところであります。このプ

ログラムでは、協議会により合同点検を行い、

対策の検討、その実施、次に対策の効果の把

握、さらには、その結果を踏まえた改善・充実

を行うＰＤＣＡサイクルとして、これを毎年実

施することとしております。今後とも、市町村

や教育委員会、警察などとも連携しながら、通

学路の交通安全対策に努めてまいりたいと考え

ております。



- 164 -

平成28年12月２日(金)

平成24年に実施され○教育長（四本 孝君）

ました通学路の緊急合同点検において、学校、

教育委員会の対策が必要な箇所は、91カ所確認

をされたところであります。県教育委員会で

は、各市町村教育委員会や学校に対して、通学

路の変更、地域ボランティアやＰＴＡと連携し

た登下校時における見守り活動の実施など、関

係者が連携しながら、学校や地域の実情に合わ

せて対策を講じるように指導に努めてまいりま

した。その結果、平成27年度末時点において対

策が必要な箇所は、残り２カ所となっており、

今年度中には完了する予定であります。また、

緊急合同点検後直ちに、全ての市町村教育委員

会に対し、道路管理者や警察など関係機関から

構成される協議会を組織し、定期的に合同点検

を実施するよう依頼したところであり、現在、

全ての市町村において、通学路交通安全プログ

ラムに基づき、継続的な取り組みがなされてい

るところであります。

平成24年度に実○警察本部長（野口 泰君）

施した通学路の緊急合同点検の結果、警察とし

て何らかの対策が必要なところは349カ所でし

た。警察では、横断歩道の補修や移設、通学時

間帯における交通規制時間の変更、歩行者用信

号機の新規設置等、本年10月末までに341カ所の

対策が完了しており、残り８カ所につきまして

も、関係機関と連携した対策を進めているとこ

ろであります。また、平成24年以降も毎年、通

学路における児童生徒等の安全を確保するた

め、関係機関との合同による安全点検を実施し

ております。今後とも、通学路の交通環境の整

備に取り組むとともに、ドライバーに対する指

導取り締まりや児童生徒に対する交通安全教育

を推進してまいります。

それぞれ通学路の交通安全、○河野哲也議員

ハード面の整備については、しっかりと進んで

いるということ、御努力を感謝いたします。

先日の新見議員の質問でも確認されました

が、本県も、歩行中の交通事故による死傷者数

を年齢別に見ると、小学校１～２年生に当たる

７歳児が突出していることが確認されました。

全国的に７歳児の事故が相変わらず多いと聞い

ておりますが、７歳児の死傷事故の特徴とし

て、内訳は、登下校時36％、遊戯・訪問29％、

買い物・散歩・観光・ドライブが12％、その

他23％。全体の73％が日中に発生、日没前後を

合わせると93％に上る。曜日別では、平日が、

土曜日の約２倍、日曜日の約2.5倍になってい

る。男児が女児の２倍であると。そこで、なぜ

７歳児に多いのか。対策に何が必要か。子供の

発達段階に応じた交通安全教育を研究する山口

・大阪国際大学准教授は、小学校に入り児童だ

けで行動する機会がふえたことが主な要因とし

ながら、入学前の早い段階から、危険を感知し

て避ける能力を身につける交通安全教育が重要

であるということ 実は、幼稚園児と保育園―

児の交通事故の差があるという一つに、保育士

の養成課程で交通安全教育が必須科目に含まれ

ていない。いざ現場に出たときに動けないとい

う実態もつかんでありました。やはり子供の発

達上の特性を踏まえた交通安全教育を行ってい

かなければならないと考えます。私のほうは教

育方面から質問したいと思いますが、低学年へ

の放課後活動を含めた交通安全指導の取り組み

について、教育長にお伺いいたします。

小学校の低学年で○教育長（四本 孝君）

は、まず、学校生活や日常生活全般にわたり安

全に行動することの大切さを理解し、安全のた

めの決まり・約束を守ることや、自分自身で身

の回りの危険に気づくことができるようにする
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ことが重要であります。交通安全に関しまして

は、学校では、教職員と新入学児童が一緒に下

校し、通学路の危険箇所を実際に確認した上で

指導を行っているところであります。また、学

校のみならず、地域の警察署や交通安全協会、

自動車学校など関係機関の協力もいただきなが

ら、校庭に横断歩道や信号機を再現して、正し

い渡り方などの指導がなされているところであ

ります。今後とも、児童生徒が交通事故を身近

な問題として捉え、交通安全意識を高めるため

の取り組みが充実しますよう、各学校を指導し

てまいりたいと考えております。

学校生活の中でも、危険を考○河野哲也議員

えさせる機会を日常的に設定するというんで

しょうか、そういう場が必要ではないかと考え

ます。

最後でございます。取り調べ可視化につい

て、警察本部長にお伺いいたします。

今回の提出議案に改正宮崎県迷惑行為防止条

例があります。より一層の県民の安全確保のた

めに尽力していただけるものと、敬意を表した

いと考えます。今回の改正の主なものは、現条

例の曖昧な部分を明確にし、細かく対応できる

ようにすることであります。誤認のない取り締

まりができることを期待したいと思います。

ところで、容疑者が取調室に入ってから出る

までの全過程を録音・録画することで、不当な

捜査から容疑者を守ることができるとして、取

り調べの全過程可視化が2019年の６月までに施

行されます。全国的に警察による可視化の試行

は2008年から始まり、本格的試行は本年10月１

日から始まりました。取り調べの録音・録画の

対象事件は、警察で試行実施しております裁判

員裁判対象事件及び知的障がいを有する被疑者

の事件で、身柄拘束中の被疑者の取り調べを対

象として実施しているとお聞きしました。ま

ず、宮崎県警の取り調べで録音・録画の実施状

況についてお伺いいたします。

取り調べの録音○警察本部長（野口 泰君）

・録画につきましては、平成21年度から、死刑

または無期の懲役等に当たる罪に係る裁判員裁

判対象事件を対象として試行を開始しました。

さらに、平成24年度から、知的障がいを有する

被疑者に係る事件を対象に加えるなど、段階的

に対象を拡大して現在に至っております。実施

状況につきましては、裁判員裁判対象事件は、

本年10月末までに86事件の1,279回、知的障がい

等の障がいを有する被疑者に係る事件は76事件

の313回、合計162事件、1,592回の録音・録画を

実施しております。

冤罪防止に取り調べの全過程○河野哲也議員

可視化は不可欠であります。繰り返しますが、

容疑者が取調室に入ってから出るまでの全過程

を録音・録画することが重要になってきます。

先ほどの答弁では、およそ1,600回の取り調べを

行っていることになりますが、対応できる環境

は整っているんでしょうか。録音・録画装置の

配置状況を確認したいと思います。

警察本部及び全○警察本部長（野口 泰君）

ての警察署に合計21台の録音・録画装置を配備

しており、現時点、全ての録音・録画の対象事

件に対応できております。

刑事司法の原則「10人の真犯○河野哲也議員

人を逃すとも、１人の無辜を罰するな」と言わ

れていますが、県民は、宮崎県警が、真犯人を

１人も逃さず、１人の無辜を罰するなと注目し

ていることをお伝えし、質問の全てを終わりま

す。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○宮原義久副議長

ました。

平成28年12月２日(金)



- 166 -

平成28年12月２日(金)

次の本会議は、５日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時49分散会



12月５日（月）
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、田

口雄二議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、お○田口雄二議員

はようございます。一般質問４日目、２日前

に58歳になりました、県民連合の田口雄二でご

ざいます。

本日は、朝一番の質問であるにもかかわら

ず、早起きして延岡より若い世代の方々が傍聴

に来ていただいております。本日はまことにあ

りがとうございます。議会傍聴は初めての方ば

かりですので、県政に関心が高まるような質問

ができればと思っております。なお、研修も兼

ねて終日の傍聴です。本日のあと３人の登壇者

には、さすが県議会議員というような質問をし

ていただきたいのですが、くれぐれも私がかす

んでしまわないような配慮もよろしくお願いい

たします。知事を初め執行部の皆さんの明快な

答弁をよろしくお願いいたします。

本年もあとわずかとなりましたが、この夏の

リオオリンピックで、私の東海中学校の後輩、

松田丈志選手が３大会連続の４つ目のメダル

を、日本の水泳界の最年長で獲得し、また、柔

道の大野選手の金メダルを初め３つのメダルを

獲得し、大いに県民を喜ばせてくれました。ま

た、おととしの９月議会の一般質問で大相撲の

琴恵光関のことを紹介させていただきました。

十両と幕下を何度か上りおりしましたが、その

後安定的な力をつけてきており、十両で十分戦

えるようになり、先場所は十両の準優勝でし

た。残念ながら、九州場所では十両２枚目で６

勝９敗と負け越してしまいましたが、来年中に

は幕内に上がってくれるものと期待しておりま

す。松田選手はもう引退を表明しましたが、柔

道の３選手は東京オリンピックでもメダルが期

待されています。琴恵光関とともにしっかりと

精進して、さらに上を目指してほしいもので

す。

では、知事の政治姿勢について、まずお伺い

しますが、その前に知事にお礼を申し上げま

す。去る11月17日、延岡市民大学60周年記念公

開講座に、河野知事が講師として、「躍動する

みやざき新時代～「新しいゆたかさ」の実現を

目指して～」と題して講演いただきました。現

職の知事が講師となるのは初めてで、知事か

ら、「このような生涯教育が60年も前から行わ

れていることに驚きました。すごいですね」の

お言葉もいただきました。予約者のみとはい

え、会場はあふれんばかりの入場者で、すごい

熱気となりました。知事も上着を脱いで、わか

りやすく丁寧に県政の課題や展望を話していた

だきました。知人も多く来ていましたが、知事

の気さくな人柄に触れられて、皆さん大変喜ん

でいました。高速道路がつながったことで延岡

も近くなったとはいえ、よく足を運んでいただ

いておりますことに、心から感謝いたします。

本当にありがとうございました。

では、質問に入ります。全国知事会では、一

昨年12月の「まち・ひと・しごと創生法」の成

立を受け、地方創生こそが一億総活躍社会実現

のためのメーンエンジンであると、大きな期待

を抱いていました。しかし、華々しく打ち上げ

られたにもかかわらず、最近はトーンダウンし

ており、不満を持った知事会は、「地方創生の

本格実現のための特別決議」を提出していま

す。少子化対策及び子どもの貧困対策の抜本強

平成28年12月５日(月)
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化、地方への人の流れを生み出す取組の促進、

国家戦略としての政府関係機関の移転の推進、

地域の将来を支える人材育成の強化等々、８項

目にわたって要望しています。全国知事会会長

の山田京都府知事は、闘う知事会として、困難

な問題に真っ正面から向き合うとしての特別決

議をしました。人口減少や高齢化が進み、地域

間の格差の是正を求めて、知事会からの切実な

要望であったものと思います。知事会の構成員

の一人である河野知事は、地方創生の現状をど

のように捉えているのか、お伺いをいたしま

す。

次に、アメリカ次期大統領のトランプ氏に関

連して伺います。ドナルド・トランプ氏が、大

方の予想に反して、クリントン候補に大逆転で

アメリカ次期大統領に内定しました。ＴＰＰに

加盟しないことを既に選挙戦のときから訴えて

いました。選挙中から日本をたびたび例に出し

ながら、間違った事実をアメリカ国民に訴えて

いました。日本は防衛に関してはアメリカにお

んぶにだっこみたいなことを言っていました。

しかし、実態は、在日米軍の駐留経費に加え、

米軍再編成関係費なども負担しており、防衛省

の内部試算によると、負担総額は年間7,600億円

に上り、日本を除く同盟国の総額よりはるかに

多く、逆に「払い過ぎではないか」との声が出

るほど、日本が圧倒的な負担をしています。も

ちろん、沖縄県が大きな負担を負っていただい

ておりますことは十分理解していますが、東ア

ジアでは、尖閣列島や東シナ海、南シナ海での

中国の傍若無人な挑発的な振る舞いや、北朝鮮

の相次ぐ核実験やミサイルの発射等々、緊張が

さらに増している状況です。そんなときにトラ

ンプ氏の出現です。宮崎県の防衛協会の会長で

もある河野知事は、トランプ次期大統領就任に

伴う日本の安全保障についてどうお考えか、お

伺いをいたします。

次に、防災対策についてお伺いします。９

月20日、宮崎に上陸した台風16号は、本県、特

に県北に大きな爪跡を残していきました。延岡

では、20日の朝までの24時間雨量は観測史上最

大を記録し、１時間の雨量も、９月としては観

測史上最大の81.5ミリの激しい雨量に見舞われ

ました。延岡市北川町では老人保健施設、郵便

局等が浸水し、その映像は全国ニュースとなっ

て何度も放映されました。知事は、この台風の

被害状況の実態を把握するため、９月25日、日

向、門川、延岡の県北地区に入っていただきま

した。一番被害が大きかった北川町の北川を視

察して、知事はどのような感想を持たれたか伺

います。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、地方創生についてであります。地方創

生は、東京一極集中を是正し、さらに、地方が

成長する活力を取り戻すことにより、人口減少

を克服することを目的に、国・地方を挙げて取

り組んでいるところであります。地方におきま

しては、全ての団体が総合戦略を策定し、交付

金等を活用しながら、地域の実情に応じた事業

を展開しております。本県も、産業振興による

雇用の創出や移住・ＵＩＪターンの促進などに

よる社会減対策、あるいは結婚・出産・子育て

支援などによる自然減対策に取り組んでいると

ころであります。しかしながら、国勢調査の結

果を見てみますと、東京一極集中はむしろ加速

をしており、この流れを転換するためには、長

期間にわたる継続的な取り組みが必要であると
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考えております。このため、地方は地方でそれ

ぞれ努力を重ねることは大変重要であると考え

ておりますが、国に対しては、地方の実情に応

じた支援策を継続的に講ずるとともに、政府関

係機関や大学の地方移転など、東京一極集中を

是正するための対策を講じていただくよう、全

国知事会などさまざまなチャンネルを通じて求

めてまいりたいと考えております。

次に、安全保障についてであります。御指摘

のとおり、アメリカの次期大統領就任に伴いま

す、日本の安全保障面における影響というもの

は、大変不透明な状況であります。選挙戦での

発言はともかく、巨大な権限と責任を伴う大統

領の椅子に座られるときに、今後どのような方

針を示されるのか、大変興味を持って注視して

いるところであります。国際的なテロの発生

や、北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイルの発射な

ど、我が国を初め世界を取り巻く安全保障環境

が厳しさを増している中で、日米関係は大変重

要なものであると考えております。私としまし

ては、引き続き、日本とアメリカの強固な信頼

関係のもと、日本の安全がしっかりと保たれる

ことを望んでいるところであります。

最後に、北川の浸水被害視察の感想について

であります。台風16号で被害の大きかった県北

を視察いたしました。地元の皆様から当時の状

況を伺うとともに、道路や河川、農作物などの

被害を目の当たりにし、災害の傷跡の深さを実

感したところであります。一方で、北川では、

まず家田地区を視察しましたが、過去の教訓を

生かした霞堤による整備の効果や、宅地かさ上

げなどにより、家屋の浸水など被害の拡大を防

いだことも確認をしたところであります。ま

た、次に視察をした曽立地区では、介護老人保

健施設の１階が浸水をしておりましたが、過去

の経験から居室を２階以上に設けていたため、

入居者が難を逃れております。住民の皆様一人

一人が常に危機意識を持つこと、また過去の経

験に学ぶことの重要性を再認識したところであ

ります。今回の視察を経て、まずは被災した箇

所の早期復旧を急ぐとともに、これまでの整備

により一定の効果が出ているものの、引き続

き、防災・減災対策につきまして、国や市町村

と連携を図りながら、しっかり取り組んでいく

必要があると感じたところであります。以上で

あります。〔降壇〕

全国知事会の特別決議、東京○田口雄二議員

一極集中はさらに加速し、地域間格差が増大す

ると、知事会は非常に心配していることと思い

ます。そのような中、今、東京オリンピックの

施設整備が連日報道されています。１つの施設

に500億、600億と、とんでもない建設費用が言

われております。これから10年後の２巡目の宮

崎国体に向けての施設整備を考えると、とても

考えられないような金額で、桁が１つ違いま

す。ちなみに600億円は、私が住んでいる延岡市

の１年間の予算です。地方創生に政府はもっと

真剣に取り組んでもらいたいものだと思ってお

ります。

次に、県土整備部長に伺います。今回の台風

の水害の地域に関しては、平成９年の北川を

襲った大水害で、国と県で合わせて210億円、ま

た平成17年にも、大水害に見舞われた五ヶ瀬川

水系の、同じく210億円をかけて激甚災害対策特

別緊急事業が実施されましたが、改めてその事

業内容についてお伺いいたします。

平成９年台○県土整備部長（東 憲之介君）

風19号における北川の河川激甚災害対策特別緊

急事業、いわゆる激特事業の内容であります

が、五ヶ瀬川との合流点から川島橋までの区間
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においては、国が河道掘削や堤防の整備等を行

い、その事業費は約119億円であります。川島橋

から北川大橋までの区間においては、県が実施

し、河道掘削や、今回報道されました霞堤方式

等による堤防の整備を行い、事業費は約91億円

であります。また、平成17年台風14号における

五ヶ瀬川水系の激特事業の内容としましては、

国において、五ヶ瀬川や支川の北川、祝子川な

どで河道掘削、堤防の整備、安賀多橋のかけか

え、排水ポンプ場の設置等を行い、その事業費

は約200億円であります。県においては、家屋等

の浸水被害の軽減を図るため、祝子川支川の蛇

谷川に排水ポンプ場の設置を行い、その事業費

は約10億円であります。

北川、五ヶ瀬川水系ともに、○田口雄二議員

国と県を合わせて210億円の事業費、合計420億

円をかけての防災対策事業でしたが、両事業の

県管理区間での激特事業の効果はどうであった

のか、県土整備部長に再度伺います。

北川におき○県土整備部長（東 憲之介君）

ましては、激特事業の完了後に、さらなる家屋

の浸水被害の軽減を図るため、平成16年度から

国の補助事業により、宅地のかさ上げを実施し

ているところであります。この結果、平成９年

洪水時には648戸が浸水しましたが、今回の台

風16号では、24戸と大幅に減少したところであ

ります。なお、宅地のかさ上げが完了した132戸

につきましては、浸水の被害もなく、激特事業

とあわせた整備効果があらわれたものと考えて

おります。

また、蛇谷川におきましては、激特事業で設

置した排水ポンプが機能したことにより、平

成17年洪水時には484戸だった家屋等の浸水被害

が、今回は発生しておらず、その整備効果があ

らわれたものと考えております。

平成17年の台風被害のときに○田口雄二議員

は、桜ヶ丘・祝子地区で祝子川の支流の蛇谷川

の内水があふれ、484戸の住宅が床上・床下浸水

しました。当時、私はそこに住んでおりまし

て、我が家は床上70センチまで水が上がってき

ました。平屋であったため荷物を上げるところ

が少なく、また急速に水位が上昇したため、貴

重な写真や子供たちが描いた絵などの避難が間

に合わず、大事な思い出深いものをたくさん失

いました。しかし、この大被害を受け、激特事

業により毎秒５立方メートルを排出する排水ポ

ンプが設置され、地区住民の長年の要望が実現

し、安全性への大きな期待が寄せられていたと

ころであります。今回の台風16号の襲来した当

日は、この排水ポンプが10時間と８分、フル稼

働で内水を18万2,400立方メートル排出したこと

により、本当にぎりぎりのところで、１軒の住

宅の被害もなく切り抜けることができました。

私は現在、その排水ポンプの目の前に住んでお

り、その設置効果の大きさは実感できました。

設置に対して心から感謝をしたいと思っており

ます。

今回の２つの激特事業により人的な被害もな

く、以前に比べると被害も大きく軽減されまし

た。しかし、北川地区は間もなく激特事業から

既に20年を迎えようとしており、河川内に土砂

がまた堆積しており、「手を打たないと被害が

出る」との心配の声が上がっております。激特

事業後のこれまでの取り組みと今後の取り組み

を、県土整備部長にお伺いいたします。

北川におき○県土整備部長（東 憲之介君）

ましては、洪水時に霞堤下流の開口部から川の

水が流入することから、激特事業で河道掘削を

行い、霞堤内部の水位の低減を図っておりま

す。その水位は土砂の堆積に大きく影響を受け
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ることから、整備した河道を維持していくこと

は非常に重要であります。このため、事業完了

後におきましても、その変化を把握するための

河川の横断測量や定点観測などによるモニタリ

ングを実施してきたところであり、平成16

年、17年の洪水において顕著な土砂の堆積が確

認されたことから、これまでに約８万立方メー

トルの除去を行ってきたところであります。今

回の台風でも土砂の堆積が確認されていること

から、現在、河川の横断測量を行っているとこ

ろであり、その結果により、計画的な除去を実

施いたします。今後とも継続してモニタリング

を行い、適切な河川の維持管理を行ってまいり

たいと考えております。

最近の雨の降り方は以前とか○田口雄二議員

なり違ってきており、「観測史上最高」という

形容詞がいつもつく状況です。ふだんからの被

害予防策をぜひともよろしくお願いいたしま

す。

次に、平成９年時には、北川上流にある大分

県企業局のダムの放流が被害を大きくしたので

はないかと、損害賠償の訴訟問題まで起きてし

まいました。今回の北川ダムの放流に関する状

況を、県土整備部長に伺います。

北川ダムを○県土整備部長（東 憲之介君）

管理している大分県が公表した資料によります

と、９月の台風16号では、19日午後10時18分か

ら翌朝の午前７時30分まで、洪水調節を行って

おります。今回ダムに流れ込んだ流量は、最大

で毎秒1,240立方メートルに達しており、このと

きダムでは、洪水の一部を貯留することによ

り、下流に流す水の量を毎秒約950立方メートル

に減らすことで、下流河川の水位を低減させて

おります。今回の台風では、延岡市熊田橋地点

の河川水位を約60センチメートル低下させたと

試算されております。

ありがとうございます。大分○田口雄二議員

県内の降雨量がそれほどでもなく、流れ込んだ

洪水の一部をため、放水量も控え目にしていた

だいたことで、逆に水位が下がったという、大

変ありがたいことでありました。

次に、今回被害が一番大きかった北川町曽立

地区、ここは内水対策がうまくできておらず、

これまでも何度も福祉施設等が浸水しており、

今回も一帯が海のようになってしまいました。

私たち県北の９人の県議は、９月23日に知事と

県土整備部長に、今回の被害が出たところの早

急な浸水対策を要望させていただきましたが、

この北川町曽立地区の浸水対策を県土整備部長

に伺います。

曽立地区に○県土整備部長（東 憲之介君）

おいては、堤防の整備が完了しているところで

ありますが、今回の台風では、北川の水位が上

昇したため、北川へ流れ込む曽立谷川の水が排

出できずにあふれる、いわゆる内水により、福

祉施設等の浸水被害が発生したところでありま

す。内水対策につきましては、河川や水路の管

理者が、それぞれの役割のもとで対応している

ところであり、曽立地区の対策につきまして

は、原則として、曽立谷川の管理者である延岡

市が検討されるものでありますが、北川本川の

管理者である県としましても、延岡市とともに

今回の浸水被害を検証し、どのような対策がで

きるのかを一緒に考えてまいりたいと存じま

す。

延岡市としっかり協議をしな○田口雄二議員

がら、浸水対策を進めていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

さて、今回の台風では、切れ目のある堤防か

ら田畑に水を逃がして被害を最小限にとどめる
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霞堤が、大きくクローズアップされました。全

国にまだ残っているようです。地域の皆さんに

は全く被害がないわけではありませんが、小さ

な被害で大きな被害を防ぐ、すごい先人の知恵

に感心させられました。しかし、霞堤のある川

坂地区では、北川本流が増水時に、堤防の下の

川砂利層を水が通り抜け、田畑から噴き出した

パイピング現象が起きたようで、大小の穴が多

数見つかっております。昨年の鬼怒川の堤防決

壊の要因の一つでもあると言われております

が、この北川川坂地区における堤防の崩壊にも

つながるパイピング現象の対策について、県土

整備部長に伺います。

川坂地区に○県土整備部長（東 憲之介君）

おきましては、議員のお話にもありましたよう

に、今回の台風による河川の水位上昇により、

川の水が堤防の地下を通り、田畑の表面に土砂

とともに噴き出すパイピング現象が確認されて

おり、再び河川の水位が上昇しパイピングが進

行しますと、堤防の基礎部の土砂が失われ、沈

下や崩壊の原因となります。この対策としまし

ては、川の水が堤防の地下を通りにくくするた

めに、鋼製の矢板を堤防沿いに連続して打ち込

む計画であり、今月中には国の災害査定を受け

ることとなっております。査定決定後は、来年

の出水に向けて速やかに対策を実施してまいり

たいと考えております。

ありがとうございます。この○田口雄二議員

パイピング現象は、北川に限ったことではな

く、河川の増水時にはどこでも起こると言って

も過言ではありません。住宅等が多いところの

堤防には、既に矢板が打ち込まれているところ

もありますが、各堤防のチェックもよろしくお

願いいたします。以上で、防災対策に関連する

質問を終了いたします。

次に、人口減少対策について質問します。

今春卒業した高校生の県内就職率が、昨年よ

りは0.8％上がり54.8％になりましたが、残念な

がら２年連続全国最下位になりました。3,093人

就職していますが、そのうち1,398人が県外に流

出しています。大学進学で県外へ進学した生徒

も入れると、相当な数になると思われます。冒

頭に申しましたように、知事会も危機感を持っ

ているように、東京の一極集中が加速し、東京

の人材の吸引力はさらに力を増しており、流出

を総力を挙げてとめなければなりません。ま

ず、県内の人口が減少している要因は何なの

か、総合政策部長に伺います。

本県の人口の○総合政策部長（永山英也君）

推移を各年10月１日現在で見ますと、平成８年

の117万7,407人をピークに減少し、平成28年に

は109万5,863人と、110万人を割り込んでおりま

す。人口の増減には、県内への転入と県外への

転出による「社会増減」、出生と死亡による

「自然増減」がございます。本県の近年の状況

を見ますと、おおむね人口が増加していた平成

８年までは、自然増が社会減を上回っておりま

した。平成９年以降は、自然増が縮小し社会減

を補うことができず、人口減少の局面となりま

した。さらに平成15年以降は、自然増減も減少

に転じ、社会減との同時進行により、人口減少

が加速している状況にございます。人口減少の

主な要因としましては、社会減については、大

学進学や就職などによる若年層の県外流出、自

然減については、少子化による出生数の減少や

高齢化による死亡数の増加によるものと考えて

おります。

平成15年以降は、社会的な減○田口雄二議員

少ではなく、自然の増減も既に減少に転じてい

ます。若者を県内にとどめるだけではなく、産
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み育てやすい環境を整え、出生率をさらに上げ

なければなりません。県内自治体が移住促進の

ＰＲ動画をつくっており、話題になっていると

ころもあります。話題だけで終わることなく、

実績につながる市町村との連携をお願いいたし

ます。

次に、中高生の県内就職への取り組み、職場

体験、インターンシップの状況を、教育長に伺

います。

現在、県内全ての公○教育長（四本 孝君）

立中学校では、２日から３日間の職場体験を、

県立高校では、職業系の学科を中心に３日から

４日程度のインターンシップに取り組んでおり

まして、将来の進路を考える中学・高校生に

とって、勤労観・職業観の醸成に加え、地元企

業を知る貴重な機会となっております。この取

り組みをさらに充実させるためには、生徒がさ

まざまな職種や業種の中から選択できるよう、

受け入れ企業をこれまで以上にふやすことが重

要であると考えております。このため県教育委

員会では、今年度、商工会議所等を通じて多く

の県内企業に協力を依頼するとともに、受け入

れ企業を開拓するための就職支援エリアコー

ディネーターを配置したところであります。今

後とも、関係機関と連携し、職場体験やイン

ターンシップの充実に向けて、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

県内の全ての公立中学校で職○田口雄二議員

場体験、県立高校の職業系の学科で全て実施し

ており、積極的に取り組んでいると理解いたし

ました。

ただ、相当前から取り組んでいるにもかかわ

らず、県内にとどまる生徒がなぜ少ないのか。

まだ創意工夫が必要ではないかと思う次第で

す。生徒たちに就職のアドバイスや企業情報を

一番身近で提供できるのは教員です。そこで、

県内就職の促進のためには、教員が地元企業を

知ることが大切であると考えますが、その取り

組みを教育長に伺います。

県内就職を促進する○教育長（四本 孝君）

ためには、生徒だけでなく教員が、地元企業の

持つ魅力やすぐれた技術力等をしっかりと理解

することが重要であると考えております。その

ため、県教育委員会では昨年度より、教員によ

る地元企業の視察研修の機会をふやすととも

に、熟練工を学校に招いて、教員に技術指導を

行ってもらうなど、教員と企業との交流の場を

積極的に設けているところであります。今後と

も関係部局等との連携を図りながら、教員が地

元企業を理解する取り組みを、一層推進してま

いりたいと考えております。

先日テレビで、都城商業高校○田口雄二議員

の父兄が、バスで都城市内の企業訪問をするニ

ュースが流れていました。インタビューに答え

る母親が、「こんなにいい会社が地元にあるこ

とを知らなかった。子供ともう一度じっくり話

し合いたい」というようなコメントをしていま

した。本県は中小企業が多く、技術等が高いも

のを持っていながら、うまくＰＲできていない

ところが多くあります。高校生と父兄、学校関

係者と企業との出会いを、これからも積極的に

つくっていただきたいと存じます。

高校生の県内就職を促進するために、県はど

のように取り組んでいるのか、商工観光労働部

長に伺います。

高校生の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

県内就職を促進するためには、県内企業の魅力

を高校生にしっかり伝えられるよう、これまで

以上に県内企業と高校の接点をふやしていく必

要があると考えております。このため県では、
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地元企業と高校をつなぐ県内就職支援員を配置

し、高校への企業情報の提供や、企業と高校の

担当者によりますワークショップの開催などに

取り組んでおります。また、高校生が企業の魅

力に直接触れる機会を提供するため、宮崎労働

局との共催で、６月に３年生を対象とした県内

企業説明会を開催いたしましたが、さらに、２

年生を対象とした企業ガイダンスや、１年生を

対象とした県内企業・進学先体験フェアを開催

する予定としております。今後とも、教育委員

会等と連携し、高校生の県内就職の促進に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

今回、大手の精密機器メー○田口雄二議員

カーの日機装が宮崎市内に進出していただくと

いうビッグニュースがありました。社長のコメ

ントに、「若者の県内就職が極めて低いこと

が、逆に優秀な人材を確保しやすいのではと判

断」、県内から新規に400名ほど採用するとも報

道されています。ただ、宮崎に進出するのは、

やはり甲斐社長が宮崎市出身ということが一番

大きなポイントでしょう。西都市出身の全日空

の伊東会長のふるさとへのありがたい配慮も感

じます。本年、延岡市出身の真栄田雅也氏がキ

ヤノンの社長に就任しています。ちなみに、真

栄田社長は、太田清海県議の延岡高校テニス部

の２年後輩です。太田ルートの活用も十分考え

ながら、県内出身の社長への知事のトップセー

ルスも含めて、雇用拡大に向けてアプローチす

べきです。また、教育現場では生徒たちに、高

い給料等ばかりにとらわれず、３年連続の日本

一物価の安い本県、過ごしやすさも含め、手元

に残るのはそう変わらないことなども、ぜひと

も伝えていただきたいと思っております。

次の質問に移ります。これまで何度かお話を

させていただきましたが、延岡の県議５人は年

一度、延岡地区建設業協会と建設関連団体の

計10団体と意見交換をしています。入札制度や

最低制限価格の見直しを求める声も多く寄せら

れ、人材不足等々厳しい状況に対する要望を、

各団体の皆さんから伺いました。人材確保で質

問すると、意外にも高校生のインターンシップ

を受け入れている企業が多く、それだけ人材確

保に危機感があっての取り組みだと思います。

その後、懇親会になって、「県内では、倒産で

はなく休廃業や解散をする企業が2015年に355社

もあり、ここ10年、300社以上で推移している。

企業総数に対する比率は全国ワースト２位であ

る」、この対策について、６月議会時に私が質

問したことを話すと、驚いたことに、周りの各

団体代表の多くから、「うちも息子には継がせ

ない。息子も継ぐ気はない」との声が次々に寄

せられました。業界の疲弊ぶりと、将来を悲観

していることを改めて実感させられました。建

設産業は、防災対応等を担い、地域の経済と雇

用を支える重要な産業です。厳しい経営環境に

あるが、その育成にはどのような取り組みをし

ているのか、県土整備部長に伺います。

建設産業の○県土整備部長（東 憲之介君）

育成を図るためには、将来を見通すことができ

る経営環境の整備へ向けた取り組みが重要であ

ると考えております。このため県では、厳しい

財政事情の中で安定的な事業量を確保するた

め、まずは国の公共事業予算の確保に向けて、

知事を先頭に全力で取り組んでいるところであ

ります。また、予算の執行に当たりましては、

県内業者への優先発注はもとより、総合評価落

札方式における地域企業育成型の実施や災害対

応力強化の観点から、指名競争入札を制度化す

るなど、地域の建設業者が受注しやすい環境づ

くりに努めております。さらには、改正品確法
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の趣旨等も踏まえ、適正な予定価格の設定や、

ゼロ県債の活用などによる発注の平準化に取り

組んでいるほか、今年度からは、週休２日モデ

ル工事の試行なども実施しております。今後と

も、建設産業の育成にしっかり取り組んでまい

ります。

少し余裕をいただければ、従○田口雄二議員

業員にもっといい環境を提供できます。多くの

若者が優良な納税者として宮崎県に残っていた

だければ、県にとっても地域経済にとってもあ

りがたいことです。週休２日モデル工事など、

初めて聞く取り組みもありました。国の大きな

公共事業を中心とした補正予算が県に参りまし

たので、業界も一息つくのではないかと思いま

すが、先ほど申しましたように、建設産業は、

防災対応等を担い、地域の経済と雇用を支える

重要な産業です。たとえ後継者がいなくても、

優秀な社員が後を継ぐ、あるいは高い技術を人

材とともに他社で引き継いでいただくとか、事

業継承の御尽力もあわせて、商工観光労働部長

にお願いをしておきます。

次に、延岡南道路の質問に入ります。平成24

年３月、宮崎県議会でも「延岡南道路無料化を

求める意見書」を提出しました。延岡南道路

は、平成２年、国道10号土々呂地区の渋滞解消

のためのバイパスとしてつくられましたが、高

い料金設定のため思うように車が流れず、国

道10号の渋滞解消の効果が出ていません。延岡

南道路の料金は、ＮＥＸＣＯ西日本のホーム

ページを見てみますと、区間距離3.7キロメート

ルで、普通車が260円、大型車が410円、特大車

で930円。ちなみにここには、よそにはあります

軽自動車の料金はございません。まず初めに、

この延岡南道路の料金設定の根拠について、県

土整備部長にお伺いします。

延岡南道路○県土整備部長（東 憲之介君）

は、国道10号のバイパスとして、当時の日本道

路公団が、一般有料道路として事業の許可を受

け、平成２年に完成し供用しております。延岡

南道路の料金設定につきましては、一般有料道

路として整備された経緯から、高速自動車国道

のような、全国で共通化された料金体系とは異

なり、道路の建設や維持管理などに要する費用

を、延岡南道路単独の料金収入で返済する、個

別採算制による料金設定がなされたものと伺っ

ております。

全国の一般有料道路の普通車○田口雄二議員

の料金と１キロメートル当たりの単価を、延岡

市議会議員の吉本靖さんがつぶさに調査してい

ます。彼のデータを見ますと、延岡南道路の普

通車の１キロメートル当たりの料金は、海をま

たぐ連絡橋などの特別な区間を除いて、全国一

高い１キロメートル当たり70.3円です。全国平

均33円の約２倍以上です。しかし、ＮＥＸＣＯ

がホームページで示している延岡南道路の区間

距離は、国道10号までの延岡と門川の取りつけ

道路までもが入った距離の3.7キロメートルで

す。本線上の延岡南、門川の両インターチェン

ジ間の距離は、実際には2.6キロメートルしかあ

りません。この距離で１キロメートル当たりの

単価を出してみますと、100円となります。さら

に圧倒的な日本一高い道路になります。ちなみ

に２番目に高い一般有料道路は、東富士五湖道

路で１キロメートル当たりが58.9円ですから、

２番目の道路と比較しても２倍近い料金となり

ます。全国平均と比較すると３倍になります。

しかし、問題は大型車、特大車のほうです。そ

れは他の一般道路と比較にならないほど。特大

車は本線上のわずか2.6キロメートルで930円と

いう異常に高額な料金になります。値下げが必
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要になります。

内田副知事は、宮崎県初の国土交通省からお

いでいただきました。スマートインターチェン

ジが九州内で５カ所設置されることが決まりま

したが、そのうち３カ所が本県です。宮崎自動

車道の山之口サービスエリア内は既に完成し、

今年度中に門川南スマートインターチェンジが

開通予定です。大変ありがたく、地元の皆さん

は開通を待ち望んでいます。ただ危惧するの

は、この南道路の余りの交通料金を敬遠する特

大車が、南道路手前で高速をおり、国道10号に

向かう区間が、県北で最大の一ヶ岡団地を通行

することです。道路事情を著しく悪化させ、地

元住民からは、交通安全対策、また騒音、路面

の痛み等々、改善の要望が出されています。今

後、門川南スマートインターチェンジが開通す

れば、ますます延岡南道路を回避しやすくなる

と懸念いたしますが、内田副知事のお考えを伺

います。

延岡南道路は、本県○副知事（内田欽也君）

の東九州自動車道の有料区間のうち最も多く利

用されている区間でありますが、さらなる利用

促進を図る観点からも、割高となっている料金

体系を見直すことが課題の一つであると認識し

ておりますので、引き続き国に働きかけてまい

りたいと思います。

また、門川南スマートインターチェンジの開

通による延岡南道路への影響につきましては、

計画段階で推計した将来交通量の結果からは少

ないものと想定をしておりますが、開通後は、

周辺道路の利用状況も含めた効果や影響につい

て、国や沿線市町との連携を図りながら、引き

続き注視をしていく必要があるものと考えてお

ります。

おりる車は少ないと想定した○田口雄二議員

のは門川町だそうですが、その想定はにわかに

は信じがたいものです。高速道路はインター

チェンジが中心部ではなく郊外にあり、距離的

には遠くなります。よって、県北から来る車

は、宮崎西インターではなくて西都インターで

高速をおりる車が実に多いです。料金の関係も

あり、私もそのルートで県議会に来ることが多

いです。今度は延岡に向かう車が同じ行動をと

ることは目に見えております。特に高額な特大

車は敬遠すると思います。無料化実験の際は、

当初の国道10号の渋滞解消は余りにも劇的で、

南道路が逆に渋滞するほどでした。無料とまで

は言いませんが、値下げは必要です。提案です

が。

この南道路の料金設定は、日本道路公団が平

成２年、償還期限30年の独立採算制の一般道路

として開通しました。本来であれば平成32年に

は無料になる予定でした。しかし、平成17年の

公団の民営化で、高い料金はそのままで、料金

プール制の高速道に編入されてしまいました。

平成32年に無料化されるはずが、金額はそのま

まで、償還期限が平成72年に延長されていま

す。30年で無料になると信じて高額な料金を払

い続けてきたのに、それが70年間に延びてしま

いました。余りにも理不尽です。値下げを訴え

る権利があると思います。延岡南道路は日本一

料金が高いと認識しておりますが、この状況を

河野知事はどうお考えか伺います。

お尋ねのありました、○知事（河野俊嗣君）

割高となっております延岡南道路の料金につき

ましては、現在、料金体系の見直しについて、

国に検討をお願いしておるところであります。

延岡南道路に関するさまざまな課題への対応に

当たりましては、沿線の地域全体を広域的に捉

えた上で、料金体系の見直しとあわせて、さら
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に２つの課題に取り組む必要があると考えてお

ります。１点目は、周辺の生活道路への大型車

の流入について、２点目は、生活道路における

交通事故の発生であります。県といたしまして

は、引き続き、国や延岡市との連携を密に図り

ながら、延岡南道路とその周辺地域が抱える、

これら３つの課題の解決に向けまして、全力で

取り組んでまいりたいと考えております。

執行部と県議会議員、そして○田口雄二議員

県民の皆さんに、交通インフラが特に脆弱な本

県において、圧倒的に日本一高い高速道路があ

ることをぜひとも御理解いただくために、今回

はこの質問を取り上げました。これは県北の問

題だけではなく、本県の経済、企業立地、観光

の面においても非常に大きな支障になります。

重点港湾に指定された細島港を、九州の京浜・

関西地区への玄関としても利便性の高いものに

するためにも、無料化か値下げが絶対必要にな

ります。

国は値下げをなかなか了解してくれません

が、本年５月の神奈川新聞にこんな記事が載り

ました。「横浜横須賀道路 来年４月から490円

値下げ」。内容は、「横浜横須賀道路は首都圏

の高速料金の中で際立って高く、県や地元が値

下げを求めていたが、2016年度に予定する高速

料金体系の見直しに合わせて引き下げる。菅官

房長官が、料金引き下げの要望に訪れた黒岩神

奈川県知事と自民党県連幹事長の竹内県議、そ

して小泉進次郎衆議院議員に、政府として950円

に下げると述べた」と書かれています。総延

長32.7キロメートルで、1,440円から490円下げ

て950円にするようです。異常に高いと言ってい

る1,440円は、１キロメートル当たり44円、延岡

南道路の半額以下です。950円になると１キロ

メートル当たり29円になります。南道路の３分

の１以下です。菅官房長官は横浜市選出、小泉

衆議院議員は横須賀市選出です。政治力の違い

か。延岡南道路があるところを選挙区にしてい

る国会議員は一体何をしているのか。自分の選

挙区に断トツで日本一高い高速道路があること

を知っているのか。道路事情が脆弱な地元の状

況をもっと真剣に考えていただき、精力的に値

下げに取り組んでいただきたいと存じます。

次に、商工行政について伺います。先ほども

お話ししましたように、宮崎ハイテク工業団地

に日機装の航空機部品の新工場建設の大きなニ

ュースがありました。県内の自治体は、東九州

自動車道の宮崎―北九州間の全線開通等、交通

インフラの向上や地方創生の動きを踏まえ、製

造業や情報サービス業など、県内への企業立地

が進んでいます。企業立地を推進するために

は、企業情報の収集を初め、受け皿となる工業

団地の整備や優遇措置の充実などが求められて

います。そこで、工業団地整備のための市町村

への支援等について、商工観光労働部長に伺い

ます。

製造業を○商工観光労働部長（中田哲朗君）

初めとします企業立地を推進する上で、企業

ニーズに対応できる工業用地をあらかじめ確保

しておくことは、大変重要であると考えており

ます。このため県といたしましては、市町村が

実施する、おおむね20ヘクタール以上の工業団

地の造成に係る調査事業や、基盤施設の整備に

対して補助を行っております。

なお、調査事業につきましては、中山間地域

の市町村が行う場合、補助対象を５ヘクタール

以上としているところであります。今後とも、

立地環境のさらなる向上を図るため、新たな工

業団地の整備を促進してまいりたいと考えてお

ります。
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工業団地整備の補助対象が、○田口雄二議員

市町村が実施するおおむね20ヘクタール以上、

中山間地域は５ヘクタール以上ということです

が、県内には、大きな工業団地を整備したにも

かかわらず、多くが売れ残っている工業団地も

あります。市町村にとっては大きな投資となる

し、20ヘクタールとは、かなりハードルが高い

のではないかと思います。市町村からの要望も

あるのではないかと思いますが、県において補

助対象になる工業団地の面積要件を見直す考え

はないのか、商工観光労働部長に伺います。

県といた○商工観光労働部長（中田哲朗君）

しましては、地域経済への広域的な波及効果の

観点から、一定規模の工業団地の整備を促進す

るため、おおむね20ヘクタール以上の面積要件

を設けているところでございます。しかしなが

ら、まとまった土地の確保が困難であるといっ

た市町村からの要望を踏まえ、昨年度からは一

部要件を見直し、中山間地域の調査事業の対象

を、20ヘクタール以上から５ヘクタール以上に

面積要件を引き下げたところであります。今後

とも、経済波及効果の高い工業団地を整備する

ため、地域の実情を踏まえ、本事業がより活用

されるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

市町村と連携を密にして、企○田口雄二議員

業が進出したくなるような下地づくりをよろし

くお願いいたします。

次に、県内企業間の連携について伺います。

先日、宮日新聞にうれしい記事を見つけまし

た。延岡の地ビールメーカーの宮崎ひでじビー

ルが、醸造タンクを、これまでオーダーしたこ

とのない延岡鉄工団地内にある池上鉄工所に依

頼をした。池上鉄工所は、アメリカのＮＡＳＡ

からオーダーを受けたこともある高い技術を持

つ、延岡鉄工団地の老舗企業です。この地元企

業への製造依頼と納入した記事を見た地元の水

産関連会社から、漁で使う網の洗浄機の注文が

あったという内容です。これまで全く取引のな

かった企業間の新たな受注で、地元にもっと需

要が眠っているのではないか。製造業は、高い

技術を持ちながら、営業や情報発信が苦手なと

ころが、えてして多いものです。今回の経緯を

きっかけに、延岡鉄工団地協同組合内に異業種

の若手経営者等が情報を共有し、集団としての

営業に新たに取り組んでいます。行政には、ど

の企業がどんな技術を持っているかの情報を蓄

積したスペシャリストを育ててほしいとのリク

エストも出ています。そこで、県内企業間の連

携促進の取り組みについて、商工観光労働部長

に伺います。

県内企業○商工観光労働部長（中田哲朗君）

間の連携促進につきましては、産業振興機構や

工業技術センター等の支援機関が実施しており

ます企業訪問、相談業務などの各種支援活動の

中で行っておりまして、個別具体的な相談に応

じ、必要な技術、製品などを有する県内企業の

紹介、あっせんなどにより、企業間の連携・

マッチングに取り組んでいるところでありま

す。これらの取り組みによりまして、食品加工

業者が県内企業と連携し、独自の技術を生かし

た乾燥装置を開発・製造した事例や、製造業者

が金型の発注先を県内企業に切りかえた事例な

ど、多くの事例が出てきております。このよう

な企業間連携は、既存技術を応用した新たな分

野などでの取引拡大や、経済の地域内循環、さ

らには県際収支の改善にもつながりますことか

ら、県といたしましては、各関係機関が有する

コーディネート機能の強化を図りながら、企業

間の連携に、より一層取り組んでまいりたいと



- 182 -

平成28年12月５日(月)

考えております。

今回の発端をつくった宮崎ひ○田口雄二議員

でじビールは、2011年に新会社としてスタート

しています。永野社長は、地域に貢献できる事

業体でありたいと思い、宮崎の農業を応援する

「農援プロジェクト」を積極的に推進していま

す。県内でのホップ栽培にも着手しており、成

功すれば100％県産の地ビールができ上がりま

す。中小企業庁が2016年の「はばたく中小企業

・小規模事業者300社」に選定しています。今回

のことでさらに地元企業間の連携が深まり、地

域の活性化につながってほしいものです。コー

ディネート機能の強化をよろしくお願いいたし

ます。

最後になりますが、本県のアンテナショップ

「新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ」について伺いま

す。久しぶりに行ってみた新宿のＫＯＮＮＥ

は、場所を間違えたのかと思うほど周りががら

りと変わっていました。隣の広島県のショップ

は移転しており、ＫＯＮＮＥだけになってしま

いましたが、目の前に巨大な高速バスターミナ

ル「バスタ新宿」がこの４月に完成しており、

人の流れもがらりと変わりました。バスタ新宿

のオープンによる大きな環境変化がありました

が、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥの現状につい

て、また新宿みやざき館ＫＯＮＮＥの見直しの

検討状況について、商工観光労働部長に伺いま

す。

新宿みや○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ざき館ＫＯＮＮＥにつきましては、ＫＯＮＮＥ

がある新宿駅南口におきまして、ただいまお話

がありましたとおり、ことし４月に、一日約３

万人が利用する高速バスターミナル「バスタ新

宿」や、30、40代の女性をターゲットとする商

業施設等がオープンしたところであります。こ

れらのオープンによりまして、ＫＯＮＮＥ周辺

におきましても、４月以降、売り上げと客数が

伸び、その後、台風等の天候の影響もあり、や

や落ちた時期もございますけれども、総じて好

影響を受けているところでございます。

県としましては、このような状況を踏まえま

して、現在、ＫＯＮＮＥの状況について検討を

行っているところでございます。東京オリン

ピック・パラリンピックの開催を控え、ますま

す高まる首都圏の活力を活用していくため、検

討しているところでございます。具体的には、

県産品の展示・ＰＲや本県の食の提供、交流・

イベントの実施といった情報発信拠点に求めら

れる機能について、現施設のリニューアルとほ

かの地域への移転のどちらが効果的に発揮でき

るのか、検討を進めているところでございま

す。先ほど申し上げましたとおり、バスタ新宿

等のオープンによりまして、新宿駅南口周辺の

集客力や情報発信力が高まっておりますことな

どから、現施設のリニューアルを中心に、市町

村や関係団体等の御意見も伺いながら、さらな

る検討を進めてまいりたいと考えております。

時間が参りましたので、以上○田口雄二議員

で終了いたします。どうもありがとうございま

した。（拍手）

次は、有岡浩一議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 愛みやざき○有岡浩一議員

の有岡です。先月、うれしいニュースが飛び込

んできました。先ほど田口議員からも紹介がご

ざいました、精密機器メーカーの日機装株式会

社が宮崎市高岡町に大規模な新工場を建設する

というニュースで、先月29日、知事立ち会いの

もと立地調印式が行われました。工場建設場所

は、宮崎市高岡町高浜の宮崎ハイテク工業団地

であり、400人以上の雇用が見込まれるなど、本
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県にとっても大いに期待される企業の進出であ

ります。関係者の御尽力に深く感謝するととも

に、これから地元としても協力してまいりたい

と考えております。

さて、この機会に、地元高岡を幾つか御紹介

させていただきたいと思います。今回のハイテ

ク工業団地の東側には、国の指定史跡、穆佐城

があります。穆佐城には、島津家９代当主の島

津忠国の誕生杉があり、高岡ゆかりの島津久

豊、忠国は、今上天皇の直系祖先に当たりま

す。また、近くには、高木兼寛先生の生誕の

地、穆園広場があります。さらに、母なる川、

大淀川を上流へ行きますと、昭和10年に国の天

然記念物に指定された月知梅や、さらに上流へ

行きますと、樹齢800年以上の去川の大イチョウ

がございます。

また、町の中心部には、桜の名所である天ケ

城公園があり、武家屋敷や錬士館など、文武両

道の町として現在に至っております。特に、文

教の町として多くの人物が育っています。明

治23年、本田親美氏は、遠い北海道旭川町（今

の旭川市）の初代戸長として、旭川地方の開拓

に尽力され、現在、旭川市の公園内に本田親美

顕彰碑が残されています。

また、大正13年、宮崎市の初代市長の大迫元

繁氏も高岡町本町の出身です。さらに、昭和30

年に公選３代の二見甚郷知事が誕生しておりま

す。ちなみに、このときの副知事は黒木博氏で

ありました。その４年後、二見甚郷氏は参議院

議員となり、現在では松下参議院議員が活躍さ

れるなど、多くの人材を輩出しております。今

でも薩摩の郷中教育の影響を受けた町として、

「宮崎市高岡町教育の日」として、地元小学生

・中学生が集まり、合同学習を行っています。

また、30年ほど前、私が高岡町教育委員会で

社会教育に携わったときも、婦人会活動が盛ん

で、藤原てい先生を婦人大会に招き、講演をい

ただきました。バレーコート３面がとれる天ケ

城体育館いっぱいに婦人会の皆さんが集まる

中、鷹の目・蟻の目のお話はわかりやすく、記

憶に残るものでありました。まちづくりには、

女性の得意とする蟻の目、男性の得意な鷹の

目、両方が大切であるというお話は、先月15日

に他界された先生の激励の言葉となりました。

大変地元の紹介が長くなりましたが、今回通

告の11項目の質問におきまして、宮崎県の経営

者である知事を初め、執行部の皆さんに、鳥の

目、虫の目、魚の目という３つの視点から、通

告に従い質問してまいりますので、明快なる答

弁をお願いいたします。

まず、知事の政治姿勢について御所見をお伺

いいたします。

全国知事会議において河野知事は、スポーツ

・文化・観光プロジェクトチームリーダーとし

て、本年８月と10月に、関係省庁に対し、ス

ポーツ・文化・観光振興施策について提言を要

請されております。そこで、今回の提言を通

し、本県におけるスポーツ・文化・観光の連携

強化と地方創生の実現へどのようにつなげよう

とされているのか、知事の考えをお伺いいたし

ます。

以下の質問は、質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

スポーツや文化は、人々に夢や感動・活力を

与えるとともに、地域への誇りを高め、愛着を

深めるものであります。また、これらを観光な

どの産業に結びつけることで、地域経済にも大

きな効果が期待できると考えております。こと
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しのリオデジャネイロオリンピック、先ほど延

岡出身の選手の活躍の話がありましたが、地域

の誇りということもあります。また、ブラジル

では、さまざまな効果もあったかと考えており

ます。

このような中、東京2020オリンピック・パラ

リンピック競技大会の開催効果を全国に波及さ

せるべく、現在、国・地方を挙げたさまざまな

動きが出ているところであります。全国知事会

におけるプロジェクトチームについて御紹介い

ただいたところでありますが、地方での取り組

みというものを国も強力に後押ししてほしいと

いうことで、強く求めているところでありま

す。スポーツランドみやざきを掲げる本県とし

ましても、現在、「おもてなしプロジェクト」

を、各部局や官民の連携のもと、強力に推進し

ております。

本県では、国民文化祭や２巡目国体なども予

定されておりますので、御指摘のように、ス

ポーツ・文化・観光、その他さまざまな分野の

連携を強化し、スポーツランドみやざき、世界

ブランドを生かした地域づくりなどの取り組み

のさらなる充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○有岡浩一議員

た。東京オリンピックの話題においても、国民

の関心事として、大会後のレガシーが話題と

なっております。国民文化祭や国民体育大会な

どを成功させることはもちろんでありますが、

大会後のレガシーが県民にとって大きな意味を

なしております。そこで、将来の財産として、

国民文化祭や国民体育大会を通して、県民に何

を残そうとされているのか、知事の御所見をお

伺いいたします。

国民文化祭や国体など○知事（河野俊嗣君）

の大会は、本県が持つさまざまな魅力、宝とい

うものを全国に発信する絶好の機会であると考

えております。その開催を通じて、本県のイ

メージアップや観光・交流の拡大につなげます

とともに、多くの県民が地域の魅力を再発見

し、郷土への自信や誇りを深める契機としたい

と考えております。

また、開催に向けまして、本県の将来の芸術

文化やスポーツを担う人材の育成を図りますと

ともに、障がいの有無にかかわらず、ひたむき

に活動に取り組む姿に直接触れることで、将来

を担う子供たちにとっても、大きな力となるの

ではないかと期待しているところであります。

そして、大会の開催を通じて得られた有形・

無形の財産 オリンピックに関してはレガ―

シーというような表現で言われておりますが

を生かして、県民・企業・関連団体が生き―

生きと躍動し、県内各地に、文化・スポーツは

もとより、観光を初めとする産業振興にもつな

がっていく、そのような大きな動きをつくり出

してまいりたいと考えております。

ただいま郷土への自信や誇り○有岡浩一議員

を高める機会ということで、大変期待したいと

思っておりますし、全国知事会の提言にありま

すように、文化活動・スポーツを「する」だけ

にとどまらず、「見る」「支える」という、誰

もが参加できるステージへと成長させていくこ

とが必要であります。本県の産業振興につなが

る流れを期待しております。

次に、もう一問、知事に質問させていただき

ますが、衆院内閣委員会で、今月２日にＩＲを

推進するための法案が可決されました。その報

道を受け、新聞紙上では、知事は「地方の活性

化という観点から関心を持って前向きに検討し

ている」とあります。２年前の知事選挙のとき
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にも、「カジノを含む統合型リゾートについて

は、国において健全性など制度設計がなされる

ことを前提に前向きに検討したい」と答えてお

られます。

和歌山県は平成16年８月、地方自治体カジノ

協議会発足以降も、県のホームページ上で取り

組みを紹介しています。また、ことし10月、Ｉ

Ｒ議連総会において、各地での積極的な取り組

みが紹介されております。本県においても、今

後の課題である県民にわかりやすく説明するこ

とが大切であり、議論の場が必要と考えます。

そこで、ＩＲについてどのように取り組んでい

かれるのか、知事の御所見をお伺いいたしま

す。

統合型リゾート、いわ○知事（河野俊嗣君）

ゆるＩＲにつきましては、経済の活性化や観光

浮揚なども期待されますことから、私も大変関

心を持っておるところであります。今、にわか

に今国会での議論というものが高まっておると

ころで、その動きを注視しているところであり

ます。

ＩＲに関しましては、ギャンブル依存症や青

少年の健全育成対策のほか、地方での実現可能

性など、さまざまな課題が指摘されているとこ

ろでありまして、今後、ＩＲ推進法が成立した

場合、施行後１年以内に制定されますＩＲ実施

法案の検討過程において、それらの対応策が明

らかにされるというようなことを伺っていると

ころであります。

私としましては、これらの課題に対する制度

上の措置が十分になされるのか、また、規模や

経済効果が本県の実態に即したものになるのか

といった点について、情報収集に努め、検証を

行うなど、しっかりと県民の間での議論も高

め、前向きに検討してまいりたいと考えており

ます。

知事の政治姿勢について、３○有岡浩一議員

問お伺いいたしました。ここで、10年ほど前の

話になりますが、先月の青森市長選挙で見事当

選された小野寺晃彦氏が宮崎市財務部長当時、

私は宮崎市議会にお世話になっておりました。

そのとき、小野寺氏が一言、「県庁に来られて

いる河野氏はすばらしい先輩です」と紹介され

たことを思い出しました。確かに、人格、頭

脳、キャリア、すばらしい知事でありますが、

これからの知事の政治姿勢に期待をし、一人の

政治家を紹介したいと思います。

それは、シンガポールの独立の父と言われる

リー・クアンユー首相であります。直接お会い

したことはありませんが、21世紀のための友情

計画（ＡＳＥＡＮ青年招聘事業）を約30年前、

高岡町で受け入れたとき、担当者としてシンガ

ポールの青年との交流を行いました。そのとき

の印象は、シンガポールの独立を誇りとし、

リー首相を尊敬し、日本に追いつくために、ど

んどん伸びようとするエネルギーを同世代の若

者から感じたものです。そのころ、リー首相

は、「日本を見習え」を基本方針としていて、

政治家としての信条は「自分の評価は30年後で

いい」と言われていたそうです。

ＡＳＥＡＮ青年招聘事業を受け入れてから30

年後のシンガポールを訪れると、経済・観光・

文化において、常に成長し続ける姿がありまし

た。その一つが今回のＩＲです。2004年８月、

首相に就任した３代目のリー・シェンロン首相

によってＩＲ導入の検討が発表され、国民にＩ

Ｒ導入後のイメージを持たせ、理解を求

め、2010年に２つのＩＲをオープンさせており

ます。ちなみに、現在の宮交ボタニックガーデ

ン青島が1965年10月15日にシンガポール植物園
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と姉妹植物園となったのは、51年前の黒木知事

のときであります。

ぜひ、政治家・河野知事のカラーとして、

「自分の評価は30年後でいい」、そういう思い

で、鷹の目・蟻の目、さらにトレンド・時代の

流れを見きわめる力で、大胆に県政運営に挑戦

していただくことを願っております。

次に、日本版ＤＭＯについて、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

観光庁が規定した日本版ＤＭＯは、「地域の

「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと

愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った

観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係

者と協同しながら、明確なコンセプトに基づい

た観光地域づくりを実現するための戦略を策定

するとともに、戦略を着実に実施するための調

整機能を備えた法人」となっておりますが、本

県における日本版ＤＭＯの取り組みの現状につ

いてお伺いいたします。

日本版Ｄ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ＭＯは、地域での観光消費額を伸ばすことによ

り、「持続可能な観光地域づくり」を実現する

ため、その推進組織として、国が登録制度を創

設したものでありまして、本県では、みやざき

観光コンベンション協会が、本年５月に「地域

連携ＤＭＯ」の候補法人として登録されており

ます。このため、同協会では、ＤＭＯの構築に

向け、地域の多様な関係者との合意形成を図る

ため、農林水産業関係者などを新たに役員に加

えるとともに、関係団体や市町村等との意見交

換会を各地区で実施しているところでありま

す。

また、県としましても、同協会と連携して、

マーケティング機能強化に向けた調査事業や、

地域の観光の担い手を育成するための「観光み

やざき創生塾」などを実施しているところであ

ります。今後とも、同協会と一体となってＤＭ

Ｏの構築に取り組み、「持続可能な観光地域づ

くり」を実現してまいりたいと考えておりま

す。

ただいま、現在の取り組みに○有岡浩一議員

ついて御紹介がありましたが、日本版ＤＭＯの

推進には、各地域で活躍する観光人財が必要で

あります。そこで、人財育成の取り組みが急務

であり、調整機能のポイントとなりますが、人

財育成に対する県の取り組み状況を再度お伺い

いたします。

議員御指○商工観光労働部長（中田哲朗君）

摘のとおり、ＤＭＯの構築のためには、観光地

域づくりを牽引するリーダーの育成が何より重

要でありますので、今年度から、「観光みやざ

き創生塾」開講したところでございます。創生

塾は、県内外で活躍する講師陣からの講義に加

え、フィールドワークを含めた２泊３日の特別

研修を実施するなど、実践的なカリキュラムと

なっておりまして、公募により県内各地から集

まった意欲ある54名の観光関係事業者等が受講

しているところでございます。

今後も、市町村、民間事業者等と連携し、カ

リキュラムの充実に努めますとともに、塾生の

フォローアップやネットワークの強化を図るな

ど、本県における観光人財の育成に中長期的に

取り組んでまいりたいと考えております。

どうもありがとうございまし○有岡浩一議員

た。日本の観光の中で、日本人が資源だという

ことを言われる場合があります。人を生かすこ

と、そして人を求めて、日本人というものを理

解しに、海外からも多くの方が見えられる。そ

ういった意味では、人財育成というものは大き

な力になると考えますので、どうぞ積極的に進
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めていただくことをお願い申し上げます。

次に、公共施設管理事業について、総務部長

にお伺いいたします。

本年８月に示された宮崎県公共施設等総合管

理計画において、建物系施設を846施設保有し、

老朽化の進行が明確となっております。そこ

で、全庁的な体制として、公有財産調整委員会

の組織と機能における積極的な取り組みが必要

であります。公共施設等の維持管理についてど

う認識されているのか、総務部長にお伺いいた

します。

公共施設等総合管○総務部長（桑山秀彦君）

理計画の策定に当たりましては、建物系施設の

現状と将来予測につきまして、さまざまな角度

から分析を行ったところであります。20年後に

は、大半の施設が建設後30年を経過することに

なります。現在保有する全ての施設について、

一定の周期で改修や更新を行うことを前提とし

て試算いたしますと、今後40年間で約6,725億円

の経費が必要と試算されます。このため今後

は、建物系施設の適正配置や適切な維持管理に

より経費の圧縮に努め、財政負担の低減化・平

準化を図っていくことが大変重要であると考え

ております。

40年間で6,725億という試算が○有岡浩一議員

出ているようです。建物系施設において財政負

担の低減化や平準化を図るという答弁がござい

ましたが、大変重要であります。ファシリティ

マネジメント推進の取り組みをどのように進め

ていく計画かを、再度、総務部長にお伺いいた

します。

建物系施設の保有○総務部長（桑山秀彦君）

の最適化につきましては、施設ごとに利用実態

等を分析し、地域の実情に配慮しながら、建て

かえや他用途への転用などを行いますととも

に、地域ごとに国や市町村との間で情報を共有

して、相互の施設を有効に活用するエリアマネ

ジメントに取り組んでまいります。

また、個別の施設につきましては、庁舎や県

立学校施設などの施設類型ごとに個別施設計画

を策定しまして、定期的な点検や的確な修繕な

どの予防的保全を実施することにより、長寿命

化を図りますとともに、より効率的かつ効果的

な改修や更新を行ってまいります。このような

取り組みによりまして、財政負担の低減化・平

準化を図ってまいりたいと考えております。

ファシリティマネジメントに○有岡浩一議員

おきまして、特に未利用財産の有効活用など、

スピード感を持って取り組むことが必要だと考

えております。また、先日、西村議員から宮崎

県東京ビルについての提案がありましたが、民

間の感覚を取り入れながら、有効な管理を公有

財産調整委員会において検討し、決断・実行す

ることを期待しております。

次に、施設整備に要する資金調達について、

再度、総務部長にお伺いいたします。市場公募

債について、一般財団法人地方債協会を訪問し

調査しましたが、導入していない県は、九州で

は沖縄県と本県のみです。国は、地方債の市場

化を推進する観点から、活用を検討するよう通

知されているようですが、県債発行について、

市場公募債を導入する考えはないのか、総務部

長にお伺いいたします。

市場公募債は、地○総務部長（桑山秀彦君）

方債の資金調達の手法の一つでありまして、国

債や社債などと同様、広く市場から購入を募る

ものでありますが、本県では、現在導入してい

ないところであります。

市場公募債による資金調達の場合、各種手数

料の負担など、銀行等引受債と比較して、必ず
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しも有利な条件で資金調達できるとは限りませ

んが、今後、施設整備等に伴いまして、県債発

行が増加することを想定した場合、調達手段の

多様化により、安定的な資金調達が可能になる

などのメリットもあると考えられますことか

ら、市場公募債の発行団体が東京で開催してい

る投資家向けの説明会への参加や、直近の導入

団体の調査を行うなど、検討を行っているとこ

ろでございます。

今後、金利の変動におきまし○有岡浩一議員

ては、市場公募地方債など、資金調達の多様化

が求められると思いますので、ぜひ研究を進め

ていただきたいと思っております。

次に、アダプト制度について、県土整備部長

にお伺いいたします。

県内企業の社会貢献の一つとして、アダプト

制度を活用し、企業のＰＲや地域住民と社員の

交流など、さまざまな取り組みが可能であり、

地域力向上の視点からも推進すべきと考えます

が、公共施設における企業参加型のアダプト制

度の取り組みについてお伺いいたします。

現在、県が○県土整備部長（東 憲之介君）

管理する道路や河川、海岸におきましては、

「クリーンロードみやざき推進事業」や「川や

海の応援団制度」による取り組みにおいて、清

掃や植栽、草刈りなどの活動を行う団体や企業

と協定を締結し、環境保全や愛護意識の向上を

図るとともに、維持管理費の低減にもつなが

る、いわゆるアダプト制度を導入しているとこ

ろであります。

また、現在策定中の「（仮称）美しい宮崎づ

くり推進条例」では、市町村や県民、事業者の

皆様との協働により、県土を美しくする取り組

みを推進することとしており、企業との連携は

大変重要であると考えております。このため、

さまざまな公共施設において、企業参加型のア

ダプト制度の活用について検討してまいりたい

と考えております。

今、アダプト制度の現状また○有岡浩一議員

は取り組みについて御紹介がありましたが、例

えば、幾つもの企業が合同で参加することによ

りまして、若手職員の社会参加の場となった

り、交流の輪が広がるなど、意識改革にもつな

がることを期待しております。

次に、河川管理について、再度、県土整備部

長にお伺いします。

本県が管理する河川において、河川堆積土砂

の除去や河道掘削など要望が多く寄せられてお

りますが、現在の県の取り組み状況についてお

伺いいたします。

堆積土砂の○県土整備部長（東 憲之介君）

除去につきましては、地域からの要望が非常に

多い状況にありますが、通常、県単独事業で対

応していることから、家屋浸水のおそれがある

箇所など、緊急性の高い箇所から優先的に除去

しているところであります。

このようなことから、要望に少しでも多く応

えられるよう、公募した砂利採取業者に堆積土

砂を搬出させることにより、より多くの堆積土

砂の除去を行う取り組みや、昨年度からは、翌

年度の予算を前倒しして早期に発注することを

可能とするゼロ県債の活用により、次期台風期

までに堆積土砂を除去する取り組みを行ってい

るところであります。今後とも、これらの制度

も活用しながら、適正な河川の維持管理に努め

てまいりたいと考えております。

ただいまの答弁で、緊急性の○有岡浩一議員

高い箇所から優先的に除去し、ゼロ県債によ

り、第１四半期の発注をふやし、効率的に実施

していることは理解できますが、近年の集中豪
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雨による浸水が増している現在、行政だけでな

く、現場の業者の知恵も交えながら、今後の対

策を検討していただくことを要望しておきま

す。

次に、県内の空き家対策について再度お尋ね

いたします。

特定空家に指定される前に、行政の助言・指

導・勧告が行われますが、この場合、所有者に

とって相談できる場が必要であります。現在の

相談体制の状況をお伺いいたします。

空き家に関○県土整備部長（東 憲之介君）

する相談につきましては、住民に最も身近な市

町村において対応することが重要でありますこ

とから、本年４月には、県内の全ての市町村

に、さまざまな空き家に関する相談に対応する

ため、「空き家相談窓口」が設置されたところ

であります。

また、空き家の管理・賃貸・売買などの専門

的な相談に対応するため、昨年12月に一般社団

法人宮崎県宅地建物取引業協会において、無料

で相談を受け付ける「みやざき空き家等相談窓

口」が設置されたところであります。

県といたしましては、これらの相談窓口につ

いて、現在、県庁ホームページ等で県民の皆様

に広く周知を図っているところであり、今後と

も、市町村や関係団体と連携して、空き家に関

する相談体制の充実に努めてまいりたいと考え

ております。

ただいま御紹介がありました○有岡浩一議員

ように、「みやざき空き家等相談窓口」が昨

年12月に一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協

会に設置されたということで、私どもは余り知

識としてなかったんですが、ぜひ、そういう相

談があったときには、市町村の窓口、さらには

県の相談窓口があるということで、そういった

情報提供をしていただきたいと思います。ま

た、平成28年度に税制改正が行われ、平成31

年12月31日までの間に空き家を譲渡した場合、

譲渡所得から3,000万円の特別控除が適用される

制度や、今年度の国土交通省住宅局のモデル事

業の事例など、情報収集と情報提供を行うとと

もに、関係者や市町村担当者への相談支援体制

を強く要望しておきます。

続きまして、農政水産部長に、高病原性鳥イ

ンフルエンザ対策についてお伺いいたします。

国内では、鹿児島、青森、新潟などで鳥イン

フルエンザが発生しておりますが、県内の発生

防止にどのように取り組んでおられるのか、お

尋ねいたします。

） 鳥インフルエ○農政水産部長（郡司行敏君

ンザにつきましては、韓国に続いて国内でも、

鹿児島県出水市等の野鳥で、病原性の高いＨ５

Ｎ６亜型のウイルスが相次いで検出される中、

先週、青森、新潟の家禽農場でも発生が確認さ

れたところであります。

県では、海外の発生状況から、今シーズンは

発生リスクが高いと考え、防疫メール等による

情報発信や、養鶏農家全戸992農場への立入点検

を実施してまいりました。これらに加え、11月

からは、過去に発生のあった地域の農場への再

巡回や、全ての農場への電話啓発など、例年以

上に対策を強化してまいりました。

このような中、国内の家禽農場での発生を受

けまして、直ちに養鶏関係者を集めた緊急防疫

会議を開催し、野生動物の侵入防止や鶏舎周辺

への石灰散布など、防疫の再徹底を呼びかけて

いるところであります。また、愛玩鶏飼養者に

つきましても、市町村の広報、防災無線による

呼びかけ等を実施しており、さらに、餌の販売

店舗等にチラシやポスターなどを掲示するな
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ど、さまざまな機会を捉えて、日常の管理の徹

底を啓発しております。

養鶏農家の皆様は、今、懸命に防疫作業に従

事されております。県といたしましても、県内

での発生防止のため、最大限の警戒のもと、関

係団体と連携し、全力で取り組んでまいる所存

でございます。

鳥インフルエンザに関しまし○有岡浩一議員

ては、私ども高岡でも毎回のように被害が出て

おりまして、養鶏農家の対策は当然でありま

しょうが、県民の皆さんの防疫に対する理解と

協力、こういったものを強くお願いしておきた

いと思っております。

続きまして、有機農産物について、再度、農

政水産部長にお伺いいたします。

農林水産省生産局の新規事業では、持続可能

で環境に優しい食料の生産を目指して、オーガ

ニック・エコ農産物安定供給体制の構築を進め

ております。海外における有機食品の市場の急

速な拡大や、新規就農者の有機農業への高い関

心などがあるようです。そこで、本県における

有機農業への取り組み状況と推進の考え方を、

お伺いいたします。

） 本県における○農政水産部長（郡司行敏君

有機農業の取り組みにつきましては、綾町の

「自然生態系農業推進条例」に基づく地域一体

となった取り組みを初め、西諸県地域等におけ

る露地野菜や水稲、さらには、輸出を視野に入

れました有機栽培茶研究会の取り組みなど、有

機ＪＡＳ認証を取得し、有利販売につなげるな

どの取り組みが見られるところであります。

このような中、県におきましては、「環境保

全型農業推進プラン」に基づき、健全な作物づ

くりに天敵の利用等を組み合わせた宮崎方式Ｉ

ＣＭを普及するなど、農薬や化学肥料の使用を

低減する取り組みを推進しているところでござ

いますけれども、本県の温暖多雨な気象のもと

での有機農業は、品目によっては、病害虫対策

の問題等で、安定生産の観点から普及が難しい

面もございます。

しかしながら、議員御指摘のとおり、有機や

エコ農産物への関心の高まりが見られますこと

から、県といたしましては、今後とも、環境に

優しい農産物の生産を推進しますとともに、意

欲ある実践者の取り組みをしっかり支援してま

いりたいと考えております。

ただいま部長から答弁いただ○有岡浩一議員

きましたが、例えば綾町におきましては、有機

農業の町というイメージを長い時間をかけてつ

くり上げております。そういった意味では、宮

崎県の農産物は、おいしさとともに、安全・安

心にこだわり続けていくべきだと思っています

し、宮崎の変わらないブランドアイデンティ

ティーとなることを期待しております。宮崎の

農産物は安全でおいしい、こういったことが常

に全国に、世界に発信できるような取り組みと

して、これからも有機農業に取り組んでいただ

ければありがたいと、そのように考えておりま

す。

それでは次に、環境森林部長に、食品ロス削

減についてお尋ねいたします。

食べ物を大切にすることは命を大切にするこ

とと教わってきた我々としては、食品ロスは減

らすべきであり、一人一人が努力すべきと考え

ますが、食品ロス削減に向けた県の取り組みを

お伺いいたします。

食品ロスを削○環境森林部長（大坪篤史君）

減することは、廃棄物の発生抑制や減量化はも

とより、大きく食料問題などの観点からも重要

な課題であると認識しております。
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そのため本県では、今年度から「みやざき食

べきり宣言プロジェクト」を始動させたところ

でございます。具体的には、８月から、食品ロ

スの削減に取り組んでいただける食品スーパー

や飲食店などを「食べきり協力店」として登録

する制度をスタートさせましたほか、12月から

は、幅広く県民にアピールするために、テレビ

スポットＣＭの放送や、県内各地で「食べきり

キャラバン」「食品ロス削減パネル展」などを

順次実施してきているところでございます。

今後は、消費者団体や業界団体などで構成さ

れます４Ｒ推進協議会とも十分連携しながら、

さらなる取り組みの強化を図り、食品ロス削減

を県民運動として、広く浸透させてまいりたい

と考えております。

本県は食料の生産基地だとい○有岡浩一議員

う自負がありますが、つくったものを全て有効

に使っていただく、そういう思いで、「いただ

きます」の精神で、これからも取り組んでいく

必要があると思っています。環境森林部長の答

弁がありましたように、県民みんなでこの取り

組みを進めながら、食品に対する感謝の気持ち

で食品ロス削減に取り組んでいただくことを強

く要望して、次の質問に入りたいと思います。

続きまして、「健康長寿日本一」について、

福祉保健部長にお伺いいたします。

宮崎県では、「健康長寿男女とも日本一」を

目指し、誰もがいつまでも健康で、生きがいを

持って暮らすことができる健康長寿社会づくり

を推進しておりますが、平成25年の本県の健康

寿命全国順位は、男性71.75歳で８位、女性

は75.37歳で４位となっております。ちなみに、

１位は男女とも山梨県でありました。健康はみ

んなの願いであります。平成42年、「健康長寿

日本一」を達成するために、どのような取り組

みを行っているのか、特に他県にない宮崎なら

ではの取り組みについてお伺いいたします。

県では、「健○福祉保健部長（日隈俊郎君）

康長寿日本一」の達成に向け、昨年度から「健

康づくり」「いきがいづくり」「県民一人ひと

りの参加」の３つを柱として、野菜摂取量の増

加を図る事業や運動の習慣化を図る事業、高齢

者の生きがいづくりを促進する事業など、健康

長寿社会づくりのための各種事業を実施してい

るところであります。

特に宮崎ならではの取り組みとしましては、

本県が日本有数の野菜生産地であるという特色

を生かし、外食や中食で野菜を多く使ったメニ

ューを提供する店を登録し紹介する事業や、家

庭で野菜料理をつくっていただくきっかけとす

るため、野菜料理コンクールを実施するなど、

野菜を積極的に食べる活動 これを略して―

「ベジ活」と言っておりますけれども 「ベ―

ジ活」を推進する事業等、取り組んでいるとこ

ろであります。

また、宮崎大学医学部と連携して、骨、関

節、筋肉などの障がいのために移動機能の低下

を来すロコモティブシンドロームを予防するた

めの事業なども実施しているところでありま

す。

さまざまな取り組みを行って○有岡浩一議員

いただいておりますが、生活の質を高めるとい

うことで、クオリティー・オブ・ライフという

表現がありますけれども、健康で自分らしい生

活を送れることが、心身の健康、良好な人間関

係など、宮崎県が目指す日本一住みやすい宮崎

県をつくるという、その実現に一歩近づくので

はないかと思っておりますので、「健康長寿日

本一」は、私どもが敬老会に行ったときも常に

申し上げています。「健康で長生きしていただ
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き、ぜひ東京オリンピックをみんなで見ましょ

う」という御挨拶をさせていただくことが多々

あります。そういった意味で、この取り組み

は、結果的には医療費の抑制にもつながる大き

な取り組みであります。

そこで、一つ御紹介させていただきますが、

先日、総合型地域スポーツクラブの可能性につ

いて勉強会があり、参加させていただきまし

た。俗に言う1130運動、そういったものを実施

している割合の高い岩手県は、１人当たりの医

療費が全国平均よりも低くなっております。逆

に宮崎県は、平均値よりも約３万5,000円ほど高

くなっているという資料がございました。運動

継続者１人当たりの年間医療費の推移を総医療

費（外来費プラス入院費）で比較したとき、全

国平均値に抑えることができたならば、年間

約400億円の医療費抑制となるという資料でござ

いました。「健康長寿日本一」の取り組みや、

健康づくり、スポーツの実施率を上げること

が、医療費抑制に大いに期待できるという勉強

会でございました。

医療費を抑えるということが、これからも国

民健康保険税を管理する中でも必要になってま

いりますので、ぜひ連携しながら、1130運動の

担当課、「健康長寿日本一」の取り組みの担当

課、それぞれが県民の幸せのために努力するこ

とをお願いしたいと思っております。

ただ、そのためには、どのような取り組みが

必要かと申しますと、関係機関との連携という

テーマがございます。日本一を目指すというこ

とで、年齢差では0.8歳とか0.4歳、大変少ない

数字のようですが、これは全高齢者みんながそ

の年齢まで長生きしていかなきゃいけないとい

うことですから、大変大きな課題であります。

平成42年に「健康長寿日本一」という目標を達

成するためには、関係機関との連携が必要と考

えますが、どのような取り組みをされようとす

るのか、再度、御答弁いただきたいと思いま

す。

お話にもあり○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ましたが、「健康長寿日本一」という目標達成

のためには、県だけではなく、市町村や各種団

体・企業、いろんな関係団体が協力して、県民

一人一人が健康長寿社会づくりに取り組んでい

くことが大変重要であります。このため、県で

は昨年度、市町村やさまざまな関係団体を構成

員とし、知事が会長を務めます「宮崎県健康長

寿社会づくり推進会議」を設置いたしまして、

基本的な推進方針を定め、県を挙げて取り組ん

でいるところであります。

さらに今年度は、市町村、関係団体との共通

認識を高め、積極的に取り組んでいくために、

市町村を訪問し、意見交換を行うほか、関係団

体には、それぞれが行う健康づくりに係る取り

組みについて、例えば、「健康診断の受診率100

％を目指します」などといった「健康宣言」を

行っていただくこととしているところでありま

す。今後とも、市町村や関係団体の皆様ととも

に、各種事業の積極的な展開を進めまして、

「健康長寿日本一」を目指してまいりたいと考

えております。

関係する各企業との連携とい○有岡浩一議員

う答弁をいただきました。一つの例で、健康診

断受診率100％を目指すという、これは宮崎県の

大きな課題でありまして、受診率の低さという

ものが大きな課題になっております。そういっ

た意味では、先進的に企業が率先して、こうい

う目標を掲げて取り組んでいただくこと、これ

は新しいモデルであり、模範になると思ってお

りますので、このような企業の協力、そして、
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それが県民の皆さん方に広がっていくことを強

く願っております。

続きまして、最後の社会教育の充実につい

て、教育長にお伺いいたします。

最初に、社会教育に携わっていたというお話

をさせていただきましたが、生涯教育という観

点もありますが、私は、社会教育というものが

地域の活性化には必要だというふうな観点で質

問させていただきます。

ホームページ上で、宮崎県社会教育委員会議

の資料を見せていただきました。コミュニ

ティーの形成やネットワーク、プラットフォー

ム構想など、地域で子供たちを育てることが検

討されておりました。地域力向上のために、社

会教育の取り組みが大変重要だと考えておりま

すが、教育長の御所見をお伺いいたします。

「地域の子供は、地○教育長（四本 孝君）

域で育てる」ということがよく言われるわけで

ありますが、子供を健やかに育てるためには、

地域の教育力を高めることが必要であり、その

観点から、社会教育は大変重要であると考えて

おります。

このことから、県教育委員会では、子供と地

域住民や地域住民同士の結びつきを強めるため

に、子ども会や公民館等の社会教育関係団体の

支援や、地域と学校が連携・協働して取り組む

活動を支援するなど、社会教育の充実を図って

いるところであります。

また、かねてから県民の要望もありまして、

本年度、県教育研修センターのリニューアルに

あわせて、地域社会を支える人材づくりを推進

するために、担当する部署を新設し、社会教育

主事を２名配置するなど、社会教育支援体制の

強化を図ったところであります。

社会教育支援体制をつくって○有岡浩一議員

いただいているということで、各地域での公民

館単位での活動、コーディネーターの方たちの

存在が大変大きいと思っております。特に学校

を退職された先生方、そういった方たちを活用

しながら地域の子供たちの支援をしていただく

ことは、大きな取り組みだと思っております。

その中で、教育長から答弁がありました、県

教育研修センターに２名の社会教育主事を配置

したということで、私どもは、教育研修セン

ターにこういう社会教育主事がおられるという

ことは大変心強いですし、また、社会教育の充

実というものを行政の中でも位置づけていただ

いたということで、大変感謝しております。そ

こで、教育研修センターでは、社会教育主事２

名体制ではございますが、どのような取り組み

を行っているのか、再度、教育長にお尋ねいた

します。

県教育研修センター○教育長（四本 孝君）

では、社会教育にかかわる県や市町村の教育行

政職員の資質向上研修や、地域づくりの核とな

る社会教育関係団体等の人材養成研修、さら

に、広く県民の皆様にも参加していただけるよ

うな魅力ある公開講座など、社会教育に関する

各種研修や講座を開催しております。

また、センター内の施設を開放して、社会教

育関係団体に活動の場を提供したり、あわせ

て、社会教育に関する資料や書籍等をそろえ、

県民の皆様に情報提供を行ったりしておりま

す。今後とも、地域の教育力向上を目指し、県

民のニーズに応じた研修等をさらに充実してい

きたいと考えております。

今答弁いただきましたよう○有岡浩一議員

に、社会教育の充実にこれからも取り組んでい

ただくこと、そして、宮崎のすばらしさを次の

世代に引き継ぐことは、大人の大きな責任だと
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思っております。

通告しました質問は全て終わりましたが、先

ほどＩＲの話もしましたし、県民の理解や財源

の問題もあります。こういった問題にどう取り

組むのか。「なせば成る」という精神で、これ

からやっていただきたいと思っておりますし、

自然豊かな宮崎だからこそ取り組める、宮崎ら

しいＩＲの取り組みもあるんじゃないかと思っ

ております。持続可能な取り組みを期待いたし

まして、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○宮原義久副議長

きます。

次は、髙橋透議員。

〔登壇〕（拍手） 午前中に引○髙橋 透議員

き続き、延岡市から傍聴に参加してくださる田

口雄二議員の応援の方々に感謝申し上げます。

ありがとうございます。私の地元日南からもお

見えになっていますので、仲よくしていただき

たいと思います。さすが県会議員だなという質

問は、私の後の井本議員にお任せをして、早速

質問したいと思います。

まず、人口減少対策についてであります。来

年度の当初予算編成方針が出されました。重点

施策の柱が３つあります。その中の１つに、人

口減少対策と中山間地域対策の強化があり、そ

の１番目に「若者の県外流出の抑制とＵＩＪ

ターンのさらなる促進」とあります。昨年は、

高校卒の県内就職率が54.7％と全国最下位が話

題となり、今年度は、雇用対策に力を入れたさ

まざまな施策が展開されているところでありま

す。そこで、平成22年に策定された総合計画

「未来みやざき創造プラン」の長期ビジョンに

は、人口減少を最小限に抑制するための施策を

展開し、20年後の人口・経済状況等、2030年の

宮崎県の姿が描かれています。長期ビジョンが

策定されて６年経過しました。過日、平成27年

国勢調査の確定値が報告され、本県人口は110万

人を割り込みました。知事はどのように分析さ

れているのか、お尋ねをいたします。

以下の質問は質問者席から行います。(拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

国勢調査の結果、本県の平成27年10月１日現

在の人口は110万4,069人、前回の平成22年に比

べ３万1,164人の減少となっております。これ

は、平成25年に国立社会保障・人口問題研究所

が行った本県の推計人口を3,253人下回る結果と

なっております。この推計人口との乖離を年齢

階層ごとに見ますと、14歳以下の人口は2,271人

推計を上回っております。とりわけ０歳から４

歳の層では1,317人上回っており、この階層にお

いては減少のスピードに改善が見られるわけで

ありますが、一方で、15歳から24歳の層で

は、5,567人下回る厳しい状況となっておりま

す。進学や就職の時点で、推計以上に県外流出

があったものと考えております。このため、若

者にとりまして、魅力ある就学環境の創出や良

質な雇用の場の確保など、若年層の流出抑制に

向けまして、さらなる対策を講じていく必要が

あるものと考えております。以上であります。

〔降壇〕

今、答弁がありましたが、15○髙橋 透議員
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歳から24歳未満が5,500人ぐらい下振れをしてい

るということでありました。新卒者の県内就職

率を高めるためにさまざまな事業を展開されて

いると思うんですが、結果が出るのはこれから

だというふうに思います。特に大学院、大学、

短大、高専の県内就職率は、全就職者2,313人の

うち989人の42.8％なんです。それを考えると、

非常に就職率は低いなと思うんです。県内企業

の地元採用枠はあると思うんですが、さらに県

内就職率を高めるために、主要企業に知事が直

接訪問して、地元採用枠を設けてもらうように

働きかけを行ってはどうか、知事に伺います。

大学生の県内就職を促○知事（河野俊嗣君）

進するためには、県内に若者の雇用の場をしっ

かりと確保することが重要であると考えており

ます。このため県では、宮崎労働局と教育委員

会と合同で、主要経済団体を通じて、県内企業

に対して、新規学校卒業予定者の求人枠の拡大

などについて要請活動を行っておるところであ

ります。また、８月に開催しました産学労官の

代表による雇用政策懇談会 私も出席をいた―

しましたが におきましては、若者の県内就―

職・定着促進をテーマに意見交換を行ったとこ

ろであります。産業界からも、県内企業が地元

の若者を安定的かつ継続的に雇用していく重要

性について意見が出されたところであります。

今後とも、大学生を初め若者の県内就職を促進

するために、さまざまな機会を捉えて、県内企

業の経営者等に対し、求人枠の拡大を積極的に

働きかけてまいりたいと考えております。

午前中の質問でも言われまし○髙橋 透議員

たけれども、東証１部上場企業が県内に立地す

るということで、地元採用枠も400人ということ

ですから、大変うれしいニュースだったんです

が、雇用確保におけるこういった対策の一方

で、いろんな課題、問題があるんです。実

は、10月に私どもの会派で、都城高専に事務局

がある霧島工業クラブに調査に行きました。そ

こで伺ったのが、県内大手企業で、売り上げも

右肩上がりで伸びている企業に呼びかけても、

就職説明会にも来てくれない、もちろん地元採

用枠もないということなんです。都城高専の県

内就職率はわずか１割です。せっかく県内にも

魅力ある就職先があるのに、地元に残れない歯

がゆさを工業クラブの方がおっしゃっておりま

した。あと、インターンシップ、中には旅費支

給をしたり、昼食を出したり、そういう企業も

あるわけなんです。行政で交通費の一部を助成

するとか、そういうことがあると、インターン

シップもさらに活性化するのではないかという

ことでありました。本県もいろいろ工夫されて

いますが、大学生の県内就職を促進するため

に、インターンシップをさらに活性化させる必

要があります。県はどのように取り組んでい

らっしゃるのか、商工観光労働部長にお尋ねし

ます。

インター○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ンシップは、大学生等が就職先を検討するに当

たりまして、企業理解を深める重要な活動、取

り組みの一つであるというふうに考えておりま

す。このようなことから、県では県内就職を促

進するため、インターンシップの受け入れ企業

の開拓と学生とのマッチングに取り組んでおり

まして、今年度は132名の学生が県内企業でイン

ターンシップを行っております。また、現在、

さらなる参加促進を目指して、インターネット

上にインターンシップの情報を集約し、マッチ

ングを行うシステムの構築に取り組んでいると

ころでありまして、今後のシステムの利用促進

を図るため、企業や学生を対象に、啓発冊子の
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作成やセミナーを実施することといたしており

ます。今後とも、インターンシップの活性化を

図るために、経済団体や大学等と連携しなが

ら、企業や学生に働きかけてまいりたいと考え

ております。

５月の連休前後、このあたり○髙橋 透議員

に９割方決まっているということでありますか

ら、早い時期にインターンシップで企業を知っ

てもらうことが大事だということであります。

よろしくお願いいたします。

次に移りますが、宮崎海上保安部巡視船再配

置の対策であります。宮崎海上保安部所属の巡

視船「たかちほ」が、10月１日付で種子島へ配

置がえとなりました。近隣諸国の海洋進出が活

発化していることなどから、種子島海上保安署

が新設されたことに伴い、油津にある宮崎海上

保安部があおりを食ったんじゃないかと思って

おります。そこで、宮崎海上保安部巡視船配置

がえに伴い、日向灘沖での海難救助や密漁取り

締まりに影響はないのか、それぞれの関係部長

にお尋ねいたします。

まず、海難○危機管理統括監（畑山栄介君）

救助の関係でございます。議員御指摘のとお

り、宮崎海上保安部では、種子島海上保安署の

新設に伴い、ことし10月に巡視船「たかちほ」

が、より小型の巡視艇の「しろかぜ」に配置が

えされ、現在、巡視艇２隻で海難救助等に当

たっておられます。宮崎海上保安部によります

と、平成27年は、船舶の衝突など海難事故が５

件、磯釣り中の事故などによる人身事故が14件

あり、これらのうち、同保安部が救助した事案

が１件、ほかの機関等が救助した事案は６件、

自力救助の事案は３件あったと伺っておりま

す。こうした状況にありますが、巡視艇は、浅

瀬に近づけるなど機動力がある一方で、外洋で

の活動に制限があるといった特徴があります。

今回の配置がえが及ぼす影響については、今後

の巡視艇の運用状況などを注視していく必要が

あるものと考えております。

次に、漁業取○農政水産部長（郡司行敏君）

り締まりについてであります。今回配置されま

した巡視艇「しろかぜ」は、これまでの巡視船

よりも小型になりますけれども、漁船が操業で

きる波浪での機動性や速度は、これまでの巡視

船と同程度と伺っております。このため、漁業

取り締まりに関しましては、これまでと同水準

の取り締まりが可能であると考えております。

県におきましても、「たかちほ」「みやざき

丸」の２隻の漁業取締船を保有しており、新た

に配備されました巡視艇としっかり連携をと

り、漁業取り締まりを行ってまいりたいと考え

ております。

私は、海難救助のほうをすご○髙橋 透議員

く心配しているんです。お話にもありましたよ

うに、小型で外洋のほうに行けないということ

でありました。御存じのように、26トンの巡視

艇が２隻残るわけですけど、26トンの巡視艇

は20海里制限、いわゆる37キロメートル以上沖

に行けないという制約があるんです。そういう

意味では、何らかの有事があったときに油津か

らは行けない。細島に同クラスの巡視船がある

らしいですけど、南のほうまでは厳しいという

話も聞きました。

そして、実はもう一つ問題があるんですけれ

ども、12名の職員削減なんです。海上保安部の

方々は家族で転勤していらっしゃいます。ざっ

くり30名が日南市から出ていったわけなんで

す。当然そのことによって日南は購買力が落ち

ます。私は、この人口減少時代に30名の転出と

いうのは非常に大きく、日南市にとってマイナ
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スになるというふうに思っています。そこで、

巡視船「たかちほ」の再配置を海上保安部に要

望していくべきじゃないかということを、知事

にお願いいたします。

海上保安庁の任務は、○知事（河野俊嗣君）

四方を海に囲まれた我が国にとりまして、海上

の安全及び治安の確保を図るため、大変重要な

ものであると認識しております。今回の宮崎海

上保安部の巡視船の配置がえは、九州南西海域

におきます外国漁船の監視体制の強化等を行う

ため、種子島海上保安署が新設されたことに伴

うものであります。宮崎海上保安部からは、本

県海域におきまして、海難救助等に支障のない

よう、第十管区海上保安部全体で総合的な船舶

の運用・調整を行うと伺っているところであり

ます。その状況を見きわめた上で、御指摘の内

容等を踏まえて対応してまいりたいと考えてお

ります。

保安庁の方針で全体、総員を○髙橋 透議員

ふやさないとか、新たな装備を配置しないとい

うのがあるかもしれませんが、ぜひ日南市と連

携して、再配置の要望を保安庁に働きかけてい

ただきたいと思います。

次に、2018年大河ドラマ「西郷（せご）ど

ん」へのアプローチについてお尋ねしてまいり

ます。2018年大河ドラマが「西郷どん」に決ま

りました。原作は林真理子さん、脚本は「花子

とアン」を執筆された中園ミホさんです。西郷

隆盛を演じるのは、「花子とアン」に出演され

た俳優の鈴木亮平さんです。西郷隆盛といえ

ば、最後は西南戦争で自害をするわけですが、

本県は西南戦争における薩摩軍敗走の地、延岡

市の北川町が最後の決戦の地であります。飫肥

西郷と言われた小村寿太郎の師、小倉処平が戦

死しています。2018年大河ドラマに決定した

「西郷どん」について、本県もドラマの舞台と

なるよう、積極的に働きかけるべきと思います

が、知事の考えを伺います。

大河ドラマの制作、本○知事（河野俊嗣君）

県におきましても、ゆかりのある偉人や神話な

どを取り上げていただきたいということで、Ｎ

ＨＫに対して機会あるごとに要望を行ってきた

ところでありますが、今回、明治維新から150年

目に当たる2018年の大河ドラマが「西郷どん」

に決定したということであります。西南戦争で

は、和田越えの決戦などの激戦地や宿陣跡のほ

か、日南隊の隊長でありました小倉処平が戦い

の中で命を落とすなど、さまざまな史跡や史実

が本県にも存在していると。ドラマ化に当たっ

ては、ぜひそういった内容についても取り上げ

ていただきたいと考えております。小説は現在

も連載中であります。今後のアプローチによっ

ては、西郷隆盛公にかかわるさまざまなエピ

ソードが描かれるチャンスもあると思いますの

で、ドラマの中でも本県が舞台となるよう、関

係市町村とともに、ＮＨＫへの要望など、働き

かけを行ってまいりたいと考えております。

小倉処平、中には御存じない○髙橋 透議員

方もいらっしゃるかもしれませんが、飫肥藩中

級藩士の次男で、２年間英国で学んだ俊才で

あったと言われております。安井息軒の門下生

として三計塾で学んで、同じ門下生であった陸

奥宗光や谷干城らと交流を得ています。当時は

雄藩出身で独占されていた大学南校に、小藩出

身の人材にもひとしく勉学の機会を与えるべき

と「貢進生制度」を政府に建議して、小村寿太

郎を大学南校に進学させた人物であります。

林真理子さんは、原作を今、連載中なんです

が、昨年、延岡市で開催されました「エンジ

ン01（ゼロワン）」の副実行委員長として延岡
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に三度おいでになっているようです。そのとき

に、西郷隆盛宿陣跡資料館と御陵墓参考地を訪

ねられています。このことは、11月18日付夕刊

デイリーの記者手帳で紹介されていますが、林

真理子さんはそこで、小倉処平のこともしっか

りごらんになったというふうに思います。西南

戦争最後の激戦地の延岡、そして、飫肥藩出身

の小倉処平が大河ドラマに登場するのではない

かと、わくわくしておる次第であります。

午前中は、内田副知事の出番がありました。

そこで、稲用副知事、まだ出番がありませんの

で、ぜひ 延岡出身ということでありますか―

ら、西南戦争、小倉処平にも少なからず思い入

れがあられると思います。そこで、大河ドラマ

は「西郷どん」で57作目になりますが、これま

での大河ドラマで印象に残る作品ベスト３を挙

げていただきたいと思います。

たくさんいい作品が○副知事（稲用博美君）

あったんですけど、至って個人的にということ

で、まず、「篤姫」、宮崎あおいさんと本県出

身の堺雅人さんの名演技があったと思います

が、それ以上に、小松帯刀の生涯というものに

大変引かれました。あと２つ挙げないといけな

いんですが、司馬遼太郎さんが好きなものです

から、１つは大村益次郎をモデルにしました

「花神」、そしてもう１つは、今の一連の御質

問の流れで、西南戦争和田越えの戦い、小倉処

平というふうに流れるように行くためには、

「翔ぶが如く」ということでお答えしないとい

けないのかなと思いました。この２つの作品は

いずれも、近代日本の建設の苦しみ、痛みとい

うことと同時に、そのときの人々の矜持という

ものが表現されたすばらしい作品であったとい

うふうに思っております。

ありがとうございます。どち○髙橋 透議員

らかというと江戸後期、幕末物をベスト３に挙

げられましたが、昨年が「花燃ゆ」でした。こ

れは史上最低の視聴率だったらしくて、幕末物

は当たらないというジンクスがあるらしいで

す。ぜひそうならないように「西郷どん」は応

援をしていこうと思います。よろしくお願いし

ます。

日南市の学芸員に話を聞く機会があったんで

すが、西南戦争が始まったときに小倉処平は東

京にいて、そのときには一番隊、二番隊は出て

いるんです。小倉処平は三番隊の隊長で駆けつ

けているらしいです。そして、薩摩軍が劣勢に

なったときに軍の再編をして、そのときには飫

肥隊の隊長から離れて、小倉処平は西郷隆盛の

周りにいたという話を聞きましたので、ひょっ

としたら西郷隆盛と話を交わしたこともあった

んじゃないかと推察します。小倉処平の存在な

くして小村寿太郎の存在はあり得ません。ぜ

ひ、「西郷どん」で宮崎県が舞台となって小倉

処平が登場することを祈りながら、いつの日か

小村寿太郎の生涯が大河ドラマに採用されるよ

う、これまで以上に顕彰と、そして大河ドラマ

誘致の県民運動を展開していただきたいと思い

ます。

次に移ります。医療・介護について伺ってま

いります。

本県では、2025年に、後期高齢者が16万9,000

人が20万4,000人になるそうです。認知症は５万

人から７万人、独居老人が６万2,000世帯から７

万2,000世帯になるようであります。これまで

は、高齢化のスピード、進展にどう対応するか

ということが問われていましたが、これから

は、人数の多さにどう対応していくかというこ

とらしいです。そういう意味で地域医療構想が

策定されたと思いますが、あくまで推計であっ
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て、病床数の削減を意味するものではないと答

弁をされてきました。さらに、構想区域ごとに

各地域の調整会議で議論して、地域の実情に応

じた医療体制の構築に向け自主的な議論を行う

となっています。ただ、自主的な議論だけで

は、国が考えている方向にはなかなか向かわな

いのではないかと考えます。地域医療構想で

は、療養病床を可能な限り在宅医療へ移行させ

るのが狙いだと考えられるからであります。そ

こで、2018年に診療報酬が改定されることに

なっていますが、在宅医療へ誘導する改定にな

るのではないかと思われます。どう考えます

か、福祉保健部長に答弁をお願いします。

本年度の診療○福祉保健部長（日隈俊郎君）

報酬改定における基本的な視点の一つに、「地

域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・

強化、連携に関する視点」という項目がござい

まして、この中で、療養病棟につきましては、

より医療の必要度が高い患者を受け入れるため

の基準の厳格化、あるいは「退院支援加算」の

新設、「在宅復帰機能強化加算」の見直しな

ど、患者の在宅復帰をより促進するための改定

が行われております。また、在宅医療につきま

しては、緊急往診やみとりの十分な実績を有す

る医療機関の評価の充実や、新たに、在宅医療

を専門に行う医療機関の開設が認められるな

ど、質の高い在宅医療の確保に向けた改定内容

となっております。さらに、本年度の診療報酬

改定における附帯意見を見ますと、「質が高く

効率的な在宅医療の推進について引き続き検討

すること」とありますので、御質問の2018年の

診療報酬改定につきましては、これらを踏まえ

たものになるのではないかと考えております。

厚生労働省が出した推計で衝○髙橋 透議員

撃的な数字があります。今後、死亡者が急増し

て、2030年には、約47万人が「死に場所難民」

になる可能性があるという数字であります。現

在は約75％の人が病院で亡くなっているわけで

すが、そのベッドが圧倒的に不足するというこ

とであります。今後、自宅や介護施設などでの

みとりを大きくふやさなければならないと思い

ます。住まい、医療、介護、予防、生活支援が

一体的に提供される地域包括ケアシステムを早

急に確立しなければならないゆえんでありま

す。そこで、地域包括ケアシステムの構築を進

めるために、日南市などがモデル事業に取り組

んでいますが、その成果について福祉保健部長

に伺います。

地域包括ケア○福祉保健部長（日隈俊郎君）

システムは、市町村が主体となりまして、医療

と介護の連携や、介護予防、生活支援などの体

制づくりを行うものでありますが、県では、そ

の支援のため、意欲のある市町村を対象にモデ

ル事業を実施しているところであります。昨年

度は、日南・串間地域を対象に、医療機関退院

後の高齢者に適切な医療・介護サービスを提供

するための退院調整ルールづくりのモデル事業

を実施しまして、病院看護師やケアマネジャー

から、「お互いに顔の見える関係ができ、調整

がスムーズになった」との声が聞かれるなど、

期待された成果が出ているところであります。

このため、今年度は、新たに４つの地域で本事

業を実施しておりますが、このほか、平成26年

度からの住民主体の介護予防のモデル事業には

延べ12市町村が参加しており、また、今年度か

らの自立支援のためのケアプラン作成のモデル

事業には、５つの市町村が参加しているところ

であります。こうした県内での先行事例の成果

を他の市町村へ波及させながら、地域包括シス

テムの構築を促進していきたいと考えておりま
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す。

ありがとうございます。少し○髙橋 透議員

ずつですけれども、広がりを示す方向性が出て

いると思いますが、地域包括ケアシステムで最

も必要なことは何か、福祉保健部長にお尋ねい

たします。

2025年に向け○福祉保健部長（日隈俊郎君）

て、医療や介護を必要とする高齢者の増加に対

応していくためには、在宅医療や訪問看護、居

宅介護サービスなど、在宅生活を支える医療・

介護基盤の充実や、それに必要となる人材の確

保・育成、認知症対策、医療と介護の連携な

ど、重要な課題と考えているところでありま

す。また、社会保障給付費が増大していく中

で、高齢者が住みなれた地域で暮らし続けられ

るようにするためには、住民みずからの生活習

慣病の予防や介護予防の取り組みを初め、生活

支援、見守り体制づくりなど、多様な主体によ

る地域の支え合いも重要であります。地域包括

ケアシステムの構築は、市町村が主体となっ

て、これらの取り組みを一体的に進めていく必

要がありますので、県といたしましては、積極

的な支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

在宅ケアの中核を担うのは、○髙橋 透議員

医療にも介護にも顔がきく訪問看護だと言われ

ています。まだまだ数が足りません。というよ

り、県民の間に訪問看護が余り知られていない

なと思います。だから利用者も少ないという現

状があると思いますが、県民が訪問看護の必要

性を感じる施策をしっかり取り組むことが大事

だと思っています。地域によっては、交通費な

どの利用者負担の問題とかあるし、人材不足の

問題、乗り越えなければならない課題がいっぱ

いあります。市町村としっかり連携して、地域

包括ケアシステムの確立に御尽力いただきたい

と思います。

次に移ります。観光振興について。

先月22日に、南九州観光振興会議が鹿児島市

で開催されました。パネルディスカッションの

パネリスト、ＮＰＯ法人「かごしまバリアフ

リーツアーセンター」の理事長から、高齢者や

障がい者に限らず、安心して外出、旅行ができ

るようバリアフリーを推進・情報発信し、地域

への啓発にかかわる事業とバリアフリー観光相

談・情報発信等の事業を行っているお話を聞き

ました。障がい者が観光や買い物などで積極的

に外出できるように環境整備をしていく必要が

あります。現在の取り組み状況について、福祉

保健部長に伺います。

県では、平○福祉保健部長（日隈俊郎君）

成12年に制定いたしました「人にやさしい福祉

のまちづくり条例」に基づき、宿泊施設、道

路、公園等、多くの方が利用する施設につい

て、段差の解消や道路幅の確保、障がい者用ト

イレの設置等、障がいのある方や高齢者等の利

用に配慮した整備基準を策定いたしまして、バ

リアフリーの施設づくりの促進に努めてきたと

ころであります。また、こうした施設を活用し

ていただけるよう、「みやざきバリアフリー情

報マップ」として、ホームページ上で、障がい

の状況や施設の種類、所在地などの条件によ

り、障がい者対応の施設の整備状況を検索でき

るようにしているほか、車椅子で行ける宮崎の

お薦め観光地の紹介などの情報提供を行ってい

るところであります。

これまでは、旅行業者が商品○髙橋 透議員

をつくって販売する、いわゆる発地型観光と

いったものが主流であったんですが、受け入れ

側が主体となった着地型観光に観光産業の環境
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が変化しているとのことであります。高齢者や

障がい者が旅行するとなると、着地、行き先で

の移動とか入浴、食事介助などのため、出発地

から介助者、看護師を同行させるのが一般的だ

と言われています。その分、交通費とか宿泊費

とか人件費の経費がかかってくるわけでありま

すが、旅先、着地場所で必要なサポートを必要

な場所と時間につなぐことで、旅行コストは低

減できます。そして、家族などの同伴者も自由

な時間を楽しむことができます。県内の観光地

あるいはホテル・旅館組合において、ハード面

の整備は非常に厳しいものがありますが、問題

や課題の共有あるいは研修などを重ねること

で、バリアフリー観光は可能になってくると思

います。今後、障がい者や高齢者等の観光客が

ふえていくと思われますが、バリアフリー観光

の推進について、県の考えを商工観光労働部長

に伺います。

バリアフ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

リー観光の取り組みにつきましては、全国で

は、ただいま議員のお話がありましたとおり、

「かごしまバリアフリーツアーセンター」のよ

うに、31の地域において、ＮＰＯ法人等が主体

となったバリアフリー旅行相談窓口が設置され

ておりまして、観光施設等の実態調査や宿泊施

設等へのバリアフリー化の指導・助言、旅行者

からの相談への対応などを行っているところで

あります。一方、県内での取り組みにつきまし

ては、観光関連団体等での個別相談対応などが

中心となっている状況にございます。バリアフ

リー観光への対応は、交流人口の拡大を進める

上で、ますます重要になってくるものと考えて

おりますので、先進地域での取り組みも参考に

し、関係部局や市町村等の意見も伺いながら、

今後の取り組みについて検討してまいりたいと

考えております。

宮崎はどちらかというとまだ○髙橋 透議員

おくれているのかなという感じがしますから、

なお一層の努力をお願いしたいと思います。

話は変わりますけど、プロ野球のことしの観

客動員数、１位は巨人で300万人、阪神が291万

人、ソフトバンク250万人、そして広島が216万

人の順番であります。ただ、それぞれの本拠地

周辺の人口を考えると、広島の216万人は私はす

ごいと思っています。御案内のように、黒田投

手とか新井選手が復活したということもありま

すが、もう一つ大きな観客動員数の増の要因

は、マツダスタジアムの機能性だというふうに

私は思っています。砂かぶり席があったり、寝

そべって見られる席があったり、あるいはバー

ベキューを楽しみながら観戦できる席もあると

いうことであります。そして、もっとすごいの

は、何よりも障がい者や高齢者に配慮した設備

です。車椅子観戦スペース席140席、車椅子貸し

出し20台、多目的トイレは24カ所、そのうちオ

ストメイト対応が12カ所あります。障がい者や

高齢者を誘導案内するホスピタリティスタッフ

がそろっています。ちなみに東京ドームの車椅

子席はわずか12席であります。これはメジャー

リーグの球場をお手本にして設計されたそうで

ありますが、宮崎にもサンマリンスタジアムが

あります。改修されるときにはぜひ、マツダス

タジアムを参考に、ユニバーサルデザインの理

念をよろしくお願いしたいと思います。

いろんなところで配慮することによって、自

然と観光もひっくるめてふえてくる。そういう

ことをしっかりと取り組んでいただきたいと思

います。

次に、農水産業の振興について。

まず、農産物の海外輸出策について伺ってま



- 202 -

平成28年12月５日(月)

いります。今議会に提案されています「産地パ

ワーアップ計画支援事業」で、輸出拡大に取り

組むということになっておりますが、どのよう

な品目が対象となるのか。また、その支援内容

について農政水産部長に伺います。

本県における○農政水産部長（郡司行敏君）

農産物の輸出につきましては、カンショやお

茶、花卉などの品目で取り組まれております

が、今議会にお願いしております「産地パワー

アップ計画支援事業」の輸出対策では、カン

ショを対象に事業を行うこととしております。

具体的には、串間市の農業法人が、カンショの

品質低下を防ぐ既存のキュアリング施設と連動

した貯蔵庫と選果ラインの一体的な整備を計画

しているところであります。県といたしまして

は、本事業により貯蔵庫等の整備を進め、香

港、台湾等への輸出拡大を目指した取り組みを

支援してまいりたいと考えております。

カンショについては、聞きま○髙橋 透議員

すと、これまで輸送時に腐敗なんかが生じてい

たらしくて、今お話がありましたように、集出

荷貯蔵施設の整備ができれば解消できるという

ことで、大変ありがたいことであります。

県南にはほかに、キンカンとかスイート

ピー、こういったものが現時点で輸出されてい

るわけですけれども、その取り組み状況と今後

の展開について、農政水産部長にお尋ねしま

す。

まず、キンカ○農政水産部長（郡司行敏君）

ンについては、東アジアにおいて、縁起のよい

色や名前、そしてその甘さから高い評価を得て

おり、非常に有望な品目であると考えておりま

す。しかしながら、海外量販店や日本食レスト

ランでのフェア等において、「より酸味の少な

いキンカンが欲しい」との声もあることから、

現在、その栽培実証に取り組んでいるところで

あります。

次に、スイートピーについてでありますけれ

ども、国内の花市場との連携のもと、ニュー

ヨークを中心にプロモーションを実施し、取引

の定番化を実現しております。今後は、新たな

販路開拓に向け、アメリカ西海岸の花卉バイ

ヤーを招聘するとともに、ロサンゼルスでプロ

モーションを実施することとしております。

県といたしましては、引き続き、産地や輸出

事業者等と連携しながら、海外のマーケット

ニーズに対応した産地づくり、取引づくりに取

り組んでまいりたいと考えております。

スイートピーについては、北○髙橋 透議員

米に輸出しているのは、大阪の「なにわ花いち

ば」に一旦持っていっているわけです。香港へ

は延岡の市場が約４万本ですか、北米は35万本

というふうに聞いておりますが、今そういう実

績があるわけで、特別委員会のこの前の海外調

査で香港の総領事館で話を伺ったときに、香港

というのはもともと英国領ですから、花を贈る

文化が根づいているということであります。そ

ういう意味では、今のところ４万本ですので、

伸び代はあるなと思ったところであります。

それと、物流のコストの関係で、先ほど言い

ましたように、一旦大阪とか、そういう商社と

か物流会社にお願いして輸出している今の現状

なんです。ロットが小さいから、宮崎県単独で

やっても成り立たないということがあると思う

んです。ただ、観光関係では、九州をまとめて

今売り出そうとしているじゃないですか。だか

ら、九州の農水産物を集めて輸出する方法があ

ると思うんです。そういう意味では、羽田正治

さんが代表者になっています九州農水産物直販

の役割は大きいんですけれども、参加者を見て
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みますと、ＪＡ経済連は本県だけなんですね。

九州各県の経済連が協力して農水産物を集める

ということがなかなかできていないというふう

に私は思ったりしています。観光誘客について

も、先ほど言いましたように、九州レベルで売

り込む機運も高まっているわけですから、農水

産物についても、オール九州で輸出促進に向け

たことは取り組めないか、その状況について知

事に伺います。

オール九州での輸出の○知事（河野俊嗣君）

取り組みは、これまで九州地方知事会において

も、たび重なる議論を重ねてきたところであり

ますし、九州地方知事会と九州経済連合会等で

構成します九州地域戦略会議におきまして、具

体化に向けた検討を行ってきたところでありま

す。御指摘のとおり、理念はみんな賛同するわ

けでありますが、実際に行うとなると、さまざ

まな課題に直面してきておるわけであります。

本年７月に、香港において九州・山口が連携し

たフェアを開催しておりますが、本県からも完

熟マンゴーやカンショなどを出品し、大変好評

を得たというふうに伺っているところでありま

す。アジアでのプロモーションなどを行ってお

りますと、宮崎はいいとして、次から次へ各県

がいろんなものを持ってくると。さっき御指摘

がありましたように、ロットが小さい、発信力

の問題、いろいろあるわけであります。オール

九州での輸出の取り組みをすることによって、

発信力を高め、各県の特産物のリレーによる周

年での安定した取引の実現や、物流コストの低

減が図られるなど、連携には大きなメリットが

あります。本県としても、今後しっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○髙橋 透議員

６月議会で、みやざき地頭鶏の輸出について

質問しました。輸出にはさまざまな課題があっ

て、関係機関等との検討を進めるとのことであ

りました。その後の取り組み状況について、農

政水産部長に答弁を求めます。

みやざき地頭○農政水産部長（郡司行敏君）

鶏のさらなる消費拡大を図る上で、海外への輸

出は大変重要であると考えており、本年度は、

輸出に向けた調査を行っているところでありま

す。具体的には、ジェトロの現地アドバイザー

の協力を得て、10月に香港とベトナムでニーズ

調査を行い、みやざき地頭鶏はこれらの国の消

費者に十分受け入れられるとの調査結果を得た

ところであります。この結果を受け、年明けに

は、現地でより詳細なマーケット調査を実施す

るとともに、対象国の衛生基準を満たす施設を

選定するなど、生産者や関係機関と一体となっ

て、輸出に向けた取り組みをさらに進めてまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。前に○髙橋 透議員

進んでいるようであります。特別委員会で海外

調査に行ったわけですけれども、香港のスー

パーに行きました。徳島県産地鶏「阿波尾鶏」

を見ました。総領事の方に伺うと、「熊本の

「天草大王」もあるよ」とおっしゃっていまし

た。そして、私たち委員で、みやざき大使に委

嘱されております、日本産食品取り扱いが香港

でトップクラスの食品輸入商社のデニス社長と

懇談したわけですが、この方が、鶏肉の輸入を

検討しているとおっしゃっていました。私は、

他県におくれてはならんなと思っていまして、

売り込みは早い者勝ちだと思うんです。あと、

大きな課題がありましたよね、食鳥検査場。こ

こも、しっかりと前に転がしていただきたいと

思います。

次に、福岡のイベントにおいて、鶏肉の生食
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で食中毒が発生しました。厚労省が鶏肉の生食

を規制するのではないかという臆測が報道され

ましたが、鶏肉に対して国が生食の禁止をする

動きがあるのかどうか、福祉保健部長にお伺い

します。

鶏肉につきま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

しては、現在、国において、カンピロバクター

による食中毒を低減するため、新たな殺菌剤の

使用などの有効な手法について、具体的に検討

がされているところであります。いわば生で食

べる上での安全対策について検討されていると

ころでありまして、今のところ、生で食べるこ

とについて禁止するという動きは聞いておりま

せん。

安心しました。ありがとうご○髙橋 透議員

ざいます。地頭鶏の売りの一つが、刺身で食べ

る生食。ここが一つの大きな魅力でありますか

ら、安心しました。ありがとうございます。

次に、目井津どれマアジのブランド化につい

てお尋ねしてまいります。南郷町目井津港では

多種多様な水産物が水揚げをされて、港の駅

「めいつ」には、新鮮でおいしい魚を求めて県

内外から多くの買い物客が訪れています。毎年

３月から６月にかけて、脂の乗った小型のマア

ジが水揚げされています。そのマアジにさらな

る付加価値をつけてブランド化する取り組みが

行われています。取り組み状況と波及効果につ

いて、農政水産部長にお伺いします。

目井津港で水○農政水産部長（郡司行敏君）

揚げされる定置網で漁獲されたマアジにつきま

しては、鮮度や脂の乗りなどの品質が高く、小

型で料理にも使いやすいことなどから、地元の

飲食店や県内外の市場関係者からは高い評価を

得ているところでございますけれども、一般の

消費者までには十分に認知されていないという

状況にあると考えております。このため県で

は、漁業関係者や日南市等と連携して組織され

ました「めいつの魚ブランド化推進協議会」に

おいて、目井津の魚の認知度と付加価値の向上

を目指し、核となるマアジにつきまして、来年

３月の地域ブランドの立ち上げに向け、準備を

進めているところであります。こうした地域ブ

ランドの取り組みにより、水産物の販売促進や

消費拡大が図られ、観光などの地域の活性化に

も効果が波及するものと考えておりまして、今

後とも、日南市や関係者と一体となって取り組

みを進めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。３月○髙橋 透議員

から６月の期間限定のブランドになるのかなと

思っております。脂の乗りは、あの北浦灘アジ

に劣らないぐらいの脂の乗りだそうですから、

大変楽しみなんですが、定置網どれで鮮度がい

いんです。地元のスーパーとか飲食店はもちろ

んのこと、東京築地の市場からも高い評価を受

けていると聞きます。そこで、ブランドが確立

されるためには、鮮度管理を徹底するための施

設整備やＰＲ力も求められていきます。県とし

ての支援も必要です。今後、財政面も含めてど

のような支援をされていくのか、農政水産部長

に伺います。

目井津どれア○農政水産部長（郡司行敏君）

ジのブランド化につきましては、漁業者の所得

向上や地域活性化につながるものと考えており

ますので、県といたしましても、大きな期待を

寄せているところであります。ブランド化を進

めるに当たっては、機器等の整備が必要になる

場合もあると考えますので、県といたしまして

は、関係者の声を十分お聞きしながら、支援を

行ってまいりたいと考えております。

ありがとうございます。よろ○髙橋 透議員
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しくお願いいたします。昭和55年の旧南郷町時

代には３万1,963トン、162億7,000万円の水揚げ

高がありました。現在では、１万4,723トン、57

億3,000万円の水揚げです。量で半分以下、額面

で３分の１まで激減しています。このブランド

化の取り組みは本当に大事なんです。マアジが

ブランドとして認証されることによって、県内

外に水産業の町・南郷目井津がさらに認知をさ

れて、交流人口の増につながります。地方創生

の成功例として、かつての魚の町・南郷の復活

が期待されると思います。よろしくお願いいた

します。

教育問題に移ります。

特別支援教育支援員の増員についてお伺いし

てまいります。11月13日に日南市において、発

達障害児親の会「ＨＡＧＵ（ハグ）」の主催

で、「発達に凸凹のある子どもの自立に向け

て、理解と支援のネットワークを考える」と題

した講演会がありました。講師の藤堂栄子さん

は、東京都港区で通常の学級における発達障が

いの児童生徒をナチュラルサポートする支援員

を養成する講座を立ち上げ、全国に広げられて

います。本県では、宮崎市の親の団体が養成講

座に取り組んでいます。そこでわかったこと

は、大規模校になると、１人の支援員が10人の

子供を見ている実態があり、とてもではないが

一人一人に十分な支援ができていない実態があ

るとのことです。このことは、宮崎市の親の団

体が行っている養成講座に参加された現役のス

クールサポーターがアンケートに答えられてい

るそうです。特別支援教育支援員の増員対策に

ついて、教育長に伺います。

特別支援教育支援員○教育長（四本 孝君）

は、障がいのある幼児、児童生徒に対して、学

習活動上のサポート等を行っており、全ての公

立幼稚園、小中学校において配置できるよう

に、市町村に対する地方財政措置が講じられて

いるところであります。その措置額も年々増加

しておりまして、特別支援教育支援員の数は着

実に増加している状況にあります。しかしなが

ら、議員の御質問にありましたとおり、学校に

よっては十分な数を確保できていないという状

況も伺っているところであります。県教育委員

会といたしましては、特別な配慮の必要な幼

児、児童生徒が増加している現状を国へ報告

し、特別支援教育の充実のための予算の拡充に

ついて、継続して要望してまいりたいと考えて

おります。

子供１人に支援員１人がベス○髙橋 透議員

トですけれども、まずは、せめて４～５人に１

人の支援員を配置すべきだと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、支援員への研修の必要性についてお尋

ねをしてまいります。発達障がいは、生まれつ

きであったり、見た目ではわからなかったり、

発達にでこぼこがあります。早期の対応が必要

でありまして、子供が何に困っているのか、そ

の原因は何か、どのような手助けをすればいい

のかの知識と体験が必要と言われます。港区の

講師の方の話では、支援によっては、小学２年

生・３年生で支援が外れるとのことでありま

す。そこで、特別支援教育支援員の研修はどの

ように取り組まれているのか、研修の現状につ

いて教育長に伺います。

特別支援教育支援員○教育長（四本 孝君）

の研修につきましては、現在、支援員を配置し

ている24市町村のうち、15の市町村で実施され

ているところであります。研修の実施回数とし

ましては、13市町村では年１～２回の実施と

なっており、２つの市においては年４回実施さ
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れております。

次に、その研修内容につきましては、支援員

の役割や障がいの特性理解及び子供への適切な

対応の仕方などとなっておりまして、市町村の

担当指導主事やエリアコーディネーター、保健

師等が講師となって講義を行っております。こ

のほか、事例研修やグループ研修などを通し

て、支援員の資質向上が図られているところで

あります。

今の答弁を聞きますと、全て○髙橋 透議員

の学校で研修は行われていないし、年に１～２

回ということであります。先ほど紹介しました

けれども、宮崎の親の会が行っている養成講座

は、40時間ぐらいの研修をしているんです。そ

ういう意味では、さまざまな研修に取り組まれ

ていると思いますけれども、例えば研修セン

ターがありますね、あそこを活用した支援員養

成の研修などできないものか。指導者をしっか

り養成する取り組みなどは実施されていないの

か、教育長にお尋ねいたします。

支援員は、教職員の○教育長（四本 孝君）

指示に基づいて、特別な配慮の必要な幼児、児

童生徒の支援を行っているところであります。

このため、県教育委員会といたしましては、ま

ず、支援員への指示を行う教職員の専門性を向

上させることが、幼児、児童生徒のより適切な

支援につながるという観点に立ち、教職員の研

修を実施しているところであります。御質問の

特別支援教育支援員の研修につきましては、特

別支援教育の充実を図る上で大変重要なものと

考えますので、今後、市町村と意見交換等をし

ながら検討してまいりたいと考えております。

要は研修の中身なんですよ○髙橋 透議員

ね。親の会との連携もこれまで以上に取り組ん

でほしいし、行政でやれないこともあると思う

んです。親の会などの運営面とか、特に財政面

で支援する方法だってあると思うんです。障が

いを抱えていても、大人になったときに生きる

力とか、社会参加する上で必要な力を養う支援

を丁寧にやっていただきたい。お金がかかるか

もしれませんが、長い目で見れば社会的コスト

を下げることにもなります。

最後に、発達障がいの子供を持つお母さんの

お話をします。小学校３年生の子供が、クラス

メートの発達障がいの子供からおなかを蹴られ

たとのことで、学校から連絡があって保健室に

行かれました。蹴られた我が子はベッドで横に

なっていたそうで、加害者のクラスメートは、

両脇を校長先生、教頭先生、支援員に挟まれて

凝り固まっていたそうです。そのお母さんが加

害者の子供に話されました。「話し合いで解決

できなかったの」と問いかけられましたら、加

害者の子供は目からぽろぽろ涙をこぼしたそう

なんです。お母さんの話では、「その子は何か

あると周りから叱られてばかりいたのでしょ

う」とのことでした。子供が問題行動を起こす

背景には、必ず理由があります。そのお母さん

は、発達障がいに対する知識と体験をお持ちで

した。だから、「話し合いで解決できなかった

の」という声かけができたのだろうと思いま

す。その後、加害者の子供は蹴られた子供と仲

よく遊ぶようになったそうです。丁寧な研修、

啓発は必要です。当事者だけではなく社会全体

で発達障がいに対する理解が深まれば、もっと

優しい社会になると思います。

以上で質問を終わります。（拍手）

次は、井本英雄議員。○宮原義久副議長

〔登壇〕（拍手） きょう最後○井本英雄議員

の質問になりました。先ほどは髙橋議員からプ

レッシャーをかけられまして、傍聴者も多分
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がっかりすると思います。どうぞ今のうちに

帰ったほうがいいかもしれません。それでは、

質問に入りましょう。

失われた20年という言葉があります。バブル

がはじけて以来、日本の経済が余りうまくいっ

ていないと私たちも思うんですけれども、しか

し、なぜか円が買われております。つまり、日

本よりもヨーロッパ、アメリカのほうが調子が

悪いということであります。これは、リーマン

ショックの後片づけがうまくいっていないとい

うことであります。つまり、日本の失われた20

年が今、ヨーロッパで始まったということらし

いです。後に続いていたＢＲＩＣｓの調子もよ

くありませんし、中国もバブルがはじけて、高

度成長の時代はもう終わったんじゃないかと言

う人もおります。ＩＴバブルも終わり、金融バ

ブルも終わりました。しかし、バブルがはじけ

るたびに格差が広がっております。次は、ＡＩ

（人工知能）、ＩｏＴだと言って、何とか経済

を発展させようとする経済人たちは躍起であり

ます。ＡＩやＩｏＴによって人の仕事は奪わ

れ、最終的には１割の仕事しか残らないという

話もあります。そうすると、単純に考えれば、

格差はますます広がるんじゃないのかなと心配

するわけであります。

私は、学生時代に、レーニンの「帝国主義

論」という本を読んだことがあります。この本

は70年前ぐらいに書かれた本なんです。ちょっ

と読んでみます。

資本主義経済が高度に発展し資本および生

産の集中、集積が強まると、経済は自由競争

段階から独占段階へ移行する。

そこでは銀行資本と産業資本が融合して金

融資本となり、国内市場を牛耳って労働者を

搾取する一方、有力な資本の投下先が国内か

ら減ったことを受けて海外へと進出するよう

になる。

このように金融資本がさらなる利潤を求め

て海外進出することを帝国主義と呼び、資本

主義が最高レベルにまで発展した段階であ

る。

帝国主義段階での海外進出において、商品

輸出に劣らず、むしろそれ以上に重要なのが

資本輸出である。

輸出された資本は後発国に投下され、現地

の労働者の労働を搾取し、そうして得られた

利益が投資国に還流する。

かくして先進国の金融資本は世界中から搾

取し、その一部を国内の労働者層に分配し、

彼らを手なずけようとしている。

こういった傾向は世界全体での資本主義ひ

いては生産力の発展を激しく促進するが、行

き着く先は帝国主義国同士での勢力圏分割戦

争であり、最終的には万国の労働者が団結し

て世界革命を起こすことで、社会主義への道

を開かねばならない。

まさかこんなことにならないだろうと思うん

でありますが、状況はよく似ているなという気

がするわけであります。

こういうときに、アメリカでトランプさんが

次期大統領ということになりました。世界に大

きな衝撃を与えました。私もびっくりしまし

た。皆さんもそうだと思います。その前はイギ

リスがＥＵから離脱し、また、フィリピンの大

統領は驚くような人が大統領になったというこ

とが起きました。この現象を単にポピュリズム

だと片づけるのは簡単であります。しかし、私

は、この現象の根底には、貧富の格差、そして

中間層の没落があるというふうに思うのであり

ます。大衆の不平・不満に火をつけたと言える



- 208 -

平成28年12月５日(月)

んじゃないかと思うんです。私が心配なのは、

あのヒトラーナチスがあらわれたときでありま

す。第１次世界大戦後の莫大な賠償と大恐慌に

よって国民が不満を持っていた。その不満に火

をつけたのがナチスでありました。民主主義の

中から全体主義が生まれたということは教訓に

しなければならぬと言われております。トラン

プ政権が果たしてそんなふうにならなければい

いがなと。甘く考えるとそういう時代が来るん

じゃないか。私は本当に心配しているわけであ

ります。日本においても格差が大きくなりつつ

あります。知事はこのような現象をどのように

お考えなのか、お聞かせ願えたらと思います。

壇上での質問はこれで終わります。ありがと

うございました。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

さきのイギリスのＥＵからの離脱や今回のア

メリカ大統領選挙の結果につきましては、さま

ざまな背景や事情があるという指摘、またいろ

んな分析がなされているところでありますが、

御指摘のように、一つには移民政策への反発や

格差への不満や怒りがあると報じられていると

ころであります。格差の固定化や拡大というも

のは、社会全体に閉塞感や停滞感を生み出すも

のであり、それは大変危険な展開の種をまくこ

とになりかねないのではないかと心配するとこ

ろでありまして、そうならないようにしっかり

と対処することが、政治の責務であると考えて

おります。私としましては、全ての人々が生き

がいを持って働き、活躍できる社会、また、全

ての子供たちが、生まれ育った環境に左右され

ることなく、生き生きと学び、夢の実現に向

かってチャレンジできる、まさにひなたのよう

な温かい社会であってほしいと考えております

し、そのために努力を重ねてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○井本英雄議員

地方創生と人口減少についてお聞きいたしま

す。

地方創生の目的は一体何であるか。人口減少

対策ということであろうと思います。人口減少

対策は大きく２つあると思います。１つは一極

集中対策です。もう１つは少子化対策です。し

かし、どちらにしても、これは今までの国策の

結果であり、地方が引き取る課題ではないん

じゃないかと私は思うのであります。中央政府

は、自分たちの政策の失敗を地方に押しつけよ

うとしているとしか、私には思えません。平成

の合併もそうでありました。三位一体改革もそ

うでありました。道州制が持ち出されたときも

そうでありました。中央政府の負担を軽くせん

がための政策にすぎないと私は思っておりま

す。勝手な押しつけであります。あげくの果て

は、いいアイデアを持ってきなさい、いいアイ

デアを持ってきたら予算をつけてあげましょう

と。本当に地方をなめているとしか言えない。

恐らく皆さんもそう思っているでしょう。私が

かわりに言いますが。

地方自治体は、地方創生とか何とか言われる

前から同じことをやってきたんですよ、はっき

り言って。頑張ってきたんです。殊さらこんな

ことを言われる必要もないと私は思っているん

だけど。そんなことを言ってもニンジンが前に

ぶら下がっておりますから、国の政策に応じな

きゃしようがないだろうと思っておられると思

うんですが、どのようにお考えか、総合政策部

長のお考えをお聞かせください。

地方創生は、○総合政策部長（永山英也君）

東京一極集中を是正し、都市に向かっている人
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やお金の流れを変えること、さらに、地方が成

長する活力を取り戻すことによって、人口減少

を克服することを目的として、国・地方を挙げ

て取り組んでいるものであると理解しておりま

す。当然、長期にわたる息の長い取り組みが必

要でありますので、国に対しては、地方の実情

に応じた支援策を継続的に講じること、そし

て、政府関係機関や大学の地方移転など、東京

一極集中を是正するための対策を講じていただ

くよう求めてまいりたいと考えております。

一方、地方におきましては、これまでのさま

ざまな地域振興策と異なり、日本全体で人口が

減少していく厳しい状況の中で、難しい課題に

挑戦していかなければなりません。このため、

本県といたしましては、特に若者が学びたい、

働きたい、そして、結婚して子供を生み育てた

いと思える、そのような県づくりを目指しまし

て、戦略性を持った施策に、市町村とも十分連

携しながら、しっかり取り組んでいかなければ

ならないと考えているところでございます。

言いたいことは言えないで○井本英雄議員

しょう。承知しております。

世界のＧＤＰの10％が観光産業であります

が、日本の場合はまだ５％らしいですね。あと

倍ぐらい伸び代があるということでありますの

で、観光産業に力を入れるのはそう悪くないこ

とじゃないかなと思います。

ここに「観光立国の正体」という本がありま

すが、この本の著者である山田桂一郎さんを私

はかねがね注目していたんです。というのは、

彼の観光に対する考え方が私とよく似ていたと

いうことでありまして、私は、ともかく昔か

ら、観光というのはまちおこしの延長ですよ

と。そして、そこに住んでいる住民が本当に幸

せにならなきゃ、本当に住みよいまちだなと思

わなければ、観光は絶対できませんよというこ

とを10年ぐらい前から言ってきましたが、覚え

ていますか。それがこの本にも書いてあるんで

す。こう書いてある。読んでみます。

講演などで地方を訪れた際、まず最初に私

がお話しするのは、「そもそも観光だけでは

まちおこしはできない」ということです。自

治体の担当者から、「何か派手な観光イベン

トを仕掛けて地域活性化の目玉にしたい」と

いうような依頼をいただくことがあるのです

が、実際はむしろ逆で、本当の意味で地域が

良くならない限りは観光地としての再生はあ

りえません。何度でも訪れたくなる「強い観

光地」の基礎となるのは、そこで暮らす人た

ちの豊かなライフスタイルです。そこにリア

リティを持たすためには地元ならではの生活

文化や伝統風習、自然環境や景観の良さ、地

場産業が提供する本質的な価値に裏打ちされ

たきめ細やかな商品や製品、サービスの提供

が大切になります。

そのためにはまず、その地域が持ってい

る「本来の魅力、本当の宝」をしっかり洗い

出す必要があり、地元が持つ哲学や思想、美

学も継承しなくてはなりません。だからこ

そ、観光関連事業者だけでなく、農林漁業や

商工業に関わる事業者の方々やＮＰＯ、市民

団体から一般住民まで、幅広い層の人々が主

体的に参加しているかどうかが重要になりま

す。そして、地域経営という視点から地域全

体を最適化するようなドラスティックな発想

転換が不可欠です。

というふうに書いてあります。

この山田桂一郎さんが宮崎県の相談役になっ

ているということで、私もびっくりしたんで

す。恐らくどなたかが担当者で行ってこられた
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んでしょうが、基本的な考え方が一致していれ

ばこそ、山田桂一郎さんを相談役に選んだので

はないかなと思うんですが、商工観光労働部長

にお聞きします。

山田桂一○商工観光労働部長（中田哲朗君）

郎氏は、観光立国スイスで観光業に従事する傍

ら、日本においても、地域振興のコンサルタン

トとして、多くの地域で実績を上げていること

から、昨年度から、本県観光事業のコーディ

ネーターに就任いただくとともに、今年度から

スタートいたしました「観光みやざき創生塾」

の主任教授も務めていただいているところでご

ざいます。

山田氏の観光に対する基本的な考え方は、

今、議員のお話にもございましたけれども、

「住民が幸せになり、まちが豊かになることが

重要であり、そのためには、その地域ならでは

の食、文化など、豊かなライフスタイルを観光

地域づくりの基礎として外貨を稼ぎ、得た収入

を域内で回すことが必要である」というもの

で、まさに本県の地方創生の理念に合致するも

のであるというふうに考えております。県とい

たしましては、この理念のもと、観光みやざき

創生塾などを通して、県内各地の観光地域づく

りを牽引するリーダーを育成しながら、持続可

能な観光地域づくりに取り組んでまいりたいと

考えております。

ありがとうございます。この○井本英雄議員

本の中で、それこそ河野知事を持ち上げており

ます。もう読まれたんじゃないかと思います

が、ちょっと読んでみましょうか。

「今の宮崎県知事の河野俊嗣氏は若くてビジ

ネス感覚があります。河野さんは総務省出身の

元官僚です。総務省は中での個人差が大きい省

庁で、センスのいい人はすごくセンスがいい。

そういう人が自治体のトップにいると話は早く

なる」と、えらく持ち上げておりますが、どう

いう部分かというと、顧客データベース化での

先進的な取り組みをしているということで褒め

ているんですね。顧客データベース化がどのよ

うに重要で、どのように将来の観光に結びつく

のか、知事のわかりやすい御説明をお願いした

いと思います。

持続可能な観光地域づ○知事（河野俊嗣君）

くり、これは地方創生にとっても一つの鍵にな

るのではないか、大変重要な分野であろうかと

思っておりますし、そのためには、観光客の動

向や嗜好などを把握して、ニーズにしっかりと

対応を行う取り組みが大変重要になってまいり

ます。そのためのマーケティングという発想が

非常に重要であろうと思います。このようなこ

とから、まずは、リピーターを獲得するため

に、ポイントカード発行による会員情報のデー

タベース化に試行的に取り組むこととしたとこ

ろであります。さらに、新たな顧客を開拓する

ために、Ｗｉ－Ｆｉ利用者の動向の把握であり

ますとか、旅行社のビッグデータを活用した商

品造成など、さまざまなマーケティング手法を

駆使した取り組みにも着手したところでありま

す。これらの取り組みは、本県が目指すＤＭＯ

の構築にとりましても、非常に重要と考えてお

ります。観光コンベンション協会と連携して、

専門人材の育成・確保に努めますとともに、

マーケティングを活用した戦略的な誘客を図る

ことで、持続可能な観光地域づくりを実現して

まいりたいと考えております。

ありがとうございます。先○井本英雄議員

日、博報堂の鷹觜さんという方のお話を聞く機

会がありました。東北大震災の後、「浜のミサ

ンガ」という、手に巻くものですね、網でつ
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くったもの、それで有名になった方だと聞いて

おります。田舎館村は、浮世絵などの田んぼ

アートで有名になった町です。有名になってた

くさんお客さんが来るんだけど、すばらしかっ

たと言って感動して帰るだけで、実際の目的は

米を売ることが目的だったらしいんですが、誰

も米を買って帰らないというので、博報堂の鷹

觜さんのところに相談が来たというわけです。

鷹觜さんはいろいろ考えたんですが、あの絵は

横から見たらあんな絵に見えないらしいです

ね。役場のてっぺんに立ってあそこを見ると、

浮世絵の絵が出てくるわけです。そのときが一

番感動していると。そして、十人が十人、写真

を撮る。そこに目をつけた。写真をパチャンと

撮ったときに注文票が出るというんですが、私

もよくわからんのだけど、そういうシステムを

開発したと。それがＩｏＴということだという

んです。それで結局米が売れるようになった

と。これは日本マーケティング大賞奨励賞を

取ったということであります。

鷹觜さんが言われるのは、観光なり村おこし

の目玉となる対象物、これを入り口と言ってお

りましたが、これがまず人の注目を浴びるもの

でなければならない。この場合は田んぼアート

です。それと同時に大切なのは、それを拡散す

る力が必要だと言っている。ここではスマート

フォンによるＩｏＴということになるんでしょ

うか。

ピコ太郎のアッポーペンというのは非常に個

性的で強烈なんですね。しかし、あのまま置い

ていたら誰も注目しなかった。ある有名な歌手

が、あれはすごいと言ったためにざあっと広

がったということであります。だから、入り口

と出口、対象物とそれを拡散する力というのが

必要なんだということを盛んに言っておりまし

た。

インターネットが生まれる前と後では、情報

量は7,500倍になっているということだそうであ

ります。インターネットというのは口コミなん

ですね、簡単に言えば。テレビとか何とかで宣

伝するんじゃなくて、口コミでそれこそ広げて

いく。これが今、重要だということを盛んに

言っておりました。

まちおこし、あるいは観光おこしにもＩＴは

欠かせない存在になっております。県当事者に

はそのような意識はあるのか、商工観光労働部

長にお聞きします。

国内外の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

旅行市場で主流となりつつあります個人旅行者

の誘致を図るためには、ＳＮＳを初めとするＩ

Ｔを活用した情報発信や取り組みが不可欠であ

るというふうに考えております。このため県で

は、従来からのホームページや動画共有サイト

等での情報発信に加え、有名ブロガーの招請等

による情報発信や、オンライン宿泊予約サイト

での誘客プロモーションなどを実施していると

ころでございます。また、国内外から本県を訪

れる観光客に対し、観光施設や路線バス等の情

報が携帯端末により簡単に確認できる仕組みを

多言語で提供しているほか、県内の観光施設や

スポーツキャンプ等の周遊を促進するためのア

プリの開発を行うこととしております。今後と

も、日々進歩するＩＴを積極的に取り入れなが

ら、より効果的、効率的な観光誘致に努めてま

いりたいと考えております。

私が言いたいのは、ＩＴの技○井本英雄議員

術じゃないんですね。わかっていると思います

けど、口コミなんです。これが今、強烈に広が

る能力を持っておるということなんです。わ

かっていただかないといかんですね。
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次に、公務員のあり方についてお聞きいたし

ます。

私も県議会議員になって20年になりますけれ

ども、県職員たちといろいろつき合っておりま

すが、難しい仕事を持っていくと、余り積極的

な態度じゃないというか、どちらかというと否

定的に、難しいですねというのが先に来る。そ

の難しいものを何とか解決して、県民を喜ばせ

ようじゃないかというものを感じることができ

ない。公務員の性質でそうならざるを得んのか

なと思うこともあるんですけれども、しかし、

人間はやりがいというものがないと生きていけ

ないと思うんです。公務員になろうと思ったと

きの志は、もちろん、安定した職業だというこ

ともあるかもしれんけど、やはり県民のために

お役に立ちたい、喜んでもらいたいという動機

が基本的にあったんじゃないかと。それが何年

か勤めているうちに公務員らしくなっていくと

いうか、ガラスの天井じゃなくて、やる気の天

井が公務員にはあるんじゃないかと思うんであ

ります。

そんなときに、スーパー公務員というのが、

ＮＨＫの「プロフェッショナル仕事の流儀」で

取り上げられました。いわゆる公務員らしから

ぬ公務員、型破りの公務員ということでありま

しょう。地域住民をリードし、まちおこしに積

極的にかかわっていく。受身ではなくて非常に

能動的である。彼らはみんなやりがいを感じて

おります。私は、このようなスーパー公務員が

生まれる環境、土壌に関心があるんです。みん

ながみんなスーパー公務員になれるわけじゃな

い。恐らくスーパー公務員になった方の性格、

性質もあるだろうと思いますけれども、しか

し、スーパー公務員が育つ土壌、環境が、次の

スーパー公務員を生み出すことはあるだろう

し、新しい公務員の姿を模索することができる

のではないかと私は思うのであります。なぜこ

のようなスーパー公務員が生まれるようになっ

たのか、そして、そのような環境をつくってい

くつもりはあるのか、総務部長、御見解をお願

いします。

地方創生への取り○総務部長（桑山秀彦君）

組みが加速化する中で、自治体職員には、従来

の事務処理能力に加えまして、地域の課題に応

じて政策をみずから立案し、実現に導いていく

能力が、より一層求められていると認識してお

ります。御質問にありましたスーパー公務員の

活躍ぶりが取り上げられる背景には、こうした

時代の要請があるものと思っております。本県

におきましても、そのようなやる気に満ちあふ

れた職員を育成するためには、本人の努力に加

えまして、所属長あるいは上司といったもの

も、職員が意欲を持って一層活躍できる環境づ

くりに努めていく必要があると思っておりま

す。また、今年度から導入しました人事評価制

度におきましても、成果だけではなくて、本人

が失敗を恐れずにチャレンジする、そういった

姿勢や取り組みについても、積極的に評価して

いく必要があるというふうに思っております。

今後とも、職員が伸び伸びと働き、自由闊達に

意見が言い合えるような風通しのよい職場づく

りに取り組みながら、地域や県民の皆様を積極

的にリードできるような、そうした意欲あふれ

る職員の育成に努めていきたいと思っておりま

す。

ありがとうございました。一○井本英雄議員

番上に立つ知事の度量が試されるところでもあ

ります。スーパー公務員を歓迎されるのか、そ

ういう環境をつくるつもりはあるのか、知事の

御見解をお聞かせください。

平成28年12月５日(月)
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本県の職員は、総じて○知事（河野俊嗣君）

真面目な職員が多く、そのこと自体は、全体の

奉仕者たる公務員として備えるべき大切な要素

であるというふうに考えておりますが、一方

で、真面目さはもちろん大事なんですが、きら

りと光る個性のようなものを持った職員、スー

パー公務員もいいでしょうし、いろんな職員が

いて、多様な職場であるべきであろうと考えて

おります。こうした私の思いは、例えば、新規

採用職員に毎年研修を行っておりますが、その

ときに、先ほど議員からも、長年公務員で生活

をしているとだんだん公務員らしくなってとい

う話がありましたけれども、金平糖に例えて、

とがったところをいろいろ持っている、役所に

入って、これはおかしいんじゃないかと疑問に

思う、そういうとがったところを大事にしてほ

しいという話もしたりしております。また、全

職員向けのメッセージなどでも思いを伝えて、

科学の用語で確率共鳴という言葉があるようで

ありますが、組織全体で右向け右とやるより

は、多少不規則な、想定外の行動をするような

個体があったほうが、組織全体としては目的を

達成する。そのようなこともお伝えしておりま

すし、ことしからは、若手の職員とざっくばら

んに、だれやみトークということで、一杯やり

ながら思いを伝える機会も設けたところであり

ますが、今後とも、前例や限界を突き破ろうと

する、多彩な人材を育成していく、そのような

組織風土の醸成に努めてまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、教育問題についてお聞きいたします。

学習指導要領についてであります。生徒たち

には、自分で考え、自分で切り開いていく生き

る力、これが本当の学力であるということで

今、教育をしていると思います。しかし、当の

教える先生方が、学習指導要領を見ながら生徒

たちを教育している。自分で考え、自分で切り

開いていく、そういう教育をしなきゃならんの

に、自分はそういうあんちょこを見ながら教育

している。果たしてそれで大丈夫なんだろうか

と、そういう思いなんですが、教育長、お聞か

せください。

学習指導要領は、全○教育長（四本 孝君）

国どこでも一定の教育水準を担保することを目

的として、学校における教育活動の大筋の基準

を示したものでありまして、時代の要請に応じ

て、ほぼ10年置きに改訂がなされているところ

であります。学校現場では、この学習指導要領

に基づき、教育活動が展開されておりますけれ

ども、どのような教材等を用いてどう教える

か、個々の教師の創意工夫に委ねられていると

ころであります。グローバル化が進み、価値観

が多様化する中で、学校においては、未来を切

り拓くたくましさを備えた個性豊かな子供たち

の育成が求められております。そのため教師

は、単に知識や技能を教えるだけの画一的な指

導方法に陥ることなく、目の前の子供の実態に

応じて、豊かな発想のもと、創造的で魅力ある

教育を行うことが何よりも重要であると考えて

おります。

私も中学校の学習指導要領を○井本英雄議員

取り寄せてみました。何々について教えるこ

と、それがずっと書いてあります。これについ

て教えること、これについて教えること。後、

教え方は自分で工夫しなさいと、こういうこと

でしょう。教えることも細々書いてあるんだけ

ど、私は、本当の創造的な教育というのは、何

を教えなきゃならんのかということを考えるの

も、先生の大きな役目じゃないのかなと。何を



- 214 -

平成28年12月５日(月)

教えなきゃならんのかということは全部向こう

に置いておいて、教え方だけ工夫しなさい、こ

ういう感じですね、指導要領は。これで本当に

創造的な先生が生まれるのかなと心配するんで

す。ここに書いてあることは絶対守らなきゃい

かんのですか、お聞かせください。

学習指導要領という○教育長（四本 孝君）

のは、学校教育法等に基づいて定められており

まして、守らなければいけないものでありま

す。しかしながら、近年の改訂で、学習指導要

領については、内容の大幅な大綱化、細かいの

を大綱化してまとめたような改正もなされてお

ります。それから、取り扱いの弾力化が図られ

ているところでございます。各学校におきまし

ては、個々の教師の英知を結集して、創意工夫

しながら、先ほど申し上げたように、豊かな発

想のもと、創造的で魅力ある教育を行うことが

必要であると考えております。

教育長としては、それまでが○井本英雄議員

限界だろうと思いますけど、しかし、私は、何

を教えるべきか、本来的にはその辺まで教師が

考えてこそ、創造的な教育と言えるのではない

かと思っております。これはこの辺で。

先日、延岡で「子ども・子育て協議会」が結

成されました。これは、新しい制度として認定

こども園がつくられることになったことを契機

に、今までの幼稚園と保育園が心を一つにして

さまざまな課題を解決していこうという組織で

あります。県下で初めて組織されたそうであり

ます。保育園と幼稚園がいがみ合っていたとい

うことではないのでありますが、このような組

織が結成されたということは革新的なことであ

ると聞いております。今後、このような保育園

と幼稚園の関係者が一つとなって宮崎の子ども

・子育てを担っていくことは、大切なことだと

思います。このような協議の場を全県的に広め

ていくべきであると思いますが、福祉保健部長

のお考えをお聞かせください。

議員のお話に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ありましたとおり、延岡市において、子どもた

ちの就学前教育・保育を担う幼稚園、保育所、

認定こども園などの関係者が一堂に会され、地

域のネットワークを構築して子育て支援活動を

行う協議会が設立されたことは、安心して子供

を生み育てることのできる社会をつくっていく

上で、大変意義深いものと考えております。県

におきましても、幼稚園、保育所、認定こども

園や保護者、子育て支援団体などで構成する

「子ども・子育て支援会議」等を定期的に開催

しておりますが、関係者間での意見交換を行う

とともに、さまざまな御提言もいただいている

ところでありまして、本県の施策を展開してい

く上で大きな力となっているところでありま

す。県といたしましては、今回の延岡市のよう

な取り組みが県内各地域で広がっていくよう、

関係者の方々はもとより、市町村や関係団体と

十分な連携を図りながら、それぞれの地域にお

ける子育て支援の取り組みがさらに広がってい

くよう、取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございました。○井本英雄議員

次に、県立宮崎病院の再整備についてお聞き

いたします。

我々議会は、県側のだまし討ちに遭ったん

じゃないかという思いであります。基本構想時

の平米単価が37万円であった。ところが、基本

設計後は53.6万円に膨れ上がっております。そ

の理由は聞きました。しかし、平成10年に完成

した延岡病院でさえ、58万5,000円であります。

日南も同じようなものです。基本構想を立てた
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平成26年の宮城の市立病院で49万4,000円、東京

の共済病院で51万3,000円です。基本構想の37万

円がどこから出てきたのか。これは議会を欺い

て、とりあえずゴーサインをもらわんがためだ

と言われても仕方がありません。185億円という

事業積算になった理由について、病院局長の御

説明をお願いいたします。

宮崎病院の再整備○病院局長（土持正弘君）

基本構想策定時における事業費につきまして

は、構想の策定に当たり、当時の事業規模や施

設整備計画、経済情勢等を踏まえまして、当時

把握できておりました平成23年から25年に着工

した他の同規模の公的病院の建築事例を参考に

試算を行いました。具体的には、10カ所の公的

病院の着工時における平米単価は24万3,000円か

ら33万4,000円でありますが、これにそれぞれ、

平成26年６月までの建築費指数の上昇率1.07か

ら1.12分を上乗せするとともに、将来の消費税

率の引き上げや、さらなる建築費の上昇を見込

み、１平米当たりの建築単価を37万円に設定い

たしております。その平米単価37万円に、同じ

く公的病院の事例を参考に想定した１床当たり

の必要面積82.5平米と必要病床数540床から算定

した延べ面積約４万5,000平米を掛け合わせまし

て、建設費を約165億円とし、設計費、改修工事

費等の関連経費として約20億円を加えまして、

合計約185億円を事業費として想定したところで

ございます。

延岡病院のことをなぜ考えな○井本英雄議員

かったのか。今の話では出てきませんでした

ね。これは恐らく何の根拠もないでしょう。私

はそう思うんですけど。もう一度考え直しても

いいんじゃないのかなという気がするんです。

なぜそんなに急ぐのかということでありま

す。建てて33年しかたっておりません。普

通、50年使わないかん。オリンピックで資材や

人件費が高騰したのであれば、オリンピックの

後でもいいんじゃないかということでありま

す。何か緊急に解決しなけりゃならない課題が

あるのか。救急救命室が狭いとか、水道設備が

よくないとか、ドクヘリがとまれないとか、地

震対策のためとか、いろいろ聞きました。どう

も緊急性がないような気がします。我々延岡人

からすれば、宮崎市は恵まれております。大学

病院もありますし、民間の総合病院もありま

す。医者の数も全国平均を上回っております。

加えて、医師会病院が１年くらいの差で２～３

キロ先に越してくるということも聞いておりま

す。何でそんなに急ぐ必要があるのか。病院局

長、聞かせてください。

これまでもいろい○病院局長（土持正弘君）

ろな議論があったところでございますけれど

も、県立宮崎病院につきましては、総合的かつ

高度の診療機能を持った全県レベルの基幹病院

として、昭和58年に全面改築しておりますが、

その後、議員御指摘のとおり、33年が経過して

おり、巨大地震等の大規模災害に対応する施設

整備がまずは十分でないということから、災害

発生に備えた免震構造の採用や専用ヘリポート

の設置、浸水対策の強化など、基幹災害拠点病

院としての機能強化が必要な状況となっており

ます。また、病院改築後の医療技術の進展等に

伴いまして、救命救急センターや手術室、集中

治療室等の狭隘化が進んでいるほか、排水管等

からの水漏れ、外壁からの雨漏りなど、施設の

老朽化も進んでおりまして、施設面での機能に

も支障を来す状況が続いております。これらの

課題は、いずれも早急に対応する必要がありま

すことから、事業費について高騰いたしており

ますけれども、可能な限り削減に努めながら、
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現在の計画により再整備を進めてまいりたいと

考えております。

主観の問題ですけど、私は緊○井本英雄議員

急性はないと。この後、坂口さんがやります。

そのときは知事にも質問が行くと思いますの

で、ひとつ考えておいてください。

林業問題についてお聞きします。

森林バイオマス発電所の稼働などで、Ｃ材や

林地残材の需要は高まっていますが、主要な木

材生産物であるＡ・Ｂ材の需要は高まっていま

せん。Ａ・Ｂ材の価格は低い水準にとどまって

おります。今後、林業・木材産業の成長産業化

のためには、Ａ・Ｂ材を利用する新たな木材需

要を安定的に確保していくことが重要であると

思われます。これをどのように確保していかれ

るのか、環境森林部長にお伺いします。

まず、木材需○環境森林部長（大坪篤史君）

要の多くを占める住宅分野について申します

と、現在、国産材のシェアは、平成27年で42％

にとどまっております。そこで、外材が多く使

用されています柱やはりなどにつきましては、

今後、国産材に置きかえられる余地が十分にあ

ると考えています。このため本県では、県内の

製材事業者などが、製品の安定供給や価格面で

の優位性をより高められるように、加工施設等

の整備を支援しているところでございます。ま

た、これまで木材の利用が少なかった公共建築

物などの非住宅分野につきましても、１点目と

しまして、公共建築物等の木造化やＰＲ効果が

高い施設の内装木質化の促進、２点目としまし

て、市町村や民間企業等への木材利用について

の技術支援、３点目としまして、川崎市との連

携など、都市部における内装材や家具等の利活

用の検討、そして４点目としまして、新たな建

築材料として木材の利用拡大が期待されるＣＬ

Ｔの普及、そういったものを実施しながら、さ

らなる需要拡大に取り組んでまいりたいと存じ

ます。

次に、新たな木材の需要先と○井本英雄議員

して韓国や中国が期待されております。今、素

材生産というのは、どちらかというと未開発国

がやることであって、付加価値をつけて輸出す

るのが当たり前だろうと私は思うんであります

が、どのような取り組み状況なのか、今後の展

開について、環境森林部長、お願いいたしま

す。

県産材の輸出○環境森林部長（大坪篤史君）

を拡大していく上では、地元産業の活性化や雇

用創出等の観点から、議員おっしゃいましたよ

うに、より付加価値の高い製品の輸出をふやし

ていく必要がございます。しかしながら、我が

国の代表的な建築方法であります木造軸組み工

法が普及していない海外では、単に製品のみを

輸出しようとしても、なかなか困難な状況で

す。そこで、本県の木材を使った建築工法その

ものを普及していくことが重要ですので、現

在、本県では、木材製品と建築技術を一体的に

輸出します「材工一体」という取り組みを進め

ているところでございます。本年度は、韓国で

設計士等の建築関係者に対しまして、木造軸組

み工法の入門セミナーを４回実施しました。そ

して、そのセミナーの受講者を対象としまし

て、より実務的な内容の研修を本県で実施する

という予定でございます。今後はさらに、台湾

や中国などにつきましても、市場動向を見きわ

めながら、より付加価値の高い木材製品の輸出

拡大に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

話は一転しますが、作業道に○井本英雄議員

よって山が崩れたり、川が濁ったりしておりま
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す。四国には四万十方式というのがあるそうで

すが、宮崎県ではどのような対策をとっている

のか、環境森林部長にお伺いします。

森林作業道と○環境森林部長（大坪篤史君）

いうのは、間伐などの森林施業を目的にしまし

て、森林所有者等が開設して管理しているもの

でございます。御説明のございました四万十方

式による開設方法は、土砂の切り取りで生じる

根株などを盛り土の補強材として用いるなど、

災害に強い道づくりの一つであると認識してお

ります。本県でも同様に災害に強い道づくりを

進めるために、土砂の切り取りを少なくするな

ど、より崩れにくい工法を示しました「宮崎県

作業道等開設基準」なるものを定めまして、森

林組合などの林業事業体に普及啓発するととも

に、実際に作業を担当しますオペレーターの技

術力向上のための研修等も実施しているところ

です。森林作業道などの路網は、木材生産や森

林施業を行う上で、重要な生産基盤であります

ので、森林所有者に対して、維持管理の徹底を

普及啓発するなど、より崩れにくい道づくりに

努めてまいります。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、国体のあり方についてであります。

宮崎県で２巡目国体が開催されることになっ

ておりますが、私は、国体そのものをやる意義

がなくなっているんじゃないのかという気がし

てしようがないのであります。ほとんどの国民

は国体に関心を持っておりません。いつやって

いるかも、どこでやっているかも、どんな成績

かも知らない。そういうときになぜやる や―

らなきゃしようがないんでしょうが、国体のそ

もそもの目的は何だったのか、それは果たされ

ているのか、教育長にお伺いします。

国民体育大会は、国○教育長（四本 孝君）

内最大のスポーツの祭典でありまして、トップ

アスリートの育成や地域の活性化、また、開催

県の魅力を発信する絶好の機会となっているわ

けであります。国体は、都道府県対抗で行われ

ますことから、オリンピック等につながるトッ

プアスリートをジュニアの段階から発掘・育成

する取り組みや、それを支える指導者の養成と

いった取り組みが、全国各地で競い合って展開

されております。また、各地域において、運営

ボランティアや花いっぱいのまちづくりとい

う、多くの県民の皆様に参加いただくような運

動等を展開することで、地域が一つになり、郷

土愛が育まれるなど、地域の活性化にもつなが

るものと思っております。さらに、ユーチュー

ブやフェイスブックなどを活用して地元の情報

を発信したり、開催県の人・自然・文化に来県

者が直接触れたりすることで、全国にその魅力

が発信される貴重な機会にもなると思います。

２巡目国体の開催に当たりましては、これらの

意義を踏まえまして、実り多い大会となるよ

う、計画的に準備を進めてまいりたいと考えて

おります。

次に、土木行政についてお聞○井本英雄議員

きします。

まず、九州中央自動車道蘇陽―高千穂間の新

規事業化に向けた国の検討状況について、県土

整備部長にお伺いします。

九州中央自○県土整備部長（東 憲之介君）

動車道の蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間につきまして

は、国において計画段階評価が行われており、

これまでに２回の地方小委員会が開催されたと

ころであります。現在の検討状況であります

が、国に確認しましたところ、広域的な意見聴

取の実施方法などについて検討するとともに、

熊本地震に伴う影響を把握するため、企業など
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に対して確認を行っているところであり、第３

回の地方小委員会の開催時期につきましては、

現時点では未定であると伺っております。県と

いたしましては、九州の東西軸を担う九州中央

自動車道の早期整備について、機会あるごとに

国土交通省や財務省などに対し強く訴えてきた

ところであり、蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間の早期

事業化に向けて、引き続き、関係各県や沿線の

地域と心を一つにして、県議会の皆様の御協力

もいただきながら、国に対し、強く要望してま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、延岡の三北というのは、北浦、北川、

北方ということになっておるんですが、その中

で、一番道路事情が悪いのは北方なんです。先

日は日之影の見立というところにもみじを見に

行きましたけれども、見立はずっとまだ奥なん

です。ところが、見立のほうが道がいい。びっ

くりしたんですが、現在、国道218号から北方に

入る３本の道、樫原細見線、板上曽木線、上祝

子綱の瀬線を改良していただいております。住

民も喜んでおります。進捗状況について県土整

備部長にお伺いします。

お尋ねの県○県土整備部長（東 憲之介君）

道３路線につきましては、現在、部分的な拡幅

工事や待避所設置など、1.5車線的道路整備に取

り組んでいるところであります。まず、樫原細

見線の進捗状況でありますが、黒仁田地区の22

の整備箇所のうち、これまでに11カ所が完了

し、今年度は４カ所で工事を進めております。

さらに、今議会でお願いしております補正予算

で、１カ所の工事を予定しております。次に、

上祝子綱の瀬線ですが、菅原地区の14の整備箇

所のうち、これまでに５カ所が完了し、今年度

は３カ所で工事を進めており、さらに同じく補

正予算で２カ所の工事を予定しております。最

後に、板上曽木線につきましては、16カ所で整

備を進めてきました藤の木地区が、今年度で完

了する予定であります。県としましては、引き

続き、必要な道路整備予算の確保に努め、早期

整備を図ってまいりたいと考えております。

ありがとうございます。よろ○井本英雄議員

しくお願いします。

安賀多通線構口工区の改良実施に踏み切って

いただきました。本当に感謝しております。確

かに買収も大変だろうし、費用もかかるだろう

と思います。しかし、できるだけ早くやってほ

しい。この工区だけでなくてその続きもありま

すから、どのくらいでできるのか、県土整備部

長、お願いします。

安賀多通線○県土整備部長（東 憲之介君）

の構口工区は、渋滞対策や通学路の安全確保の

ために、延岡警察署前交差点から南延岡駅前交

差点付近までの970メートル区間において、平

成27年度から、都市計画事業により整備を進め

ているところであります。進捗状況でございま

すが、これまでに測量・設計を行い、現在、用

地取得のための建物調査を進めておりまして、

一部において用地交渉に入る予定としておりま

す。完成予定についてでございますが、都市計

画事業においては、都市計画法に基づき、設計

の概要、事業施行期間等について、国の認可を

受ける必要がありまして、当区間の事業施行期

間は10年となっております。しかしながら、国

の予算が厳しいことや、補償対象に多くの建物

等がありますことから、今後の予算の配分や用

地取得の状況によっては、完成予定時期が変わ

ることも考えられます。県といたしましては、

まずは、必要な予算の確保について、国に対し

強く働きかけるとともに、延岡市とも十分に連
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携して、地元の皆様の御協力をいただきなが

ら、事業の進捗に努めてまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。いつ○井本英雄議員

もいつも渋滞しておるところであります。よろ

しくお願いします。

次に、交通信号機についてお聞きします。

延岡に小峰町という南北に長い谷間の集落が

あります。その集落の真ん中を横断する形で広

域農道が走っております。谷間ですので、両側

ともスロープになっておりまして、車がスピー

ドを出しておりてくるんです。そこを住民が横

断する。非常に危険である。実際、事故も何件

か起きております。そこで、広域農道が設置さ

れた直後から、信号機を設置してほしいという

要望を出しておったんでありますが、県内で400

件もの信号機設置要望があって、毎年12～13件

しか消化できない。しかも、ほとんど新しい道

に設置されております。これを待っていては100

年たっても設置できないというので、住民達が

考えたのが回転灯の設置であります。住民たち

の苦肉の策であります。そこで、延岡市に相談

しましたところ、延岡市が来年設置してくれる

ということになりました。これはありがたいこ

とです。このような事例は日本で初めてかなと

思いましたら、既に三重県東員町で実施してお

りました。これはこれでよかったんであります

が、県内に400件の要望箇所があるわけですが、

回転灯で事が済むところもあるんじゃないかと

私は思うんであります。これに対して県が助成

することはできないのかという質問でありま

す。本来、警察で設置しなければならないとこ

ろを市町村が設置するのでありますので、県と

して何らかの助成をしてほしいと思うのであり

ます。総合政策部長のお考えをお聞かせくださ

い。

県では、県、○総合政策部長（永山英也君）

市長会、町村会、県警など、県内99の関係機関

・団体で構成いたします交通安全対策推進本部

を中心に、各季節ごとの交通安全運動の実施や

テレビ、新聞等による啓発・広報を通じまし

て、交通安全思想の普及に努めております。ま

た、各市町村においては、警察署、交通安全協

会、自治会などで構成される交通安全対策推進

協議会がありまして、地域の実情に応じた取り

組みが行われております。御質問にありました

赤色回転灯などの交通安全施設につきまして

は、毎年度、国から地方に対し、交通安全施設

整備費用として交通安全対策特別交付金などが

措置されております。例えば、交通安全対策特

別交付金では、平成27年度、全市町を対象に、

合計で２億7,700万円が交付されているところで

ございます。県といたしましては、財源の有効

活用について助言を行いますとともに、効果的

な交通安全対策が実施されるよう、市町村を含

む関係機関・団体との連携強化に努めてまいり

たいと考えております。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○宮原義久副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時50分散会



12月６日（火）
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午前 時 分開議10 0

出 席 議 員（ 名）39
（ ）1番 西 村 賢 自由民主党 青の国

（ ）2番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）5番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）6番 岩 切 達 哉 同

（ ）7番 二 見 康 之 宮崎県議会自由民主党

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 濵 砂 守 ひむかの会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）17番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 丸 山 裕次郎 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 黒 木 正 一 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 山 下 博 三 同

（ ）26番 右 松 隆 央 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 徳 重 忠 夫 自由民主党県民クラブ

（ ）29番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 後 藤 哲 朗 同

（ ）34番 外 山 衛 同

（ ）35番 松 村 悟 郎 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 宮 原 義 久 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総 務 部 長 桑 山 秀 彦
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◎ 一般質問

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、中

野 明議員。

○中野 明議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。きょうが一般質問の最終日

であります。皆さんもお疲れかと思いますけ

ど、頑張ってください。私もちょっとぼおっと

していますけど。

私にとって最近の話題といえば、何といって

もアメリカの大統領選であります。あれだけ誹

謗中傷しながら、結局トランプ氏が勝利をいた

しました。そして、その後、トランプ氏を中傷

しておった人たちが、しゃあしゃあと閣僚に

入っていく。まあ日本と違うなと。そして私が

思ったのは、アメリカは選挙違反はないっちゃ

ろうかなと、そんなことも考えたところであり

ます。最終的に、私は、どこの国も、どこの国

民も、トップリーダーの決断と実行、変革・改

革を求めているのだなという感じを受けまし

た。そういう意味で、私も、宮崎県のトップリ

ーダーであります河野知事に、決断と実行、変

革と改革を期待しております。

そういうことで、日本の課題といえば、人口

減少、それに伴う社会保障問題、そして安全保

障問題、デフレからの脱却じゃないかと思って

おります。行政というのは、基本は税収確保で

あります。税収が増加しないと政策はなかなか

できないというのが現実であります。今、いか

にしてデフレから脱却するかということが大き

な課題であります。日本の経済も景気も７割、

８割ぐらいまで来ているんじゃないかなと思っ

ております。アベノミクス、人によっては、全

く失敗だと言う人がおりますけれども、私は、

点数をやれば70点か80点かなと思っておりま

す。もう一息、県民の消費マインドが上がらな

い、あるいは企業の設備投資が増加しないとい

うことであります。

そこで、知事に質問でありますけど、一般的

にこういう景気対策というのは、政府、日銀が

やるべきだというふうに思われがちであります

けど、私は、地方行政も一緒になって景気対策

の一翼を担うべきであると、そういうふうに

思っております。知事の考え方はどうか。そし

てまた、29年度の予算方針はどのようなこと

か、知事にお尋ねいたしまして、後は質問者席

でやります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

国においては、成長戦略を初めとするアベノ

ミクスに取り組んでいるところであり、デフレ

からの脱却や一億総活躍社会の実現は、本県に

おいても極めて重要な課題であると認識してお

ります。このため本県でも、成長産業の一層の

振興等による経済の拡大を図るため、昨年９月

に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」において、施策目標の第１に「しごとを興

す」を掲げているところであります。平成29年

度当初予算編成方針においては、「成長産業の

育成加速化と新たな産業づくり」を重点施策の

柱の一つに位置づけ、積極的に取り組んでいく

こととしているところでありまして、このよう

な地域経済の活性化に向けた取り組みが、我が

国全体の経済発展や景気の浮揚につながるもの

と考えているところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

平成28年12月６日(火)
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○中野 明議員 今、確かに景気はよくなって

いると思っておるんです。そこで、私が言うよ

り行政の皆さんが言ったほうが信憑性があるか

なと思うので、今、国・県の経済数値はどのよ

うになっているのか、総合政策部長にお尋ねい

たします。

○総合政策部長（永山英也君） 景気や経済に

関する最近の指標につきまして、主なものを申

し上げますと、県内総生産は、平成25年度で約

３兆6,000億円となり、全国が５年間で約1.8％

の増に対し、本県は約4.1％増となっておりま

す。また、平成26年の製造品出荷額等は、約１

兆5,276億円と過去最高額となり、５年前と比較

して、全国が約5.5％増に対し、本県は16.4％の

増加となっております。所得面では、平成25年

度の１人当たり県民所得は、全国が約30 6

万5,000円に対し、本県は約240万7,000円であ

り、５年間の伸び率は全国よりも高くなってお

ります。一方で、所定内給与月額は、平成27年

で、全国は約30万4,000円に対し、本県は23

万8,000円であり、５年間の伸び率は全国よりも

低くなっております。雇用面では、全国的に有

効求人倍率が伸びる中、平成27年度で、全国

は1.23倍、本県は1.07倍となっておりますほ

か、ここ３年の本県の倒産件数は、40件前後と

低い水準で推移しております。

○中野 明議員 そのほかにおもしろい数字が

あるんですけど、失業率は３％、これはいい数

字であります。それから年間自殺者、18年ぶり

に２万5,000人割れをしたということも出ており

ます。それから、東京23区内路上生活者744名

で、過去最少という数字も出ております。そし

てまた、国税も平成24年と比較しますと、平

成27年が12兆円ふえております。県税も24年と

比較しますと122億円増と。景気がよくなればま

だまだふえるんじゃないか。ふえないと、借金

ばかりふえていい予算が組めないということに

なりますので、ぜひ、県も国と歩調を合わせた

景気対策をやってもらいたいと思います。

次に、平成29年度当初予算編成のポイントの

中の基本政策の重点施策とは、どのような観

点、目的で設定するのか、総合政策部長にお尋

ねいたします。

○総合政策部長（永山英也君） 重点施策は、

限られた財源の中で、社会経済情勢の変化に対

応しながら、県総合計画や地方創生総合戦略の

着実な推進を図るため、当初予算の編成に当た

り、重点的に取り組むテーマを設定するもので

ございます。

総合計画アクションプランの折り返しを迎え

ます平成29年度は、昨年の国勢調査の結果を踏

まえ、改めて、人口減少問題に真正面から向き

合い、将来を見据えて、今、手を打つべき施策

を着実に推進する未来志向の地方創生に取り組

むこととしたところであります。具体的には、

若者の県外流出の抑制や持続可能な中山間地域

の暮らしづくりなどを行います「人口減少対策

と中山間地域対策の強化」、世界農業遺産やユ

ネスコエコパークなどを生かした地域づくりや

文化・スポーツの振興などに取り組みます「世

界ブランドのみやざきづくりの推進」、そし

て、成長期待企業への集中支援や宮崎版ＤＭＯ

の展開などを行う「成長産業の育成加速化と新

たな産業づくり」としたところでございます。

○中野 明議員 その中で、ＤＭＯとか成長期

待企業という言葉が出ました。これは地域の人

たちに説明するのが難しいんですけど、これに

ついて説明をしてください、商工観光労働部

長。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） まず、Ｄ
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ＭＯにつきましては、地域の幅広い関係者等の

合意形成を図りつつ、観光客の動向等を把握し

ながら、マーケットインの視点による施策を実

施することで、持続可能な観光地域づくりを実

施するための推進組織でございます。本県で

は、これらに加え、特に、観光地域づくりを牽

引するリーダーの育成が重要でありますことか

ら、人材育成に重きを置いた宮崎版ＤＭＯとし

て取り組んでいるところでございます。

次に、成長期待企業についてでありますが、

産業基盤が脆弱な本県では、地域経済を牽引す

る中核企業の育成が大きな課題となっておりま

す。このため、売上高の大幅な増加など、今

後、大きな成長が見込まれる企業を成長期待企

業として認定し、産学金労官により創設された

企業成長促進プラットフォームにおいて、各機

関が一体となって集中支援を行うことにより、

将来の中核企業の育成につなげていくこととし

ております。

○中野 明議員 なかなか説明を聞いても難し

いですけど。それで、重点施策の中で、人口減

少対策と中山間地域対策の強化とあるんです。

私は、重点施策に挙げるのは、宮崎県の経済の

底上げにつながるような政策がいいんじゃない

かなと思っている。人口減少対策、これは今始

まった話じゃありませんし、持続して毎年毎年

やるような話でありますが、来年もまたこんな

のが挙がってくるのかなと思っております。

それともう一つ、世界ブランドのみやざきづ

くりというのがあります。私は、海外に出てい

くというのは大いに賛成なんです。ただ、世界

ブランドと言う前に、じゃ、宮崎県のブランド

はどうかという考えもあります。例えば、世界

ブランド、輸出を考えますと牛肉が主になるか

と思いますけど、今、全国で、27年で110億しか

出ていないんです。宮崎県が19億。国は平成30

年に250億円を目標にしております。まだこれは

全体から見れば微々たる数字です。これも一歩

一歩やらんといかん話であって、知事もイタリ

アに行かれましたけど―全体で2,000万ぐらい

費用がかかっている―一気にこれは進まんと

思いますよ、重点施策に挙げたところで。やっ

ぱりこんなのもどうかなと思うわけでありま

す。私は、いろいろ比較するとき、鹿児島県を

見るんですけど、鹿児島は、「「新しい力強い

鹿児島」の実現に向けた各種施策の推進」とい

うのが第１番目に来ております。そういうこと

で、もうちょっと今の経済を底上げするのが好

ましいんじゃないかなと思っております。

次に、新年度予算編成において、宮崎県は限

度額を設定しております。鹿児島を見ますと、

前年度当初予算同額（一般財源ベース）という

表記の仕方になっている。この違いはどういう

ことか、総務部長にお尋ねします。

○総務部長（桑山秀彦君） 御質問にありまし

たように、鹿児島県の平成29年度当初予算要求

基準を見ますと、要求限度額は、いずれの経費

も、所要額もしくは一般財源ベースで本年度当

初予算同額とされているところであります。

これに対して本県では、まず、公共事業費に

つきましては、財政改革推進計画にあわせて、

補助公共事業、県単公共事業ともに95％として

おりますが、最終的には、国の予算編成の状況

等を見きわめながら対応することとしておりま

す。具体的に平成28年度当初予算の例で申し上

げますと、編成作業の中で検討を行い、予算編

成方針で設定しておりました要求限度額を、補

助公共事業では100％まで引き上げ、さらに、補

助公共事業、県単公共事業ともに、特別枠を上

乗せして措置いたしましたので、最終的には100
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％を超える予算を措置しているところでござい

ます。また、その他一般行政経費につきまして

も、要求限度額を設定しておりますけれども、

この見直しによって捻出された財源について

は、その全額を新規・改善事業の財源として各

部局に配分しておりますので、実質的には100％

ということになります。

このようなことから、本県と鹿児島県の要求

限度額の設定につきましては、実質的にほぼ同

じであるというふうに考えております。

○中野 明議員 結果的には同じだということ

ですけど、最初の見た目はどっちが元気が出る

かなと。それから、我々議員は、選挙民にいろ

んな説明をする場合に、95％当初は減ですよと

いう言い方になるわけです。鹿児島のやつを見

ますと、当初予算は過去５年間を見ると前年

比100％、そういう指標。結果的には同じような

ことになっておりますけど、そういうことで、

もうちょっと工夫する余地があるのではないか

と思うんですけど、総務部長、どうですか。

○総務部長（桑山秀彦君） 予算編成方針の作

成に当たりましては、作成時点での経済情勢や

地方財政を取り巻く状況、国の予算編成の動

向、さらには、本県の財政状況や見通しを踏ま

えることが重要であると考えておりまして、来

年度の予算編成方針におきましても、要求限度

額設定の考え方やその率の見直しなどを行って

おります。今後の予算編成方針の作成におきま

しても、議員の御意見も踏まえながら、工夫す

べき点につきましては工夫してまいりたいと考

えております。

○中野 明議員 次に、政策評価であります。

私は、常任委員会でこういうのを見ると、本当

に悩ましい。何を判断していいのか、何を基準

にしていいのか、どうやって結果をつかむの

か。私は、この分については、労力だけかかっ

て、半分は無駄ではないかなと思っているんで

す。政策評価は見直すべきだと思いますけど。

○総合政策部長（永山英也君） 政策評価は、

総合計画アクションプランの「新しい『ゆたか

さ』展開プログラム」に掲げます８つの重点施

策について、それぞれ評価指標を定め、その達

成状況を評価しております。したがいまして、

御指摘のとおり、指標には、できる限り施策の

成果を端的に示すものを設定し、わかりやすく

していくことが必要であるというふうに思って

おります。評価指標の設定に当たりましては、

数値の把握が難しい場合など、課題もあります

ので、今後とも、各部局と問題認識をしっかり

と共有し、さらなる改善に努めていく必要があ

ると考えております。労力をかけて評価してお

りますので、しっかりとそれが県民にわかるよ

うに、それから、次の施策の展開に生かせるよ

うに、さまざまな工夫を重ねながら努めていき

たいと考えております。

○中野 明議員 これはやっている人たちが自

己満足しているだけですよ。本当にわからん。

例えば教育委員会、挨拶運動が出ているんで

す。目標85％、それでどうやって達成するか。

１回挨拶したら丸か、10回して丸か。こんなの

は100％ですよ、目標としては。たまたまの例で

すけど、これ、しっかり見直してください。悩

ましい。

次に、出張旅費の問題でありますけど、職員

はいろいろ出張する。出張すればするほど赤字

だという話があります。奥さんからは、何で赤

字まで出して出張するのという話がありますけ

ど、旅費200円、これはどういうことなのか、総

務部長。

○総務部長（桑山秀彦君） 旅費につきまして
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は、出張するために必要な経費を賄うものであ

りますけれども、実費支給の観点から現在の形

になっております。旅行雑費200円ということで

ありますが、出張中の諸雑費といたしまして、

携帯電話の通話料等を踏まえた設定としており

ます。これは、以前の制度に昼食代が含まれて

いたことへの批判を受けまして、見直しを行っ

たものであります。一方で、旅費事務が煩雑で

職員の負担感が増すようなことにならないよ

う、これまでも、不足する旅費を増額する場合

の手続の簡略化でありますとか、公用車出張の

場合に、旅行命令を効率的に作成できるような

見直しなどを行ってきております。今後とも、

公務上必要な経費は公費で賄うとともに、職員

の事務負担を軽減できるよう、旅費制度の簡素

合理化に努めてまいりたいと考えております。

○中野 明議員 九州管内を見ますと、200円の

ところは鹿児島県だけです。沖縄県が400円、大

分県が300円、熊本県が500円、佐賀県は100キロ

以内のところは1,100円、長崎県は出ていませ

ん、福岡、これも実費。これはやる気の問題だ

と思います。中には、課長から出張してくださ

いと依頼をせんと行かんというような状況もあ

りますから、これは低けりゃいいという問題

じゃないので、ぜひいろいろ検討してみてくだ

さい。

それから次に、本県の中小企業対策。

去年、ことしと、本県高校生の県内就職率が

ワーストワンという状況でした。いろいろ書か

れるけどなかなか結論が出ない。ただ、ワース

トワンになりますと、昔と一緒で、宮崎は就職

者の数、働き手が多いですよと宣伝になって企

業誘致になっておりました。このことは田口議

員に先取りされましたけど、これはどのような

対策を打っているか、商工観光労働部長にお尋

ねします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本県の高

校生の県内就職率が低い要因としましては、都

会への憧れや希望する職種の有無、県外企業と

の給与の差などのほか、教職員や生徒等が地元

企業を十分知らないことや、企業側のアピール

不足も課題であると考えております。

このため県では、県内企業の魅力を高校生に

伝えるため、企業と高校のネットワーク強化

や、就職説明会、インターンシップなど、県内

企業の魅力に直接触れる機会の拡大に取り組ん

でいるところでございます。また、高校生に

とって魅力ある雇用の場を確保することが重要

でありますので、フードビジネスなどの成長産

業の振興や中核企業の育成など、産業振興にも

力を入れているところでございます。今後と

も、このような取り組みを積極的に進め、高校

生の県内就職を促進してまいりたいと考えてお

ります。

○中野 明議員 統計を見ますと、県内の製造

業事業所数が平成25年、失われた20年とかいう

ところで1,000件減っているんです。2,500件

あったのが今は1,500件です。そういうのも関係

しているのかなと思います。しかし、これも全

国的な話かなと思います。そこで、県外就職す

る人のしっかりしたアンケート調査をやって、

何が宮崎県に足らんのかということを分析する

必要があると思うんです。アンケート調査をす

べきじゃないかと思いますけど、商工観光労働

部長。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 高校生の

意識調査につきましては、昨年、高校２年生を

対象に、就職に関する意識調査を実施したとこ

ろであり、また、教育委員会におきましても、

一昨年、県外就職が比較的多い県立４校の３年
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生に対しまして、抽出調査を行っております。

また、本年９月には、宮崎労働局におきまし

て、県立34校の３年生と保護者に対し、県外を

希望する理由や進路相談の相手等についてアン

ケート調査を実施したところでありますが、い

ずれも調査対象が少ない、または内定前の調査

となっております。御質問にありました、進路

の決まった３年生の調査の実施につきまして

は、県外就職を決めた理由の把握など、県内就

職を促進する方策を検討する上で有効であると

考えますので、教育委員会の意見を伺いなが

ら、今後検討してまいりたいと考えておりま

す。

○中野 明議員 ちょうどこの質問を家でつく

るときに、一休みでテレビをつけたら、労働局

がそういうのをやったとやっていましたけど、

中身を見たら、県外に行って30～40歳になって

宮崎に帰ってくるかどうかと、そんなこともあ

りました。そんなのはまだ関係ないと思います

ので、しっかり業種別にとっていただきたいと

思います。

それから、もう一つ、金融庁が今、新しい変

革・改革をやっていますけど、金融庁は今まで

銀行に対しては、不良債権の処理、そういうこ

とを中心にやっておりました。今、金融庁は、

とにかく無担保融資、リスクのある融資先で

も、改善の見込みがあれば融資すべきという方

向転換をやっております。そうなりますと、保

証協会の関係が出てくると思うんですけど、

今、この保証協会の対応についてはどのように

なっているか、商工観光労働部長。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 議員御指

摘のとおり、金融庁におきましては、金融機関

に対するこれまでの不良債権問題を重視してき

ました姿勢を転換し、担保や保証に過度に依存

しない、企業の将来性を評価した融資を行うよ

う求めております。また、中小企業庁におきま

しても、信用補完制度について見直しを進めて

おり、小規模事業者の保証枠の拡充やセーフ

ティネット保証のあり方について、議論がなさ

れているところでございます。このような中、

信用保証協会では、現在、第三者保証人を原則

として不要としておりますほか、無担保保証に

ついても推進しているところであります。ま

た、専門家派遣事業や関係機関と連携した経営

サポート会議などを通して、中小企業の経営力

の強化や経営支援にも力を入れているところで

ございます。県といたしましては、引き続き、

信用保証協会と緊密に連携し、中小企業、小規

模事業者に対する金融の円滑化に取り組んでま

いりたいと考えております。

○中野 明議員 今、なかなか新しく企業を興

すというのは数が少ないです。潰すのは簡単で

すね。ですから、保証協会が代位弁済している

企業というのは倒産件数にも出てきません。多

いときは年間300件とか、今、100件台ぐらいに

なっていますけど、この部分をしっかりカバー

してやる。支払い条件、リスケをしてやると

か。今は無理だけど、あと１年ぐらいすれば立

ち直るというような分もあろうかと思うんで

す。代位弁済額が低いんですよね、600万。300

万もあるかなと思うんですけど、わずかな金額

ですから、銀行なんかは、600万とか弁済したっ

て―弁済は保証協会がするわけですけど―

大した金額じゃないと思うので、しっかり中小

企業、ここの分で頑張っていただきたいと思い

ます。商工観光労働部長、今、企業誘致がチャ

ンスですよ。ぜひ、企業誘致、頑張ってくださ

い。

それから、過去最高の額を達成した製造品出
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荷額の内容はどのようになっているか、商工観

光労働部長。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 平成26年

工業統計調査によりますと、本県の製造品出荷

額等は、前年比5.5％、額にして800億円増の１

兆5,276億円で、過去最高となっております。業

種別では、食料品が3,170億円、次いで、電子部

品の1,614億円、飲料・たばこの1,592億円、化

学の1,512億円の順となっており、１次産業と関

係の深い食料品と飲料・たばこの２業種で、全

体の31.2％を占めているところでございます。

○中野 明議員 私が聞きたかったのは―製

造品出荷額は過去最高になりました。その内訳

を見ますと、今、部長が言ったとおりです。そ

の中で食料品製造品出荷額、これは行政が十分

にタッチできるところであります。宮崎県は農

業産出額3,300億ぐらい。日本で５番目ぐらい。

これを食料品製造額に直しますと、伸びている

けど全国でいうと下なんです。それだけ加工の

ほうに回らずに付加価値が県外に行っている状

況であります。そういうことを引っ張りだした

かったわけであります。

次に、本県農業の現状と畜産の付加価値につ

いて聞きますけど、私、今、頭にあるのは宮崎

県の農業就業人口です。平成７年が８万6,000

人、それが平成27年は４万5,000人です。大体１

年に2,000人減っているわけです。そういう中

で、４万5,000人のうちの２万人は70歳以上とい

うことです。70歳以上には75歳もありますが、

これは今後どうなるのか、一生懸命考えてもな

かなか結論が出ないわけです。そういうことを

前提に、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

の前期計画の総括と、前期計画と後期計画の違

いはどのようなことになるのか、農政水産部長

にお尋ねいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 第七次宮崎県

農業・農村振興長期計画の前期計画におきまし

ては、主要指標の一つである農業産出額では、

平成26年の実績が3,326億円と目標を132億円上

回る一方で、議員御指摘のように、農業就業人

口は４万5,000人と目標を2,000人下回るなど、

本県農業は、担い手の減少や高齢化等の構造的

な課題に直面しているものと認識をしておりま

す。６月に策定いたしました後期計画におきま

しては、このような状況を踏まえ、産地でしっ

かり担い手を確保し、儲かる農業を実現するこ

とが重要であることから、新しい産地と担い手

の育成を進める「産地経営体の育成プロジェク

ト」と、中山間地域での所得向上や誇り・きず

なづくりを進める「地域づくりプロジェクト」

を新たに設けたところであり、今後５年間で重

点的に取り組むこととしております。

○中野 明議員 前期計画を私も目を通しまし

た。なかなかいい数字は出ていませんよね。そ

の中で、儲かる農業という大きなタイトルがあ

るんです。あれを見ると、本当にこれで儲かる

農業になるのかなと。もうかるためには売り上

げを上げて経費節減せんと、農家は市場に出し

て何ぼですから。最初から何ぼもうかるかとい

うのは計算できんわけで。

そういう中で、私は今回、自民党農林部会の

改革案を興味深く見ておりました。結果的には

全農との折り合いがついてよかったなと思って

いるんです。それで、ちょっと参考に言います

と、肥料は、日本が9,500円、韓国は4,420円。

肥料は倍です。それから種苗費、日本が3,700円

に対して韓国は1,500円。大体これも２倍以上。

それから農機具、10アール当たりで見ますと、

日本は２万7,530円、韓国は5,100円。こういう

違いがあるわけです。これじゃ、自由貿易とか

平成28年12月６日(火)



- 231 -

平成28年12月６日(火)

何とか言っても、やっぱり勝てませんよ。農業

がもうかる施策等をぜひ頑張ってください。

それから次に、新規就農者の現状はどうなっ

ているか、農政水産部長。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県における

平成27年の新規就農者数は341名で、内訳は、後

継者が74名、新規参入による自営就農が64名、

法人就農が203名となっております。年齢別内訳

では、20歳未満が16名、20代が104名、30代が最

も多い146名、40代以上が75名で、40歳未満が全

体の78％を占めております。営農類型別では、

耕種部門が251名、畜産が90名となっておりまし

て、品目別では野菜類が171名で最も多く、う

ち102名は施設園芸での就農となっております。

経営面積につきましては、就農者の多い施設園

芸での新規参入の場合で申し上げますと、平均

で20アールとなっておるところであります。新

規就農者は、産地を守り、地域の活性化を図る

上で貴重な人材であることから、各自の就農計

画に沿った営農が実現できますよう、普及セン

ターと関係機関で連携し、経営発展に応じたサ

ポートを行いながら、本県農業の将来を託せる

担い手として育成してまいりたいと考えており

ます。

○中野 明議員 計画を見ますと、これも結構

目立つんですけど、その中の後継者74名という

のは、さっき言った農業従事者の中に入ってい

る。これが毎年300ぐらいとか出てきますけれど

も、なかなか農業従事者のところに、やめる人

が多いから反映されないということ。補助金が

あるからその間やっているかもわからん。これ

はしっかり調査をするべきだと思います。

それで、畜産の現状はどうなっているか、続

けて。

○農政水産部長（郡司行敏君） 畜産統計にお

ける平成28年２月時点の肉用牛繁殖農家戸数

は5,950戸、繁殖雌牛頭数は７万8,800頭で、戸

数は減少傾向にあるものの、頭数につきまして

は、畜産クラスター事業等の積極的な取り組み

等によりまして、前年に比べて3,000頭増加した

ところであります。また、肉用牛肥育農家戸数

は687戸、肥育牛頭数は10万5,600頭となってお

り、近年、いずれも減少しております。頭数の

減少につきましては、昨今の子牛相場の高値を

背景として、肥育農家が計画どおり導入できて

いないことが主な要因と考えております。

○中野 明議員 これは本当に大きな問題です

よ。肥育なんか、全国でも子牛が大体４万頭ぐ

らい、23年と比較しますと減っていますし、和

牛も減っております。その中で3,000頭ふえて、

いい話です。これで現状維持ができるかなと。

この分については、まだまだ施策を打って頭数

をふやすと。ただ、肥育はふえていませんよ

ね。私の周りでもふえていない。この辺が一番

私は問題だと思います。

そういうことで、今、県外へ移出している和

牛、宮崎県で生産された和牛、肉牛が半分県外

に行っているということを再三、私は言ってい

るんです。追っかけているんですけど、県外へ

行っている移出額の和牛100億円分を県内で屠畜

すれば、大体何頭になるか。

○農政水産部長（郡司行敏君） 肉用牛肥育経

営安定対策事業、いわゆる牛マル緊事業による

平成28年９月時点の１頭当たりの販売価格は

約123万円となりますけれども、これで試算しま

すと、約8,100頭分で100億円に相当するものと

思われます。

○中野 明議員 8,000頭、いきなりこれができ

るとは私も思っていませんけど、方向として

は、県外に行っているやつを県内でいかに屠畜
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するか。こんな立派な宝がほかにありますか、

製造業を見回して。ここをやれば2,000人ふえま

すよ、380億出ますよ、こんな分野はどこにもあ

りませんよ。ここをしっかりやらんと、何を

やっているかわからんと思っています。後でま

た聞きますけど。

前回、農政水産部長は、県外に行っている分

を県内で屠畜するという質問に対して、「肉用

牛枝肉競り市場の開設は大変重要だ。食肉処理

場の機能強化とあわせ、可能性についてしっか

り検討していきたい」、そういうふうに答えて

いるんですけど、その後どうなっているのか。

○農政水産部長（郡司行敏君） ８月に畜産新

生推進プランを策定いたしました。この中で、

付加価値向上につきましては、販売・輸出戦略

部会の中でしっかり議論するということにして

おります。現在、この部会で検討する論点を整

理するために、ワーキングチームを設置し、関

係者の意見を伺っているところでありますが、

その中では、議員がずっと御主張されています

食肉処理場での屠畜頭数の増加であるとか、宮

崎牛の知名度向上、さらには生産基盤の強化な

どのテーマが出てきているところであります。

その後、ミヤチク都農工場の施設整備など、新

たな動きもありますので、このような動きも含

めて、年明けに開催予定の専門部会において、

畜産物の付加価値向上に向け、しっかりと協議

を行ってまいりたいと考えております。

○中野 明議員 新しく屠畜場をつくると、私

はいいことだと思っています。だけど、現状

は、屠畜数も減っているんです。じゃ、それを

つくってどうなるか。そこをつくったら、県外

に行った分が新しい工場で屠畜されるかという

と、まだまだいろいろ検討する余地があると思

いますので、ここはしっかり頑張ってくださ

い。

あとの２問は省略します。

次に、総合政策部長も今の件に関して、「農

畜産物を県内で処理・加工し、付加価値を高め

ることは、本県経済活性化を図る上で大変重要

である。チームを組んで問題解決に取り組む」

というふうに答弁されております。その後の対

応、どうなっているか。

○総合政策部長（永山英也君） 畜産関連産業

の振興等につきましては、総合政策部を中心に

チームを編成し、情報の共有化を図り、県内で

の処理・加工をふやすための方策や付加価値向

上を図る戦略について検討を行っております。

また、このチームにより、幾つかの企業等を訪

問しまして、今後の経営戦略等について意見交

換なども行ってまいりました。このような取り

組みの中で、畜産関連産業のさらなる発展を図

るためには、安定的に原料を確保するための生

産基盤の強化や原料の供給体制づくりも大きな

課題であると、改めて認識したところでありま

す。畜産業は、長年の取引の中で大手商社によ

る系列化が進んでおり、課題への対応は簡単で

はありませんが、大変重要な取り組みであると

認識しておりますので、引き続き、総合政策部

が中心となりまして、しっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。

○中野 明議員 言葉では美しいんですけど、

本当に進んでいるのかどうかわかりません。そ

れで、ちょっと部長に聞きますけど、管内で産

業を支援し、拡大してやっている目的はどうい

うことか、再度。

○総合政策部長（永山英也君） 産業の振興や

経済の活性化を図るための方策につきまして

は、大きく２つ、つまり、基盤となる産業をベ

ースに、さらにその強みを伸ばしていくやり
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方、そしてもう１つは、新たなシーズの活用や

イノベーションによりまして、これまでにない

分野、例えば航空機関連産業とかＩｏＴなどに

チャレンジするやり方があると考えておりま

す。本県における畜産業は、前者、つまり、基

盤となる産業をベースに強みを生かす、その代

表例であると認識しております。全国第５位の

農業産出額の約６割を占めるまでに至りました

生産基盤やすぐれた技術力を有し、加えて、生

産や加工、さらには流通販売など、大変裾野が

広い産業となっております。このようなことか

ら、フードビジネス振興構想の重点項目に位置

づけておりますように、多くの強みを有する畜

産業を振興し、関連産業の高付加価値化を進め

ることで、本県経済の活性化と新たな雇用の確

保を図ることができるよう努めてまいります。

○中野 明議員 同じく知事からも答弁をも

らっております。「県内で処理・加工する体制

をつくり、循環を高めていくということで、一

つ一つ努力してまいりたい」と、知事は答弁さ

れております。知事は、その後どういう対応を

されたか。

○知事（河野俊嗣君） 畜産業は裾野が広いも

のでありまして、その重要性は今、答弁したと

おりでありますが、これまでの取り組みを通じ

て、畜産関連産業を支える生産基盤の強化や輸

出の拡大など、一定の成果が得られているとこ

ろであります。また、今回、県と事業主体がさ

まざまな協議を重ねた結果、ミヤチク都農工場

の整備について取り組むこととなったところで

あります。この工場は、ＥＵへの輸出基準を満

たす衛生基準の高い処理施設となりますととも

に、処理頭数も向上するということで、今回の

整備を契機とした県内の畜産物の処理加工体制

の強化を進めますとともに、付加価値向上に向

けた取り組みについてもしっかりと進めてまい

り、畜産関連産業の振興による地域内の経済循

環を高めていきたいと考えております。

○中野 明議員 本当にやろうとされているの

かよくわからんのですけれども、再度、知事に

確認しますけど、私が言いたいのは、県内産和

牛の約半数が県外へ移出されているが、今後、

県内での屠畜数をふやすように取り組むという

ことでよろしいのか、知事に再度質問します。

○知事（河野俊嗣君） 畜産物の付加価値を高

めるため、県内の屠畜頭数をふやすことは大変

重要でありますので、引き続き、課題解決に向

けての検討を進め、県内での屠畜頭数の増加に

努めてまいりたいと考えております。

○中野 明議員 リーダーはやっぱり決断と実

行だと思います。知事が一言、やれと言えばみ

んな動き出すと思います。私は一遍にできると

は思っていません。方向をしっかり出すべきだ

と思っておりますので、引き続きまた頑張って

もらいたい。私も引き続き、これは追っかけて

質問しますから。

次に、災害対策についてであります。

阪神・淡路大震災、死者が6,432名、行方不明

３名。東北大震災、死者が１万5,894名、行方不

明2,557名、それから、消防団員、死者・行方不

明254名、消防職員、死者・行方不明27名、警察

官、死者25名、行方不明５名、計30人です。そ

れから、子供、両親を亡くした人が244名、片親

死亡が1,538名。熊本地震は、死者49名というこ

とになっております。

そこで、新・宮崎県地震減災計画を策定して

おります。今、県はどのような対応をとってき

ているのか、危機管理統括監にお尋ねします。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 新・宮崎県

地震減災計画は、建物の耐震化率や早期避難率
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を高めることや、避難場所の確保、避難訓練の

実施などにより、地震や津波による被害を最小

限に抑えることを目標としております。このた

め県では、大規模災害対策基金を活用し、４つ

の柱を定めて地震減災対策に取り組んでおりま

す。まず、危機に対して的確に行動できる人づ

くりとして、防災知識の普及啓発、防災士の育

成などに取り組んでおります。また、避難確保

対策として、沿岸市町の津波避難タワー等の整

備に、これまで約4,500万円を支援するほか、建

築物の耐震化の促進などに取り組んでおりま

す。さらに、災害対応能力の強化として、南海

トラフ巨大地震を想定した実働的な総合防災訓

練等を実施するとともに、広域連携体制の充実

・強化として、国や他の都道府県等からの広域

的な応援の受け入れ体制の整備のための救助活

動拠点や広域物資拠点等を指定し、資機材の配

備等に取り組んでいるところでございます。

○中野 明議員 １つ飛ばしまして、この計画

で、人的被害３万5,000人となっておるわけです

けど、この３万5,000人が幾ら減少できるかとい

うのが私は一番大事だと思うんです。いろんな

災害訓練とかやったとしても、最終的にはこの

３万5,000人を幾ら減らすかということが大事だ

と思っているんですけど、統括監、どうです

か。

○危機管理統括監（畑山栄介君） 御指摘のと

おり、３万5,000人が被害想定の最大の死者数と

いうことで、このうち津波によるものが約３

万1,000人とされております。住民一人一人が直

ちに避難するということが最も重要となること

ですので、こうした適切な避難行動をとれるよ

う、市町村とも連携しながら、津波に対する心

構えの普及啓発や実情に応じた避難訓練を繰り

返すことによって、早期避難率を高めていきた

いと考えております。この地震減災計画では、

住民の早期避難率に加え、建物の耐震化率を高

めることにより、減災の効果として死者数

を8,600人に軽減できるものと見込んでおりま

す。が、究極的には、さまざまな対策、こうし

た対策ですとか、ハード、ソフト両面でのいろ

んな対策を講じることで、人的被害を限りなく

ゼロに向けて進めていくということが肝要と

思っておりますので、そうした大きな目標に向

けて、しっかりと取り組んでいきたいと思って

おります。

○中野 明議員 8,600人軽減される、本当にい

い数字だなと思います。今、Ｎスペで50何回シ

リーズでやっているんです。録画して見ていま

すけど、津波で亡くなられて、胸が打たれて二

度は見たくないなというような場面もありま

す。その中で、南海トラフ地震が発生して、一

番最初に到着する、５分以内に到着するところ

の集落は、防災タワーをつくった。それでみん

な全員そこに逃げ切れるか。お年寄りは５分間

では逃げられない。じゃ、どうするか。津波の

高さが10メートルあれば、それ以上の３階建て

の建物を避難箇所にして、それで避難訓練した

ら100％成功したと。私は、ここまでやればいい

なと思っているんです。何といってもやっぱり

人命ですよ。いかに死傷者を少なくするか、こ

れを目がけて対策をとってください。

次に、警察本部長にお尋ねいたします。警察

本部長も、私、いろいろ委員会で聞きますと、

余り出て……。警察庁のホームページを見た

ら、「回顧と展望」というのがありました。そ

の中で、「東北大震災の反省、教訓が各方面に

見受けられる。住民や警察に被害を出さないよ

う、津波到達時間に十分に配慮した避難誘導方

法等の検討が必要となっている。警察庁防災業
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務計画から津波災害対策を独立して扱うととも

に、迅速な避難誘導を行う」、そういうことを

警察庁は書いているんです。私、Ｎスぺを見て

いて、お巡りさんが交差点で一生懸命誘導する

けど、渋滞して動けないんです。あの警察官も

ひょっとしたら亡くなられたんじゃないかな、

そんなことを考えますと、警察というのは大き

な役割があると思うんですが、その対策はどう

なっているか。

○警察本部長（野口 泰君） 地震発生で津波

のおそれがある場合には、海岸付近遊動中のパ

トカーによる避難の呼びかけ広報や、沿岸部の

交番・駐在所ごとに作成している「津波避難誘

導マニュアル」に沿った、勤務員による主要交

差点での住民の避難誘導、沿岸部への車両の進

入規制等の対応に迅速に当たることにしており

ます。その際、高齢者や避難行動要支援者等、

避難に時間を要する人たちに対しましては、遠

方の避難所ではなく、直近の丈夫で階層の高い

建物への避難が有効な場合もあり、日ごろから

防災講話等を通じ、危機意識の醸成と啓発活動

に努めているところであります。また、津波到

達予想時刻を考慮し、警察官自身も住民を避難

遊動しながら避難し、みずからの命も大切にす

ることもあわせて、日ごろから指示、教養を

行っております。

○中野 明議員 Ｎスぺを見ますと、やっぱり

警察も大変だ。マニュアルどおりいかんのが災

害ですからね。また続きは委員会で聞かせても

らいます。

次に、本年度の全国学力テストの結果はどの

ようなことか、教育長。

○教育長（四本 孝君） 本年度の全国学力・

学習状況調査の結果について、全教科の正答率

の平均値を全国と比較しますと、小学校で0.6ポ

イント、中学校で1.3ポイント下回っている状況

であります。各教科区分ごとの状況につきまし

ては、小学校における知識に関する問題である

国語Ａが全国平均を上回っておりますが、それ

以外の教科区分では全て下回っております。中

でも、小学校における活用に関する問題である

国語Ｂ、これは全国的にも下位にありまして、

強い危機感を感じているところであります。こ

のため、県教育委員会の市町村支援チームが学

校を訪問して継続的に指導する、あるいはま

た、私自身も市町村に出向いて、市町村長ある

いは市町村の教育長といろいろ話をしながら、

学力向上への機運を高めて、市町村と一体と

なった取り組みが展開できるように努めている

ところであります。

○中野 明議員 あの結果を見ますと、平均を

上回ったのは小学校国語Ａだけ。中学校の国語

Ａは40番目、小学校国語Ｂは45番目。私は、義

務教育というのは、人生形成の基本的なものだ

と思うんです。これはしっかり頑張ってもらい

たいと思います。

次に、政策評価、過去５年間の実績値につい

てはどうなっているか。

○教育長（四本 孝君） 政策評価の実績値

は、全国学力・学習状況調査における本県の正

答率が、全国の水準を上回った教科区分の割合

を示しておりますが、過去５年間の実績値につ

きまして、さかのぼりますと、本年度が37.5

％、27年度が30％、26年度が75％、25年度も75

％、24年度は80％であります。

○中野 明議員 これも目標値の70とかいうの

は、なかなか説明を受けないとわかりません。

これが30というのは、半分ですよ。ぜひしっか

り頑張ってください。

それから、学力向上に関する目標達成に向け
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た教育長の思いをお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 本県の学力向上に関

する目標値につきましては、平成30年度まで

に、全国学力・学習状況調査の全ての教科区分

の平均正答率が全国水準を上回ることを目標と

しております。この目標達成に向け、私自身が

先頭に立ち、市町村と一体となって、不退転の

決意で取り組んでいるところであります。ま

た、学校現場のトップである校長はもとより、

教職員一人一人も、私と同じ思いを持って真摯

に取り組んでいるものと信じております。今後

とも、県及び市町村教育委員会、学校現場一丸

となって、目標達成に向けて全力で取り組んで

まいりたいと思います。

○中野 明議員 大変声だけ大きかったと思い

ますけど、教育長が回って頼まんと頑張らんと

いうような校長先生は、俺はだめだと思うんで

す。そんな人は降格したらいいと思う。頑張っ

てください。

それから次に、いじめですけど、私はいじめ

を質問する気はなかったんですけど、新聞で、

東北から避難してきた人たちがいじめられた

と。何やと、私は、近くだったら怒鳴っていき

たいぐらい腹が立ちますよ。何しちょっと、学

校の校長先生はと。ああいう問題というのは、

やっぱり校長先生がしっかりするべきだと。父

兄は、学校に預けている間は、校長先生の下で

安心・安全だと思っているんです。目に見えな

いところでそういうことがある。私は、校長の

責任というのは大きいと思うんですけど、教育

長、どうですか。

○教育長（四本 孝君） いじめ問題への対応

につきましては、学校全体での組織的な対応

や、保護者、関係機関等との連携により、重大

な結果に至る前に解決されることが何より重要

でありますが、具体的な対応を指揮・監督する

校長の責任というのは非常に大きいものがある

と考えております。このため、県教育委員会と

いたしましては、今年度、全ての県立高等学校

を訪問して、直接校長に対して、いじめ問題に

おける自身の役割の重要性を認識させるととも

に、とりわけ、早期発見、早期対応及び未然防

止に向けた取り組みについて、校長がリーダー

シップを発揮して対応するよう、指導を行った

ところであります。また、小中学校に対しまし

ても、全ての市町村教育委員会を訪問して同様

の指導を行い、いじめ問題に対して、迅速かつ

適切な対応が図られるよう努めているところで

あります。

○中野 明議員 いじめがあったごとに、いつ

も記者会見を見ていると、校長は出ないんです

ね。教育長が、申しわけありません、再発防止

に努めると。何ねと。毎回毎回、人の命を…

…。本当に腹が立ちますよ。これは校長の責任

だと思うんです。

それと、教育委員会でつくっているいじめ防

止基本方針というのがあるんです。これを私も

ぱらぱらっと見たんですけど、「責任」という

言葉がどこにもないんです。ただ流れが書いて

あるだけで。とりあえず責任があるから罰する

とかそんな話じゃなくて、この条例の中には、

校長が責任を持って当たるとか、そういう責任

の問題、そういうことをしっかり書く。要綱を

変えるべきだと思っているんです。どこが責任

をとるか。最終的には教育委員会に上がってき

て、第三者委員会をつくって、それを知事に提

示し、それで終わりと。それじゃなかなか防げ

ませんよ。責任を明確にするということで、教

育長の見解を再度お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 県のいじめ防止基本
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方針の中では、いじめ防止対策の基本的な方向

性や、各学校において取り組むべき事項、ま

た、重大事態が発生した際の対処などを示して

おります。県教育委員会といたしましては、先

ほど申し上げましたように、いじめ問題への対

応において、現場のトップである校長の責任は

非常に大きいと考えております。現在、国にお

いて、この基本方針の見直しが進められている

ところでありまして、それを踏まえて、県の基

本方針も見直すこととしておりますので、議員

御指摘の点も踏まえながら、今後、具体的に内

容を検討してまいりたいと考えております。

○中野 明議員 本当に私は、命は大切だと思

います。子供と住んでいると―小さいいじわ

るがいじめになって。もう一つ聞いたのは、私

の家の近くで、学校でいじめがあって転校して

いるんです。転校してよその学校に行ってい

る。そうしたら、そのお母さんが亡くなったん

です。二重にかわいそうだなと、そういう事例

がいろいろありますから、しっかり頑張ってく

ださい。

それから、災害について、Ｎスペはオンデマ

ンドでやっていると思います。関係者は一回あ

れを見てください。いかに津波が大変かという

のがわかります。

以上をもって終わります。（拍手）

○星原 透議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 年明けの１

月20日に就任することとなる第45代大統領に、

アメリカ国民はドナルド・ジョン・トランプ氏

を選びました。1946年６月14日ニューヨーク市

の生まれの70歳、不動産王と称される、政治経

験が全くない実業家であります。大方が、民主

党のヒラリー・クリントン氏の勝利を予想して

おりました。しかし、結果はこれを覆し、トラ

ンプ氏が大逆転劇をもって勝利をつかんだので

あります。国民の不平不満が噴き出した選挙結

果だとする報道が数多くなされたのみならず、

結果に納得がいかないとするデモ等までもがな

されるに至った選挙ではありましたが、いかに

あろうとも、次期米国大統領はトランプ氏で既

に決定を見ているのであります。ところで、我

が国の外務省は官邸に対し、トランプ氏はあく

までも泡沫候補、勝つのはヒラリー氏だと、

ずっと報告し続けてきたようであります。しか

し、トランプ氏の勝ちが見えてきますと、「君

たちは一体どのような情報収集をやっていたん

だ」と、首相は珍しく感情的になり、外務省幹

部をどなりつけたとのことであります。そし

て、みずからは間を置かずニューヨークへ飛

び、就任前のトランプ氏との会談を行っており

ます。話された中身がどうであったにせよ、米

国では、少なくともこれからの４年間はトラン

プ政権が続くことになります。

さて、そのトランプ氏でありますが、氏は政

策の基本をアメリカファーストとしておりま

す。メーク・アメリカ・グレート・アゲイン

（偉大なるアメリカをもう一度）としているの

であります。自国の利益を第一に考え、そのた

めの方策・政策を国民に訴え、最も多くの支持

を得た政治家・政党が国の政権を担い国づくり

を行う。民主主義が確保されている国家におい

ては、いずこも同じ政治形態でありましょう。

つまり、「自国が第一、自国を優先」の思想で

あります。そして、かような考え方は、我が国

の地方自治体においても同じであり、都道府県

間における地域間競争は、まさしくこれが縮図

そのものだと言えます。産業の振興にせよ、医

療や福祉の充実にせよ、あるいはインフラの整

備にせよ、いずこよりもまず宮崎をとする思
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想。本県を思えば、これこそがしかりであり、

至当であると信じます。

ところで、知事は、この１月には２期目の折

り返し点を迎えられることになります。そして

恐らく、その２年後には３期目への県民の審判

を仰がれることになろうかと察します。そのよ

うな中、これまでの６年間の県政運営を省みら

れるとき、無論、知事には知事なりの思いや理

念もあろうかとは存じますが、宮崎県ファース

ト的視点からは、その総括をどのように感じて

おられるのか、大変気がかりなところでもあり

ます。一方、私ども県議会側でありますが、例

えば、知事提案の議案の審査を初め、あらゆる

課題などに対し常に真剣に向き合い、これが本

当に本県のためになるのか、そして間違いなく

県民の幸せにつながるのか、さらには、その効

率は、あるいは効果はなどと、さまざまな角度

から、宮崎県ファーストの強力な理念を基本

に、県政の二元代表の一元としての責務を完遂

すべく努力を重ねてきているのであります。県

民に選挙された者としての議会の存在を、県行

政から決して軽んぜられることのなきよう、常

に宮崎県ファーストを基本として、監視機能や

政策提言能力等の向上のため、日々努力を重ね

てきているのであります。

質問に先立ち、今回はあえてそのような背景

を申し上げ、知事が就任この方、宮崎県発展の

ためにどのように取り組んでこられたか、宮崎

県への思いの強さのいかなるかをお尋ねし、壇

上からの質問といたします。

後は自席より行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

６年間の取り組みの総括、宮崎への思いとい

うことであります。私が知事に就任をしました

６年前の本県は、口蹄疫を初め、鳥インフルエ

ンザ、新燃岳の噴火という未曽有の災害が、農

業のみならず商工業や観光など、県民の生活全

体に深刻な影響を及ぼしておりました。その深

刻な状況から一刻も早く復興をなし遂げるこ

と、それが私の何よりも重要な使命と心がけ、

県民生活や県内経済の立て直しに全力を傾けて

まいったところであります。宮崎牛の日本一連

覇等の成果を経て、これについては一定の道筋

をつけることができたものと考えております。

その後、復興から新たな成長へとギアを入れ

かえ、フードビジネスやグローバルな市場開拓

など成長産業の育成・加速化を初め、県勢発展

へのあすの礎づくりに取り組んでいるところで

ありまして、私みずから積極的に、国内外の政

府機関への要望はもとより、企業、団体等への

トップセールスにも取り組んでいるところであ

ります。そして、国内外に多くの人脈やネット

ワークを築き、オール宮崎で宮崎のさらなる発

展のために取り組む力を結集する体制を築いて

まいりました。おかげさまで、多くの皆様のお

力添えをいただきながら、例えば今回の国の補

正予算におきましても、これまでにない多額の

配分を得て、財源を確保することができたもの

と考えております。

今、本県には、東九州自動車道整備の大きな

前進など、先人の方々がまかれた種がさまざま

な花を咲かせつつあります。私は、これらの花

をさらに大輪の花に育てていくことはもとよ

り、自分なりの新たな種をまいて育てていく、

このことに力を注いでまいりたいと考えており

ます。

人口減少社会が到来する中で、中山間地域の

厳しい現状など、課題は大きいものがあります

が、宮崎は、さらなる県勢の発展に向けて、大
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きな可能性、ポテンシャルを秘めておると考え

ております。この県勢を発展させることを何よ

りも第一と考え、そして県民の皆様に、どこよ

りもこの宮崎に住んでいてよかったと実感して

いただけること、そのために、私が先頭に立っ

て「みやざき新時代」を切り開いていくことこ

そ、私に課せられた使命だという思いはますま

す強くなっているところであります。

任期の折り返しを迎えるところであります

が、今後とも「対話と協働」の姿勢を大切にし

ながら、県議会の皆様を初め、各方面の御協力

をいただきながら、県民の声に耳を傾け、何よ

りも県民のため、そして「くらしの豊かさ日本

一の宮崎」づくりのため、県政運営に全身全霊

を傾けてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○坂口博美議員 宮崎の土壌にしっかり根づく

ような、そして合うような種をぜひまいて、大

きく開花をさせていただきたいと思います。

私はこれまで幾度も、宮崎県ファーストの理

念に立脚しての質問なり、政策提言等を行わせ

ていただきました。知事の所見を尋ねてまいり

ました。消費税の清算基準しかり、基準財政需

要額の算定のあり方しかりであります。そし

て、これに対する知事の答弁を聞いておりまし

て、オールジャパン的な立場の域を出ておられ

ないなというのが、率直な印象でありました。

ただ、今の答弁を聞いておりますと、これが少

し宮崎県ファーストに変わりつつあるのかなと

も期待が持てるところでもありましたが、知事

が国への退路をしっかりと断った、広島への退

路を断ったんだと。本気で宮崎に骨を埋めると

された覚悟には、いささかのすきもないのか。

「私、河野俊嗣が宮崎の知事を務めるからに

は、どこの県にも負けぬほどの大きな幸せを我

が宮崎に必ず届ける。この河野が宮崎の知事を

やるからには、県民のただ１人たりともが不幸

になっていくような政治は断じてやらない。そ

れがためには、私は知恵も力も汗も涙も、持て

るものの全てを出し尽くし、宮崎県民第一の思

いでがむしゃらに働く」といったような気概、

気迫たるものを、知事から強力に感じ取ること

が、寂しいかな、私にはできないところでもあ

ります。大変恐縮だけれども、知事の椅子に座

すことをもって知事職に満足をされていると

いったようなことは、まさかにもないとは思い

ます。しかし、かく願いつつも、全国知事会な

どにおける知事の発言記録などを見ますと、や

はりその思いというのもまだ完全には消せない

わけであります。知事には、ぜひ、がむしゃら

であっていただきたいことを申し上げ、知事の

政治姿勢に関し伺います。

我々県議会と、知事及び執行部局との関係に

ついてであります。申すまでもないことであり

ますが、私どもがそれぞれ二元代表制の一元と

して、より多くの、そしてより質の高い奉仕を

県民に届けていくためには、互いが揺るぎのな

い信頼の上に立脚をし、そしてそれぞれが常に

全力を尽くす。これを失っては、県政が県民へ

の最良の仕事を提供できる道理はなく、そのた

めには、互いが互いに敬意を持ち、誠をもって

その立場を尽くすことが基本であり、不可欠で

あります。しかしながら、今回の県立宮崎病院

再整備計画につきましては、相互の信頼関係を

大もとから壊させかねぬほどの大きな問題と

なっております。そこで、これに関し、まず病

院局長に幾つかお尋ねしてまいります。

当初の病院整備に関する検討に際しては、現

在の病院の改修に54億円を要すという整備案

も、選択肢の一つとして選ばれたわけでありま
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すが、その改修により何年間、健全な建物とし

て現病院を維持できることを見込んでおられた

のか、お尋ねをいたします。

○病院局長（土持正弘君） 平成24年度の宮崎

病院再整備の４つの検討事案の中の既存建物改

修案につきましては、老朽化の激しい給排水設

備の改修及び既存病棟の内部改修、これは病室

の個室化を想定しておりましたが、これのみを

行いまして、建物本体はそのまま継続使用する

という案でございました。建物の軀体部分につ

きまして、詳細な調査は行っておりませんが、

一般的には50年程度の使用に耐え得ると言われ

ておりますので、現在、改築後33年を経過して

おります現病院においては、設備の改修を行え

ば、今後15年程度は使用可能ではないかと想定

しておったところであります。

○坂口博美議員 15年はもつので、今の病院の

改修で当分の間は宮崎病院の機能は果たせる

と、だから54億を投資する価値はあるんだとい

う判断のもとで、改修案を他の案と比較して残

されたということになろうかと思われます。つ

まり、今の病院はまだ使えるということであり

ます。ではここで、業者を選定するときのプロ

ポーザルに際して、与えられた条件については

どのようなものがあったのか、病院局長にお伺

いをいたします。

○病院局長（土持正弘君） まず、事業の目的

でありますが、県立宮崎病院の施設、医療機

能、経営面の課題を解消し、宮崎県の中核的な

役割を果たす高度急性期病院として再整備する

ための基本設計を行うこととしておりまして、

敷地の条件として約３万6,000平方メートルの現

在地としておりました。次に、施設の条件とし

て、主要建物の規模については、新病院を約４

万5,000平方メートルとしており、また設計の内

容については、県立宮崎病院再整備基本構想に

よることや、耐震安全性につきまして、「官庁

施設の総合耐震・対津波計画基準」による構造

体の耐震安全性分類を、大地震動後、構造体の

補修をすることなく建築物を使用できることを

目標としたⅠ類といたしました。最後に、建設

の条件としまして、工事費を改修工事費を含め

て約169億円としておりました。

○坂口博美議員 国の総合耐震・対津波計画基

準では、今答えていただいた構造物の耐震性の

ほかにも、施設の位置の選定についても定めて

いると思います。前面道路についてはその基準

ではどうなっているのか。この基準が定められ

た目的についての説明とあわせて、再度お伺い

いたします。

○病院局長（土持正弘君） 官庁施設の総合耐

震・対津波計画基準は、国家機関の建築物及び

その附帯施設の営繕等を行うに当たり、地震災

害、津波災害及びそれらの２次災害に対する安

全性に関する基本的事項を定めるとともに、保

全に係る事項について定め、地震及び津波によ

る災害時に、官庁施設として必要な機能の確保

を図ることを目的といたしております。その中

で、「災害応急対策活動に必要な官庁施設の位

置は、ライフライン及び前面道路の機能障害が

発生せず、又は早期復旧が可能なよう選定する

ものとする」と定められているところでありま

す。

○坂口博美議員 国の基準では、アクセス道路

については、機能障害が発生しないこと、仮に

発生しても早期復旧が可能であることを求めて

おるわけです。プロポーザルに際しても、複数

の業者から大淀川の洪水に関し指摘がなされ、

提案もなされております。そういった中で、県

がこの設置基準を無視した理由というのは何
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だったのかをお伺いいたします。

○病院局長（土持正弘君） この基準につきま

しては、直接的には国家機関の建築物及びその

附帯設備を適用範囲としており、直接これに拘

束されるわけではございませんが、私どもも十

分に参考とすべき基準ではあると考えており、

大淀川氾濫による水害時につきましても、新病

院は1.5メートルのかさ上げを行うことで直接の

被害を受けない計画としており、ライフライン

が途絶した場合も３日間は自立できるよう、燃

料等の備蓄を行う予定といたしております。ま

た、水害により周辺道路が冠水した場合も、国

の予想では24時間以内に水は引くと予測されて

おりますが、国道10号及び国道269号は緊急輸送

道路に指定されており、復旧は速やかに行われ

ると想定しておりまして、必ずしもこの基準を

満たしていないとは考えていないところであり

ます。

○坂口博美議員 国の施設に対しての基準だと

いうことですけど、一方で耐震強度について

は、最高レベルのものをこの基準に沿って求め

られるわけです。一方では今のような答弁で

す。そしてこれが、「この基準を満たしていな

いとは考えていない」という答弁だけど、「満

たしていると思う」という答弁はありません。

基準の目的というのは、地震・津波による災害

に対する安全性を定めるものでありますから、

水害に対しての機能確保というのは目的として

いないということは、矛盾があります。津波の

水でも大淀川の水でも、塩辛いか辛くないかだ

けの違いです。病院前の道路が１メーターもつ

かれば、病院の機能は完全に麻痺します。

ところで、その工事費についてでありますけ

れども、工事費についても条件にしていたとの

ことですが、これを条件にしていたとしたら

―165億円というのは与条件についての条件で

すね。業者には、それを上回ったときには、こ

の費用増大についての報告を病院局にすること

が義務づけられたということを意味すると思う

んですけれども、業者が、建設費が増大します

よということは、局にはいつ報告されたのか。

そしてそれを最初に議会に報告したのは、い

つ、どの場でだったのか、病院局長にお伺いを

いたします。

○病院局長（土持正弘君） 先ほど申し上げま

したように、基本設計の与条件といたしまし

て、対象施設の概要の中で、概算工事費として

約169億円を示しております。この額は、基本構

想で示しております新築費用の165億円と改修費

用の４億円でございます。事業費に関しまして

は、平成27年10月に基本設計を受託いたしまし

た設計事務所から、その年の年末、27年の12月

に、ほかの病院における工事費事例の提示がご

ざいまして、その中の直近の工事事例と比較す

ると、こちらが提示した予算からかなり開きが

ある旨の報告があったところでございます。ま

た、本年の２月に入りまして、新病院の計画を

もとにした最初の粗概算について報告を受けた

ところ、この時点では、平面計画が確定した面

積ではございませんが、４万5,900平米と想定し

て約288億円―これは税抜きの価格ではござい

ますが―との試算がされておりました。そし

て10月、基本設計が完了し、成果品の一つとし

て事業費の提示があり、その結果を10月末の閉

会中の常任委員会において御報告させていただ

いたところでございます。

○坂口博美議員 つまり、その費用が膨大に膨

れ上がるよという連絡をもらわれてから、それ

を議会に報告されるまで10カ月余りかかってい

るんです。これは議会軽視どころか、全く議会
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をばかにしているとさえ思える行為でありまし

て、非常にこれは不愉快です。おくれた理由

を、「精度を高めてから議会には報告をしよう

と思っていた」という説明でもありました。し

かし、ここで重要なのは、大変な金額になりま

すよということをいち早く議会にすることで、

精査してからといったら、工事が完成するまで

報告できませんよ、そんな細部の端数まで調べ

て議会に報告するなんていったら。言いわけに

すぎないと思います。

ところで、これまでのほかの議員の質問に対

して病院局長は、費用が高騰した原因は、面積

がふえたこと、あるいは資材や労務費が高騰し

たことにあるとされておりますけれども、私は

それだけが原因ではないと思うんです。県立病

院として果たすべき機能を担保するための標準

的な設計をはるかに超えるような、言うならば

ぜいたくと思えかねないような仕様があるので

はないかなと考えます。局長が圧縮しようと見

込んでおられる対象にはどのようなものがある

のか、その根拠なども含めてお尋ねをいたしま

す。

○病院局長（土持正弘君） 新病院は、仕上げ

材に汎用品といいますか既製品を適用するな

ど、決してぜいたくなつくりをしているわけで

はございませんが、駐車場が現在の地盤から1.5

メーター程度高くなるために、建物に向かって

全体的に緩やかに勾配をとる計画としており、

例えば、車道部分のみスロープとし、駐車部分

は現地盤レベルでの整備を行うことにより盛り

土の面積を減らすことや、改修工事の一部であ

る研修施設の整備などを、病院経営が黒字化す

るまで先送りすることなども視野に入れ、細か

いことの積み重ねになるとは思いますけれど

も、あらゆる視点で総事業費の縮減に努めたい

と考えております。

○坂口博美議員 その研修施設というのは、工

事をおくらせるというだけで、これは全然圧縮

にはつながらないと思うんです。今話を聞いて

みると、土を少し動かす、土を減らしますよと

いうことで、これは数千万の世界です。それぐ

らい節約したって話にならないです。こんなこ

とを議会が評価できるわけがない。県民がその

努力というものを評価できるわけがないです。

知事部局では、さきも申しましたように、県

民からの本当に切なる要望、これも財政難を理

由に十分な対応ができていないというのが実態

です。そしてまた同じ理由、お金がないという

理由でその整備を待たされている、例えば警察

庁舎でありますとか、そのほかの老朽化著しい

施設、これらをたくさん抱える中で、目前には

防災拠点庁舎や国体施設など大型投資が幾つも

控えております。そのような中での今回の病院

問題であります。申し上げたような財政状況の

中で、改修を選ばずして改築を選んだ病院局の

特別会計へ、病院建設のための補助金を一般会

計から支出するという行為は、これを我が家に

例えるなら、我が家の経済が苦しいことを理由

に、我が子には三度の飯を二度に我慢させ、よ

そ様の子供にはうんとおいしいものを与える行

為であるとも思えます。特に総務部長は、あの

とき次長で、この計画を私どもに説明されたん

です。今のような最初の資料に基づいてです

ね。今申し上げたような状況に本県財政という

のはなっていないのかどうなのか、一般会計か

ら今後支出を予定しておる大型投資の見込みな

どについて、あえて総務部長にお伺いをいたし

ます。

○総務部長（桑山秀彦君） 今後予定しており

ます大型の施設整備といたしましては、平成29
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年度から防災拠点庁舎の建設着工を予定してお

りまして、現時点で約130億円の工事費を見込ん

でおります。また、国体開催に伴う施設整備に

つきましては、現在検討を進めているところで

ありまして、その予算規模は正確には申し上げ

られないところでございますが、他県の例など

を参考にして考えますと、数百億円程度と見込

まれます。さらに、庁舎関係を含めました公共

施設等につきましては、公共施設等総合管理計

画に基づき総合的かつ計画的な管理を進めるこ

ととしておりまして、今後、適正配置や適切な

維持管理に努めて、財政負担の平準化・低減化

を図っていくこととしているところでございま

す。

○坂口博美議員 今言われたような大型施設の

ほかにも、例えば、今申し上げましたけれど

も、高岡の警察署、これは雨のたびにつかる、

古い。都城署、お金がないからちょっと我慢し

ろで、まだ順番待ちです。そのほかにも、知事

は、水産業大変厳しいと言っておられましたけ

ど、そこに関係する、みやざき丸、たかちほ、

進洋丸、水産試験場、全て、全てが我慢してく

ださい、そんな状況の中です。加えて、今、総

務部長が答弁してくれたとおりの本県の財政状

況なんですけれども、今回の計画の問題点とし

ては、これまでの質問で申しましたように、ほ

かの議員も２人ほどやりましたけれども、現病

院の場所というのは、遠くに住む者にとっては

非常に利用しにくいという問題があります。同

じ宮崎県民の間で命のとうとさに差を生ずると

さえ言えようかと思っております。

そこで、例えば、宮崎のインター付近の山を

切って低い階層の病院を建てれば、たくさんの

こういった例が最近わかってきたように、大地

震のときにおけるビルのウイークポイントはエ

レベーターの機能麻痺であります。こういった

心配も要らない。階が低ければ、当然、単位面

積当たりの建物の重量というのは軽くなります

から。しかも切り土で岩盤であります。だか

ら、そこに現病院で投資する予定の地盤改良、

くいを打ったり。それから免震装置、莫大な金

がかかります。これだって、そういったところ

に整備すれば大きく費用が節減できるわけで

す。そしてまた、地震波の卓越周期などの条件

次第では、軀体整備費もかなり安くなることが

考えられるわけです。さらにまた、広さが確保

できるとすれば、立体駐車場などつくらずと

も、直接地面への駐車で、よくあるように駐車

場からの転落事故、こういった心配も全くする

必要がない。さらにまた、今回採用された井

型、これはコストが安くなると言ったけど、た

またまあれは県病院の敷地に長さの制限がある

から、長方形をつくっても、４病棟入らずに３

病棟しか入らない長さなんです。だから横に出

して１階に４病棟入れた。それで階数が減った

から結果的に安くなるだけで、広さがあれば、

何といっても壁の長さは長方形が、変な形より

も一番短いわけで、コスト安になることはわ

かっています。そして維持管理、老朽化、そう

いった対策についてもシンプル・イズ・ベスト

です。だから、そこのところも説明がちょっと

違う。

それから、やっぱり心配なのが、一つは、あ

あいった形のところに、たばこを吸いながらモ

デルに煙を当てて扇風機の風を当てたら、奥

まったところに煙は立ち上がります。それは横

にはって奥まったところから吸い込まれていき

ます。これを乱気流というんです。ヘリコプタ

ーのパイロットはたまったもんじゃない、そん

なところを飛ばされたら。「俺は嫌だ」って言



- 244 -

平成28年12月６日(火)

います。逆にこれが直接広い地べたに離着陸で

きるとすれば、それこそ災害時には何機ものヘ

リコプターが離着陸できる。こういったところ

も非常に不利な場所を選んでいます。しかも騒

音で何の苦情が出てくるかもわからない。

また、それ以上に私が問題と考えるのが、先

ほどの水であります。国のそれは津波に対して

の基準だと言われるけど、言いましたように、

大淀川の水でも水は水です。これを無視して

―1.2メーターつかるということを国土交通省

はシミュレートしているんです。これで万が一

……。熊本の地震でもそうでした。ちょっと後

に台風でやられました。５人死んじゃったです

よ、台風の後の土砂災害で。これがたまたま長

い1000年のスパン、200年のスパンの間には、同

じ日、同じ時間に来ないとも限らない。病院に

残っているスタッフとかそういった人は安全で

しょう、どこに行く必要もないから。しかし、

ともで助けを待っている患者はたまったもん

じゃない。そういう場所なんです、あそこは。

これを病院局長なり知事が自分のお金でやる

んだったら、どうぞどうぞと言います。しかし

ながら、これは巨費を、しかも県民の金をつぎ

込む大事業です。だから、知事はここで一回頭

をまず無にされて、頭を冷静にされて、そして

議会の声にも耳をかし、この計画を白紙に戻

す。それからもう一回考え直すんだと。私は冒

頭言いました、知事と議会との信頼関係のとう

とさというものを篤と、くどく述べたんですけ

れども、まさしく今回のこの問題というのは、

これを問うゆゆしいものを含んでいると思いま

す。知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県立宮崎病院につきま

しては、総合的かつ高度の診療機能を持った全

県レベルの基幹病院として、また基幹災害拠点

病院として、これからも高度で良質な医療を提

供し続けていく必要があるものと考えておりま

す。

しかしながら、現状は、施設の老朽化、狭隘

化のほか、基幹災害拠点病院として必要な施設

整備が十分ではないことなどさまざまな課題を

抱えておりまして、また、いつ南海トラフ巨大

地震が発生してもおかしくない中、県民の命を

守るために早急な対応が必要でありますことか

ら、さまざまな角度から総合的に判断をしまし

て、県議会の皆様とも協議を積み重ね、現在地

での全面改築が必要とした基本構想を策定し、

再整備を進めてきているところであります。県

民の健康を守り命を守る、非常に重要な施設で

ありますが、巨額の財源を必要とする施設であ

りまして、これに対する議員のさまざまな観点

からの御指摘、御意見について、今、重く受け

とめておるところでございます。今回、県立宮

崎病院再整備の事業費が大幅に増大をし、議会

や県民の皆様に多大な御心配をおかけしている

こと、また、その説明がおくれ、執行部と議会

の信頼関係に水を差すようなことになったこと

に関しまして、深くおわびを申し上げたいと考

えております。

事業費の増大を契機に、計画の見直しを含め

さまざまな御意見もありますことから、これら

の御意見を真摯に受けとめ、さらに検討を重

ね、十分に協議をさせていただきたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 よろしくお願いをしておきま

す。

次に、地方交付税に関し伺います。

財務大臣の諮問機関であります財政制度等審

議会は、ここ４年間、地方財政計画の規模が拡

大し、地方の財政調整基金等の残高もふえてい
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ることから、地方財政計画の適正化を進める必

要があるとし、財務省はこれを根拠として、地

方交付税の削減を主張しているようでありま

す。仮に地方交付税が削減となれば、財政基盤

が脆弱で、道路や港湾あるいは農地整備等が大

幅におくれている本県にとって、大きな問題で

あり、これらインフラ整備のみならず、社会保

障など県民生活全般に多大な影響を及ぼすこと

が懸念されます。この国の交付税削減の議論に

ついて、知事はどのようにお考えか、お聞かせ

をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 地方財政につきまして

は、平成27年６月に閣議決定された「経済財政

運営と改革の基本方針2015」におきまして、地

方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の

総額につきまして、平成30年度まで、平成27年

度地方財政計画と同水準を確保するとされてい

るところであります。このような基本的な考え

方が示されているところでありますが、去る11

月に開かれた国の経済財政諮問会議において、

財務省から、地方財政計画の歳出額と決算額の

乖離や地方の基金残高の増加を理由に、地方財

政計画の適正化を進めるべきとの意見が出され

たところであります。

しかしながら、地方における基金は、大規模

災害や経済不況等の不測の事態により生ずる収

支不足や、将来見込まれる財政需要に備えるた

めの非常に重要なものでありまして、短期的な

基金残高の増加を理由とした議論は妥当ではな

いと考えております。地方交付税は国の財政の

中で非常に大きな割合を占めるものですから、

常に見直しの議論というのを国の財政当局は示

しておるところでありますが、地方における貴

重な財源であるということ、しっかりと地方と

して意見をまとめて、これをまた守っていきた

いと考えております。

財政基盤が脆弱な本県におきまして、地方交

付税の削減は、今後の施策の推進、また先ほど

議論がありましたインフラ整備や社会保障な

ど、県民生活に直接大きな影響を及ぼしますの

で、地方の実情を十分踏まえ、地方交付税の持

つ財源調整機能、財源保障機能を損なうことの

ないよう、国に対ししっかりと訴えてまいりた

いと考えております。

○坂口博美議員 地方の基金の性格について

は、今お答えいただいたとおりだと思います。

そして、その残高が増加したというのは、ここ

数年の税収額が見込みを大いに上回ったことに

よるものでありまして、これから先は、むしろ

見込み額を下回ることが予測をされる。そのよ

うなことから国においても、本年度予算のよう

に一般会計からの繰出金による交付税特会への

加算というのは今後望めないと思われます。そ

うなると、骨太方針2015どおりに一般財源総額

が維持されたにせよ、それは臨財債での対応に

なると思われます。これについては、返還分を

交付税措置するとはされているものの、しかし

それが将来の基準財政需要額の中の公債費とし

て計上され、そしてその分が需要額総額に上積

みされるとまでの保障はされておりませずに、

その点が財政力の弱い本県には大きな懸念材料

であります。そこを含めて、宮崎の立場から、

知事は国へ要望していくべきだということを申

し上げまして、グローバル戦略について、知事

に伺います。

現在、県では、フードビジネス構想やグロー

バル戦略に基づくさまざまな施策が展開されて

おります。そういった中、日本総合研究所

の2016年版都道府県幸福度ランキングを見ます

と、本県の勤労者世帯における可処分所得は、
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トップの富山県より21万円も低い32万7,000円

で、全国最下位となっております。申すまでも

なく、そこからの脱却は待ったなしであり、知

事には、そのための積極果敢なる、かつ本県な

らではと言える施策の展開が強く求められてお

ります。

ところで、世界は今、イギリスのＥＵ離脱や

中国の投資銀行によるアジア経済の囲い込み、

さらにはトランプ氏のＴＰＰ脱退発言などと、

保護主義の流れの中にあります。このような中

で本県が他県に抜きん出るには、情報の収集や

分析、そしてそれらに基づく行動などが大変重

要であり、そのための人財は、これが成否への

極めて大きな鍵になると思われます。世界的に

保護主義が進むかと思われる中、本県のグロー

バル戦略推進に係る決意などについて、知事に

お伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 経済のグローバル化が

進展する中、さきのアメリカ大統領選挙におき

まして、ＴＰＰ脱退などを主張してきたトラン

プ氏が当選したことにより、世界経済をめぐる

先行き、不透明感が高まっておりまして、今

後、日本や本県の経済にどのような影響がある

か、なかなか見通せない状況がございます。

一方、国内市場が縮小する中で、本県経済の

活性化を図るためには、海外との交流拡大は避

けて通れないことから、このような状況におき

ましても、私は、みやざきグローバル戦略を着

実に推進していくことが大変重要であると考え

ております。このため県では、外部の専門家等

を活用しながら、県内企業の海外展開の支援等

に取り組むとともに、やはり重要なのは交流を

支える人づくりであろうかと考えております。

産学金労官で構成をします「産業人財育成プ

ラットフォーム」を設立し、学生の海外インタ

ーンシップの実施や国際ビジネスセミナーの開

催等、グローバルな人材の育成に努めていると

ころであります。今後とも、さまざまな環境の

変化を的確に捉え、宮崎の強みを生かしなが

ら、積極的にグローバル戦略を展開してまいり

たいと考えております。

○坂口博美議員 今も申し上げましたように、

世界的には、グローバルから保護への流れ、そ

の動きもだんだん大きく、かつ加速してきてお

ります。そういう中で、我が国では、例えば今

議会に提案されております補正予算案のよう

に、ＴＰＰありきでの自由貿易加速化を見据え

た政策に基づく予算が幾つも組まれておりま

す。しかしながら、これらの政策立脚の根底が

このように変わろうとする中で、今後の県の振

興方策や計画などについてはどう展開していか

れるおつもりか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（永山英也君） 今後、世界的

に保護主義が強まり、海外での事業展開が厳し

さを増す場合には、総合計画や各種施策の推進

におきましても、世界の中の、あるいはアジア

の中の宮崎を一層強く意識し、より戦略性を

持って、強みや特性をさらに伸ばしていく必要

があると考えております。例えば、今後成熟し

ていきますアジア市場をターゲットとした３つ

の展開、つまり、世界トップレベルの残留農薬

分析や機能性分析技術を生かした食の安全や健

康に関するニーズの取り込み、東九州メディカ

ルバレーの取り組みによります医療機器産業の

展開、また、今後増加が見込まれます個人旅行

など観光需要の取り込みなどが考えられます。

また、これらの実現のためには、みやざきビジ

ネスアカデミー等を通じた産業人財の育成が大

変重要であります。本県を取り巻く環境は一段

と厳しさを増してまいりますが、広い視野と柔
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軟な発想を持って、国際情勢の変化や地域間競

争に対応できる地域づくりや産業づくりに取り

組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 今答弁にありました、食の安

全や健康へのニーズ取り込み戦略に関してです

けれども、これに関して、県の農業試験場内に

ある食の安全分析センターがＩＳＯ17025を取得

したとの報道が、先月22日になされました。こ

のことは、本県が発信元の分析技術が世界水準

の分析規格であると認められたことを意味する

わけであります。そして、センターではこの技

術を食の機能性成分分析にも応用していくとさ

れております。食品表示法の施行に伴う機能性

表示制度がスタートした今、ＩＳＯの認証を受

けたセンターが核となって機能性成分の分析拠

点を宮崎が持つことになれば、本県農産物は大

きな付加価値を持つことになり、輸出拡大にま

で大きく貢献することになると信じます。そし

てまた、これにとどまらず、本県分析技術の世

界的なブランド化による人や物の動きは、本県

グローバル戦略の一翼となり得ると考えます

が、食の機能性研究の可能性や今後の展開方策

について、知事にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 健康志向というものが

国内外で大変高まっております。安全や安心、

また健康に着目をしたみやざきブランドの農産

物は、まさに時代の追い風を受けているものと

考えております。このため、国の最先端の機能

性研究チームとの連携によります本県の研究水

準のさらなる高度化に取り組みながら、医学部

と農学部を持つ宮崎大学との食の機能性研究拠

点の整備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

また、これらの取り組みとあわせまして、み

やざきビタミンピーマンの栄養機能食品として

の分析データの蓄積や、県内企業などと連携を

しました干したくあんや発酵乳製品の機能性表

示に向けた臨床研究などにも着手をしたところ

であります。今後とも、本県が有する高い分析

技術や研究体制を強みに、輸出の拡大や技術開

発のグローバル化に取り組んでまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 本県が、農産物の安全性とか

機能性、こういった点に最初に注目したのは、

農政水産部長が「みやざきブランド構想」を担

当されていたときのことであったと記憶してお

ります。その記憶をたどってみますと、たしか

あのとき部長は、３段階で食の機能性研究を進

めたいといったような話をしておられました。

そして恐らく、今回、議会に提案された食の機

能性解析拠点は、申されていた最終段階、３段

階目に当たり、部長が進めてきた「みやざきブ

ランド戦略」の集大成となるのではないかと推

察しております。これまでの機能性研究の推移

と、この研究にかける部長の思いについてお伺

いをいたします。

○農政水産部長（郡司行敏君） 本県における

機能性研究の始まりは、議員とも随分議論をさ

せていただきましたけれども、宮崎牛や完熟マ

ンゴーのように、おいしさという評価軸を持た

ない野菜のブランド対策として、残留農薬分析

による安全・安心に加えまして、本県の豊富な

日照時間と相関の高い機能性成分に着目したと

ころに始まります。そこで、まず第１段階とし

て、野菜の機能性を評価するため、宮崎方式の

残留農薬分析技術を応用した分析技術の確立に

取り組みました。次に第２段階として、この分

析技術を活用し、さまざまな栄養機能性成分の

データ蓄積を進め、その結果、平成25年度から

「みやざきビタミンピーマン」「みやざきビタ
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ミンゴーヤー」の２商品を、本県ならではの健

康ブランドとして認証するに至っております。

このような取り組みを進める中で、昨年４月か

ら食品の機能性表示制度がスタートいたしまし

たけれども、私は、第３段階として、これまで

の機能性に着目した取り組みの蓄積を生かす時

代がいよいよ来たなと、そのように感じたとこ

ろであります。県といたしましては、この機能

性をみやざきブランドの新たな付加価値として

位置づけ、機能性表示食品の開発や機能性に着

目した新品種の開発等に取り組みながら、しっ

かりと農家所得の向上につなげてまいりたいと

考えております。

○坂口博美議員 ここで知事に、土木問題につ

いて伺います。本県のインフラ整備状況につい

てですけれども、これについての所感をお聞か

せいただいて、インフラ整備を進めるに際し

て、どのようなことに留意しながら、どう取り

組んでおられるのか、基本的なお考えをお伺い

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県はこれまで、高速

道路や港湾を初めとする交通ネットワークの整

備や、防災・減災対策に必要な河川や砂防施設

などの整備等を着実に進めているところであり

ますが、全国に比べ、高速道路や国県道の整備

など、まだまだおくれている状況にあるものと

考えております。このため、まずは国の公共事

業予算を確保することが大変重要でありますこ

とから、私自身先頭に立ち、これまで機会ある

ごとに、関係省庁等に対して必要な予算確保の

要望を行っております。11月にも国土交通大臣

に面会をし、インフラ整備のストック効果、宮

崎のようなインフラがおくれているところであ

るからこそ、そのストック効果が最大限に発揮

をされるということで、本県に対する予算の重

点配分を強く訴えたところであります。本県の

厳しい財政状況下においては、県民ニーズを踏

まえながら、公共事業を効率的・効果的に行

い、いわゆるフロー効果を期待することはもち

ろんでありますが、ストック効果が最大限発揮

されるよう、しっかりと取り組んでまいりたい

と考えております。

○坂口博美議員 よろしくお願いをします。

今お答えを聞いて、最近の、例えば東九州道

などの格段の進捗であります。また、今回の際

立った補正予算の獲得などについては評価をし

て、その成果というのは、きっとこれは内田副

知事効果が大きかったのではないかなと思って

いるところでもあります。願わくば、副知事に

はこのままずっと宮崎に残っていただきたいと

すら思いたくもなりますが……。

さて、知事は今、まずは予算をしっかりと確

保することを基本としたいと答えられました。

しかし、気持ちはそうあっても、これに期待す

るというのは、ある意味、大変難しいのではな

いかと、私は考えております。なぜかならば、

それは、国の会計のあり方というのが、まず単

年度会計主義であります。そして、シーリング

方式による予算編成だからであります。だか

ら、どうしてもそこにバイアスがかかりやす

く、前年度以上の予算獲得というのは望みが難

しかろうと思うんです。そしてまた、ストック

効果を高めるとも答えられました。しかし、そ

れにも問題があるような気がします。それは、

今の公共事業というのは、以前のように、事業

ごとに予算を示しての整備５カ年計画がなく

なったことから、工事進捗の年次計画というの

を一部工事でしか示していただけないためであ

ります。だから、まちづくりなどの先読みが難

しく、企業進出や住宅建設などへの民間投資は
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臆病になりがちであろうと思います。つまり、

今の予算編成のあり方は、ストック効果が出に

くい制度や構図になっていると思うのでありま

すが、インフラ整備に係る御見解を内田副知事

に伺います。

○副知事（内田欽也君） ここ数年、東九州道

などの高速道路の整備や細島港の国際物流ター

ミナルの供用開始など、本県のインフラ整備は

着実に進んでおりますが、これは、これまで携

わってこられた先人の方々の御尽力によるもの

と思っているところであります。

これらのインフラストック効果につきまして

は、御指摘のように、将来の予算が不透明な中

で、具体的な見通しを立てにくいという課題も

ありますが、そういう中でも、高速道路の整備

状況とか新規開通見込みなどを踏まえた大手製

材メーカーあるいは精密機器メーカーの進出

や、大型クルーズ船の相次ぐ寄港など、その効

果が徐々にではありますが、あらわれてきてい

るところだと思っております。今後とも、でき

るだけ早期にストック効果を発揮させるための

取り組みを進めながら、宮崎県の成長を支える

インフラ整備の推進に努めてまいりたいと思い

ます。

○坂口博美議員 それから、先ほど知事は、フ

ロー効果への期待とも答えられました。そのた

めには、受注者がしっかりと納税をして、雇用

の改善とか安定を図るなど、社会への経済的貢

献を果たさなければ、それは望めないわけであ

ります。しかしながら、近年では、本当に県の

投資に見合うだけのフロー効果が果たして発揮

されているのか、甚だ疑問であります。最近の

県内建設業者の経営状況をどう分析しておられ

るのか、そしてフロー効果を高めるためにどう

いった対応をされるおつもりか、内田副知事に

再度お伺いいたします。

○副知事（内田欽也君） 私も、県内各地区の

建設業関係団体などと意見交換をさせていただ

いている中で、就業者の高齢化や若年入職者不

足などの課題、あるいは「建設投資が安定しな

い中で、将来を見通せない」などの切実な声も

伺っているところでありまして、本県の建設産

業は厳しい経営状況にあるものと認識をしてお

ります。このため、予定価格の適正な設定や、

ゼロ県債などの債務負担行為を活用した発注の

平準化に努めるなど、改正品確法の趣旨を踏ま

えた取り組みを進めてまいります。さらに、公

共事業予算の確保に努めるとともに、県内企業

への優先発注とか県産資材の活用など、地産地

消の取り組みを一層推進し、予算のフロー効果

を最大限に発揮させるように努め、ひいては建

設産業の健全な育成に努めてまいりたいと考え

ております。

○坂口博美議員 ぜひ、大切なことですから、

よろしくお願いをします。

そして、フロー効果を高めるために適切な予

定価格を設定するという答弁でありましたが、

基本的には、適切な予定価格というのは現在な

されていると言ってもいいかと思います。た

だ、それは設定しましても、工事現場には不確

定な施工条件が数多く存在をしておりまして、

これが設計条件と異なったときに、適切な設計

変更と、それに伴う工期や請負代金の変更がな

されることが大切でありまして、これは改正品

確法でも発注者に義務づけております。しかし

ながら、設計変更については、工法や仮設工事

に係る指定、あるいは任意への対応のあり方を

含め、さまざまな問題を抱えているやに仄聞し

ております。このことに係る県土整備部長の御

見解をお伺いいたします。
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○県土整備部長（東 憲之介君） 工期や積算

などの設計変更を適切に行うことは、公共工事

の品質を確保し、ひいては、受注者が適切な利

潤を確保するためにも大変重要であると考えて

おります。このため、現場の状況に応じた積算

を行うため、受注者との協議を十分に行うよう

努めているところでありますが、議員御指摘の

ような課題もありますことから、改正品確法の

趣旨を踏まえ、受注者・発注者間の認識や解釈

の違いが出ないように、「設計変更・工事一時

中止ガイドライン」を作成し、本年４月から運

用を開始したところであります。今後とも、技

術研修を行うなど職員のスキルアップを図りな

がら、改正品確法の趣旨やガイドラインの周知

徹底を行い、より一層、適切な設計変更に努め

てまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 それから今、副知事は、ゼロ

県債等についても積極的に活用することの必要

性というのを述べられました。施工時期の平準

化というのは、間違いなく企業経営の効率化に

大きく資するものと考えられます。そういった

中で、近年では、地方の自由度を高めるため

に、地方へのこれまでの補助金についても、あ

る程度の交付金化がなされてきておりますこと

から、例えば、過年度設定の債務負担行為につ

いての後年度支出分にこれを充てるということ

は、可能であろうと思います。したがいまし

て、長い工期を要するような工事以外について

も、その施工時期の平準化が適当であると考え

られるものについては、当該年度の支出を伴わ

ないゼロ県債での県単独事業とあわせて、当該

年度支出と同時に翌年度支出分までをも契約す

る、２カ年債務負担行為などを積極的に活用す

べきだと考えますが、副知事の御見解をお伺い

いたします。

○副知事（内田欽也君） 発注の平準化を図る

ためには、ゼロ県債などの債務負担行為の活用

を図ることが重要であります。このため県で

は、ゼロ県債につきましては、昨年度、13年ぶ

りに２月補正予算で約10億円を設定させていた

だき、今年度は、本県としては初めて、国の交

付金事業も加えて、今回の補正予算で約24

億7,000万円の設定をお願いしているところであ

ります。また、２カ年度債務負担行為につきま

しては、国土交通省では、工期が12カ月未満の

工事についても実施しているということもあり

ますので、本県においても、その活用を検討す

る必要があると考えております。今後とも、公

共事業予算や発注状況などを勘案しながら、ゼ

ロ県債などの債務負担行為の積極的な活用を図

るなど、発注の平準化に努めてまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 ぜひ、このことについては総

合的な視点からよろしくお願いをしておきま

す。

そして農政水産部長に、先ほどの機能性につ

いて、あと一つお尋ねします。これまでの取り

組みの蓄積を生かすときが来たということを言

われましたけれども、具体的にはどういったも

のを積み上げてこられたのか、お伺いいたしま

す。

○農政水産部長（郡司行敏君） 栄養機能性に

着目した取り組みにつきましては、総合農業試

験場における長年の研究の結果、ビタミン類や

ポリフェノール類など140種類の栄養機能性成分

を分析する技術を確立するなどの研究蓄積がご

ざいます。また、本県野菜のビタミンＣ含量

が、例えばピーマンで申し上げますと、冬場の

生産物のほうが日本食品標準成分表と比較して

高いなど、季節によって変動があることなども
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これまでの分析でわかっているところでありま

す。このように、機能性に関する研究に関しま

して、本県は全国のトップレベルの水準にあり

ますけれども、栄養機能性成分は、品種の違い

や生産者の技術、あるいは立地条件等によって

変動することなど、まだまだ未知の部分も大き

いことから、今後とも、国や大学と連携し、本

県農産物のブランド化と農家所得の向上につな

がるように、機能性表示食品の開発に向けて、

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 ビタミンＣの含有率というの

が、ゴーヤーでは周年高いけど、ピーマンは冬

季のみ高いということでありました。そうなる

と、今後また、いろんな品種における栽培技術

の確立などへの取り組みが求められようかと察

します。部長には、最終ステージに来た今の取

り組みを一日も早く仕上げていただいて、こう

いった次なる挑戦に臨んでくださることを心か

ら願いまして、質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時０分開議

○星原 透議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 昨日、我が

会派の田口議員が一般質問の中で突然、「キヤ

ノンの社長に就任した真栄田雅也氏は延岡出身

で、太田県議の延岡高校テニス部の２年後輩で

あり、太田ルートの活用を十分考えながら、雇

用拡大に向けてアプローチすべきです」と、本

気とも冗談ともつかぬ提案をされて、びっくり

しました。確かに思えば、真栄田氏は、私が中

学校３年生のとき１年生で、テニス部に入部

し、一緒にテニスをした仲であります。私が高

校に上がり、テニス部のキャプテンをしていた

ときに、彼がまた新１年生でテニス部に入部し

てきました。

ところが、夏休み近くなって、彼が私のとこ

ろに来て、「勉強がしたいので、テニス部をや

めさせてくれませんか」と言ってきました。も

ともと真面目な後輩だったので、私は「やめる

なら、高校３年間、本当に一生懸命に勉強せ

にゃいかんよ」と優しく諭し、退部を認めてあ

げました。まさかその彼が経団連会長まで輩出

した名立たるキヤノンの社長にまで上り詰める

とは、そのとき夢にも思いませんでした。

当時、50年も昔の話でありますが、体育会系

の運動クラブでは、新入生が途中で退部しよう

ものなら、びんた（ほっぺた）を張り回してや

めさせるところもありました。私は、真栄田氏

のびんたをあのとき張り回さんでよかったと、

今になって胸をなでおろしているところです。

「太田ルートの活用で雇用拡大のアプローチ

を」との提案でありましたが、キャプテンとし

ての当時の私の威厳が彼に対してまだ通用する

ものかどうか、自信がありません。

時間をとりましたが、知事の政治姿勢につい

て質問いたします。

１点目は、ＴＰＰ問題における自由貿易か保

護貿易か、あるいは自由主義か保護主義かとい

う対立的な捉え方でいいのかどうかという問題

であります。安倍総理は、ＴＰＰ推進の立場で

こう述べています。「かつて保護主義や排他主

義が世界を戦争に駆り立てた。自由で開かれた
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経済こそが平和と繁栄の礎だ」。確かに私自

身、戦後教育を受けてきて、保護貿易やブロッ

ク経済が世界を戦争に導いたという認識を持っ

ていた者であります。

しかし、今日の世界経済、新自由主義が謳歌

され、多国籍企業がばっこする社会、果たして

そのような分析だけで世界経済を見てよいもの

だろうかという疑問を持つようになりました。

歴史を振り返ってみると、ドイツの社会主義者

ラサールが、自由放任の国家を「夜警国家」と

規定して以来、国家のあり方は自由と規制の間

での綱引きであったと思うのです。

ノーベル経済学賞を受賞しているスティグ

リッツ教授は、本年３月16日に政府主催の国際

金融経済分析会合に招かれた際、消費税ではな

く、所得税などの累進税率の強化を訴えて注目

されましたが、その彼も、グローバル経済に対

して、自由主義ではなく、適正な規制が必要だ

と主張し、警鐘を鳴らしています。ですから、

私は、ＴＰＰ問題は、自由主義か保護主義かと

いう対立で見るのではなく、強いて表現するな

らば、新自由主義貿易か適正な規制かにあるの

ではないかと思います。また、スティグリッツ

氏は、「ＴＰＰは自由貿易と言いながら、それ

はがちがちの管理貿易だ」とも言っています。

これまでＴＰＰ問題は、さまざまな角度から

その問題が論じられてきました。私はその中

で、日本文化を守るという立場から、文化に

絞って論じたいと思います。黒木正一議員、そ

のほかの方も取り上げられたように、先般行わ

れた「25年連続スギ生産日本一記念式典」で、

ソウル大学校教授の李銓済（イ・ジョンゼ）氏

は、「輸出に当たっては相手国の文化を熟知し

ておかなければいけない」という旨の挨拶をさ

れておりました。自国の文化を押しつけるので

はなく、お互いの国の文化を理解することは、

大事なことであると思います。

こんな文化にまつわる話があります。東南ア

ジアの山岳地帯の民族文化の調査に当たった学

者であるお父さんが、日本に戻ってきて、家族

団らんの夕食のときに報告したそうです。「あ

のね、向こうではね、御飯を食べるときに手で

食べる人たちもいるとよ」と言ったところ、そ

れを聞いたおばあちゃんが驚いたように、「へ

え、口で食べんとね」と言ったそうです。

このように、この地球上には、さまざまな気

候風土、文化を持った国が存在します。砂漠の

民、遊牧の民、狩猟民族から農耕民族など、日

本は温暖な四季折々の気候風土を持ち、梅雨や

雪解け水を利用しながらの水田耕作は手放せま

せん。海も山も守らなければ、国、日本が壊れ

てしまいます。だからこそ、その国の事情を表

現できる関税というものがどうしても必要だと

思います。人間は、自然に身を添えて生きてい

かなければならないからです。自然にあらがう

ことはできません。そのことは、国際的にも認

められるべきであると思います。

ＴＰＰに見られるように、自由貿易一辺倒

で、それぞれの事情を持った国が一括関税を撤

廃・廃止していくことは、果たして成長を促進

させることになるのか、さらなる問題を生じさ

せるのではないかと危惧するものです。

トランプ次期大統領がＴＰＰ脱退を表明して

以来、国際的な議論として、自由主義か保護主

義か、アメリカ抜きのＴＰＰかなど論じられ、

不透明な部分もありますが、かつて宮崎県選出

の国会議員が、「もし首相がＴＰＰに前のめり

になるなら、私が羽交い締めにしてでもとめ

る」と言い切ったことを思い出すと、トランプ

氏も軟化することもあるのではないか、今後ど
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う変わるのかわかりません。以上、知事のＴＰ

Ｐに関する現状認識や所感を伺います。

２点目であります。人間の働く形というもの

は、人間が生きていく上で、さらに健全な家族

や信頼ある社会を築く上でも、大変大事なこと

であると思います。そんな中、先般報道され

た、世界でも有数の広告会社「電通」で起きた

女性職員の過労自殺事件。社会に我が子を幸せ

あれと送り出したその親御さんたちの悲痛な思

いは、察するに余りあります。また、大切なお

子さんを預かっているという思いが、余りにも

利益を追求するばかりに、企業は麻痺してし

まったのではないかと思えます。

明らかになったことですが、その電通には、

「鬼十則」という定めがあったとのことであり

ます。引用してみますと、１条が「仕事は自ら

創るべきで、与えられるべきでない。」、２条

は「仕事とは、先手先手と働き掛けて行くこと

で、受け身でやるものではない。」、３条は

「大きな仕事と取り組め、小さな仕事は己れを

小さくする。」、特に私は５条が気になるとこ

ろであります。「取り組んだら放すな、殺され

ても放すな、目的完遂までは…。」とありま

す。命が大事なのであります。

法治国家と言われ、さらにコンプライアンス

が叫ばれる今日、電通という世界でも屈指の巨

大企業の「鬼十則」、このような企業文化は、

労働基準法の精神と全く真逆な考え方でありま

す。仲間を支え、仲間を助けていくという日本

古来のよき文化を持っていた日本の社会が見て

見ぬふりをする、まるで大人の社会までもが幼

児性を持ってきているように思います。

宮崎県でも、長男を自殺で亡くされたお母さ

んが「東九州過労死を考える家族の会」を立ち

上げられました。そのお子さんの遺書には、

「使えない人間ですみませんでした」と、上司

に宛てた手紙があったそうです。このような痛

ましい事例を少しでも減らしていかなければな

らないと思うのですが、人間が働いて生きてい

く上で、働く形は非常に大事であると思うので

すが、電通での事例などを見て、知事はどう思

われるのか、所感を伺います。

３点目であります。本県の29年度の当初予算

編成方針のポイントを見て感じた、国と地方の

あり方についてであります。その方針の中に

は、「限りある財源を効果的に活用」「財政改

革の取り組みを不断の取り組みとして着実に実

行」「徹底したコスト意識を持って経費節減を

図る」というような表現が散見されます。これ

でもいいと思いますが、このような考え方か

ら、これまで県や市町村もこぞって指定管理や

民間委託などを進めてきたわけですが、結果と

して、県・市町村の行政みずからが、地方創生

を一方で訴えながらデフレ経済を助長する、相

反する取り組みをしているという感を持ちま

す。

本年11月24日に発表された総務省の方針によ

ると、来年度の地方交付税については、人口減

少対策で成果を上げた自治体に手厚く配分し、

指定管理の導入を促進するなど、政策誘導型の

交付税にさらになろうとしています。果たし

て、このような考え方や仕組みではますますデ

フレとなり、日本の将来はあるのか、このよう

な手法を続けていっていいものかという不安を

覚えます。

自治体の任務として、そろそろ根本的な解決

策となるような政策提言―私としては、いつ

も訴えておりますが、富裕層からの税を取る超

過累進課税の強化、または派遣労働者制の廃止

を考えていますけれども―そういったことも
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国に要望していく義務があるのではないかと思

いますが、知事のお考えを伺います。

壇上では最後になりますが、総合政策部長

に、特急列車のワンマン化について質問いたし

ます。

特急列車のワンマン化についてであります

が、この問題については一部マスコミでも報じ

られましたが、これは、大分から宮崎空港間の

４両編成の特急列車を、車掌を外して運転手１

人にするというワンマン化のようであります。

私はとんでもない提案だと思います。とんでも

ないと私が怒るのは、特急列車の特性を知って

おられての提案なのかと啞然としたからであり

ます。

もちろんこの提案は、ＪＲ九州本社とそこで

働く人たち、労働組合との間での問題かもしれ

ませんが、とんでもない、私は議員になって14

年間、私がＪＲに払ってきたお金は、ＪＲ運

賃、特急料金も含めて700万円にもなります。で

すから、私こそＪＲ列車をいちずに利用してき

たＪＲ愛好者、優良・善良な利用者だと思うか

らこそ、多くの利用者にかわって言わせてもら

いたいのです。

まず、特急列車の特性ですが、有名な黒澤明

監督の映画、「天国と地獄」というのがありま

す。当時、特急列車は、完全密閉された部屋と

考えられ、外部との犯罪は成り立つはずがない

と考えられていました。が、しかし、唯一トイ

レの窓に７センチのすき間ができること

で、3,000万円の身代金の入ったかばんを投げ捨

てるという犯罪が成り立ったストーリーであり

ます。現在では、そのトイレの窓さえあかな

い、本当に完全に密閉された特急列車だと思い

ます。新幹線であった焼身自殺や痴漢、暴力行

為など、さまざまなトラブルに車掌がいなくて

どう対応するのでしょう。車掌がいなければ、

運転手は踏切など前方ばかりが気になって、後

ろの車両内のことは全然わからないといいま

す。

日向―高鍋間は25～26分かかります。その

間、完全密閉された空間となってしまいます。

ここが、各駅停車でき、しかも窓は自由にあけ

閉めできる普通列車―いわゆる鈍行といいま

すが―との違いであります。普通列車の場

合、車内の異常はすぐに伝えることができま

す。

その他いろいろな問題もありますが、もう一

つ挙げておきますと、私は、列車で帰宅中に３

回ほど列車事故に遭遇したことがあります。乗

客は車内に長時間待機させられます。異常な物

音がしたということで、飛び込み自殺だったの

か、車との接触事故だったのか、特急が急停車

するわけです。密閉された部屋で長時間車内に

待機させられている乗客は、次第にいら立って

きます。しかし、車掌が適宜、車内放送をし続

けます。「今、警察に通報し、レール上を歩い

て点検しておりますので、いましばらくお待ち

ください」、そういった放送が、この前、津波

の放送であったように必死で放送されます。

私は、車掌さんが、乗客の乗りおりのときに

列車の外に出て、その乗りおりの安全を指さし

で確認し、そして笛を吹いて出発させている姿

を見るにつけ、ワンマン化など、こんなことを

してはいけないと思います。県として、利用

者、県民の声を伝えてもらいたいと思います

が、県の考えを伺います。

以下の質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。
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まず、貿易についてであります。人口減少社

会を迎え、国内市場の拡大が見込めない中で、

経済・産業の活性化を図るためには、人口がふ

え続ける海外の成長を取り込むことが重要であ

ります。一方で、御指摘のとおり、無条件での

自由貿易は、国内の経済や固有の文化等に影響

を与える可能性があるものと考えております。

そのため、貿易や国際的な投資を促進しよう

とする場合、プラスの効果を求めるだけでな

く、マイナスの影響を最小限に抑えることが肝

要であり、さきのＴＰＰをめぐる交渉におい

て、一部の農産物に関税が残されたことなど

は、こうした観点から、政府がぎりぎりの努力

を行った結果であると理解しております。

本県におきましても、グローバル戦略を定

め、今後、積極的に海外との交流を進めていく

こととしておりますが、同時に、本県の基幹産

業である農林水産業の強化や世界農業遺産でも

認められた伝統文化の保存・継承などに努めて

まいりたいと考えております。

次に、過労自殺事件を受けての所感について

であります。前途ある若者が過労を苦にみずか

らの命を絶った今回の報道に接し、御本人の苦

悩はもちろん、我が子を突然失った親御さんの

お気持ちを察しますと、深い悲しみとともに、

今回のような痛ましいことは二度とあってはな

らないと強く感じたところであります。

現在、国におきまして、長時間労働の是正な

どをテーマとする「働き方改革」が議論されて

いるところであります。私としましては、県民

一人一人が安心して働き、心豊かに暮らせる宮

崎づくりに、引き続き努力してまいりたいと考

えております。

最後に、国への要望についてであります。我

が国は、これまでに経験したことがない人口減

少時代を迎え、将来の社会像を見通すことが大

変難しくなっております。将来の制度や施策の

あり方については、国任せにせず、地方もそれ

ぞれの地域における実情を踏まえ、真剣に考

え、声を上げていく、また提案していく必要が

あると考えております。

このようなことから、国に対しましては、み

やざきの提案・要望においても、単に予算確保

の要望にとどまらず、いわゆる義務づけ・枠づ

けの見直しなど、国から地方への権限移譲であ

りますとか、企業の地方移転を促進するための

税制の拡充など、真の地方創生の実現に向けた

提案を行っているところであります。

また、全国知事会などを通じ、地方創生推進

交付金の拡充や弾力的な運用、政府関係機関や

大学の地方移転に向けた取り組みなど、東京一

極集中の是正に向けた提言を行っているところ

であります。今後とも、本県、そして我が国の

将来の発展につなげるという視点を持ち、地方

の声、地方の実情というものをしっかりと国に

届けてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○総合政策部長（永山英也君）〔登壇〕 お答

えいたします。

特急列車のワンマン化についてであります。

ＪＲ九州におきましては、これまでも安全運行

を前提としながら、ダイヤの見直しに加え、増

便や運行区間の見直し、新型車両の導入、割引

切符の販売など、路線の維持に向けた収支改善

のためのさまざまな取り組みを行っておりま

す。ＪＲ九州に問い合わせましたところ、質問

にありましたワンマン化についても、さまざま

な経営安定化のための一つの選択肢として検討

を行っている段階であるということでありまし

た。県といたしましては、今後とも、ＪＲ九州
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に対して、地域の実情等を伝えながら、公共交

通機関の使命として、路線維持や利便性の向

上、また何よりも安全性の確保が重要であると

いうことについて、強く働きかけてまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○太田清海議員 わかりました。知事の答弁に

ついては、知事の政治感覚でもありますし、人

生観も含めた意見だろうと思いますので、私が

どうこう言うことはできません。

ただ、それぞれちょっと意見を述べさせても

らうと、ＴＰＰの問題については、1853年にペ

リーが来航して以来、小村寿太郎が関税自主権

を回復させるまでの長い歴史の中で、関税自主

権というものをかち取ってきたわけですよね。

日米修好通商条約とか何か不平等条約がありま

したけれども、そういうせっかく関税自主権を

確立したのをまた失っていくというようなこと

にもなるのではないかなという思いもいたしま

す。

また、働く形の問題でありますけれども、私

は、今の国の流れというか、働く人たちの形が

あんまりよくないなと思っております。私は、

労働基準法の中で一番好きなのは、第１条の２

項であります。それを読んでみると、こんなふ

うに書いてあります。「この法律で定める労働

条件の基準は最低のものであるから、労働関係

の当事者は、この基準を理由として労働条件を

低下させてはならないことはもとより、その向

上を図るように努めなければならない」。労働

基準法が低いから、うちもそっちに合わせよう

と、それはだめですよということですよね。

だから、これは施行されたのが昭和22年です

かね。戦後、日本国憲法をつくって、日本国民

が、「よし、立派な国家をつくるぞ」と言っ

て、こういった法律をつくる。私は、本当にこ

れは人間的な条文だと思って、これが一番好き

なんです。そんな感じがするところから見たと

きに、今の電通の問題とか、さまざま職場での

問題というのが、果たしてどうなのかなという

思いであります。

お母さんの言葉を挙げると、「社員の命を犠

牲にして業績を上げる企業が日本の発展をリー

ドする優良企業と言えるのか。命より大切な仕

事はない」。自殺された娘さんのメールであり

ますが、「こんなにつらいとは思わなかった。

会社をやめたい。休職するか退職するかは自分

で決めるので、お母さんは口出ししないで

ね」、最後亡くなったときには、「大好きで大

切なお母さん、さようなら、ありがとう。自分

を責めないでね。最高のお母さんだから」とい

う言葉もありますけれども、そういう世の中を

どうにか変えていきたいなと思っております。

それと、国への要望についても、岩切議員

が、清掃労働者とかそういった人たちの業務委

託とか、ああいった問題を問われたときに、知

事のほうから、「そういった賃金というのは適

正に積算されております」ということを言われ

ました。私はそれでもいいと思います。それに

ついてどうこうということはありません。た

だ、そういう人たちが一生懸命働いてこの世の

中をつくっておられるわけだから、私たちのま

なざしとしては、そういう人たちに目をいつも

配っておくということは行政上必要だと思いま

すし、知事の政治姿勢を聞いたときに、「国任

せにはしない」という決意も伺いましたので、

そういうところで私たちも頑張っていきたいと

思います。

それでは、特急のワンマン化の問題でありま

すが、全てを述べましたので、これについては

問いません。何よりも安全性が大事だというこ
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とを言われましたので、ぜひこれは伝えていた

だきたい。安全なんですよね。みんなが頭を並

べて謝罪するようなテレビは見たくないわけで

す。ぜひそういうことを県として伝えていただ

きたいと思います。

ただ、警察本部長に質問いたしますが、私も

列車の中に閉じ込められたことがあります。不

満がいっぱい出ます。外では何をしているかと

いうのは、特急列車から顔を出すことはできま

せんから、黙って待つ以外ないんですよね。不

満が高まったりする。そのときに、列車事故が

起こった場合の警察の対応、どうしているのか

ということをお知らせください。

○警察本部長（野口 泰君） 列車に関する事

件・事故が発生した場合は、警察は、直ちに現

場に臨場し、まず、負傷者、被害者の救護を優

先的に行います。次に、乗客等の危険防止の措

置及び関係者の事情聴取並びに現場保存等の所

要の捜査を行うことになります。こうした捜査

を終了し、列車の運行が再開されることになり

ますが、その間、時間を要することになりま

す。

○太田清海議員 踏切事故の場合は交通事故扱

いとか、それから、人身事故の場合は刑事事件

扱いというような話も聞いたわけですが、一生

懸命捜査されている、現場検証されている、そ

ういったことをぜひ県民にもわかっていただき

たいなと思っております。

次に、福祉保健部長にお伺いいたします。現

物給付と国保財政についてであります。

これは私もちょっと不勉強であったんです

が、会派で沖縄に視察に行ったときに、少子化

対策ということで、例えば重度医療の場合、現

物給付というのは、病院にかかった後のお金の

支払いは市と医療機関との間でやって、実際か

かった後にお金を払わなくていいというのが現

実給付というふうに聞いていますが、沖縄で

は、現物給付した場合には、国保からペナル

ティーを受けるという話を聞いてびっくりしま

した。宮崎県では、ほとんどが現物給付をして

いると思っているんですが、そういった子供や

重度障がい児者、ひとり親家庭等に対する現物

給付による医療費助成を行った場合、国保の国

庫負担が減額されるということでありますが、

その状況をお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） お話にありま

した、地方単独事業として医療費助成を行い、

一部負担金の減免措置を現物給付で実施してい

る場合、国は、地方の減免措置によって生ずる

医療費の波及増嵩分については、当該市町村が

負担すべきものとしており、市町村国保に対す

る国庫負担の減額措置を行っております。

平成26年度の数値でございますが、子育て乳

幼児医療費助成事業、ひとり親家庭医療費助成

事業、重度障がい者（児）医療費助成事業の３

事業において、これは推計額でございますけれ

ども、県全体で約５億700万円が減額されている

ものと見込んでおります。

○太田清海議員 ５億700万円という金額が減額

されてもなお、現場の市町村では、そういう損

害を受けながらも、障がい児とか子供さんたち

のために犠牲的に出しておるというのは、私、

宮崎県の自治体はよく頑張っているなと評価し

てあげないかんとは思うんですよね。延岡では

どのくらいの減額になりますか。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 延岡市の例

で、３事業合計ですが、推計額ですけれども、

約4,800万円ほどになろうかと思います。

○太田清海議員 わかりました。私、先ほど宮

崎県の市町村はよく頑張っているなと言った意
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味は、沖縄では、そういう減額を受けるのがつ

らいから、現物給付をまだちゅうちょしていた

ところがあったわけですよね。それと比べる

と、宮崎県の市町村は本当に頑張ったんだなと

思いますが、減額措置は今後も継続するのか。

また、私は、そういうことであるとするなら

ば、廃止を国に求めていくべきだと考えます

が、福祉保健部長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 国民健康保険

に対する国庫負担の減額措置につきましては、

これまでも全国知事会や全国議長会等を通じ、

減額措置の廃止を要望しているところでありま

すが、知事を初め私どもも直接、厚生労働省を

訪問いたしまして、廃止について要望している

ところであります。特に、子ども医療費助成に

係る減額措置につきましては、地方自治体の懸

命な少子化対策の取り組みを阻害するものとし

て、直ちに廃止するよう強く要請しているとこ

ろであります。

なお、子ども医療費助成につきましては、本

年６月２日に閣議決定された「ニッポン一億総

活躍プラン」において、「減額措置の見直しを

含め検討し、本年末までに結論を得る」ことと

されておりまして、11月30日に開催された厚生

労働省の社会保障審議会で国が示した見直し案

の中身を見ますと、実施については平成30年度

からとし、見直し対象は未就学児までとし、医

療費助成に何らかの一部負担金や所得制限を設

けている場合に限定することも検討するとされ

ております。

○太田清海議員 わかりました。国に対する要

望でありますけれども、廃止とか、少し動きは

出てきているんだなと思って、ぜひ働きかけを

強めていただきたいと思います。

次に、地域医療構想調整会議の編成について

でありますが、これについては、前屋敷議員の

質問とかぶっておりますけれども、もう一回、

確認させていただきたいと思います。

まず、地域医療構想調整会議の構成メンバー

の現状についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 地域医療構想

調整会議につきましては、構想策定の段階で各

地域の意見を聞くため、昨年度から開催してお

ります。現状での構成メンバーにつきまして

は、地域により若干の違いはあるものの、基本

的には、各地域の医師会、歯科医師会、薬剤師

会、看護協会、病院団体や医療保険者、市町村

などにより構成されているところであります。

○太田清海議員 私は、これにぜひ、利用者代

表、いわゆる患者さんとか、そういったいい意

味での利害を代表する人も入れたほうがいいん

じゃないかという考えを持っているんですが、

いかがでしょうか。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 地域における

医療提供体制の構築に当たりましては、地域住

民の理解と協力が必要となりますので、地域医

療構想調整会議における議論の状況によって、

幅広く意見を伺う必要がある場合には、会議へ

の参加を含め、調整会議の中で検討されること

となろうと考えております。

○太田清海議員 そういう利用者の方々、患者

さんの気持ちとか考え方なりを聞くような場を

できるだけ多く設けていただきたいと要望して

おきます。

次に、共生型福祉事業所「ゆるまーれ」につ

いてであります。

私もこれは、実は、地元の新聞であります夕

刊デイリーの報道で初めて知りました。私も厚

生常任委員会の委員長ですので、こういうのが

何でとびっくりいたしました。聞いてみたいな
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と思って聞かせていただきますが、共生型福祉

施設というのはどういうものか。また、延岡市

に開設された「ゆるまーれ」の取り組みや財源

についてお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（日隈俊郎君） 共生型福祉施

設というのは、高齢者、障がい者、児童等の対

象者を同一の施設で受け入れるものでありまし

て、制度に基づく専門の福祉サービスを提供す

るものから、地域の居場所機能を担うものま

で、さまざまな形態がございます。

お話しの「ゆるまーれ」につきましては、地

域の居場所機能を担う施設でございまして、社

会福祉法人宮崎県社会福祉事業団が、延岡市土

々呂地区の民家を改修しまして、ことし10月に

オープンしたところであります。この施設で

は、週５日、常駐する職員２人がボランティア

とともに、さまざまな世代の交流や子供たちへ

の学習支援等に取り組んでおりまして、地域コ

ミュニティーの活性化と社会福祉法人による地

域貢献活動の先進事例として、注目を集めてい

るところであります。

また、施設の整備費やスタッフの人件費等の

運営経費につきましては、法人の自主財源で賄

われていると伺っております。

○太田清海議員 これは、事業団、法人の自主

財源でということで、私たちも、ちょっとそれ

は予算が伴わなかったから知らなかったわけで

すが、公益法人改革の一環としてもあるのかな

と思います。公益法人で不祥事が起こってはい

けない、内部留保がたまっている、それをどう

かせないかん、地域貢献のためにというような

社会的な要望もあるわけですが、宮崎県社会福

祉事業団「ひかり学園」というところが、内部

留保金というか、内部努力でつくられたという

ことであれば、私は本当に評価したいなと思っ

ております。雇用も生まれる形になるといいが

なと思いますし、ぜひ、障がい者も子供たちも

高齢者も、こういった施設を大いに地域で活用

していただきたいと思っております。

それから次に、環境森林部長にお尋ねしま

す。新聞報道でも、宮崎市で、杉の盗伐、違法

伐採が行われたやに報道されたりもしましたけ

れども、これは島田議員もそういった質問をさ

れたようですが、違法な伐採について、水源地

域保全条例に基づき、県が把握できないものか

どうか、お伺いしたいと思います。

○環境森林部長（大坪篤史君） 水源地域保全

条例は、水源地域内の森林の土地に係る贈与、

売買、交換などの契約につきまして、事前の届

け出を義務づけることにより、適正な土地利用

を確保することを目的としています。したがい

まして、この条例では、森林の伐採を届け出の

対象としていませんので、県として、条例に基

づく届け出により、違法な伐採等を把握するこ

とは困難でございます。

一方、先般、宮崎市で伐採届け出を偽造した

事案が発生しましたことから、県では、市町村

に対しまして、伐採届け出の提出を受けたとき

には、森林所有者等の確認を徹底するように文

書で通知したところでございます。

○太田清海議員 わかりました。県としては、

土地の売買だったら可能だけれども、上物の立

ち木については把握できないということで、こ

れは森林法でそうあるのでしょうか。ただ、県

としては、各市町村に指導したと、厳格に対応

してほしいということでありますが、できるな

らば、保険証とか免許証とかを見せながらやる

と間違いがないがなと思います。改善の方法は

いろいろあろうかと思いますが、ぜひ県として

も指導していただきたいと思います。
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次に、公共事業の発注についてであります。

これは延岡市選出の５人の県会議員と延岡市

建設関連団体との懇談会の中でいろいろ要望が

あったわけですけれども、私としては、測量設

計業務において、熊本地震などの災害対応、応

援に行った場合に、受注している業務の履行期

間の延伸は可能なのかどうかということをお聞

きしたい。これは県土整備部長にお尋ねしたい

と思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 測量設計業

務における履行期間の変更につきましては、

「土木設計業務等委託契約書」の規定に基づ

き、受注者の責めに帰することのできない事由

の場合には、受注者の請求により履行期間の延

伸ができることとなっております。したがいま

して、県の業務を受託している受注者が、大規

模な災害の発生により、県民生活等に大きな影

響が生じるなど、最優先で災害業務に取り組む

特別な事情が生じた場合には、履行期間の延伸

が可能となります。

なお、延伸の期間につきましては、受託して

いる業務の成果がその後の事業進捗に及ぼす影

響を勘案し、発注者と受注者で協議を行うこと

となります。

○太田清海議員 わかりました。

それでは、２番目の問題ですが、履行期間が

延伸した場合に、人件費などの資金繰りに困る

こともあるということで、測量設計業務で中間

前払い金は請求できるのかということでありま

すが、お伺いいたしたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 中間前払い

金につきましては、前払い金を受領した後に、

工期の途中で追加して請求することができるも

のであります。この中間前払い金は、地方自治

法等に基づき、土木建築工事のみが対象となっ

ており、測量設計業務につきましては、請求す

ることができないところであります。

なお、前払い金については、測量設計業務の

場合、労務費や材料費等について、業務委託料

の３割を上限として請求することができること

となっております。

○太田清海議員 わかりました。いろんな事情

があろうかと思います。法的に無理であればや

むを得ないと思いますが、そういった声がある

ということは、ぜひお聞き取りいただきたいと

思います。

最後になりますけれども、警察本部長にお伺

いいたします。高齢者の交通事故対策について

でありますが、４月１日から運転免許センター

へ配置された看護師の活動実績や効果的事例に

ついてお伺いしたいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 県警では、本年

４月１日から、県内３カ所の運転免許センター

に、運転適性相談員として４名の看護師を配置

し、運転に不安を抱えている高齢者やその家

族、また、てんかんなど一定の病気を有する方

からの相談に対応しております。看護師として

の知識や経験に基づくきめ細やかな対応で、相

談者の不安解消を図っており、相談件数も増加

傾向にあります。

相談の一事例としまして、かたくなに免許返

納を拒む高齢者に、家族が不安を抱えて相談に

訪れ、看護師の医学的な知見に基づく丁寧な説

明により、免許を自主返納し、本人や家族から

も感謝された事例など、効果的事例は数多く寄

せられています。県警としましては、今後とも

相談しやすい環境整備に努めてまいります。

○太田清海議員 わかりました。私も実はバイ

ク事故に遭って、相手の方が軽トラだったんで

すが、私自身はけががなくて、バイクが破損し
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たんですけど、そのおじいちゃん、運転手の人

に聞いたら、実は視野狭窄もあって、いやい

や、そういう人に運転させたらいかん、その人

は日之影から県立延岡病院に治療にかかるとい

うことで、私、日之影の長男の方に電話を入れ

て、危ないですよと言って、長男の方が送り迎

えするというようなことになって事なきを得た

わけですが、そういう人たちがいらっしゃる。

それをぜひ、看護師さんたちの活動も大変だろ

うと思いますが、頑張っていただきたいと思い

ます。

最後に、来年３月12日施行の高齢運転者対策

に係る道路交通法改正の趣旨についてお伺いし

たいと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 道路交通法が改

正された趣旨は、近年、75歳以上の高齢運転者

による交通死亡事故が増加しており、事故全体

に占める割合も高くなっていること、また、事

故の原因として、運転者の認知機能の低下が疑

われるケースも多いことなどから、高齢運転者

の交通事故防止対策として、高齢者講習制度が

拡充されたものです。

改正された75歳以上の高齢運転者対策の主な

柱として、１つは、免許更新時の認知機能検査

の結果、「認知症のおそれがある」と判定され

た場合の診断書提出や、認知機能検査の判定結

果に応じた高齢者講習の実施、１つは、信号無

視、一時停止違反など、認知機能の低下により

起こしやすい一定の交通違反をした場合の臨時

認知機能検査及び臨時高齢者講習の新設であり

ます。高齢運転者による交通事故を防止するた

めの法改正であり、県民の皆様に高齢者講習制

度のさらなる周知を図ってまいります。

○太田清海議員 私、高齢者講習制度はかなり

効果を出すんじゃないかなと期待しておりま

す。人権の問題もありますけれども、ぜひ効果

を上げていただきたいなと思っております。

以上で質問を終わるわけですが、私も今回、

トリということで、最後を務めさせてもらいま

したけれども、さまざまな立場の議員の皆さん

の一般質問を聞かせていただいて、特に井本先

輩議員の意見には、レーニンやナチズムの話と

か、地方創生の話も出たときには、私も拍手し

たぐらいでした。職員の皆さんのお気持ちもお

もんぱかって言われたような気持ちもいたしま

して、賛同できることが多々ありました。自民

党という政党は、いろいろな立場・意見を包含

して表現できる「懐の深い政党」だなと思い、

感服したところであります。

これは自民党のことではありませんけれど

も、天下の公党を「ばかな政党」とあしざまに

表現する、そういった政治家が今あらわれてい

ます。政治や政治家に品格がなくなったのでは

ないかなと思わせるような言葉を聞いて、子供

たちがどんなふうに育っていくのだろうと危惧

いたします。

この前も申しましたけれども、私の少年時代

は、池田勇人首相とか、中には大野伴睦という

人もいらっしゃいました。大野伴睦の「伴睦」

という言葉の響きは、物すごく頭に残って、い

い名前だなと思ったことがあります。政治家に

対する尊敬の念があったように思います。私た

ち県議会も、お互いを尊重しながら、自分の人

生観をかけて論争し、県民から信頼される県議

会に立ちたいものだと思っております。ありが

とうございました。（拍手）

○星原 透議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第14号から第17号まで採決

平成28年12月６日(火)
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○星原 透議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第25号までの各号議案を、一括議

題といたします。

質疑の通告はありません。

まず、収用委員会委員及び収用委員会予備委

員の任命の同意についての議案第14号から第17

号までの各号議案について、お諮りいたしま

す。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第14号から第17号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第13号まで及び第18号

から第25号まで並びに請願委員会付託

○星原 透議長 次に、議案第１号から第13号

まで及び第18号から第25号までの各号議案並び

に新規請願は、お手元に配付の付託表のとお

り、それぞれ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす７日から12日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、13日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決まで、並びに選挙管

理委員及び同補充員の選挙であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時48分散会

平成28年12月６日(火)
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◎ 常任委員長審査結果報告

○星原 透議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まで、並びに選挙管理委員及び同補充員

の選挙であります。

まず、議案第１号から第13号まで及び第18号

から第25号までの各号議案、請願第18号から

第20号までの各号請願並びに継続審査中の請願

第17号を一括議題といたします。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、二見康之委員

長。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成28年度宮崎県一般会計補正予算に

ついてであります。

このうち、議案第１号に係る補正は、国の経

済対策の実施に伴うもの及びその他必要とする

経費について措置するものであり、312億4,000

万円余の増額補正となっております。この補正

予算に要する歳入財源の主なものは、国庫支出

金188億5,000万円余、県債98億300万円余であり

ます。

また、議案第18号に係る補正は、職員の給与

改定等に伴う所要経費について措置するもので

あり、９億5,500万円余の増額補正となってお

り、歳入財源は、地方交付税８億3,200万円余、

国庫支出金１億2,200万円余であります。

両議案を合わせた補正後の一般会計の予算規

模は、6,260億1,500万円余となります。

このうち、総合政策部の補正予算は、一般会

計で1,500万円余の増額であり、特別会計を合わ

せた補正後の予算額は128億2,000万円余となっ

ております。

また、総務部の補正予算は、一般会計で

は2,800万円余の増額であり、特別会計を合わせ

た補正後の予算額は2,648億3,000万円余となっ

ております。

次に、２巡目国体に向けた県有スポーツ施設

整備についてであります。

このことについて当局より、「陸上競技場、

体育館、プールの３施設について、競技団体や

市町村の意向調査を行い、整備候補地を絞り込

んだところである。今後、３月の整備方針案の

策定に向けて、さらに絞り込みを行うこととし

ているが、ハード面だけでなく、若い世代の育

成などソフト面を重視しながら、市町村や民間

団体と連携した整備手法などの工夫や、安全面

や財源面などのさまざまな視点から、教育委員

会や関係団体等と時間をかけて協議し、検討を

重ねているところである」との説明がありまし

た。

当委員会といたしましては、整備方針の策定

に当たっては、今後の本県スポーツ振興やスポ

ーツランドみやざきの新たな展開など、しっか

りした構想を持って取り組むとともに、国体開

催に向け、市町村や関係団体等との連携が十分

に図られるよう、できるだけ早期に策定してい

ただくことを要望いたします。

次に、ＪＲ九州の特急列車ワンマン化につい

てであります。

平成28年12月13日(火)
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このことについて委員より、「大分と宮崎空

港間の特急列車の一部において、車掌が乗務し

ないワンマン化が検討されており、県民から安

全面について不安の声が寄せられている。ＪＲ

九州の経営安定化策の一環とされるが、鉄道利

用者の安全・安心を確保することは、公共交通

機関として果たすべき責務であり、県民に鉄道

利用促進を働きかけていく上でも必要不可欠な

ものであることを、強く訴えていただきたい」

との要望があり、これに対し当局より、「同社

を訪問し、地域の実情や懸念をしっかりと伝

え、安全確保策について説明を求めるととも

に、極めて慎重な検討を行うよう強く求めてい

きたい」との答弁がありました。

次に、大型施設の整備計画についてでありま

す。

本県では、今後10年間で、国体開催に伴う施

設や防災拠点庁舎、県立宮崎病院などの大型施

設の整備が予定されており、その支出総額は

約1,000億円に上ることが想定されます。

このことについて委員より、「本県の厳しい

財政状況の中で、多額の財政負担が求められる

ことになり、健全な財政運営を保持するために

は、真に必要な整備を見きわめるとともに、計

画的な支出や経費削減に取り組む必要がある。

ついては、今後の大型施設の整備スケジュール

とそれに要する費用を示していただき、県民や

議会と情報を共有しながら、中長期的な視野に

立ち、広く県民のサービス向上につながるよう

に施設整備に取り組んでいただきたい」との要

望がありました。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第８

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、厚生常任委員会、太田

清海委員長。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件及び新規請願３件の計７件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願１件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定いたし

ました。

なお、議案第５号、第18号及び第22号につい

ては全会一致により、議案第１号、請願第17号

及び第20号は賛成多数により、その他の請願に

ついては賛成少数により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で９億7,700万円余の

増額であり、この結果、特別会計を合わせた補

正後の予算額は1,074億7,000万円余となりま

す。

このうち、社会福祉施設等防犯対策関連事業

についてであります。

このことについて当局より、「この事業は、

ことしの７月に神奈川県相模原市内の障害者施

設で発生した殺傷事件を受けて、社会福祉施設

等への門塀やフェンス等の設置・修繕など、安

全対策に要する費用について補助を行うもので

あり、防犯対策の強化などによって、利用者等

の安全確保を図っていきたい」との説明があり

ました。
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次に、宮崎県自殺対策行動計画第３期計画案

についてであります。

これは、現行の第２期計画が平成28年度で満

了するため、これまでの取り組みの成果や課題

等を踏まえ、第３期計画を策定するものであり

ます。

このことについて委員より、「うつ病のサイ

ンは自分では気づきにくいので、症状がどう

いったものか、周囲ではどのような対応を行う

べきか、県民の理解を深めていくことに視点を

置いて啓発活動を行うことが、ハイリスク者の

早期発見につながるのではないか」との意見が

ありました。

また、別の委員より、「相談対応について

は、相談できる具体的な場所や時間が、身近な

ところでわかるようにすることが必要なので、

周知等の方法について検討いただきたい」との

要望がありました。

次に、病院局の補正予算についてでありま

す。

今回の補正は、災害復旧工事及び職員の給与

改定に伴うものであり、病院事業費用１億600万

円余、資本的支出10万円余を増額するものであ

ります。この結果、補正後の病院事業費用は310

億2,900万円余、資本的支出は55億3,900万円余

となります。

次に、県立宮崎病院の再整備についてであり

ます。

このことについて委員より、「基本構想時か

ら建設単価が大幅にふえることは、現計画の前

提条件が大きく変わることであり、議会を欺く

ことであって、議会軽視ではないか」との強い

意見があり、当局より、「基本構想時の平米単

価は、平成23年から25年にかけての同規模の公

的病院に関する建設単価を参考としたが、東日

本大震災からの復興などによる人件費等の高騰

の影響で、公共事業の入札不調・不落という状

況もあり、平成26年前半あたりの同規模の事例

を参考とすることができなかった。建設費等の

増加については早目に議会に報告すべきであっ

たと、大変申しわけなく思っている」との答弁

がありました。

また、別の委員より、「建設費等の増額分に

ついては、公営企業への繰り出し基準の規定等

により、一般会計に大きな影響を与えることな

く、大部分を医業収入により賄うとされてい

る。しかし、県立病院は一般病院と違って公益

性が高く、大きな収益を出すことは難しいと思

われるので、約240億円に膨らんだ負担額を、今

後、病院局の収益で返済していくことが本当に

可能なのか」との質疑があり、当局より、「か

ために見積もった収支計画では、改築時の費用

は全て病院事業債で賄い、本体部分は約30年で

償還を行うことになるので、単年度での病院局

の負担は平均すると約６億円である。県立３病

院で考えると、日南病院や延岡病院は今後苦し

い状況になることも考えられるので、そこをど

う改善していくか正念場だと思っており、しっ

かりと取り組んでいきたい。また、宮崎病院は

開院６年後の平成38年には黒字化できるよう、

コスト削減と収入の増加を図り、病院局で負担

できるよう努力したい」との答弁がありまし

た。

これに対して委員より、「医師不足や診療科

がなかなか開設できないという課題が日南病院

や延岡病院にある中で、病院局がそれだけの負

担を独自の収益で賄っていくことには大きな不

安がある」との意見がありました。

また、複数の委員より、「現計画を白紙に戻

し、建設場所や施工時期も含めて再度検討すべ
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きではないか」との意見がありました。

また一方で、別の委員より、「現在の場所

は、宮崎市民のみならず近隣の方々も愛着を

持っているので、現在地で建てかえを行ってい

ただきたい」との意見もありました。

当委員会といたしましては、これらのさまざ

まな意見をもとに、慎重に検討を行っていただ

くよう要望します。

また、今回、新病院建設という方針を決めた

際の重要な判断基準であった建設費等の増加に

ついて、議会に早く報告しようとする努力が見

られなかったことは大変遺憾であります。今後

は、議会の声に真摯に耳を傾け、丁寧な説明を

強く要望いたします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「福祉保健行政の推進

及び県立病院事業に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第８項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、商工建設常任委員会、

清山知憲委員長。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で7,300万円余の増額

であり、この結果、一般会計と特別会計を合わ

せた補正後の予算額は440億4,400万円余となり

ます。

次に、首都圏における情報発信拠点のあり方

についてであります。

これは、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥをリニュ

ーアルするか、あるいはほかの物件へ移転する

か等の検討状況について報告があったもので

す。

このことについて複数の委員より、「現施設

周辺では高速バスターミナルの開設等により人

の往来がふえており、リニューアルが有益と考

える。早期にリニューアルを行い、より効果的

な情報発信を行う必要があるが、今後のスケ

ジュールはどのように考えているのか」との質

疑があり、当局より、「情報発信拠点の機能を

十分に発揮するため、市町村や関係団体等と丁

寧に協議を進めている。早期にリニューアルか

移転かの方向性を決定するとともに、年度内に

詳細な拠点のあり方を整理してまいりたい」と

の答弁がありました。

当委員会といたしましては、東京オリンピッ

ク・パラリンピックの開催に向けて首都圏に注

目が集まる中、宮崎の魅力を効果的に発信し、

観光誘客や県産品の認知度向上等につなげるた

め、早期に方向性を決定し、情報発信拠点の充

実を図っていただくよう要望いたします。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で154億9,100万円余

の増額であり、この結果、一般会計と特別会計

を合わせた補正後の予算額は872億300万円余と

なります。

このうち、国の経済対策に係る事業について
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であります。

このことについて委員より、「多額の補正と

なっており、建設業者等が対応できないことも

想定される。発注の仕方等に工夫が必要と考え

るが、どのように進めていくのか」との質疑が

あり、当局より、「事業を円滑に実施するた

め、各土木事務所において発注見通しを示すと

ともに、発注について関係機関等と意見交換を

させていただいている」との答弁がありまし

た。

これに対して委員より、「事業が円滑に実施

され、経済効果が県内全域に十分行き渡るよ

う、地域や業者等の実情を考慮した発注に努め

ていただきたい」との要望がありました。

次に、宮崎県沿道修景美化基本計画について

であります。

このことについて委員より、「計画を実施す

るに当たり、予算の確保はどのように考えてい

るのか」との質疑があり、当局より、「予算の

確保は重要であるが、厳しい財政状況を踏ま

え、地域や専門家等の意見を聞きながら、維持

管理のしやすい樹木への植えかえを行うなど、

効率的でめり張りのある維持管理を行い、沿道

修景美化を図ってまいりたい」との答弁があり

ました。

当委員会といたしましては、計画に示されて

いる「観光地の魅力向上につながる沿道修景美

化の推進」などは、地域経済発展等に資する重

要な取り組みでありますことから、計画を実現

するための予算の確保に努めていただくよう要

望いたします。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、環境農林水産常任委員

会、右松隆央委員長。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で32億1,500万円余、

特別会計で6,100万円余の増額であり、この結

果、一般会計及び特別会計を合わせた補正後の

予算額は272億2,200万円余となります。

このうち、森林環境保全直接支援事業につい

てであります。

これは、森林の有する多面的機能を将来にわ

たって高度に発揮させていくため、林業事業体

等が計画的に行う植栽や下刈りなどの森林整備

に要する経費を支援するものであります。

このことについて委員より、「予算をきちん

と執行していくためには、森林組合等の林業事

業体で、現場の人員確保が厳しい状況にあるこ

とに十分留意していく必要がある」との意見が

ありました。

また、別の委員より、今後の適正な森林管理

のあり方について質疑があり、当局より、「地

域ごとに抱えている課題や状況は異なっている

ので、これから農林振興局単位で市町村や森林
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組合と一緒になって、地域の再造林対策をどの

ように進めていくかを十分に議論する場を設置

していきたい」との答弁がありました。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で116億4,100万円余

の増額であり、この結果、一般会計と特別会計

を合わせた補正後の予算額は572億1,900万円余

となります。

このことについて複数の委員より、「今回の

補正予算は、主に国の経済対策の実施に伴うも

のであるが、その中には、ことしの２月議会に

提案されていた当初予算を大幅に増額した事業

も見られた。国の経済対策に伴う補正予算額

が114億円強に上るという予算規模のみならず、

その充実した内容など、当局の予算獲得に向け

た積極的な姿勢を高く評価したい」との意見が

ありました。

次に、中山間地域所得向上支援事業について

であります。

これは、収益性の高い農産物等を生産・販売

することにより、中山間地域における所得向上

を図るため、マーケティングの専門家等の協力

を得るなどして、販売額の10％以上の向上や、

生産・出荷コストの10％以上の低減など、実現

に向けた計画を策定しようとする市町村を支援

する事業であります。

このことについて委員より、「中山間地域で

暮らす人々の所得がふえれば、人の流れは変わ

ると考える。中山間地域対策の根幹は、地域で

生活するために必要な所得の確保と考えてお

り、この事業は大変重要であるので、実を結ぶ

ようにしっかりと取り組んでいただきたい。ま

た、当該事業は国の経済対策の実施に伴う補正

予算であるが、今後もこのような事業が続くよ

うに、国へ働きかけていただきたい」との要望

がありました。

次に、県立農業大学校の教育環境整備事業に

ついてであります。

これは、同校と農業高校による新たな一貫教

育の仕組みの構築により、多様な農業形態に対

応できる経営感覚を備えた人材を育成するとと

もに、来年４月からのフードビジネス専攻の新

設にあわせて施設機能を充実させるための経費

を措置するものであります。

このことに関連して委員より、「海外戦略も

含めて、フードビジネス振興を力強く推進され

ているが、その土台づくりとして、本県の就農

人口をいかにふやしていくかが大事である。そ

のような中、本県農業の担い手育成の中核機関

である同校は、入学者数が定員割れをしている

状況にある。将来の担い手を確保する観点から

も、就農に意欲と情熱を持った学生を１人でも

多く確保できるよう、さまざまな取り組みを進

めていただきたい」との要望がありました。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 次は、文教警察企業常任委員

会、渡辺創委員長。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第４号外８件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で
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決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、一般会計補正予算についてでありま

す。

今回の補正は、職員の給与改定等に伴うもの

であり、公安委員会で１億3,500万円余、教育委

員会で６億800万円余の増額補正となっておりま

す。この結果、補正後の公安委員会の一般会計

予算額は272億8,600万円余、教育委員会の一般

会計と特別会計を合わせた予算額は1,0 9 3

億8,100万円余となります。

次に、公営企業会計補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、県土整備部執行の多目的ダム

改良工事費の補正増に伴う企業局負担分の増額

及び職員の給与改定等に伴うものであり、電気

事業会計で２億4,500万円余、工業用水道事業会

計で48万8,000円、地域振興事業会計で9,000円

の、それぞれ資本的支出または事業費の増額補

正を行うものであります。この結果、各会計ご

との補正後の事業費は、電気事業は48億400万円

余、工業用水道事業は３億8,700万円余、地域振

興事業は2,500万円余となります。

次に、議案第６号「警察関係使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例」についてで

あります。

これは、道路交通法の改正により、準中型自

動車免許が新設され、また、高齢者講習制度が

見直されたことから、関係の手数料を変更また

は新設するものであります。

このことについて委員より、「準中型自動車

免許については、18歳から免許取得ができるよ

うになるが、就職先の選択の幅が広がる一方

で、初心者が技術を要する車両を反復して運転

することになり、交通事故の危険度も高まるた

め、事故に遭わないよう、自動車学校での教習

・指導を徹底していただきたい」との意見があ

りました。

また、別の委員より、高齢者の交通事故が後

を絶たない実態を踏まえ、認知症の検査の徹底

や高齢者講習の充実などにより、さらに対策強

化を図っていただくよう要望がありました。

次に、緑のダム造成事業についてでありま

す。

このことについて委員より、「未植栽林地が

ふえている中、この事業は県土保全のために効

果的な事業なので、森林組合等から情報収集を

しながら、適地があれば積極的に山林取得及び

森林造成に努めていただきたい」との意見があ

りました。

次に、平成28年度全国学力・学習状況調査の

結果についてであります。

このことについて当局より、市町村別の平均

正答率及び市町村間でその正答率にかなりの格

差があることが報告されました。

また、同調査の分析結果や当委員会からの指

摘を踏まえ、昨年度から各市町村教育委員会や

校長会に出向いて対策を協議していることや、

校長、指導教諭等のバランスを考慮しながら、

各地域に人員配置をしていることなどの説明が

ありました。

当委員会といたしましては、市町村格差をな

くし、どの地域でも十分な教育環境が確保され

ることが重要なので、教員の配置、指導力の強

化など、さらなる取り組みの継続を強く要望い

たします。

次に、県立都農高等学校の再編統合について

であります。

このことについて委員より、「これまで地元
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都農町とはどの程度の協議を重ね、どのように

方針を伝えてきたのか」との質疑がありまし

た。

これに対して当局より、「平成18年度から定

員割れが始まったため、支援プロジェクトを立

ち上げるなどしてきた。平成26年度には都農町

を３回訪問し、平成27年度には、東児湯地区５

町のさまざまな関係者と、今後の児湯地区の県

立高校のあり方について協議を進めてきた。都

農高校の本年10月における志望状況を見ると、

大変厳しい結果であったため、都農町は存続を

望んでいたが、再編統合の方針を10月末に直接

伝えるに至った」との説明がありました。

当委員会といたしましては、県立高等学校教

育整備計画の今後の推進に当たっては、地理的

な条件や地元の意向を考慮しながら、未来を担

う高校生にとって、よりよい充実した教育環境

を確保することを最優先に検討していただくよ

う要望いたします。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○星原 透議長 これより討論に入りますが、

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。日本共産党を代表して、今議会に提案さ

れました、議案及び請願に対する討論を行いま

す。

まず、議案第１号「平成28年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号）」について、反対の立場

から討論いたします。

今回の県の補正予算は、国の経済対策の実施

に伴う経費が305億3,962万円、その他の経費と

合わせて312億4,081万円という大型補正です。

今回、国は、28兆1,000億円の経済対策に基づ

き、約３兆3,000億円を計上しました。アベノミ

クスで経済の好循環が生まれていると言いなが

ら、なぜ政権発足以降、最大規模の経済対策な

のでしょうか。日本経済の落ち込みは、消費税

増税の影響などで、主要国と比べてもずっと長

引いています。賃上げや社会保障の充実など、

国民の懐を直接助ける予算を組むのが政治の道

ではないでしょうか。

今回、県の補正予算では、確かに防災や安全

対策など、必要な予算も盛り込まれています。

しかし、一例を挙げれば、ＴＰＰ対策と称する

県営畑地帯総合整備事業などの公共土地改良事

業に31億9,000万円余や、畜産競争力強化整備事

業に20億円余など、ハード事業が主流を占めて

います。ＴＰＰは現在、事実上、発効は不可能

な状況に立ち至っています。ＴＰＰ対策以前に

農業の立て直しを図ることが重要であること

は、論をまちません。全ての農家が立ち行く農

政に予算の転換を図ることが必要であること

を、指摘しておきたいと思います。

また、マイナンバー制度施行に伴って、今予
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算で障がい福祉課が所管する身体障害者手帳シ

ステムなど諸システムにおいて、平成29年度よ

り情報連携が開始されることに伴い、総合運用

テストを実施する経費が計上されていることに

ついても、指摘をしたいと思います。

我が党はこれまでも、マイナンバー制度の導

入については、その問題点を指摘し、反対の立

場から中止を求めてまいりました。全ての国民

に個人番号をつけて、税や社会保障の情報を国

が管理するマイナンバー制度が施行されて、10

月で１年が経過いたしましたが、カード発行を

全国的に管理するシステムがたびたび停止し、

発行に重大な支障が生じています。多くの税金

を投じたシステムが開始早々不調に陥ったこと

は、個人情報を扱う制度の安全性と信頼性を根

本から疑わせるものです。

また、政府は、カード普及のために、コンビ

ニで住民票がとれるとか、保育所の手続に使え

るとか、利便性を強調し、さらに、買い物のポ

イントや図書館の貸し出し、健康保険証などと

の連携も検討をしています。利用対象を広げれ

ば広げるほど、個人情報は危険にさらされ、国

民に負担増をもたらすものであることを問題視

しなければなりません。

そもそもマイナンバー制度は、徴税強化と社

会保障給付抑制を目的に、国が国民の情報を厳

格に掌握することを狙った仕組みです。国民を

監視する手段にされかねないことへの不安の声

も強まっています。こうした仕組みを続けるこ

とは問題であり、多額の税金を投入して進める

マイナンバー制度が本当に国民にとって必要な

ものか、制度を見直し、中止へ踏み出すことが

求められていると思います。本事業の補正予算

は、この問題にかかわる予算として反対をする

ものです。

次に、請願についてです。

新規請願第18号及び第19号について不採択と

の委員長報告に反対し、採択を求めるもので

す。

まず、請願第18号「国民健康保険制度の改革

にあたり、国庫負担割合の引き上げを求める意

見書提出についての請願」についてです。

国民健康保険は、他の協会けんぽなど公的医

療保険に比べ、高齢者や低所得者層が多く加入

しているという構造的な課題を抱え、結果、高

過ぎる国保税や財政悪化を招いています。

政府は、昨年成立させた医療保険制度改革関

連法によって、平成30年度から都道府県に財政

運営の責任主体を移行させる「国民健康保険の

都道府県化」を行うとしており、公費拡充によ

る財政基盤の強化策の低所得者対策として、平

成27年度から1,700億円、29年度から3,400億円

を投入し、これで保険税負担の軽減や伸び幅の

抑制が期待できるとしています。しかし、この

国費投入も長期に続く保証はなく、逆に減額さ

れる可能性もあります。

国からのこの3,400億円と引きかえに、市町村

の法定外繰入額が減らされれば、国保財政が逆

に窮迫する事態も起こり得ます。しかも、高齢

化や医療技術の進歩などにより、今後も医療費

の増大は予測され、国庫負担を大幅にふやして

国保の財政構造を抜本的に変えない限り、さら

なる保険税高騰は避けられません。国保の高過

ぎる保険税は、国民が必要な医療を受ける上で

大きな障害になっています。保険税の引き下げ

は喫緊の課題であり、そのためには国庫負担の

抜本的な引き上げこそ求められています。県民

の命と健康、暮らしを守る上からも、本請願の

採択を強く求めるものです。

次に、請願第19号「介護保険の給付縮小・負
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担増を中止し、充実を求める意見書提出につい

ての請願」についてです。

国民の納める介護保険料と公費の５割ずつの

負担による介護保険制度は、介護の社会化を目

指すとして、平成12年に始められました。しか

し、現在、保険料や利用料の負担増が、「保険

あって介護なし」を進める状況をつくっていま

す。昨年度から介護報酬がマイナス2.27％と大

幅に引き下げられた影響で、介護事業所の運営

に困難を生じさせています。

さらに、医療介護総合確保推進法による介護

保険制度の見直しが進められ、要支援者の訪問

介護と通所介護を保険給付から外し、市町村が

主体の地域支援事業（総合事業）に移す、ヘル

パーの生活援助や福祉用具サービスを自己負担

に切りかえる、利用料２割負担の対象者を拡大

するなど、さらなる給付の削減・負担増を強い

る内容が盛り込まれています。

介護保険の自己負担は、制度発足以来１割で

したが、昨年８月から、年金収入だけで280万円

以上の人などは２割に引き上げられました。今

度は、年金収入だけで383万円以上など現役並み

とされる所得がある人から３割への引き上げと

するなど、大幅な負担増が強いられることにな

ります。

さらに、費用の削減・サービス抑制を図るこ

とが検討されており、このことは「サービス抑

制でかえって重度化が進み、介護費用をふやす

だけだ」と、厚労省の介護保険部会の中からも

指摘されるほどです。まさに、自己負担をふや

し、給付を抑制することは、介護を受けられな

くなる人が増加し、「介護難民」をふやすこと

になりかねず、また、家族の介護負担をも増大

させ、政府の掲げる「介護離職ゼロ」政策にも

反するものではないでしょうか。

今後、高齢化が一層進んでいく中で、何よ

り、人としての尊厳が守られる行き届いた介護

を保障することが、介護保険制度のあり方とし

て求められているのではないでしょうか。同時

に、介護を担う職員が、専門性を発揮し、誇り

を持って働き続けられる条件整備も喫緊の課題

です。県議会は、こうした県民の願いをしっか

り受けとめ、介護保険制度の精神が全うされる

よう、制度の充実・改善を求める本請願の採択

を強く求めるものです。議員各位の賢明な御判

断を切に求めて、討論といたします。以上で

す。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 ほかに討論の通告はありませ

ん。

以上で討論は終わりました。

◎ 議案第１号採決

○星原 透議長 これより採決に入ります。

まず、議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○星原 透議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第２号から第13号まで及び第18号

から第25号まで採決

○星原 透議長 次に、議案第２号から第13号

まで及び第18号から第25号までの各号議案につ

いて、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 請願第18号及び第19号採決

○星原 透議長 次に、請願第18号及び第19号

について一括お諮りいたします。

両請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○星原 透議長 起立多数。よって、両請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○星原 透議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長から閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第17号についてお諮りいたしま

す。

本請願を委員長の申し出のとおり閉会中の継

続審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○星原 透議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。

次に、請願第20号についてお諮りいたしま

す。

本請願を委員長の申し出のとおり閉会中の継

続審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○星原 透議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続調査については、各委員長の申し出

のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続調

査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○星原 透議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成28年12月13日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 議会運営委員長 黒木 正一

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

新田原飛行場に係る騒音区域見直しに対す

る意見書

議員発議案第２号

骨髄移植ドナーに対する支援の充実につい

ての意見書

議員発議案第３号

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求

める意見書

平成28年12月13日(火)
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平成28年12月13日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 宮崎県議会議員 緒嶋 雅晃

井上紀代子

黒木 正一

河野 哲也

有岡 浩一

後藤 哲朗

島田 俊光

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第４号

資源循環型林業の確立による地方創生の実

現を求める意見書

平成28年12月13日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 宮崎県議会議員 丸山裕次郎

井本 英雄

田口 雄二

新見 昌安

松村 悟郎

後藤 哲朗

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第５号

北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決

を求める意見書

◎ 議員発議案第１号から第５号まで

追加上程

○星原 透議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号から第５号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 議員発議案第１号提案理由説明

○星原 透議長 まず、議員発議案第１号を議

題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。議会運営委員会、黒木正一委員長。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） それでは、

発議者を代表して、「新田原飛行場に係る騒音

区域見直しに対する意見書」の提案理由を説明

させていただきます。

本県は、昭和32年に新田原基地が開設されて

以来、基地周辺の新富町、西都市、宮崎市、高

鍋町、木城町とともに今日まで、航空機の騒音

問題という課題を抱えてきたところでありま

す。

騒音問題は、基地周辺住民の日常生活への影

響はもとより、健康面への悪影響など、航空機

騒音に悩まされ続ける住民にとっては、深刻な

問題であります。

また、平成19年からの米軍再編に係る新田原

基地への訓練移転等に際し、国と２市３町との

間で、「国は、訓練の移転等に伴う騒音につい

て、地元要望を踏まえ、周辺住民の生活への影

響に配慮し、騒音の実態調査を実施するなど、

所要の措置を積極的に講ずる」との合意がなさ

れているところであります。

今回、防衛省から基地周辺自治体に対して示

された騒音度調査結果によると、第１種区域の

平成28年12月13日(火)
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大幅な縮小が見込まれることから、住民の基地

に対する不信と不安を大きく増幅させる事態と

なっております。

このような中、昨日12月12日に、２市３町で

構成する「航空自衛隊新田原基地周辺協議会」

から、議長に対して基地周辺自治体との連携を

要望されたところであります。

県議会といたしましても、今回の見直しが基

地周辺住民の不安や不利益とならないよう、地

元の意向も十分に踏まえた上で検討し、国の責

務として適切に基地周辺対策と民生安定に取り

組むよう、国に対して強く要望する必要がある

ことから、本日、騒音区域見直しに対する意見

書を緊急に提出するものであります。

議員各位におかれましては、意見書の趣旨と

緊急性を十分に御理解いただき、全会一致で御

賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提

案理由の説明とさせていただきます。(拍手）

〔降壇〕

○星原 透議長 提出者の説明は終わりまし

た。

質疑及び討論の通告はありません。

◎ 議員発議案第１号採決

○星原 透議長 これより採決に入ります。

議員発議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

○星原 透議長 次に、議員発議案第２号から

第５号までの各号議案を一括議題といたしま

す。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明及び委員会の付託を省略し

て直ちに審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○星原 透議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。まず、来住一人議員。

○来住一人議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。私は日本共産党を代表して、ただい

ま議題となっております議員発議案第４号「資

源循環型林業の確立による地方創生の実現を求

める意見書」について、反対の立場から討論を

いたします。

本意見書案は、我が国の森林・林業が果たす

重要性を強調した上で、資源循環型林業の確立

等のために４つの項目の実現を要望するもので

あります。

第１に、森林資源の循環利用を支える森林整

備予算及び治山予算の確保、第２に、東京オリ

ンピックを機に新たな木材需要を創出するため

の施策の推進、第３に、ＣＬＴの需要拡大を図

るための施策の強化、以上の３点については何

ら異議もなく同意できるものであります。

我が党が同意できないものは、第４項に、森

林整備等の森林吸収源対策を推進するために、

仮称「森林環境税」を創設し、国民に新たな負

担を求めようとしていることにあります。本

来、森林・林業を守り、振興させるための財源

平成28年12月13日(火)
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は、租税・一般財源に求めるべきものであり、

特別税に求めるべきではないと思います。

意見書が述べておりますように、都市、地方

を問わず国民は森林の恩恵を受けております。

しかし、これをもって森林環境税により国民に

負担を求めるなら、政策的課題ごとに際限なく

目的税を創設することになり、税そのものの根

本が問われるものであります。また、その目的

税の税収の範囲内に事業が限られ、さらに事業

をしてほしいというなら、税率を上げ、税収を

高めようということにもなりかねないなど、こ

うした重要な問題を含んでおります。なお、本

県において、県民は既に森林環境税を納税して

いることを申し添えておきたいと思います。

森林・林業をめぐる課題については、本議場

においても多くの議論がされてまいりました。

最大の課題は、再造林ができない原木価格の低

迷にあります。どうしてこのような状況に陥っ

ているのか、ここを直視することなしに打開策

はないと私は思います。

平成26年の薪炭材とシイタケ原木を除く用材

の自給率はわずか29.6％であります。ちなみ

に、昭和35年の用材の総需要量5,600万立方メー

トルのうち、国産は4,900万立方メートルで、自

給率87％でありました。日本の政治の大もとの

ところで、林業を基幹産業として大きく位置づ

け、林業が産業としてすばらしい潜在力を持っ

ていることを認識し、本腰を入れた振興を図る

立場を放棄して、外材に頼っているところにあ

ると思います。

ドイツでは、木材の自給率は100％を超え、林

業が130万人の雇用を生み出しております。これ

は、自動車産業75万人の２倍近くになっている

ものであります。林業を地域経済を支える大き

な柱の産業、低炭素社会を実現する不可欠な産

業として、国の政策の根幹にしっかり位置づけ

ることではないでしょうか。具体的には、外材

輸入拡大政策から国産材需要拡大政策への転換

が必要であると確信します。

安倍首相は、ＴＰＰに関連して保護主義を批

判しております。保護主義を批判する者は、国

境に関係なく、ひたすら利潤を追い求める多国

籍企業であり、安倍首相が多国籍企業の立場に

身を置いていることは明白であると思います。

多国籍企業の利潤第一主義が貧富の格差を増大

させることは、論をまちません。政治も経済

も、そのよって立つところは民生の安定にある

と思います。したがって、それぞれの国の政府

が、自国民の利益を守り、生活の向上を図るた

めに、外国との関係で一定の条件のもとで規制

を設けることは当然のことであります。経済主

権の確立なしに、多国籍企業の利潤第一主義を

野放しにして、日本の経済と国民の生活は守れ

ないことは明白だと思います。

ＴＰＰと木材について述べておきたいと思い

ます。御承知のように、丸太と製材品のベイマ

ツ、ツガの関税はゼロであります。関税が辛う

じて残っているのは、その他の製材品、合板、

パーティクルボード、そして集成材でありま

す。残っているといっても、ほとんどが５％か

ら６％、低いのでは3.9％、高いものでも10％で

あります。ＴＰＰによって、構造用集成材など

４品目で関税は即時撤廃です。合板など残りの

ものも、11年目で全て撤廃になります。わずか

に残っている関税を撤廃して、どうして森林・

林業の振興を図れるのか、どうして自給率を高

めることができるのか、どうして伐採、再造林

のサイクルを確立することができるのか。私は

できないと思います。丘陵地域に森林を持つア

メリカやカナダ、ロシアと、傾斜角度のきつい
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森林の多い日本とでは、大きな違いがあると思

います。

本気で森林・林業を守ろうとするなら、ＴＰ

Ｐから離脱し、同時に、さきに申し上げました

ように、基幹産業としてしっかり位置づけ、輸

入拡大路線から転換を図り、森林を守り育てる

担い手づくりと林業基盤の計画的な整備に、思

い切って予算を振り向けることではないかと思

います。今日、林業関係者の限界を超えた努力

によって森林が守られているのではないでしょ

うか。今、森林環境税の創設ではなく、政府の

森林・林業政策の転換ではないかと思います。

以上で討論を終わります。（拍手）〔降壇］

○星原 透議長 次は、後藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） 提出者を代

表いたしまして、議員発議案第４号「資源循環

型林業の確立による地方創生の実現を求める意

見書」に賛成の立場から、討論をいたします。

皆様御存じのとおり、森林は、国土の保全、

地球温暖化の防止、木材の供給等、多面的な機

能の発揮によって、私たちの生活や経済に欠か

せないさまざまな恩恵をもたらしています。

また、現在、我が国の森林は、これまでの先

人の努力等により、戦後造成された人工林を中

心に本格的な利用期を迎えており、この豊富な

森林資源を循環利用することで林業の成長産業

化を実現し、地方創生に貢献することが期待さ

れています。

特に本県においては、森林が県土の約76％を

占め、杉素材の生産量が25年連続で日本一とな

るなど、全国トップクラスの生産基盤を誇って

おり、この豊かな森林資源を最大限活用し、森

林・林業の振興を図ることは、極めて重要な課

題であります。

このような中、昨年、フランスで開催された

ＣＯＰ21において、2020年以降の国際的な温暖

化対策についての法的枠組みである「パリ協

定」が採択されました。

我が国ではこれに先立ち、温室効果ガス排出

量を2030年度までに2013年度比で26％削減する

ことを目標とする約束草案を提出しておりま

す。この削減目標量のうち２％に当たる約2,780

万ＣＯ２トンについては、森林吸収源対策によっ

て確保することとされており、改めて森林の重

要性が認識されたところです。

目標を達成するためには、再造林等の森林整

備や木材の利用促進等の森林吸収源対策を着実

に実施していくことが必要ですが、林業を基幹

産業とする中山間地域においては、過疎化・高

齢化の進行により、森林所有者の特定困難や境

界の不明、担い手の不足といった長年にわたる

課題が山積しており、こうした課題を解決する

ための施策とあわせて、継続的に森林整備を実

施するための財源を確保することが大きな課題

となっております。

今回提出させていただいた意見書では、森林

の循環利用を支えるために必要な森林整備予算

の確保とあわせて、森林吸収源対策を推進する

ために、全国版の、仮称ですが、森林環境税の

早期実現による安定的な財源確保を要望してお

ります。これによって、地球温暖化対策だけで

なく、中山間地域を取り巻くさまざまな課題の

解決に向けた取り組みが大きく前進することが

期待されるものです。

なお、全国版の森林環境税の実現に当たって

は、国民への負担や各府県で導入されている独

自課税との関係などの課題もありますが、国に

おいて、地方の意見を踏まえて、しっかりと検

討が進められるものと考えております。

議員各位におかれましては、申し上げてまい
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りました趣旨を御理解の上、御賛同賜りますよ

う、どうかよろしくお願い申し上げ、賛成討論

を終わります。（拍手）〔降壇〕

○星原 透議長 ほかに討論の通告はありませ

ん。

以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第４号採決

○星原 透議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第４号についてお諮りいた

します。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○星原 透議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第２号、第３号

及び第５号採決

○星原 透議長 次に、議員発議案第２号、第

３号及び第５号について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員派遣の件

○星原 透議長 次に、議員派遣の件を議題と

いたします。

お諮りいたします。

会議規則第127条の規定により、お手元に配付

のとおり議員を派遣することに御異議ありませ

んか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、お手元に配付のとおり議員を派遣すること

に決定いたしました。

◎ 選挙管理委員及び同補充員の選挙

○星原 透議長 次に、選挙管理委員及び同補

充員の任期が本年12月27日をもって満了となり

ますので、地方自治法第182条の規定により、選

挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。

選挙の方法については、議会運営委員会の決

定どおり、地方自治法第118条第２項の規定によ

り、指名推選とすることに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、選挙の方法は指名推選とすることに決定い

たしました。

なお、指名の方法については、議長において

指名することにいたしたいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議ありませんので、議長

において指名いたします。

まず、選挙管理委員を指名いたします。

熱田潮氏、米良政美氏、吉瀬和明氏、町元真

也氏、以上の４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長において指名いたしました４名

を選挙管理委員の当選人とすることに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、以上の４名が選挙管理委員に当選されまし

た。
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次に、選挙管理委員の補充員を指名いたしま

す。

宮脇和寛氏、山口哲雄氏、小川真弓氏、日髙

勝弘氏、以上の４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長において指名いたしました４名

を、選挙管理委員の補充員の当選人とし、補充

員の順位は、指名の順位とすることに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星原 透議長 御異議なしと認めます。よっ

て、以上の４名が選挙管理委員の補充員に当選

されました。

◎ 閉 会

○星原 透議長 以上で、今期定例会の議事は

全て終了いたしました。

本年も、あと18日を残すのみとなりました。

執行部及び議員各位におかれましては、一層御

自愛の上、新たな年を御健勝で迎えられますよ

う、心から祈念申し上げます。

これをもちまして、平成28年11月定例県議会

を閉会いたします。

午前11時８分閉会
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平成２８年１１月定例県議会日程

１９日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

議会運営委員会 9:30開会
議席の一部変更
新議員紹介
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

１１．２５ 金 本会議
会期決定
議長の報告（常任委員会委員及
び特別委員会委員の選任）
議案上程
知事提案理由説明

２６ 土
（ 閉 庁 日 ）

２７ 日
休 会

一般質問通告締切 12:00２８ 月
（ 議 案 調 査 ）

２９ 火

３０ 水 議会運営委員会 9:30

一 般 質 問１２． １ 木 本会議

請願締切 16:00２ 金

３ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

４ 日

議員発議案締切 17:00
５ 月 一 般 質 問 （会派提出）

本会議
議会運営委員会 9:30一 般 質 問

質疑、討論、採決（人事案件）６ 火
議案・請願委員会付託

７ 水

常 任 委 員 会 議員発議案締切 17:00
８ 木 （会派提出を除く）

９ 金 特 別 委 員 会 議会運営委員会
休 会

１０ 土
（ 閉 庁 日 ）

１１ 日

１２ 月 （ 議 事 整 理 ）

議会運営委員会 9:30常任委員長審査結果報告
質疑、討論、採決

１３ 火 本会議 選挙管理委員及び同補充員の選挙
閉会
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平成２８年１１月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

１１月３０日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００丸山裕次郎

２ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩島田 俊光

３ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００野﨑 幸士

４ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００黒木 正一

１２月１日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 公 明 党 １０：００～１１：００新見 昌安

６ 県 民 の 声 １１：００～１２：００ 休憩井上紀代子

７ 日 本 共 産 党 １３：００～１４：００前屋敷恵美

８ 自由民主党 青の国 １４：００～１５：００西村 賢

１２月２日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００日髙 陽一

１０ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩二見 康之

１１ 県 民 連 合 宮 崎 １３：００～１４：００岩切 達哉

１２ 公 明 党 １４：００～１５：００河野 哲也
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１２月５日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１３ 県 民 連 合 宮 崎 １０：００～１１：００田口 雄二

１４ 愛 み や ざ き １１：００～１２：００ 休憩有岡 浩一

１５ 県 民 連 合 宮 崎 １３：００～１４：００髙橋 透

１６ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００井本 英雄

１２月６日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１７ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００中野 明

１８ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩坂口 博美

１９ 県 民 連 合 宮 崎 １３：００～１４：００太田 清海

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内（質問取扱要領）



平成２８年１１月定例県議会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 平成28年度宮崎県一般会計補正予算（第６号） 可決 可決 可決 可決

第２号
平成28年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算
（第１号）

可決

第３号
平成28年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算
（第１号）

可決

第４号
平成28年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予
算（第１号）

可決

第５号 平成28年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第１号） 可決

第６号
警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正
する条例

可決

第７号
職員の退職手当に関する条例及び病院事業職員の給
与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条
例

可決

第８号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部
を改正する条例

可決 可決

第９号
公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例
の一部を改正する条例

可決

第１０号 工事請負契約の締結について 可決

第１１号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１２号
農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収
についての議決内容の一部変更について

可決

第１３号 当せん金付証票の発売について 可決

第１８号 平成28年度宮崎県一般会計補正予算（第７号） 可決 可決 可決 可決 可決

第１９号
平成28年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予
算（第２号）

可決

第２０号
平成28年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）
補正予算（第１号）

可決

第２１号
平成28年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補
正予算（第１号）

可決

第２２号 平成28年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第２号） 可決

第２３号
職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の
採用等に関する条例の一部を改正する条例

可決

第２４号
市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改
正する条例

可決

第２５号
議会の議員の給与等に関する条例等の一部を改正す
る条例

可決

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１７号
子どもの医療費無料化を中学校卒業まで引き上げる
ことを求める請願

継続

第１８号
国民健康保険制度の改革にあたり、国庫負担割合の
引き上げを求める意見書提出についての請願

不採択

第１９号
介護保険の給付縮小・負担増を中止し、充実を求める
意見書提出についての請願

不採択

第２０号 受動喫煙防止対策強化処置についての請願 継続

番　号 件　名

常 任 委 員 会

-　291　-
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２８年１１月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す

るため
総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査

請願第17号 子どもの医療費無料化を中学校卒業ま

で引き上げることを求める請願

慎重な審査

請願第20号 受動喫煙防止対策強化処置についての ・調査を要厚 生 常 任 委 員 会

請願 するため

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

調査を要す

るため
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

調査を要す環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

るため常 任 委 員 会

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す文 教 警 察 企 業

関する調査 るため常 任 委 員 会

円滑な議会

次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る議 会 運 営 委 員 会

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成28年度宮崎県一般会計補正予算（第６号） 12月13日・ 可 決

〃 第２号 平成28年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第３号 平成28年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第４号 平成28年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予 〃

算（第１号）

〃 第５号 平成28年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第１ 〃

号）

〃 第６号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第７号 職員の退職手当に関する条例及び病院事業職員の給 〃

与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条

例

〃 第８号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第９号 公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例 〃

の一部を改正する条例

〃 第10号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第11号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第12号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 〃

についての議決内容の一部変更について

〃 第13号 当せん金付証票の発売について 〃

〃 第14号 収用委員会委員の任命の同意について 12月６日・ 同 意

〃 第15号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第16号 収用委員会予備委員の任命の同意について 〃

〃 第17号 収用委員会予備委員の任命の同意について 〃

〃 第18号 平成28年度宮崎県一般会計補正予算（第７号） 12月13日・ 可 決

〃 第19号 平成28年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予 〃

算（第２号）
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第20号 平成28年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 12月13日・ 可 決

補正予算（第１号）

〃 第21号 平成28年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補 〃

正予算（第１号）

〃 第22号 平成28年度宮崎県立病院事業会計補正予算(第２号) 〃

〃 第23号 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の 〃

採用等に関する条例の一部を改正する条例

〃 第24号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第25号 議会の議員の給与等に関する条例等の一部を改正す 〃

る条例

議員発議案 第１号 新田原飛行場に係る騒音区域見直しに対する意見書 12月13日・ 可 決

〃 第２号 骨髄移植ドナーに対する支援の充実についての意見書 〃

〃 第３号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書 〃

〃 第４号 資源循環型林業の確立による地方創生の実現を求め 〃

る意見書

〃 第５号 北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める 〃

意見書



議 員 発 議 案 等
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議員発議案第１号

新田原飛行場に係る騒音区域見直しに対する意見書

本県は、昭和３２年に新田原基地が開設されて以来、基地周辺２市３町ととも

に今日まで、騒音問題という課題を抱えてきた。

騒音問題については、平成１９年からの米軍再編に係る新田原基地への訓練移

転等に際し、国と基地周辺２市３町との間で 「国は、訓練の移転等に伴う騒音に、

ついて、地元要望を踏まえ、周辺住民の生活への影響に配慮し、騒音の実態調査

を実施するなど所要の措置を積極的に講ずる」との合意がなされている。

しかし、今回、防衛省から基地周辺自治体に対し、第一種区域の大幅な縮小が

見込まれる騒音度調査結果が示され、住民の基地に対する不信と不安を大きく増

幅させる事態となっている。

よって、国においては、騒音区域の見直しに当たっては、基地周辺住民への不

安や不利益とならないよう、地元の意向も十分に踏まえた上で検討し、国の責務

として適切に基地周辺対策と民生安定に取り組まれるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年１２月１３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

防 衛 大 臣 稲 田 朋 美 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第２号

骨髄移植ドナーに対する支援の充実についての意見書

骨髄移植や末梢血管細胞移植は、白血病などの難治性血液疾患に対する有効な治

療法である。

骨髄等の提供を広く国民に呼び掛ける骨髄バンク事業は、公益財団法人日本骨髄

バンクが主体となり、移植に用いる造血管細胞の適切な提供の推進に関する法律に

基づいて実施されている。

平成２８年９月末時点のドナー登録者数は４６万人を超え、患者とのＨＬＡ適合

率は９割を超えているにもかかわらず、そのうち移植に至るのは６割未満にとどま

っている。

同事業では、骨髄等の提供に必要な検査・入院等の費用について、ドナー側の負

担はなく、万が一健康障害を生じた場合でも、日本骨髄バンクによる損害補償保険

が適用されるなど、ドナーの負担軽減に関して様々な取組が行われているが、ドナ

ーが検査や入院等で休業した場合の補償については、現在行われておらず、ドナー

が多くの患者に安心して骨髄等を提供できるような仕組みづくりが早急に求められ

ている。

よって、国におかれては、骨髄移植ドナーに対する支援の充実を図るため、下記

事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。

記

１ 事業主向けに策定した労働時間等見直しガイドラインの中で、ドナー休暇制度

を明示するなど、企業等の取組を促進するための方策を講ずるとともに、ドナー

休暇の制度化についても検討すること。

２ ドナーが骨髄等の提供に伴う入院、通院、打合せ等のために休業する場合の補

償制度の創設について検討すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年１２月１３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第３号

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書

地方創生が我が国の将来にとって重要な政治課題となり、その実現に向け大きな

責任を有する地方議会の果たすべき役割は、ますます重要となっている。

こうした要請に応えるため、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、

より専門的な知識が求められ、専業として活動する議員の割合も高くなっている。

しかしながら、昨年実施された統一地方選挙では、道府県議会議員選挙の平均投

票率が過去最低となったほか、無投票当選者の割合が高くなるなど、住民の関心の

低さや地方議会議員のなり手不足が大きな問題となった。

こうした中、選挙権年齢の引下げに伴い、若者に対して政治への関心を高めるた

めの啓発活動の充実強化を図るとともに、サラリーマンの議員立候補、議員のサラ

リーマンへの復帰が行われやすいように、議員の年金制度を時代に相応しいものと

することが、人材の確保につながっていくと考える。

よって、国におかれては、国民の幅広い政治参加や、地方議会における人材確保

の観点から、地方議会議員の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよ

う強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年１２月１３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

厚生労働大臣 塩 崎 恭 久 殿

内閣官房長官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第４号

資源循環型林業の確立による地方創生の実現を求める意見書

我が国の森林は、国土の約３分の２を占め、国土の保全、水源の涵養、地
球温暖化の防止、木材の供給等多面的な機能の発揮が期待されており、これ
らの機能を十分に発揮させるためには 「伐って、使って、すぐ植える」と、
いう森林資源の循環利用を進める必要がある。
また、我が国の森林は、戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎えて
、 、おり この豊富な森林資源の循環利用により林業の成長産業化を図ることは

山村地域に雇用と所得を創出し、地方創生に大きく貢献するものである。
本県においても、複数の木質バイオマス発電施設の本格稼働や東アジアへ

の木材輸出の増大など、新たな木材需要の創出に向けた動きが加速化する一
方で、林業を基幹産業とする中山間地域においては、依然として過疎化・高
齢化の進行による担い手不足や間伐・再造林などの森林整備が適切に行われ
ず、森林の持つ多面的機能が損なわれる懸念もあるなど危機的な状況が続い
ている。
よって、国におかれては、森林の果たす役割の重要性を踏まえ、資源循環

型林業を確立し、林業の成長産業化による地方創生を実現するため、次の事
項を実現するよう強く要望する。

１ 造林・間伐等、森林資源の循環利用を支えるために必要な森林整備予算
及び防災・減災のために必要な治山予算を十分に確保すること。

２ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会などを契機とし
て、新たな木材需要を創出するための施策を強力に推進すること。

３ ＣＬＴ（直交集成板）を活用した建築物の整備促進など需要拡大を図る
ための対策を強化すること。

４ 森林整備等の森林吸収源対策を推進するため、都市・地方を通じて、森
林の恩恵を受けている個人や企業等に等しく負担を求める 森林環境税 仮「 （
称 」を早期に実現し、安定的な財源を確保するとともに地方財政措置の）
充実強化を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年１２月１３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
農 林 水 産 大 臣 山 本 有 二 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿

山 本 幸 三 殿内閣府特命担当大臣
（ 地 方 創 生 ）
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議員発議案第５号

北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める意見書

北朝鮮は、我が国の排他的経済水域に繰り返し弾道ミサイルを発射し、９月には

５回目の核実験を強行した。国連安全保障理事会決議の明白な違反であり、我が国

と北東アジア地域の平和と安定を脅かす暴挙であり断じて容認することはできな

い。

加えて、北朝鮮は今も拉致した多数の我が国国民を不法に抑留し続けている。数

十年も自由を奪われている被害者本人と帰国を待つ家族の忍耐はもはや限界を超え

ており、重大な人権と主権の侵害である。

我が国政府は、全ての被害者の安全確保と早急な帰国を最優先課題としている。

核実験暴挙があった現時点でも、政府はあらゆる方策を講じて拉致被害者を取り戻

す努力を続け、全員の早急な帰国を実現させなければならない。

よって、国会及び政府は、北朝鮮との対話の窓口を堅持しつつ、関係各国との緊

密な連携及び国連を中心とする多国間の協議等を踏まえながら、対話と圧力、行動

対行動の原則を貫き、あらゆる手段を講じて日本人拉致問題の早急な完全解決のた

めに全力を尽くして取り組まれるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年１２月１３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大島 理森 殿

参 議 院 議 長 伊達 忠一 殿

内 閣 総 理 大 臣 安倍 晋三 殿

総 務 大 臣 高市 早苗 殿

外 務 大 臣 岸田 文雄 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義偉 殿

拉致問題担当大臣 加藤 勝信 殿
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議 員 派 遣

平成２８年１２月１３日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 九州・沖縄未来創造会議 第２回ＰＴ会議

(１) 目 的 九州・沖縄が抱える課題等についての検討・協議

(２) 派遣場所 長崎市

(３) 期 間 平成２９年１月１６日（月）

(４) 派遣議員 野﨑 幸士 渡辺 創
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議 員 派 遣

平成２８年１２月１３日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 平成２８年度九州各県議会議員交流セミナー

九州各県議会議員が一堂に会し、共通する政策課題等について(1) 目 的

情報や意見交換を行うことにより、政策提案力その他議会機能の

充実を図るとともに、議員間の親睦を深め、ともに九州の一体的

な発展と地方主権の確立をめざす。

(2) 派遣場所 鹿児島市

(3) 期 間 平成２９年１月３０日（月）から

平成２９年１月３１日（火）まで

(4) 派遣議員 緒嶋 雅晃 丸山裕次郎 外山 衛 山下 博三

後藤 哲朗 二見 康之 島田 俊光 日高 博之

野﨑 幸士 太田 清海 渡辺 創 岩切 達哉

河野 哲也 重松幸次郎 前屋敷恵美



請 願 一 覧 表
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総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 － － －

厚 生 ３ １ ４

商 工 建 設 － － －

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 ３ １ ４
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 18 号 受理年月日 平成2 8年 1 2月２日

宮崎市和知川原２丁目２５－１請 願 者
宮崎県社会保障推進協議会 会長 山田 秀一住所・氏名

国民健康保険制度の改革にあたり、国庫負担割合の引き上げを求

める意見書提出についての請願

（要旨）

国民健康保険制度の改革にあたり、国庫負担割合の引き上げ

を求める意見書を提出すること。

（理由）

平成２７年５月に成立した医療保険制度改革関連法によって、

平成３０年度から国民健康保険の財政運営を都道府県に移管し、

都道府県と市町村が両方、国保の保険者となり、共同で管理運営

にあたる体制となります。

ただ、都道府県が保険者となっても、国保の財政は引き続き、

①市町村が住民から徴収する保険料、②健保・共済など他の医療

請願の件名 保険からの拠出金、③国・都道府県からの公費によって運営さ

れ、給付費に対する国庫負担や都道府県負担の割合も現行制度と

基本的には変わらないとされています。

いま、国民健康保険制度の改革に求められていることは、所得

水準の低い自治体ほど、わずかでも収入のある加入者の保険料負

担が重くなり、低所得者が多く加入する医療保険でありながら保

険料が高すぎるという制度の構造的矛盾を解決することです。低

所得のため納税の義務を免除される非課税世帯でも相当の保険料

負担となるばかりか、生活保護における最低生活費基準以下の所

得状況でも保険料法定軽減の対象とならない世帯もあるなど、国

民健康保険料の負担が加入世帯の家計に重い負担となり、貧困と

格差を拡大する要因のひとつとなっています。

政府は、平成２７年度に１７００億円の公費を市町村国保の低

所得者対策に投入し、平成３０年度をめどに毎年３４００億円の

公費投入を図ることで「保険料負担の軽減や伸び幅の抑制が期待

できる」と説明しています。しかし、内閣府の試算では、現在年

間９．１万円である国保の一人当たり保険料が２０２５年度には

年間１１．２万円に引き上がる予測を示しており、国保の財政構

造を根本的に変えない限り、さらなる保険料の高騰は避けられな

いことが明らかになっています。全国知事会も、国保料（税）の

「 」 。軽減をはかるために １兆円の国庫負担増 を要望してきました
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こうしたことから、国民健康保険制度が「社会保障及び国民保

健の向上に寄与する（国民健康保険法第１条 」という本来の役）

割を果たすためには、定率国庫負担の引き上げが必要不可欠とな

っています。

よって、国民健康保険制度の改革にあたり、国庫負担割合の引

、 、き上げ強く求めるとともに 地方自治法第９９条の規定に基づき

国に意見書を提出されますよう請願致します。

、 。以上のとおり 地方自治法第124条により請願書を提出します

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 来住 一人 満行 潤一
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 19 号 受理年月日 平成2 8年 1 2月２日

宮崎市和知川原２丁目２５－１請 願 者
宮崎県社会保障推進協議会 会長 山田 秀一住所・氏名

介護保険の給付縮小・負担増を中止し、充実を求める意見書提出

についての請願

（要旨）

介護保険制度の給付対象の縮小と利用者負担増の検討を中止

し、制度の充実・改善を求める意見書を国に提出すること。

（理由）

平成１２年に「介護の社会化」をめざし制定された介護保険制

度は高齢化が進む中で高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし

ていけるための制度とするために充実・改善をすることが求めら

れています。

現在、政府内で、平成２９年通常国会に向けた介護保険制度の

見直しの検討が進められています。その中には、ヘルパーの生活

請願の件名 援助や福祉用具サービスを自己負担に切り替える、利用料２割負

担の対象者を拡大する、要介護１・２の通所介護を市町村が実施

する総合事業に移すなど、さらなる給付の削減・負担増をはかる

内容が盛り込まれています。利用者からは 「生活援助を減らさ、

れたら生活が成り立たない 「利用料が２倍になったらサービス」、

を減らさざるを得ない」など、見直し案に対する不安の声が多数

寄せられています。

介護保険の目的は高齢者の介護を社会全体で支え、自立支援に

つなげることと同時に、家族の介護負担を軽減し、誰もが安心し

て生活できる社会をつくることにあります。給付を抑制すること

は、介護を受けられなくなる人が増加し 「介護難民」を増やし、

てしまうことになりかねません。また、家族の介護負担を増大さ

せる、こうした内容の見直しは、政府が掲げる「介護離職ゼロ」

政策そのものにも反するものです。

これから高齢化がいっそう進展していく中、お金の心配をする

ことなく、行き届いた介護が保障される制度への転換はすべての

高齢者・国民の願いです。そして介護を担う職員が自らの専門性

を発揮し、誇りをもって働き続けられる条件の整備こそ求められ

ています。

よって、介護保険制度の給付対象の縮小と利用者負担増の検討

を中止し、制度の充実・改善することを強く要望するとともに、
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地方自治法第９９条の規定に基づき、国に意見書を提出されます

よう請願致します。

以上のとおり、地方自治法第124条により請願書を提出します。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 来住 一人 満行 潤一
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 20 号 受理年月日 平成2 8年 1 2月２日

宮崎県宮崎市高千穂通１丁目６番２１号請 願 者
宮崎県たばこ耕作組合 組合長 郡 利夫住所・氏名
鹿児島県鹿児島市荒田１丁目２番３号

九州南部たばこ販売協同組合連合会 会長 福島 洋一

宮崎市別府町３-１ 宮崎日赤会館１階

宮崎県飲食業生活衛生同業組合 理事長 代口 修

宮崎市別府町３-１ 宮崎日赤会館１階

宮崎県社交飲食業生活衛生同業組合 理事長 図師 義孝

受動喫煙防止対策強化処置についての請願

（要旨）

受動喫煙防止対策強化措置について意見書提出を求める請願

（理由）

たばこ事業は、たばこ事業法等に基づき運営されており、たば

こ税については、国や地方自治体の重要な一般財源であることは

。 、 、周知の事実です しかし 2016年10月に厚生労働省より公表され

次期通常国会に法案として提出されようとしている「受動喫煙防

（ ）（ 、“ ” ）」止対策の強化について たたき台 以下 たたき台 という

における受動喫煙防止対策は、業界がこれまで推進してきた取組

みが無駄になるような厳格な規制を設定しており、大きな懸念を

抱いております。

請願の件名

宮崎県の葉たばこ耕作については、農家数336戸、面積671ha、

販売高27億円を誇る一大産地であると共に、地域農業を支える重

要な基幹作物の一つと位置付けられており、たばこ農家は葉たば

こ生産に自信と誇りをもって良質葉生産に取り組んでおります。

また、零細かつ経済的基盤の弱いたばこ販売店では、販売を通

じて財政に多大な寄与をしているとの自負と誇りを持ち、たばこ

（ 、販売を行っているところです 平成26年度の宮崎県のたばこ税は

県税13.7億円、市町村税83.5億円 。）

また、たばこ耕作組合とたばこ販売組合は、喫煙者のために喫

煙場所の設置を要望する署名に取り組み、全国で64万筆の署名を

集めるなど、喫煙環境の維持・向上に努めております。

成人の減少、喫煙率の低下などにより、たばこの消費が減少す

、 、 、る中 前述のたたき台による措置により 更なる喫煙機会の減少
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結果として消費本数の減少が進むことは明らかであり、たばこ販

売店、及びたばこ農家の経営にも多大な影響があるものと考えて

おります。

一方で、飲食業においては、その業種や店舗・施設によって喫

煙を望むお客様が多い状況も観られるところ、受動喫煙防止対策

の重要性を十分に認識し、分煙措置に努める他、お客様の意図し

ない受動喫煙への接触を防止するため、店舗内の喫煙環境をステ

ッカー等を用いて店頭に表示する取組等、実態に応じた様々な対

策を自主的に進めております。

サービス業界では、たたき台による「原則禁煙」という措置が

お客様ニーズへの対応を著しく損ない、客数や客単価の減少に伴

う売り上げの減少を懸念しています。また、多くの事業者は、い

わゆる家族経営といった中小企業であり、店舗の面積や構造とい

った物理的な制約に加え、資金的な制約により、喫煙室の整備も

容易ではなく、結果的に全面禁煙とせざるを得ず、経営への影響

は避けられません。なお、諸外国と異なり日本においては、駅周

辺や繁華街等において、路上喫煙規制条例等により屋外での喫煙

が厳しく制限されていることも多く、お客様に店外での喫煙を求

めることが出来ず、その影響は諸外国と比して甚大なものとなる

ことが懸念されます。加えて、効果的とされる分煙措置を取って

いる店舗・施設であっても、改めて撤去・改作のための追加費用

が生じるおそれがあります。

以上の通り、たたき台が求める措置には大きな問題があり、多

方面にわたって甚大な影響を与えるおそれがあることから、私ど

、 、 。もは 以下について 国に意見書を提出するよう請願いたします

● 請願事項

１．飲食業等のサービス業を営む事業者への措置について、十

分に配慮したものとすること。

２．喫煙者に十分な喫煙機会が与えられるよう、喫煙環境の整

備にも配慮すること。

以上、地方自治法第124条の規定により、請願書を提出いたしま

す。

紹 介 議 員 緒嶋 雅晃 中野 明
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 17 号 受理年月日 平成 2 8 年９月９日

宮崎市和知川原２丁目５５番地請 願 者
子どもの医療費無料制度を県に求める宮崎県ネットワーク住所・氏名
代表 平野 千恵子

子どもの医療費無料化を中学校卒業まで引き上げることを求める

請願書

【請願の趣旨】

現在、子どもの貧困が大問題になっており、政府の調査でも

６人にひとりの子どもが貧困状態にあると言われています。宮崎

県の子育て世代の貧困率は１９．５％と全国平均よりも高くなっ

ています。貧困状態におかれた子どもたちは、食事も満足にとれ

ず、病気になっても十分な治療が受けられないなどいのちが脅か

されています。子どもの将来がその生まれ育った環境で左右され

ず、どの子も等しく治療を受けられる制度をつくることは政治の

責任です。

子どもが病気にかかったとき、お金の心配なく病院にいける事

は、早期発見・早期治療につながり、重症化を防ぎ、さらには医

請願の件名 療費の軽減にもなります。

県の『乳幼児医療費助成事業の助成状況（平成２８年４月１日

現在 』調査によると、県内でもすでに、入院では中学校卒業ま）

でが１３自治体、小学校卒業までが７自治体で、通院でも、中学

校卒業までが１０自治体、小学校卒業までが４自治体で実施され

ています。新富町・川南町・木城町では高校卒業まで入院・通院

ともに助成が始まるなど、県内でも無料化の動きが広がっていま

す。

子どもは未来の社会を作り支えていく宝です。どこに住んでい

ても、安心して医療を受けられる子育ての環境をつくることは、

大きな子育て支援となります。また、少子化の打開にとっても大

きな力になります。宮崎県においても、安心して子どもを産み育

てられる環境を整えるために、中学校卒業までの医療費を無料に

していただきたく、請願します。

【請願事項】

１．子どもの医療費を中学校卒業まで無料にすること

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 来住 一人



議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

議長挨拶

開 会

議席の一部変更

新議員紹介（濵砂 守議員）

11月25日 金 本 会 議
会議録署名議員指名（黒木正一議員、田口雄二議員）

議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議長の報告（常任委員会委員及び特別委員会委員の選任）

議案第１号～第17号上程

知事提案理由説明

11月26日 土
（閉庁日）

11月27日 日
休 会

11月28日 月
（議案調査）

11月29日 火

議案第18号～第25号追加上程

11月30日 水
知事提案理由説明

一般質問（丸山裕次郎議員、島田俊光議員、野﨑幸士議員、

黒木正一議員 ）

12月１日 木
本 会 議 一般質問（新見昌安議員､井上紀代子議員､前屋敷恵美議員､

西村 賢議員 ）

12月２日 金
一般質問（日髙陽一議員、二見康之議員、岩切達哉議員、

河野哲也議員）

12月３日 土
休 会 （閉庁日）

12月４日 日

12月５日 月
一般質問（田口雄二議員、有岡浩一議員、髙橋 透議員、

井本英雄議員）

本 会 議 一般質問（中野 明議員、坂口博美議員、太田清海議員）

12月６日 火 採決(議案第14号～第17号)（同意）

議案・請願委員会付託

12月７日 水
常任委員会

12月８日 木 休 会

12月９日 金 特別委員会
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

12月10日 土
（閉庁日）

12月11日 日 休 会

12月12日 月 （議事整理）

常任委員長審査結果報告

討論（議案第１号に反対、請願第18号、第19号不採択に反

対）（前屋敷恵美議員）

採決（議案第１号）（可決）

採決（議案第２号～第13号、第18号～第25号)（可決）

採決（請願第18号、第19号）（不採択）

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申し出のとおり決定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第５号追加上程

12月13日 火 本 会 議 議員発議案第１号提案理由説明（黒木正一議会運営委員会委

員長）

採決（議員発議案第１号）（可決）

討論（議員発議案第４号に反対）（来住一人議員）

討論（議員発議案第４号に賛成）（後藤哲朗議員）

採決（議員発議案第４号）（可決）

採決（議員発議案第２号、第３号、第５号）（可決）

議員派遣の件

選挙管理委員及び同補充員の選挙

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 星 原 透

宮 崎 県 議 会 副 議 長 宮 原 義 久

宮 崎 県 議 会 議 員 黒 木 正 一

宮 崎 県 議 会 議 員 田 口 雄 二


